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資料 １ 関係機関連絡先 
 

 

資料１－１ 神奈川県 

  所在地 〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 代表電話 045-210-1111 

 (１) くらし安全防災局 

課  名 グループ名 
電話番号 

ファクス番号 

夜間、休日の

連絡先 

防災行政 

通信網 

その他防災行政 
通信網連絡先 

総務室 

総務経理グループ 
045-210-3414 

045-210-8829 
045-210-3414 － 

 
【西庁舎７階】 

 指令情報室 

3400 ～ 3403 

3501 ～ 3504 企画調整グループ 
045-210-3418 

045-210-8829 
045-210-3418 － 

情報通信グループ 
045-210-3441 

045-210-8829 
045-210-3441 3422～3424 

危機管理防災

課 

計画グループ 
045-210-3425 

045-210-8829 
045-210-3425 

3425 

3579 

応急対策グループ 
045-210-3430 

045-210-8829 
045-210-3430 

3427 

3581 

訓練指導グループ 
045-210-3433 

045-210-8829 
045-210-3433 

3428 

3582 

調整グループ 
045-210-5945 

045-210-8829 
045-210-5945 

3426 

3580 

消防保安課 

企画グループ 
046-210-3444 

045-210-8829 
046-210-3444 

3429 

3583 

消防グループ 
046-210-3436 

045-210-8829 
046-210-3436 

3430 

3584 

ＬＰガス・火薬・

電気グループ 

045-210-3484 

045-210-8830 
045-210-3484 － 

高圧ガス・コンビ

ナートグループ 

045-210-3489 

045-210-8830 
045-210-3489 － 

休日・夜間等

の気象予報 
当直員 045-201-6409 045-210-3456 

3400 3401 

3501 3502 
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資料 １ 関係機関連絡先 
 

 

 (２) 県土整備局 

課  名 グループ名 電話番号 
ファクス番号 

夜間、休日の

連絡先 
防災行政 
通信網 

その他防災行政 
通信網連絡先 

河港課 河川防災グループ 045-210-6491 

045-210-8890 
－ － 

 
砂防課 

審査グループ 045-210-6505 

045-210-8878 
－ － 

砂防グループ 045-210-6511 

045-210-8878 
－ － 

急傾斜地グループ 045-210-6511 

045-210-8878 
－ － 

なぎさグループ 45-210-6514 － － 

 
資料１－２ その他神奈川県関係機関 

名  称 部 課 名 
電話番号 

ファクス番号 

夜間、休日の

連絡先 

防災行政 

通信網 
所 在 地 

厚木土木事務所 管理課 
046-223-1711 

046-222-7259 
046-223-1711 

2606，

3729，3730 

〒243-0016 

厚木市田村町2-28 

厚木土木事務所 

東部センター 
管理契約課 

0467-79-2800 

0467-79-2858 
0467-79-2800 

2607，

3731，3732 

〒252-1133 

綾瀬市寺尾本町1-11-3 

流域下水道整備

事務所 
維持計画課 

0467-87-9120 

0467-87-9131 
0467-87-9110 2614，2615 

〒253-0064 

茅ヶ崎市柳島1900 

企業庁 海老名

水道営業所 
工務・配水課 

046-234-4111 

046-234-4110 
046-234-4111 2649 

〒243-0434 

海老名市上郷717 

相模川水系ダム

管理事務所 
管理課 

042-782-2831 

042-782-2832 
042-782-2831 

2619，

2662，2663 

〒252-0116 

相模原市緑区城山2-9-1 

県央地域県政総

合センター 

総務部 

県民・防災課 

046-224-1111 

046-224-9820 
046-224-1111 

3611,3613,

3711,3712 

〒243-0004 

厚木市水引2-3-1 

厚木保健福祉事

務所 
管理課 

046-224-1111 

046-225-4146 
046-224-1111 2637 

〒243-0004 

厚木市水引2-3-1 

海老名警察署  046-232-0110 046-232-0110  
〒243-0411 

海老名市大谷2-1 

海老名警察署 

（管内交番） 

海老名駅前交番 
海老名警察署 

から内線 
同左  

〒243-0432 

海老名市中央1-3-12 

海西交番 〃 〃  
〒243-0422 

海老名市中新田2-9-4 

国分寺台交番 〃 〃  
〒243-0413 

海老名市国分寺台5-13-5 

有馬交番 〃 〃  
〒243-0416 

海老名市中河内1402 

かしわ台駅前交番 〃 〃  
〒243-0402 

海老名市柏ケ谷2-8-7 

さがみ野駅前交番 〃 〃  
〒243-0401 

海老名市東柏ケ谷2-30-33 
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資料 １ 関係機関連絡先 
 

 

資料１－３ 指定地方行政機関 

機 関 名 課 等 名 
電話番号 

ファクス番号 

夜間、休日の

連絡先 

防災行政 

通信網 
所 在 地 

関東財務局 横浜財務事務所 
045-681-0931 

045-681-0564 
－ － 

〒231-8412 

横浜市中区北仲通 

5-57 

農林水産省 

関東農政局 

神奈川県拠点 

地方参事官室 

045-211-0584 

045-201-8184 
－ － 

〒231-0003 

横浜市中区北仲通 

5-57 

国土交通省 

関東地方整備局 

横浜国道事務所 

厚木出張所 

046-221-0004 

046-221-0266 
－ － 

〒243-0032 

厚木市恩名1-6-50 

東京管区気象台 

横浜地方気象台 
防災担当 

045-621-1999 

045-621-2016 
－ 2806 

〒231-0862 

横浜市中区山手町99 

関東総合通信局 防災対策推進室 
03-6238-1790 

03-6238-1629 
090-8054-8354 － 

〒102-8795 

東京都千代田区 

九段南1-2-1 

神奈川労働局 総務部総務課 
045-211-7350 

045-651-1190 
－ － 

〒231-8434 

横浜市中区北仲通 

5-57 

 
資料１－４ 指定公共機関 

機   関   名 電話番号 
（夜間・） 

防災行政 
通信網 所 在 地 

日本銀行 横浜支店 総務課 045-661-8111 － 
〒231-8710 

横浜市中区日本大通20-1 

日本赤十字社 
神奈川県支部 事業部救護課 045-681-2123 3900 

〒231-8536 

横浜市中区山下町70-7 

日本放送協会 横浜放送局 企画総務 045-212-2822 3958 
〒231-8324 

横浜市中区山下町281 

中日本高速道路株式会社 
東京支社 

横浜保全・サー

ビスセンター 
045-922-1141 

(045-923-1530) 
－ 

〒226-0026 

横浜市緑区長津田町5509 

東日本旅客鉄道株式会社 海老名駅 046-233-6573 － 
〒243-0436 

海老名市扇町16－1 

東日本電信電話株式会社 
神奈川事業部 災害対策室 045-212-8945 3963 

〒231-0023 

横浜市中区山下町198 

株式会社 ＮＴＴドコモ 

神奈川支店 企画総務部 045-226-8009 － 
〒220-8536 

横浜市西区みなとみらい4-7-3 

エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ株式会社 
カスタマーサービ

ス部 危機管理室 0570-03-9909 － 
〒100-0004 

東京都千代田区大手町2-3-1 
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資料 １ 関係機関連絡先 
 

 

機   関   名 電話番号 
（夜間・緊急） 

防災行政 
通信網 所 在 地 

日本郵便株式会社 

海老名郵便局 046-233-6789 － 
〒243-0432 

海老名市中央2-7-5 

国分郵便局 046-231-7934 － 
〒243-0405 

海老名市国分南2-3-1 

大塚本町郵便局 046-231-7932 － 
〒243-0401 

海老名市東柏ケ谷1-2-2 

海老名大谷 
郵便局 046-231-7931 － 

〒243-0419 

海老名市大谷北4-5-3 

海老名河原口 
郵便局 046-232-2290 － 

〒243-0433 

海老名市河原口2-16-21 

海老名国分寺台

郵便局 046-231-7935 － 
〒243-0413 

海老名市国分寺台5-13-7 

有馬郵便局 046-238-4840 － 
〒243-0416 

海老名市中河内1369-2 

海老名中新田 
郵便局 046-231-7840 － 

〒243-0422 

海老名市中新田1-16-23 

かしわ台駅前 
郵便局 046-234-3223 － 

〒243-0402 

海老名市柏ケ谷1-17-2 

杉久保郵便局 046-238-8525 － 
〒243-0427 

海老名市杉久保南2-13-5 

海老名駅西口 
郵便局 046-233-0203 － 

〒243-0436 

海老名市扇町3-3 

神奈川西郵便局 046-259-5724 － 
〒243-0425 

海老名市中野3-15-1 

東京ガス株式会社 神奈川県計画 
推進部 技術Ｇ 

045-313-8013 

(045-311-6714) 
－ 

〒220-0024 

横浜市西区平沼5-55 

神奈川県ＬＰガス協会  045-201-1400 － 
〒231-0003 

横浜市中区北仲通3-33 

日本通運株式会社 
横浜支店 
綾瀬物流センタ

ー事業所 

0467-70-8100代 

0467-79-0144 
－ 

〒252-1123 

綾瀬市早川2696-1 

東京電力パワーグリッド株

式会社 相模原支社 042-813-1820 － 
〒252-0237 

相模原市中央区千代田6-12-25 

ＫＤＤＩ株式会社 
南関東総支社 管理部 045-211-1671 － 

〒220-0011 

横浜市西区高島1-1-2 
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資料 １ 関係機関連絡先 
 

 

資料１－５ 指定地方公共機関 

機   関   名 電話番号 所  在  地 

公益社団法人 
神奈川県医師会 地域保健課 045-241-7000 

〒231-0037 

横浜市中区富士見町3-1 

一般社団法人 
神奈川県歯科医師会 事務局事業課 045-681-2172 

〒231-0013 

横浜市中区住吉町6-68 

公益社団法人 
神奈川県薬剤師会 事業課 045-761-3241 

〒235-0007 

横浜市磯子区西町14-11 

公益財団法人 
神奈川県看護協会 災害医療対策課 045-263-2901 

〒231-0037 

横浜市中区富士見町3-1 

地方独立行政法人 
神奈川県立病院機構 

本部事務局 
総務企画課 045-651-1229 

〒231-0005 

横浜市中区本町2-22 

京阪横浜本町ビル４階 

株式会社 
アール・エフ・ラジオ日本 総務部 045-231-1531 

〒231-8611 

横浜市中区長者町5-85 

株式会社 テレビ神奈川 報道部 045-651-1182 
〒231-8001 

横浜市中区太田町2-23 ＭＢＣ４階 

横浜エフエム放送株式会社 ニュース室 045-223-2585 

〒220-8110 

横浜市西区みなとみらい2-2-1 

横浜ランドマークタワー10Ｆ 

株式会社 ジェイコム 
     湘南・神奈川 

J:COMかながわ

セントラル局 046-265-2511 
〒242-0017 

大和市大和東1-11-5 

株式会社 神奈川新聞社 総務局 
総務部 045-227-1111 

〒231-8445 

横浜市中区太田町2-23 

小田急電鉄株式会社 
海老名駅 046-232-7103 

〒243-0438 

海老名市めぐみ町1-1 

厚木駅 046-232-7103 
〒243-0433 

海老名市河原口1-1-1 

相模鉄道株式会社 

海老名駅 046-231-1622 
〒243-0438 

海老名市めぐみ町1-2 

かしわ台駅 046-231-7560 
〒243-0402 

海老名市柏ケ谷1-1-1 

さがみ野駅 046-232-7325 
〒243-0401 

海老名市東柏ケ谷2-30-28 

神奈川中央交通株式会社 厚木営業所 046-241-2626 
〒243-0212 

厚木市及川2-2-1 

相鉄バス株式会社 綾瀬営業所 0467-78-5681 
〒252-1121 

綾瀬市小園847 

一般社団法人 
神奈川県トラック協会 

県央サービス 
センター 046-281-7704 

〒243-0024 

厚木市長沼235 協同組合アツリュウ内 

神奈川県 
相模川左岸土地改良区  046-231-3247 

〒243-0422 

海老名市中新田3-35-1 

神奈川県住宅供給公社 総務部 
総務広報課 045-651-1842 

〒231-8510 

横浜市中区日本大通33 

公益社団法人 
神奈川県栄養士会  045-315-6301 

〒231-0057 

神奈川県横浜市中区曙町2-19-1 

曙町新井ビル11F 
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資料 １ 関係機関連絡先 
 

 

資料１－６ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機   関   名 電話番号 所  在  地 

一般社団法人 海老名市医師会 046-234-3241 〒243-0421 海老名市さつき町41 

一般社団法人 海老名市歯科医師会 046-235-4799 〒243-0421 海老名市さつき町41 

海老名市薬剤師会 046-233-4494 〒243-0421 海老名市さつき町41 

海老名エフエム放送株式会社 046-234-0001 〒243-0405 海老名市国分南1-27-28 

さがみ農業協同組合 

海老名支店 046-231-1771 〒243-0432 海老名市中央1-20-47 

有馬支店 046-238-4138 〒243-0416 海老名市中河内1154 

柏ケ谷支店 046-232-2711 〒243-0401 海老名市東柏ケ谷2-12-34 

海西支店 046-232-2042 〒243-0433 海老名市河原口2-12-39 

海老名商工会議所 046-231-5865 〒243-0434 海老名市めぐみ町6-2 

 
資料１－７ 自衛隊 

機 関 名 室 課 名 
電話番号 

ファクス番号 

夜間、休日の

連絡先 

防災行政 

通信網 
所 在 地 

陸上自衛隊 

東部方面混成団 

第３科 

（武山駐屯地） 

046-856-1291 

（448） 

046-856-1291 

（425） 

046-856-1291 

（402） 

045-504-1959 

閉域スマー

トフォン 

3800・ 

IP 電話 

2809 

〒238-0317 

横須賀市御幸浜1-1 

陸上自衛隊 

東部方面総監部 
防衛部防衛課 

048-460-1711 

（2255,2256） 

048-460-1711 

（2749） 

048-461-1711 

（2791） 
－ 

〒178-8501 

東京都練馬区大泉学園町 

陸上自衛隊 

第１師団 

師団司令部 

第３部防衛班 

03-3933-1161 

（2753） 

03-3933-1161 

（2759） 

03-3933-1161 

（2708,2709) 

IP 電話 

2807、2808 

〒178-8523 

東京都練馬区北町4-1-1 

陸上自衛隊 

第４施設群 
第３科 

046-253-7670 

（2235） 

046-253-7670 

（2266） 

046-253-7670 

（2481） 
－ 

〒252-0378 

相模原市南区新戸2958 

陸上自衛隊座間駐屯地 

海上自衛隊 

横須賀地方総監部 

防衛部 

第３幕僚室 

046-822-3500 

（2543） 

046-823-1009 

046-822-3500 

(2222) 

046-823-1009 

IP 電話 

2814 

〒238-0046 

横須賀市西逸見町 1 無番

地 

海上自衛隊 

第４航空群 
司令部作戦室 

0467-78-8611 

（2245,2246） 

0467-78-8611 

（2281） 

0467-78-8611 

（2245,2246） 

0467-78-8611 

（2281） 

閉域スマー

トフォン 

3803・IP

電話 2815 

〒252-1101 

綾瀬市無番地 
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
１
 
海
老
名
市
防
災
会
議
条
例
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭
和
39
年
２
月
29
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
条
例
第
８
号
 

 
 
 
 
 
 
 
改
正
 
昭
和
48
年
３
月
26
日
条
例
第
２
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭
和
48
年
６
月
30
日
条
例
第
30
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
11
年
12
月
10
日
条
例
第
31
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
24
年
９
月
４
日
条
例
第
25
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
27
年
６
月
４
日
条
例
第
30
号
 

  
 
 
海
老
名
市
防
災
会
議
条
例
 

 
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3号

）
第
16
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
海
老
名

市
防
災
会
議
（
以
下
「
防
災
会
議
」
と
い
う
。
）
の
所
掌
事
務
及
び
組
織
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
（
所
掌
事
務
）
 

第
２
条
 
防
災
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
 

 
(１

) 
海
老
名
市
地
域
防
災
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
市
の
地
域
に
係
る
防
災
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
こ
と
。
 

 
(３

) 
前
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
市
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。
 

 
(４

) 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
 

 
 
 
 
（
平
成
24
条
例
25
・
一
部
改
正
）
 

 
（
会
長
及
び
委
員
）
 

第
３
条
 
防
災
会
議
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
 

２
 
会
長
は
市
長
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

３
 
会
長
は
会
務
を
総
理
す
る
。
 

４
 
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

５
 
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市
長
が
委
嘱
又
は
任
命
す
る
。
 

 
(１

) 
指
定
地
方
行
政
機
関
の
職
員
 

 
(２

) 
神
奈
川
県
知
事
の
部
局
の
職
員
 

 
(３

) 
神
奈
川
県
警
察
の
警
察
官
 

 
(４

) 
市
議
会
議
員
 

 
(５

) 
市
長
の
部
内
の
職
員
 

 
(６

) 
教
育
長
 

 
(７

) 
消
防
長
及
び
消
防
団
長
 

 
(８

) 
指
定
公
共
機
関
又
は
指
定
地
方
公
共
機
関
の
職
員
 

 
(９

) 
自
主
防
災
組
織
を
構
成
す
る
者
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
者
 

 
(1
0)
 
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
者
 

６
 
前
項
の
委
員
の
定
数
は
、
40
人
以
内
と
す
る
。
 

７
 
委
員
の
任
期
は
、
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
 

８
 
前
項
の
委
員
は
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
（
昭
和

48
条
例
２
・
昭
和

48
条
例

30
・
平
成

24
条
例

25
・
平
成

27
条
例

30
・
一
部
改
正
）
 

 
（
専
門
委
員
）
 

第
４
条
 
防
災
会
議
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
専
門
委
員
は
、
関
係
地
方
行
政
機
関
の
職
員
、
神
奈
川
県
の
職
員
、
市
の
職
員
、
関
係
指
定
公
共
機
関
、
関
係

指
定
地
方
公
共
機
関
の
職
員
、
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
市
長
が
任
命
す
る
。
 

３
 
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
（
議
事
等
）
 

第
５
条
 
前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
防
災
会
議
の
議
事
そ
の
他
防
災
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

会
長
が
防
災
会
議
に
諮
っ
て
定
め
る
。
 

 
 
 
 
（
昭
和
48
条
例
30
・
旧
第
６
条
繰
上
・
一
部
改
正
、
平
成
11
条
例
31
・
一
部
改
正
）
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
（
昭
和
48
年
３
月
26
日
条
例
第
２
号
）
 

 
こ
の
条
例
は
、
昭
和
48
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
（
昭
和
48
年
６
月
30
日
条
例
第
30
号
）
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
（
平
成
11
年
12
月
10
日
条
例
第
31
号
）
 

 
こ
の
条
例
は
、
平
成
12
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
（
平
成
24
年
９
月
４
日
条
例
第
25
号
）
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
（
平
成
27
年
６
月
４
日
条
例
第
30
号
）
 

 
こ
の
条
例
は
、
平
成

27
年
８
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
２
 
海
老
名
市
防
災
会
議
運
営
要
綱
 

 
 
 
海
老
名
市
防
災
会
議
運
営
要
綱
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
海
老
名
市
防
災
会
議
条
例
（
昭
和
39
年
条
例
第
８
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
海
老
名
市
防
災
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。
 

 
（
委
員
）
 

第
２
条
 
条
例
第
３
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
市
長
が
委
嘱
又
は
任
命
す
る
者
は
、
別
表
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
 

 
（
会
議
）
 

第
３
条
 
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
は
会
議
の
議
長
と
な
る
。
 

２
 
条
例
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
会
長
が
指
名
す
る
委
員
は
、
危
機
管
理
を
所
掌
す
る
副
市
長
と
す
る
。
 

３
 
会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

４
 
会
議
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
（
代
理
出
席
）
 

第
４
条
 
委
員
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
会
議
に
出
席
で
き
な
い
と
き
は
、
代
理
者
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
代
理
者
は
、
当
該
代
理
者
が
出
席
し
た
会
議
に
お
い
て
委
員
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
議

に
出
席
し
た
代
理
者
の
報
酬
は
、
海
老
名
市
非
常
勤
特
別
職
等
の
職
員

の
報

酬
及

び
費

用
弁
償

に
関

す
る

条
例

（
昭
和
31
年
条
例
第
40
号
）
第
２
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
専
決
処
分
）
 

第
５
条
 
会
長
は
、
第
３
条
第
４
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
緊
急
を
要
し
会
議
を
招
集
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
認

め
る
と
き
若
し
く
は
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
会
議
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
軽
易
な
事
項
に

つ
い
て
は
、
会
議
が
処
理
す
べ
き
事
項
を
専
決
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分
を
し
た
と
き
は
、
次
の
会
議
で
そ
の
旨
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
庶
務
）
 

第
６
条
 
会
議
の
庶
務
は
、
危
機
管
理
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

 
（
委
任
）
 

第
７
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
会
議
に
諮
っ
て
決
定

す
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 
 
 
《
平
成
４
年
４
月
１
日
・
制
定
》
 

 
 
 
 
《
平
成
14
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
16
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
20
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
22
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
24
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
３
月
11
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
８
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
26
年
７
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
８
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
 
 
 
《
平
成
28
年
11
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
29
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
２
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
４
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
５
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
６
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 
指

定
地

方
行

政
機

関
の
職

員
 

関
東
地
方
整
備
局
横
浜
国
道
事
務
所
厚
木
出
張
所
の
職
員

 

関
東
農
政
局
神
奈
川
県
拠
点
の
職
員

 

神
奈
川

県
知

事
の

部
局
の

職
員

 
神
奈
川
県
厚
木
土
木
事
務
所
東
部
セ
ン
タ
ー
の
職
員

 

神
奈
川
県
県
央
地
域
県
政
総
合
セ
ン
タ
ー
の
職
員

 

神
奈
川
県
企
業
庁
海
老
名
水
道
営
業
所
の
職
員

 

神
奈
川
県
厚
木
保
健
福
祉
事
務
所
の
職
員

 

神
奈
川
県
警
察
の
警
察
官

 
神
奈
川
県
海
老
名
警
察
署
の
警
察
官

 

市
議
会
議
員

 
海
老
名
市
議
会
の
議
長

 

市
長
の
部
内
の
職
員

 
副
市
長

 

理
事
（
市
長
室
所
管
）
※
部
等
の
職
を
兼
務
す
る
理
事
を
除
く

 

市
長
室
長

 

市
長
室
危
機
管
理
担
当
部
長

 

教
育
長

 
教
育
長

 

消
防
長
及
び
消
防
団
長

 
消
防
長

 

消
防
団
長

 

指
定
公

共
機

関
又

は
指
定

地
方
公
共
機
関
の
職
員

 
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
神
奈
川
事
業
部
神
奈
川
西
支
店
の
職
員

 

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
海
老
名
駅
の
職
員

 

東
京
ガ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
神
奈
川
西
支
店
の
職
員

 

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社
平
塚
支
社
の
職
員

 

日
本
郵
便
株
式
会
社
海
老
名
郵
便
局
の
職
員

 

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
海
老
名
駅
の
職
員

 

相
模
鉄
道
株
式
会
社
海
老
名
駅
の
職
員

 

自
主
防

災
組

織
を

構
成
す

る
者
又

は
学

識
経

験
を
有

す
る
者

 

海
老
名
市
自
治
会
連
絡
協
議
会
の
役
員

 

一
般
社
団
法
人
海
老
名
市
医
師
会
の
会
員

 

海
老
名
市
歯
科
医
師
会
の
会
員

 

海
老
名
市
薬
剤
師
会
の
会
員

 

県
央
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
海
老
名
部
会
の
会
員

 

海
老
名
市
危
険
物
安
全
推
進
協
議
会
の
会
員

 

海
老
名
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
会
員

 

海
老
名
市
赤
十
字
奉
仕
団
の
団
員

 

そ
の
他

市
長

が
必

要
と
認

め
る
者

 
陸
上
自
衛
隊
座
間
駐
屯
地
第
４
施
設
群
の
自
衛
官

 

海
上
自
衛
隊
厚
木
航
空
基
地
厚
木
航
空
基
地
隊
の
自
衛
官

 
 

 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
３
 
海
老
名
市
防
災
会
議
委
員
名
簿
 

 
海
老
名
市
防
災
会
議
委
員
名
簿
 
（
会
長
 
海
老
名
市
長
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
令
和

6年
5月

13
日
現
在
）

 
№
 

機
 
 
関
 
 
名
 

職
 

１
 

関
東
地
方
整
備
局
 
横
浜
国
道
事
務
所
 
厚
木
出
張
所
 

所
長
 

２
 

関
東
農
政
局
 
神
奈
川
県
拠
点
 

統
括
農
政
推
進
官
 

３
 

神
奈
川
県
厚
木
土
木
事
務
所
 
東
部
セ
ン
タ
ー
 

所
長
 

４
 

神
奈
川
県
県
央
地
域
県
政
総
合
セ
ン
タ
ー
 

所
長
 

５
 

神
奈
川
県
企
業
庁
 
海
老
名
水
道
営
業
所
 

所
長
 

６
 

神
奈
川
県
厚
木
保
健
福
祉
事
務
所
 

所
長
 

７
 

神
奈
川
県
海
老
名
警
察
署
 

署
長
 

８
 

海
老
名
市
議
会
 

議
長
 

９
 

海
老
名
市
 

副
市
長
 

10
 

海
老
名
市
 

副
市
長
 

11
 

海
老
名
市
 

市
長
室
長
 

12
 

海
老
名
市
 

市
長
室
危
機
管
理
担
当
部
長
 

13
 

海
老
名
市
 

教
育
長
 

14
 

海
老
名
市
 

消
防
長
 

15
 

海
老
名
市
消
防
団
 

団
長
 

16
 

東
日

本
電

信
電

話
株

式
会

社
 

神
奈

川
事

業
部
 

神
奈

川
西

支
店
 

支
店
長
 

17
 

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
 
海
老
名
駅
 

駅
長
 

18
 

東
京
ガ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社
 
神
奈
川
西
支
店
 

支
店
長
 

19
 

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社
 
平
塚
支
社
 

支
社
長
 

20
 

日
本
郵
便
株
式
会
社
 
海
老
名
郵
便
局
 

局
長
 

21
 

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
 

海
老
名
駅
長
 

22
 

相
模
鉄
道
株
式
会
社
 

海
老
名
駅
長
 

23
 

海
老
名
市
自
治
会
連
絡
協
議
会
 

特
別
顧
問
 

24
 

一
般
社
団
法
人
 
海
老
名
市
医
師
会
 

会
長
 

25
 

一
般
社
団
法
人
 
海
老
名
市
歯
科
医
師
会
 

会
長
 

26
 

海
老
名
市
薬
剤
師
会
 

会
長
 

27
 

県
央
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
 
海
老
名
部
会
 

部
会
長
 

28
 

海
老
名
市
危
険
物
安
全
推
進
協
議
会
 

会
長
 

29
 

海
老
名
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
 

副
代
表
 

30
 

海
老
名
市
赤
十
字
奉
仕
団
 

委
員
長
 

31
 

陸
上
自
衛
隊
座
間
駐
屯
地
第
４
施
設
群
 

群
長
 

32
 

海
上
自
衛
隊
厚
木
航
空
基
地
厚
木
航
空
基
地
隊
 

司
令
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資
料
２
－
４
 
海
老
名
市
災
害
対
策
基
本
条
例
 

 
 
 
海
老
名
市
災
害
対
策
基
本
条
例
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
26
年
10
月
２
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
条
例
第
26
号
 

 目
次
 

  
前
文
 

 
第
１
章
 
総
則
（
第
１
条
－
第
３
条
）
 

 
第
２
章
 
自
助
（
第
４
条
・
第
５
条
）
 

 
第
３
章
 
共
助
（
第
６
条
－
第
９
条
）
 

 
第
４
章
 
公
助
（
第
10
条
－
第
19
条
）
 

 
附
則
 

  
海
老
名
市
の
市
域
は
、
過
去
度
々
発
生
し
た
大
規
模
な
地
震
、
火
山
噴
火
な
ど
の
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
、
甚
大

な
被
害
を
被
っ
て
き
た
が
、
先
人
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
復
興
し
、
現
在
の
美
し
い
農
地
や
活
気
の
あ
る
市
街
地
を

形
成
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
 

 
こ
れ
ら
の
復
興
は
住
民
が
自
ら
を
守
る
自
助
及
び
共
に
助
け
合
う
共
助
並
び
に
当
時
の
行
政
体
に
よ
る
公
助
が
そ

れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
全
う
し
た
結
果
で
あ
り
、
こ
う
し
た
災
害
対
策
の
基
本
は
歴
史
を
超
え
て
今
も
同
様
で
あ

る
。
今
、
懸
念
さ
れ
る
大
地
震
や
異
常
気
象
に
よ
る
風
水
害
を
は
じ
め
と
し
た
各
種
の
災
害
対
策
に
も
市
民
及
び
事

業
者
が
自
ら
を
守
る
自
助
と
互
い
に
助
け
合
う
共
助
の
精
神
及
び
そ
れ
に
沿
っ
た
具
体
的
活
動
が
必
須
で
あ
り
、
市

民
、
事
業
者
に
よ
る
自
助
及
び
共
助
に
関
す
る
具
体
的
な
規
範
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
調
整
し
な
が
ら
海
老

名
市
が
行
う
公
助
の
基
本
姿
勢
を
明
確
に
し
、
自
助
、
共
助
及
び
公
助
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
、
よ
り
有
効

な
災
害
対
策
を
展
開
す
る
た
め
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。
 

   
 
 
第
１
章
 
総
則
 

  
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
災
害
対
策
に
関
す
る
市
民
、
事
業
者
及
び
海
老
名
市
（
以
下
「
市
」
と
い
う
。
）
の
責
務

を
明
確
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
に
又
は
連
携
・
協
働
し
て
推
進
す
る
災
害
対
策
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
災
害
に
強
い
、
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
 

 
(１

) 
災
害
 
暴
風
、
竜
巻
、
豪
雨
、
洪
水
、
地
震
、
噴
火
、
崖
崩
れ
そ
の
他
の
異
常
な
自
然
現
象
又
は
大
規
模

な
火
事
若
し
く
は
爆
発
に
よ
り
生
じ
る
被
害
を
い
う
。
 

 
(２

) 
防
災
 
災
害
を
未
然
に
防
止
し
、
又
は
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

 
(３

) 
災
害
対
策
 
災
害
に
対
す
る
準
備
、
災
害
時
の
応
急
対
策
及
び
復
旧
活
動
ま
で
一
連
の
活
動
全
体
を
い
う
。
 

 
(４

) 
市
民
 
市
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
者
を
い
う
。
 

 
(５

) 
事
業
者
 
市
内
に
お
い
て
事
業
経
営
を
行
う
法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
個
人
を
い
う
。
 

 
(６

) 
要
配
慮
者
 
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
乳
幼
児
そ
の
他
の
災
害
時
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
を
い
う
。
 

 
(７

) 
避
難
行
動
要
支
援
者
 
前
号
の
要
配
慮
者
の
う
ち
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
自
ら
避
難
す
る
等
の
行
動
が
困
難
な
者
で
特
に
支
援
を
要
す
る
も
の
を
い
う
。
 

 
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
(８

) 
帰
宅
困
難
者
 
災
害
時
に
市
内
に
滞
在
す
る
者
、
通
行
途
上
で
市
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
者
又
は

市
内
に
避
難
し
て
き
た
者
で
、
災
害
に
よ
る
交
通
機
関
の
途
絶
又
は
道
路
の
不
通
な
ど
に
よ
り
容
易
に
帰
宅

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
い
う
。
 

 
(９

) 
自
主
防
災
組
織
 
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
3
6
年
法
律
第

22
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
の

２
第
２
号
に
規
定
す
る
組
織
を
い
う
。
 

 
(1
0)
 
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
 
被
災
地
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
自
発
的
に
被
災
者
等
を
支
援
す
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
及
び
当
該
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
迅
速
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
平
常
時

に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
者
を
い
う
。
 

 
（
基
本
理
念
）
 

第
３
条
 
災
害
対
策
は
、
市
民
及
び
事
業
者
が
自
ら
の
安
全
を
自
ら
守
る
自
助
、
市
民
及
び
事
業
者
が
地
域
で
協
力

し
助
け
合
う
共
助
並
び
に
市
が
こ
れ
ら
を
調
整
し
な
が
ら
行
う
公
助
を
基
本
と
し
、
市
民
、
事
業
者
及
び
市
が
そ

れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
務
を
果
た
す
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
相
互
に
連
携
・
協
働
し
て
着
実
に
実
施
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

   
 
 
第
２
章
 
自
助
 

  
（
市
民
の
責
務
）
 

第
４
条
 
市
民
は
、
自
助
の
理
念
に
基
づ
き
、
自
ら
災
害
に
備
え
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実
行
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(１

) 
自
ら
の
身
体
、
生
命
及
び
財
産
を
自
ら
守
る
た
め
、
可
能
な
限
り
災
害
に
対
す
る
備
え
を
行
い
、
災
害
時

に
被
害
を
最
小
限
に
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
措
置
 

 
(２

) 
自
ら
が
所
有
す
る
建
築
物
の
耐
震
性
の
確
認
及
び
そ
の
結
果
、
耐
震
補
強
が
必
要
と
さ
れ
た
と
き
の
耐
震

補
強
工
事
の
施
工
そ
の
他
の
措
置
 

 
(３

) 
地
震
に
よ
る
家
具
等
の
転
倒
防
止
及
び
窓
ガ
ラ
ス
の
飛
散
防
止
の
た
め
の
措
置
 

 
(４

) 
自
ら
が
所
有
し
、
又
は
使
用
す
る
建
築
物
等
の
出
火
防
止
の
た
め
の
措
置
 

 
(５

) 
災
害
時
の
初
期
対
応
に
必
要
な
ヘ
ル
メ
ッ
ト
、
懐
中
電
灯
等
必
要
な
用
具
の
準
備
 

 
(６

) 
災
害
時
に
必
要
な
飲
料
水
、
食
糧
、
日
用
品
等
の
３
日
分
以
上
の
備
蓄
 

 
(７

) 
避
難
を
必
要
と
す
る
場
合
の
避
難
場
所
、
避
難
方
法
等
の
確
認
 

 
(８

) 
災
害
時
の
家
族
等
と
の
連
絡
先
、
連
絡
方
法
、
集
合
場
所
等
の
確
認
 

２
 
市
民
は
、
災
害
時
に
自
ら
の
住
居
が
破
壊
を
免
れ
、
か
つ
、
破
壊
の
危
険
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
と
き
は
、
当

面
は
住
居
に
と
ど
ま
り
、
食
糧
又
は
飲
料
水
等
の
確
保
以
外
の
目
的
で
外
出
し
な
い
よ
う
心
掛
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
事
業
者
の
責
務
）
 

第
５
条
 
事
業
者
は
、
自
助
の
理
念
に
基
づ
き
、
災
害
に
備
え
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実
行
す
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(１

) 
自
ら
が
所
有
す
る
建
築
物
の
耐
震
性
の
確
認
及
び
そ
の
結
果
、
耐
震
補
強
が
必
要
と
さ
れ
た
と
き
の
耐
震

補
強
工
事
の
施
工
 

 
(２

) 
自
ら
が
所
有
又
は
管
理
す
る
建
築
物
等
の
窓
ガ
ラ
ス
、
タ
イ
ル
等
及
び
広
告
物
の
落
下
防
止
の
た
め
の
措

置
 

 
(３

) 
自
ら
が
所
有
し
、
又
は
使
用
す
る
建
築
物
等
の
出
火
防
止
の
た
め
の
措
置
 

 
(４

) 
災
害
時
の
初
期
対
応
に
必
要
な
用
具
、
機
材
等
の
準
備
 

 
(５

) 
災
害
時
に
お
け
る
従
業
員
及
び
顧
客
の
安
全
の
確
保
 

 
(６

) 
災
害
時
に
お
い
て
帰
宅
困
難
者
と
な
る
従
業
員
を
事
業
所
内
に
と
ど
め
置
く
た
め
に
必
要
な
飲
料
水
、
食

糧
そ
の
他
必
要
な
物
品
の
３
日
分
以
上
の
備
蓄
 

 
(７

) 
災
害
時
に
お
け
る
事
業
活
動
の
継
続
又
は
早
期
再
開
の
た
め
の
計
画
の
策
定
及
び
危
機
管
理
体
制
の
整
備
 

 
(８

) 
避
難
経
路
、
避
難
場
所
及
び
避
難
方
法
の
確
認
及
び
従
業
員
等
へ
の
周
知
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２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
(９

) 
災
害
時
に
お
け
る
情
報
の
取
得
及
び
伝
達
に
必
要
な
手
段
の
確
保
・
整
備
及
び
そ
の
方
法
の
確
立
並
び
に

従
業
員
へ
の
周
知
 

２
 
事
業
者
は
、
災
害
時
に
お
い
て
帰
宅
困
難
者
と
な
っ
た
従
業
員
等
を
状
況
に
応
じ
て
事
業
所
内
に
と
ど
め
置
き
、

地
域
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

   
 
 
第
３
章
 
共
助
 

  
（
市
民
の
責
務
）
 

第
６
条
 
市
民
は
、
共
助
の
理
念
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実
行
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(１

) 
地
域
の
自
主
防
災
組
織
等
が
実
施
す
る
防
災
活
動
へ
の
積
極
的
参
加
及
び
相
互
協
力
関
係
の
構
築
 

 
(２

) 
災
害
時
に
お
け
る
円
滑
な
避
難
活
動
及
び
負
傷
者
の
救
護
 

 
(３

) 
市
が
指
定
す
る
避
難
所
の
開
設
及
び
運
営
へ
の
自
主
的
か
つ
積
極
的
な
参
画
及
び
協
力
 

 
（
事
業
者
の
責
務
）
 

第
７
条
 
事
業
者
は
、
共
助
の
理
念
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実
行
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(１

) 
地
域
の
防
災
活
動
へ
の
積
極
的
参
加
 

 
(２

) 
災
害
時
の
市
民
と
連
携
し
た
災
害
対
策
活
動
の
実
施
 

 
(３

) 
災
害
時
に
必
要
と
さ
れ
た
場
合
の
自
ら
が
所
有
又
は
管
理
す
る
施
設
の
提
供
 

 
（
要
配
慮
者
の
支
援
）
 

第
８
条
 
市
民
、
事
業
者
及
び
自
主
防
災
組
織
は
、
災
害
時
に
お
い
て
共
助
の
理
念
に
基
づ
き
、
要
配
慮
者
の
安
全

が
確
保
さ
れ
る
よ
う
協
力
し
て
支
援
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
帰
宅
困
難
者
の
支
援
）
 

第
９
条
 
市
民
、
事
業
者
及
び
自
主
防
災
組
織
は
、
災
害
時
に
お
い
て
共
助
の
理
念
に
基
づ
き
、
帰
宅
困
難
者
の
円

滑
な
帰
宅
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
支
援
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

   
 
 
第
４
章
 
公
助
 

  
（
市
の
責
務
）
 

第
１
０
条
 
市
は
、
公
助
の
理
念
に
基
づ
き
、
防
災
対
策
及
び
災
害
発
生
時
の
応
急
対
策
並
び
に
復
旧
の
た
め
の
必

要
な
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
災
害
か
ら
守
る
と
と
も
に
、
そ
の
安
全

を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
は
、
市
民
及
び
事
業
者
と
連
携
協
力
し
て
防
災
及
び
災
害
対
策
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
市
民
及
び
事
業
者

に
対
し
て
助
成
そ
の
他
必
要
な
支
援
を
行
い
、
自
助
及
び
共
助
に
よ
る
災
害
対
策
活
動
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

３
 
市
は
、
防
災
及
び
災
害
対
策
の
た
め
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
及
び
各
種
団
体
と
の
連
携
協
力
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
市
は
、
市
職
員
の
防
災
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
の
向
上
を
促
進
し
、
災
害
対
策
要
員
と
し
て
の
能
力
を
養
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
市
は
、
災
害
に
関
す
る
正
確
な
情
報
を
迅
速
か
つ
確
実
に
収
集
し
、
市
民
、
事
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
迅
速
か

つ
的
確
に
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
市
は
、
災
害
発
生
後
の
市
民
生
活
の
再
建
及
び
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
復
旧
に
向
け
た
具
体
的
施
策
を
推
進

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
応
急
体
制
の
確
立
）
 

第
１
１
条
 
市
は
、
災
害
時
に
法
第
23
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
、
こ
れ
を
中
心
と

す
る
応
急
体
制
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
（
避
難
所
の
開
設
）
 

第
１
２
条
 
市
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、
被
災
者
の
支
援
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
市
民
と
協
力
し
て
速
や
か
に

避
難
所
を
開
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
応
急
医
療
体
制
の
整
備
）
 

第
１
３
条
 
市
は
、
あ
ら
か
じ
め
災
害
時
に
お
け
る
応
急
医
療
体
制
を
整
備
し
、
災
害
時
に
お
い
て
市
民
、
事
業
者

及
び
医
療
機
関
と
連
携
協
力
し
て
傷
病
者
の
救
護
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
物
資
の
備
蓄
）
 

第
１
４
条
 
市
は
、
災
害
時
に
必
要
な
物
資
を
計
画
的
に
備
蓄
し
、
食
糧
に
つ
い
て
は
消
費
期
限
等
を
考
慮
し
て
計

画
的
に
更
新
し
な
が
ら
必
要
な
数
量
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
自
主
防
災
組
織
の
育
成
及
び
支
援
）
 

第
１
５
条
 
市
は
、
自
主
防
災
組
織
の
育
成
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
研
修
又
は
訓
練
を
実
施
し
、
自
主
的
防
災
活

動
の
重
要
性
、
有
効
性
等
に
関
す
る
啓
発
を
行
う
ほ
か
、
必
要
な
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
避
難
行
動
要
支
援
者
の
支
援
）
 

第
１
６
条
 
市
は
、
避
難
行
動
要
支
援
者
の
災
害
時
に
お
け
る
安
全
確
保
の
た
め
、
支
援
体
制
を
あ
ら
か
じ
め
整
備

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
市
は
、
前
項
の
支
援
体
制
の
整
備
及
び
災
害
時
の
支
援
活
動
の
た
め
、
市
の
保
有
個
人
情
報
(個

人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
(平

成
15
年
法
律
第
57
号
)第

60
条
第
1項

に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
)を

法
第
49
条

の
10
第
２
項
各
号
に
定
め
る
範
囲
で
そ
の
保
有
の
目
的
以
外
の
目
的
で
あ
る
支
援
活
動
等
の
た
め
に
収
集
し
、
避

難
行
動
要
支
援
者
名
簿
を
作
成
の
上
、
内
部
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
市
長
は
、
災
害
の
発
生
に
備
え
、
避
難
支
援
等
の
実
施
に
必
要
な
限
度
で
、
か
つ
、
自
主
防
災
組
織
及
び
民
生

委
員
法
（
昭
和

2
3年

法
律
第
19
8
号
）
に
定
め
る
民
生
委
員
を
は
じ
め
法
第
4
9条

の
1
1第

２
項
に
定
め
る
範
囲
の

関
係
者
に
対
し
、
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
情
報
の
提
供
を
行
う
と
き
は
、
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
第
69
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
避
難
行
動
要
支
援
者
の
生
命
又
は
身
体
を
災
害
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
る

と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

５
 
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
長
か
ら
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
情
報
の
提
供
を
受
け
る
関
係
者
は
、
万
全
な

災
害
対
策
に
資
す
る
た
め
に
こ
れ
を
受
領
し
、
当
該
情
報
が
災
害
対
策
以
外
の
目
的
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
保
全
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
帰
宅
困
難
者
へ
の
支
援
）
 

第
１
７
条
 
市
は
、
帰
宅
困
難
者
に
対
し
て
避
難
及
び
帰
宅
の
た
め
の
情
報
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応

じ
て
一
時
滞
在
所
予
定
施
設
等
を
開
設
し
て
収
容
す
る
等
の
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
支
援
）
 

第
１
８
条
 
市
は
、
災
害
時
に
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
被
災
者
へ
の
支
援
活
動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
活

動
拠
点
及
び
活
動
に
必
要
な
物
資
の
提
供
、
連
絡
調
整
体
制
の
確
立
そ
の
他
遺
漏
の
な
い
適
切
な
災
害
対
策
活
動

を
実
施
す
る
た
め
の
各
種
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
復
旧
）
 

第
１
９
条
 
市
は
、
災
害
に
よ
り
市
内
に
被
害
が
発
生
し
た
場
合
、
市
民
生
活
の
再
建
と
都
市
機
能
の
速
や
か
な
回

復
の
た
め
、
災
害
対
策
本
部
を
中
心
と
す
る
復
旧
体
制
を
確
立
し
、
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
機
関
と

連
携
協
力
し
て
復
旧
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
平
成
27
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

附
 
則
(令

和
4
年

12
月

19
日
条
例
第

24
号
)抄

 

(施
行
期
日
) 

1 
こ
の
条
例
は
、
令
和

5
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
５
 
海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
条
例
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭
和
39
年
２
月
29
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
条
例
第
９
号
 

 
 
 
 
 
 
 
改
正
 
平
成
８
年
４
月
１
日
条
例
第
８
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
24
年
８
月
16
日
条
例
第
23
号
 

  
 
 
海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
条
例
 

  
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
3
6年

法
律
第
2
23
号
）
第
2
3条

の
２
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
く

海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
 
 
 
（
平
成
８
条
例
８
・
平
成
2
4条

例
23
・
一
部
改
正
）
 

 
（
組
織
）
 

第
２
条
 
災
害
対
策
本
部
長
は
、
災
害
対
策
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。
 

２
 
災
害
対
策
副
本
部
長
は
、
災
害
対
策
本
部
長
を
助
け
、
災
害
対
策
本
部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務

を
代
理
す
る
。
 

３
 
災
害
対
策
本
部
員
は
、
災
害
対
策
本
部
の
命
を
う
け
、
災
害
対
策
本
部
の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

 
（
部
）
 

第
３
条
 
災
害
対
策
本
部
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
災
害
対
策
本
部
に
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
部
に
属
す
る
災
害
対
策
本
部
員
は
、
災
害
対
策
本
部
長
が
指
名
す
る
。
 

３
 
部
に
部
長
を
置
き
、
災
害
対
策
本
部
長
の
指
名
す
る
災
害
対
策
本
部
員
が
こ
れ
に
当
た
る
。
 

４
 
部
長
は
、
部
の
事
務
を
掌
理
す
る
。
 

 
（
現
地
災
害
対
策
本
部
）
 

第
４
条
 
現
地
災
害
対
策
本
部
に
現
地
災
害
対
策
本
部
長
及
び
現
地
災
害
対
策
本
部
員
そ
の
他
の
職
員
を
置
き
、
災

害
対
策
副
本
部
長
、
災
害
対
策
本
部
員
そ
の
他
の
職
員
の
う
ち
か
ら
災
害
対
策
本
部
長
が
指
名
す
る
者
を
も
っ
て

充
て
る
。
 

２
 
現
地
災
害
対
策
本
部
長
は
、
現
地
災
害
対
策
本
部
の
事
務
を
掌
理
す
る
。
 

 
 
 
 
（
平
成
８
条
例
８
・
追
加
）
 

 
（
雑
則
）
 

第
５
条
 
前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
災
害
対
策
本
部
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
災
害
対
策
本
部
長
が
定
め

る
。
 

 
 
 
 
（
平
成
８
条
例
８
・
旧
第
４
条
繰
下
）
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
（
平
成
８
年
４
月
１
日
条
例
第
８
号
）
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
（
平
成
24
年
８
月
16
日
条
例
第
23
号
）
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
     

 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
６
 
海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
要
綱
 

 
 
 
海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
要
綱
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
部
等
の
長
と
は
、
海
老
名
市
一
般
職
の
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

39
年
規
則
第
３
号
。
以
下
「
設
置
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２
条
に
規
定
す
る
市
長
室
の
室
長
又
は
部
の
部
長
を
い

う
。
 

 
（
設
置
）
 

第
３
条
 
市
長
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
災
の
推
進
を
図
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和

36
年
法
律
第
2
2
3号

）
第

2
3条

の
２
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
海
老
名
市
地
域
防
災
計
画
（
以
下
「
地
域
防
災
計
画
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
本
部

を
設
置
す
る
。
 

２
 
前
項
の
本
部
の
設
置
基
準
は
、
原
則
と
し
て
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

３
 
市
長
は
、
本
部
を
設
置
し
た
と
き
は
、
神
奈
川
県
知
事
に
速
や
か
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
者
の

う
ち
か
ら
必
要
と
認
め
る
者
に
速
や
か
に
連
絡
す
る
。
 

 
(１

) 
指
定
地
方
行
政
機
関
、
指
定
公
共
機
関
及
び
指
定
地
方
公
共
機
関
の
長
又
は
代
表
者
 

 
(２

) 
陸
上
自
衛
隊
第
４
施
設
群
長
 

 
(３

) 
海
上
自
衛
隊
厚
木
航
空
基
地
隊
司
令
 

 
(４

) 
隣
接
市
町
長
 

 
（
廃
止
）
 

第
４
条
 
市
長
は
、
災
害
応
急
対
策
が
完
了
し
た
と
認
め
る
と
き
又
は
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
お
お
む
ね
解
消

し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
本
部
を
廃
止
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
本
部
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
、
災
害
警
戒
又
は
災
害
予
防
対
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
地
域
防
災
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
海
老
名
市
災
害
警
戒
本
部
を
設
置
し
、
そ
の
事
務
を
引

き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
市
長
は
、
本
部
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
前
条
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
必
要
と
認
め
る
者
に
速
や

か
に
連
絡
す
る
。
 

 
（
本
部
組
織
）
 

第
５
条
 
本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
組
織
す
る
。
 

 
(１

) 
海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
条
例
（
昭
和
39
年
条
例
第
９
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
１
項

に
規
定
す
る
災
害
対
策
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
 

 
(２

) 
条
例
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
災
害
対
策
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）
 

 
(３

) 
災
害
対
策
副
本
部
長
補
佐
（
以
下
「
副
本
部
長
補
佐
」
と
い
う
。
）
 

 
(４

) 
条
例
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
災
害
対
策
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
 

２
 
本
部
長
は
、
災
害
予
防
又
は
災
害
応
急
対
策
（
以
下
「
災
害
対
策
」
と
い
う
。
）
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、

海
老
名
市
危
機
管
理
基
本
方
針
（
平
成
20
年
４
月
１
日
作
成
。
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
の
と

お
り
本
部
に
部
、
班
等
を
置
く
も
の
と
す
る
。
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
部
、
班
等
は
、
基
本
方
針
別
表
第
２
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
（
本
部
長
）
 

第
６
条
 
本
部
長
は
、
市
長
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

 
（
副
本
部
長
及
び
本
部
長
の
職
務
代
理
者
）
 

第
７
条
 
副
本
部
長
は
、
副
市
長
及
び
教
育
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

２
 
条
例
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
本
部
長
の
職
務
を
代
理
す
る
副
本
部
長
は
、
副
市
長
の
職
に
あ
る
者
と
し
、

そ
の
順
序
は
、
海
老
名
市
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
19
年
規
則
第
10
号
）
第
６

条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
本
部
長
」
と
、
「
副
市
長
」

と
あ
る
の
は
「
副
本
部
長
」
と
読
み
替
え
る
。
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
副
本
部
長
に
も
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
海
老
名
市
長
の
職
務
代
理
者
を
定
め
る
規
則
（
昭
和

47
年
規
則
第
11
号
）
第
２
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
本

部
長
」
と
、
「
市
長
室
長
」
と
あ
る
の
は
「
危
機
管
理
部
長
」
と
読
み
替
え
る
。
 

４
 
前
項
に
規
定
す
る
危
機
管
理
部
長
に
も
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
他
の
部
長
等
が
本
部
長
の
職
務
を
代
理
す

る
も
の
と
し
、
そ
の
順
序
は
別
に
定
め
る
。
 

 
（
副
本
部
長
補
佐
）
 

第
８
条
 
副
本
部
長
補
佐
は
、
理
事
（
理
事
以
外
の
職
を
兼
務
す
る
者
を
除
く
。
）
の
職
に
あ
る
者
を
市
長
が
指
名

す
る
。
 

２
 
副
本
部
長
補
佐
は
、
副
本
部
長
を
補
佐
す
る
。
 

 
（
本
部
員
）
 

第
９
条
 
本
部
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

 
(１

) 
海
老
名
市
庁
議
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
47
年
11
月
1
5日

訓
令
第
５
号
）
の
別
表
に
定
め
る
最
高
経
営
会
議

構
成
員
（
市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
を
除
く
。
）
。
 

 
(２

) 
そ
の
他
市
長
が
指
名
す
る
も
の
 

 
（

部
長

）
 

第
１
０
条
 
条
例
第
３
条
第
３
項
の
部
の
部
長
（
以
下
「
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
部
の
事
務
を
掌
理
し
、
部
に
属

す
る
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。
な
お
、
本
部
の
庶
務
は
、
危
機
管
理
部
長
が
掌
理
す
る
。
 

２
 
部
長
は
、
本
部
長
の
命
に
よ
り
災
害
対
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
消
防
部
長
は
、
直
ち
に
災
害

対
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
ず
に
災
害
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
部
長
は
、
災
害
対
策
を
迅
速
か
つ
的
確
に
実
施
す
る
た
め
、
地
域
防
災
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
の

行
動
計
画
（
以
下
「
行
動
計
画
」
と
い
う
。
）
を
別
に
定
め
る
。
 

４
 
部
に
部
長
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
事
案
に
対
し
合
議
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

合
議
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
部
等
の
長
の
職
に
あ
る
者
を
上
位
と
し
、
部
等
の
長
の
職
に
あ
る
者
が
２
人
以
上
あ

る
と
き
は
、
席
次
の
上
下
に
よ
り
、
席
次
の
上
下
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
年
齢
の
多
少
に
よ
り
定
め
た
順
序
と

す
る
。
 

 
（
副
部
長
）
 

第
１
１
条
 
副
部
長
は
、
設
置
規
則
第
２
条
に
規
定
す
る
市
長
室
及
び
部
の
次
長
（
課
長
の
職
を
兼
務
す
る
部
の
次

長
を
除
く
。
）
、
海
老
名
市
消
防
本
部
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
44
年
規
則
第
５
号
）
第
５
条
第
１
項
に

規
定
す
る
消
防
本
部
の
次
長
（
消
防
署
長
の
職
を
兼
務
す
る
消
防
本
部
の
次
長
を
除
く
。
）
並
び
に
海
老
名
市
教

育
委
員
会
関
係
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
46
年
教
委
規
則
第
２
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る

教
育
部
の
次
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
部
員
の
中
か

ら
部
長
が
副
部
長
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
副
部
長
は
、
部
長
を
助
け
、
部
長
の
命
を
受
け
、
部
の
事
務
を
整
理
し
、
部
長
が
別
の
職
務
に
当
た
る
と
き
又

は
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
部
長
の
職
務
を
代
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
部
に
副
部
長
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
設
置

規
則
第
２
条
に
規
定
す
る
市
長
室
又
は
部
の
次
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
次
長
」
と
い
う
。
）
の
職
に
あ
る

者
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
長
の
職
に
あ
る
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
席
次
の
上

下
に
よ
り
、
席
次
の
上
下
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
年
齢
の
多
少
に
よ
り
定
め
た
順
序
と
す
る
。
 

４
 
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
条
に
規
定
す
る
部
員
の
中
か
ら
、
設
置
規
則
第
２
条
に
規
定
す
る
市
長

室
又
は
部
の
担
当
部
長
を
部
長
が
副
部
長
に
指
名
し
た
場
合
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
担
当

部
長
の
職
に
あ
る
者
が
部
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

 
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
（
部
員
）
 

第
１
２
条
 
部
員
は
、
基
本
方
針
別
表
第
２
の
部
長
、
副
部
長
及
び
部
員
の
欄
部
員
の
項
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
と

し
、
部
員
は
、
部
長
の
命
を
受
け
、
部
の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

 
（
班
）
 

第
１
３
条
 
班
の
長
（
以
下
「
班
長
」
と
い
う
。
）
は
、
基
本
方
針
別
表
第
２
の
班
長
の
欄
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者

と
し
、
班
長
は
、
部
長
の
命
を
受
け
、
班
の
事
務
を
掌
理
し
、
班
員
を
指
揮
監
督
す
る
。
 

２
 
基
本
方
針
別
表
第
２
の
部
に
属
す
る
班
の
欄
に
掲
げ
る
課
、
署
及
び
事
務
局
に
属
す
る
職
員
（
臨
時
的
任
用
職

員
を
除
く
。
）
は
、
班
員
と
し
、
班
長
の
命
を
受
け
、
班
の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

３
 
避
難
所
又
は
一
時
滞
在
所
を
開
設
・
運
営
す
る
場
合
は
、
市
長
に
あ
ら
か
じ
め
避
難
所
担
当
班
又
は
一
時
滞
在

所
担
当
班
の
班
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
職
員
及
び
上
司
の
命
を
受
け
避
難
所
又
は
一
時
滞
在
所
の
職
務
に
当
た
る

班
員
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
避
難
所
担
当
班
員
又
は
一
時
滞
在
所
担
当
班
員
と
し
、
避
難
所
担
当
班

長
又
は
一
時
滞
在
所
担
当
班
長
の
命
を
受
け
、
そ
の
班
の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

４
 
学
校
避
難
所
（
小
学
校
及
び
中
学
校
の
避
難
所
予
定
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
開
設
・
運
営
す
る
場
合

は
、
市
長
に
あ
ら
か
じ
め
学
校
避
難
所
担
当
班
の
班
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
職
員
、
教
育
長
に
あ
ら
か
じ
め
学
校

避
難
所
担
当
班
の
班
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
職
員
及
び
海
老
名
市
学
校
地
震
防
災
計
画
に
定
め
る
避
難
所
開
設
チ

ー
ム
に
構
成
さ
れ
て
い
る
教
職
員
並
び
に
上
司
の
命
を
受
け
学
校
避
難
所
の
職
務
に
当
た
る
班
員
又
は
教
職
員
は
、

第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
避
難
所
担
当
班
員
と
し
、
学
校
避
難
所
担
当
班
長
の
命
を
受
け
、
そ
の
班

の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

５
 
班
員
は
、
班
長
が
別
の
職
務
に
当
た
る
と
き
又
は
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
順
序
は
、
席
次
の
上
下
に
よ
り
、
席
次
の
上
下
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
年
齢
の
多
少
に
よ
り
定
め
た
順
序

と
す
る
。
 

 
（
本
部
会
議
）
 

第
１
４
条
 
本
部
長
は
、
災
害
対
策
に
つ
い
て
の
重
要
な
指
示
又
は
総
合
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
本
部
会
議
を
招
集
し
、
会
議
の
議
長
と
な
る
。
 

２
 
本
部
会
議
は
、
本
部
長
、
副
本
部
長
、
副
本
部
長
補
佐
及
び
本
部
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
 

３
 
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
部
会
議
に
地
域
防
災
計
画
に
定
め
る
防
災
関
係
機
関
の
職
員
の

出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
本
部
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

 
(１

) 
災
害
に
関
す
る
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
災
害
対
策
の
方
針
の
作
成
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(３

) 
配
備
体
制
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(４

) 
部
間
及
び
班
間
の
調
整
事
項
の
指
示
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(５

) 
避
難
の
勧
告
及
び
指
示
並
び
に
避
難
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(６

) 
警
戒
区
域
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(７

) 
自
衛
隊
の
災
害
派
遣
要
請
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(８

) 
国
、
県
、
他
市
町
村
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(９

) 
災
害
救
助
法
適
用
申
請
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(1
0)
 
他
市
町
村
間
と
の
応
援
要
請
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(1
1)
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の
 

 
（
配
備
体
制
等
）
 

第
１
５
条
 
本
部
長
は
、
本
部
が
設
置
さ
れ
た
と
き
は
、
別
表
に
掲
げ
る
配
備
体
制
発
令
基
準
に
よ
り
、
配
備
体
制

を
発
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
部
長
は
、
本
部
長
か
ら
配
備
体
制
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
別
表
に
掲
げ
る
配
備
人
員
（
以
下
「
配
備
人
員
」

と
い
う
。
）
に
命
令
し
、
迅
速
か
つ
的
確
な
災
害
対
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
配
備
体
制
発
令
時

に
お
い
て
、
急
病
又
は
負
傷
こ
れ
ら
に
類
す
る
状
態
の
配
備
人
員
及
び
そ
の
他
本
部
長
が
認
め
る
配
備
人
員
は
、

行
動
計
画
に
定
め
る
配
備
体
制
か
ら
除
く
も
の
と
す
る
。
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条

例
・
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（
緊
急
参
集
等
）
 

第
１
６
条
 
配
備
人
員
は
、
勤
務
時
間
外
、
休
日
等
に
お
い
て
、
別
表
に
掲
げ
る
本
部
設
置
基
準
を
覚
知
し
た
と
き

は
、
テ
レ
ビ
等
の
情
報
機
器
か
ら
報
道
情
報
を
確
認
し
、
行
動
計
画
の
定
め
に
よ
り
、
参
集
す
る
必
要
が
あ
る
と

き
は
速
や
か
に
参
集
し
、
参
集
す
る
必
要
が
な
い
と
き
は
最
新
の
報
道
情
報
に
注
意
し
て
緊
急
参
集
に
備
え
る
。
 

２
 
配
備
人
員
は
、
参
集
す
る
と
き
は
参
集
場
所
ま
で
の
状
況
を
確
認
し
、
情
報
の
収
集
に
努
め
な
が
ら
参
集
す
る

も
の
と
す
る
。
 

３
 
部
長
は
、
配
備
人
員
の
参
集
状
況
に
応
じ
、
部
間
連
携
を
図
り
、
最
優
先
さ
れ
る
災
害
対
策
に
対
応
す
る
も
の

と
し
、
そ
の
後
の
参
集
状
況
に
よ
り
順
次
行
動
計
画
に
定
め
る
配
備
体
制
に
移
行
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
部
長
及
び
副
部
長
が
参
集
し
て
い
な
い
と
き
は
、
参
集
し
て
い
る
配
備
人
員
の
う
ち
か
ら
上
位
の
職

に
あ
る
者
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

 
（
現
地
災
害
対
策
本
部
）
 

第
１
７
条
 
本
部
長
は
、
地
域
防
災
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
部
に
、
災
害
対
策
の
実
施
を
要
す
る
地
域

に
あ
っ
て
本
部
の
事
務
の
一
部
を
行
う
組
織
と
し
て
、
条
例
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
現
地
災
害
対
策
本
部
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
現
地
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
た
と
き
は
、
条
例
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
現
地
災
害
対
策
本
部
長
、
現
地

災
害
対
策
本
部
員
そ
の
他
の
職
員
を
置
き
、
災
害
地
の
状
況
に
応
じ
て
副
本
部
長
、
副
本
部
長
補
佐
、
本
部
員
そ

の
他
の
職
員
の
う
ち
か
ら
本
部
長
が
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

 
（
復
興
支
援
）
 

第
１
８
条
 
本
部
長
は
、
地
震
災
害
又
は
風
水
害
の
発
生
に
よ
り
復
興
対
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
迅
速
か
つ
的
確
な
復
興
支
援
を
図
る
た
め
地
域
防
災
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
復
興
体
制
を
整
備
す

る
も
の
と
し
、
部
を
横
断
的
に
編
成
し
、
本
部
に
復
興
支
援
部
を
置
く
も
の
と
す
る
。
 

２
 
復
興
支
援
部
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
地
域
防
災
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
動
計
画
を
別
に
定
め
る
。
 

 
（
本
部
の
組
織
及
び
運
営
の
特
例
）
 

第
１
９
条
 
本
部
長
は
、
災
害
対
策
上
、
特
別
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
本
部
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

  
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 
 
 
《
昭
和
57
年
４
月
１
日
・
制
定
》
 

 
 
 
 
《
平
成
４
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
４
年
６
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
５
年
６
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
５
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
６
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
９
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
16
年
４
月
27
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
19
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
20
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
21
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
22
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
24
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
３
月
11
日
・
全
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
10
月
21
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
26
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
26
年
４
月
22
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
５
月
20
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
６
月
21
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
11
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
29
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
30
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
31
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
３
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
３
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
４
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

別
表
（
第
３
条
、
第
15
条
及
び
第
16
条
関
係
）
 

 
 

危
機

対
処

体
制

（
設

置
者

）

設
置

基
準

配
備

体
制

（
発

令
者

）

発
令

基
準

危
機

対
処

の
部

危
機

管
理

部
消

防
部

避
難

所
管

理
部

応
急

復
旧

部
物

資
輸

送
部

医
療

介
護

部

配
備

人
員

全
員

全
員

全
員

全
員

全
員

全
員

危
機

対
処

体
制

（
設

置
者

）

設
置

基
準

配
備

体
制

（
発

令
者

）

発
令

基
準

危
機

対
処

の
部

危
機

管
理

部
消

防
部

避
難

所
管

理
部

応
急

復
旧

部
物

資
輸

送
部

医
療

介
護

部

配
備

人
員

全
員

全
員

全
員

全
員

全
員

全
員

危
機

対
処

体
制

（
設

置
者

）

設
置

基
準

配
備

体
制

（
発

令
者

）

発
令

基
準

危
機

対
処

の
部

危
機

管
理

部
消

防
部

避
難

所
管

理
部

応
急

復
旧

部
物

資
輸

送
部

医
療

介
護

部

配
備

人
員

全
員

全
員

全
員

全
員

全
員

全
員

備
考

　
「

災
害

対
策

体
制

」
の

配
備

人
員

と
は

、
災

害
予

防
又

は
災

害
応

急
対

策
に

従
事

す
べ

き
「

全
員

」
を

い
い

、

　
　

こ
の

「
全

員
」

は
地

域
防

災
計

画
行

動
計

画
「

風
水

害
対

策
体

制
」

に
定

め
る

「
全

員
」

に
準

ず
る

。

風
水

害

　
災

害
対

策
本

部

　
（

市
長

）

１
　

市
内

に
甚

大
な

風
水

害
が

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
き

。

２
　

市
内

に
甚

大
な

風
水

害
が

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
市

長

　
が

避
難

準
備

・
高

齢
者

等
避

難
開

始
、

避
難

勧
告

又
は

避
難

指
示

（
緊

急
）

を
発

令
す

る
と

き
。

３
　

新
産

川
橋

（
目

久
尻

川
）

、
永

池
橋

（
永

池
川

）
又

は
平

和
橋

（
鳩

川
）

の
水

位
観

測
所

に

　
お

い
て

、
氾

濫
危

険
水

位
を

超
過

し
、

洪
水

に
よ

る
被

害
が

発
生

し
た

と
き

。

４
　

相
模

大
橋

（
相

模
川

）
の

水
位

観
測

所
に

お
い

て
、

避
難

判
断

水
位

を
超

過
し

、
水

防
法

（

　
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
9
3
号

）
第

1
1
条

に
規

定
す

る
洪

水
予

報
に

よ
り

、
氾

濫
危

険
水

位
を

超
過

す

　
る

予
報

が
さ

れ
た

と
き

。

　
風

水
害

対
策

体
制

　
（

災
害

対
策

本
部

長
）

　
設

置
基

準
１

、
２

、
３

又
は

４
に

よ
り

、
災

害
対

策
本

部
が

設
置

さ
れ

た
と

き
。

備
考

　
「

風
水

害
対

策
体

制
」

の
配

備
人

員
と

は
、

地
域

防
災

計
画

行
動

計
画

「
風

水
害

対
策

体
制

」
に

定
め

る
災

　
　

害
予

防
又

は
災

害
応

急
対

策
に

従
事

す
べ

き
「

全
員

」
を

い
う

。

そ
の

他
災

害

　
災

害
対

策
本

部

　
（

市
長

）

　
そ

の
他

災
害

が
発

生
し

、
災

害
予

防
又

は
災

害
応

急
対

策
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
。

　
災

害
対

策
体

制

　
（

災
害

対
策

本
部

長
）

　
設

置
基

準
に

よ
り

、
災

害
対

策
本

部
が

設
置

さ
れ

た
と

き
。

備
考

　
「

地
震

災
害

対
策

体
制

」
の

配
備

人
員

と
は

、
地

域
防

災
計

画
行

動
計

画
「

地
震

災
害

対
策

体
制

」
に

定
め

　
　

る
災

害
予

防
又

は
災

害
応

急
対

策
に

従
事

す
べ

き
「

全
員

」
を

い
う

。

地
震

災
害

　
災

害
対

策
本

部

　
（

市
長

）

　
地

震
の

発
生

に
よ

り
、

震
度

観
測

点
（

海
老

名
市

大
谷

）
で

震
度

５
弱

以
上

の
揺

れ
を

観
測

し
た

と
き

。

　
地

震
災

害
対

策
体

制
　

（
災

害
対

策
本

部
長

）

　
設

置
基

準
に

よ
り

、
災

害
対

策
本

部
が

設
置

さ
れ

た
と

き
。

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
７
 
海
老
名
市
地
震
災
害
警
戒
本
部
条
例
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭
和
55
年
３
月
29
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
条
例
第
15
号
 

  
 
 
海
老
名
市
地
震
災
害
警
戒
本
部
条
例
 

  
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
53
年
法
律
第
73
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

18
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
海
老
名
市
地
震
災
害
警
戒
本
部
（
以
下
「
警
戒
本
部
」
と
い
う
。
）
の
組
織
等

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
（
組
織
）
 

第
２
条
 
地
震
災
害
警
戒
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
警
戒
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職

員
を
指
揮
監
督
す
る
。
 

２
 
警

戒
本

部
に

、
地
震

災
害
警

戒
副

本
部
長

（
以

下
「
副

本
部
長

」
と

い
う

。
）

、
地

震
警

戒
本

部
員

（
以

下

「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
副
本
部
長
は
、
本
部
員
の
う
ち
か
ら
市
長
が
任
命
す
る
。
 

４
 
副
本
部
長
は
、
本
部
長
を
助
け
、
本
部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

５
 
本
部
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市
長
が
委
嘱
又
は
任
命
す
る
。
 

 
(１

) 
神
奈
川
県
警
察
の
警
察
官
 

 
(２

) 
市
職
員
 

 
(３

) 
教
育
長
 

 
(４

) 
消
防
長
及
び
消
防
団
長
 

 
(５

) 
指
定
公
共
機
関
又
は
指
定
地
方
公
共
機
関
の
職
員
 

 
(６

) 
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
者
 

６
 
本
部
員
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
、
警
戒
本
部
の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

７
 
副
本
部
長
及
び
本
部
員
以
外
の
警
戒
本
部
の
職
員
（
以
下
「
本
部
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
市
職
員
の
う
ち
か

ら
、
市
長
が
任
命
す
る
。
 

８
 
本
部
職
員
は
、
警
戒
本
部
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
本
部
員
を
補
佐
す
る
。
 

 
（
部
）
 

第
３
条
 
本
部
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
警
戒
本
部
に
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
部
に
属
す
べ
き
本
部
員
及
び
本
部
職
員
は
、
本
部
長
が
指
名
す
る
。
 

３
 
部
に
部
長
を
置
き
、
本
部
長
が
指
名
す
る
本
部
員
が
こ
れ
に
当
た
る
。
 

４
 
部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
部
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

 
（
委
任
）
 

第
４
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
警
戒
本
部
の
組
織
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
本
部
長
が
定
め
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

    

- 15 -



資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱
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資
料
２
－
８
 
海
老
名
市
地
震
災
害
警
戒
本
部
要
綱
 

 
 
 
 
海
老
名
市
地
震
災
害
警
戒
本
部
要
綱
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
海
老
名
市
地
震
災
害
警
戒
本
部
（
以
下
「
警
戒
本
部
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
部

等
の

長
と
は
、
海
老
名
市
一
般
職
の

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則

（
昭

和
39
年
規
則
第
３
号
。
以
下
「
設
置
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２
条
に
規
定
す
る
市
長
室
の
室
長
又
は
部
の
部
長
を

い
う
。
 

 
（
設
置
）
 

第
３
条
 
市
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
警
戒
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭

和
53
年
法
律
第
73
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
16
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
戒
本
部
を
設
置
す
る
。
 

２
 
前
項
の
警
戒
本
部
の
設
置
基
準
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
（
廃
止
）
 

第
４
条
 
市
長
は
、
海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
た
と
き
又
は
法
第
９
条
第
３
項
の
警
戒
解
除
宣
言
が
内
閣

総
理
大
臣
か
ら
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
法
第
19
条
の
規
定
に
よ
り
、
速
や
か
に
本
部
を
廃
止
す
る
。
 

２
 
海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
又
は
海
老
名
市
災
害
警
戒
本
部
が
設
置
さ
れ
た
と
き
は
、
警
戒
本
部
は
廃
止
さ
れ
た

も
の
と
し
、
そ
の
事
務
は
引
き
継
が
れ
る
。
 

 
（
本
部
組
織
）
 

第
５
条
 
本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
組
織
す
る
。
 

 
(１

) 
海
老
名
市
地
震
災
害
警
戒
本
部
条
例
（
昭
和
55
年
条
例
第
15
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第

１
項
に
規
定
す
る
地
震
災
害
警
戒
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
 

 
(２

) 
条
例
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
地
震
災
害
警
戒
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
か
ら

市
長
が
任
命
す
る
地
震
災
害
警
戒
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）
 

 
(３

) 
地

震
災

害
警

戒
副
本
部
長
補
佐
（
以
下
「
副
本
部
長
補
佐
」
と
い
う
。
）
 

 
(４

) 
本
部
員
 

２
 
本
部
長
は
、
法
第
２
条
第
14
号
に
規
定
す
る
地
震
防
災
応
急
対
策
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
海
老
名
市
危
機

管
理
基
本
方
針
（
平
成
20
年
４
月
１
日
作
成
。
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
の
と
お
り
本
部
に
部
、

班
等
を
置
く
も
の
と
す
る
。
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
部
、
班
等
は
、
基
本
方
針
別
表
第
２
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
（
本
部
長
）
 

第
６
条
 
本
部
長
は
、
市
長
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

 
（
副
本
部
長
及

び
本

部
長

の
職

務
代

理
者

）
 

第
７
条
 
副
本
部
長
は
、
第
９
条
第
３
号
及
び
第
６
号
ア
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

２
 
条
例
第
２
条
第
４
項
に
規
定
す
る
本
部
長
の
職
務
を
代
理
す
る
副
本
部
長
は
、
第
９
条
第
６
号
ア
の
職
に
あ
る

者
と
し
、
そ
の
順
序
は
、
海
老
名
市
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
19
年
規
則
第
10

号
）
第
６
条
の

規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「

市
長

」
と

あ
る

の
は
「

本
部

長
」
と

、

「
副
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
副
本
部
長
」
と
読
み
替
え
る
。
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
副
本
部
長
に
も
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
海
老
名
市
長
の
職
務
代
理
者
を
定
め
る
規
則
（
昭
和

47
年
規
則
第
11
号
）
第
２
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
本

部
長
」
と
、
「
市
長
室
長
」
と
あ
る
の
は
「
危
機
管
理
部
長
」
と
読
み
替
え
る
。
 

４
 
前
項
に
規
定
す
る
危
機
管
理
部
長
に
も
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
他
の
部
長
等
が
本
部
長
の
職
務
を
代
理
す

る
も
の
と
し
、
そ
の
順
序
は
別
に
定
め
る
。
 

 
（
副
本
部
長
補
佐
）
 

第
８
条
 
副
本
部
長
補
佐
は
、
次
条
第
２
号
ア
の
職
に
あ
る
者
を
市
長
が
指
名
す
る
。
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱
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２
 
副
本
部
長
補
佐
は
、
副
本
部
長
を
補
佐
す
る
。
 

 
（
本
部
員
）
 

第
９
条
 
本
部
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職

に
あ

る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

 
(１

) 
神
奈
川
県
警
察
海
老
名
警
察
署
の
警
察
官
 

 
 
ア
 
海
老
名
市
庁
議
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
47
年

1
1月

1
5日

訓
令
第

5号
）
の
別
表
に
定
め
る
最
高
経
営
会
議

構
成
員
（
市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
を
除
く
。
）
。
 

 
 
イ
 
そ
の
他
市
長
が
指
名
す
る
も
の
 

 
(３

) 
教
育
長
 

 
(４

) 
消
防
長
及
び
消
防
団
長
 

 
(５

) 
指
定
公
共
機
関
又
は
指
定
地
方
公
共
機
関
の
職
員
 

 
 
ア
 
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
神
奈
川
事
業
部
神
奈
川
西
支
店
の
職
員
 

 
 
イ
 
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
海
老
名
駅
の
職
員
 

 
 
ウ
 
東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社
平
塚
支
社
の
職
員
 

 
 
エ
 
小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
海
老
名
駅
の
職
員
 

 
 
オ
 
相
模
鉄
道
株
式
会
社
海
老
名
駅
の
職
員
 

 
(６

) 
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
者
 

 
 
ア
 
副
市
長
 

 
 
イ
 
海
老
名
市
議
会
の
議
長
 

 
 
ウ
 
海
老
名
市
自
治
会
連
絡
協
議
会
の
会
長
 

 
 
エ
 
一
般
社
団
法
人
海
老
名
市
医
師
会
の
会
員
 

 
（
部
長
）
 

第
１
０
条
 
条
例
第
３
条
第
３
項
の
部
の
部
長
（
以
下
「
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
部
の
事
務
を
掌
理
し
、
部
に
属

す
る
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。
な
お
、
警
戒
本
部
の
庶
務
は
、
危
機
管
理
部
長
が
掌
理
す
る
。
 

２
 
部
長
は
、
本
部
長
の
命
に
よ
り
地
震
防
災
応
急
対
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
消
防
部
長
は
、
直

ち
に
地
震
防
災
応
急
対
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
ず
に
地
震
防
災
応
急
対
策
を

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
部
長
は
、
地
震
防
災
応
急
対
策
を
迅
速
か
つ
的
確
に
実
施
す
る
た
め
、
海
老
名
市
地
域
防
災
計
画
（
以
下
「
地

域
防
災
計
画
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
の
行
動
計
画
（
以
下
「
行
動
計
画
」
と
い
う
。
）
を

別
に
定
め
る
。
 

４
 
部
に
部
長
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
事
案
に
対
し
合
議
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

合
議
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
部
等
の
長
の
職
に
あ
る
者
を
上
位
と
し
、
部
等
の
長
の
職
に
あ
る
者
が
２
人
以
上
あ

る
と
き
は
、
席
次
の
上
下
に
よ
り
、
席
次
の
上
下
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
年
齢
の
多
少
に
よ
り
定
め
た
順
序
と

す
る
。
 

 
（
副
部
長
）
 

第
１
１
条
 
副
部
長
は
、
設
置
規
則
第
２
条
に
規
定
す
る
市
長
室
及
び
部
の
次
長
（
課
長
の
職
を
兼
務
す
る
部
の
次

長
を
除
く
。
）
、
海
老
名
市
消
防
本
部
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
44
年
規
則
第
５
号
）
第
５
条
第
１
項
に

規
定
す
る
消
防
本
部
の
次
長
（
消
防
署
長
の
職
を
兼
務
す
る
消
防
本
部
の
次
長
を
除
く
。
）
並
び
に
海
老
名
市
教

育
委
員
会
関
係
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
46
年
教
委
規
則
第
２
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る

教
育
部
の
次
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
部
員
の
中
か

ら
部
長
が
副
部
長
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
副
部
長
は
、
部
長
を
助
け
、
部
長
の
命
を
受
け
、
部
の
事
務
を
整
理
す
る
。
 

３
 
条
例
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
部
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
部
長
の
職
務
を
代
理
す
る
者
は
、
副
部
長
と

す
る
。
 

４
 
部
長
の
職
務
を
代
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
部
に
副
部
長
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
設
置
規
則
第
２
条
に
規

定
す
る
市
長
室
又
は
部
の
次
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
次
長
」
と
い
う
。
）
の
職
に
あ
る
者
が
そ
の
職
務
を

代
理
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
長
の
職
に
あ
る
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
席
次
の
上
下
に
よ
り
、
席
次

の
上
下
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
年
齢
の
多
少
に
よ
り
定
め
た
順
序
と
す
る
。
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２

 
条

例
・

要
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等
  

５
 
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
条
に
規
定
す
る
部
員
の
中
か
ら
、
設
置
規
則
第
２
条
に
規
定
す
る
市
長

室
又
は
部
の
担
当
部
長
を
部
長
が
副
部
長
に
指
名
し
た
場
合
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
担
当

部
長
の
職
に
あ
る
者
が
部
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

 
（
部
員
）
 

第
１
２
条
 
部
員
は
、
基
本
方
針
別
表
第
２
の
部
長
、
副
部
長
及
び
部
員
の
欄
部
員
の
項
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
と

し
、
部
員
は
、
部
長
の
命
を
受
け
、
部
の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

 
（
班
）
 

第
１
３
条
 
班
の
長
（
以
下
「
班
長
」
と
い
う
。
）
は
、
基
本
方
針
別
表
第
２
の
班
長
の
欄
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者

と
し
、
班
長
は
、
部
長
の
命
を
受
け
班
の
事
務
を
掌
理
し
、
班
員
を
指
揮
監
督
す
る
。
 

２
 
基
本
方
針
別
表
第
２
の
部
に
属
す
る
班
の
欄
に
掲
げ
る
課
、
署
及
び
事
務
局
に
属
す
る
職
員
（
臨
時
的
任
用
職

員
を
除
く
。
）
は
、
班
員
と
し
、
班
長
の
命
を
受
け
、
班
の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

３
 
避
難
所
又
は
一
時
滞
在
所
を
開
設
・
運
営
す
る
場
合
は
、
市
長
に
あ
ら
か
じ
め
避
難
所
担
当
班
又
は
一
時
滞
在

所
担
当
班
の
班
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
職
員
及
び
上
司
の
命
を
受
け
避
難
所
又
は
一
時
滞
在
所
の
職
務
に
当
た
る

班
員
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
避
難
所
担
当
班
員
又
は
一
時
滞
在
所
担
当
班
員
と
し
、
避
難
所
担
当
班

長
又
は
一
時
滞
在
所
担
当
班
長
の
命
を
受
け
、
そ
の
班
の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

４
 
学
校
避
難
所
（
小
学
校
及
び
中
学
校
の
避
難
所
予
定
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
開
設
・
運
営
す
る
場
合

は
、
市
長
に
あ
ら
か
じ
め
学
校
避
難
所
担
当
班
の
班
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
職
員
、
教
育
長
に
あ
ら
か
じ
め
学
校

避
難
所
担
当
班
の
班
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
職
員
及
び
海
老
名
市
学
校
地
震
防
災
計
画
に
定
め
る
避
難
所
開
設
チ

ー
ム
に
構
成
さ
れ
て
い
る
教
職
員
並
び
に
上
司
の
命
を
受
け
学
校
避
難
所
の
職
務
に
当
た
る
班
員
又
は
教
職
員
は
、

第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
避
難
所
担
当
班
員
と
し
、
学
校
避
難
所
担
当
班
長
の
命
を
受
け
、
そ
の
班

の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

５
 
班
員
は
、
班
長
が
別
の
職
務
に
当
た
る
と
き
又
は
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
順
序
は
、
席
次
の
上
下
に
よ
り
、
席
次
の
上
下
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
年
齢
の
多
少
に
よ
り
定
め
た
順
序

と
す
る
。
 

 
（
本
部
会
議
）
 

第
１
４
条
 
本
部
長
は
、
地
震
防
災
応
急
対
策
に
つ
い
て
の
重
要
な
指
示
又
は
総
合
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
本
部
会
議
を
招
集
し

、
会

議
の

議
長

と
な

る
。

 

２
 
本
部
会
議
は
、
本
部
長
、
副
本
部
長
、
副
本
部
長
補
佐
及
び
本
部
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
 

３
 
議

長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
部
会
議
に
地
域
防
災
計

画
に

定
め
る

防
災

関
係
機
関

の
職
員

の
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
本
部
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

 
(１

) 
東
海
地
震
予
知
情
報
の
伝
達
及
び
避
難
の
勧
告
又
は
指
示
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
消
防
、
水
防
そ
の
他
の
応
急
措
置
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(３

) 
応
急
の
救
護
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
救
護
そ
の
他
保
護
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(４

) 
施
設
並
び
に
設
備
の
整
備
及
び
点
検
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(５

) 
犯
罪
の
予
防
、
交
通
の
規
制
そ
の
他
当
該
大
規
模
な
地
震
に
よ
り
地
震
災
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
地

域
に
お
け
る
社
会
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(６

) 
緊
急
輸
送
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(７

) 
地
震
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
食
料
、
医
薬
品
そ
の
他
の
物
資
の
確
保
、
清
掃
、
防
疫
そ
の
他
の

保
健
衛
生
に
関
す
る
措
置
そ
の
他
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(８

) 
配
備
体
制
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(９

) 
部
間
及
び
班
間
の
調
整
事
項
の
指
示
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(1
0)
 
国
、
県
、
他
市
町
村
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(1
1)
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の
 

 
（
配
備
体
制
等
）
 

第
１
５
条
 
本
部
長
は
、
本
部
が
設
置
さ
れ
た
と
き
は
、
別
表
に
掲
げ
る
配
備
体
制
発
令
基
準
に
よ
り
、
配
備
体
制

を
発
す
る
も
の
と
す
る
。
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

２
 
部
長
は
、
本
部
長
か
ら
配
備
体
制
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
別
表
に
掲
げ
る
配
備
人
員
（
以
下
「
配
備
人
員
」

と
い
う
。
）
に
命
令
し
、
迅
速
か
つ
的
確
な
地
震
防
災
応
急
対
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
配
備
体

制
発
令
時
に
お
い
て
、
急
病
又
は
負
傷
こ
れ
ら
に
類
す
る
配
備
人
員
等
及
び
そ
の
他
本
部
長
が
認
め
る
配
備
人
員

は
、
行
動
計
画
に
定
め
る
配
備
人
員
か
ら
除
く
も
の
と
す
る
。
 

 
（
緊
急
参
集
等
）
 

第
１
６
条
 
配
備
人
員
は
、
勤
務
時
間
外
、
休
日
等
に
お
い
て
、
別
表
に
掲
げ
る
本
部
設
置
基
準
を
覚
知
し
た
と
き

は
、
テ
レ
ビ
等
の
情
報
機
器
か
ら
報
道
情
報
を
確
認
し
、
行
動
計
画
の
定
め
に
よ
り
、
参
集
す
る
必
要
が
あ
る
と

き
は
速
や
か
に
参
集
し
、
参
集
す
る
必
要
が
な
い
と
き
は
最
新
の
報
道
情
報
に
注
意
し
て
緊
急
参
集
に
備
え
る
。
 

２
 
配
備
人
員
は
、
参
集
す
る
と
き
は
参
集
途
上
で
の
東
海
地
震
予
知
情
報
の
発
表
及
び
東
海
地
震
の
発
生
に
十
分

注
意
し
て
参
集
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
部
長
は
、
配
備
人
員
の
参
集
状
況
に
応
じ
、
部
間
連
携
を
図
り
、
最
優
先
さ
れ
る
地
震
防
災
応
急
対
策
に
対
応

す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
の
参
集
状
況
に
よ
り
順
次
行
動
計
画
に
定
め
る
配
備
体
制
に
移
行
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
部
長
及
び
副
部
長
が
参
集
し
て
い
な
い
と
き
は
、
参
集
し
て
い
る
配
備
人
員
の
う
ち
か
ら

上
位
の
職
に
あ
る
者
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

 
（
本
部
の
組
織
及
び
運
営
の
特
例
）
 

第
１
７
条
 
本
部
長
は
、
地
震
防
災
応
急
対
策
上
、
特
別
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
本
部
の
円
滑
な
遂
行

の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 
 
 
《
昭
和
57
年
４
月
１
日
・
制
定
》
 

 
 
 
 
《
平
成
４
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
４
年
６
月
１
日
・
一
部
改
正
》

 
 
 
 
 
《
平
成
５
年
６
月
１
日
・
一
部
改
正
》

 
 
 
 
 
《
平
成
５
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
６
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
９
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
16
年
４
月
27
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
19
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
20
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
21
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
22
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
24
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
３
月
11
日
・
全
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
10
月
21
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
26
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
26
年
４
月
22
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
26
年
７
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
５
月
20
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
６
月
21
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
11
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
29
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
30
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
31
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
３
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
３
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
４
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

   
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

別
表
（
第
３
条
、
第
15
条
及
び
第
16
条
関
係
）

 
  

 
危

機
対

処

（
設

置
者

）

設
置

基
準

配
備

体
制

（
発

令
者

）

発
令

基
準

危
機

対
処

の
部

危
機

管
理

部
消

防
部

避
難

所
管

理
部

応
急

復
旧

部
物

資
輸

送
部

医
療

介
護

部

配
備

人
員

全
員

全
員

全
員

全
員

全
員

全
員

備
考

　
「

東
海

地
震

災
害

警
戒

体
制

」
の

配
備

人
員

と
は

、
地

震
防

災
応

急
対

策
に

従
事

す
べ

き
「

全
員

」
を

い
い

、

　
　

こ
の

「
全

員
」

は
地

域
防

災
計

画
行

動
計

画
「

地
震

災
害

対
策

体
制

」
に

定
め

る
「

全
員

」
に

準
ず

る
。

東
海

地
震

災
害

　
地

震
災

害
警

戒
本

部

　
（

市
長

）

　
大

規
模

地
震

対
策

特
別

措
置

法
（

昭
和

5
3
年

法
律

第
7
3
号

）
第

２
条

第
1
3
項

に
規

定
す

る
警

戒

宣
言

が
発

せ
ら

れ
た

と
き

（
東

海
地

震
予

知
情

報
が

発
表

さ
れ

た
と

き
。

）
。

　
東

海
地

震
災

害
警

戒
体

制

　
（

地
震

災
害

警
戒

本
部

長
）

　
設

置
基

準
に

よ
り

、
地

震
災

害
警

戒
本

部
が

設
置

さ
れ

た
と

き
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
９
 
海
老
名
市
災
害
警
戒
本
部
要
綱
 

 
 
 
海
老
名
市
災
害
警
戒
本
部
要
綱
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
海
老
名
市
地
域
防
災
計
画
（
以
下
「
地
域
防
災
計
画
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
海
老
名

市
災
害
警
戒
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
部
等
の
長
と
は
、
海
老
名
市
一
般
職
の
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

39
年
規
則
第
３
号
。
以
下
「
設
置
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２
条
に
規
定
す
る
市
長
室
の
室
長
又
は
部
の
部
長
を
い

う
。
 

 
（
設
置
）
 

第
３
条
 
市
長
又
は
市
長
室
長
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
海
老
名
市

災
害
対
策
本
部
又
は
海
老
名
市
地
震
災
害
警
戒
本
部
を
設
置
す
る
ま
で
に
至
ら
な
い
段
階
で
、
防
災
の
推
進
を
図

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
域
防
災
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

２
 
前
項
の
本
部
の
設
置
基
準
は
、
原
則
と
し
て
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
（
廃
止
）
 

第
４
条
 
市
長
又
は
市
長
室
長
は
、
災
害
予
防
対
策
が
完
了
し
た
と
認
め
る
と
き
又
は
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が

解
消
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
本
部
を
廃
止
す
る
。
 

２
 
海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
又
は
海
老
名
市
地
震
災
害
警
戒
本
部
が
設
置
さ
れ
た
と
き
は
、
本
部
は
廃
止
さ
れ
た

も
の
と
し
、
そ
の
事
務
は
引
き
継
が
れ
る
。
 

 
（
本
部
組
織
）
 

第
５
条
 
本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
組
織
す
る
。
 

 
(１

) 
海
老
名
市
災
害
警
戒
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
 

 
(２

) 
海
老
名
市
災
害
警
戒
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）
 

 
(３

) 
海
老
名
市
災
害
警
戒
副
本
部
長
補
佐
（
以
下
「
副
本
部
長
補
佐
」
と
い
う
。
）
 

 
(４

) 
海
老
名
市
災
害
警
戒
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
 

２
 
本
部
長
は
、
災
害
警
戒
又
は
災
害
予
防
対
策
（
以
下
「
災
害
対
策
」
と
い
う
。
）
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、

海
老
名
市
危
機
管
理
基
本
方
針
（
平
成
20
年
４
月
１
日
作
成
。
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
の
と

お
り
本
部
に
部
、
班
等
を
置
く
も
の
と
す
る
。
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
部
、
班
等
は
、
基
本
方
針
別
表
第
２
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
（
本
部
長
）
 

第
６
条
 
本
部
長
は
、
市
長
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

２
 
本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。
 

 
（
副
本
部
長
及
び
本
部
長
の
職
務
代
理
者
）
 

第
７
条
 
副
本
部
長
は
、
副
市
長
及
び
教
育
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

２
 
副
本
部
長
は
、
本
部
長
を
助
け
、
本
部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
本
部
長
の
職
務
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
副
本
部
長
は
、
副
市
長
の
職
に
あ
る
者
と
し
、

そ
の
順
序
は
、
海
老
名
市
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
 

平
成
19
年
規
則
第
10
号
）
第
６
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
市
長
 

」
と
あ
る
の
は
「
本
部
長
」
と
、
「
副
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
副
本
部
長
」
と
読
み
替
え
る
。
 

４
 
前
項
に
規
定
す
る
副
本
部
長
に
も
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
海
老
名
市
長
の
職
務
代
理
者
を
定
め
る
規
則
（
昭
和

47
年
規
則
第
11
号
）
第
２
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
本

部
長
」
と
、
「
市
長
室
長
」
と
あ
る
の
は
「
危
機
管
理
部
長
」
と
読
み
替
え
る
。
 

 
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

５
 
前
項
に
規
定
す
る
危
機
管
理
部
長
に
も
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
他
の
部
長
等
が
本
部
長
の
職
務
を
代
理
す

る
も
の
と
し
、
そ
の
順
序
は
別
に
定
め
る
。
 

 
（
副
本
部
長
補
佐
）
 

第
８
条
 
副
本
部
長
補
佐
は
、
次
条
第
１
号
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

２
 
副
本
部
長
補
佐
は
、
副
本
部
長
を
補
佐
す
る
。
 

 
（
本
部
員
）
 

第
９
条
 
本
部
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

 
(１

) 
海
老
名
市
庁
議
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
4
7年

1
1月

15
日
訓
令
第
5号

）
の
別
表
に
定
め
る
最
高
経
営
会
議

構
成
員
（
市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
を
除
く
。
）
。
 

 
(２

) 
そ
の
他
市
長
が
指
名
す
る
も
の
 

２
 
本
部
員
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
、
本
部
の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

（
部
長
）
 

第
１
０
条
 
部
の
長
（
以
下
「
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
部
の
事
務
を
掌
理
し
、
部
に
属
す
る
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。
な
お
、
本
部
の
庶
務
は
、
危
機
管
理
部
長
が
掌
理
す
る
。
 

２
 
部
長
は
、
本
部
長
の
命
に
よ
り
災
害
対
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
消
防
部
長
は
、
直
ち
に
災
害

対
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
ず
に
災
害
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
部
長
は
、
災
害
対
策
を
迅
速
か
つ
的
確
に
実
施
す
る
た
め
、
地
域
防
災
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
の

行
動
計
画
（
以
下
「
行
動
計
画
」
と
い
う
。
）
を
別
に
定
め
る
。
 

４
 
部
に
部
長
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
事
案
に
対
し
合
議
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

合
議
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
部
等
の
長
の
職
に
あ
る
者
を
上
位
と
し
、
部
等
の
長
の
職
に
あ
る
者
が
２
人
以
上
あ

る
と
き
は
、
席
次
の
上
下
に
よ
り
、
席
次
の
上
下
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
年
齢
の
多
少
に
よ
り
定
め
た
順
序
と

す
る
。
 

（
副
部
長
）
 

第
１
１
条
 
副
部
長
は
、
設
置
規
則
第
２
条
に
規
定
す
る
市
長
室
及
び
部
の
次
長
（
課
長
の
職
を
兼
務
す
る
部
の
次

長
を
除
く
。
）
、
海
老
名
市
消
防
本
部
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
44
年
規
則
第
５
号
）
第
５
条
第
１
項
に

規
定
す
る
消
防
本
部
の
次
長
（
消
防
署
長
の
職
を
兼
務
す
る
消
防
本
部
の
次
長
を
除
く
。
）
並
び
に
海
老
名
市
教

育
委
員
会
関
係
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
46
年
教
委
規
則
第
２
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る

教
育
部
の
次
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
部
員
の
中
か

ら
部
長
が
副
部
長
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
副
部
長
は
、
部
長
を
助
け
、
部
長
の
命
を
受
け
、
部
の
事
務
を
整
理
し
、
部
長
が
別
の
職
務
に
当
た
る
と
き
又

は
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
部
長
の
職
務
を
代
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
部
に
副
部
長
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
設
置

規
則
第
２
条
に
規
定
す
る
市
長
室
又
は
部
の
次
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
次
長
」
と
い
う
。
）
の
職
に
あ
る

者
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
長
の
職
に
あ
る
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
席
次
の
上

下
に
よ
り
、
席
次
の
上
下
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
年
齢
の
多
少
に
よ
り
定
め
た
順
序
と
す
る
。
 

４
 
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
条
に
規
定
す
る
部
員
の
中
か
ら
、
設
置
規
則
第
２
条
に
規
定
す
る
市
長

室
又
は
部
の
担
当
部
長
を
部
長
が
副
部
長
に
指
名
し
た
場
合
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
担
当

部
長
の
職
に
あ
る
者
が
部
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

 
（
部
員
）
 

第
１
２
条
 
部
員
は
、
基
本
方
針
別
表
第
２
の
部
長
、
副
部
長
及
び
部
員
の
欄
部
員
の
項
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
と

し
、
部
員
は
、
部
長
の
命
を
受
け
、
部
の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

 
（
班
）
 

第
１
３
条
 
班
の
長
（
以
下
「
班
長
」
と
い
う
。
）
は
、
基
本
方
針
別
表
第
２
の
班
長
の
欄
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者

と
し
、
班
長
は
、
部
長
の
命
を
受
け
、
班
の
事
務
を
掌
理
し
、
班
員
を
指
揮
監
督
す
る
。
 

２
 
基
本
方
針
別
表
第
２
の
部
に
属
す
る
班
の
欄
に
掲
げ
る
課
、
署
及
び
事
務
局
に
属
す
る
職
員
（
臨
時
的
任
用
職

員
を
除
く
。
）
は
、
班
員
と
し
、
班
長
の
命
を
受
け
、
班
の
事
務
に
従
事
す
る
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

３
 
避
難
所
又
は
一
時
滞
在
所
を
開
設
・
運
営
す
る
場
合
は
、
市
長
に
あ
ら
か
じ
め
避
難
所
担
当
班
又
は
一
時
滞
在

所
担
当
班
の
班
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
職
員
及
び
上
司
の
命
を
受
け
避
難
所
又
は
一
時
滞
在
所
の
職
務
に
当
た
る

班
員
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
避
難
所
担
当
班
員
又
は
一
時
滞
在
所
担
当
班
員
と
し
、
避
難
所
担
当
班

長
又
は
一
時
滞
在
所
担
当
班
長
の
命
を
受
け
、
そ
の
班
の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

４
 
学
校
避
難
所
（
小
学
校
及
び
中
学
校
の
避
難
所
予
定
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
開
設
・
運
営
す
る
場
合

は
、
市
長
に
あ
ら
か
じ
め
学
校
避
難
所
担
当
班
の
班
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
職
員
、
教
育
長
に
あ
ら
か
じ
め
学
校

避
難
所
担
当
班
の
班
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
職
員
及
び
海
老
名
市
学
校
地
震
防
災
計
画
に
定
め
る
避
難
所
開
設
チ

ー
ム
に
構
成
さ
れ
て
い
る
教
職
員
並
び
に
上
司
の
命
を
受
け
学
校
避
難
所
の
職
務
に
当
た
る
班
員
又
は
教
職
員
は
、

第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
避
難
所
担
当
班
員
と
し
、
学
校
避
難
所
担
当
班
長
の
命
を
受
け
、
そ
の
班

の
事
務
に
従
事
す
る
。
 

５
 
班
員
は
、
班
長
が
別
の
職
務
に
当
た
る
と
き
又
は
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
順
序
は
、
席
次
の
上
下
に
よ
り
、
席
次
の
上
下
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
年
齢
の
多
少
に
よ
り
定
め
た
順
序

と
す
る
。
 

 
（
本
部
会
議
）
 

第
１
４
条
 
本
部
長
又
は
危
機
管
理
部
長
は
、
災
害
対
策
に
つ
い
て
の
重
要
な
指
示
又
は
総
合
調
整
を
行
う
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
部
会
議
を
招
集
し
、
会
議
の
議
長
と
な
る
。
 

２
 
本
部
会
議
は
、
本
部
長
、
副
本
部
長
、
副
本
部
長
補
佐
及
び
本
部
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
 

３
 
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
部
会
議
に
地
域
防
災
計
画
に
定
め
る
防
災
関
係
機
関
の
職
員
の

出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
本
部
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

 
(１

) 
災
害
に
関
す
る
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
災
害
対
策
の
方
針
の
作
成
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(３

) 
配
備
体
制
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(４

) 
部
間
及
び
班
間
の
調
整
事
項
の
指
示
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(５

) 
県
、
他
市
町
村
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(６

) 
他
市
町
村
間
と
の
応
援
要
請
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(７

) 
東
海
地
震
に
関
連
す
る
情
報
（
東
海
地
震
に
関
連
す
る
調
査
情
報
（
臨
時
）
、
東
海
地
震
注
意
情
報
又
は

東
海
地
震
予
知
情
報
）
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(８

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の
 

 
（
配
備
体
制
等
）
 

第
１
５
条
 
本
部
長
又
は
危
機
管
理
部
長
は
、
本
部
が
設
置
さ
れ
た
と
き
は
、
別
表
に
掲
げ
る
配
備
体
制
発
令
基
準

（
以
下
「
配
備
体
制
発
令
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
配
備
体
制
を
発
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
本
部
長
又
は
危
機
管
理
部
長
は
、
別
表
に
掲
げ
る
東
海
地
震
災
害
及
び
風
水
害
に
お
い
て
、
配
備
体
制
を
変
更

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
配
備
体
制
発
令
基
準
に
基
づ
き
配
備
体
制
を
変
更
し
、
配
備
体
制
を
発
す

る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
部
長
は
、
本
部
長
又
は
危
機
管
理
部
長
か
ら
配
備
体
制
が
発
せ
ら
れ
た

と
き

は
、
別

表
に

掲
げ

る
配

備
人

員

（
以
下
「
配
備
人
員
」
と
い
う
。
）
に
命
令
し
、
迅
速
か
つ
的
確
な
災
害
対
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

配
備
体
制
発
令
時
に
お
い
て
、
急
病
又
は
負
傷
こ
れ
ら
に
類
す
る
状
態
の
配
備
人
員
及
び
そ
の
他
本
部
長
が
認
め
る

配
備
人
員
は
、
行
動
計
画
に
定
め
る
配
備
人
員
か
ら
除
く
も
の
と
す
る
。
 

 
（
緊
急
参
集
等
）
 

第
１
６
条
 
配
備
人
員
は
、
勤
務
時
間
外
、
休
日
等
に
お
い
て
、
別
表
に
掲
げ
る
本
部
設
置
基
準
を
覚
知
し
た
と
き

は
、
テ
レ
ビ
等
の
情
報
機
器
か
ら
報
道
情
報
を
確
認
し
、
行
動
計
画
の
定
め
に
よ
り
、
参
集
す
る
必
要
が
あ
る
と

き
は
速
や
か
に
参
集
し
、
参
集
す
る
必
要
が
な
い
と
き
は
最
新
の
報
道
情
報
に
注
意
し
て
緊
急
参
集
に
備
え
る
。
 

２
 
配
備
人
員
は
、
参
集
す
る
と
き
は
参
集
場
所
ま
で
の
状
況
を
確
認
し
、
情
報
の
収
集
に
努
め
な
が
ら
参
集
す
る

も
の
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

３
 
部
長
は
、
配
備
人
員
の
参
集
状
況
に
応
じ
、
部
間
連
携
を
図
り
、
最
優
先
さ
れ
る
災
害
対
策
に
対
応
す
る
も
の

と
し
、
そ
の
後
の
参
集
状
況
に
よ
り
順
次
行
動
計
画
に
定
め
る
配
備
体
制
に
移
行
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
部
長
及
び
副
部
長
が
参
集
し
て
い
な
い
と
き
は
、
参
集
し
て
い
る
配
備
人
員
の
う
ち
か
ら
上
位
の
職

に
あ
る
者
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

 
（
本
部
の
組
織
及
び
運
営
の
特
例
）
 

第
１
７
条
 
本
部
長
は
、
災
害
対
策
上
、
特
別
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
本
部
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 
 
 
《
平
成
４
年
４
月
１
日
・
制
定
》
 

 
 
 
 
《
平
成
６
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
９
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
14
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
14
年
９
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
15
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
16
年
４
月
27
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
20
年
４
月
27
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
22
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
24
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
３
月
11
日
・
全
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
10
月
21
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
26
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
26
年
４
月
22
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
５
月
20
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
６
月
21
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
11
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
29
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
30
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
31
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
３
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
３
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
４
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

別
表
（
第
３
条
、
第
15
条
及
び
第
16
条
関
係
）
 

                                              危
機

対
処

体
制

（
設

置
者

）

設
置

基
準

配
備

体
制

（
発

令
者

）

発
令

基
準

危
機

対
処

の
部

危
機

管
理

部
消

防
部

避
難

所
管

理
部

応
急

復
旧

部
物

資
輸

送
部

医
療

介
護

部

配
備

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

連
絡

員
連

絡
員

連
絡

員
連

絡
員

危
機

対
処

体
制

（
設

置
者

）

設
置

基
準

配
備

体
制

（
発

令
者

）

発
令

基
準

危
機

対
処

の
部

危
機

管
理

部
消

防
部

避
難

所
管

理
部

応
急

復
旧

部
物

資
輸

送
部

医
療

介
護

部

配
備

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

連
絡

員
連

絡
員

連
絡

員
連

絡
員

配
備

体
制

（
発

令
者

）

発
令

基
準

危
機

対
処

の
部

危
機

管
理

部
消

防
部

避
難

所
管

理
部

応
急

復
旧

部
物

資
輸

送
部

医
療

介
護

部

配
備

人
員

全
員

全
員

全
員

全
員

全
員

全
員

地
震

災
害

　
災

害
警

戒
本

部
　

（
市

長
又

は
市

長
室

長
）

１
　

地
震

の
発

生
に

よ
り

、
震

度
観

測
点

（
海

老
名

市
大

谷
）

で
震

度
４

以
下

の
揺

れ
を

観
測

し
、

　
市

内
に

被
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

き
。

２
　

地
震

の
発

生
に

よ
り

、
震

度
観

測
点

（
海

老
名

市
大

谷
）

で
震

度
４

以
下

の
揺

れ
を

観
測

し
　

た
場

合
又

は
揺

れ
を

観
測

し
な

い
場

合
で

、
日

本
国

内
に

お
い

て
甚

大
な

被
害

（
津

波
被

害
を

　
含

む
。

）
が

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
き

。

　
地

震
災

害
準

備
体

制
　

（
災

害
警

戒
本

部
長

又
は

危
機

管
理

部
長

）

　
設

置
基

準
１

又
は

２
に

よ
り

、
災

害
警

戒
本

部
が

設
置

さ
れ

た
と

き
。

　
設

置
基

準
１

に
よ

り
、

災
害

警
戒

本
部

が
設

置
さ

れ
た

と
き

。

備
考

　
「

地
震

災
害

準
備

体
制

」
の

配
備

人
員

と
は

、
地

域
防

災
計

画
行

動
計

画
「

地
震

災
害

準
備

体
制

」
に

定
め

　
　

る
災

害
警

戒
又

は
災

害
予

防
対

策
に

従
事

す
べ

き
「

必
要

人
員

」
又

は
配

備
体

制
の

変
更

等
に

応
じ

て
迅

速
に

　
　

配
備

人
員

を
確

保
す

る
た

め
連

絡
調

整
を

行
う

「
連

絡
員

」
を

い
う

。

東
海

地
震

災
害

　
災

害
警

戒
本

部
　

（
市

長
又

は
市

長
室

長
）

１
　

東
海

地
震

に
関

す
る

調
査

情
報

（
臨

時
）

が
発

表
さ

れ
た

と
き

。
２

　
東

海
地

震
注

意
情

報
が

発
表

さ
れ

た
と

き
。

　
東

海
地

震
調

査
情

報
体

制

　
（

災
害

警
戒

本
部

長
又

は
危

機
管

理
部

長
）

　
東

海
地

震
注

意
情

報
体

制
　

（
災

害
警

戒
本

部
長

又
は

危
機

管
理

部
長

）

１
　

設
置

基
準

１
に

よ
り

、
既

に
災

害
警

戒
本

部
が

設
置

さ
れ

て
い

る
場

合
で

、
設

置
基

準
２

に
　

よ
り

配
備

体
制

を
変

更
す

る
と

き
。

２
　

設
置

基
準

２
に

よ
り

、
災

害
警

戒
本

部
が

設
置

さ
れ

た
と

き
。

備
考

　
１

　
「

東
海

地
震

調
査

情
報

体
制

」
の

配
備

人
員

と
は

、
災

害
警

戒
又

は
災

害
予

防
対

策
に

従
事

す
べ

き
「

必
要

　
　

人
員

」
又

は
配

備
体

制
の

変
更

等
に

応
じ

て
迅

速
に

配
備

人
員

を
確

保
す

る
た

め
連

絡
調

整
を

行
う

「
連

絡
員

　
　

」
を

い
い

、
こ

の
「

必
要

人
員

」
及

び
連

絡
員

は
地

域
防

災
計

画
行

動
計

画
「

地
震

災
害

準
備

体
制

」
に

定
め

　
　

る
「

必
要

人
員

」
及

び
「

連
絡

員
」

に
準

ず
る

。
　

２
　

「
東

海
地

震
注

意
情

報
体

制
」

の
配

備
人

員
と

は
、

災
害

警
戒

又
は

災
害

予
防

対
策

に
従

事
す

べ
き

「
全

員

　
　

」
を

い
い

、
こ

の
「

全
員

」
は

地
域

防
災

計
画

行
動

計
画

「
地

震
災

害
対

策
体

制
」

に
定

め
る

「
全

員
」

に
準

　
　

ず
る

。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

                                             危
機

対
処

体
制

（
設

置
者

）

設
置

基
準

配
備

体
制

（
発

令
者

）

発
令

基
準

危
機

対
処

の
部

危
機

管
理

部
消

防
部

避
難

所
管

理
部

応
急

復
旧

部
物

資
輸

送
部

医
療

介
護

部

配
備

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

連
絡

員
必

要
人

員
連

絡
員

連
絡

員

配
備

体
制

（
発

令
者

）

発
令

基
準

危
機

対
処

の
部

危
機

管
理

部
消

防
部

避
難

所
管

理
部

応
急

復
旧

部
物

資
輸

送
部

医
療

介
護

部

配
備

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

危
機

対
処

体
制

（
設

置
者

）

設
置

基
準

配
備

体
制

（
発

令
者

）

発
令

基
準

危
機

対
処

の
部

危
機

管
理

部
消

防
部

避
難

所
管

理
部

応
急

復
旧

部
物

資
輸

送
部

医
療

介
護

部

配
備

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

必
要

人
員

　
設

置
基

準
１

に
よ

り
、

災
害

警
戒

本
部

が
設

置
さ

れ
た

と
き

。

風
水

害

　
災

害
警

戒
本

部

　
（

市
長

又
は

市
長

室
長

）

１
　

市
内

に
風

水
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

き
。

２
　

市
内

に
風

水
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

更
に

災
害

警

　
戒

又
は

災
害

予
防

対
策

を
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

。
３

　
市

内
に

風
水

害
が

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
市

長
が

避
難

　
準

備
・

高
齢

者
等

避
難

開
始

、
避

難
勧

告
又

は
避

難
指

示
（

緊
急

）
を

発
令

す
る

と
き

。
４

　
新

産
川

橋
（

目
久

尻
川

）
、

永
池

橋
（

永
池

川
）

又
は

平
和

橋
（

鳩
川

）
の

水
位

観
測

所
に

　
お

い
て

、
氾

濫
危

険
水

位
を

超
過

し
、

洪
水

に
よ

る
被

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
き

。
５

　
相

模
大

橋
（

相
模

川
）

の
水

位
観

測
所

に
お

い
て

、
避

難
判

断
水

位
を

超
過

し
た

と
き

。

　
風

水
害

準
備

体
制

　
（

災
害

警
戒

本
部

長
又

は
危

機
管

理
部

長
）

　
そ

の
他

災
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

災
害

警
戒

又
は

災
害

予
防

対
策

を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
。

　
災

害
警

戒
体

制
　

（
災

害
警

戒
本

部
長

又
は

危
機

管
理

部
長

）

　
設

置
基

準
に

よ
り

、
災

害
警

戒
本

部
が

設
置

さ
れ

た
と

き
。

備
考

　
「

災
害

警
戒

体
制

」
の

配
備

人
員

と
は

、
災

害
警

戒
又

は
災

害
予

防
対

策
に

従
事

す
べ

き
「

必
要

人
員

」
を

　
　

い
い

、
こ

の
「

必
要

人
員

」
は

地
域

防
災

計
画

行
動

計
画

「
風

水
害

警
戒

体
制

」
に

定
め

る
「

必
要

人
員

」
に

　
　

準
ず

る
。

　
風

水
害

警
戒

体
制

　
（

災
害

警
戒

本
部

長
又

は
危

機
管

理
部

長
）

１
　

設
置

基
準

１
に

よ
り

既
に

災
害

警
戒

本
部

が
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

で
、

設
置

基
準

２
、

３
、

　
４

又
は

５
に

よ
り

配
備

体
制

を
変

更
す

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

。
２

　
設

置
基

準
２

、
３

、
４

又
は

５
に

よ
り

、
災

害
警

戒
本

部
が

設
置

さ
れ

た
と

き
。

備
考

　
１

　
「

風
水

害
準

備
体

制
」

の
配

備
人

員
と

は
、

地
域

防
災

計
画

行
動

計
画

「
風

水
害

準
備

体
制

」
に

定
め

る
災

　
　

害
警

戒
又

は
災

害
予

防
対

策
に

従
事

す
べ

き
「

必
要

人
員

」
又

は
配

備
体

制
の

変
更

等
に

応
じ

て
迅

速
に

配
備

　
　

人
員

を
確

保
す

る
た

め
連

絡
調

整
を

行
う

「
連

絡
員

」
を

い
う

。

　
２

　
「

風
水

害
警

戒
体

制
」

の
配

備
人

員
と

は
、

地
域

防
災

計
画

行
動

計
画

「
風

水
害

警
戒

体
制

」
に

定
め

る
災

　
　

害
警

戒
又

は
災

害
予

防
対

策
に

従
事

す
べ

き
「

必
要

人
員

」
を

い
う

。

そ
の

他
災

害

　
災

害
警

戒
本

部
　

（
市

長
又

は
市

長
室

長
）
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10
 
海
老
名
市
危
機
事
象
に
関
す
る
情
報
連
絡
会
内
規
 

 
 
 
海
老
名
市
危
機
事
象
に
関
す
る
情
報
連
絡
会
内
規
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
内
規
は
、
危
機
事
象
に
関
す
る
情
報
連
絡
会
（
以
下
「
情
報
連
絡
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運

営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
開
催
）
 

第
２
条
 
市
長
又
は
市
長
室
長
は
、
海
老
名
市
危
機
管
理
基
本
方
針
に
定
め
る
危
機
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
危
機
対
処
体
制
（
海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
等
）
を
設
置
す
る
ま
で
に
至
ら
な
い
段
階
で
、
危
機

事
象
対
策
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
情
報
連
絡
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
組
織
）
 

第
３
条
 
情
報
連
絡
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
組
織
す
る
。
 

 
(１

) 
市
長
 

 
(２

) 
副
市
長
 

 
(３

) 
教
育
長
 

 
(４

) 
海
老
名
市
庁
議
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
47
年
11
月
15
日
訓
令
第
5号

）
の
別
表
に
定
め
る
最
高
経
営
会
議

構
成
員
（
市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
を
除
く
。
）
。
 

 
(５

) 
そ
の
他
、
市
長
が
指
名
す
る
も
の
 

２
 
市
長
又
は
市
長
室
長
は
、
前
項
第
６
号
か
ら
第
14
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
出
席
で
き
な
い
者
が
い
る
場

合
は
、
当
該
部
等
の
代
理
者
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
情
報
連
絡
会
の
庶
務
は
、
市
長
室
長
が
掌
理
す
る
。
 

 
（
会
長
）
 

第
４
条
 
会
長
は
、
市
長
を
も
っ
て
充
て
、
情
報
連
絡
会
の
議
長
と
す
る
。
 

 
（
副
会
長
及
び
会
長
の
職
務
代
理
者
）
 

第
５
条
 
副
会
長
は
、
副
市
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

２
 
副
会
長
は
、
会
長
を
助
け
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
会
長
の
職
務
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
副
会
長
の
順
序
は
、
海
老
名
市
長
の
権
限
に
属
す

る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
19
年
規
則
第
10
号
）
第
６
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
会
長
」
と
、
「
副
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
副
会
長
」
と
読
み
替
え
る
。
 

４
 
前
項
に
規
定
す
る
副
会
長
に
も
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
海
老
名
市
長
の
職
務
代
理
者
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
47

年
規
則
第
11
号
）
第
２
条
の
規
定
を
準
用
し
、
市
長
室
長
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
市
長
」
と

あ
る
の
は
「
会
長
」
と
読
み
替
え
る
。
 

５
 
前
項
に
規
定
す
る
市
長
室
長
に
も
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
海
老
名
市
部
等
設
置
条
例
（
昭
和
47
年
条
例
第
38
号
）

に
規
定
す
る
部
の
長
又
は
部
等
の
次
長
が
会
長
の
職
務
を
代
理
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
順
序
は
別
に
定
め
る
。
 

（
情
報
連
絡
会
の
議
題
）
 

第
６
条
 
情
報
連
絡
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

 
(１

) 
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
危
機
事
象
に
関
す
る
情
報
の
共
有
及
び
収
集
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
危
機
事
象
対
策
の
方
針
の
作
成
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(３

) 
危
機
対
処
体
制
（
海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
等
）
の
設
置
時
期
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
(４

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
会
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
（
情
報
連
絡
会
の
組
織
及
び
運
営
の
特
例
）
 

第
７
条
 
会
長
は
、
危
機
事
象
対
策
上
、
特
別
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
情
報
連
絡
会
の
円
滑
な
遂
行
の

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
情
報
連
絡
会
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
内
規
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
 
《
平
成
26
年
４
月
１
日
・
制
定
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
７
月
19
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
11
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
29
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
30
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
３
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
３
年
10
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
４
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
11
 
海
老
名
市
防
災
協
力
農
地
制
度
要
綱
 

 
 
 
海
老
名
市
防
災
協
力
農
地
制
度
要
綱
 
 
 
 

  
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
避
難
空
間
及
び
災
害
復
旧
用
資
材
置
場
と
し
て
活
用
で
き
る
農
地
を
あ
ら
か
じ
め
登
録
す

る
こ
と
に
よ
り
災
害
時
に
お
け
る
市
民
等
の
安
全
及
び
復
旧
活
動
の
円
滑
化
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
農
地
の
防

災
空
間
と
し
て
の
多
面
的
役
割
に
つ
い
て
市
民
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
農
地
の
保
全
と
都
市
農
業
の
振
興

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
(１

) 
災
害
 
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
3
6年

法
律
第
22
3
号
）
第
２
条
第
１
号
に
定
め
る
も
の
で
、
海
老
名
市

地
域
防
災
計
画
に
よ
り
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
を
い
う
。
 

 
(２

) 
防
災
協
力
農
地
 
災
害
時
に
避
難
空
間
及
び
災
害
復
旧
用
資
材
置
場
と
し
て
使
用
す
る
た
め
の
農
地
を
い

う
。
 

 
(３

) 
避
難
空
間
 
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
、
又
は
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
市
民
等
が
一
時
的
に
避
難
す
る
場

所
を
い
う
。
 

 
(４

) 
災
害
復
旧
用
資
材
置
場
 
農
地
の
原
型
復
旧
に
支
障
と
な
ら
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
災
害
復
旧
に
必
要
な

資
材
の
仮
置
き
等
を
す
る
場
所
を
い
う
。
 

 
（
登
録
対
象
農
地
）
 

第
３
条
 
防
災
協
力
農
地
の
登
録
の
対
象
と
な
る
農
地
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
水
田
、
傾
斜
地
等
を
除
く
。
 

 
(１

) 
生
産
緑
地
法
（
昭
和
49
年
法
律
第
68
号
）
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
生
産
緑
地
地
区
内
の
農
地
（
以
下
「
生

産
緑
地
」
と
い
う
。
）
 

 
(２

) 
お
お
む
ね
30
0平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
一
団
の
農
地
 

 
（
登
録
の
申
請
）
 

第
４
条
 
自
己
の
所
有
す
る
農
地
を
防
災
協
力
農
地
と
し
て
登
録
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）

は
、
防
災
協
力
農
地
登
録
申
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
、
市
長
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
賃
借
権
等
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い
る
農
地
の
所
有
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
と
き
は
、
必
要

に
応
じ
て
当
該
賃
借
権
等
の
権
利
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
市
長
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
あ
っ
た
農
地
が
防
災
協
力
農
地
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き

は
、
当
該
農
地
を
防
災
協
力
農
地
登
録
基
本
台
帳
（
第
２
号
様
式
）
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
登
録
証
等
の
交
付
）
 

第
５
条
 
市
長
は
、
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
農
地
を
防
災
協
力
農
地
と
し
て
登
録
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
防

災
協
力
農
地
登
録
証
（
第
３
号
様
式
。
以
下
「
登
録
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
、
必
要
に
応
じ
て
防
災
協
力
農

地
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
標
識
を
当
該
防
災
協
力
農
地
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
登
録
の
取
消
し
）
 

第
６
条
 
前
条
の
登
録
証
の
交
付
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
者
」
と
い
う
。
）
は
、
防
災
協
力
農
地
の
登
録
を
取

り
消
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
防
災
協
力
農
地
登
録
取
消
届
出
書
（
第
４
号
様
式
）
に
よ
り
、
市
長
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
市
長
は
、
防
災
協
力
農
地
が
第
３
条
各
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
又
は
防
災
協
力
農
地
と
し
て
適
当
で
な

い
と
認
め
た
場
合
は
、
当
該
防
災
協
力
農
地
の
登
録
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。
 

３
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
防
災
協
力
農
地
の
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
登
録
者
に
防
災
協
力
農
地
抹

消
通
知
（
第
５
号
様
式
）
に
よ
り
を
通
知
す
る
。
 

 
（
登
録
の
期
間
及
び
更
新
）
 

第
７
条
 
防
災
協
力
農
地
の
登
録
期
間
は
、
第
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
た

日
以
後
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

２
 
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
満
了
時
ま
で
に
登
録
者
か
ら
登
録
の
更
新
を
し
な
い
旨
の
意
思
表
示
が
な
い
と
き
は
、

さ
ら
に
３
年
間
登
録
を
更
新
す
る
も
の
と
し
、
以
後
も
同
様
と
す
る
。
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
登
録
の
更
新
に
際
し
て
は
、
市
長
は
、
更
新
の
都
度
登
録
者
に
登
録
証
を
交
付
す
る
。
 

 
（
災
害
時
の
使
用
）
 

第
８
条
 
市
長
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
防
災
協
力
農
地
を
避
難
空
間
又

は
災
害
復
旧
用
資
材
置
場
と
し
て
使
用
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
防
災
協
力
農
地
を
避
難
空
間
と
し
て
８
日
間
以
上
使
用
す
る
場
合
又
は
災

害
復
旧
用
資
材
置
場
と
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、
登
録
者
に
そ
の
使
用
に
つ
い
て
文
書
で
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
口
頭
等
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
使
用
期
間
）
 

第
９
条
 
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
防
災
協
力
農
地
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
２
年
以
内
と
す
る
。
た

だ
し
、
市
長
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
登
録
者
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
延
長
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

 
（
補
償
及
び
土
地
使
用
料
）
 

第
１
０
条
 
市
長
は
、
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
防
災
協
力
農
地
を
使
用
し
た
と
き
は
、
登
録
者
に
対
し
、
別

表
に
定
め
る
補
償
料
及
び
土
地
使
用
料
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
原
状
回
復
）
 

第
１
１
条
 
市
長
は
、
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
防
災
協
力
農
地
の
使
用
が
終
了
し
た
と
き
は
、
 

速
や
か
に
防
災
協
力
農
地
を
使
用
前
の
状
態
に
回
復
し
、
所
有
者
に
返
還
す
る
。
 

 
（
補
則
）
 

第
１
２
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
防
災
協
力
農
地
制
度
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
防
災
協

力
農
地
登
録
者
と
協
議
し
て
定
め
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
、
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 
 
 
《
平
成
27
年
４
月
１
日
・
制
定
》
 

 
 
 
 
《
平
成
31
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料

２
－

1
2
 

海
老

名
市

防
災

行
政

無
線
局

管
理

運
用

要
綱

 

 
 

 
海

老
名

市
防

災
行

政
無
線

局
管

理
運
用

要
綱

 

  
（

趣
旨

）
 

第
１

条
 

こ
の

要
綱

は
、

海
老

名
市

危
機

管
理

基
本

方
針

（
以

下
「

基
本

方
針

」
と

い
う

。
）

に
定

め
る

危

機
に

係
る

事
務

及
び

そ
の

他
の

事
務

に
関

す
る

必
要

な
情

報
を

収
集

・
伝

達
す

る
た

め
、

市
が

陸
上

に
開

設
し

た
無

線
局

の
管

理
及

び
運

用
に

つ
い

て
、

電
波

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
3
1
号

。
以

下
第

７
条

に
お

い

て
「

法
」
と

い
う

。
）

及
び

関
係

法
令

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 
（

定
義

）
 

第
２

条
 

こ
の

要
綱

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

る
。

 

 
(
１

)
 

無
線

局
 

同
報

系
無

線
設

備
及

び
移

動
系

無
線

設
備

（
以

下
「

無
線

設
備

」
と

い
う

。
）

並
び

に

無
線
設

備
の

操
作

を
行

う
者

の
総

体
を

い
う

。
 

 
(
２

)
 

同
報

系
 

電
波

法
施

行
規

則
（

昭
和

2
5
年

電
波

監
理

委
員

会
規

則
第

1
4
号

。
以

下
第

1
1
条

に
お

い

て
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
２

条
第

１
項

第
1
8
号

に
規

定
す

る
複

信
方

式
又

は
同

項
第

2
0
号

に
規

定

す
る
同

報
通

信
方

式
に

よ
る

無
線

局
の

通
信

系
統

を
い

う
。

 

 
(
３

)
 

同
報

系
無

線
設

備
 

親
局

、
子

局
、

遠
隔

制
御

装
置

、
緊

急
用

親
局

無
線

装
置

、
W
E
B
放

送
制

御
装

置
及
び

ア
ン

サ
ー

バ
ッ

ク
装

置
を

い
う

。
 

 
(
４

)
 

親
局

 
本

庁
舎

に
設

置
さ

れ
た

同
報

系
無

線
設

備
で

、
同

報
通

信
方

式
に

よ
り

子
局

に
情

報
を

送

信
し
、

又
は

複
信

方
式

に
よ

り
避

難
所

予
定

施
設

等
と

情
報

を
送

受
信

す
る

固
定

局
を

い
う

。
 

 
(
５
)
 

子
局

 
屋

外
拡

声
子
局

、
屋

外
子
局

、
再

送
信

中
継
子

局
及

び
戸

別
受

信
機

を
い

う
。

 

 
(
６

)
 

屋
外

拡
声

子
局

 
屋

外
に

設
置

さ
れ

た
拡

声
装

置
及

び
受

信
装

置
を

有
す

る
受

信
設

備
並

び
に

拡

声
装

置
及

び
送

受
信

装
置

を
有

す
る

固
定

局
で

、
同

報
通

信
方

式
に

よ
り

親
局

か
ら

送
信

さ
れ

た
情

報
を

受
信

し
、

当
該

情
報

を
そ

の
周

辺
域

に
放

送
し

、
か

つ
、

当
該

子
局

か
ら

そ
の

周
辺

域
に

単
独

で
放
送

す
る

こ
と

が
で

き
る

同
報

系
無

線
設

備
を

い
う

。
 

 
(
７
)
 

屋
外

子
局

 
屋

外
に
設

置
さ

れ
た
送

受
信

装
置

の
み
を

有
す

る
固

定
局

を
い

う
。

 

 
(
８

)
 

再
送

信
中

継
子

局
 

海
老

名
市

北
部

大
型

防
災

備
蓄

倉
庫

に
設

置
さ

れ
た

同
報

系
無

線
設

備
で

、

親
局

と
電

波
の

届
き

に
く

い
屋

外
拡

声
子

局
、

屋
外

子
局

及
び

戸
別

受
信

機
と

の
間

の
同

報
系

通
信

を
中
継

す
る

た
め

の
再

送
信

装
置

を
有

す
る

固
定

局
を

い
う

。
 

 
(
９

)
 

戸
別

受
信

機
 

避
難

所
予

定
施

設
等

内
に

設
置

さ
れ

た
同

報
系

無
線

設
備

で
、

同
報

通
信

方
式

に

よ
り

親
局

か
ら

送
信

さ
れ

た
情

報
を

受
信

し
、

当
該

情
報

を
受

信
機

本
体

に
備

え
て

い
る

拡
声

装
置

か
ら
放

送
す

る
受

信
設

備
を

い
う

。
 

 
(
1
0
)
 

遠
隔

制
御

装
置

 
危

機
管

理
課

執
務

室
、

消
防

庁
舎

及
び

災
害

対
策

本
部

室
に

設
置

さ
れ

た
同

報

系
無
線

設
備

で
、

親
局

の
同

報
通

信
方

式
機

能
を

遠
隔

で
制

御
し

て
操

作
す

る
装

置
を

い
う

。
 

 
(
1
1
)
 

緊
急

用
親

局
無

線
装

置
 

災
害

時
等

で
親

局
の

運
用

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

に
、

子
局

に
向

け

て
送
受

信
す

る
非

常
用

親
局

装
置

を
い

う
。

 

 
(
1
2
)
 

W
E
B
放

送
制

御
装

置
 

外
部

か
ら

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
回

線
を

経
由

し
、

緊
急

時
に

お
い

て
防

災
行

政

無
線
の

遠
隔

制
御

が
で

き
る

装
置

を
い

う
。

 

 
(
1
3
)
 

ア
ン

サ
ー

バ
ッ

ク
装

置
 

親
局

及
び

送
受

信
装

置
を

有
す

る
屋

外
拡

声
子

局
又

は
屋

外
子

局
か

ら

避
難

所
予

定
施

設
等

内
に

設
置

さ
れ

た
同

報
系

無
線

設
備

で
、

本
庁

舎
と

避
難

所
予

定
施

設
等

と
の

間
に
お

い
て

、
複

信
方

式
に

よ
り

双
方

向
通

話
が

で
き

る
装

置
を

い
う

。
 

 
(
1
4
)
 

Ｊ
ア

ラ
ー

ト
 

対
処

に
時

間
的

余
裕

の
な

い
事

態
に

関
す

る
緊

急
情

報
を

同
報

系
無

線
設

備
等

に

よ
り
瞬

時
に

伝
達

す
る

全
国

瞬
時

警
報

シ
ス

テ
ム

を
い

う
。

 

 
(
1
5
)
 

Ｊ
ア

ラ
ー

ト
一

体
型

受
信

機
 

Ｊ
ア

ラ
ー

ト
に

よ
り

発
信

さ
れ

た
情

報
を

受
信

し
、

親
局

を
自

動

起
動
さ

せ
る

装
置

を
い

う
。

 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
(
1
6
)
 

防
災

行
政

無
線

連
動

装
置

 
海

老
名

市
・

座
間

市
・

綾
瀬

市
消

防
指

令
セ

ン
タ

ー
に

設
置

さ
れ

た

指
令

台
で

操
作

さ
れ

た
火

災
発

生
情

報
を

、
機

械
的

に
音

声
に

合
成

し
て

親
局

に
送

信
し

、
親

局
を

自
動

起
動

し
て

屋
外

拡
声

子
局

及
び

戸
別

受
信

機
か

ら
音

声
合

成
さ

れ
た

火
災

発
生

情
報

を
放

送
す

る
同

消
防

指
令

セ
ン

タ
ー

に
設

置
さ

れ
た

装
置

を
い

う
。

 

 
(
1
7
)
 

移
動

系
無

線
設

備
 

無
線

設
備

規
則

（
昭

和
2
5
年

電
波

監
理

委
員

会
規

則
第

1
8
号

）
第

３
条

第
６

号
に

規
定

す
る

デ
ジ

タ
ル

Ｍ
Ｃ

Ａ
陸

上
移

動
通

信
に

よ
り

、
情

報
を

送
受

信
す

る
た

め
の

半
固

定
型

無
線

機
、

車
両

設
置

型
無

線
機

及
び

携
帯

型
無

線
機

を
い

う
。

 

 
（

無
線

設
備

の
種

別
、

設
置

場
所

等
）

 

第
３

条
 

無
線

設
備

の
種

別
、

設
置

場
所

等
は

、
別

に
定

め
る

。
 

 
（

組
織

）
 

第
４

条
 

無
線

局
に

無
線

総
括

者
、

無
線

管
理

者
、

無
線

従
事

者
及

び
無

線
取

扱
者

を
置

く
。

 

２
 

無
線

局
の

適
正

か
つ

効
率

的
な

管
理

及
び

運
用

を
図

る
た

め
、

必
要

に
応

じ
て

無
線

局
に

主
任

無
線

従

事
者

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
（

無
線

総
括

者
）

 

第
５

条
 

無
線

総
括

者
は

、
市

長
室

長
の

職
に

あ
る

者
を

も
っ

て
充

て
る

。
 

２
 

無
線

総
括

者
は

、
無

線
局

の
管

理
及

び
運

用
の

事
務

を
総

括
し

、
無

線
管

理
者

を
指

揮
監

督
す

る
。

 

 
（

無
線

管
理

者
）

 

第
６

条
 

無
線

管
理

者
は

、
危

機
管

理
課

長
の

職
に

あ
る

者
を

も
っ

て
充

て
る

。
 

２
 

無
線

管
理

者
は

、
無

線
総

括
者

の
命

を
受

け
、

無
線

局
の

管
理

及
び

運
用

の
事

務
を

管
理

し
、

無
線

従

事
者

及
び

無
線

取
扱

者
並

び
に

主
任

無
線

従
事

者
を

指
揮

監
督

す
る

。
 

 
（

無
線

従
事

者
）

 

第
７

条
 

無
線

従
事

者
は

、
法

第
4
0
条

第
４

号
に

規
定

す
る

資
格

を
有

す
る

者
（

以
下

「
有

資
格

者
」

と
い

う
。

）
の

中
か

ら
無

線
管

理
者

が
選

任
し

た
者

を
も

っ
て

充
て

る
。

 

２
 

無
線

従
事

者
は

、
無

線
管

理
者

の
命

を
受

け
、

無
線

設
備

の
操

作
を

適
正

に
運

用
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

無
線

従
事

者
は

、
無

線
取

扱
者

の
無

線
設

備
の

操
作

を
指

導
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

 
（

無
線

取
扱

者
）

 

第
８

条
 

無
線

取
扱

者
は

、
無

線
従

事
者

に
選

任
さ

れ
て

い
な

い
有

資
格

者
又

は
有

資
格

者
で

な
い

者
を

も

っ
て

充
て

る
。

 

２
 

無
線

取
扱

者
は

、
無

線
管

理
者

の
命

を
受

け
、

無
線

設
備

の
操

作
を

適
正

に
運

用
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

無
線

取
扱

者
は

、
無

線
従

事
者

の
指

導
又

は
主

任
無

線
従

事
者

の
監

督
の

下
に

無
線

設
備

の
操

作
に

従

事
す

る
と

き
は

、
そ

の
指

示
に

従
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
（

主
任

無
線

従
事

者
）

 

第
９

条
 

主
任

無
線

従
事

者
は

、
必

要
に

応
じ

て
無

線
従

事
者

の
中

か
ら

無
線

管
理

者
が

選
任

す
る

こ
と

が

で
き

る
。

 

２
 

主
任

無
線

従
事

者
は

、
無

線
管

理
者

の
命

を
受

け
、

無
線

設
備

の
操

作
を

適
正

に
運

用
し

、
及

び
無

線

取
扱

者
の

無
線

設
備

の
操

作
を

監
督

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
（

無
線

従
事

者
等

の
配

置
等

）
 

第
１

０
条

 
無

線
管

理
者

は
、

無
線

従
事

者
及

び
主

任
無

線
従

事
者

の
適

正
な

配
置

を
確

保
す

る
た

め
、

有

資
格

者
の

名
簿

を
作

成
し

、
及

び
管

理
し

、
並

び
に

有
資

格
者

の
養

成
に

努
め

る
。

 

２
 

無
線

管
理

者
は

、
人

事
異

動
等

が
行

わ
れ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
有

資
格

者
の

名
簿

を
確

認
し

、
及

び

必
要

に
応

じ
て

修
正

し
、

並
び

に
無

線
従

事
者

及
び

主
任

無
線

従
事

者
の

適
正

な
配

置
の

確
保

に
努

め
る

。
 

 
（

無
線

従
事

者
等

の
届

出
）

 

第
１

１
条

 
無

線
管

理
者

は
、

無
線

従
事

者
又

は
主

任
無

線
従

事
者

を
選

任
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

規

則
第

3
4
条

の
４

に
規

定
す

る
様

式
に

必
要

事
項

を
記

載
し

、
関

東
総

合
通

信
局

長
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
こ

れ
を

解
任

し
た

と
き

も
同

様
と

す
る

。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
（

同
報

系
通

信
の

種
別

）
 

第
１

２
条

 
同

報
系

通
信

の
種

別
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
と

お
り

と
し

、
そ

の
意

義
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該

各
号

に
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

 
(
１

)
 

同
報

系
緊

急
通

信
（

以
下

「
緊

急
通

信
」

と
い

う
。

）
 

基
本

方
針

に
定

め
る

危
機

に
係

る
事

務

に
関
す

る
必

要
な

同
報

系
通

信
を

い
う

。
 

 
(
２

)
 

同
報

系
一

般
通

信
（

以
下

「
一

般
通

信
」

と
い

う
。

）
 

緊
急

通
信

以
外

の
事

務
に

関
す

る
必

要

な
同
報

系
通

信
を

い
う

。
 

 
(
３

)
 

同
報

系
試

験
通

信
（

以
下

「
試

験
通

信
」

と
い

う
。

）
 

同
報

系
無

線
設

備
の

維
持

管
理

等
に

関

す
る
必

要
な

試
験

又
は

点
検

の
た

め
の

同
報

系
通

信
を

い
う

。
 

 
（

同
報

系
通

信
の

範
囲

）
 

第
１

３
条

 
同

報
系

通
信

の
範
囲

は
、

別
表
の

と
お

り
と

す
る
。

 

 
（

同
報

系
通

信
の

運
用

時
間
等

）
 

第
１

４
条

 
同

報
系

通
信

の
運
用

時
間

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ
る

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
１
)
 

緊
急

通
信

は
、

そ
の
都

度
（

2
4
時
間

）
行

う
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
(
２

)
 

一
般

通
信

は
、

午
前

８
時

か
ら

午
後

８
時

ま
で

の
間

に
行

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
無

線
管

理

者
が
市

民
等

の
安

全
・

安
心

等
に

関
す

る
必

要
な

一
般

通
信

と
認

め
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 
(
３

)
 

試
験

通
信

は
、

平
日

の
午

前
８

時
3
0
分

か
ら

午
後

５
時

1
5
分

ま
で

の
間

に
行

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
無

線
管

理
者

が
同

報
系

無
線

設
備

の
運

用
等

に
関

し
必

要
な

試
験

通
信

と
認

め
る

場
合

は
こ

の
限
り

で
な

い
。

 

２
 

無
線

管
理

者
は

、
前

項
第

２
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
通

信
の

運
用

時
間

外
に

通
信

を
行

う
必

要
が

あ

る
と

認
め
る

と
き

は
、

そ
の

旨
を

無
線

総
括

者
に

報
告

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
（

同
報

系
通

信
の

取
扱

順
位
）

 

第
１

５
条

 
同

報
系

通
信

の
取
扱

順
位

は
、
緊

急
通

信
、

一
般
通

信
、

試
験

通
信

の
順

と
す

る
。

 

２
 

同
一

通
信

の
取

扱
い

は
、

通
信

の
受

付
順

位
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

無
線

管
理

者
が

優

先
す

べ
き
通

信
と

判
断

し
た

と
き

は
、

順
位

を
変

更
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

 
（

放
送

の
種

別
）

 

第
１

６
条

 
放

送
の

種
別

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

と
お

り
と

し
、

そ
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

 
(
１

)
 

一
括

放
送

 
子

局
を

一
括

で
呼

出
し

、
屋

外
拡

声
子

局
及

び
戸

別
受

信
機

か
ら

時
差

な
く

一
括

で

行
う
放

送
を

い
う

。
 

 
(
２
)
 

選
択

放
送

 

 
 

ア
 

分
団

選
択

 
海

老
名

市
消

防
団

第
１

分
団

か
ら

第
1
5
分

団
ま

で
の

1
5
グ

ル
ー

プ
に

分
け

ら
れ

た
屋

外
拡

声
子

局
及

び
戸

別
受

信
機

を
分

団
単

位
に

選
択

し
て

呼
出

し
、

そ
の

選
択

し
た

分
団

区
域

（
海

老
名

市
消

防
団

の
設

置
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

4
1
年

条
例

第
3
1
号

）
別

表
第

２
に

定
め

る
分

団
の

区

域
を
い

う
。

）
内

の
屋

外
拡

声
子

局
及

び
戸

別
受

信
機

か
ら

時
差

な
く

一
括

で
行

う
放

送
を

い
う

。
 

 
 

イ
 

個
別

選
択

 
放

送
を

行
い

た
い

屋
外

拡
声

子
局

又
は

戸
別

受
信

機
を

個
別

に
選

択
し

て
呼

出
し

、

そ
の
選

択
し

た
屋

外
拡

声
子

局
又

は
戸

別
受

信
機

か
ら

時
差

な
く

一
括

で
行

う
放

送
を

い
う

。
 

 
(
３

)
 

時
差

放
送

 
前

２
号

に
掲

げ
る

放
送

に
お

い
て

、
近

接
す

る
屋

外
拡

声
子

局
か

ら
の

放
送

が
干

渉

し
、

又
は

反
響

す
る

状
況

を
回

避
す

る
た

め
、

屋
外

拡
声

子
局

を
Ａ

群
、

Ｂ
群

及
び

Ｃ
群

の
３

グ
ル

ー
プ
に

分
け

て
Ａ

群
か

ら
順

番
に

時
差

を
付

け
て

行
う

放
送

を
い

う
。

 

 
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
(
４

)
 

自
局

放
送

 
屋

外
拡

声
子

局
を

直
接

操
作

し
、

当
該

子
局

に
備

え
付

け
ら

れ
た

マ
イ

ク
に

よ
り

、

そ
の

周
辺

域
に

行
う

単
独

放
送

を
い

う
。

 

 
（

放
送

の
処

理
）

 

第
１

７
条

 
放

送
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
と

お
り

処
理

す
る

。
 

 
(
１

)
 

放
送

は
、

原
則

と
し

て
音

声
合

成
放

送
（

遠
隔

制
御

装
置

で
放

送
文

を
音

声
合

成
し

て
あ

ら
か

じ

め
Ｊ

ア
ラ

ー
ト

一
体

型
受

信
機

に
音

声
合

成
録

音
さ

れ
て

い
る

緊
急

情
報

を
放

送
又

は
防

災
行

政
無

線
連

動
装

置
で

音
声

合
成

し
て

放
送

す
る

こ
と

を
い

う
。

）
又

は
音

声
録

音
放

送
（

親
局

又
は

遠
隔

制
御

装
置

に
接

続
さ

れ
た

マ
イ

ク
に

よ
り

、
無

線
従

事
者

若
し

く
は

無
線

取
扱

者
又

は
主

任
無

線
従

事
者

の
音

声
で

放
送

文
を

録
音

し
、

そ
の

録
音

さ
れ

た
音

声
を

放
送

す
る

こ
と

を
い

う
。

）
に

よ
り

処
理

す
る

。
 

 
(
２

)
 

前
号

に
掲

げ
る

放
送

の
処

理
が

で
き

な
い

場
合

又
は

緊
急

通
信

に
よ

り
無

線
管

理
者

が
や

む
を

得

な
い

と
認

め
る

と
き

は
、

生
放

送
（

親
局

若
し

く
は

遠
隔

制
御

装
置

又
は

屋
外

拡
声

子
局

に
接

続
さ

れ
た

マ
イ

ク
に

よ
り

、
無

線
従

事
者

若
し

く
は

無
線

取
扱

者
又

は
主

任
無

線
従

事
者

の
音

声
で

放
送

文
を

そ
の

ま
ま

放
送

す
る

こ
と

を
い

う
。

）
に

よ
り

処
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
(
３

)
 

放
送

の
処

理
は

、
原

則
と

し
て

緊
急

通
信

は
男

性
の

音
声

、
一

般
通

信
は

女
性

の
音

声
、

試
験

通

信
は

無
線

管
理

者
の

指
示

に
よ

り
選

択
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

緊
急

用
親

局
無

線
放

送
）

 

第
１

８
条

 
緊

急
用

親
局

無
線

装
置

か
ら

放
送

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

放
送

す
る

場
合

は
、

親
局

が
使

用
で

き
な

い
場

合
に

限
る

。
た

だ
し

、
訓

練
等

で
無

線
総

括
者

の
許

可

を
得

た
場

合
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

 
（

W
E
B
放

送
）

 

第
１

９
条

 
外

部
か

ら
、

W
E
B
放

送
制

御
装

置
を

経
由

し
、

親
局

を
遠

隔
で

制
御

し
て

放
送

す
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

２
 

W
E
B
放

送
の

遠
隔

制
御

操
作

が
で

き
る

者
は

無
線

従
事

者
の

み
と

す
る

。
 

 
（

放
送

の
依

頼
及

び
報

告
）

 

第
２

０
条

 
課

等
の

長
は

、
基

本
方

針
に

定
め

る
危

機
に

係
る

事
務

又
は

そ
の

他
の

事
務

に
お

い
て

、
放

送

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
は

、
放

送
依

頼
書

（
第

１
号

様
式

）
に

よ
り

、
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

て
無

線
管

理
者

に
依

頼
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
緊

急
通

信
に

よ
り

放
送

を
行

う
と

き
、

W
E
B
放

送
を

行
う

と
き

又
は

時
間

的
余

裕
が

な
く

、
か

つ
、

定
型

文
に

よ
り

放
送

を
行

う
と

き
若

し
く

は
定

型
文

の
一

部
を

変
更

し
て

放
送

を
行

う
と

き
は

、
電

話
又

は
口

頭
に

よ
り

無
線

管
理

者
に

依
頼

で
き

る
も

の
と

し
、

放
送

後
速

や
か

に
放

送
依

頼
書

（
第

１
号

様
式

）
を

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
て

無
線

管
理

者
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

無
線

管
理

者
は

、
前

項
に

規
定

す
る

課
等

の
長

か
ら

放
送

の
依

頼
が

あ
っ

た
と

き
は

、
そ

の
内

容
を

確

認
し

、
放

送
す

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

当
該

課
等

の
長

が
指

名
す

る
無

線
従

事
者

若
し

く
は

無
線

取
扱

者
又

は
主

任
無

線
従

事
者

に
同

報
系

無
線

設
備

の
適

正
な

操
作

を
指

示
し

、
放

送
の

依
頼

を
承

認
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

そ
の

内
容

に
加

筆
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

旨
を

指
摘

し
て

修
正

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

無
線

管
理

者
は

、
放

送
の

依
頼

を
承

認
し

た
と

き
は

、
速

や
か

に
無

線
総

括
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

４
 

Ｊ
ア

ラ
ー

ト
情

報
又

は
火

災
発

生
情

報
に

よ
り

親
局

を
自

動
起

動
し

、
放

送
が

行
わ

れ
た

場
合

は
、

当

該
情

報
の

事
務

を
所

管
す

る
課

等
の

長
は

、
放

送
報

告
書

（
第

２
号

様
式

）
に

よ
り

、
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

て
無

線
管

理
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

放
送

の
依

頼
及

び
報

告
に

係
る

事
務

要
領

は
、

別
に

定
め

る
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
（

同
報

系
無

線
設

備
の

毎
日
点

検
等

）
 

第
２

１
条

 
無

線
管

理
者

は
、

同
報

系
無

線
設

備
の

状
況

を
毎

日
点

検
す

る
た

め
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

時

期
の

毎
日
午

後
５

時
に

当
該

各
号

に
定

め
る

メ
ロ

デ
ィ

ー
チ
ャ

イ
ム

を
放

送
す

る
。

 

 
(
１
)
 

３
月

か
ら

５
月

ま
で
 

春
の

小
川

 

 
(
２
)
 

６
月

か
ら

８
月

ま
で
 

ふ
る

さ
と

 

 
(
３
)
 

９
月

か
ら

1
1
月

ま
で
 

夕
焼

け
小
焼

け
 

 
(
４
)
 

1
2
月

か
ら

２
月

ま
で
 

家
路

 

２
 

無
線

管
理

者
は

、
同

報
系

無
線

設
備

の
異

常
を

発
見

し
、

又
は

施
設

等
の

管
理

者
等

か
ら

屋
外

拡
声

子

局
若

し
く

は
戸

別
受

信
機

の
異

常
等

の
連

絡
を

受
け

た
と

き
は

、
速

や
か

に
無

線
総

括
者

に
報

告
し

、
必

要
な

措
置
を

講
じ

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

同
報

系
無

線
設

備
の

保
守
点

検
）

 

第
２

２
条

 
無

線
管

理
者

は
、

同
報

系
無

線
設

備
の

保
守

の
万

全
を

期
す

る
た

め
、

同
報

系
無

線
設

備
が

常

に
良

好
な
機

能
を

果
た

せ
る

よ
う

無
線

保
守

業
者

に
依

頼
し
、

年
１

回
の

保
守

点
検

を
実

施
す

る
。

 

２
 

無
線

管
理

者
は

、
無

線
保

守
業

者
が

保
守

点
検

を
実

施
す

る
と

き
は

、
原

則
と

し
て

無
線

従
事

者
又

は

主
任

無
線
従

事
者

を
立

ち
会

わ
せ

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

無
線

管
理

者
は

、
無

線
保

守
業

者
に

保
守

点
検

報
告

書
を

提
出

さ
せ

る
も

の
と

し
、

当
該

報
告

書
は

市

と
無

線
保
守

業
者

に
お

い
て

契
約

を
締

結
し

た
日

か
ら

５
年
間

保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

 

４
 

無
線

管
理

者
は

、
無

線
保

守
業

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

保
守

点
検

報
告

書
に

よ
り

、
同

報
系

無
線

設
備

の

故
障

又
は

異
常

の
報

告
を

受
け

た
と

き
は

、
速

や
か

に
無

線
総

括
者

に
報

告
し

、
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

も
の

と
す
る

。
 

 
（

通
信

訓
練

）
 

第
２

３
１

条
 

無
線

管
理

者
は

、
基

本
方

針
に

定
め

る
危

機
が

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場

合
に

備
え

、
当

該
危

機
に

係
る

訓
練

を
実

施
す

る
場

合
は

、
無

線
設

備
の

通
信

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
（

研
修

）
 

第
２

４
条

 
無

線
管

理
者

は
、

無
線

設
備

の
操

作
に

関
す

る
研

修
を

年
１

回
以

上
計

画
し

、
実

施
す

る
も

の

と
す

る
。

 

 
（

委
任

）
 

第
２

５
条

 
こ

の
要

綱
に

定
め
る

も
の

の
ほ
か

、
必

要
な

事
項
は

、
市

長
が

別
に

定
め

る
。

 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
要

綱
は

、
令

和
３

年
１
月

１
日

か
ら
施

行
す

る
。

 

  
 

 
 

《
平

成
元

年
1
1
月

１
日

・
制

定
》

 

 
 

 
 

《
平

成
６

年
４

月
１
日

・
一

部
改
正

》
 

 
 

 
 

《
平

成
９

年
４

月
１
日

・
一

部
改
正

》
 

 
 

 
 

《
平

成
2
4
年

４
月

１
日

・
一

部
改
正

》
 

 
 

 
 

《
平

成
2
7
年

1
2
月

１
日

・
全

部
改
正

》
 

 
 

 
 

《
平

成
2
8
年

１
月

2
1
日

・
一

部
改
正

》
 

 
 

 
 

《
平

成
2
8
年

４
月

１
日

・
一

部
改
正

》
 

 
 

 
 

《
平

成
2
8
年

1
1
月

１
日

・
一

部
改
正

》
 

 
 

 
 

《
平

成
2
9
年

４
月

１
日

・
一

部
改
正

》
 

 
 

 
 

《
平

成
3
0
年

４
月

１
日

・
一

部
改
正

》
 

 
 

 
 

《
令

和
３

年
１

月
１
日

・
一

部
改
正

》
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

別
表
（
第
13
条
関
係
）
 

同
報
系
通
信
の
範
囲
等
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
13
 
海
老
名
市
防
災
行
政
無
線
局
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
管
理
運
用
基
準
 

 
 
 
海
老
名
市
防
災
行
政
無
線
局
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
管
理
運
用
基
準
 

 

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
基
準
は
、
海
老
名
市
防
災
行
政
無
線
局
管
理
運
用
要
綱
（
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。
 

）
第
２
条
第
15
号
に
規
定
す
る
移
動
系
無
線
設
備
（
以
下
「
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
運
用
に

つ
い
て
、
電
波
法
及
び
関
係
法
令
並
び
に
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
基
準
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
要
綱
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。
 

２
 
こ
の
基
準
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
(１

) 
移
動
系
 
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
25
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
18
号
）
第
３
条
第
６
号
に
規
定
す
る
デ

ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
に
よ
る
無
線
局
の
通
信
系
統
を
い
う
。
 

 
(２

) 
半
固
定
型
無
線
機
 
移
動
中
又
は
そ
の
特
定
し
な
い
地
点
に
停
止
中
に
移
動
系
通
信
が
で
き
る
移
動
系
無

線
設
備
で
、
原
則
と
し
て
室
内
等
に
設
置
さ
れ
た
バ
ッ
テ
リ
ー
内
蔵
型
の
３
ウ
ェ
イ
電
源
装
置
を
有
す
る
無

線
機
を
い
う
。
 

 
(３

) 
車
両
設
置
型
無
線
機
 
移
動
中
又
は
そ
の
特
定
し
な
い
地
点
に
停
止
中
に
移
動
系
通
信
が
で
き
る
移
動
系

無
線
設
備
で
、
公
用
車
に
設
置
さ
れ
た
無
線
機
を
い
う
。
 

 
(４

) 
携
帯
型
無
線
機
 
移
動
中
又
は
そ
の
特
定
し
な
い
地
点
に
停
止
中
に
移
動
系
通
信
が
で
き
る
移
動
系
無
線

設
備
で
、
ハ
ン
デ
ィ
ー
タ
イ
プ
の
無
線
機
を
い
う
。
 

 
(５

) 
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
 
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
を
指
示
し
て
移
動
系
通
信
の
中
継
を
行
う
陸
上
移

動
中
継
局
で
あ
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
に
よ
り
２
以
上
の
移
動
系
通
信
の
中
継
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
を
い
う
。
 

 
（
移
動
系
通
信
の
種
別
）
 

第
３
条
 
移
動
系
通
信
の
種
別
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
(１

) 
移
動
系
緊
急
通
信
（
以
下
「
緊
急
通
信
」
と
い
う
。
）
 
海
老
名
市
危
機
管
理
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本

方
針
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
危
機
に
係
る
事
務
に
関
す
る
必
要
な
移
動
系
通
信
（
第
８
条
第
２
項
に
規
定

す
る
覚
書
を
市
と
締
結
し
た
事
業
所
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
同
士
で
行
う

基
本
方
針
に
定
め
る
危
機
に
係
る
事
務
に
関
す
る
必
要
な
移
動
系
通
信
を
含
む
。
）
を
い
う
。
 

 
(２

) 
移
動
系
一
般
通
信
（
以
下
「
一
般
通
信
」
と
い
う
。
）
 
緊
急
通
信
以
外
の
事
務
に
関
す
る
必
要
な
移
動

系
通
信
（
事
業
所
等
同
士
で
行
う
緊
急
通
信
以
外
の
事
務
に
関
す
る
必
要
な
移
動
系
通
信
を
含
む
。
）
を
い

う
。
 

 
(３

) 
移
動
系
試
験
通
信
（
以
下
「
試
験
通
信
」
と
い
う
。
）
 
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の
維
持
管
理
等
に
関
す
る
必
要

な
試
験
又
は
点
検
の
た
め
の
移
動
系
通
信
（
事
業
所
等
同
士
で
行
う
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の
維
持
管
理
等
に
関
す

る
必
要
な
試
験
の
た
め
の
移
動
系
通
信
を
含
む
。
）
を
い
う
。
 

 
（
移
動
系
通
信
の
範
囲
）
 

第
４
条
 
移
動
系
通
信
の
範
囲
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
緊
急
通
信
に
関
す
る
事
項
 

 
(２

) 
一
般
通
信
に
関
す
る
事
項
 

 
(３

) 
試
験
通
信
に
関
す
る
事
項
 

 
(４

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
緊
急
通
信
、
一
般
通
信
又
は
試
験
通
信
に
よ
り
無
線
管
理
者
が
必
要
と

認
め
る
事
項
 

 
（
移
動
系
通
信
の
運
用
時
間
）
 

第
５
条
 
移
動
系
通
信
の
運
用
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
緊
急
通
信
は
、
そ
の
都
度
（
24
時
間
）
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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(２

) 
一
般
通
信
及
び
試
験
通
信
は
、
平
日
の
午
前
８
時
3
0分

か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
の
間
に
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
無
線
管
理
者
が
必
要
な
一
般
通
信
又
は
試
験
通
信
と
認
め
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
前
項
第
２
号
に
規
定
す
る
運
用
時
間
外
に
一
般
通
信
又
は
試
験
通
信
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
事
前
に
無

線
管
理
者
に
運
用
内
容
等
を
説
明
し
、
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
無
線
管
理
者
は
、
前
項
の
運
用
時
間
外
に
お
け
る
一
般
通
信
又
は
試
験
通
信
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
旨
を
無
線
総
括
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
移
動
系
通
信
の
統
制
等
）
 

第
６
条
 
無
線
管
理
者
は
、
移
動
系
通
信
の
種
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
に
応
じ
て
移
動
系
通
信
を
統
制
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

２
 
無
線
管
理
者
は
、
移
動
系
通
信
を
統
制
す
る
と
き
は
、
第
７
条
第
２
号
に
規
定
す
る
一
斉
通
信
に
よ
り
、
統
制

内
容
等
を
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
無
線
管
理
者
は
、
移
動
系
通
信
を
統
制
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
無
線
総
括
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
無
線
従
事
者
及
び
無
線
取
扱
者
並
び
に
主
任
無
線
従
事
者
は
、
移
動
系
通
信
が
統
制
さ
れ
た
と
き
は
、
統
制
内

容
等
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
移
動
系
通
信
の
形
態
）
 

第
７
条
 
移
動
系
通
信
の
形
態
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
(１

) 
全
国
通
信
 
あ
ら
か
じ
め
全
国
通
信
設
定
さ
れ
た
半
固
定
型
無
線
機
又
は
携
帯
型
無
線
機
に
よ
り
、
全
国

圏
内
を
移
動
中
又
は
そ
の
特
定
し
な
い
地
点
に
停
止
中
に
最
寄
り
の
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
を
中
継
し
て
、

あ
ら
か
じ
め
全
国
通
信
設
定
さ
れ
た
半
固
定
型
無
線
機
及
び
携
帯
型
無
線
機
に
行
う
移
動
系
通
信
を
い
う
。
 

 
(２

) 
一
斉
通
信
 
あ
ら
か
じ
め
一
斉
通
信
設
定
さ
れ
た
半
固
定
型
無
線
機
又
は
携
帯
型
無
線
機
に
よ
り
、
関
東

圏
内
を
移
動
中
又
は
そ
の
特
定
し
な
い
地
点
に
停
止
中
に
最
寄
り
の
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
を
中
継
し
て
、

全
て
の
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
に
行
う
移
動
系
通
信
を
い
う
。
 

 
(３

) 
グ
ル
ー
プ
通
信
 
あ
ら
か
じ
め
グ
ル
ー
プ
通
信
設
定
さ
れ
た
半
固
定
型
無
線
機
、
車
両
設
置
型
無
線
機
又

は
携
帯
型
無
線
機
に
よ
り
、
関
東
圏
内
を
移
動
中
又
は
そ
の
特
定
し
な
い
地
点
に
停
止
中
に
最
寄
り
の
デ
ジ

タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
を
中
継
し
て
、
同
一
グ
ル
ー
プ
内
の
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
に
行
う
移
動
系
通
信
を
い
う
。
 

 
(４

) 
個
別
通
信
 
半
固
定
型
無
線
機
、
車
両
設
置
型
無
線
機
又
は
携
帯
型
無
線
機
に
よ
り
、
関
東
圏
内
を
移
動

中
又
は
そ
の
特
定
し
な
い
地
点
に
停
止
中
に
最
寄
り
の
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
を
中
継
し
て
、
特
定
の
半

固
定
型
無
線
機
、
車
両
設
置
型
無
線
機
又
は
携
帯
型
無
線
機
に
個
別
に
行
う
移
動
系
通
信
を
い
う
。
 

 
（
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の
貸
与
等
）
 

第
８
条
 
市
は
、
危
機
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
情
報
の
共
有
を
目
的
と
し
、
必

要
と
認
め
る
事
業
所
等
に
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
を
貸
与
す
る
場
合
は
、
市
と
当
該
事
業
所
等
に
お
い
て
、
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の

貸
与
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
覚
書
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の
運
用
原
則
）
 

第
９
条
 
無
線
従
事
者
及
び
無
線
取
扱
者
並
び
に
主
任
無
線
従
事
者
は
、
無
線
局
運
用
規
則
（
昭
和
25
年
電
波
監
理

委
員
会
規
則
第
17
号
）
第
10
条
に
規
定
す
る
無
線
通
信
の
原
則
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の

運
用
原
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(１

) 
半
固
定
型
無
線
機
は
、
常
時
開
局
し
、
設
置
さ
れ
た
室
内
に
お
い
て
、
受
信
内
容
が
聞
き
取
れ
る
音
量
に

調
整
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(２

) 
車
両
設
置
型
無
線
機
は
、
乗
車
時
に
開
局
し
、
移
動
中
又
は
そ
の
特
定
し
な
い
地
点
に
停
止
中
に
お
い
て
、

受
信
内
容
が
聞
き
取
れ
る
音
量
に
調
整
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(３

) 
携
帯
型
無
線
機
は
、
携
帯
時
に
開
局
し
、
移
動
中
又
は
そ
の
特
定
し
な
い
地
点
に
停
止
中
に
お
い
て
、
受

信
内
容
が
聞
き
取
れ
る
音
量
に
調
整
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(４

) 
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の
運
用
時
は
、
受
信
感
度
の
良
い
場
所
に
移
動
（
半
固
定
型
無
線
機
は
、
原
則
と
し
て
ア

ン
テ
ナ
を
移
動
す
る
。
）
し
、
又
は
そ
の
地
点
に
停
止
し
て
十
分
な
受
信
感
度
の
確
保
（
ア
ン
テ
ナ
レ
ベ
ル

が
２
本
以
上
）
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(５

) 
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
を
運
用
す
る
と
き
は
、
無
闇
に
一
斉
通
信
を
行
わ
ず
に
、
情
報
共
有
す
べ
き
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線

機
を
考
慮
し
、
グ
ル
ー
プ
通
信
の
有
効
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の
月
例
点
検
等
）
 

第
１
０
条
 
無
線
管
理
者
は
、
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の
正
常
な
管
理
及
び
運
用
を
保
持
す
る
た
め
、
別
に
定
め
る
海
老
名

市
防
災
行
政
無
線
局
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
月
例
点
検
実
施
要
領
に
基
づ
き
、
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の
月
例
点
検
を
実
施
す
る

も
の
と
す
る
。
 

２
 
無
線
従
事
者
及
び
無
線
取
扱
者
並
び
に
主
任
無
線
従
事
者
は
、
月
例
点
検
に
よ
り
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の
異
常
を
発

見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
無
線
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
無
線
管
理
者
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
無
線
総
括
者
に
報
告
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の
保
守
点
検
）
 

第
１
１
条
 
無
線
管
理
者
は
、
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の
保
守
の
万
全
を
期
す
る
た
め
、
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
が
常
に
良
好
な
機

能
を
果
た
せ
る
よ
う
無
線
保
守
業
者
に
依
頼
し
、
年
１
回
の
保
守
点
検
を
実
施
す
る
。
 

２
 
無
線
管
理
者
は
、
無
線
保
守
業
者
が
保
守
点
検
を
実
施
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
無
線
従
事
者
又
は
主
任
無

線
従
事
者
を
立
ち
会
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
無
線
管
理
者
は
、
無
線
保
守
業
者
に
保
守
点
検
報
告
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
し
、
当
該
報
告
書
は
提
出
さ
れ

た
年
度
か
ら
５
年
間
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
無
線
管
理
者
は
、
前
項
の
保
守
点
検
報
告
書
に
よ
り
、
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
機
の
故
障
又
は
異
常
の
報
告
を
受
け
た
と

き
は
、
速
や
か
に
無
線
総
括
者
に
報
告
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
委
任
）
 

第
１
２
条
 
こ
の
基
準
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
基
準
は
、
平
成
28
年
３
月
10
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 
 
 
《
平
成
26
年
10
月
１
日
・
制
定
》
 

 
 
 
 
《
平
成
28
年
３
月
10
日
・
全
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
29
年
11
月
28
日
・
一
部
改
正
》

 
  

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
14
 
海
老
名
市
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
運
用
要
綱
 

 
 
 
海
老
名
市
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
運
用
要
綱
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
お
お
む
ね
市
内
全
域
を
高
所
か
ら
撮
影
し
、
及
び
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
防
災
カ
メ
ラ

そ
の
他
こ
れ
に
附
属
す
る
機
器
（
以
下
「
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
の
設
置
、
管
理
、
運
用
等
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
防
災
カ
メ
ラ
の
設
置
場
所
）
 

第
２
条
 
防
災
カ
メ
ラ
は
、
次
の
場
所
に
設
置
す
る
。
 

場
所
 

施
設
 

台
数
 

海
老
名
市
泉
二
丁
目
７
番
１
号
 

株
式

会
社

リ
コ
ー
 

リ
コ

ー
テ

ク
ノ
ロ

ジ
ー
セ
ン

タ
ー
Ｃ
棟
屋
上
 

２
台
 

 
（
管
理
責
任
者
及
び
操
作
取
扱
者
）
 

第
３
条
 
市
長
は
、
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
の
適
正
な
管
理
及
び
運
用
を
図
る
た
め
、
管
理
責
任
者
及
び
操
作
取
扱
者

を
置
く
。
 

２
 
管
理
責
任
者
は
、
危
機
管
理
課
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

３
 
操
作
取
扱
者
は
、
危
機
管
理
課
及
び
消
防
本
部
の
職
員
そ
の
他
市
長
が
操
作
取
扱
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認

め
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

 
（
管
理
責
任
者
及
び
操
作
取
扱
者
の
責
務
）
 

第
４
条
 
管
理
責
任
者
は
、
操
作
取
扱
者
を
指
揮
監
督
し
、
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
の
機
能
の
維
持
及
び
保
全
に
努
め
、

適
正
に
管
理
及
び
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
操
作
取
扱
者
は
、
管
理
責
任
者
の
命
を
受
け
、
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
の
操
作
を
適
正
に
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
（
防
災
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
）
 

第
５
条
 
防
災
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
は
、
市
民
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
し
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
防

災
カ
メ
ラ
を
一
定
の
区
域
に
向
け
、
個
人
が
識
別
で
き
る
倍
率
に
変
更
し
て
撮
影
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

海
老
名
市
危
機
管
理
基
本
方
針
に
定
め
る
危
機
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
管
理

責
任
者
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
（
個
人
情
報
の
保
護
）
 

第
６
条
 
管
理
責
任
者
は
、
防
災
カ
メ
ラ
に
よ
り
撮
影
さ
れ
た
映
像
（
以
下
「
撮
影
映
像
」
と
い
う
。
 

）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
海
老
名
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
17
年
条
例
第
13
号
）
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
適

切
に
運
用
す
る
。
 

 
（
撮
影
映
像
の
公
開
等
）
 

第
７
条
 
管
理
責
任
者
は
、
前
２
条
（
第
５
条
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
を
遵
守
し
、
１
地
点
１
分
の
撮
影
映

像
を
８
地
点
連
続
し
て
海
老
名
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
自
動
制
御
に
よ
り
公
開
で
き
る
。
な
お
、
管
理
責
任
者

は
、
必
要
に
応
じ
て
１
地
点
の
公
開
時
間
（
１
分
単
位
で
０
分
か
ら
1
2
0分

ま
で
）
及
び
地
点
数
（
最
大
８
地
点
）

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
撮
影
映
像
の
公
開
で
き
る
時
間
は
、
原
則
と
し
て
午
前
９
時
か
ら
午
後
７
時
ま
で
と
す
る
。
 

３
 
第
５
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
防
災
カ
メ
ラ
の
撮
影
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
前
項
の
公
開
時
間
に
か
か
わ
ら
ず
、

撮
影
映
像
の
公
開
を
自
動
制
御
に
よ
り
停
止
す
る
。
 

 
（
撮
影
映
像
の
管
理
）
 

第
８
条
 
管
理
責
任
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
撮
影
映
像
を
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 
(１

) 
撮
影
映
像
は
、
全
て
記
録
し
、
原
則
と
し
て
７
日
間
保
存
す
る
。
 

 
(２

) 
撮
影
映
像
を
記
録
す
る
機
器
（
以
下
「
記
録
機
器
」
と
い
う
。
）
は
、
管
理
責
任
者
が
定
め
る
場
所
（
次

号
に
お
い
て
「
記
録
機
器
設
置
場
所
」
と
い
う
。
）
に
設
置
す
る
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
(３

) 
記
録
機
器
は
、
管
理
責
任
者
が
記
録
機
器
の
故
障
等
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
事
由
と
認
め
る
場
合
以
外
は
、

記
録
機
器
設
置
場
所
以
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
(４

) 
記
録
さ
れ
た
撮
影
映
像
は
、
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
(５

) 
記
録
さ
れ
た
撮
影
映
像
は
、
複
写
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
責
任
者
が
危
機
管
理
上
、
必
要
と

認
め
る
場
合
は
、
当
該
必
要
な
部
分
の
撮
影
映
像
の
み
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
(６

) 
記
録
機
器
を
廃
棄
す
る
場
合
は
、
記
録
機
器
を
破
砕
す
る
な
ど
撮
影
映
像
を
再
生
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

状
態
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(７

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
撮
影
映
像
の
不
正
利
用
、
外
部
流
出
、
逸
失
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
秘
密
の
保
持
）
 

第
９
条
 
管
理
責
任
者
、
操
作
取
扱
者
そ
の
他
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
上
撮
影
映
像
か
ら
秘
密
を
知
り
得
た
者

は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。
 

 
（
保
守
点
検
）
 

第
１
０
条
 
管
理
責
任
者
は
、
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
の
保
守
の
万
全
を
期
す
る
た
め
、
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
が
常
に

良
好
な
機
能
を

果
た
せ
る
よ
う
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
保
守
業
者
（
以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「
保

守
業

者
」
と

い

う
。
）
に
依
頼
し
、
年
１
回
の
保
守
点
検
を
実
施
す
る
。
 

２
 
管
理
責
任
者
は
、
保
守
業
者
に
保
守
点
検
報
告
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
し
、
当
該
報
告
書
は
市
と
保
守
業
者

に
お
い
て
契
約
を
締
結
し
た
日
か
ら
５
年
間
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
管
理
責
任
者
は
、
保
守
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
保
守
点
検
報
告
書
に
よ
り
、
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
の
故
障
又
は

異
常
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
研
修
）
 

第
１
１
条
 
管
理
責
任
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
操
作
取
扱
者
に
対
し
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
の
操
作
研
修
を
実
施
す

る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
委
任
）
 

第
１
２
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
、
平
成
29
年
２
月
13
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 
 
 
《
平
成
24
年
11
月
１
日
・
制
定
》
 

 
 
 
 
《
平
成
29
年
２
月
13
日
・
一
部
改
正
》
 

 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
15
 
海
老
名
市
大
型
防
災
備
蓄
倉
庫
設
置
条
例
 

 
 
 
海
老
名
市
大
型
防
災
備
蓄
倉
庫
設
置
条
例
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
23
年
12
月
21
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
条
例
第
29
号
 

  
 
 
 
 
 
 
改
正
 
平
成
24
年
1
2月

３
日
条
例
第
30
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
25
年
1
2月

３
日
条
例
第
31
号
 

  
（
設
置
）
 

第
１
条
 
災
害
等
の
非
常
時
に
必
要
と
な
る
食
糧
、
生
活
必
需
品
、
防
災
資
機
材
等
の
物
資
を
地
域
の
拠
点
と
し
て

一
括
に
備
蓄
し
、
こ
れ
ら
の
物
資
を
迅
速
か
つ
効
果
的
に
供
給
す
る
と
と
も
に
、
援
助
物
資
の
受
入
れ
が
で
き
る

防
災
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
海
老
名
市
大
型
防
災
備
蓄
倉
庫
（
以
下
「
大
型
防
災
倉
庫
」
と
い
う
。
）
を
設
置

す
る
。
 

 
（
名
称
及
び
位
置
）
 

第
２
条
 
大
型
防
災
倉
庫
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
 
 
称
 

位
 
 
置
 

北
部
大
型
防
災
備
蓄
倉
庫
 

海
老
名
市
上
今
泉
一
丁
目
2
3番

２
号
 

中
部
大
型
防
災
備
蓄
倉
庫
 

海
老
名
市
大
谷
北
一
丁
目
５
番
１
号
 

南
部
大
型
防
災
備
蓄
倉
庫
 

海
老
名
市
杉
久
保
北
四
丁
目
11
番
14
号
 

 
 
 
 
（
平
成
24
条
例
30
・
平
成
2
5条

例
31
・
一
部
改
正
）
 

 
（
管
理
）
 

第
３
条
 
市
長
は
、
大
型
防
災
倉
庫
を
良
好
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  
 
 
附
 
則
（
平
成
23
年
12
月
21
日
条
例
第
12
号
）
 

 
こ
の
条
例
は
、
平
成
24
年
３
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
（
平
成
24
年
12
月
３
日
条
例
第
30
号
）
 

 
こ
の
条
例
は
、
平
成
25
年
３
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
（
平
成
25
年
12
月
３
日
条
例
第
31
号
）
 

 
こ
の
条
例
は
、
平
成

26
年
３
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
16
 
海
老
名
市
危
機
管
理
担
当
者
設
置
要
領
 

 
 
 
海
老
名
市
危
機
管
理
担
当
者
設
置
要
領
 

 １
 
趣
旨
 

 
 
こ
の
要
領
は
、
危
機
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
危
機
事
象
に
関
し
円

滑
な
対
処
が
で
き
る
よ
う
平
常
時
か
ら
職
員
の
危
機
管
理
意
識
等
の
向
上
を
図
る
た
め
、
危
機
管
理
担
当
者
の
設

置
、
業
務
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。
 

 ２
 
設
置
 

 
 
危
機
事
象
に
対
処
す
る
別
表
中
危
機
対
処
の
部
の
欄
に
掲
げ
る
各
部
に
危
機
管
理
担
当
者
を
置
く
。
 

 ３
 
定
義
 

 
 
こ
の
要
領
に
お
い
て
、
次
の
(１

)か
ら
(５

)ま
で
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
(１

)か
ら
(５

)

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
(１

) 
行
動
計
画
 
海
老
名
市
地
域
防
災
計
画
に
定
め
る
下
位
計
画
を
い
う
。
 

 
(２

) 
部
長
 
危
機
事
象
に
対
処
す
る
別
表
中
危
機
対
処
の
部
の
欄
に
掲
げ
る
各
部
の
部
長
を
い
う
。
 

 
(３

) 
避
難
所
担
当
班
員
 
市
長
に
あ
ら
か
じ
め
避
難
所
担
当
班
の
班
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
 

 
(４

) 
学
校
避
難
所
担
当
班
員
 
市
長
又
は
教
育
長
に
あ
ら
か
じ
め
学
校
避
難
所
担
当
班
の
班
員
と
し
て
指
名
さ

れ
た
職
員
を
い
う
。
 

 
(５

) 
一
時
滞
在
所
担
当
班
員
 
市
長
に
あ
ら
か
じ
め
一
時
滞
在
所
担
当
班
の
班
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
職
員
を

い
う
。
 

 ４
 
業
務
 

 
 
危
機
管
理
担
当
者
は
、
次
の
(１

)か
ら
(３

)ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
危
機
管
理
研
修
会
の
受
講
及
び
部
内
職
員
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
 

 
 
ア
 
危
機
管
理
課
が
開
催
す
る
危
機
管
理
研
修
会
を
受
講
し
、
危
機
管
理
に
係
る
知
識
等
を
習
得
す
る
。
 

 
 
イ
 
受
講
内
容
、
習
得
し
た
知
識
等
を
部
内
職
員
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
、
部
全
体
の
危
機
管
理
意
識
等
の
向

上
を
図
る
。
 

 
(２

) 
危
機
管
理
課
題
の
整
理
及
び
行
動
計
画
の
修
正
 

 
 
ア
 
部
内
の
危
機
管
理
に
係
る
課
題
を
取
り
ま
と
め
て
部
内
で
協
議
し
、
必
要
に
応
じ
て
危
機
管
理
課
そ
の
他

関
係
課
等
と
協
議
・
調
整
し
て
課
題
の
整
理
を
行
う
。
 

 
 
イ
 
課
題
を
整
理
し
た
と
き
又
は
定
期
的
に
行
動
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
修
正
を
行
う
。
 

 
(３

) 
危
機
管
理
業
務
に
係
る
連
絡
調
整
 

 
 
ア
 
行
動
計
画
に
基
づ
く
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
又
は
修
正
等
部
内
の
危
機
管
理
業
務
に
係
る
連
絡
調
整
を
行
う
。
 

 
 
イ
 
海
老
名
市
危
機
対
処
計
画
に
係
る
教
育
・
訓
練
実
施
要
領
に
基
づ
く
教
育
又
は
訓
練
の
実
施
に
係
る
連
絡

調
整
等
危
機
管
理
課
か
ら
の
危
機
管
理
業
務
に
係
る
連
絡
調
整
を
行
う
。
 

 ５
 
選
任
 

 
(１

) 
各
部
の
部
長
は
、
部
内
の
避
難
所
担
当
班
員
、
学
校
避
難
所
担
当
班
員
及
び
一
時
滞
在
所
担
当
班
員
並
び

に
消
防
団
員
を
除
い
た
職
員
の
う
ち
か
ら
、
別
表
中
選
任
す
る
人
数
の
欄
に
掲
げ
る
各
部
に
割
り
当
て
ら
れ

た
危
機
管
理
担
当
者
の
人
数
を
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(２

) 
各
部
の
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
危
機
管
理
担
当
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
別
記
様
式
に
よ
り
市
長

に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

 
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

６
 
解
任
 

 
(１

) 
各
部
の
部
長
は
、
選
任
中
の
危
機
管
理
担
当
者
が
、
市
長
か
ら
避
難
所
担
当
班
員
、
学
校
避
難
所
担
当
班

員
若
し
く
は
一
時
滞
在
所
担
当
班
員
に
指
名
さ
れ
た
と
き
若
し
く
は
教
育
長
か
ら
学
校
避
難
所
担
当
班
員
に

指
名
さ
れ
た
と
き
又
は
消
防
団
に
入
団
し
た
と
き
は
、
当
該
任
務
を
解
く
も
の
と
す
る
。
 

 
(２

) 
各
部
の
部
長
は
、
選
任
中
の
危
機
管
理
担
当
者
が
特
別
の
事
由
に
よ
り
任
務
を
継
続
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
当
該
任
務
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 ７
 
任
期
 

 
 
危
機
管
理
担
当
者
の
任
期
は
１
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
は
妨
げ
な
い
。
 

 ８
 
庶
務
 

 
 
危
機
管
理
担
当
者
の
庶
務
は
、
危
機
管
理
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

 ９
 
補
足
 

 
 
こ
の
要
領
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
危
機
管
理
担
当
者
の
業
務
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め

る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
領
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 
 
 
《
平
成
26
年
４
月
22
日
・
制
定
》
 

 
 
 
 
《
平
成
30
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 別
表
 

危
機
対
処
の
部
 

行
政
機
構
の
部
等
 

選
任
す
る
人
数
 

危
機
管
理
部
 

市
長
室
 

３
人
以
上
 

消
防
部
 

消
防
本
部
 

３
人
以
上
 

避
難
所
管
理
部
 

市
民
協
働
部
 

教
育
部
 

５
人
以
上
 

応
急
復
旧
部
 

ま
ち
づ
く
り
部
 

３
人
以
上
 

物
資
輸
送
部
 

財
務
部
 

経
済
環
境
部
 

５
人
以
上
 

医
療
介
護
部
 

保
健
福
祉
部
 

３
人
以
上
 

 
備
考
 

 
 
１
 
選
任
す
る
人
数
は
、
「
機
構
の
部
等
」
の
欄
の
部
等
が
１
部
等
の
場
合
は
３
人
以
上
、
２
部
の
場
合
は
５

人
以
上
と
す
る
。
 

 
 
２
 
財
務
部
企
画
財
政
課
、
会
計
課
、
議
会
事
務
局
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
及
び
監
査
委
員
事
務
局
は
危

機
管
理
部
に
、
農
業
委
員
会
事
務
局
は
物
資
輸
送
部
に
属
す
。
 

  
別
記
様
式
 
略
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
17
 
海
老
名
市
災
害
時
協
力
車
両
登
録
制
度
に
関
す
る
規
程
 

 
 
 
海
老
名
市
災
害
時
協
力
車
両
登
録
制
度
に
関
す
る
規
程
 

  
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
告
示
は
、
災
害
発
生
時
に
お
け
る
避
難
所
等
へ
の
円
滑
な
救
援
物
資
の
搬
送
を
図
る
た
め
、
個
人
又

は
事
業
所
等
が
所
有
す
る
車
両
を
物
資
搬
送
活
動
等
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、
物
資
搬
送
活
動
等
の
協
力
を
得
る

「
海
老
名
市
災
害
時
協
力
車
両
登
録
制
度
」
（
以
下
「
制
度
」
と
い
う
。
）
を
創
設
し
、
も
っ
て
制
度
に
登
録
し

た
者
と
の
協
働
に
よ
る
迅
速
な
被
災
者
救
援
活
動
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
(１

) 
車
両
 
軽
貨
物
自
動
車
（
ト
ラ
ッ
ク
タ
イ
プ
又
は
バ
ン
タ
イ
プ
に
限
る
。
）
又
は
小
型
ト
ラ
ッ
ク
（
最
大

積
載
量
１
ト
ン
以
上
か
つ
平
ボ
デ
ィ
タ
イ
プ
に
限
る
。
）
を
い
う
。
 

 
(２

) 
所
有
者
 
市
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
又
は
市
内
で
事
業
活
動
を
行
う
法
人
で
あ
っ
て
、
車
両
を
所
有
し
、

又
は
管
理
す
る
も
の
を
い
う
。
 

 
（
協
力
内
容
）
 

第
３
条
 
こ
の
制
度
に
お
け
る
協
力
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
大
型
防
災
備
蓄
倉
庫
と
避
難
所
等
間
の
救
援
物
資
の
搬
送
 

 
(２

) 
災
害
対
策
本
部
等
か
ら
の
依
頼
に
よ
る
物
資
の
搬
送
等
 

 
（
登
録
の
申
出
等
）
 

第
４
条
 
制
度
に
登
録
し
よ
う
と
す
る
所
有
者
は
、
海
老
名
市
災
害
時
協
力
車
両
登
録
申
出
書
（
第
１
号
様
式
）
に

よ
り
、
市
長
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
適
当
と
認
め
登
録
し
た
と
き
は

当
該
申
出

を
行
っ
た
所
有
者
に
海
老
名
市
災
害
時
協
力
車
両
登
録
証
（

第
２

号
様

式
。

以
下
「

登
録
証
」
と

い

う
。
）
及
び
海
老
名
市
災
害
時
協
力
車
両
登
録
標
章
（
第
３
号
様
式
。
以
下
「
登
録
標
章
」
と
い
う
。
）
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
登
録
標
章
の
表
示
）
 

第
５
条
 
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
証
及
び
登
録
標
章
の
交
付
を
受
け
た
所
有
者
（
以
下
 

「
協
力
者
」
と
い
う
。
）
は
、
登
録
標
章
を
、
登
録
証
に
記
載
す
る
車
両
（
以
下
「
協
力
車
両
」
と
い
う
。
）
の

前
部
の
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
登
録
台
帳
の
作
成
）
 

第
６
条
 
市
長
は
、
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
証
及
び
登
録
標
章
の
交
付
を
行
っ
た
と
き
は
、
海
老
名
市

災
害
時
協
力
車
両
登
録
台
帳
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
募
集
台
数
）
 

第
７
条
 
協
力
車
両
の
募
集
台
数
は
、
お
お
む
ね
10
0台

と
す
る
。
 

 
（
登
録
期
間
）
 

第
８
条
 
協
力
者
及
び
協
力
車
両
の
登
録
期
間
は
、
１
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
市
長
が
定
め
た
期
間
と
す
る
。
た
だ

し
、
更
新
を
妨
げ
な
い
。
 

 
（
協
力
の
実
施
）
 

第
９
条
 
協
力
者
は
、
災
害
発
生
時
に
お
い
て
市
長
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
第
３
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、

自
己
の
業
務
の
支
障
と
な
ら
な
い
範
囲
内
で
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
）
 

第
１
０
条
 
制
度
の
協
力
に
要
す
る
費
用
は
、
協
力
者
の
負
担
と
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
１
１
条
 
協
力
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
当
該
法
人
に
従
事
す
る
者
を
含
む
。
）
が
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
協
力
を

し
た
こ
と
に
よ
り
被
災
（
負
傷
、
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
を
い
う
。
）
し
た
場
合
、
そ
の
災
害
補
償
に
つ
い
て
は
、

協
力
者
の
責
任
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
登
録
事
項
の
変
更
）
 

第
１
２
条
 
協
力
者
は
、
協
力
車
両
の
登
録
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
海
老
名
市
災
害
時
協
力
車
両

登
録
事
項
変
更
申
出
書
（
第
４
号
様
式
）
に
よ
り
、
市
長
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
登
録
の
抹
消
）
 

第
１
３
条
 
市
長
は
、
協
力
者
が
市
内
に
住
所
を
有
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
協
力
車
両
の
所
持
を
し
な
く
な

っ
た
と
き
又
は
災
害
時
に
お
け
る
協
力
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

（
以
下
「
協
力
車
両
登
録
」
と
い
う
。
）
を
抹
消
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
協
力
者
は
、
協
力
車
両
登
録
の
抹
消
を
求
め
る
場
合
は
、
海
老
名
市
災
害
時
登
録
車
両
登
録
抹
消
申
出
書
（
第

５
号
様
式
）
に
登
録
証
及
び
登
録
標
章
を
添
付
し
、
市
長
に
申
し
出
る
も
の
と
し
、
申
出
を
受
け
た
市
長
は
、
当

該
協
力
車
両
登
録
を
抹
消
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
市
長
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
協
力
車
両
登
録
を
抹
消
し
た
と
き
は
、
海
老
名
市
災
害
時
協
力
車
両
登
録
抹

消
通
知
書
（
第
６
号
様
式
）
に
よ
り
、
当
該
協
力
者
に
対
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
補
則
）
 

第
１
４
条
 
こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
告
示
は
、
平
成
25
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
告
示
は
、
平
成
29
年
６
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
告
示
は
、
令
和
３
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
経
過
措
置
）
 

２
 
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
告
示
（
以
下
「
旧
告

示
」
と

い
う
。

）
に
規

定
す
る
様
式
に
よ
る
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「
申

請
等
の

行
為
」

と
い
う
。

）
は
、

こ
の

告
示
に

よ
る
改

正
後
の

そ
れ
ぞ
れ
の
告
示
に
規
定
す
る
相
当
様
式
に
よ
る
申
請
等
の

行

為
と
み
な
す
。
 

３
 
旧
告
示
に
定
め
る
様
式
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
用
紙
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
必
要

な
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
こ
の
告
示
の
施
行
前
に
、
旧
告
示
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
文
書
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
 

   
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
第
３
号
様
式
 
略
 

 
第
４
号
様
式
 
略
 

 
第
５
号
様
式
 
略
 

 
第
６
号
様
式
 
略
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料
２
－
18
 
海
老
名
市
自
主
防
災
組
織
育
成
指
導
要
綱
 

 
 
 
海
老
名
市
自
主
防
災
組
織
育
成
指
導
要
綱
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3号

）
第
５
条
第
２
項
の
規
定
及
び
海
老
名
市

地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
、
本
市
が
行
う
自
主
防
災
組
織
の
育
成
指
導
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
(１

) 
自
主
防
災
組
織
 
海
老
名
市
地
域
防
災
計
画
に
定
め
る
防
災
に
関
す
る
市
民
の
責
務
を
全
う
す
る
た
め
、

「
自
分
た
ち
の
地
域
は
、
自
分
た
ち
で
守
る
。
」
と
い
う
隣
保
協
同
の
精
神
に
基
づ
き
、
自
治
会
ご
と
に
自

発
的
に
結
成
さ
れ
た
組
織
を
い
う
。
 

 
(２

) 
育
成
指
導
 
災
害
時
等
に
お
け
る
自
主
防
災
組
織
の
育
成
に
関
す
る
指
導
及
び
防
災
対
策
の
充
実
強
化
を

い
う
。
 

 
（
育
成
指
導
方
針
）
 

第
３
条
 
市
長
は
、
自
主
防
災
組
織
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
組
織
づ
く
り
を
働

き
か
け
る
も
の
と
し
、
災
害
時
等
に
有
効
な
活
動
が
で
き
る
よ
う
自
主
防
災
組
織
の
育
成
指
導
を
図
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
自
主
防
災
組
織
）
 

第
４
条
 
自
治
会
長
は
、
市
民
が
災
害
時
等
に
お
い
て
連
帯
感
を
持
ち
円
滑
に
活
動
で
き
る
よ
う
自
治
会
を
単
位
と

し
て
、
次
に
掲
げ
る
者
で
自
主
防
災
組
織
を
結
成
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
自
主
防
災
隊
長
（
以
下
「
隊
長
」
と
い
う
。
）
 

 
(２

) 
自
主
防
災
副
隊
長
（
以
下
「
副
隊
長
」
と
い
う
。
）
 

 
(３

) 
自
主
防
災
隊
員
（
以
下
「
隊
員
」
と
い
う
。
）
 

２
 
自
治
会
長
は
、
別
表
第
１
の
と
お
り
自
主
防
災
隊
（
以
下
「
隊
」
と
い
う
。
）
を
編
成
す
る
。
た
だ
し
、
自
主

防
災
組
織
が
大
規
模
な
場
合
は
、
別
表
第
２
の
と
お
り
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
隊
の
活
動
基
準
は
、
別
表
第
３
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
（
隊
長
）
 

第
５
条
 
隊
長
は
、
自
治
会
長
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

２
 
隊
長
は
、
隊
の
活
動
を
総
括
し
、
所
隊
の
隊
員
を
指
揮
監
督
す
る
。
 

 
（
副
隊
長
）
 

第
６
条
 
副
隊
長
は
、
副
自
治
会
長
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

２
 
副
隊
長
は
、
隊
長
を
助
け
、
隊
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
任
務
を
代
理
す
る
。
 

 
（
分
隊
長
）
 

第
７
条
 
分
隊
長
は
、
隊
長
の
命
を
受
け
、
分
隊
の
活
動
を
掌
理
し
、
分
隊
に
属
す
る
隊
員
を
指
揮
監
督
す
る
。
 

 
（
副
分
隊
長
）
 

第
８
条
 
副
分
隊
長
は
、
分
隊
長
を
助
け
、
分
隊
長
の
命
を
受
け
、
分
隊
の
活
動
を
整
理
し
、
分
隊
長
に
事
故
が
あ

る
と
き
は
そ
の
任
務
を
代
理
す
る
。
 

 
（
班
長
）
 

第
９
条
 
班
長
は
、
隊
長
又
は
分
隊
長
の
命
を
受
け
、
班
の
活
動
を
掌
理
し
、
班
に
属
す
る
隊
員
（
以
下
「
班
員
」

と
い
う
。
）
を
指
揮
監
督
す
る
。
 

 
（
副
班
長
）
 

第
１
０
条
 
副
班
長
は
、
班
長
を
助
け
、
班
長
の
命
を
受
け
、
班
の
活
動
を
整
理
し
、
班
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は

そ
の
任
務
を
代
理
す
る
。
 

 
（
班
員
）
 

第
１
１
条
 
班
員
は
、
班
長
の
命
を
受
け
、
班
の
活
動
に
従
事
す
る
。
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（
自
主
防
災
組
織
結
成
届
出
書
の
届
出
等
）
 

第
１
２
条
 
自
治
会
長
は
、
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
自
主
防
災
組
織
を
結
成
し
、
隊
を
編
成
し
た
と
き
は
、
自
主
防

災
組
織
結
成
届
出
書
（
第
１
号
様
式
）
に
自
主
防
災
隊
編
成
名
簿
（
第
１
号
様
式
の
２
）
を
添
え
て
、
速
や
か
に

市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
隊
を
分
け
て
編
成
し
た
場
合
は
、
第
１
号
様
式
に
自
主
防
災
隊

編
成
（
分
隊
）
名
簿
（
第
１
号
様
式
の
３
）
及
び
自
主
防
災
隊
編
成
（
分
隊
）
名
簿
（
継
続
用
紙
）
（
第
１
号
様

式
の
４
）
を
添
付
す
る
。
 

 
（
隊
編
成
の
変
更
）
 

第
１
３
条
 
自
治
会
長
は
、
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
編
成
し
た
隊
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
自
主
防
災
隊

編
成
変
更
届
出
書
（
第
２
号
様
式
）
に
変
更
し
た
第
１
号
様
式
の
２
、
第
１
号
様
式
の
３
又
は
第
１
号
様
式
の
４

を
添
え
て
、
速
や
か
に
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
自
主
防
災
訓
練
等
）
 

第
１
４
条
 
隊
長
は
、
災
害
発
生
時
の
地
域
に
お
け
る
初
期
対
応
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
自
発
的
な
防
災
訓
練
（
以

下
「
自
主
防
災
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
１
年
に
１
回
以
上
計
画
し
、
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
隊
長
は
、
自
主
防
災
訓
練
に
お
い
て
、
第
18
条
に
規
定
す
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
購
入
し
た
防
災
物
品
を

活
用
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
自
主
防
災
組
織
は
、
必
要
に
応
じ
て
市
が
主
催
す
る
総
合
防
災
訓
練
等
に
参
加
し
、
又
は
協
力
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
自
主
防
災
訓
練
実
施
計
画
書
の
提
出
等
）
 

第
１
５
条
 
隊
長
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
自
主
防
災
訓
練
を
計
画
し
た
と
き
は
、
自
主
防
災
訓
練
実
施
計

画
書
（
第
３
号
様
式
）
を
市
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
主
防
災
訓
練
実
施
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
訓
練
が
充
実
し

た
も
の
と
な
る
よ
う
計
画
及
び
実
施
に
関
し
て
指
導
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
自
主
防
災
訓
練
実
施
結
果
報
告
書
の
提
出
）
 

第
１
６
条
 
隊
長
は
、
第
14
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
自
主
防
災
訓
練
を
実
施
し
た
と
き
は
、
自
主
防
災
訓
練
実
施

結
果
報
告
書
（
第
４
号
様
式
）
を
市
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
自
主
防
災
訓
練
に
市
か
ら
職

員
が
派
遣
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
報
告
書
の
提
出
は
不
要
と
す
る
。
 

 
（
防
災
指
導
員
訓
練
等
）
 

第
１
７
条
 
市
長
は
、
自
主
防
災
組
織
の
育
成
指
導
及
び
防
災
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
、
別
に
定
め
る
要
綱
に
よ

り
海
老
名
市
防
災
指
導
員
を
設
置
し
、
当
該
指
導
員
に
対
し
防
災
に
関
す
る
訓
練
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
防
災
物
品
の
補
助
）
 

第
１
８
条
 
市
長
は
、
自
主
防
災
組
織
の
育
成
指
導
及
び
防
災
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
、
別
に
定
め
る
要
綱
に
よ

り
防
災
物
品
の
購
入
費
用
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
一
時
避
難
場
所
の
選
定
及
び
申
請
）
 

第
１
９
条
 
隊
長
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
市
民
の
身
体
を
一
時
的
に
危
険
か
ら
保
護
し
、
又
は
市
民
が
一
団
と
な

っ
て
広
域
避
難
場
所
若
し
く
は
避
難
所
等
に
避
難
す
る
場
合
に
集
合
す
る
場
所
（
 

以
下
「
一
時
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
市
民
の
身
近
に
あ
る
公
園
、
神
社
、
空
き
地
等
を
選
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
隊
長
は
、
前
項
の
一
時
避
難
場
所
を
選
定
し
た
場
合
又
は
一
時
避
難
場
所
と
し
て
認
定
を
受
け
た
場
所
を
解
除

す
る
場
合
は
、
一
時
避
難
場
所
申
請
書
（
第
５
号
様
式
）
に
よ
り
市
長
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
一
時
避
難
場
所
の
認
定
等
）
 

第
２
０
条
 
市
長
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
一
時
避
難
場
所
を
選
定
し
た
場
合
の
申
請
が
あ
り
、
申
請
さ
れ

た
場
所
が
一
時
避
難
場
所
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
避
難
場
所
を
一
時
避
難
場
所
と
し
て
認

定
し
、
そ
の
旨
を
隊
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
一
時
避
難
場
所
と
し
て
認
定
を
受
け
た
場
所
を
解
除
す
る
場
合
の
申
請

が
あ
っ
た
と
き
は
、
認
定
を
取
り
消
し
、
そ
の
旨
を
隊
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
補
則
）
 

第
２
１
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
、
平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 
 
 
《
平
成
10
年
４
月
１
日
・
制
定
》
 

 
 
 
 
《
平
成
24
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
４
月
１
日
・
全
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
29
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
３
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
３
年
５
月
20
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）
 

自
主
防
災
隊
編
成
図
 

      

       

  
備
考
 
海
老
名
市
防
災
指
導
員
は
、
海
老
名
市
防
災
指
導
員
設
置
要
綱
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
自
治
会
長
が
配
置

す
る
も
の
と
す
る
。

 

班
長

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

班
員

（
隊

員
）

班
長

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

情
報

班

消
火

班

救
出

救
護

班

避
難

誘
導

班

避
難

所
開

設
班

班
長

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

班
員

（
隊

員
）

班
長

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

班
員

（
隊

員
）

班
長

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

班
員

（
隊

員
）

班
員

（
隊

員
）

隊
長

（
自

治
会

長
）

副
隊

長
（

副
自

治
会

長
）

海
老

名
市

防
災

指
導

員
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）

 
自
主
防
災
隊
（
分
隊
）
編
成
図

 
                                      
備
考
 
海
老
名
市
防
災
指
導
員
は
、
海
老
名
市
防
災
指
導
員
設
置
要
綱
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
自
治
会
長
が
配
置

す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
３

分
隊

以
降

は
同

じ
。

班
員

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

班
長

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

班
員

（
隊

員
）

班
長

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

班
長

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

班
員

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

班
員

（
隊

員
）

避
難

誘
導

班

班
員

（
隊

員
）

避
難

所
開

設
班

副
班

長
（

隊
員

）

救
出

救
護

班

第
１

副
分

隊
長

（
隊

員
）

隊
長

（
自

治
会

長
）

第
１

分
隊

情
報

班

第
２

分
隊

情
報

班
班

長
（

隊
員

）

班
長

（
隊

員
）

副
隊

長
（

副
自

治
会

長
）

第
１

分
隊

長
（

隊
員

）

消
火

班

海
老

名
市

防
災

指
導

員

班
長

（
隊

員
）

班
員

（
隊

員
）

消
火

班
班

長
（

隊
員

）
副

班
長

（
隊

員
）

第
２

分
隊

長
（

隊
員

）
救

出
救

護
班

班
長

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

班
員

（
隊

員
）

避
難

所
開

設
班

班
長

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

班
員

（
隊

員
）

第
２

副
分

隊
長

（
隊

員
）

班
員

（
隊

員
）

班
長

（
隊

員
）

副
班

長
（

隊
員

）

班
員

（
隊

員
）

避
難

誘
導

班

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

別
表
第
３
（
第
４
条
関
係
）
 

 

自
主
防
災
隊
活
動
基
準
 

 １
 
自
主
防
災
隊
の
活
動
 

 
(１

) 
防
災
対
策
等
の
普
及
 

 
 
自
主
防
災
隊
は
、
市
と
協
力
し
て
市
民
に
対
し
「
自
ら
の
身
は
、
自
ら
守
る
。
」
と
い
う
自
主
防

災
の
観
点
か
ら
、
市
民
自
ら
が
実
施
す
る
防
災
対
策
並
び
に
家
庭
で
の
予
防
、
安
全
対
策
及
び
災
害

時
行
動
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
普
及
に
努
め
る
。
 

ア
 
３
日
分
以
上
、
推
奨
１
週
間
分
の
飲
料
水
・
食
料
、
携
帯
ト
イ
レ
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
等
の

備
蓄
及
び
非
常
持
ち
出
し
品
（
救
急
箱
、
常
備
薬
、
お
薬
手
帳
、
ラ
イ
ト
、
ラ
ジ
オ
、
乾
電
池
等
）

の
準
備
 

イ
 
ペ
ッ
ト
を
飼
っ
て
い
る
市
民
は
、
ペ
ッ
ト
の
３
日
分
以
上
、
推
奨
１
週
間
分
の
飲
料
水
・
ペ
ッ
ト

フ
ー
ド
、
ペ
ッ
ト
シ
ー
ツ
等
の
備
蓄
及
び
ゲ
ー
ジ
、
首
輪
、
リ
ー
ド
、
食
器
等
の
準
備
 

ウ
 
家
屋
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
補
強
並
び
に
家
具
の
転
倒
防
止
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
防
止
、
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
に
お
け
る
閉
じ
込
め
防
災
対
策
、
窓
ガ
ラ
ス
の
飛
散
防
止
の
実
施
等
 

エ
 
消
火
器
の
設
置
、
風
呂
の
浴
槽
等
へ
の
水
の
確
保
及
び
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
に
よ
る
火
災

予
防
対
策
 

オ
 
災
害
時
の
家
族
の
連
絡
体
制
及
び
災
害
時
の
行
動
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
づ
く
り
等
 

  
(２

) 
防
災
訓
練
の
実
施
等
 

ア
 
自
主
防
災
隊
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
適
切
な
行
動
が
執
れ
る
よ
う
日
頃
か
ら
繰
り
返
し
訓

練
を
実
施
す
る
よ
う
に
努
め
る
。
ま
た
、
訓
練
の
実
施
に
関
し
て
は
、
要
配
慮
者
、
男
女
ニ
ー
ズ
の

違
い
等
の
男
女
双
方
の
視
点
等
に
十
分
配
慮
す
る
。
 

イ
 
自
主
防
災
隊
は
、
災
害
発
生
時
の
初
期
対
応
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
市
民
の
１
人
で
も
多
く
の
参

画
を
呼
び
掛
け
、
情
報
収
集
・
伝
達
、
消
火
、
救
出
・
救
護
、
避
難
誘
導
及
び
避
難
所
開
設
訓
練
を

計
画
し
、
市
の
指
導
を
受
け
、
自
ら
が
取
り
組
む
実
践
的
な
訓
練
の
実
施
に
努
め
る
。
 

  
(３

) 
災
害
時
等
の
活
動
 

 
 
自
主
防
災
隊
は
、
原
則
と
し
て
次
の
場
合
に
お
い
て
、
編
成
さ
れ
た
班
を
活
用
し
、
「
自
分
た
ち

の
地
域
は
、
自
分
た
ち
で
守
る
。
」
と
い
う
隣
保
共
同
の
精
神
に
基
づ
き
、
市
民
と
協
力
し
、
災
害

発
生
時
の
初
期
対
応
の
徹
底
に
努
め
、
又
は
災
害
の
発
生
に
備
え
て
災
害
警
戒
及
び
災
害
予
防
対
策

を
図
る
。
 

ア
 
地
震
が
発
生
し
た
場
合
は
、
震
度
観
測
点
（
海
老
名
市
大
谷
）
に
お
い
て
、
震
度
５
弱
以
上
の
揺

れ
を
観
測
し
た
と
き
は
、
班
長
の
命
を
受
け
、
各
班
の
活
動
に
従
事
す
る
。
 

イ
 
気
象
庁
か
ら
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
が
発
表
さ
れ
た
と
き
は
、
各
班
で
連
絡
を
取
り
合
い
、

活
動
に
備
え
る
。
 

ウ
 
気
象
庁
か
ら
気
象
警
報
等
が
発
表
さ
れ
た
と
き
は
、
市
長
か
ら
の
警
戒
レ
ベ
ル
３
 
高
齢
者
等
避

難
又
は
警
戒
レ
ベ
ル
４
 
避
難
指
示
若
し
く
は
警
戒
レ
ベ
ル
５
 
緊
急
安
全
確
保
の
発
令
に
備
え
、

自
主
防
災
隊
の
活
動
体
制
を
執
る
。
 

エ
 
そ
の
他
市
か
ら
自
主
防
災
隊
へ
の
協
力
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
、
迅
速
に
自
主
防
災
隊
の
活
動
体

制
が
執
れ
る
よ
う
連
絡
体
制
を
確
立
し
て
お
く
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

２
 
各
班
の
活
動
 

 
(１

) 
情
報
班
 

平
常
時
の
活
動
 

◎
市
へ
の
伝
達
手
段
に
使
用
す
る
避
難
所

予
定

施
設
等

に
設
置

さ
れ

て
い

る

防
災
行
政
無
線
ア
ン
サ
ー
バ
ッ
ク
設
備

等
の
設

置
場

所
を
把

握
す

る
と
と

も
に
、
使
用
方
法
を
習
得
す
る
。
 

◎
市
が
行
っ
て
い
る
次
の
情
報
提
供
手
段

を
把

握
す
る

と
と
も

に
、

情
報

の

取
得
方
法
又
は
登
録
方
法
を
把
握
し
、
市
民
と
情
報
を
共
有
す
る
。
 

 
○
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
放
送
 

 
○
防
災
行
政
無
線
音
声
案
内
（
テ
レ
ド
ー
ム
）
 

 
 
・
電
話
番
号

01
80
－
99
4－

05
0（

有
料
）
 

 
○
防
災
行
政
無
線
文
字
案
内
 

 
 
・
海
老
名
市
防
災
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
 

 
 
・
え
び
な
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
（
登
録
が
必
要
）
 

 
○
そ
の
他
 

 
 
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
（
Ｆ
Ｍ
カ
オ
ン

84
.2
MH
z（

海
老
名
エ
フ
エ
ム
放

送
株
式
会
社
）
）
 

 
 
・
エ
リ
ア
メ
ー
ル
及
び
緊
急
速
報
メ
ー
ル
 

災
害
時
等
の
活
動
 

◎
地
域
の
被
害
状
況
を
各
班
や
市
民
の
協
力
を
得
て
、
迅
速
か
つ
的
確
に
収
集

し
、
避
難
所
等
に
情
報
を
集
め
、
避
難
所
開
設
班
等
と
連
携
し
、
市
に
伝
達

す
る
。
 

◎
市
民
が
根
拠
や
確
証
の
な
い
う
わ
さ
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
避
難
所
等
で

収
集
し
て
い
る
正
確
な
情
報
や
市
か
ら
の
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
放
送
、
音

声
案
内
（
テ
レ
ド
ー
ム
）
、
文
字
案
内
（
海
老
名
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
え
び

な
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
）
、
そ
の
他
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
等
か
ら
収
集
し
た
情

報
を
市
民
（
在
宅
被
災
者
、
車
中
避
難
者
等
）
に
伝
達
し
、
情
報
を
共
有
す

る
。
 

◎
市
長
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
３
 
高
齢
者
等
避
難
又
は
警
戒
レ
ベ
ル
４
 
避
難
指

示
若
し
く
は
警
戒
レ
ベ
ル
５
 
緊
急
安
全
確
保
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
迅

速
か
つ
円
滑
な
避
難
が
で
き
る
よ
う
市
民
に
情
報
を
伝
達
す
る
。
 

◎
そ
の
他
班
長
の
命
に
よ
り
、
各
班
を
補
助
し
、
災
害
時
等
の
活
動
に
従
事
す

る
。
 

◎
避
難
所
予
定
施
設
が
避
難
所
と
し
て
開
設
さ
れ
、
避
難
者
主
体
の
避
難
所
運

営
が
開
始
さ
れ
た
と
き
は
避
難
者
の
支
援
を
行
う
。
 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨

時
情
報
（
巨
大
地
震

警
戒
）
発
表
時
の
活

動
 

◎
気
象
庁
か
ら
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ

た
場
合
は
、
情
報
班
で
連
絡
を
取
り
合
い
、
情
報
班
と
し
て
の
活
動
に
備
え

る
。
 

◎
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
等
の
情
報
又
は
市
か
ら
の
情
報
に
注
意
す
る
。
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
(２

) 
消
火
班
 

平
常
時
の
活
動
 

◎
市
又
は
地
域
で
設
置
し
て
い
る
街
路
消
火
器
の
設
置
場
所
、
設
置
状
況
等
を

把
握
し
、
市
民
と
情
報
を
共
有
す
る
。
 

◎
消
火
器
の
消
火
能
力
及
び
消
火
方
法
を
把
握
す
る
。
 

◎
消
火
器
、
バ
ケ
ツ
等
に
よ
る
消
火
に
必
要
な
技
術
等
を
習
得
す
る
。
 

災
害
時
等
の
活
動
 

◎
各
家
庭
の
配
線
用
遮
断
器
（
ブ
レ
ー
カ
ー
）
の
遮
断
（
オ
フ
）
そ
の
他
火
の

元
の
始
末
等
、
出
火
防
止
の
た
め
の
措
置
を
執
る
よ
う
市
民
に
広
報
す
る
。
 

◎
火
災
が
発
生
し
た
場
合
は
、
消
火
器
、
バ
ケ
ツ
等
を
使
用
し
、
隣
近
所
に
協

力
を
呼
び
掛
け
、
初
期
消
火
に
努
め
る
。
 

◎
そ
の
他
班
長
の
命
に
よ
り
、
各
班
を
補
助
し
、
災
害
時
等
の
活
動
に
従
事
す

る
。
 

◎
避
難
所
予
定
施
設
が
避
難
所
と
し
て
開
設
さ
れ
、
避
難
者
主
体
の
避
難
所
運

営
が
開
始
さ
れ
た
と
き
は
避
難
者
の
支
援
を
行
う
。
 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨

時
情
報
（
巨
大
地
震

警
戒
）
発
表
時
の
活

動
 

◎
気
象
庁
か
ら
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ

た
場
合
は
、
情
報
班
で
連
絡
を
取
り
合
い
、
消
火
班
と
し
て
の
活
動
に
備
え

る
。
 

◎
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
等
の
情
報
又
は
市
か
ら
の
情
報
に
注
意
す
る
。
 

 
(３

) 
救
出
救
護
班
 

平
常
時
の
活
動
 

◎
市
又
は
地
域
で
設
置
し
て
い
る
防
災
備
蓄
倉
庫
に
備
蓄
さ
れ
て
い
る
救
出
用

資
機
材
、
担
架
等
の
使
用
方
法
を
習
得
す
る
。
 

◎
負
傷
箇
所
の
応
急
手
当
方
法
や
三
角
巾
等
を
使
用
し
た
包
帯
法
の
技
術
を
習

得
す
る
。
 

◎
毛
布
、
シ
ー
ツ
等
を
使
用
し
た
簡
易
担
架
の
作
成
方
法
や
負
傷
者
等
の
簡
易

搬
送
法
等
を
習
得
す
る
。
 

◎
負
傷
者
等
を
避
難
所
予
定
施
設
や
災
害
時
医
療
関
連
施
設
等
に
搬
送
す
る
手

段
を
検
討
し
て
お
く
。
 

災
害
時
等
の
活
動
 

◎
建
物
の
倒
壊
な
ど
に
よ
り
下
敷
き
に
な
っ
た
者
が
発
生
し
た
場
合
は
、
隣
近

所
の
市
民
等
に
協
力
を
呼
び
掛
け
る
と
と
も
に
、
救
出
用
資
機
材
等
を
活
用

し
、
速
や
か
な
救
出
活
動
を
実
施
す
る
。
 

◎
負
傷
者
に
対
し
て
応
急
手
当
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
医
師
の
治
療
が
早
急

に
必
要
な
負
傷
者
等
は
、
災
害
時
医
療
救
護
関
連
施
設
に
搬
送
す
る
。
 

◎
そ
の
他
班
長
の
命
に
よ
り
、
各
班
を
補
助
し
、
災
害
時
等
の
活
動
に
従
事
す

る
。
 

◎
避
難
所
予
定
施
設
が
避
難
所
と
し
て
開
設
さ
れ
、
避
難
者
主
体
の
避
難
所
運

営
が
開
始
さ
れ
た
と
き
は
避
難
者
の
支
援
を
行
う
。
 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨

時
情
報
（
巨
大
地
震

警
戒
）
発
表
時
の
活

動
 

◎
気
象
庁
か
ら
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ

た
場
合
は
、
情
報
班
で
連
絡
を
取
り
合
い
、

救
出
救
護
班
と
し
て
の
活
動
に

備
え
る
。
 

◎
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
等
の
情
報
又
は
市
か
ら
の
情
報
に
注
意
す
る
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
(４

) 
避
難
誘
導
班
 

平
常
時
の
活
動
 

◎
一
時
避
難
場
所
及
び
広
域
避
難
場
所
の
機
能
並
び
に
避
難
所
予
定
施
設
、
補

完
避
難
所
予
定
施
設
、
福
祉
避
難
所
予
定
施
設
及
び
一
時
滞
在
所
予
定
施
設

の
機
能
を
把
握
し
、
市
民
と
情
報
を
共
有
す
る
。
 

◎
避
難
場
所
及
び
避
難
所
予
定
施
設
は
１
か
所
だ
け
で
な
く
、
数
箇
所
把
握

し
、
市
民
と
情
報
を
共
有
す
る
。
ま
た
、
避
難
経
路
に
つ
い
て
も
複
数
検
討

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
経
路
に
あ
る
危
険
箇
所
を
把
握
し
、
市
民
と
情
報
を

共
有
す
る
。
 

災
害
時
等
の
活
動
 

◎
火
災
が
発
生
し
、
更
に
延
焼
拡
大
し
、
地
域
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
危
険
な
場

合
は
、
市
民
に
広
域
避
難
場
所
に
避
難
す
る
よ
う
呼
び
掛
け
る
と
と
も
に
、

誘
導
を
行
う
。
 

◎
家

屋
倒
壊

等
に

よ
り
、

そ
こ

に
と
ど

ま
る

こ
と

が
危

険
な

市
民

に
対

し
て

は
、
避
難
所
に
避
難
す
る
よ
う
呼
び
掛
け
る
と
と
も
に
、
誘
導
す
る
。
 

◎
市
長
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
３
 
高
齢
者
等
避
難
又
は
警
戒
レ
ベ
ル
３
 
避
難
指

示
若
し
く
は
警
戒
レ
ベ
ル
５
 
緊
急
安
全
確
保
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
市

民
に
周
知
を
図
り
、
迅
速
か
つ
円
滑
に
避
難
場
所
又
は
避
難
所
に
誘
導
す

る
。
 

◎
そ
の
他
班
長
の
命
に
よ
り
、
各
班
を
補
助
し
、
災
害
時
等
の
活
動
に
従
事
す

る
。
 

◎
避
難
所
予
定
施
設
が
避
難
所
と
し
て
開
設
さ
れ
、
避
難
者
主
体
の
避
難
所
運

営
が
開
始
さ
れ
た
と
き
は
避
難
者
の
支
援
を
行
う
。
 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨

時
情
報
（
巨
大
地
震

警
戒
）
発
表
時
の
活

動
 

◎
気
象
庁
か
ら
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ

た
場
合
は
、
情
報
班
で
連
絡
を
取
り
合
い
、

避
難
誘
導
班
と
し
て
の
活
動
に

備
え
る
。
 

◎
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
等
の
情
報
又
は
市
か
ら
の
情
報
に
注
意
す
る
。
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
(５

) 
避
難
所
開
設
班
 

平
常
時
の
活
動
 

◎
海
老
名
市
避
難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
熟
読
し
、
避
難
所
予
定
施
設
を
避
難

所
と
し
て
開
設
す
る
方
法
並
び
に
避
難
者
の
受
入
れ
及
び
対
応
、
要
配
慮
者

へ
の
配
慮
等
を
理
解
し
、
各
様
式
の
記
入
方
法
な
ど
も
確
認
す
る
。
 

◎
避
難
所
担
当
班
職
員
又
は
学
校
避
難
所
担
当
班
教
職
員
及
び
施
設
管
理
者
と

協
力
し
、
割
り
当
て
ら
れ
た
避
難
所
予
定
施
設
の
個
別
の
避
難
所
運
営
マ
ニ

ュ
ア
ル
の
作
成
に
努
め
る
。
 

◎
割
り
当
て
ら
れ
た
避
難
所
予
定
施
設
等
の
施
設
の
外
観
、
内
観
、
そ
の
周
囲

の
平
常
時
の
状
況
を
確
認
す
る
。
 

◎
割
り
当
て
ら
れ
た
避
難
所
予
定
施
設
等
の
避
難
所
開
設
物
品
や
、
防
災
備
蓄

物
品
等
を
確
認
す
る
。
 

災
害
時
等
の
活
動
 

◎
震
度
観
測
点
（
海
老
名
市
大
谷
）
に
お
い
て
震
度
５
弱
以
上
の
揺
れ
を
観
測

し
た
と
き
は
、
割
り
当
て
ら
れ
た
避
難
所
予
定
施
設
に
参
集
し
、
避
難
所
担

当
班
職
員
、
学
校
避
難
所
担
当
班
教
職
員
及
び
施
設
管
理
者
と
協
力
し
て
避

難
所
開
設
チ
ー
ム
を
設
立
し
、
既
に
避
難
し
て
い
る
者
の
対
応
や
避
難
所
予

定
施
設
の
周
囲
、
外
観
、
内
観
等
の
安
全
確
認
を
実
施
し
、
安
全
が
確
認
で

き
た
時
点
で
避
難
所
と
し
て
開
設
す
る
。
 

◎
避
難
者
を
受
付
し
、
避
難
者
登
録
票
を
世
帯
ご
と
に
配
付
し
て
避
難
者
数
を

把
握
す
る
。
 

◎
市
か
ら
の
情
報
や
各
班
か
ら
収
集
し
た
情
報
は
、
必
要
に
応
じ
て
避
難
者
に

周
知
し
、
避
難
所
内
で
共
有
す
る
。
 

◎
そ
の
他
隊
長
の
命
に
よ
り
、
各
班
を
補
助
し
、
災
害
時
等
の
活
動
に
従
事
す

る
。
 

◎
避
難
所
予
定
施
設
が
避
難
所
と
し
て
開
設
さ
れ
、
避
難
者
主
体
の
避
難
所
運

営
が
開
始
さ
れ
た
と
き
は
避
難
者
の
支
援
を
行
う
。
 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨

時
情
報
（
巨
大
地
震

警
戒
）
発
表
時
の
活

動
 

◎
気
象
庁
か
ら
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ

た
場
合
は
、
避
難
所
開
設
班
で
連
絡
を
取
り
合
い
、
割
り
当
て
ら
れ
た
避
難

所
予
定
施
設
に
参
集
で
き
る
よ
う
に
備
え
る
。
 

◎
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
等
の
情
報
又
は
市
か
ら
の
情
報
に
注
意
す
る
。
 

  
第
１

号
様
式
の

１
 
略

 
 

第
１

号
様
式
の

２
 
略

 
 

第
１

号
様
式
の

３
 
略

 
 

第
１

号
様
式
の

４
 
略

 
 

第
２

号
様
式
 

略
 

 
第
３

号
様
式
 

略
 

 
第
４

号
様
式
 

略
 

 
第
５

号
様
式
 

略
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
19
 
海
老
名
市
自
主
防
災
組
織
防
災
物
品
整
備
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
 

 
 
 
海
老
名
市
自
主
防
災
組
織
防
災
物
品
整
備
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
 
 
 
 
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
海
老
名
市
自
主
防
災
組
織
育
成
指
導
要
綱
（
以
下
次
条
に
お
い
て
「
育
成
指
導
要
綱
」
と

い
う
。
）
第
18
条
に
規
定
す
る
自
主
防
災
組
織
の
育
成
指
導
及
び
防
災
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
、
自
主
防
災
組

織
が
必
要
と
す
る
防
災
物
品
の
整
備
事
業
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
海
老
名
市
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
58
年
規
則
第
12
号
）
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
。
 

 
（
補
助
対
象
者
）
 

第
２
条
 
補
助
の
対
象
と
な
る
者
は
、
育
成
指
導
要
綱
第
４
条
に
規
定
す
る
自
治
会
を
単
位
と
し
て
結
成
さ
れ
た
自

主
防
災
組
織
と
す
る
。
 

 
（
補
助
事
業
等
）
 

第
３
条
 
補
助
の
対
象
と
な
る
事
業
は
、
自
主
防
災
組
織
が
防
災
活
動
の
用
に
供
す
る
も
の
で
、
別
表
に
定
め
る
防

災
物
品
（
以
下
「
補
助
対
象
防
災
物
品
」
と
い
う
。
）
の
購
入
等
に
係
る
事
業
（
以
下
「
補
助
事
業
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
 

２
 
補
助
対
象
防
災
物
品
の
う
ち
、
備
蓄
倉
庫
の
設
置
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。
 

 
（
補
助
金
の
額
）
 

第
４
条
 
補
助
金
の
額
は
、
補
助
対
象
防
災
物
品
の
購
入
等
に
係
る
費
用
の
合
計
額
の
２
分
の
１
の
額
と
し
、
15
万

円
を
限
度
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
1,
00
0円

未
満
の
端
数
に
つ
い
て
は
、
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
交
付
申
請
）
 

第
５
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
海
老
名
市
自
主
防
災
組
織

防
災
物
品
整
備
事
業
補
助
金
交
付
申
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
必
要
な
書
類
を
添
付
し
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
申
請
者
は
、
当
該
自
主
防
災
組
織
の
代
表
者
と
し
、
当
該
年
度
に
１
回
の
申
請
と
す
る
。
 

（
交
付
決
定
等
）
 

第
６
条
 
市
長
は
、
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
請
に
係
る
書
類
等
の
審
査
を

し
、
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
妥
当
と
認
め
た
と
き
は
、
補
助
金
の
交
付
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
補
助
金
の
交
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、
交
付
す
べ
き
補
助
金
の
額
を
決
定
し
、
海

老
名
市
自
主
防
災
組
織
防
災
物
品
整
備
事
業
補
助
金
交
付
決
定
通
知
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
補
助
事
業
の
変
更
）
 

第
７
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
補
助
事
業
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
海
老
名
市
自
主
防
災

組
織
防
災
物
品
整
備
事
業
補
助
金
変
更
申
請
書
（
第
３
号
様
式
）
に
必
要
な
書
類
を
添
付
し
、
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
請
に
係
る
書
類
等
を
審
査
し
、
妥
当
と
認
め
る
と
き

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
補
助
金
の
額
に
変
更
が
あ
る
と
き
は
、
変
更
す
べ
き
補
助
金
の
額
を
決
定
し
、
海
老
名
市
自
主
防
災
組
織

防
災
物
品
整
備
事
業
補
助
金
変
更
交
付
決
定
通
知
書
（
第
４
号
様
式
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。
 

 
(２

) 
補
助
金
の
額
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
他
の
補
助
事
業
の
変
更
に
承
認
し
、
海
老
名
市
自
主
防
災
組

織
防
災
物
品
整
備
事
業
補
助
金
変
更
承
認
通
知
書
（
第
５
号
様
式
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
補
助
事
業
の
中
止
又
は
廃
止
）
 

第
８
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
補
助
事
業
を
中
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
海
老
名
市
自
主
防
災
組
織
防
災
物
品
整
備
事
業
補
助
金
中
止
 

・
廃
止
申
請
書
（
第
６
号
様
式
）
に
必
要
な
書
類
を
添
付
し
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

２
 
市
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
請
に
係
る
書
類
等
を
審
査
し
、
補
助
事
業
を
中
止
し
、

又
は
廃
止
す
る
こ
と
が
妥
当
と
認
め
た
と
き
は
、
補
助
事
業
の
中
止
又
は
廃
止
を
承
認
し
、
海
老
名
市
自
主
防
災

組
織
防
災
物
品
整
備
事
業
補
助
金
中
止
・
廃
止
承
認
通
知
書
（
第
７
号
様
式
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。
 

 
（
実
績
報
告
）
 

第
９
条

 
補

助
金

の
交
付

を
受

け
た

者
は

、
補

助
事

業
が
完

了
し

た
と

き
（

補
助

対
象
防

災
物

品
を

整
備

し
た

と

き
。
）
は
、
海
老
名
市
自
主
防
災
組
織
防
災
物
品
整
備
事
業
補
助
金
実
績
報
告
書
（
第
８
号
様
式
）
に
必
要
な
書

類
を
添
付
し
、
20
日
以
内
に
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
補
助
金
の
額
の
確
定
）
 

第
１
０
条
 
市
長
は
、
前
条
の
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
報
告
書
等
の
審
査
に
よ
り
、
交
付
す
べ
き
補
助

金
の
額
を
確
定
し
、
海
老
名
市
自
主
防
災
組
織
防
災
物
品
整
備
事
業
補
助
金
確
定
通
知
書
（
第
９
号
様
式
）
に
よ

り
報
告
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
委
任
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
綱
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
  
 
 
《
平
成
10
年
４
月
１
日
・
制
定
》
 

 
 
 
《
平
成
15
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
《
平
成
18
年
４
月
１
日
・
全
部
改
正
》
 

 
 
 
《
平
成
24
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
《
平
成
27
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
《
平
成
28
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
《
平
成
28
年
９
月
30
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
《
平
成
29
年
４
月
１
日
・
全
部
改
正
》
 

 
 
 
《
平
成
30
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
《
令
和
２
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》

 
 
 
 
《
令
和
３
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》

 
 
 
 
《
令
和
４
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

別
表
（
第
３
条
関
係
）

 
補
助
対
象
防
災
物
品
一
覧
表

 
区
分

 
防

災
物

品
 

情
報

収
集
伝
達

物
品

 
ト

ラ
ン
シ
ー

バ
ー

 
ト

ラ
ン
ジ
ス

タ
ラ
ジ
オ

 
初
期

消
火
物
品

 
消

火
器

 
格

納
箱

 
消

火
薬
剤

 
バ

ケ
ツ

 
救
出

物
品

 
て

こ
棒

 
は

し
ご

 
脚

立
 

ジ
ャ
ッ
キ

 
掛

矢
 

シ
ョ
ベ
ル

 
つ

る
は
し

 
ハ

ン
マ
ー

 
運

搬
具

 
ロ

ー
プ

 
救
護

物
品

 
担

架
 

毛
布

 
救

急
セ
ッ
ト

（
医
薬
品

等
を

含
む

。
）

 
避
難

誘
導
物
品

 
メ

ガ
ホ
ン

 
ラ

イ
ト

 
給
食

給
水
物
品

 
給

食
用
釜

 
ポ

リ
タ
ン
ク

 
備

蓄
用
飲
料

水
 

備
蓄
用
食
料

 
そ
の

他
の
物
品

 
備

蓄
倉
庫

 
ヘ

ル
メ
ッ
ト

 
土

の
う
袋

 
防

水
シ
ー
ト

 
テ

ン
ト

 
発

電
機

 
感

震
ブ
レ
ー

カ
ー

 
そ
の

他
市
長
が

特
に

認
め
た
も
の

 
 
備
考
 
補
助
対
象
防
災
物
品
の
購
入
に
係
る
費
用
の
ほ
か
、
自
主
防
災
組
織
名
等
の
印
字
及
び
建
築
確
認
申
請
等

の
費
用
も
補
助
事
業
に
含
む
。

 
  

 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
第
１
号
様
式
 
略

 
 
第
２
号
様
式
 
略

 
 
第
３
号
様
式
 
略

 
 
第
４
号
様
式
 
略

 
 
第
５
号
様
式
 
略

 
 
第
６
号
様
式
 
略

 
 
第
７
号
様
式
 
略

 
 
第
８
号
様
式
 
略

 
 
第
９
号
様
式
 
略
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
20
 
海
老
名
市
防
災
指
導
員
設
置
要
綱
 

 
 
 
海
老
名
市
防
災
指
導
員
設
置
要
綱
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
海
老
名
市
自
主
防
災
組
織
育
成
指
導
要
綱
第
17
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
海
老
名
市
防
災
指

導
員
（
以
下
「
防
災
指
導
員
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び
活
動
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。
 

 
（
活
動
）
 

第
２
条
 
防
災
指
導
員
が
行
う
活
動
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
市
民
に
対
す
る
防
災
知
識
の
普
及
 

 
(２

) 
自
主
防
災
訓
練
の
指
導
等
 

 
(３

) 
自
主
防
災
組
織
の
育
成
 

 
(４

) 
災
害
に
よ
る
被
害
の
軽
減
 

 
(５

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
防
災
等
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
（
推
薦
等
）
 

第
３
条
 
自
治
会
長
は
、
防
災
指
導
員
候
補
者
推
薦
基
準
に
基
づ
き
、
市
内
に
居
住
す
る
次
の
要
件
を
満
た
す
者
の

う
ち
か
ら
、
防
災
指
導
員
に
相
応
し
い
と
認
め
た
者
を
、
海
老
名
市
防
災
指
導
員
候
補
者
推
薦
書
（
第
１
号
様
式
）

（
以
下
「
推
薦
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
市
長
に
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
防
災
活
動
に
意
欲
を
有
し
、
指
導
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 

 
(２

) 
防
災
資
機
材
の
取
扱
方
法
及
び
技
術
の
習
得
に
意
欲
的
な
者
 

 
(３

) 
当
該
自
治
会
が
実
施
す
る
防
災
訓
練
及
び
市
が
実
施
す
る
活
動
等
に
参
加
可
能
な
者
 

２
 
自
治
会
長
は
、
前
項
の
推
薦
書
を
、
市
長
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
市
長
は
、
当
該
自
治
会
長
が
第
１
項
に
掲
げ
る
推
薦
書
を
提
出
し
た
日
以
後
に
自
治
会
長
の
交
代
が
あ
っ
た
場

合
で
も
、
当
該
推
薦
書
は
こ
の
要
綱
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
手
続
き
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

４
 
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
海
老
名
市
危
機
管
理
課
は
、
第
１
４
条
に
規
定
す
る
役
員
会
の

会
長
の
承
認
を
得
た
上
、
防
災
指
導
員
に
相
応
し
い
と
認
め
た
者
を
推
薦
書
に
よ
り
、
市
長
に
推
薦
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

 
（
防
災
指
導
員
の
認
定
）
 

第
４
条
 
市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
推
薦
を
さ
れ
た
者
で
、
市
が
主
催
す
る
防
災
指
導
員
基
礎
講
座
を
修
了
し

た
も
の
を
防
災
指
導
員
の
資
格
を
有
す
る
者
（
以
下
「
認
定
資
格
者
」
と
い
う
。
）
と
し
て
認
定
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
認
定
資
格
者
に
海
老
名
市
防
災
指
導
員
認
定
証
（
第
２
号
様
式
。
以
下
「
認
定
証
」
と
い
う
。
）
を

交
付
す
る
。
 

 
（
防
災
指
導
員
の
登
録
）
 

第
５
条
 
認
定
資
格
者
の
う
ち
、
防
災
指
導
員
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
を

希
望

す
る

者
（

以
下

「
申

出
者

」
と

い

う
。
）
は
、
海
老
名
市
防
災
指
導
員
登
録
申
出
書
（
第
３
号
様
式
）
に
よ
り
、
市
長
に
登
録
を
申
し
出
る
も
の
と

す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
防

災
指
導
員
と
し
て
登
録
し
、
海
老
名
市
防
災
指
導
員
登
録
証
（
第
４
号
様
式
。
以
下
「
登
録
証
」
と
い
う
。
）
を

申
出
者
に
交
付
す
る
。
 

３
 
防
災
指
導
員
の
登
録
期
間
は
、
１
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
延
長
を
妨
げ
な
い
。
 

 
（
登
録
台
帳
の
作
成
）
 

第
６
条
 
市
長
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
し
た
者
（
以
下
、
「
防
災
指
導
員
登
録
者
」
と
い
う
。
）

の
情
報
を
、
登
録
台
帳
（
以
下
「
台
帳
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
登
録
変
更
の
手
続
）
 

第
７
条
 
防
災
指
導
員
登
録
者
は
、
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
海
老

名
市
防
災
指
導
員
登
録
変
更
届
出
書
（
第
５
号
様
式
）
に
よ
り
、
市
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

２
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
台
帳
の
登
録
事
項
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
登
録
抹
消
の
手
続
）
 

第
８
条
 
防
災
指
導
員
登
録
者
は
、
第
２
条
の
活
動
に
協
力
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
海
老
名
市
防
災
指
導
員
登

録
抹
消
申
出
書
（
第
６
号
様
式
）
に
登
録
証
を
添
付
し
、
市
長
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
防
災
指
導
員
登
録
者
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
の
内
容
を
審
査

し
、
台
帳
か
ら
抹
消
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
台
帳
の
登
録
事
項
を
抹
消
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
海
老
名
市
防
災
指
導
員
登
録
抹
消
通
知
書
（
第
７
号
様
式
）
に
よ
り
登
録
者
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。
 

３
 
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
は
、
第
２
条
に
規
定
す
る
活
動
に
お
い
て
、
著
し
く
秩
序
を
乱
す
行
為

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
登
録
者
が
い
る
場
合
は
、
当
該
登
録
者
の
台
帳
登
録
事
項
を
抹
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
編
成
）
 

第
９
条
 
自
治
会
長
は
、
防
災
指
導
員
登
録
者
を
別
図
第
１
の
自
主
防
災
隊
編
成
図
に
お
け
る
自
主
防
災
隊
に
配
置

す
る
場
合
は
、
当
該
自
治
会
で
調
整
し
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
訓
練
等
）
 

第
１
０
条
 
市
長
は
、
防
災
指
導
員
登
録
者
に
対
し
て
、
第
２
条
に
規
定
す
る
活
動
を
実
施
す
る
た
め
、
訓
練
等
を

行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
報
告
）
 

第
１
１
条
 
防
災
指
導
員
登
録
者
は
、
次
に
掲
げ
る
訓
練
等
に
参
加
し
た
と
き
は
、
海
老
名
市
防
災
指
導
員
活
動
報

告
書
（
第
８
号
様
式
）
の
提
出
に
よ
り
、
市
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
市
が
依
頼
す
る
防
災
訓
練
、
防
災
啓
発
等
 

 
(２

) 
当
該
自
治
会
で
実
施
す
る
防
災
訓
練
 

 
(３

) 
そ
の
他
市
長
が
認
め
る
訓
練
等
 

 
（
謝
礼
）
 

第
１
２
条
 
市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
報
告
を
し
た
防
災
指
導
員
登
録
者
に
対

し
て
、
海
老
名
市
防
災
指
導
員
謝
礼
支
払
基
準
に
基
づ
き
、
謝
礼
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
貸
与
）
 

第
１
３
条
 
市
長
は
、
防
災
指
導
員
登
録
者
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
等
を
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
防
災
指
導
員
登
録
者
は
、
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
、
又
は
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
抹

消
を
さ
れ
た
と
き
は
、
貸
与
さ
れ
た
ヘ
ル
メ
ッ
ト
等
を
市
長
に
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(役

員
会
等
) 

第
１
４
条
 
市
長
は
、
第
２
条
の
活
動
等
の
連
携
及
び
調
整
等
を
行
う
た
め
、
役
員
会
を
設
置
す
る
。
 

２
 
役
員
会
の
定
数
は
６
名
と
し
、
そ
の
内
訳
は
別
表
第
２
の
と
お
り
と
す
る
。
 

３
 
役
員
会
の
役
員
は
、
別
表
第
２
に
規
定
す
る
Ａ
か
ら
Ｅ
ま
で
の
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
防
災
指
導
員
登
録
者
の
互
選

に
よ
り
選
任
す
る
。
 

 
（
会
長
及
び
副
会
長
）
 

第
１
５
条
 
役
員
会
に
会
長
１
名
及
び
副
会
長
２
名
を
置
く
。
 

２
 
会
長
及
び
副
会
長
は
、
役
員
の
互
選
に
よ
り
定
め
る
。
 

３
 
会
長
は
、
役
員
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
括
す
る
。
 

４
 
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

 
（
招
集
等
）
 

第
１
６
条
 
市
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
防
災
指
導
員
登
録
者
を
招
集
し
、
会
議
等
を
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
議
等
を
開
催
す
る
場
合
は
、
役
員
会
会
長
を
議
長
と
し
、
議
事
進
行
を
行
う
も
の
と

す
る
。
 

 
（
事
務
局
）
 

第
１
７
条
 
防
災
指
導
員
に
係
る
事
務
局
は
、
危
機
管
理
課
に
置
く
。
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資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

 
（
補
則
）
 

第
１
８
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。
 

  
 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
要
鋼
は
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
 
 
 
《
平
成
17
年
10
月
19
日
・
制
定
》
 

 
 
 
 
《
平
成
24
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
24
年
11
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
25
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
平
成
27
年
４
月
１
日
・
全
部
改
正
》
 

 
 
 
 
《
令
和
３
年
４
月
１
日
・
一
部
改
正
》
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
第
３
号
様
式
 
略
 

資
料

 
２

 
条

例
・

要
綱

等
  

資
料
２
－
21
 
海
老
名
市
地
域
防
災
計
画
に
定
め
る
大
規
模
な
工
場
そ
の
他
の
施
設
の
用
途
及
び
規
模
の
基
準
に
関

す
る
条
例
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成

29
年

10
月
３
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
条
例
第

24
号
 

  
 
 
海
老
名
市
地
域
防
災
計
画
に
定
め
る
大
規
模
な
工
場
そ
の
他
の
施
設
の
用
途
及
び
規
 

模
の
基
準
に
関
す
る
条
例
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
水
防
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
３
号
）
第
１
５
条
第
１
項
第
４
号
ハ
の
規
定
に
基
づ

き
、
海
老
名
市
地
域
防
災
計
画
に
大
規
模
な
工
場
そ
の
他
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
を
定
め
る
場
合
の
当
該
施

設
の
用
途
及
び
規
模
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
基
準
）
 

第
２
条
 
前
条
の
基
準
は
、
工
場
、
作
業
場
又
は
倉
庫
で
、
延
べ
面
積
が
１
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 資
料
２
－
22
 
海
老
名
市
地
区
防
災
計
画
 

管
理
 

番
号
 

自
治
会
名
 

作
成
年
月
日
 

１
 

ル
ネ
・
エ
ア
ズ
ヒ
ル
 

令
和
３
年
２
月
22
日
 

２
 

海
老
名
み
ず
ほ
ハ
イ
ツ
 

令
和
３
年
２
月
22
日
 

３
 

え
び
な
団
地
 

令
和
３
年
２
月
22
日
 

４
 

さ
つ
き
町
 

令
和
３
年
２
月
22
日
 

５
 

さ
つ
き
住
宅
 

令
和
３
年
２
月
22
日
 

６
 

海
老
名
ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
 

令
和
３
年
２
月
22
日
 

７
 

か
し
わ
台
ク
ラ
ル
テ
 

令
和
３
年
２
月
22
日
 

８
 

東
建
ニ
ュ
ー
ハ
イ
ツ
海
老
名
 

令
和
３
年
２
月
22
日
 

９
 

ル
ア
ン
ジ
ュ
さ
が
み
野
 

令
和
３
年
２
月
22
日
 

10
 

サ
ン
パ
ル
ク
65
0 

令
和
３
年
２
月
22
日
 

11
 

上
今
泉
二
丁
目
 

令
和
５
年
２
月
20
日
 

12
 

浜
田
 

令
和
５
年
２
月
20
日
 

13
 

国
分
寺
台
４
丁
目
 

令
和
５
年
２
月
20
日
 

14
 

勝
瀬
 

令
和
５
年
２
月
20
日
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資料 ３ 情報伝達 
 

 

資料３－１ 防災行政無線局同報系無線設備一覧 

【140】  【44】 

管理
番号 

所 在 地 目   標 
スピーカ
ー 

アンサー
バック 

１ 国分南1-26-11 第１分団火の見 ● － 

２ 望地2-341-3 望地道上公園 ● － 

３ 国分北2-3232-1 文化財収蔵庫 ● － 

４ 国分北1-3074-3 
富士エクスプレス株式会社 
関東配送センター 西側 

● － 

５ 国分北4-10-1 杉本小学校 屋上 ● ● 

６ 勝瀬6-27 勝瀬文化センター 東側 ● － 

７ 国分寺台1-4124-148 国分寺台第一児童公園 ● － 

８ 国分寺台2-13-1 大谷小学校 屋上 ● ● 

９ 国分寺台3-5344-56 国分寺台樽井児童公園 ● － 

10 国分寺台5-5137-123 国分寺台鍛冶返児童遊園 ● － 

11 大谷北3-4-27 第２分団火の見 ● － 

12 大谷南4-3264-3 大谷近隣公園 西側 ● － 

13 中新田2-1549-1  中新田諏訪神社 ● － 

14 中新田3-27-22 第３分団火の見 ● － 

15 河原口1-351-1 庭司苑 南側 ● － 

16 － － － － 

17 河原口2-22-23 第４分団火の見 ● － 

18 上郷1-15-2 第５分団火の見 ● － 

19 下今泉5-8-59 第６分団火の見 ● － 

20 上今泉2-1457-1 有限会社 水村建築設計事務所 西側 ● － 

21 上今泉2-9-28 第７分団火の見 ● － 

22 上今泉4-984-5 上今泉第一児童遊園 北側 ● － 

23 上今泉5-28-1 上今泉第三児童公園 ● － 

24 上今泉6-39 亀島自然公園 東側 ● － 

25 柏ケ谷3-8-4 DAISO海老名かしわ台店 ● － 

26 柏ケ谷2-16-1 相模鉄道 かしわ台駅構内（東口側） ● － 

27 東柏ケ谷2-14-12 柏ケ谷コミュニティセンター 屋上 ● ● 

28 東柏ケ谷6-1439-2 さがみ野中央病院 東側 ● － 

29 東柏ケ谷4-2007 株式会社 中村屋 神奈川工場 北側 ● － 

30 中河内1153-3 第９分団火の見 ● － 

31 杉久保北2-1112 関東緑地土木株式会社 北側 ● － 

32 上河内249-2 市営上河内住宅屋上 ● － 

33 杉久保南4-2615 椿地蔵 東側 ● － 

34 杉久保北5-1-1 県立かながわ農業アカデミー 南側 ● － 

35 今里2-399 マルイチストアー 南側 ● － 

36 社家2-23-26 法閑寺 西側 ● － 
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資料 ３ 情報伝達 
 

 

管理
番号 

所 在 地 目   標 
スピーカ
ー 

アンサー
バック 

37 ― ― － － 

38 中野2-184-2 中野桜野児童遊園 ● － 

39 門沢橋1-19-1 門沢橋小学校 屋上 ● ● 

40 門沢橋4-2166-1 渋谷神社 南側 ● － 

41 本郷2839-1 株式会社 毎日新聞首都圏センター 北側 ● － 

42 本郷472 根公民館 ● － 

43 本郷1240-6 居合公民館 ● － 

44 大谷816 消防署本署 訓練塔 ● － 

45 国分南3-28-10 ひさご塚公園 北側 ● － 

46 望地1-177-31 望地道下公園 ● － 

47 国分南2-1613-5 国分やまに平児童遊園 ● － 

48 国分北1-3117-3 竹の子広場 北側 ● － 

49 大谷北4-4786 横須賀市水道道 ● － 

50 杉久保北3-1297-1 杉久保小学校 北側 ● － 

51 中新田2-69-1 海老名警察署海西交番 東側 ● － 

52 今里3-143-2 ふれあい公園 ● － 

53 河原口3-13-1 有鹿小学校 屋上 ● ● 

54 － － － － 

55 下今泉3-295-5 有限会社 石室もやし店 北側 ● － 

56 上今泉5-8-1 上今泉第一児童公園 ● － 

57 柏ケ谷5-219 伊勢下村橋 東側 ● － 

58 杉久保南5-2696-1 有限会社 金庫屋 西側 ● － 

59 社家3-1120 みなみ幼稚園 西側 ● － 

60 門沢橋6-183 神部バラ園 西側 ● － 

61 本郷5014 下河内公民館 ● － 

62 本郷3255-2 新宿公民館 ● － 

63 国分北3-3649-217 大松原第三児童遊園 ● － 

64 東柏ケ谷2-1303-7 相模鉄道 さがみ野駅南口（東側） ● － 

65 東柏ケ谷6-9-7 東柏ケ谷小学校（校舎側） ● ● 

66 中野1-413 株式会社 市川米穀 東側 ● － 

67 柏ケ谷4-5 東建ニューハイツ海老名 ● － 

68 中新田4-1226 上台ノ原公園 ● － 

69 国分北1-437-4 国分尼寺公園 ● － 

70 杉久保北4-1711-1 杉久保富谷児童公園 ● － 

71 国分南1-1890 史跡相模国分寺跡 北側 ● － 

72 中央1-18-1 ビナウォーク６番館駐車場屋上 ● － 

73 門沢橋2-22-7 門沢橋保育園 ● － 

74 柏ケ谷6-3-1 かしわ台クラルテ 東側 ● － 
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資料 ３ 情報伝達 
 

 

管理
番号 

所 在 地 目   標 
スピーカ
ー 

アンサー
バック 

75 上今泉5-39-1 上今泉神後谷児童公園 ● － 

76 東柏ケ谷3-17-38 東柏ケ谷三丁目自治会館 ● － 

77 東柏ケ谷1-1524-1 みのわ酒店 北側 ● － 

78 下今泉1-1119-100 下今泉第二公園 ● － 

79 河原口2-533 安養院 東側 ● － 

80 国分寺台2-5580-230 大谷峰橋 北側 ● － 

81 大谷南2-3441-1 大谷中学校 西側 ● － 

82 － － － － 

83 杉久保南3-2357 関東フジタカサービス株式会社 北側 ● － 

84 本郷3750 県畜産技術センター ● － 

85 本郷5156 本郷自動車整備工場 北側 ● － 

86 門沢橋5-2282-3 門沢橋平泉公園 ● － 

87 国分南3-11-1 海老名中学校 屋上 ● ● 

88 本郷576-4 本郷工業団地内 ● － 

89 上今泉1-6-45 
星谷児童公園 ※アンサーバック設置場所
は、上今泉コミュニティセンター 

● ● 

90 柏ケ谷2-6-1 柏ケ谷小学校 屋上 ● ● 

91 上今泉2028 今泉小学校 屋上 ● ● 

92 下今泉2-587-1 
ホームセンターくろがねや海老名下今泉店東
側 

● － 

93 大谷北4-4364-1 コープかながわ大谷店 ● － 

94 門沢橋3-1067-4 門沢橋新田第一児童遊園 ● － 

95 東柏ケ谷1-29-49 第８分団火の見 ● － 

96 大谷南3-4805-4 特別養護老人ホーム 和心 東側 ● － 

97 杉久保南1-923 柳田ハイツ 東側 ● － 

98 中野3-1908-2 牛村洋蘭 南側 ● － 

99 門沢橋6-301 居合橋 南側 ● － 

100 下今泉1-2099 メイツ海老名 北側 ● － 

101 扇町125 扇町第一公園 ● － 

102 社家4014-1 海老名運動公園 ● － 

103 社家5-10-1 社家小学校 屋上 ● ● 

104 本郷6007-1 有馬交番 南側 ● － 

105 本郷2298-1 本郷自治会館 ● － 

106 中央1-291-3 海老名中央公園西側 ● ● 

107 国分南4-1350-9 国分宮ノ台児童遊園 ● － 

108 国分寺台4-5137-235 国分寺台第四児童公園 ● － 

109 大谷南2-10-1 大谷中学校 屋上 ● ● 

110 河原口4-1109-8 ルアンジュ海老名 北側 ● － 

111 国分北3-3360-1 国分第一児童公園 ● － 
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資料 ３ 情報伝達 
 

 

管理
番号 

所 在 地 目   標 
スピーカ
ー 

アンサー
バック 

112 上今泉6-286-2 産川せせらぎ公園 西側 ● － 

113 東柏ケ谷2-1707-3 東京電力株式会社 大塚変電所 西側 ● － 

114 社家6-87-1 旧社家小町広場 ● － 

115 中新田3-35-1 県相模川左岸土地改良区  土地改良センター ● － 

116 門沢橋2-2138-1 門沢橋第一児童公園 ● － 

117 国分北1-3029 国分第二公園 ● － 

118 今里2-408-25 今里第一児童遊園 ● － 

119 東柏ケ谷5-1380-4 柏ケ谷第三公園 ● － 

120 浜田町17-5 大谷小学校 北側 ● － 

121 杉久保北3-4907 杉久保釜坂公園 北側 ● － 

122 中河内1784 有馬小学校 屋上 ● ● 

123 今里1-296-2 株式会社 ミヤダイ中央社 北側 ● － 

124 さつき町58 海西中学校 屋上 － ● 

125 上今泉6-14-1 北部公園体育館 － ● 

126 下今泉1-17-55 下今泉コミュニティセンター － ● 

127 国分南4-14-1 国分コミュニティセンター － ● 

128 大谷南4-21-1 大谷コミュニティセンター － ● 

129 中新田2-16-14 中新田コミュニティセンター － ● 

130 杉久保北2-18-15 杉久保コミュニティセンター － ● 

131 本郷4626-1 本郷コミュニティセンター － ● 

132 社家3-18-1 社家コミュニティセンター ● ● 

133 門沢橋1-20-41 門沢橋コミュニティセンター － ● 

134 めぐみ町6-3 総合福祉会館 － ● 

135 中新田383-1 わかば会館 ● ● 

136 さつき町51-2 
えびな市民活動センター(ビナレッジ) 
屋上 

● ● 

137 中新田3291-12 総合体育館 － ● 

138 めぐみ町6-1 海老名市文化会館 南側（備蓄倉庫側） ● － 

139 大谷北1-40-3 大谷第一児童公園 ● － 

140 社家5-27-1 県立有馬高校 グラウンド ● － 

141 中央3-3-13 ライオンズマンション海老名 屋上 ● － 

142 東柏ケ谷4-1985-81 東柏ケ谷大道付第三公園 ● － 

143 東柏ケ谷6-9-7 東柏ケ谷小学校 グラウンド ● － 

144 中新田1-15-1 中新田小学校 ● ● 

145 柏ケ谷1-13-1 柏ケ谷中学校 ● ● 

146 上郷2-1-1 県立相模三川公園 ● － 

147 国分北2-3332-2 弥生神社 駐車場 ● － 

148 本郷4046-1 県畜産技術センター 西側 ● － 
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管理
番号 

所 在 地 目   標 
スピーカ
ー 

アンサー
バック 

149 上今泉1840 今泉中学校 ● ● 

150 めぐみ町6-1 海老名市文化会館 北側 － ● 

151 中新田4-12-1 県立中央農業高等学校 － ● 

152 門沢橋6-369-4 西湘運輸 西側 ● － 

153 国分南3-12-3 海老名小学校 － ● 

154 中新田377 えびなこどもセンター － ● 

155 中新田1-26-1 県立海老名高等学校 － ● 

156 杉久保北4-4-1 杉久保小学校 － ● 

157 上今泉1-23-1 上星小学校 － ● 

158 本郷4601 有馬中学校 － ● 

159 勝瀬4-40 勝瀬文化センター － ● 

160 国分寺台2-10-23 国分寺台文化センター － ● 

161 中野1-2-2 第13分団器具置場 ● － 

162 柏ケ谷5-238-10 柏ケ谷緑地 ● － 

163 国分南2-1634-19 国分第三児童公園 ● － 

164 杉久保北5-1-1 県立かながわ農業アカデミー － ● 

165 社家5-27-1 県立有馬高等学校 － ● 

166 上今泉1-23-2 北部大型防災備蓄倉庫 － ● 

167 河原口4-878-6 河原口御手作公園 ●  
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資料３－２ 防災行政無線局移動系無線設備（ＭＣＡ無線機）一覧 

 (１) 半固定型無線機 【97】 

無線番号 局番号帳名称 設 置 場 所 

１００ 危機管理１ 危機管理課 

１０１ 危機管理２ 市庁舎放送室 

１０２ 北部大型 北部大型防災備蓄倉庫 

１０３ 中部大型 中部大型防災備蓄倉庫 

１０４ 南部大型 南部大型防災備蓄倉庫 

１０５ 危機管理３ 市役所庁舎放送室 

２００ 消防本部 警防課 

２０１ 消防災対室 消防災害対策室 

２０２ 消防北分署 消防署北分署 

２０３ 消防南分署 消防署南分署 

２０４ 消防西分署 消防署西分署 

３００ 避難所１ 地域づくり課 

３０１ 柏ケ谷コミ 柏ケ谷コミュニティセンター 

３０２ 大谷コミ 大谷コミュニティセンター 

３０３ 中新田コミ 中新田コミュニティセンター 

３０４ 上今泉コミ 上今泉コミュニティセンター 

３０５ 国分コミ 国分コミュニティセンター 

３０６ 杉久保コミ 杉久保コミュニティセンター 

３０７ 門沢橋コミ 門沢橋コミュニティセンター 

３０８ 本郷コミ 本郷コミュニティセンター 

３０９ 社家コミ 社家コミュニティセンター 

３１０ 下今泉コミ 下今泉コミュニティセンター 

３１１ 勝瀬文化 勝瀬文化センター 

３１２ 国分寺文化 国分寺台文化センター 

３１３ 北部体育館 北部公園体育館 

３１４ ビナレッジ えびな市民活動センター（ビナレッジ） 

３１５ 運動公園 運動公園管理事務所 

３２０ 避難所２ 教育総務課 

３２１ 海老名小 海老名小学校 

３２２ 柏ケ谷小 柏ケ谷小学校 

３２３ 東柏ケ谷小 東柏ケ谷小学校 

３２４ 上星小 上星小学校 

３２５ 有鹿小 有鹿小学校 

３２６ 中新田小 中新田小学校 

３２７ 大谷小 大谷小学校 

３２８ 有馬小 有馬小学校 
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無線番号 局番号帳名称 設 置 場 所 

３２９ 有馬中 有馬中学校 

３３０ 社家小 社家小学校 

３３１ 門沢橋小 門沢橋小学校 

３３２ 杉久保小 杉久保小学校 

３３３ 今泉小 今泉小学校 

３３４ 杉本小 杉本小学校 

３３５ 海老名中 海老名中学校 

３３６ 海西中 海西中学校 

３３７ 柏ケ谷中 柏ケ谷中学校 

３３８ 大谷中 大谷中学校 

３３９ 今泉中 今泉中学校 

３４０ 温故館 海老名市温故館 

３４１ 歴史収蔵館 歴史資料収蔵館 

３４２ 食の創造館 食の創造館 

３４３ 教育支援 教育支援センター 

４００ 応急復旧１ 道路管理課 

４０１ 応急復旧２ 都市計画課 

４０２ 文化会館 文化会館 

４０３ 中央図書館 中央図書館 

４０４ 安全安心 えびな安全安心ステーション 

５００ 物資輸送１ 財産・車両課 

５０１ 物資輸送２ 環境政策課 

５０２ 資源センタ 資源化センター 

５０３ 美化センタ 美化センター 

５０４ 高座清掃 高座清掃施設組合 

５０５ 今里給油所 今里給油所 

６００ 医療介護１ 福祉政策課 

６０１ 医療介護２ 健康推進課 

６０２ 医療介護３ 生活支援課 

６０３ 医療介護４ 地域包括ケア推進課 

６０４ 医療介護５ 障がい福祉課 

６０５ 医療介護６ 保育・幼稚園課 

６０６ 医療センタ 医療センター 

６０７ 総合体育館 総合体育館 

６０８ 福祉会館 総合福祉会館 

６０９ 生きがい 高齢者生きがい会館 

６１０ わかば会館 わかば会館 

６１１ レインボー 
障害者第一デイサービスセンター 

（レインボードリーム） 
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無線番号 局番号帳名称 設 置 場 所 

６１２ かっぱ堂 障害者第二デイサービスセンター（かっぱ堂） 

６１３ あきば 障害者第三デイサービスセンター（あきば） 

６１４ えびな支援 えびな支援学校 

６１５ 柏ケ谷保育 柏ケ谷保育園 

６１７ 中新田保育 中新田保育園 

６１８ ― ― 

６１９ 門沢橋保育 門沢橋保育園 

６２０ 上河内保育 上河内保育園 

７００ 相鉄海老名 相鉄海老名駅 

７０１ 小田急電鉄 小田急海老名駅 

７０２ ＪＲ海老名 ＪＲ海老名駅 

７０３ アツギ株 アツギ（株） 

７０４ コカコーラ コカ・コーラ ボトラーズジャパン（株）海老名工場 

７０５ ＩＪＴＴ （株）ＩＪＴＴ 海老名工場 

７０６ ＦＦＢＩ 富士フイルムビジネスイノベーション 

７０７ メグミルク 雪印メグミルク（株）海老名工場 

７０８ リコー （株）リコーテクノロジーセンター 

７０９ 日本郵便 日本郵便（株）神奈川西郵便局 

７１０ 海老総病院 海老名総合病院 

７１１ さが中病院 さがみ野中央病院 

７１２ 湘陽病院 湘陽かしわ台病院 

７１３ 腎健 腎健クリニック 

７１４ 海老名警察 海老名警察署 

７１５ 横国事務所 国土交通省（横浜国道事務所） 
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 (２) 携帯型無線機 【22】 

無線番号 局番号帳名称 設 置 場 所 

１５０ 市長車携帯 市長車両 

１５１ 危機携帯１ 危機管理課 

１５２ 危機携帯２ 危機管理課 

１５３ 危機携帯３ 危機管理課 

１５４ 危機携帯４ 危機管理課 

１５５ 危機携帯５ 危機管理課 

１５６ 危機携帯６ 危機管理課 

１５７ 危機携帯７ 危機管理課 

１５８ 危機携帯８ 危機管理課 

２５０ 消防署携帯 消防署 

３５０ 補完携帯１ 社家コミセン（中央農業高校分） 

３５１ 補完携帯２ 中新田コミセン（海老名高校分） 

３５２ 補完携帯３ 門沢橋コミセン（有馬高校分） 

３５３ 補完携帯４ 杉久保コミセン（農業アカデミー分） 

４５０ 応急携帯１ 道路管理課 

４５１ 応急携帯２ 道路管理課 

４５２ 応急携帯３ 道路管理課 

４５３ 応急携帯４ 都市計画課 

４５４ 応急携帯５ 都市計画課 

４５５ 応急携帯６ 都市計画課 

６５０ ビナスポ 医療センター（ビナスポ分） 

７５０ 第４施設群 陸上自衛隊座間駐屯地 
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 (３) 車両設置型無線機 【38】 

無線番号 局番号帳名称 車両所管課 車番 

１７０ 危機車両１ 危機管理課 危機対処型起震車 相模 800 せ 2438 

１７１ 危機車両２ 危機管理課 防災２ 相模 100 せ 5460 

１７２ 危機車両３ 財産・車両課 26号車 相模 480 ち 4186 

２７０ 消防車両１ 警防課 指導１ 相模 800 す 2160 

２７１ 消防車両２ 警防課 作業１ 相模 800 す 6983 

３７０ 避難車両１ 財産・車両課 １号車 相模 580 こ 4164 

３７１ 避難車両２ 財産・車両課 ３号車 相模 581 え 3005 

３７２ 避難車両３ 財産・車両課 ２号車 相模 581 あ 5972 

３７３ 避難車両４ 財産・車両課 18号車 相模 502 の 9085 

３７４ 避難車両５ 教育総務課  C９号車 相模 580 く 1561 

３７５ 避難車両６ 教育総務課  C17号車 相模 400 た 6277 

３７６ 避難車両７ 教育総務課・文化財 C18号車 相模 400 た 3448 

３７７ 避難車両８ 就学支援課 C10号車 相模 581 さ 3066 

３７８ 避難車両９ 就学支援課 C11号車 相模 581 さ 3067 

３７９ 避難車両１０ 就学支援課 C５号車 相模 581 あ 7806 

４７０ 応急車両１ 道路管理課 38号車 相模 800 す 1230 

４７１ 応急車両２ 道路管理課 37号車 相模 800 す 2790 

４７２ 応急車両３ 道路管理課 36号車 相模 480 く 8602 

４７３ 応急車両４ 道路管理課 58号車 相模 100 す 7256 

４７４ 応急車両５ 財産・車両課 ６号車 相模 480 き 9718 

４７５ 応急車両６ 下水道課 16号車 相模 480 た 3593 

４７６ 応急車両７ 下水道課 15号車 相模 480 そ 6167 

５７０ 輸送車１ 財産・車両課 10号車 相模 480 え 8301 

５７１ 輸送車２ 財産・車両課 44号車 相模 400 に 6097 

５７３ 輸送車３ 財産・車両課 50号車 相模 400 と 7855 

５７４ 輸送車４ 財産・車両課 19号車 相模 580 よ 5293 

５７５ 輸送車５ 財産・車両課 31号車 相模 400 た 6276 

５７６ 輸送車６ 財産・車両課 30号車 相模 501 そ 2964 

５７７ 輸送車７ 財産・車両課 60号車 相模 400 つ  887 

５７８ 輸送車８ 財産・車両課 59号車 相模 400 ち 2627 

５７９ 輸送車９ 財産・車両課 46号車 相模 400 な 7316 

５８０ 輸送車１０ 財産・車両課 22号車 相模 400 に 4125 

５８１ 輸送車１１ 財産・車両課 ８号車 相模 480 せ 3078 

５８２ 輸送車１２ 財産・車両課 45号車 相模 400 せ 6733 

５８３ 輸送車１３ 資源対策課 相模 131 ぬ   23 

５８４ 輸送車１４ 資源対策課 相模 800 す 1751 

６７０ 医療車両１ 福祉政策課 39号車 相模 501 ほ 4211 

６７１ 医療車両２ こども育成課 C13号車 相模 580 か 5407 
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資料３－３ 災害時用公衆電話（特設公衆電話）設置場所一覧 

№ 
設  置  場  所 

設置箇所 
建 物 名 所 在 地 

１ 柏ケ谷コミュニティセンター 東柏ケ谷2-4-12 玄関ホール 

２ 大谷コミュニティセンター 大谷南4-21-1 事務室 

３ 中新田コミュニティセンター 中新田2-16-14 事務室 

４ 上今泉コミュニティセンター 上今泉1-5-32 玄関ホール 

５ 国分コミュニティセンター 国分南4-14-1 玄関ホール 

６ 杉久保コミュニティセンター 杉久保北2-18-15 事務室 

７ 門沢橋コミュニティセンター 門沢橋1-20-41 ラウンジ 

８ 本郷コミュニティセンター 本郷4626-1 玄関ホール 

９ 社家コミュニティセンター 社家3-18-1 玄関ホール 

10 下今泉コミュニティセンター 下今泉1-17-55 事務室 

11 勝瀬文化センター 勝瀬4-40 玄関ホール 

12 国分寺台文化センター 国分寺台2-10-23 １階 ロビー 

13 北部公園体育館 上今泉6-14-1 １階出入口付近 

14 えびな市民活動センター（ビナレッジ） さつき町51-2 １階 ロビー 

15 海老名小学校 国分南3-12-3 体育館 

16 柏ケ谷小学校 柏ケ谷2-6-1 体育館 

17 東柏ケ谷小学校 東柏ケ谷6-9-7 体育館 

18 上星小学校 上今泉1-23-1 体育館 

19 有鹿小学校 河原口3-13-1 体育館 

20 中新田小学校 中新田1-15-1 体育館 

21 大谷小学校 国分寺台2-13-1 体育館 

22 有馬小学校及び有馬中学校 中河内1784 有馬小学校体育館 

23 社家小学校 社家5-10-1 体育館 

24 門沢橋小学校 門沢橋1-19-1 体育館 

25 杉久保小学校 杉久保北4-4-1 体育館 

26 今泉小学校 上今泉2028 体育館 

27 杉本小学校 国分北4-10-1 体育館 

28 海老名中学校 国分南3-11-1 体育館 

29 海西中学校 さつき町58 体育館 

30 柏ケ谷中学校 柏ケ谷1-13-1 体育館 

31 大谷中学校 大谷南2-10-1 体育館 

32 今泉中学校 上今泉1840 体育館 

33 総合福祉会館 めぐみ町6-3 玄関ホール 

34 わかば会館 中新田383-1 玄関ホール 

35 文化会館 めぐみ町6-1 待合室 

36 こどもセンター 中新田377 玄関ホール 
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資料 ３ 情報伝達 
 

 

№ 
設  置  場  所 

設置箇所 
建 物 名 所 在 地 

37 えびな市民活動センター（ビナスポ） さつき町51－21 １Ｆピンク電話カウンター 

38 かながわ農業アカデミー 杉久保北5-1-1 １階 玄関右側 

39 県立有馬高等学校 社家5-27-1 体育館事務室 

40 県立中央農業高等学校 中新田4-12-1 体育館入口 

41 県立海老名高等学校 中新田1-26-1 体育館２階入口 

42 県立えびな支援学校 中新田4-5-1 １階 事務室 
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資料 ３ 情報伝達 
 

 

資料３－４ 災害時優先電話一覧 

設 置 場 所 電話番号 設 置 場 所 電話番号 

海老名市役所（１階） 233-7976 上星小学校 232-3759 

海老名市役所（３階） 235-7018 有鹿小学校 231-2452 

海老名市役所（５階） 235-4400 中新田小学校 231-2144 

消防本部（２階） 231-1689 大谷小学校 231-2563 

消防本部（２階） 231-5153 有馬小学校 238-3269 

消防署北分署 231-5510 社家小学校 238-3255 

消防署南分署 238-0181 門沢橋小学校 238-3256 

消防署西分署 234-2850 杉久保小学校 238-3267 

海老名市文化会館 232-3231 今泉小学校 232-3744 

海老名市医療センター 231-1912 杉本小学校 233-6299 

わかば学園 235-2703 海老名中学校 231-3415 

海老名市障害者第二 

デイサービスセンター 
233-0333 有馬中学校 238-3261 

柏ケ谷保育園 231-0103 海西中学校 232-8056 

門沢橋保育園 238-3231 柏ケ谷中学校 233-6320 

中新田保育園 232-3259 大谷中学校 233-6309 

上河内保育園 239-3601 今泉中学校 233-6484 

海老名小学校 231-2186 中央図書館 231-5152 

柏ケ谷小学校 231-2152 教育支援センター 232-1011 

東柏ケ谷小学校 232-3845   
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資料 ４ 物資・資機材 
 

 

資料４－１ 大型防災備蓄倉庫設置場所一覧 

名   称 所 在 地 面  積 設置年月日 

北部大型防災備蓄倉庫 上今泉1-23-2 280.0㎡ 平成23年12月６日 

中部大型防災備蓄倉庫 大谷北1-5-1 287.5㎡ 平成24年11月22日 

南部大型防災備蓄倉庫 杉久保北4-11-14 289.0㎡ 平成25年12月10日 

 
資料４－２ 非常用発電設備一覧 

№ 設置場所 
出力 

（kVA） 

燃費 

（ℓ/ｈ） 

容量 

（ℓ） 
燃料 

１ 市役所 本庁舎 300 61 990 茶灯油 

２ 市役所 西棟 30 10 190 軽油 

３ 海老名市消防署 115 30 500 軽油 

４ 海老名市消防署 北分署 70 21 950 軽油 

５ 海老名市消防署 南分署 10 5.7 30 軽油 

６ 海老名市消防署 西分署 47 15 28 軽油 

７ 海老名市今里給油所 50 8.6 130 軽油 

８ 柏ケ谷コミュニティセンター 24 9.6 190 軽油 

９ 大谷コミュニティセンター 24 9.6 190 軽油 

10 中新田コミュニティセンター 24 9.6 190 軽油 

11 上今泉コミュニティセンター 24 9.6 190 軽油 

12 国分コミュニティセンター 24 9.6 190 軽油 

13 杉久保コミュニティセンター 24 9.6 190 軽油 

14 門沢橋コミュニティセンター 24 9.6 190 軽油 

15 本郷コミュニティセンター 24 9.6 190 軽油 

16 社家コミュニティセンター 24 9.6 190 軽油 

17 下今泉コミュニティセンター 24 9.6 190 軽油 

18 勝瀬文化センター 24 9.6 190 軽油 

19 国分寺台文化センター 35 9.6 190 軽油 

20 北部公園体育館 47.5 14 950 軽油 

21 えびな市民活動センター（ビナレッジ） 220 52 990 軽油 

22 海老名小学校 8 5.7 190 軽油 

23 柏ケ谷小学校 8 5.7 30 軽油 

24 東柏ケ谷小学校 8 5.7 30 軽油 

25 上星小学校 8 5.7 30 軽油 

26 有鹿小学校 8 5.7 190 軽油 

27 中新田小学校 8 5.7 190 軽油 

28 大谷小学校 8 5.7 190 軽油 

29 有馬小学校 15 5.7 190 軽油 

30 社家小学校 8 5.7 190 軽油 
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資料 ４ 物資・資機材 
 

 

№ 設置場所 
出力 

（kVA） 

燃費 

（ℓ/ｈ） 

容量 

（ℓ） 
燃料 

31 門沢橋小学校 8 5.7 30 軽油 

32 杉久保小学校 8 5.7 30 軽油 

33 今泉小学校 8 5.7 30 軽油 

34 杉本小学校 8 5.7 190 軽油 

35 海老名中学校 8 5.7 190 軽油 

36 海西中学校 8 5.7 190 軽油 

37 柏ケ谷中学校 8 5.7 30 軽油 

38 大谷中学校 8 5.7 190 軽油 

39 今泉中学校 8 5.7 190 軽油 

40 えびな市民活動センター（ビナスポ） 250 58 950 軽油 

41 総合福祉会館 130 31.5 990 軽油 

42 わかば会館 35 16.4 390 軽油 

43 わかば会館 75 16.6 75 軽油 

44 文化会館（大ホール） 250 58 490 軽油 

45 文化会館（小ホール） 130 30 95 軽油 

46 中央図書館 50 12.5 950 軽油 

47 医療センター 250 57.6 950 軽油 

48 こどもセンター 100 26.5 490 軽油 

49 食の創造館 200 49 950 軽油 

50 総合体育館 200 50.4 490 軽油 

51 運動公園管理事務所 55 13.8 35 軽油 

52 地下駐車場 200 50 150 軽油 

53 北部大型防災備蓄倉庫 24 9.6 190 軽油 

54 中部大型防災備蓄倉庫 24 9.6 190 軽油 

55 南部大型防災備蓄倉庫 24 9.6 190 軽油 

 
資料４－３ 今里給油所 

所在地 敷地面積 
備蓄燃料（最大） 

ガソリン 軽油 灯油 

今里一丁目３番45号 1416.78㎡ 20,000ℓ 40,000ℓ 20,000ℓ 

 
資料４－４ 災害時医療救護関連施設の非常用発電設備一覧 

設置場所 
出力 

（kVA） 
燃費 

（ℓ/ｈ） 
容量 
（ℓ） 

燃料 

海老名総合病院 750 162 1,950 Ａ重油 

湘陽かしわ台病院 80 20.6 500 軽油 

さがみ野中央病院 30 71.7 5,700 Ａ重油 

腎健クリニック 500 102.7 950 軽油 
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資料 ４ 物資・資機材 
 

 

資料４－５ 防災備蓄倉庫等設置場所一覧 

 (１) 防災備蓄倉庫等（アルミ倉庫等） 【50】 

名   称 設 置 場 所（所 在 地） 

海老名市防災備蓄倉庫１ 海老名市役所 西（北側） 
勝瀬175-1 

海老名市防災備蓄倉庫２ 海老名市役所 西（南側） 

海老名市防災備蓄倉庫３ 消防庁舎 大谷816 

海老名市防災備蓄倉庫４ 消防署南分署 Ｂ棟前（東側） 
上河内175-1 

海老名市防災備蓄倉庫５ 消防署南分署 Ｂ棟前（西側） 

消防署水防倉庫 消防庁舎 大谷816 

消防署北分署防災備蓄倉庫兼水防倉庫 消防署北分署 上今泉6-13-17 

消防署南分署防災備蓄倉庫兼水防倉庫 消防署南分署 車庫前 上河内175-1 

海老名市資機材倉庫 消防団第７分団敷地内 上今泉2-2842-1 

総合体育館 総合体育館 社家4032-1 

災害救援ボランティアセンター 文化会館（北側） めぐみ町6-1 

柏ケ谷コミュニティセンター 柏ケ谷第一児童公園 東柏ケ谷2-1678-5 

大谷コミュニティセンター 大谷近隣公園 大谷南4-3285-1 

中新田コミュニティセンター 中新田コミュニティセンター 中新田2-16-14 

上今泉コミュニティセンター 上今泉コミュニティセンター 上今泉1-5-32 

国分コミュニティセンター 国分コミュニティセンター 国分南4-14-1 

杉久保コミュニティセンター 杉久保コミュニティセンター 杉久保北2-18-15 

門沢橋コミュニティセンター及び 
有馬図書館 

門沢橋小学校（北側） 門沢橋1-19-1 

本郷コミュニティセンター 本郷コミュニティセンター 本郷4626-1 

社家コミュニティセンター 社家コミュニティセンター 社家3-18-1 

下今泉コミュニティセンター 下今泉コミュニティセンター 下今泉1-17-55 

勝瀬文化センター 勝瀬文化センター 勝瀬4-40 

国分寺台文化センター 国分寺台第二児童公園 国分寺台2-5417-48 

海老名小学校 海老名小学校 国分南3-12-3 

柏ケ谷小学校 柏ケ谷小学校 柏ケ谷2-6-1 

東柏ケ谷小学校 東柏ケ谷小学校 東柏ケ谷6-9-7 

上星小学校 上星小学校 上今泉1-23-1 

有鹿小学校 有鹿小学校 河原口3-13-1 

中新田小学校 中新田小学校 中新田1-15-1 

大谷小学校 大谷小学校 国分寺台2-13-1 

有馬小学校及び有馬中学校 有馬小学校 中河内1784 

社家小学校 社家小学校 社家5-10-1 

門沢橋小学校 門沢橋小学校（南側） 門沢橋1-19-1 

杉久保小学校 杉久保小学校 ※ 杉久保北4-4-1 

杉久保富谷児童公園資機材倉庫 杉久保富谷児童公園 杉久保北4-1711-1 
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資料 ４ 物資・資機材 
 

 

名   称 設 置 場 所（所 在 地） 

今泉小学校 今泉小学校 上今泉2028 

杉本小学校 杉本小学校 国分北4-10-1 

海老名中学校 海老名中学校 国分南3-11-1 

海西中学校 海西中学校 さつき町58 

柏ケ谷中学校 柏ケ谷中学校 柏ケ谷1-13-1 

大谷中学校 大谷中学校 大谷南2-10-1 

今泉中学校 今泉中学校 上今泉1840 

県立中央農業高等学校 県立中央農業高等学校 中新田4-12-1 

県立海老名高等学校 県立海老名高等学校 中新田1-26-1 

県立有馬高等学校 県立有馬高等学校 社家5-27-1 

県立えびな支援学校 県立えびな支援学校 中新田4-5-1 

文化会館及び中央図書館 文化会館（南側） めぐみ町6-1及び7-1 

こどもセンター こどもセンター 中新田377 

教育支援センター資機材倉庫 教育支援センター 中新田392-1 

  ※杉久保小学校には、物置型の倉庫に初動対応物品のみ保管。その他の物品に関しては、南部

大型防災備蓄倉庫に保管されている。 

 

 (２) 防災備蓄倉庫（施設内） 【10】 
名   称 設 置 場 所（所 在 地） 

柏ケ谷コミュニティセンター 
柏ケ谷コミュニティセンター 
２階 東側 

東柏ケ谷2-14-12 

勝瀬文化センター 
勝瀬文化センター 
施設内倉庫等 

勝瀬4-40 

北部公園体育館 北部公園体育館 １階 北東 上今泉6-14-1 

えびな市民活動センター 
（ビナレッジ） 

えびな市民活動センター 
（ビナレッジ） １階 北側 

さつき町51-2 

えびな市民活動センター 
（ビナスポ） 

えびな市民活動センター 
（ビナスポ） １階 階段下 

さつき町51-2 

東柏ケ谷近隣公園防災備蓄倉庫 東柏ケ谷近隣公園 東柏ケ谷1-1766-3 

県立かながわ農業アカデミー 
かながわ農業アカデミー 
１階講堂ステージ下 

杉久保北5-1-1 

わかば会館 わかば会館１階 中新田383-1 

総合福祉会館 総合福祉会館１階 めぐみ町6-3 

県立えびな支援学校 県立えびな支援学校１階体育館 中新田4-5-1 

海老名総合病院防災備蓄倉庫 海老名総合病院１階厨房 中央4-16-1 
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資料 ４ 物資・資機材 
 

 

 (３) 地区防災備蓄倉庫 【9】 

名   称 設 置 場 所（所 在 地） 

地区防災備蓄倉庫１ 国分逆川団地児童遊園 国分南2-1792-19 

地区防災備蓄倉庫２ 海老名みずほハイツ立体駐車場東側 大谷北1-6-7 

地区防災備蓄倉庫３ えびな団地４号棟東側 中新田2-7-5 

地区防災備蓄倉庫４ さつき住宅28号棟北側 さつき町1-7 

地区防災備蓄倉庫５ 海老名スカイハイツ 下今泉2-2-2 

地区防災備蓄倉庫６ 柏ケ谷第二児童公園 柏ケ谷4-600-1 

地区防災備蓄倉庫７ サンパルク650 Ｃ－５号南側 杉久保北4-3-5 

地区防災備蓄倉庫８ 柏ケ谷第三公園 東柏ケ谷5-1380-4 

地区防災備蓄倉庫９ かしわ台児童公園 柏ケ谷6-703-1 

 
資料４－６ 飲料水兼用貯水槽設置場所一覧 

  【19箇所・20基】                            （単位は㎥） 

設 置 場 所（所 在 地） 容量 

海老名市役所 勝瀬175-1 100 

柏ケ谷第一児童公園 東柏ケ谷2-1678-5 100 

杉久保富谷児童公園 杉久保北4-1711-1 100 

東柏ケ谷近隣公園 東柏ケ谷1-1766-3 200 

大谷近隣公園 大谷南4-3285-1 100 

海老名運動公園 社家4032-1 60 

上星小学校 上今泉1-23-1 100 

中新田小学校 中新田1-15-1 100 

大谷小学校 国分寺台2-13-1 100 

有馬小学校 中河内1784 100 

社家小学校 社家5-10-1 100 

今泉小学校 上今泉2028 100 

門沢橋小学校 門沢橋1-19-1 100 

杉本小学校 国分北4-10-1 100 

海老名中学校 国分南3-11-1 100 

海西中学校 さつき町58 100 

大谷中学校 大谷南2-10-1 100 

県立中央農業高等学校 中新田4-12-1 100 

海老名市教育支援センター 中新田392-1 100 

 

資料４－７ 地下水利用システム設置場所一覧 

名  称 所 在 地 

北部公園体育館（揚水能力 100t/20時間） 上今泉6-14-1 
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資料 ４ 物資・資機材 
 

 

資料４－８ 災害用指定配水池一覧 

（単位は㎥） 

名  称 所 在 地 配水池水量 確保水量 

上今泉配水池 上今泉4-22 19,020 8,550 

杉久保配水池 杉久保北3-27-1 12,039 3,930 

 
資料４－９ 災害時炊き出し施設一覧 

名   称 所 在 地 

海老名市食の創造館 中新田4-12-2 

海老名市食の創造館別館 中新田4-12-3 

東柏ケ谷小学校 調理場 東柏ケ谷6-9-7 

 
資料４－10 防災井戸 

名   称 所 在 地 

国分寺台第一児童公園 国分寺台1-4124-148 
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資料 ５ 避難・救援 

 

資料５－１ 海老名市防災協力農地一覧 

（単位は㎡） 

協力農地所在地 現況地目 面  積 

上今泉1-3853-1 畑 720 

望地 2-248・2-249 畑 1,408 

望地 2-614 畑 2,262 

本郷字上谷津4625-1 畑 875 

大谷北4-4388-1・4383-1 畑 1,107 

社家 3554-1 畑 857 

杉久保北3-1330-1 畑 2,706 

本郷 2873-1・2879-1 畑 1,820 

大谷北4-3614-1 畑 1,027 

上今泉2-1505-1・1506-1 畑 838 

上今泉2-1610-1 畑 1,004 

中野 3-1899-1・1899-4・1900-1 畑 1,892 

 

資料５－２ 水防法及び土砂災害防止法に基づき定める要配慮者利用施設一覧 

 

 凡例 

土砂災害 ○ 土砂災害警戒区域 

河川による浸水害 

Ａ 0.5メートル未満の区域 

Ｂ 0.5～3.0メートル未満の区域 

Ｃ 3.0～5.0メートル未満の区域 

Ｄ 5.0～10.0メートル未満の区域 

氾濫 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） 

河岸 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食） 

 

 (１) 医療法に規定する施設 

№ 施設の名称 所 在 地 土
砂 

相
模
川 

目
久
尻
川 

永
池
川 

鳩
川 

１ 海老名総合病院 中央4-16-1  Ｂ    

２ オアシス湘南病院 中河内1227-1  Ｂ  Ａ  

３ 葉梨整形外科 柏ケ谷6-5-8 ○     

４ 海老名ハートクリニック 中新田406  Ｂ    

５ 海老名耳鼻咽喉科クリニック 中央2-2-17  Ｂ    

 ※医療提供施設は有床施設に限る 

- 60 -



資料 ５ 避難・救援 

 

 (２) 児童福祉法に規定する施設 

№ 施設の名称 所 在 地 土
砂 

相
模
川 

目
久
尻
川 

永
池
川 

鳩
川 

１ 門沢橋保育園 門沢橋2-22-7  Ｂ    

２ 海老名たちばな保育園 下今泉5-8-23  Ｂ    

３ 中新田保育園 中新田4-19-1  Ｂ    

４ さがみ愛子園 河原口2-1-12  Ｂ    

５ ふたば愛子園 国分北3-1-43 ○     

６ 保育所すこやかハウス 中央4-11-3  Ｂ    

７ 虹の子保育園 中新田2-21-24  Ｃ    

８ 虹の子保育園分園 中新田3-15-45  Ｂ    

９ 木下の保育園海老名 中央1-13-1  Ｂ    

10 社家ゆめいろ保育園 社家6-14-5  Ｂ    

11 ひよこ保育園 上郷1-15-20  
Ｂ 

氾濫 
   

12 アツギリネン㈱幼児園 中新田2-16-26  Ｂ    

13 上河内保育園 上河内258-3  Ｂ    

14 えびなの風保育園 扇町5-1  Ｂ    

15 ひまわり保育園 中央4-16-2  Ｂ    

16 海老名キッズルーム さつき町1-22-104  Ｂ    

17 ぽとふ海老名 
国分南3-4-25 

エクラン八芳（２F) 
 Ｂ    

18 木下の保育園 めぐみ町 めぐみ町2-1  Ｂ    

19 海老名市立わかば学園 中新田383-1  Ｂ    

20 海老名ひかり 中央1-18-27  Ｂ    

21 しあわせの木海老名 今里2-23-11  Ｃ    

22 
総合幼児教室LITALICOジュニア 

海老名教室 

中央2-1-16 

海老名ｾﾝﾁｭﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ

ﾋﾞﾙ４階 

 Ｂ    

23 ファミリー・キッズ海老名 社家3-1-20  Ｂ    

24 
grand-mere patrie 

（グランメールパトリ） 
社家6-22-46  Ｂ    

25 
バンビーノ 児童デイサービス 

海老名中央 

中央3-4-17 

ｴｸｾﾙｺｰﾄ海老名301 
 Ｂ    

26 キンダーガーデンえびな 上郷1-10-25  Ｂ    

27 木の下保育園相模国分 中央1-16-31  Ｂ    

28 つげのきほいくえん 中央1-14-10  Ｂ    

29 ひなた保育園 国分北4-12-28   Ｂ   
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№ 施設の名称 所 在 地 土
砂 

相
模
川 

目
久
尻
川 

永
池
川 

鳩
川 

30 
grand-mere adorer 

（グランメールアドレ） 
中新田1-13-19  Ｂ    

 

 (３) 学校教育法に規定する施設 

№ 施設の名称 所 在 地 土
砂 

相
模
川 

目
久
尻
川 

永
池
川 

鳩
川 

１ 海老名幼稚園 さつき町5  Ｂ    

２ 有鹿幼稚園 河原口3-10-5  
Ｃ 

氾濫 
   

３ 海老名みなみ幼稚園 社家3-11-20  Ｂ    

４ 慶泉幼稚園 上今泉1-8-34 ○     

５ 神奈川県立えびな支援学校 中新田4-5-1  Ｂ    

６ 海老名小学校 国分南3-12-3 ○     

７ 有鹿小学校 河原口3-13-1  

Ｃ 

氾濫 

河岸 

   

８ 中新田小学校 中新田1-15-1  Ｂ    

９ 社家小学校 社家5-10-1  Ｂ    

10 門沢橋小学校 門沢橋1-19-1  Ｂ    

11 杉久保小学校 杉久保北4-4-1 ○     

12 今泉小学校 上今泉2028  Ｂ    

13 杉本小学校 国分北4-10-1   Ａ   

14 海老名中学校 国分南3-11-1 ○     

15 海西中学校 さつき町58  Ｂ    

16 柏ケ谷中学校 柏ケ谷1-13-1   Ａ   

17 大谷中学校 大谷南2-10-1 ○     

18 今泉中学校 上今泉1840  Ｂ    

- 62 -



資料 ５ 避難・救援 

 

 (４) 障害者総合支援法に規定する施設 

№ 施設の名称 所 在 地 土
砂 

相
模
川 

目
久
尻
川 

永
池
川 

鳩
川 

１ 海老名市立わかばケアセンター 中新田383-1  Ｂ    

２ 
海老名市障害者第一 

デイサービスセンター 
社家5-8-16  Ｂ    

３ 
海老名市障害者第二 

デイサービスセンター 
望地2-24-1   Ａ   

４ 
海老名市障害者支援センター 

あきば 
上今泉6-11-20   Ｂ   

５ 相談支援事業所 結夢+ 
上今泉6-11-20 

あきば内 
  Ｂ   

６ 就労移行支援プラーナ海老名 中央3-2-20-8F  Ｂ    

７ リーブル 
中央3-5-5 

三幸中央ビル2F 
 Ｂ    

８ 
社会福祉法人成和会 

はぁとすまいる 

今里2-16-1エスポワ

ール101・301 
 Ｂ    

９ りんくの風 杉久保南1-1-7  Ｂ  Ｂ  

10 
アビリティーズジャスコ 

海老名センター 

中央3-2-5 ショッパ

ーズプラザ海老名2F 
 Ｂ    

11 LITALICOワークス海老名 
中央 3-1-5 スカイ

ビル・エビナ４Ｆ 
 Ｂ    

12 ディーキャリア海老名オフィス 

中央2-1-16 

海老名センチュリー

八芳２階 

 Ｂ    

13 はなきりん 門沢橋4-10-46  Ｂ    

14 ほたる 門沢橋4-10-19  Ｂ    

15 ホームいこい、ホームひかり 
中新田1-12-24 

ドミールＹ101・202 
 Ｂ    

16 ホームしおん、ホームとんぼ 中河内1,365-1    Ｂ  

17 地域活動支援センター結夢 
中新田383-1 

わかば会館２階 
 Ｂ    

18 相談支援事業所 びーな‘Ｓ 
中新田383-1 

わかば会館２階 
 Ｂ    
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 (５) 介護保険法に規定する施設 

№ 施設の名称 所 在 地 土
砂 

相
模
川 

目
久
尻
川 

永
池
川 

鳩
川 

１ 特別養護老人ホーム さつき 河原口1383  Ｂ    

２ 特別養護老人ホーム シェ・モア 河原口1581  Ｂ    

３ えびな北高齢者施設 上今泉4-8-28 ○     

４ 介護老人保健施設アゼリア 河原口1357-1  Ｂ    

５ 特別養護老人ホーム 陽だまり 社家4-7-26  Ｂ    
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 (６) 老人福祉法に規定する施設 

№ 施設の名称 所 在 地 土
砂 

相
模
川 

目
久
尻
川 

永
池
川 

鳩
川 

１ 総合福祉会館 めぐみ町6-3  Ｂ    

２ 老人デイサービスセンターさつき 河原口1383  Ｂ    

３ えびな北高齢者施設 上今泉4-8-28 ○     

４ デイサービスセンターいきいき 社家3-20-7  
Ｂ 

氾濫 
   

５ サロンデイ海老名 河原口2-8-30  
Ｂ 

氾濫 
   

６ デイサービス いち にい さん 本郷1689-1  Ｂ    

７ 特別養護老人ホーム シェ・モア 河原口1581  Ｂ    

８ SOMPOケア ラヴィーレ厚木 河原口1-25-15  Ｂ    

９ ホームステーションらいふ海老名 河原口2-7-18  Ｂ    

10 
有料老人ホーム 

サニーライフ海老名 
上郷1-27-30  Ｂ    

11 サンライズ･ヴィラ海老名 門沢橋2-19-9  Ｂ    

12 SOMPOケア ラヴィーレ海老名 杉久保南1-3-3  Ｂ  Ａ  

13 
グループホーム グリーン・ハウ

ス 
河原口1-10-10  Ｂ    

14 
アースサポートグループホーム 

海老名 
中野1-20-1  Ｂ    

15 グループホーム えがお 門沢橋4-1-10  Ｃ  Ａ  

16 
ＳＯＭＰＯケア そんぽの家ＧＨ

海老名 グループホーム 
社家6-10-52  Ｂ    

17 特別養護老人ホーム 陽だまり 社家4-7-26  Ｂ    

18 デイサービスいずみ 門沢橋4-3-15  Ｃ  Ｂ  

19 カフェ デイサービス ゆめの木 河原口2-9-23  
Ｂ 

氾濫 
   

20 ウェルライフヴィラ海老名こまち 社家6-11-5  Ｂ    

21 フォンテーヌ海老名門沢橋 門沢橋4-3-15  Ｃ  Ｂ  

22 カサボニータ海老名 今里1-10-12  Ｃ    

23 今里リハビリステーション 今里1-10-12  Ｃ    

24 
グループホーム プラチナホーム

海老名 
扇町4-6  Ｂ   Ａ 

25 
小規模多機能型居宅介護プラチナ

コミュニティ海老名 
扇町4-6  Ｂ   Ａ 

26 
グループホーム あかりの家 海

老名 
大谷260  Ｂ    

27 プライムガーデン海老名 上今泉3-5-11 ○ Ｂ    

28 ココファン海老名 泉2-2-20  Ｂ    

29 オアシス湘南病院 中河内1227-1  Ｂ  Ａ  
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№ 施設の名称 所 在 地 土
砂 

相
模
川 

目
久
尻
川 

永
池
川 

鳩
川 

30 
えびなファミリークリニックソラ

ーレ 

下今泉4-2-14 

グランツ海老名１Ｆ 
 Ｂ  Ｂ  

31 うるわしの杜 海老名 下今泉2-2-4  Ｂ   Ａ 

32 介護法人 保健施設アゼリア 河原口1357-1  Ｂ    

33 ミモザ海老名 河原口2-30-24  
Ｂ 

氾濫 
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資料５－３ 緊急消防援助隊の受入場所 

施設提供者 施設名 施設所在地 

－ 海老名市役所西側催事広場 勝瀬197-1 ほか 

株式会社 サン・ライフ ザ・ウイングス海老名 中央1-17-10 

 

資料５－４ 広域緊急援助隊受入場所 

施設提供者 施設名 施設所在地 

株式会社 海老名第一ビルディング 海老名プライムタワー 中央2-9-50 

 
資料５－５ 一時避難場所一覧 

 東柏ケ谷地区 【15か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

柏ケ谷中原児童遊園 東柏ケ谷1-1625-54 東柏ケ谷大道付第四公園 東柏ケ谷4-1985-185 

さがみ農業協同組合 
柏ケ谷支店 

東柏ケ谷2-12-34 
いちご広場 
（東柏ケ谷四丁目広場） 

東柏ケ谷4-2082-2 

柏ケ谷第一児童公園 東柏ケ谷2-1678-5 柏ケ谷第三公園 東柏ケ谷5-1380-4 

東柏ケ谷三丁目自治会館 東柏ケ谷3-17-38 
東柏ケ谷小学校 グラウン
ド 

東柏ケ谷6-9-7 

中村屋 東柏ケ谷4-4-1 柏ケ谷東原児童遊園 東柏ケ谷6-1450-101 

東柏ケ谷四丁目自治会館 東柏ケ谷4-22-5 柏ケ谷東原第二児童遊園 東柏ケ谷6-1452-7 

東柏ケ谷大道付児童遊園 東柏ケ谷4-1919-4 さがみ野児童遊園 東柏ケ谷6-1480－13 

東柏ケ谷大道付第二公園 東柏ケ谷4-1985-76   

 

 柏ケ谷地区 【６か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

日進幼稚園 柏ケ谷5-23-34 かしわ台児童公園 柏ケ谷6-703-1 

柏ケ谷第二児童公園 柏ケ谷4-600-1 柏ケ谷自治会館 柏ケ谷1-16-11 

柏ケ谷産川台児童公園 柏ケ谷6-700 柏ケ谷小学校 柏ケ谷2-6-1 

 

 上今泉地区 【19か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

いちご遊園 上今泉1-5-6 常泉院敷地 上今泉4-834 

上今泉コミュニティセンタ
ー 

上今泉1-5-32 上今泉山野児童遊園 上今泉4-1036-9 

星谷児童公園 上今泉1-6-45 上今泉第一児童公園 上今泉5-8-1 

さくらい幼稚園 上今泉1-22-56 上今泉第二児童公園 上今泉5-19-27 

上今泉第二児童遊園 上今泉2-1499-5 上今泉第三児童公園 上今泉5-28-1 

上今泉才ノ神戸公園 上今泉2-2831-4 上今泉第四児童遊園 上今泉5-31-4 

上今泉涯第一児童遊園 上今泉3-1905-8 上今泉神後谷児童公園 上今泉5-39-1 

上今泉涯第二児童遊園 上今泉3-1911-1 上今泉中原児童公園 上今泉6-174-7 

えびな北高齢者施設 上今泉4-8-28 北部公園 上今泉6-340-1 

上今泉第一児童遊園 上今泉4-949-41   
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 下今泉地区 【６か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

下今泉コミュニティセンタ
ー 

下今泉1-17-55 永珊寺 下今泉4-2-8 

下今泉第二公園 下今泉1-1119-100 海老名たちばな保育園 下今泉5-8-23 

下今泉第一児童公園 下今泉2-588-14 下今泉あさま広場 下今泉5-498 

 

 上郷地区 【５か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

有鹿神社 上郷1-4-41 三王三柱神社 上郷1-324-1 

龍昌院 上郷1-20-1 
県立相模三川公園 
スポーツ広場 

上郷2-1-1 

上郷自治会館 上郷1-21-20   

 

 泉地区 【１か所】 

名   称 所 在 地 

上郷第一児童公園 泉1-1059 

 

 国分北地区 【12か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

国分尼寺公園 国分北1-437-4 市営国分北三丁目住宅敷地 国分北3-3383-2 

国分第二公園 国分北1-3029 大松原第一児童遊園 国分北3-3402-63 

竹の子広場 国分北1-3147-1 大松原第二児童遊園 国分北3-3402-24 

中部福祉館跡地 国分北2-3095-1 大松原第三児童遊園 国分北3-3649-217 

ふたば愛子園 国分北3-1-43 大松原第四児童遊園 国分北3-3649-137 

国分第一児童公園 国分北3-3360-1 大松原第五児童遊園 国分北3-3649-274 
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 国分南地区 【17か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

相模国分寺跡歴史公園広場
北側 

国分南1-1899 海老名中学校 グラウンド 国分南3-905-4 

相模国分寺跡歴史公園広場
南側 

国分南1-1927 海老名小学校 グラウンド 国分南3-12-3 

ルネ・エアズヒル（中庭） 国分南2-16 ひさご塚公園 国分南3-1055 

国分やまに平児童遊園 国分南2-1613-5 国分南原児童遊園 国分南3-1062-95 

国分第三公園 国分南2-1634-19 国分八景公園 国分南3-1173-1 

国分やまに平第二児童遊園 国分南2-1697-2 国分コミュニティセンター 国分南4-14-1 

国分児童館児童遊園 国分南2-1726-39 国分宮ノ台第六公園 国分南4-1304-13 

国分逆川団地児童遊園 国分南2-1792-19 国分宮ノ台第三児童遊園 国分南4-1344-6 

国分伊勢山児童遊園 国分南2-3593-2   

 

 望地地区 【６か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

望地自治会館 望地1-4-20 山王稲荷社 望地2-617 

望地道下公園 望地1-177-31 望地道上児童公園 望地2-341-4 

望地道上公園 望地2-341-3 望地道上第三公園 望地2－508 

 

 中央地区 【２か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

さがみ農業協同組合 
海老名支店 

中央1-20-47 まちかど公園 中央2-86-1 

 

 勝瀬地区 【３か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

勝瀬文化センター 勝瀬4-40 勝瀬小宝児童遊園 勝瀬220-1 

鳳勝寺 勝瀬10-1   

 

 河原口地区 【15か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

河原口相沢公園 河原口1385-1 有鹿小学校 グラウンド 河原口3-13-1 

さがみ愛子園 河原口2-1-12 総持院 河原口3-63-1 

三眼六足稲荷社境内 河原口2-328-1 河原口神武社児童遊園 河原口3-127 

河原口自治会館 河原口2-12-28 河原口第一公園 河原口4-1091-10 

歴史資料収蔵館 河原口2-27-3 河原口御手作公園 河原口4-878-6 

河原口上島合児童遊園 河原口2-644-5 河原口代官分第二児童遊園 河原口4-720-2 

有鹿幼稚園 河原口3-10-5 河原口第二公園 河原口5-1060-2 

中新田五反田児童遊園 河原口1-22-3 

- 69 -



資料 ５ 避難・救援 

 

 さつき町地区 【３か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

さつき町第二児童遊園 さつき町3-1 さつき町第一児童公園 さつき町9-2 

さつき町第二公園 さつき町4-1   

 

 浜田町地区 【３か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

浜田三塚公園 浜田町1-1 旭たちばな幼稚園 浜田町23-26 

浜田歴史公園 浜田町5-13   

 

 国分寺台地区 【７か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

国分寺台第一児童公園 国分寺台1-4124-148 国分寺台第三児童公園 国分寺台3-5345-63 

大谷小学校 国分寺台2-13-1 国分寺台第四児童公園 国分寺台4-5137-235 

国分寺台第二児童公園 国分寺台2-5417-48 国分寺台鍛治返児童遊園 国分寺台5-5137-123 

国分寺台樽井児童遊園 国分寺台3-5344-56   

 

 大谷地区 【７か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

大谷第一児童公園 大谷北1-40-3 大谷中学校校庭 大谷南2-10-1 

大谷市場公園 大谷北2-3923-9 大谷吉久保児童遊園 大谷南3-4756-5 

大谷公民館 大谷北3-32-22 大谷近隣公園多目的広場 大谷南4-3285-1 

生協大谷店（駐車場） 大谷北4-1-17   

 

 中新田地区 【13か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

海源寺 中新田1-1-22 中新田諏訪神社児童遊園 中新田2-828-1 

東興寺 中新田1-13-28 中新田神成畑児童遊園 中新田3-2010-15 

海老名コーポラス（中庭） 中新田1-722-1 中新田第一児童遊園 中新田3-2066-1 

大島記念公園 中新田1-1529-3 伊勢宮大神宮 中新田3-7-19 

えびな団地公園 中新田2-7 上台の原公園 中新田4-1226 

増全寺 中新田2-15-36 山王社 中新田5-20-7 

中新田コミュニティセンタ

ー 
中新田2-16-14   

 

 杉久保地区 【６か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

杉久保豊受神社児童遊園 杉久保北2-1844 杉久保第一児童公園 杉久保南2-1880 

杉久保富谷児童公園 杉久保北4-1711-1 
海老名フォーシーズンメモ
リアル 

杉久保南3-20-1 

杉久保第二児童公園 杉久保南1-248-1 杉久保団地児童遊園 杉久保南4-2587 
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 今里地区 【２か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

今里八幡社児童遊園 今里1-274 今里自治会館 今里2-412 

 

 社家地区 【５か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

社家小町児童公園 社家6-170-4 社家児童館児童遊園 社家2-3392-1 

社家コミュニティセンター 社家3-18-1 社家自治会館 社家2-9-21 

海老名みなみ幼稚園 社家3-11-17   

 

 上河内地区 【２か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

上河内保育園 上河内258-3 上河内自治会館 上河内1042 

 

 中河内地区 【１か所】 

名   称 所 在 地 

さがみ農業協同組合 有馬支店 中河内1154 

 

 本郷地区 【４か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

根公民館 本郷472 相模みのり幼稚園 本郷3286 

本郷神社境内 本郷2657 本覚寺 本郷4618 

 

 中野地区 【４か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

中野ふれあい広場 中野1-5-1 中野雪里児童遊園 中野2-780-17 

中野自治会館 中野1-382-1 中野公園 中野1-2314-2 

 

 門沢橋地区 【６か所】 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

門沢橋保育園 門沢橋2-22-7 左藤諭方裏庭 門沢橋4-1010-1 

門沢橋第一児童公園 門沢橋2-2138-1 渋谷神社境内 門沢橋4-2166-1 

門沢橋新田第一児童遊園 門沢橋3-1067-4 門沢橋平泉公園 門沢橋5-2282-3 
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資料５－６ 指定緊急避難場所一覧 

No. 名称 所在地 

対象となる異常 

な現象の種類 

洪
水 

崖
崩
れ 

地
震 

大
規
模
な
火
事 

1 東柏ケ谷近隣公園 東柏ケ谷1-1766-3   ○ ○ 

2 大谷近隣公園 大谷南4-3285-1   ○ ○ 

3 北部公園 上今泉6-340-1   ○ ○ 

4 史跡相模国分寺跡 国分南1-1912-2   ○ ○ 

5 上星小学校【校庭】 上今泉1-23-1   ○ ○ 

6 上星小学校【校舎及び体育館】 上今泉1-23-1 ○    

7 中新田小学校【校庭】 中新田1-15-1   ○ ○ 

8 中新田小学校【校舎及び体育館】 中新田1-15-1 ○    

9 有馬小学校及び有馬中学校【校庭】 
中河内1784及び 

本郷4601 
  ○ ○ 

10 有馬小学校及び有馬中学校【校舎及び体育館】 
中河内1784及び 

本郷4601 
○    

11 社家小学校【校庭】 社家5-10-1   ○ ○ 

12 社家小学校【校舎及び体育館】 社家5-10-1 ○    

13 門沢橋小学校【校庭】 門沢橋1-19-1   ○ ○ 

14 門沢橋小学校【校舎及び体育館】 門沢橋1-19-1 ○    

15 杉久保小学校【校庭】 杉久保北4-4-1   ○ ○ 

16 杉久保小学校【校舎及び体育館】 杉久保北4-4-1 ○    

17 今泉小学校【校庭】 上今泉2028   ○ ○ 

18 今泉小学校【校舎及び体育館】 上今泉2028 ○    

19 杉本小学校【校庭】 国分北4-10-1   ○ ○ 

20 杉本小学校【校舎及び体育館】 国分北4-10-1 ○    

21 海西中学校【校庭】 さつき町58   ○ ○ 

22 海西中学校【校舎及び体育館】 さつき町58 ○    

23 柏ケ谷中学校【校庭】 柏ケ谷1-13-1   ○ ○ 

24 柏ケ谷中学校【校舎及び体育館】 柏ケ谷1-13-1 ○    

25 大谷中学校【校庭】 大谷南2-10-1   ○ ○ 

26 大谷中学校【校舎及び体育館】 大谷南2-10-1 ○    

27 今泉中学校【校庭】 上今泉1840   ○ ○ 

28 今泉中学校【校舎及び体育館】 上今泉1840 ○    

29 県立中央農業高等学校【校庭】 中新田4-12-1   ○ ○ 

30 県立中央農業高等学校【校舎及び体育館】 中新田4-12-1 ○    

31 県立有馬高等学校【校庭】 社家5-23-1   ○ ○ 
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No. 名称 所在地 

対象となる異常 

な現象の種類 

洪
水 

崖
崩
れ 

地
震 

大
規
模
な
火
事 

32 県立有馬高等学校【校舎及び体育館】 社家5-27-1 ○    

33 

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 

海老名事業所 

【グラウンド】 

本郷2274   ○ ○ 

34 柏ケ谷コミュニティセンター 東柏ケ谷2-14-12 ○ ○   

35 大谷コミュニティセンター 大谷南4-21-1 ○ ○   

36 中新田コミュニティセンター 中新田2-16-14 ○ ○   

37 上今泉コミュニティセンター 上今泉1-5-32 ○ ○   

38 国分コミュニティセンター 国分南4-14-1 ○ ○   

39 杉久保コミュニティセンター 杉久保北2-18-15 ○ ○   

40 門沢橋コミュニティセンター及び有馬図書館 門沢橋1-20-41 ○ ○   

41 本郷コミュニティセンター 本郷4626-1 ○ ○   

42 社家コミュニティセンター 社家3-18-1 ○ ○   

43 下今泉コミュニティセンター 下今泉1-17-55 ○ ○   

44 勝瀬文化センター 勝瀬4-40 ○ ○   

45 国分寺台文化センター 国分寺台2-10-23 ○ ○   

46 北部公園体育館 上今泉6-14-1 ○ ○   

47 えびな市民活動センター（ビナレッジ） さつき町51-2 ○ ○   

48 海老名小学校【校舎及び体育館】 国分南3-12-3 ○    

49 柏ケ谷小学校【校舎及び体育館】 柏ケ谷2-6-1 ○    

50 東柏ケ谷小学校【校舎及び体育館】 東柏ケ谷6-9-7 ○    

51 有鹿小学校【校舎及び体育館】 河原口3-13-1 ○    

52 大谷小学校【校舎及び体育館】 国分寺台2-13-1 ○    

53 海老名中学校【校舎及び体育館】 国分南3-11-1 ○    

54 県立海老名高等学校【校舎及び体育館】 中新田1-26-1 ○    

55 
県立かながわ農業アカデミー 

【校舎及び講堂兼体育館】 
杉久保北5-1-1 ○    

56 文化会館及び中央図書館【建物】 めぐみ町6-1及び7-1 ○    

57 総合福祉会館【建物】 めぐみ町6-3 ○    

58 わかば会館【建物】 中新田383-1 ○    

59 障害者支援センターあきば【建物】 上今泉6-11-20 ○    

60 県立えびな支援学校 中新田4-5-1 ○    
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資料５－７ 指定一般避難所一覧 

No. 名称 所在地 収容可能人数 

１ 柏ケ谷コミュニティセンター 東柏ケ谷2-14-12 326 

２ 大谷コミュニティセンター 大谷南4-21-1 315 

３ 中新田コミュニティセンター 中新田2-16-14 282 

４ 上今泉コミュニティセンター 上今泉1-5-32 251 

５ 国分コミュニティセンター 国分南4-14-1 329 

６ 杉久保コミュニティセンター 杉久保北2-18-15 286 

７ 門沢橋コミュニティセンター及び有馬図書館 門沢橋1-20-41 332 

８ 本郷コミュニティセンター 本郷4626-1 276 

９ 社家コミュニティセンター 社家3-18-1 279 

10 下今泉コミュニティセンター 下今泉1-17-55 271 

11 勝瀬文化センター 勝瀬4-40 115 

12 国分寺台文化センター 国分寺台2-10-23 182 

13 北部公園体育館 上今泉6-14-1 1021 

14 えびな市民活動センター（ビナレッジ） さつき町51-2 568 

15 海老名小学校 国分南3-12-3 1416 

16 柏ケ谷小学校 柏ケ谷2-6-1 1076 

17 東柏ケ谷小学校 東柏ケ谷6-9-7 1012 

18 上星小学校 上今泉1-23-1 1086 

19 有鹿小学校 河原口3-13-1 1033 

20 中新田小学校 中新田1-15-1 1130 

21 大谷小学校 国分寺台2-13-1 1078 

22 有馬小学校及び有馬中学校 中河内1784及び本郷4601 2446 

23 社家小学校 社家5-10-1 802 

24 門沢橋小学校 門沢橋1-19-1 930 

25 杉久保小学校 杉久保北4-4-1 1151 

26 今泉小学校 上今泉2028 1269 

27 杉本小学校 国分北4-10-1 981 

28 海老名中学校 国分南3-11-1 1106 

29 海西中学校 さつき町58 1165 

30 柏ケ谷中学校 柏ケ谷1-13-1 859 

31 大谷中学校 大谷南2-10-1 579 

32 今泉中学校 上今泉1840 1044 

33 県立中央農業高等学校 中新田4-12-1 908  

34 県立海老名高等学校 中新田1-26-1 2,081  

35 県立有馬高等学校 社家5-27-1 903  

36 県立かながわ農業アカデミー 杉久保北5-1-1 327  

37 文化会館及び中央図書館 めぐみ町6-1及び7-1 3,658 
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N0. 名称 所在地 収容可能人数 

38 総合福祉会館 めぐみ町6-3 139 

39 県立えびな支援学校 中新田4-5-1 89  

合  計 33,101 

 

資料５－８ 指定福祉避難所一覧 

No. 名称 所在地 受入対象者 収容可能人数 

１ 
柏ケ谷コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
東柏ケ谷2-14-12 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

27 

２ 
大谷コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
大谷南4-21-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

15 

３ 
中新田コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
中新田2-16-14 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

8 

４ 
上今泉コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
上今泉1-5-32 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

30 

５ 
国分コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
国分南4-14-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

10 

６ 
杉久保コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
杉久保北2-18-15 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

23 

７ 

門沢橋コミュニティセンター 

及び有馬図書館内 

要配慮者居住エリア 

門沢橋1-20-41 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

24 

８ 
本郷コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
本郷4626-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

23 

９ 
社家コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
社家3-18-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

28 

10 
下今泉コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
下今泉1-17-55 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

16 

11 
勝瀬文化センター内 

要配慮者居住エリア 
勝瀬4-40 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

9 

12 
国分寺台文化センター内 

要配慮者居住エリア 
国分寺台2-10-23 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

26 

13 
北部公園体育館内 

要配慮者居住エリア 
上今泉6-14-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他
23 
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の特に配慮を要する者 

14 

えびな市民活動センター 

（ビナレッジ）内 

要配慮者居住エリア 

さつき町51-2 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

29 

15 
海老名小学校内 

要配慮者居住エリア 
国分南3-12-3 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

44 

16 
柏ケ谷小学校内 

要配慮者居住エリア 
柏ケ谷2-6-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

31 

17 
東柏ケ谷小学校内 

要配慮者居住エリア 
東柏ケ谷6-9-7 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

52 

18 
上星小学校内 

要配慮者居住エリア 
上今泉1-23-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

60 

19 
有鹿小学校内 

要配慮者居住エリア 
河原口3-13-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

31 

20 
中新田小学校内 

要配慮者居住エリア 
中新田1-15-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

29 

21 
大谷小学校内 

要配慮者居住エリア 
国分寺台2-13-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

58 

22 
有馬小学校及び有馬中学校内 

要配慮者居住エリア 

中河内1784及び

本郷4601 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

42 

23 
社家小学校内 

要配慮者居住エリア 
社家5-10-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

29 

24 
門沢橋小学校内 

要配慮者居住エリア 
門沢橋1-19-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

49 

25 
杉久保小学校内 

要配慮者居住エリア 
杉久保北4-4-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

87 

26 
今泉小学校内 

要配慮者居住エリア 
上今泉2028 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

63 

27 
杉本小学校内 

要配慮者居住エリア 
国分北4-10-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

58 

28 
海老名中学校内 

要配慮者居住エリア 
国分南3-11-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

47 

29 海西中学校内 さつき町58 災害時において高齢者、 31 
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要配慮者居住エリア 障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

30 
柏ケ谷中学校内 

要配慮者居住エリア 
柏ケ谷1-13-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

93 

31 
大谷中学校内 

要配慮者居住エリア 
大谷南2-10-1 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

31 

32 
今泉中学校内 

要配慮者居住エリア 
上今泉1840 

災害時において高齢者、

障害者、乳幼児、その他

の特に配慮を要する者 

94 

33 わかば会館 中新田383-1 市が特定した障害者等 153  

34 障害者支援センターあきば 上今泉6-11-20 市が特定した障害者等 174  

合  計 1,547 

 

資料５－９ 広域避難場所一覧 

名    称 所  在  地 
面  積 
   (㎡) 

収容人員 
   （人） 

東柏ケ谷近隣公園 東柏ケ谷1-1766-3 19,100 7,700 

大谷近隣公園 大谷南4-3285-1 19,476 6,554 

北部公園 上今泉6-340-1 22,971 10,160 

史跡相模国分寺跡 国分南1-1912-2 23,928 7,907 

上星小学校 上今泉1-23-1 21,201 11,599 

中新田小学校 中新田1-15-1 12,349 8,859 

有馬小学校及び有馬中学校 中河内1784及び本郷4601 15,271 8,446 

社家小学校 社家5-10-1 14,719 11,775 

門沢橋小学校 門沢橋1-19-1 11,051 6,329 

杉久保小学校 杉久保北4-4-1 14,521 9,533 

今泉小学校 上今泉2028 21,820 11,499 

杉本小学校 国分北4-10-1 15,057 8,992 

海西中学校 さつき町58 16,533 12,178 

柏ケ谷中学校 柏ケ谷1-13-1 14,135 6,239 

大谷中学校 大谷南2-10-1 22,035 11,930 

今泉中学校 上今泉1840 24,860 14,849 

県立中央農業高等学校 中新田4-12-1 14,840 7,296 

県立有馬高等学校 社家5-27-1 32,224 17,572 

富士フイルムビジネスイノベーシ
ョン株式会社 海老名事業所 

本郷2274 20,000 15,912 

合   計（19か所） 356,091 195,329 

※(仮称)大谷杉久保近隣公園（整備予定） 

南部地域の拠点となる公園として、広域避難場所の指定を予定しています。 
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資料５－10 避難所予定施設一覧 

名   称 所 在 地 電話番号 

柏ケ谷コミュニティセンター 東柏ケ谷2-14-12 231-7475 

大谷コミュニティセンター 大谷南4-21-1 233-4457 

中新田コミュニティセンター 中新田2-16-14 231-7438 

上今泉コミュニティセンター 上今泉1-5-32 235-7100 

国分コミュニティセンター 国分南4-14-1 235-2000 

杉久保コミュニティセンター 杉久保北2-18-15 238-7950 

門沢橋コミュニティセンター及び有馬図書館 門沢橋1-20-41 238-4773 

本郷コミュニティセンター 本郷4626-1 238-4889 

社家コミュニティセンター 社家3-18-1 231-8415 

下今泉コミュニティセンター 下今泉1-17-55 231-3750 

勝瀬文化センター 勝瀬4-40 235-3600 

国分寺台文化センター 国分寺台2-10-23 233-0097 

北部公園体育館 上今泉6-14-1 292-3300 

えびな市民活動センター（ビナレッジ） さつき町51-2 259-8116 

海老名小学校 国分南3-12-3 231-2019 

柏ケ谷小学校 柏ケ谷2-6-1 231-1630 

東柏ケ谷小学校 東柏ケ谷6-9-7 232-3716 

上星小学校 上今泉1-23-1 232-3755 

有鹿小学校 河原口3-13-1 231-2159 

中新田小学校 中新田1-15-1 231-1452 

大谷小学校 国分寺台2-13-1 231-7370 

有馬小学校及び有馬中学校 中河内1784及び本郷4601 
238-2010 
238-3365 

社家小学校 社家5-10-1 238-1453 

門沢橋小学校 門沢橋1-19-1 238-0810 

杉久保小学校 杉久保北4-4-1 238-4508 

今泉小学校 上今泉2028 232-2295 

杉本小学校 国分北4-10-1 233-6451 

海老名中学校 国分南3-11-1 231-3410 

海西中学校 さつき町58 232-8103 

柏ケ谷中学校 柏ケ谷1-13-1 233-0917 

大谷中学校 大谷南2-10-1 233-3233 

今泉中学校 上今泉1840 233-6341 
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資料５－11 補完避難所予定施設一覧 

名   称 所 在 地 電話番号 

県立中央農業高等学校 中新田4-12-1 231-5202 

県立海老名高等学校 中新田1-26-1 232-2231 

県立有馬高等学校 社家5-27-1 238-1333 

県立かながわ農業アカデミー 杉久保北5-1-1 238-5274 

えびな支援学校 中新田4-5-1 292-5612 

 

資料５－12 一次福祉避難所予定施設一覧 

単館型 
名   称 所 在 地 電話番号 

わかば会館 中新田383-1 235-2700 

障害者支援センターあきば 上今泉6-11-20 240-0775 

 

併設型 

名   称 所 在 地 電話番号 

柏ケ谷コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
東柏ケ谷2-14-12 231-7475 

大谷コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
大谷南4-21-1 233-4457 

中新田コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
中新田2-16-14 231-7438 

上今泉コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
上今泉1-5-32 235-7100 

国分コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
国分南4-14-1 235-2000 

杉久保コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
杉久保北2-18-15 238-7950 

門沢橋コミュニティセンター及び有馬図書館内 

要配慮者居住エリア 
門沢橋1-20-41 238-4773 

本郷コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
本郷4626-1 238-4889 

社家コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
社家3-18-1 231-8415 

下今泉コミュニティセンター内 

要配慮者居住エリア 
下今泉1-17-55 231-3750 

勝瀬文化センター内 

要配慮者居住エリア 
勝瀬4-40 235-3600 

国分寺台文化センター内 

要配慮者居住エリア 
国分寺台2-10-23 233-0097 

北部公園体育館内 

要配慮者居住エリア 
上今泉6-14-1 292-3300 

えびな市民活動センター（ビナレッジ）内 

要配慮者居住エリア 
さつき町51-2 259-8116 
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海老名小学校内 

要配慮者居住エリア 
国分南3-12-3 231-2019 

柏ケ谷小学校内 

要配慮者居住エリア 
柏ケ谷2-6-1 231-1630 

東柏ケ谷小学校内 

要配慮者居住エリア 
東柏ケ谷6-9-7 232-3716 

上星小学校内 

要配慮者居住エリア 
上今泉1-23-1 232-3755 

有鹿小学校内 

要配慮者居住エリア 
河原口3-13-1 231-2159 

中新田小学校内 

要配慮者居住エリア 
中新田1-15-1 231-1452 

大谷小学校内 

要配慮者居住エリア 
国分寺台2-13-1 231-7370 

有馬小学校及び有馬中学校内 

要配慮者居住エリア 
中河内1784及び本郷4601 

238-2010 

238-3365 

社家小学校内 

要配慮者居住エリア 
社家5-10-1 238-1453 

門沢橋小学校内 

要配慮者居住エリア 
門沢橋1-19-1 238-0810 

杉久保小学校内 

要配慮者居住エリア 
杉久保北4-4-1 238-4508 

今泉小学校内 

要配慮者居住エリア 
上今泉2028 232-2295 

杉本小学校内 

要配慮者居住エリア 
国分北4-10-1 233-6451 

海老名中学校内 

要配慮者居住エリア 
国分南3-11-1 231-3410 

海西中学校内 

要配慮者居住エリア 
さつき町58 232-8103 

柏ケ谷中学校内 

要配慮者居住エリア 
柏ケ谷1-13-1 233-0917 

大谷中学校内 

要配慮者居住エリア 
大谷南2-10-1 233-3233 

今泉中学校内 

要配慮者居住エリア 
上今泉1840 233-6341 

 

資料５－13 二次福祉避難所予定施設一覧 

名   称 所 在 地 電話番号 

総合福祉会館 めぐみ町6-3 231-4122 

 
資料５－14 一時滞在所予定施設一覧 

名   称 所 在 地 電話番号 

文化会館及び中央図書館 めぐみ町6-1及び7-1 232-3231 
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資料５－15 避難所等開設チーム一覧 

№ 名称 
施設 

管理者 
教職員 ＰＴＡ 担当自主防災隊の名称 

１ 柏ケ谷コミュニティセンター ○   

①東柏ケ谷一丁目 

②東柏ケ谷二丁目 

③東柏ケ谷三丁目 

２ 大谷コミュニティセンター ○   大谷 

３ 中新田コミュニティセンター ○   えびな団地 

４ 上今泉コミュニティセンター ○   上今泉五丁目 

５ 国分コミュニティセンター ○   

①国分南二丁目 

②ルネ・エアズヒル 

③国分南四丁目 ④望地 

６ 杉久保コミュニティセンター ○   ①杉久保北部 ②杉久保南部 

７ 
門沢橋コミュニティセンター

及び有馬図書館 
○   中野 

８ 本郷コミュニティセンター ○   本郷 

９ 社家コミュニティセンター ○   今里 

10 下今泉コミュニティセンター ○   下今泉 

11 勝瀬文化センター ○   
①勝瀬 

②海老名みずほハイツ 

12 国分寺台文化センター ○   
①国分寺台三丁目 

②国分寺台四丁目 

13 北部公園体育館 ○   
①上今泉六丁目 

②かしわ台クラルテ 

14 
えびな市民活動センター 

（ビナレッジ） 
○   さつき住宅 

15 海老名小学校 ○ ○ ○ 
①国分南一丁目 

②国分南三丁目 

16 柏ケ谷小学校 ○ ○ ○ 
①柏ケ谷 

②東建ニューハイツ海老名 

17 東柏ケ谷小学校 ○ ○ ○ 

①東柏ケ谷四丁目 

②東柏ケ谷五丁目 

③ルアンジュさがみ野 

④東柏ケ谷六丁目 

18 上星小学校 ○ ○ ○ 

①国分北二丁目 

②上今泉一丁目 

③上今泉三丁目 

④上今泉四丁目 

19 有鹿小学校 ○ ○ ○ 
①河原口第１ ②河原口第２

③河原口第３ ④上郷 
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№ 名称 
施設 

管理者 
教職員 ＰＴＡ 担当自主防災隊の名称 

20 中新田小学校 ○ ○ ○ ①中新田第１ ②中新田第２ 

21 大谷小学校 ○ ○ ○ ①国分寺台 ②浜田 

22 有馬小学校及び有馬中学校 ○ ○ ○ ①中河内 ②上河内 

23 社家小学校 ○ ○ ○ 社家 

24 門沢橋小学校 ○ ○ ○ 門沢橋 

25 杉久保小学校 ○ ○ ○ 
①国分寺台五丁目 

②サンパルク650 

26 今泉小学校 ○ ○ ○ 

①国分北一丁目北 

②国分北一丁目南 

③海老名スカイハイツ 

27 杉本小学校 ○ ○ ○ 
①国分北三丁目 ②国分杉本

③柏ケ谷 

28 海老名中学校 ○ ○ ○ 
①中央一丁目 ②中央二丁目

③中央三丁目 

29 海西中学校 ○ ○ ○ さつき町 

30 柏ケ谷中学校 ○ ○ ○ 柏ケ谷 

31 大谷中学校 ○ ○ ○ 大谷 

32 今泉中学校 ○ ○ ○ 上今泉二丁目 

33 神奈川県立中央農業高等学校 ○   今里 

34 神奈川県立海老名高等学校 ○   えびな団地 

35 神奈川県立有馬高等学校 ○   中野 

36 
神奈川県立かながわ農業アカ

デミー 
○   

①杉久保北部 

②杉久保南部 

37 えびな支援学校 ○   － 

38 総合福祉会館 ○   － 

39 わかば会館 ○   － 

40 文化会館及び中央図書館 ○   － 
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資料５－16 応急仮設住宅等建設予定地一覧 

（令和４年４月１日現在。単位は㎡） 

 第一予定地 

№ 名   称 所  在  地 面  積 有効面積 

１ 国分寺台第一児童公園 国分寺台1-4124-148 2,204 1,200 

２ 国分寺台第三児童公園 国分寺台3-5345-63 3,199 1,700 

３ 国分寺台第四児童公園 国分寺台4-5137-235 3,588 1,400 

４ 上今泉第二児童公園 上今泉5-19-27 3,426 1,400 

５ 大谷近隣公園 大谷南4-3285-1 19,164 3,900 

６ 東柏ケ谷近隣公園 東柏ケ谷1-1766-3 18,074 4,800 

合     計 49,655 14,400 

 

 第二予定地 

№ 名   称 所  在  地 面  積 有効面積 

１ ふれあい公園 今里3-143-2 8,476 3,600 

２ 大谷第一児童公園 大谷北1-40-3 2,702 1,300 

３ 海老名運動公園 社家4032-1 174,678 8,300 

４ 
海老名運動公園 

貫抜川駐車場 
社家4014－1 5,624 4,000 

５ 下今泉庭球場 下今泉2-2-1 7,765 3,300 

６ 海老名小学校 国分南3-12-3 17,484 5,300 

７ 柏ケ谷小学校 柏ケ谷2-6-1 14,360 5,800 

８ 上星小学校 上今泉1-23-1 23,279 12,000 

９ 有鹿小学校 河原口3-13-1 13,121 4,300 

10 中新田小学校 中新田1-15-1 22,377 10,000 

11 大谷小学校 国分寺台2-13-1 16,436 7,500 

12 有馬小学校及び有馬中学校 中河内1784及び本郷4601 34,442 14,000 

13 社家小学校 社家5-10-1 16,839 10,000 

14 門沢橋小学校 門沢橋1-19-1 15,730 7,000 

15 杉久保小学校 杉久保北4-4-1 26,931 8,500 

16 今泉小学校 上今泉2028 21,820 10,000 

17 海老名中学校 国分南3-11-1 20,608 6,200 

18 海西中学校 さつき町58 21,735 12,000 

19 今泉中学校 上今泉1840 25,366 10,000 

20 
県立中央農業高等学校 

（耕作地１） 
中新田4-12-1 23,456 16,400 

21 
県立中央農業高等学校 

（耕作地２） 
中新田4-12-1 9,056 9,000 

22 
県立中央農業高等学校 

（耕作地３） 
今里114-2 10,804 6,800 

23 県立海老名高等学校 中新田1-26-1 28,774 10,000 

- 83 -



資料 ５ 避難・救援 

 

24 県立有馬高等学校 社家5-27-1 34,480 10,000 

25 県立かながわ農業アカデミー 杉久保北5-1-1 95,916 6,800 

合     計 692,259 202,100 

 

 

資料５－17 帰宅困難者対策に係る避難所予定施設等一覧 

対 象 駅 名 名   称 指 定 種 別 

小田急電鉄 海老名駅 

文化会館及び中央図書館 一時滞在所予定施設 相模鉄道 海老名駅 

東日本旅客鉄道 海老名駅 

相模鉄道 さがみ野駅 
北部公園体育館 

避難所予定施設 

相模鉄道 かしわ台駅 

小田急電鉄 厚木駅 
海西中学校 

東日本旅客鉄道 厚木駅 

東日本旅客鉄道 社家駅 社家小学校 

東日本旅客鉄道 門沢橋駅 門沢橋小学校 
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資料６－１ 神奈川ＤＭＡＴ指定病院一覧 

（令和４年７月１日現在。単位は床） 

№ 医療圏 病  院  名 所 在 地 病床数 

１ 

横浜北
部 

昭和大学藤が丘病院 横浜市青葉区藤が丘1-30 584 

２ 横浜労災病院 横浜市港北区小机町3211 650 

３ 昭和大学横浜市北部病院 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 689 

４ 済生会横浜市東部病院 横浜市鶴見区下末吉3-6-1 562 

５ 

横浜西
部 

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町1197-1 518 

６ けいゆう病院 横浜市西区みなとみらい3-7-3 410 

７ 横浜市立市民病院 横浜市神奈川区三ツ沢西町1-1 650 

８ 国立病院機構横浜医療センター 横浜市戸塚区原宿3-60-2 510 

９ 

横浜南
部 

横浜市立大学附属市民総合医療センター  横浜市南区浦舟町4-57 726 

10 済生会横浜市南部病院 横浜市港南区港南台3-2-10 500 

11 横浜市立大学附属病院 横浜市金沢区福浦3-9 674 

12 横浜南共済病院 横浜市金沢区六浦東1-21-1 565 

13 横浜市立みなと赤十字病院 横浜市中区新山下3-12-1 634 

14 
川崎北
部 

聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生2-16-1 1,175 

15 帝京大学医学部附属溝口病院 川崎市高津区二子5-1-1 400 

16 川崎市立多摩病院 川崎市多摩区宿河原1-30-37 376 

17 

川崎南
部 

川崎市立川崎病院 川崎市川崎区新川通12-1 713 

18 関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町1-1 610 

19 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町1-383 372 

20 川崎市立井田病院 川崎市中原区井田2-27-1 383 

21 
横須賀 
・三浦 

横須賀共済病院 横須賀市米が浜通1-16 740 

22 横須賀市立市民病院 横須賀市長坂1-3-2 482 

23 湘南鎌倉総合病院 鎌倉市岡本1370-1 658 

24 湘南東
部 

藤沢市民病院 藤沢市藤沢2-6-1 536 

25 茅ヶ崎市立病院 茅ヶ崎市本村5-15-1 401 

26 
湘南西
部 

東海大学医学部付属病院 伊勢原市下糟屋143 804 

27 平塚市民病院 平塚市南原1-19-1 416 

28 秦野赤十字病院 秦野市立野台1-1 320 

29 
県央 

厚木市立病院 厚木市水引1-16-36 347 

30 大和市立病院 大和市深見西8-3-6 403 

31 

相模原 

北里大学病院 相模原市南区北里1-15-1 1,135 

32 相模原協同病院 相模原市緑区橋本台4-3-1 400 

33 相模原赤十字病院 相模原市緑区中野256 132 

34 
県西 

県立足柄上病院 足柄上郡松田町松田惣領866-1 296 

35 小田原市立病院 小田原市久野46 417 

合 計 35病院 19,188 
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資料６－２ 神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院一覧 

（令和５年９月１日現在） 

№ 病  院  名 所 在 地 拠点・協力 

１ 昭和大学藤が丘病院 横浜市青葉区藤が丘1-30 災害拠点病院 

２ 横浜労災病院 横浜市港北区小机町3211 災害拠点病院 

３ 昭和大学横浜市北部病院 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 災害拠点病院 

４ 済生会横浜市東部病院 横浜市鶴見区下末吉3-6-1 災害拠点病院 

５ 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町1197-1 災害拠点病院 

６ けいゆう病院 横浜市西区みなとみらい3-7-3 災害拠点病院 

７ 横浜市立市民病院 横浜市神奈川区三ツ沢西町1-1 災害拠点病院 

８ 国立病院機構横浜医療センター 横浜市戸塚区原宿3-60-2 災害拠点病院 

９ 横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜市南区浦舟町4-57 災害拠点病院 

10 済生会横浜市南部病院 横浜市港南区港南台3-2-10 災害拠点病院 

11 横浜市立大学附属病院 横浜市金沢区福浦3-9 災害拠点病院 

12 横浜南共済病院 横浜市金沢区六浦東1-21-1 災害拠点病院 

13 横浜市立みなと赤十字病院 横浜市中区新山下3-12-1 災害拠点病院 

14 聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生2-16-1 災害拠点病院 

15 帝京大学医学部附属溝口病院 川崎市高津区二子5-1-1 災害拠点病院 

16 川崎市立多摩病院 川崎市多摩区宿河原1-30-37 災害拠点病院 

17 新百合ヶ丘総合病院 川崎市麻生区古沢都古255 災害協力病院 

18 川崎市立川崎病院 川崎市川崎区新川通12-1 災害拠点病院 

19 関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町1-1 災害拠点病院 

20 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町1-383 災害拠点病院 

21 川崎市立井田病院 川崎市中原区井田2-27-1 災害拠点病院 

22 横須賀共済病院 横須賀市米が浜通1-16 災害拠点病院 

23 湘南鎌倉総合病院 鎌倉市岡本1370-1 災害拠点病院 

24 横須賀市立うわまち病院 横須賀市上町2-36 災害協力病院 

25 藤沢市民病院 藤沢市藤沢2-6-1 災害拠点病院 

26 茅ヶ崎市立病院 茅ヶ崎市本村5-15-1 災害拠点病院 

27 東海大学医学部付属病院 伊勢原市下糟屋143 災害拠点病院 

28 平塚市民病院 平塚市南原1-19-1 災害拠点病院 

29 秦野赤十字病院 秦野市立野台1-1 災害拠点病院 

30 伊勢原協同病院 伊勢原市田中345 災害協力病院 

31 厚木市立病院 厚木市水引1-16-36 災害拠点病院 

32 大和市立病院 大和市深見西8-3-6 災害拠点病院 

33 東名厚木病院 厚木市船子232 災害協力病院 

34 海老名総合病院 海老名市中央4-16-1 災害協力病院 

35 北里大学病院 相模原市南区北里1-15-1 災害拠点病院 

36 相模原赤十字病院 相模原市緑区中野256 災害拠点病院 
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37 県立足柄上病院 足柄上郡松田町松田惣領866-1 災害拠点病院 

38 小田原市立病院 小田原市久野46 災害拠点病院 
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資料６－３ 災害時医療救護関連施設一覧 

名   称 所 在 地 

海老名市医療センター さつき町41 

海老名総合病院 中央4-16-1 

さがみ野中央病院 東柏ケ谷6-20-20 

湘陽かしわ台病院 柏ケ谷3-11-1 

腎健クリニック 扇町15-1 

海老名市民活動センター（ビナスポ） さつき町51-2 

 
資料６－４ 遺体安置所予定施設一覧 

名   称 所 在 地 

海老名運動公園 総合体育館 中新田3291-19 
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資料７－１ 都市計画道路 

（令和６年４月１日現在。単位はｍ） 

路 線 名 現状路線名等 起 点 終 点 
代表 
幅員 

延長 
※すべて約 

整備済 

(自動車専用道路) 

第二東名自動車道 
第二東海自動車
道 

中野三丁目 門沢橋字新田 34.5 1,030 - 

さがみ縦貫道路 国道468号 門沢橋字新田 河原口字下河原 21.0 6,070 6,070 

小計  7,100 6,070 

（幹線街路） 

河原口勝瀬線 市道13号線 河原口字相沢 勝瀬字小宝 31.0 700 700 

藤沢相模原線 県道42号 柏ケ谷字長ヲサ 東柏ケ谷一丁目 22.0 70 - 

上今泉岡津古久線 国道246号 上今泉五丁目 上郷四丁目 22.0 3,380 3,380 

下今泉門沢橋線 
県道46号、県道
51号、市道14号
線 

下今泉三丁目 門沢橋六丁目 22.0 7,920 5,380 

横浜伊勢原線 県道22号 本郷字下星谷 門沢橋六丁目 25.0 2,110 - 

東京沼津線 
県道40号、県道
43号、県道51号 

河原口一丁目 河原口字下河原 16.0 560 - 

海老名駅大谷線 
市道海老名駅大
谷線 

中央一丁目 大谷字島廻 16.0 1,490 1,490 

大谷峰線 市道大谷峰線 中央二丁目 大谷北四丁目 16.0 2,080 2,080 

中新田鍛冶返線 市道959号線 中新田四丁目 国分寺台３丁目 16.0 2,320 1,235 

河原口中新田線 
県道40号、県道
43号、県道51号 

上郷一丁目 中新田三丁目 16.0 2,860 1,100 

社家岡田線  社家五丁目 社家字湘築 11.5 980 - 

小  計  24,470 15,365 

合  計  31,570 21,435 

 
資料７－２ 中日本高速道路株式会社の市内における所管道路 

（令和４年４月１日現在） 

道 路 名 区  間 路 線 名 

東名高速道路 
海老名市国分寺台 

海老名市社家 
第一東海自動車道 

首都圏中央連絡自動車道 
海老名市門沢橋 

海老名市河原口 
一般国道468号 

新東名高速道路 
中野三丁目 

門沢橋字新田 
第二東海自動車道 
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資料７－３ 国・県道の状況 

（令和４年４月１日現在。単位はｍ） 

道 路 別 路 線 名  路線番号 市内延長 

国道 
246号 3,380 

さがみ縦貫道路 6,100 

県道 

県道主要地方道 

横浜伊勢原 22 3,235 

横浜厚木 40 4,023 

藤沢座間厚木 42 71 

藤沢厚木 43 5,406 

相模原茅ヶ崎 46 5,288 

町田厚木 51 3,620 

一般県道 

吉岡海老名 406 5,056 

杉久保座間 407 6,259 

社家停車場 408 919 

相模川自転車道 409 4,421 

合    計 47,778 
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資料７－４ 鉄道駅乗車人員 

（令和６年３月31日現在。単位は人） 

(１) 東日本旅客鉄道株式会社 

駅 名 年 度 
乗 車 人 員 

総 数 定 期 定期外 一日平均 

海老名駅 

平成30年度 5,156,355 3,253,245 1,903,110 14,127 

令和元年度 5,236,362 3,359,148 1,876,848 14,307 

令和２年度 3,907,690 2,612,305 1,295,020 10,706 

令和３年度 4,259,550   2,736,770 1,522,780 11,670 

令和４年度 4,686,235   2,923,650 1,762,220 12,839 

厚 木 駅 

平成30年度 2,505,360 1,764,045 741,315 6,864 

令和元年度 2,511,858 1,790,838 720,654 6,863 

令和２年度 1,836,680 1,334,075 502,605 5,032 

令和３年度 1,984,870   1,384,445 600,425 5,438 

令和４年度 2,118,460   1,431,530 686,565 5,804 

 備考 社家駅・門沢橋駅は無人駅のため平成27年度より公表されていない。 

 

 (２) 小田急電鉄株式会社 

駅 名 年 度 
乗 車 人 員 

総 数 定 期 定期外 一日平均 

海老名駅 

平成30年度 28,074,278 16,897,470 11,176,808 76,916 

令和元年度 27,894,768 17,028,810 10,865,958 76,424 

令和２年度 18,701,946 11,735,340 6,966,606 51,238 

令和３年度 20,040,232 11,713,830 8,326,402 54,905 

令和４年度 22,472,553 12,738,240 9,734,313 61,570 

厚 木 駅 

平成30年度 3,727,182 2,402,190 1,324,992 10,211 

令和元年度 3,709,095 2,422,620 1,286,475 10,162 

令和２年度 2,723,382 1,830,600 892,782 7,461 

令和３年度 2,993,352 1,919,850 1,073,502 8,201 

令和４年度 3,255,235 2,038,620 1,216,615 8,919 
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 (３) 相模鉄道株式会社 

駅 名 年 度 
乗 車 人 員 

総 数 定 期 定期外 一日平均 

海老名駅 

平成30年度 22,651,166 14,190,600 8,460,566 62,057 

令和元年度 22,581,069 14,266,530 8,314,539 61,866 

令和２年度 15,484,186 10,146,000 5,338,186 42,422 

令和３年度 16,283,994 9,987,074 6,296,920 44,614 

令和４年度 17,905,344 10,628,920 7,276,424 49,056 

かしわ台駅 

平成30年度 3,423,112 2,087,610 1,335,502 9,378 

令和元年度 3,410,333 2,099,340 1,310,993 9,344 

令和２年度 2,609,177 1,665,060 944,117 7,149 

令和３年度 2,730,423 1,669,029 1,061,394 7,481 

令和４年度 2,970,069 1,778,799 1,191,270 8,137 

さがみ野駅 

平成30年度 6,906,572 4,397,850 2,508,722 18,922 

令和元年度 6,841,247 4,394,790 2,446,457 17,922 

令和２年度 5,260,999 3,516,330 1,744,699 14,414 

令和３年度 5,446,506 3,529,775 1,916,731 14,922 

令和４年度 5,787,777 3,657,774 2,130,003 15,857 

 

資料７－５ 海老名市災害時協力車両登録数一覧 

（令和６年８月１日現在） 

年度 

台数 

合計    

 軽トラック 軽バン 小型トラック 

平成27年度 92 63 29 - 

平成 28年度 83 55 28 - 

平成 29年度 81 54 25 2 

平成 30年度 82 52 26 4 

令和１年度 97 60 24 13 

令和２年度 104 63 28 13 

令和３年度 103 63 24 16 

令和４年度 99 61 23 15 

令和５年度 97 60 23 14 

令和６年度 88 52 22 14 
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資料７－６ 緊急輸送道路及び緊急輸送補完道路一覧 

 (１) 県指定の緊急輸送道路 

  ア 第１次路線 

高規格幹線道路、一般国道等で構成する広域的ネットワーク及び港湾等に連絡する路線で緊急

輸送の骨格をなす路線 

路 線 名 県道路線名 区   名 

東名高速道路  全線（東京都境 ～ 静岡県境） 

新東名高速道路  海老名南ＪＣＴ ～ 伊勢原大山ＩＣ 

国道246号  全線 

国道468号 

さがみ縦貫道路 
 全線 

県道22号 横浜伊勢原 国道１号（横浜新道）交点（矢沢） ～ 国道246号交点 

県道40号 横浜厚木 国道246号（相模大塚）交点 ～ 県道51号（河原口）交点 

県道43号 藤沢厚木 
国道467号（白旗）交点 ～ 県道44号 交点 

県道46号（中新田）交点 ～ 県道60号（松枝）交点 

県道46号 相模原茅ヶ崎 全線 

県道51号 町田厚木 東京都境 ～ 県道43号 交点 

 

  イ 第２次路線 

    第１次緊急輸送道路を補完し地域的ネットワークを形成する路線及び市町村庁舎等に連絡する路

線 

路 線 名 区   名 

市道海老名駅大谷線 海老名市役所 ～ 県道40号 交点 

 

 (２) 市が指定する緊急輸送補完道路 

  ア 第１次路線 

    市が指定する拠点備蓄倉庫、災害時医療救護関連施設、体育館を結ぶ、市の輸送の根幹となる路

線 

名    称 路  線  名 

北部大型防災備蓄倉庫 （県道51号）→市道２号線→市道152号線→市道153号線 

中部大型防災備蓄倉庫 （市道海老名駅大谷線）→市道海老名駅大谷線 

南部大型防災備蓄倉庫 
（県道46号）→県道408号→県道43号→市道39号線→市道
866号線 

医療センター （県道46号）→市道13号線→市道342号線 

えびな市民活動センター（ビナスポ） （県道46号）→市道13号線→ 市道1751号線 

海老名総合病院 （県道46号）→市道402号線 

さがみ野中央病院 （県道40号） 

湘陽かしわ台病院 （県道40号）→市道４号線→市道1140号線 

腎健クリニック （県道51号）→市道62号線 

リコーテクノロジーセンター 体育館 （県道51号）→市道62号線 

  備考 （ ）は、緊急輸送道路に該当する路線 
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  イ 第２次路線 

    市が指定する避難所予定施設等を結ぶ、物資輸送の中心となる路線 

   起点：北部大型防災備蓄倉庫 

名    称 路  線  名 

柏ケ谷コミュニティセンター 
市道153号線→市道152号線→市道２号線→市道1146号線→
市道３号線→市道４号線→(県道40号)→市道90号線 

上今泉コミュニティセンター 
市道153号線→市道152号線→市道２号線→市道1227号線→
市道2265号線 

下今泉コミュニティセンター 
市道153号線→市道152号線→市道２号線→(国道246号)→
市道255号線 

北部公園体育館 市道153号線→市道152号線→市道２号線→市道2007号線 

柏ケ谷小学校 
市道153号線→市道152号線→市道２号線→市道1146号線→
市道３号線 

東柏ケ谷小学校 
市道153号線→市道152号線→市道２号線→市道1146号線→
市道３号線→市道４号線→(県道40号)→市道22号線 

上星小学校 市道153号線→市道152号線→市道２号線 

今泉小学校 
市道153号線→市道152号線→市道２号線→市道307号線→
市道266号線→市道246号線 

杉本小学校 市道153号線→市道152号線→市道２号線→市道2007号線 

柏ケ谷中学校 
市道153号線→市道152号線→市道２号線→市道2197号線→
市道２号線 

今泉中学校 市道153号線→市道152号線→市道２号線→市道307号線 

障害者支援センターあきば 市道153号線→市道152号線→市道２号線→市道2007号線 

 

   起点：中部大型防災備蓄倉庫 

名    称 路  線  名 

大谷コミュニティセンター 
市道海老名駅大谷線→市道2223号線→市道36号線→市道１
号線→(県道407号)→市道909号線 

中新田コミュニティセンター 市道海老名駅大谷線→市道12号線 

国分コミュニティセンター 市道海老名駅大谷線→(市道海老名駅大谷線)→(県道40号) 

勝瀬文化センター 
市道海老名駅大谷線→(市道海老名駅大谷線)→市道大谷峰
線→(県道407号) 

えびな市民活動センター 
（ビナレッジ） 

市道海老名駅大谷線→市道403号線→(県道46号)→市道13
号線→市道1751号線 

海老名小学校 
市道海老名駅大谷線→(市道海老名駅大谷線)→市道大谷峰
線→(県道407号線) 

有鹿小学校 
市道海老名駅大谷線→(市道海老名駅大谷線)→(県道40号
線)→(県道51号)→市道15号線→市道17号線 

中新田小学校 
市道海老名駅大谷線→市道12号線→(県道46号)→市道11号
線 

大谷小学校 
市道海老名駅大谷線→(市道海老名駅大谷線)→市道大谷峰
線→市道1000号線→市道1001号線 

海老名中学校 
市道海老名駅大谷線→(市道海老名駅大谷線)→市道大谷峰
線→→(県道407号) 

海西中学校 
市道海老名駅大谷線→市道403号線→(県道46号)→市道13
号線 

大谷中学校 
市道海老名駅大谷線→市道403号線→市道1034号線→市道
31号線→市道949号線→市道918号線 

県立中央農業高等学校 市道海老名駅大谷線→市道2223号線→市道36号線 
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県立海老名高等学校 市道海老名駅大谷線→市道12号線 

名    称 路  線  名 

総合福祉会館 
市道海老名駅大谷線→(市道海老名駅大谷線)→(県道40号)
→市道2074号線→市道1889号線 

わかば会館 市道海老名駅大谷線→市道403号線 

文化会館及び中央図書館 
市道海老名駅大谷線→(市道海老名駅大谷線)→(県道40号)
→市道2074号線→市道1889号線 

 

   起点：南部大型防災備蓄倉庫 

名    称 路  線  名 

杉久保コミュニティセンター 市道866号線→市道2125号線→市道34号線→(県道407号) 

門沢橋コミュニティセンター及び 
有馬図書館 

市道866号線→市道39号線→(県道43号線)→(県道408号線)
→市道110号線→市道598号線 

本郷コミュニティセンター 
市道866号線→市道39号線→(県道43号)→市道８号線→市
道41号線→市道45号線 

社家コミュニティセンター 
市道866号線→市道39号線→(県道43号)→(県道408号線)→
(県道46号)→市道497号線 

国分寺台文化センター 
市道866号線→市道2125号線→市道34号線→市道30号線→
市道959号線→市道976号線 

有馬小学校及び有馬中学校 
市道866号線→市道39号線→(県道43号)→市道８号線→市
道41号線 

社家小学校 
市道866号線→市道39号線→(県道43号)→(県道408号)→市
道512号線→市道1842号線 

門沢橋小学校 
市道866号線→市道39号線→(県道43号)→(県道408号)→市
道110号線 

杉久保小学校 市道866号線→市道2125号線→市道34号線→市道883号線 

県立有馬高等学校 
市道866号線→市道39号線→(県道43号)→(県道408号)→
(県道46号)→市道580号線 

県立かながわ農業アカデミー 市道866号線→市道39号線 

  備考 （ ）は、緊急輸送道路又は県道 
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 (３) 緊急輸送道路・緊急輸送補完道路 道路網図 
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- 97 -



資料 ７ 交通・輸送 

 

資料７－７ 緊急交通路指定想定路線一覧 

№ 路  線  名 区    間 

１ 東名高速道路 東京都境から静岡県境までの間 

２ 新東名高速道路 海老名南ＪＣＴから伊勢原大山ＩＣまでの間 

３ 中央高速道路 東京都境から山梨県境までの間 

４ 

首都高速道路 
（横羽線、三ツ沢線、狩場線、大黒
線、川崎線、湾岸線、横浜北線及び横
浜北西線） 

東京都境から石川町ＪＣＴまでの間（横羽線）、金港
ＪＣＴから三ツ沢ＩＣまでの間（三ツ沢線）、本牧Ｊ
ＣＴから狩場ＩＣまでの間（狩場線）、大黒ＪＣＴか
ら生麦ＪＣＴまでの間（大黒線）、大師ＪＣＴから川
崎浮島ＪＣＴまでの間（川崎線）、並木ＩＣから都県
境までの間（湾岸線）、横浜港北ＪＣＴから生麦ＪＣ
Ｔまでの間(横浜北線)及び横浜青葉ＪＣＴから横浜港
北ＪＣＴまでの間（横浜北西線） 

５ 
国道１号（横浜新道、新湘南バイパス
及び西湘バイパスを含む。） 

東京都境から静岡県境までの間 

６ 国道15号 東京都境から青木通交差点までの間 

７ 
国道16号（保土ケ谷バイパス及び横浜
横須賀道路を含む。） 

東京都境から馬堀海岸四丁目東交差点までの間 

８ 国道20号 東京都境から山梨県境までの間 

９ 国道129号 高浜台交差点から橋本五差路交差点までの間 

10 国道132号 塩浜交差点から川崎区役所前交差点までの間 

11 国道133号 開港広場前交差点から桜木町一丁目交差点までの間 

12 国道134号 引橋交差点から唐ヶ原交差点までの間 

13 国道135号（真鶴道路を含む。） 静岡県境から早川口交差点までの間 

14 国道138号 静岡県境から宮の下交差点までの間 

15 国道246号 東京都境から静岡県境までの間 

16 国道255号 新籠場交差点から小田原市民会館前交差点までの間 

17 国道271号 小田原厚木道路 厚木ＩＣから小田原西ＩＣまでの間 

18 
国道409号（東京湾アクアラインを含
む。） 

溝口交差点から大師河原交差点までの間、東京湾アク
アラインは浮島ＪＣＴから千葉県境までの間 

19 国道412号 厚木市立病院前交差点から相模湖駅前交差点までの間 

20 国道413号 山梨県境から橋本陸橋下交差点までの間 

21 国道466号 第三京浜道路 東京都境から保土ケ谷ＩＣまでの間 

22 国道467号 山王原交差点から片瀬東浜交差点までの間 

23 国道468号 首都圏中央連絡自動車道 茅ケ崎ＪＣＴから東京都境までの間 

24 県道２号 東京丸子横浜線 東京都境から浦島丘交差点までの間 

25 県道３号 世田谷町田線 多摩水道橋交差点から上麻生交差点までの間 

26 県道６号 東京大師横浜線 東京都境から大黒町入口交差点までの間 

27 県道９号 川崎府中線 溝口交差点から東京都境までの間 

28 県道12号 横浜上麻生線 西神奈川交差点から上麻生交差点までの間 

29 県道13号 横浜生田線 高島町交差点から荏田町交差点までの間 

30 県道14号 鶴見溝ノ口線 鶴見警察署前交差点から高津交差点までの間 

31 県道21号 横浜鎌倉線 吉野町三丁目交差点から滑川交差点までの間 
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32 県道22号 横浜伊勢原線 関の下交差点から上北ノ根交差点までの間 

33 県道24号 横須賀逗子線 船越町交差点から銀座通り入口交差点までの間 

34 
県道26号 横須賀三崎線 

(三浦縦貫道を含む。) 
本町一丁目交差点から日の出交差点までの間 

35 県道28号 本町山中線 本町ＩＣから横須賀ＩＣまでの間 

№ 路  線  名 区    間 

36 県道30号 戸塚茅ヶ崎線 藤沢バイパス出口交差点から浜須賀交差点までの間 

37 県道40号 横浜厚木線 相模大塚交差点から相模大橋東交差点までの間 

38 県道43号 藤沢厚木線 
海老名ＩＣ入口交差点から厚木市立病院前交差点まで
の間 

39 県道44号 伊勢原藤沢線 伊勢原市役所入口交差点から茅ケ崎中央ＩＣまでの間 

40 県道45号 丸子中山茅ヶ崎線 丸子橋交差点から茅ヶ崎駅前交差点までの間 

41 県道46号 相模原茅ヶ崎線 上溝交差点から柳島交差点までの間 

42 県道51号 町田厚木線 東京都境から河原口交差点までの間 

43 県道52号 相模原町田線 下当麻交差点から東京都境までの間 

44 県道54号 相模原愛川線 上溝交差点から半原日向交差点までの間 

45 県道62号 平塚秦野線 相模貨物駅前交差点から堀川交差点までの間 

46 県道63号 相模原大磯線 市役所入口交差点から分れ道交差点までの間 

47 県道64号 伊勢原津久井線 分れ道交差点から梶野交差点までの間 

48 県道71号 秦野二宮線 落合交差点から二宮交差点までの間 

49 県道72号 松田国府津線 金田交番前から親木橋交差点までの間 

50 県道73号 小田原停車場線 城山中学校入口交差点から早川口交差点までの間 

51 県道74号 小田原山北線 城山中学校入口交差点から宮地交差点までの間 

52 県道75号 湯河原箱根仙石原線 湯河原駅入口交差点から仙石原交差点までの間 

53 県道77号 平塚松田線 土屋橋交差点から神山交差点までの間 

54 県道78号 御殿場大井線 矢倉沢交差点からインター前交差点までの間 

55 県道311号 鎌倉葉山線 長柄交差点から南郷トンネル入口交差点までの間 

56 逗葉新道 逗子ＩＣ入口交差点から南郷トンネル交差点までの間 

57 横浜市道（みなと大通り線） 県庁前交差点から扇町１丁目交差点までの間 

58 横浜市道（山下本牧磯子線） 開港広場前交差点から八幡橋交差点までの間 

59 横浜市道（環状２号線） 屛風ヶ浦交差点から上末吉交差点までの間 

 

資料７－８ ヘリコプター臨時離着陸場一覧 

名    称 所 在 地 発着場の規模 

中新田小学校 中新田1-15-1 約120ｍ × 約 60ｍ 

社家小学校 社家5-10-1 約 80ｍ × 約 80ｍ 

海西中学校 さつき町58 約 90ｍ × 約 80ｍ 

柏ケ谷中学校 柏ケ谷1-13-1 約100ｍ × 約 80ｍ 

大谷中学校 大谷南2-10-1 約 90ｍ × 約 80ｍ 

県立相模三川公園 スポーツ広場 上郷3-2737 約520ｍ × 約 80ｍ 
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。

 
２
 
防
災
情
報
設
備
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
何
人
も
環
境
負
荷
の
低
減
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
甲
は
、
防
災
情
報
設
備
を
設
置
し
た
と
き
は
、
乙
に
設
置
状
況
等
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
費
用
の
削
減
）

 
第
５
条
 
防
災
情
報
設
備
設
置
に
掛
か
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
極
力
削
減
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
経
費
等
）

 
第
６
条
 
防
災
情
報
設
備
の
設
置
及
び
設
置
後
に
掛
か
る
電
気
使
用
料
、
施
設
使
用
料
及
び
保
守
料
の
経
費
は
、
甲

が
全
て
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
前
項
に
規
定
す
る
経
費
及
び
支
払
い
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
別
途
契
約
書
等
の
締
結
を
も
っ

て
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
運
用
）

 
第
７
条
 
設
置
し
た
防
災
情
報
設
備
の
運
用
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 
(１

) 
市
内
又
は
防
災
情
報
設
備
に
よ
り
情
報
収
集
が
可
能
な
市
町
村
で
、
火
災
、
地
震
、
風
水
害
又
は
そ
の
他

の
災
害
が
発
生
し
た
と
き
。

 
 
(２

) 
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
。

 
 
（
維
持
管
理
）

 
第
８
条
 
設
置
し
た
防
災
情
報
設
備
の
維
持
管
理
は
、
甲
が
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
報
告
）

 
第
９
条
 
乙
は
、
防
災
情
報
設
備
を
設
置
し
た
施
設
に
障
害
が
発
生
し
、
防
災
情
報
設
備
が
使
用
で
き
な
く
な
っ
た

場
合
は
、
書
面
に
よ
り
甲
に
報
告
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
移
設
費
用
等
）

 
第
１
０
条
 
甲
又
は
乙
は
、
防
災
情
報
設
備
の
移
設
又
は
撤
去
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
掛
か
る
費
用

等
は
原
則
と
し
て
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
甲
乙
協
議
の
上
、
移
設

又
は
撤
去
す
る
３
か
月
前
ま
で
に
合
意
契
約
し
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
紛
争
）

 
第
１
１
条
 
防
災
情
報
設
備
の
設
置
に
伴
う
紛
争
（
第
三
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
対
応
と

す
る
。

 
 
（
協
定
期
間
）

 
第
１
２
条
 
協
定
期
間
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

 
２
 
協
定
終
了
の
意
思
表
示
は
、
前
項
に
規
定
す
る
協
定
期
間
満
了
の
１
か
月
前
ま
で
に
双
方
い
ず
れ
か
が
相
手
方

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 

に
対
し
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
双
方
協
定
終
了
の
意
思
表
示
が
な
い
場
合
は
、
本
協
定
を
１

年
間
更
新
す
る
も
の
と
し
、
以
後
も
同
様
と
す
る
。

 
 
（
協
定
期
間
中
の
解
約
）

 
第
１
３
条
 
甲
又
は
乙
は
、
協
定
期
間
中
に
本
協
定
の
解
約
を
申
し
出
る
場
合
は
、
書
面
に
よ
り
解
約
の
手
続
き
を

行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
そ
の
他
）

 
第
１
４
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
、
甲
及

び
乙
が
誠
意
を
持
っ
て
協
議
し
、
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

 
   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
押
印
の
上
、
各
１
通
を
保
有
す
る
。

 
  
 
平
成
23
年
12
月
21
日

 
  

甲
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

乙
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
下
今
泉
81
0番

地
 
 
 
 
 
 
 
 

  
株
式
会
社
 
リ
コ
ー
 
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
セ
ン
タ
ー
 
 
 

 
事
業
所
長
 
小
 
林
 
悦
 
雄
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
２
 
災
害
時
の
情
報
交
換
に
関
す
る
協
定

（
国
土
交
通
省
 
関
東
地
方
整
備
局
）
 

 
 
 
災
害
時
の
情
報
交
換
に
関
す
る
協
定

 
  
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
、
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
は
、

災
害
時
に
お
け
る
各
種
情
報
の
交
換
等
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定
す
る
。

 
  
（
目
的
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
内
に
お
い
て
災
害
が
発
生
し
又
は
、
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

に
、
甲
及
び
乙
が
必
要
と
す
る
各
種
情
報
の
交
換
等
（
以
下
、
情
報
交
換
と
い
う
）
に
つ
い
て
定
め
、
も
っ
て
、

迅
速
か
つ
的
確
な
災
害
対
処
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
 
（
情
報
交
換
の
開
始
時
期
）

 
第
２
条
 
甲
及
び
乙
の
情
報
交
換
の
開
始
時
期
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 
(１

) 
海
老
名
市
内
で
災
害
が
発
生
又
は
、
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

 
 
(２

) 
海
老
名
市
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
と
き
。

 
 
(３

) 
そ
の
他
甲
又
は
乙
が
必
要
と
す
る
と
き
。

 
 
（
情
報
交
換
の
内
容
）

 
第
３
条
 
甲
及
び
乙
の
情
報
交
換
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 
(１

) 
一
般
被
害
状
況
に
関
す
る
こ
と

 
 
(２

) 
公
共
土
木
施
設
（
道
路
、
河
川
、
ダ
ム
、
砂
防
、
都
市
施
設
等
）
の
被
害
状
況
に
関
す
る
こ
と

 
 
(３

) 
そ
の
他
甲
又
は
乙
が
必
要
な
事
項

 
 
（
情
報
連
絡
員
（
リ
エ
ゾ
ン
）
の
派
遣
）

 
第
４
条
 
甲
は
第
２
条
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
乙
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
又
は
甲
が
必
要
と
判
断
し
た
場

合
に
は
、
乙
の
災
害
対
策
本
部
等
に
甲
の
情
報
連
絡
員
（
リ
エ
ゾ
ン
）
を
派
遣
し
情
報
交
換
を
行
う
も
の
と
す

る
。

 
 
 
な
お
、
甲
及
び
乙
は
、
相
互
の
連
絡
窓
口
を
明
確
に
し
て
お
き
派
遣
に
関
し
て
事
前
に
調
整
を
図
る
も
の
と
す

る
。

 
 
（
平
素
の
協
力
）

 
第
５
条
 
甲
及
び
乙
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
情
報
交
換
に
関
す
る
防
災
訓
練
及
び
防
災
に
関
す
る
地
図
等
の
資
料
の

整
備
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
議
）

 
第
６
条
 
本
協
定
に
疑
義
が
生
じ
た
と
き
、
又
は
本
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
甲
乙
協

議
の
上
、
こ
れ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
   
本
協
定
は
、
２
通
作
成
し
、
甲
乙
押
印
の
上
各
１
通
を
所
有
す
る
。

 
  
平
成
23
年
７
月
25
日

 
 

甲
 
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
２
番
地
１
 
 
 
 

 
さ
い
た
ま
新
都
心
合
同
庁
舎
２
号
館
 
 
 
 
 
 
 
 

 
国
土
交
通
省
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
関
東
地
方
整
備
局
長
 
下
 
保
 
 
 
修
 
 
 
 

 
 

乙
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
３
 
災
害
時
に
お
け
る
施
設
利
用
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
サ
ン
・
ラ
イ
フ
サ
ー
ビ
ス
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
施
設
利
用
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書

 
  
株
式
会
社
サ
ン
・
ラ
イ
フ
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災

害
時
に
お
け
る
施
設
利
用
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
緊
急
消
防
援
助
隊
、
警
察
、
自
衛
隊
、
他
自
治
体
職
員
等
（
以
下
「
応

援
職
員
」
と
い
う
。
）
の
広
域
的
な
応
援
を
要
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
応
援
職
員
が
甲
の
所
有
す
る
施
設
を
利

用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
利
用
施
設
及
び
安
全
確
認
）

 
第
２
条
 
乙
が
利
用
で
き
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
な
お
、
施
設
を
利
用
す
る
に
当
た
り
、
建
物
等
の
安

全
確
認
は
乙
が
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
(１

) 
施
設
名
称
 
ザ
・
ウ
イ
ン
グ
ス
海
老
名

 
 
(２

) 
所
在
地
 
 
海
老
名
市
中
央
一
丁
目
17
番
10
号

 
 
（
協
力
要
請
）

 
第
３
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
応
援
職
員
を
要
請
し
た
と
き
は
、
甲
の
施
設
に
対
し
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
協
力
を

要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
事
項
の
措
置
）

 
第
４
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
、
速
や
か
に
応
援
職
員
を
収
容
で
き

る
体
制
を
整
え
、
そ
の
措
置
状
況
を
乙
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
実
施
報
告
）

 
第
５
条
 
甲
は
、
前
条
に
基
づ
く
協
力
の
実
施
が
終
了
し
た
と
き
は
、
施
設
利
用
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り

速
や
か
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
利
用
期
間
）

 
第
６
条
 
利
用
期
間
は
、
原
則
と
し
て
30
日
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
甲
乙
協
議
の
上
、
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
７
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
宴
会
サ
ー
ビ
ス
課
長
と
し
、
乙
の
連

絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）

 
第
８
条
 
甲
が
実
施
し
た
施
設
利
用
の
協
力
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
第
５
条
の
報
告
に
基
づ
き
甲

が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
。

 
 
（
物
資
の
支
給
）

 
第
９
条
 
応
援
職
員
が
活
動
す
る
た
め
の
必
要
な
資
機
材
や
食
料
・
生
活
物
資
等
は
、
乙
が
支
給
す
る
も
の
と
す

る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
５
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
）

 
第
１
１
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
、
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
書
面
２
通
作
成
し
、
甲
、
乙
が
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保

有
す
る
も
の
と
す
る
。

 
  
令
和
６
年
６
月
１
日

 
 

甲
 
平
塚
市
馬
入
本
町
13
番
11
号
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
株
式
会
社
 
サ
ン
・
ラ
イ
フ
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

 
代
表
取
締
役
社
長
 
比
 
企
 
 
 
武
 
 

  
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
４
 
災
害
時
に
お
け
る
広
域
応
援
部
隊
の
受
入
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
海
老
名
第
一
ビ
ル
デ
ィ
ン

グ
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
広
域
応
援
部
隊
の
受
入
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
海
老
名
第
一
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と

は
、
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
広
域
応
援
部
隊
の
受
入
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
協
定
す
る
。
 

  
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
災
害
救
助
法
の
適
用
を
受
け
る
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
と
き
、
海
老
名
市
単
独
で
は

十
分
な
応
急
措
置
が
で
き
な
い
場
合
、
広
域
的
な
部
隊
の
応
援
を
求
め
、
こ
の
応
援
部
隊
が
被
災
地
で
円
滑
な
救

助
活
動
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
予
め
活
動
の
拠
点
と
な
る
施
設
を
定
め
災
害
に
対
処
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
 

 
（
施
設
の
提
供
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
と
き
、
海
老
名
市
地
域
防
災
計
画
の
応
援
要
請
計
画
に
基
づ
い
て
、
広

域
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
を
知
事
に
要
請
し
た
場
合
、
そ
の
部
隊
の
受
入
に
つ
い
て
、
乙
は
そ
の
施
設
を
提
供
す
る

も
の
と
す
る
。
 

 
（
指
定
場
所
）
 

第
３
条
 
甲
の
要
請
に
基
づ
き
、
派
遣
さ
れ
た
部
隊
は
、
乙
の
施
設
の
海
老
名
プ
ラ
イ
ム
タ
ワ
ー
を
拠
点
と
し
、
乙

の
防
災
担
当
責
任
者
の
指
示
に
従
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
部
隊
の
規
模
等
）
 

第
４
条
 
派
遣
さ
れ
る
部
隊
は
、
10
0名

程
度
と
し
、
お
お
む
ね
２
週
間
程
度
の
活
動
を
行
い
、
車
輌
を
伴
う
も
の
と

す
る
。
 

 
（
経
費
の
負
担
）
 

第
５
条
 
部
隊
の
受
入
施
設
に
要
し
た
経
費
等
は
、
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
負
担
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
、
乙
が
協
議
を
し
負
担
す
べ
き
額
を
決
定
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
物
資
の
支
給
）
 

第
６
条
 
部
隊
が
活
動
す
る
た
め
の
必
要
な
資
機
材
や
食
糧
・
生
活
物
資
等
は
、
甲
が
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
通
知
）
 

第
７
条
 
甲
は
、
広
域
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
を
知
事
に
要
請
し
た
場
合
、
す
み
や
か
に
乙
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
に
関
す
る
連
絡
責
任
者
は
、
甲
に
お
い
て
は
海
老
名
市
企
画
部
企
画
課
長
と
し
、
乙
に
お
い
て

は
、
ビ
ル
管
理
部
長
と
す
る
。
 

 
（
協
議
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
、
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
書
面
２
通
作
成
し
、
甲
、
乙
が
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保

有
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  
 
平
成
10
年
４
月
３
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
海
老
名
市
長
 
亀
 
井
 
英
 
一
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
中
央
２
丁
目
９
番
50
号
 
 
 
 

株
式
会
社
 
海
老
名
第
一
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
 
 
 
 

代
表
取
締
役
 
陸
 
宏
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
５
 
広
域
避
難
場
所
と
し
て
の
使
用
に
関
す
る
協
定
書

（
富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
 
海
老
名
事
業
所
）
 

 
 
 
広
域
避
難
場
所
と
し
て
の
使
用
に
関
す
る
協
定
書

 
  
富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
海
老
名
事
業
所
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）

と
は
、
大
規
模
な
災
害
か
ら
市
民
等
の
生
命
、
身
体
を
守
る
た
め
の
広
域
避
難
場
所
と
し
て
、
甲
の
所
有
す
る
グ
ラ

ウ
ン
ド
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
条
項
に
よ
り
協
定
を
締
結
す
る
。

 
 
（
使
用
物
件
）

 
第
１
条
 
甲
は
、
そ
の
所
有
す
る
次
に
掲
げ
る
施
設
（
以
下
「
使
用
物
件
」
と
い
う
。
）
を
公
共
福
祉
の
立
場
か
ら

無
償
で
乙
に
使
用
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 
所
 
在
 
地

 
施
 
設
 
名

 
面
 
積

 

海
老
名
市
本
郷
22
74
番
地

 
富
士
ゼ

ロ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
海
老
名
事

業
所

内
グ
ラ
ウ

ン
ド

 
約
20
,0
00
㎡

 
 
（
使
用
目
的
等
）

 
第
２
条
 
乙
は
、
使
用
物
件
を
大
地
震
時
等
災
害
が
広
域
に
わ
た
る
場
合
の
広
域
避
難
場
所
と
し
て
、
市
民
等
を
避

難
さ
せ
る
た
め
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
は
、
使
用
物
件
を
広
域
避
難
場
所
と
し
て
使
用
す
る
場
合
は
事
前
に
、
又
は
緊
急
な
場
合
は
、
使
用
開
始
後

直
ち
に
、
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
前
項
の
場
合
、
甲
は
い
か
な
る
場
合
に
も
直
ち
に
使
用
さ
せ
、
又
は
使
用
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

 
（
所
有
権
移
転
等
の
場
合
の
措
置
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
使
用
物
件
の
現
状
を
変
更
し
、
又
は
所
有
権
そ
の
他
の
財
産
権
を
移
転
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

事
前
に
乙
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
（
原
状
復
旧
義
務
）

 
第
４
条
 
乙
は
、
使
用
物
件
を
使
用
し
た
後
は
、
原
状
復
旧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２
 
甲
に
お
い
て
原
状
復
旧
し
た
場
合
は
、
そ
の
費
用
は
乙
が
負
担
す
る
。

 
３
 
乙
が
使
用
物
件
を
使
用
し
た
こ
と
に
よ
り
甲
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
乙
は
、
災
害
対
策
基
本
法

(昭
和

36
年

法
律
第
22
3号

)第
82
条
第
１
項
に
基
づ
き
、
そ
の
損
失
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

 
（
有
効
期
間
）

 
第
５
条
 
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
は
、
こ
の
協
定
の
締
結
の
日
か
ら
1
0年

間
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
効
期
間
満
了
の

日
ま
で
に
甲
と
乙
と
の
い
ず
れ
か
ら
も
何
ら
の
申
し
出
も
な
い
と
き
は
、
こ
の
協
定
は
更
に
10
年
間
延
長
さ
れ
た

も
の
と
し
、
以
降
も
ま
た
同
様
と
す
る
。

 
２
 
甲
又
は
乙
は
、
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
満
了
前
に
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
の
協
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
30
日
前
ま
で
に
解
除
の
申
し
入
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
（
疑
義
等
の
解
決
）

 
第
６
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
定
め
を
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
、
又
は
、
こ
の
協
定
に
定
め

る
事
項
に
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
甲
乙
協
議
を
し
て
定
め
る
。

 
  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
１
通
を
保
有
す
る
。

 
  
平
成
19
年
３
月
23
日

 
 

甲
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
本
郷
22
74
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 

 
富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
海
老
名
事
業
所
 
 
 
 

 
常
務
執
行
役
員
事
業
所
長
 
坂
 
本
 
 
 
保
 
 

 
 

乙
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
６
 
災
害
時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
書

（
神
奈
川
県
立
中
央
農
業
高
等
学
校
) 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
書

 
  
神
奈
川
県
立
中
央
農
業
高
等
学
校
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災

害
時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
内
に
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
、
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
の
避
難
施
設
並
び
に
交

通
機
関
の

一
時

停
止

等
に
よ
る

帰
宅
困
難
者

及
び

駅
滞
留

者
の

一
時
滞

在
施

設
（
以

下
「

避
難
施

設
等

」
と

い
う
。
）
と
し
て
、
甲
の
管
理
す
る
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
を
乙
が
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
使
用
施
設
）

 
第
２
条
 
乙
が
災
害
時
等
に
使
用
で
き
る
施
設
は
、
原
則
と
し
て
体
育
館
と
し
、
乙
は
、
こ
れ
以
外
の
施
設
を
使
用

す
る
場
合
は
、
甲
の
了
承
を
得
て
か
ら
使
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
が
使
用
で
き
る
施
設
の
詳
細
等
に

つ
い
て
は
、
本
協
定
に
別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。

 
 
（
施
設
の
安
全
確
認
等
）

 
第
３
条
 
災
害
時
等
に
施
設
が
避
難
施
設
等
と
し
て
開
設
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
甲
又
は
乙
が
目
視
に
よ
り

常
識
的
な
範
囲
で
施
設
の
周
辺
・
外
観
、
施
設
内
の
安
全
を
確
認
し
て
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
は
、

施
設
の
実
質
的
な
診
断
を
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
海
老
名
市
応
急
危
険
度
判
定
士
を
派
遣
す
る
も
の

と
す
る
。

 
 
（
使
用
対
象
者
）

 
第
４
条
 
災
害
時
等
に
避
難
施
設
等
と
し
て
開
設
し
た
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
甲
又
は
乙
が
避
難

施
設
等
に
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
、
帰
宅
困
難
者
及
び
駅
滞
留
者
（
以
下

「
避
難
者
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

 
 
（
要
請
及
び
措
置
）

 
第
５
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
避
難
者
等
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
甲
に
対
し
避
難
者
等
の
人

数
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
文
書
又
は
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
連
絡
し
、
施
設
を
使
用
す
る
こ

と
に
つ
い
て
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
に
規
定
す
る
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
使
用
で
き
る
施
設
及
び
収
容
可
能
人
数
を
示
し
、

速
や
か
に
避
難
者
等
を
収
容
で
き
る
体
制
を
整
え
、
そ
の
措
置
事
項
を
乙
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
甲
及
び
乙
は
、
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
時
等
に
地
域
住
民
又
は
避
難
者
等
か
ら
施
設
の
使
用
に

つ
い
て
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
甲
又
は
乙
の
判
断
に
よ
り
、
本
協
定
に
基
づ
き
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
避
難
者
等
の
管
理
）

 
第
６
条
 
施
設
に
収
容
し
た
避
難
者
等
の
管
理
は
、
甲
及
び
乙
が
協
力
し
て
行
う
。

 
 
（
使
用
期
間
）

 
第
７
条
 
災
害
時
等
に
施
設
を
使
用
で
き
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
3
0日

以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
状
況
に
応

じ
、
甲
乙
協
議
の
上
、
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
８
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
副
校
長
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
民
協
働
部
地
域
づ
く
り
課
長
と
す
る
。

 
 
（
使
用
料
）
 

第
９
条
 
施
設
の
使
用
料
は
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
等
が
使
用
し
た
電
気
、
ガ
ス
及
び
水
道
の
料
金
に
つ

い
て
は
、
教
育
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
取
扱
要
領
（
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
通
知
 
最
終
改
正
 
令
和

４
年
１
月
４
日
教
施
第
2
1
80
号
）
第
10
条
に
基
づ
き
、
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
て
乙
が
負
担
す

る
。
 

 
（
原
状
回
復
）

 
第
１
０
条
 
災
害
時
等
に
避
難
者
等
が
施
設
を
使
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
、
施
設
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙

の
責
任
に
お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
情
報
の
共
有
）

 
第
１
１
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
及
び
平
時
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
情
報
を
共
有
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、

連
絡
手
段
に
つ
い
て
は
、
文
書
又
は
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
と
す
る
。

 
 
(１

) 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
に
甲
又
は
乙
の
判
断
に
よ
り
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
の
情
報
を
報

告
し
、
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(２

) 
甲
は
、
災
害
時
等
の
施
設
に
お
い
て
、
職
員
及
び
生
徒
が
在
校
し
て
い
る
場
合
は
、
職
員
及
び
生
徒
の
安

否
状
況
並
び
に
帰
宅
す
る
こ
と
が
困
難
な
職
員
及
び
生
徒
の
人
数
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
乙
に
報
告
し
、
共

有
す
る
こ
と
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
(３

) 
甲
は
、
施
設
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
が
使
用
で
き
な
い
場
合
は
、
事
前
に
そ
の
期
間
を
乙
に
報
告
し
、

情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(４

) 
甲
は
、
施
設
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
の
面
積
又
は
収
容
可
能
人
数
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
に

報
告
す
る
と
と
も
に
、
第
２
条
に
規
定
す
る
別
紙
を
修
正
し
、
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(５

) 
そ
の
他
災
害
時
等
及
び
平
時
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
は
必
要
な
情
報
の
共
有
に
努
め
る
こ
と
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
１
２
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
６
月
30
日
ま
で
と
す
る
。

 
２
 
甲
及
び
乙
は
、
同
年
４
月
１
日
か
ら
同
年
６
月
3
0日

ま
で
の
間
に
、
本
協
定
の
更
新
の
意
思
を
確
認
し
、
更
新

す
る
場
合
は
、
本
協
定
の
内
容
、
使
用
で
き
る
施
設
、
連
絡
責
任
者
等
を
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
、
更
新
す
る

も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
等
）

 
第
１
３
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
６
年
７
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
中
新
田
四
丁
目
12
番
１
号
 
 
 
 
 

 
神
奈
川
県
立
中
央
農
業
高
等
学
校
 
 
 
 
 

 
校
長
 
加
 
来
 
 
 
功
 
 
 
 
 
 
 

 
 

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 

 
 
別
紙
 
略

 
   

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
７
 
災
害
時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
書

（
神
奈
川
県
立
海
老
名
高
等
学
校
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
書

 
  
神
奈
川
県
立
海
老
名
高
等
学
校
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害

時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
内
に
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
、
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
の
避
難
施
設
並
び
に
交

通
機
関
の

一
時

停
止

等
に
よ
る

帰
宅
困
難
者

及
び

駅
滞
留

者
の

一
時
滞

在
施

設
（
以

下
「

避
難
施

設
等

」
と

い
う
。
）
と
し
て
、
甲
の
管
理
す
る
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
を
乙
が
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
使
用
施
設
）

 
第
２
条
 
乙
が
災
害
時
等
に
使
用
で
き
る
施
設
は
、
原
則
と
し
て
体
育
館
と
し
、
乙
は
、
こ
れ
以
外
の
施
設
を
使
用

す
る
場
合
は
、
甲
の
了
承
を
得
て
か
ら
使
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
が
使
用
で
き
る
施
設
の
詳
細
等
に

つ
い
て
は
、
本
協
定
に
別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。

 
 
（
施
設
の
安
全
確
認
等
）

 
第
３
条
 
災
害
時
等
に
施
設
が
避
難
施
設
等
と
し
て
開
設
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
甲
又
は
乙
が
目
視
に
よ
り

常
識
的
な
範
囲
で
施
設
の
周
辺
・
外
観
、
施
設
内
の
安
全
を
確
認
し
て
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
は
、

施
設
の
実
質
的
な
診
断
を
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
海
老
名
市
応
急
危
険
度
判
定
士
を
派
遣
す
る
も
の

と
す
る
。

 
 
（
使
用
対
象
者
）

 
第
４
条
 
災
害
時
等
に
避
難
施
設
等
と
し
て
開
設
し
た
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
甲
又
は
乙
が
避
難

施
設
等
に
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
、
帰
宅
困
難
者
及
び
駅
滞
留
者
（
以
下

「
避
難
者
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

 
 
（
要
請
及
び
措
置
）

 
第
５
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
避
難
者
等
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
甲
に
対
し
避
難
者
等
の
人

数
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
文
書
又
は
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
連
絡
し
、
施
設
を
使
用
す
る
こ

と
に
つ
い
て
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
に
規
定
す
る
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
使
用
で
き
る
施
設
及
び
収
容
可
能
人
数
を
示
し
、

速
や
か
に
避
難
者
等
を
収
容
で
き
る
体
制
を
整
え
、
そ
の
措
置
事
項
を
乙
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
甲
及
び
乙
は
、
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
時
等
に
地
域
住
民
又
は
避
難
者
等
か
ら
施
設
の
使
用
に

つ
い
て
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
甲
又
は
乙
の
判
断
に
よ
り
、
本
協
定
に
基
づ
き
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
避
難
者
等
の
管
理
）

 
第
６
条
 
施
設
に
収
容
し
た
避
難
者
等
の
管
理
は
、
甲
及
び
乙
が
協
力
し
て
行
う
。

 
 
（
使
用
期
間
）

 
第
７
条
 
災
害
時
等
に
施
設
を
使
用
で
き
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
3
0日

以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
状
況
に
応

じ
、
甲
乙
協
議
の
上
、
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
８
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
副
校
長
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
民
協
働
部
地
域
づ
く
り
課
長
と
す
る
。

 
 
（
使
用
料
）

 
第
９
条
 
施
設
の
使
用
料
は
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
等
が
使
用
し
た
電
気
、
ガ
ス
及
び
水
道
の
料
金
に
つ

い
て
は
、
教
育
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
取
扱
要
領
（
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
通
知
 
最
終
改
正
 
令
和

４
年
１
月
４
日
教
施
第
2
1
80
号
）
第
10
条
に
基
づ
き
、
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
て
乙
が
負
担
す

る
。

 
 
（
原
状
回
復
）

 
第
１
０
条
 
災
害
時
等
に
避
難
者
等
が
施
設
を
使
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
、
施
設
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙

の
責
任
に
お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
情
報
の
共
有
）

 
第
１
１
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
及
び
平
時
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
情
報
を
共
有
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、

連
絡
手
段
に
つ
い
て
は
、
文
書
又
は
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
と
す
る
。

 
(
１
) 

甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
に
甲
又
は
乙
の
判
断
に
よ
り
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
の
情
報
を
報

告
し
、
共
有
す
る
こ
と
。

 
(
２
) 

甲
は
、
災
害
時
等
の
施
設
に
お
い
て
、
職
員
及
び
生
徒
が
在
校
し
て
い
る
場
合
は
、
職
員
及
び
生
徒
の
安

否
状
況
並
び
に
帰
宅
す
る
こ
と
が
困
難
な
職
員
及
び
生
徒
の
人
数
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
乙
に
報
告
し
、
共

有
す
る
こ
と
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
(３

) 
甲
は
、
施
設
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
が
使
用
で
き
な
い
場
合
は
、
事
前
に
そ
の
期
間
を
乙
に
報
告
し
、

情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(４

) 
甲
は
、
施
設
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
の
面
積
又
は
収
容
可
能
人
数
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
に

報
告
す
る
と
と
も
に
、
第
２
条
に
規
定
す
る
別
紙
を
修
正
し
、
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(５

) 
そ
の
他
災
害
時
等
及
び
平
時
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
は
必
要
な
情
報
の
共
有
に
努
め
る
こ
と
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
１
２
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
６
年
６
月
30
日
ま
で
と
す
る
。

 
２
 
甲
及
び
乙
は
、
同
年
４
月
１
日
か
ら
同
年
６
月
3
0日

ま
で
の
間
に
、
本
協
定
の
更
新
の
意
思
を
確
認
し
、
更
新

す
る
場
合
は
、
本
協
定
の
内
容
、
使
用
で
き
る
施
設
、
連
絡
責
任
者
等
を
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
、
更
新
す
る

も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
等
）

 
第
１
３
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
６
年
７
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
中
新
田
一
丁
目
26
番
１
号
 
 
 

 
神
奈
川
県
立
海
老
名
高
等
学
校
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
校
長
 
七
 
海
 
勝
 
浩
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 

 
  
別
紙
 
略

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
８
 
災
害
時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
書

（
神
奈
川
県
立
有
馬
高
等
学
校
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
書

 
  
神
奈
川
県
立
有
馬
高
等
学
校
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時

等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
内
に
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
、
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
の
避
難
施
設
並
び
に
交

通
機
関
の

一
時

停
止

等
に
よ
る

帰
宅
困
難
者

及
び

駅
滞
留

者
の

一
時
滞

在
施

設
（
以

下
「

避
難
施

設
等

」
と

い
う
。
）
と
し
て
、
甲
の
管
理
す
る
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
を
乙
が
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
使
用
施
設
）

 
第
２
条
 
乙
が
災
害
時
等
に
使
用
で
き
る
施
設
は
、
原
則
と
し
て
体
育
館
と
し
、
乙
は
、
こ
れ
以
外
の
施
設
を
使
用

す
る
場
合
は
、
甲
の
了
承
を
得
て
か
ら
使
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
が
使
用
で
き
る
施
設
の
詳
細
等
に

つ
い
て
は
、
本
協
定
に
別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。

 
 
（
施
設
の
安
全
確
認
等
）

 
第
３
条
 
災
害
時
等
に
施
設
が
避
難
施
設
等
と
し
て
開
設
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
甲
又
は
乙
が
目
視
に
よ
り

常
識
的
な
範
囲
で
施
設
の
周
辺
・
外
観
、
施
設
内
の
安
全
を
確
認
し
て
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
は
、

施
設
の
実
質
的
な
診
断
を
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
海
老
名
市
応
急
危
険
度
判
定
士
を
派
遣
す
る
も
の

と
す
る
。

 
 
（
使
用
対
象
者
）

 
第
４
条
 
災
害
時
等
に
避
難
施
設
等
と
し
て
開
設
し
た
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
甲
又
は
乙
が
避
難

施
設
等
に
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
、
帰
宅
困
難
者
及
び
駅
滞
留
者
（
以
下

「
避
難
者
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

 
 
（
要
請
及
び
措
置
）

 
第
５
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
避
難
者
等
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
甲
に
対
し
避
難
者
等
の
人

数
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
文
書
又
は
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
連
絡
し
、
施
設
を
使
用
す
る
こ

と
に
つ
い
て
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
に
規
定
す
る
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
使
用
で
き
る
施
設
及
び
収
容
可
能
人
数
を
示
し
、

速
や
か
に
避
難
者
等
を
収
容
で
き
る
体
制
を
整
え
、
そ
の
措
置
事
項
を
乙
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
甲
及
び
乙
は
、
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
時
等
に
地
域
住
民
又
は
避
難
者
等
か
ら
施
設
の
使
用
に

つ
い
て
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
甲
又
は
乙
の
判
断
に
よ
り
、
本
協
定
に
基
づ
き
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
避
難
者
等
の
管
理
）

 
第
６
条
 
施
設
に
収
容
し
た
避
難
者
等
の
管
理
は
、
甲
及
び
乙
が
協
力
し
て
行
う
。

 
 
（
使
用
期
間
）

 
第
７
条
 
災
害
時
等
に
施
設
を
使
用
で
き
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
3
0日

以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
状
況
に
応

じ
、
甲
乙
協
議
の
上
、
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
８
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
副
校
長
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
民
協
働
部
地
域
づ
く
り
課
長
と
す
る
。
 

 
（
使
用
料
）
 

第
９
条
 
施
設
の
使
用
料
は
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
等
が
使
用
し
た
電
気
、
ガ
ス
及
び
水
道
の
料
金
に
つ

い
て
は
、
教
育
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
取
扱
要
領
（
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
通
知
 
最
終
改
正
 
令
和

４
年
１
月
４
日
教
施
第
2
1
80
号
）
第
10
条
に
基
づ
き
、
甲
が
算
定
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
て
乙
が
負
担
す

る
。
 

 
（
原
状
回
復
）
 

第
１
０
条
 
災
害
時
等
に
避
難
者
等
が
施
設
を
使
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
、
施
設
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙

の
責
任
に
お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
情
報
の
共
有
）
 

第
１
１
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
及
び
平
時
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
情
報
を
共
有
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、

連
絡
手
段
に
つ
い
て
は
、
文
書
又
は
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
と
す
る
。

 
 
(１

) 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
に
甲
又
は
乙
の
判
断
に
よ
り
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
の
情
報
を
報

告
し
、
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(２

) 
甲
は
、
災
害
時
等
の
施
設
に
お
い
て
、
職
員
及
び
生
徒
が
在
校
し
て
い
る
場
合
は
、
職
員
及
び
生
徒
の
安

否
状
況
並
び
に
帰
宅
す
る
こ
と
が
困
難
な
職
員
及
び
生
徒
の
人
数
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
乙
に
報
告
し
、
共

有
す
る
こ
と
。
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(３

) 
甲
は
、
施
設
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
が
使
用
で
き
な
い
場
合
は
、
事
前
に
そ
の
期
間
を
乙
に
報
告
し
、

情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(４

) 
甲
は
、
施
設
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
の
面
積
又
は
収
容
可
能
人
数
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
に

報
告
す
る
と
と
も
に
、
第
２
条
に
規
定
す
る
別
紙
を
修
正
し
、
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(５

) 
そ
の
他
災
害
時
等
及
び
平
時
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
は
必
要
な
情
報
の
共
有
に
努
め
る
こ
と
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
１
２
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
６
月
30
日
ま
で
と
す
る
。

 
２
 
甲
及
び
乙
は
、
同
年
４
月
１
日
か
ら
同
年
６
月
3
0日

ま
で
の
間
に
、
本
協
定
の
更
新
の
意
思
を
確
認
し
、
更
新

す
る
場
合
は
、
本
協
定
の
内
容
、
使
用
で
き
る
施
設
、
連
絡
責
任
者
等
を
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
、
更
新
す
る

も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
等
）

 
第
１
３
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
６
年
７
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
社
家
五
丁
目
27
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 

神
奈
川
県
立
有
馬
高
等
学
校
 
 
 
 
 
 
 
 

校
長
 
藤
 
原
 
敬
 
子
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 

   
別
紙
 
略
 

  
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
９
 
災
害
時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
書

（
神
奈
川
県
立
か
な
が
わ
農
業
ア
カ
デ

ミ
ー
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
書

 
  
神
奈
川
県
立
か
な
が
わ
農
業
ア
カ
デ
ミ
ー
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）

は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
内
に
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
、
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
の
避
難
施
設
及
び
交
通

機
関
の
一
時
停
止
等
に
よ
る
帰
宅
困
難
者
の
一
時
滞
在
施
設
（
以
下
「
避
難
施
設
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
甲

の
管
理
す
る
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
を
乙
が
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

 
 
（
使
用
施
設
）

 
第
２
条
 
乙
が
災
害
時
等
に
使
用
で
き
る
施
設
は
、
本
協
定
書
に
添
付
す
る
別
紙
に
掲
げ
る
施
設
と
し
、
当
該
施
設

を
使
用
す
る
場
合
は
、
甲
の
了
承
を
得
て
か
ら
使
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
施
設
の
安
全
確
認
等
）

 
第
３
条
 
災
害
時
等
に
施
設
が
避
難
施
設
等
と
し
て
開
設
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
甲
又
は
乙
が
目
視
に
よ
り

常
識
的
な
範
囲
で
施
設
の
周
辺
・
外
観
、
施
設
内
の
安
全
を
確
認
し
て
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
は
、

施
設
の
実
質
的
な
診
断
を
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
海
老
名
市
応
急
危
険
度
判
定
士
を
派
遣
す
る
も
の

と
す
る
。

 
 
（
使
用
対
象
者
）

 
第
４
条
 
災
害
時
等
に
避
難
施
設
等
と
し
て
開
設
し
た
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
甲
又
は
乙
が
避
難

施
設
等
に
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
及
び
帰
宅
困
難
者
（
以
下
「
避
難
者
等
」

と
い
う
。
）
と
す
る
。

 
 
（
要
請
及
び
措
置
）

 
第
５
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
避
難
者
等
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
甲
に
対
し
避
難
者
等
の
人

数
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
文
書
又
は
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
連
絡
し
、
施
設
を
使
用
す
る
こ

と
に
つ
い
て
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
に
規
定
す
る
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
使
用
で
き
る
施
設
及
び
収
容
可
能
人
数
を
示
し
、

速
や
か
に
避
難
者
等
を
収
容
で
き
る
体
制
を
整
え
、
そ
の
措
置
事
項
を
乙
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
甲
は
、
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
時
等
に
地
域
住
民
又
は
避
難
者
等
か
ら
施
設
の
使
用
に
つ
い
て

要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
甲
の
判
断
に
よ
り
、
本
協
定
に
基
づ
き
、
施
設
を
避
難
施
設
と
し
て
開
設
し
、
避
難
者

等
を
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
甲
は
、
乙
に
速
や
か
に
電
話
等
に
よ
り
避

難
施
設
と
し
て
開
設
し
、
避
難
者
等
を
収
容
し
た
旨
を
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
避
難
者
等
の
管
理
）

 
第
６
条
 
施
設
に
収
容
し
た
避
難
者
等
の
管
理
は
、
甲
及
び
乙
が
協
力
し
て
行
う
。

 
 
（
使
用
期
間
）

 
第
７
条
 
災
害
時
等
に
施
設
を
使
用
で
き
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
3
0日

以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
状
況
に
応

じ
、
甲
乙
協
議
の
上
、
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
８
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
管
理
課
長
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
民
協
働
部
地
域
づ
く
り
課
長
と
す
る
。

 
 
（
使
用
料
）

 
第
９
条
 
施
設
の
使
用
料
は
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
等
が
使
用
し
た
電
気
、
ガ
ス
及
び
水
道
の
料
金
に
つ

い
て
は
、
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
て
乙
が
負
担
す
る
。

 
 
（
原
状
回
復
）

 
第
１
０
条
 
災
害
時
等
に
避
難
者
等
が
施
設
を
使
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
、
施
設
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙

の
責
任
に
お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
情
報
の
共
有
）

 
第
１
１
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
及
び
平
時
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
情
報
を
共
有
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、

連
絡
手
段
に
つ
い
て
は
、
文
書
又
は
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
と
す
る
。

 
 
(１

) 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
に
甲
又
は
乙
の
判
断
に
よ
り
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
の
情
報
を
報

告
し
、
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(２

) 
甲
は
、
災
害
時
等
の
施
設
に
お
い
て
、
職
員
及
び
生
徒
が
在
校
し
て
い
る
場
合
は
、
職
員
及
び
生
徒
の
安

否
状
況
並
び
に
帰
宅
す
る
こ
と
が
困
難
な
職
員
及
び
生
徒
の
人
数
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
乙
に
報
告
し
、
共

有
す
る
こ
と
。
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(３

) 
甲
は
、
施
設
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
が
使
用
で
き
な
い
場
合
は
、
事
前
に
そ
の
期
間
を
乙
に
報
告
し
、

情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(４

) 
甲
は
、
施
設
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
の
面
積
又
は
収
容
可
能
人
数
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
に

報
告
す
る
と
と
も
に
、
第
２
条
に
規
定
す
る
別
紙
を
修
正
し
、
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(５

) 
そ
の
他
災
害
時
等
及
び
平
時
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
は
必
要
な
情
報
の
共
有
に
努
め
る
こ
と
。

 
 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
２
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
６
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
甲
及
び
乙
は
、
同
年
４
月
１
日
か
ら
同
年
６
月
3
0日

ま
で
の
間
に
、
本
協
定
の
更
新
の
意
思
を
確
認
し
、
更
新

す
る
場
合
は
、
本
協
定
の
内
容
、
使
用
で
き
る
施
設
、
連
絡
責
任
者
等
を
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
、
更
新
す
る

も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
等
）

 
第
１
３
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
   
 
令
和
６
年
７
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
杉
久
保
北
五
丁
目
１
番
１
号
 
 
 

 
神
奈
川
県
立
か
な
が
わ
農
業
ア
カ
デ
ミ
ー
 

 
校
長
 
室
 
井
 
義
 
広
 
 
 
 
 
 

 
 

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 

 
  
別
紙
 
略
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料

 
８

 
協
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・

覚
書
 

 資
料
８
－
10
 
災
害
時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
書

（
神
奈
川
県
立
え
び
な
支
援
学
校
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
書

 
  
神
奈
川
県
立
え
び
な
支
援
学
校
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害

時
等
に
お
け
る
避
難
者
等
の
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
内
に
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
避
難

所
等
で
の
生
活
が
困
難
で
福
祉
的
支
援
が
必
要
な
要
介
護
認
定
者
及
び
障
が
い
者
（
以
下
「
要
配
慮
者
」
と
い

う
。
）
の
福
祉
避
難
所
と
し
て
、
甲
の
管
理
す
る
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
を
乙
が
使
用
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
使
用
施
設
）

 
第
２
条
 
乙
が
災
害
時
等
に
使
用
で
き
る
施
設
は
、
原
則
と
し
て
多
目
的
室
、
生
活
体
験
・
家
庭
科
室
及
び
屋
内
体

育
館
と
し
、
乙
は
、
こ
れ
以
外
の
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、
甲
の
了
承
を
得
て
か
ら
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
乙
が
使
用
で
き
る
施
設
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に
別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。

 
 
（
施
設
の
安
全
確
認
等
）

 
第
３
条
 
災
害
時
等
に
施
設
が
避
難
施
設
等
と
し
て
開
設
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
甲
又
は
乙
が
目
視
に
よ
り

常
識
的
な
範
囲
で
施
設
の
周
辺
・
外
観
、
施
設
内
の
安
全
を
確
認
し
て
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
は
、

施
設
の
実
質
的
な
診
断
を
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
応
急
危
険
度
判
定
士
を
派
遣
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
使
用
対
象
者
）

 
第
４
条
 
災
害
時
等
に
避
難
施
設
と
し
て
開
設
し
た
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
要
配
慮
者
及
び
そ
の

介
添
者
等
（
以
下
「
避
難
者
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

 
 
（
要
請
及
び
措
置
）

 
第
５
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
避
難
者
等
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
甲
に
対
し
え
び
な
支
援
学

校
施
設
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す

る
と
き
は
、
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
避
難
者
等
の
人
数
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
連
絡
し
、
施

設
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
え
び
な
支
援
学
校
施
設
使

用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
、
速
や
か
に
避
難
者
等
を
収
容
で
き
る
体

制
を
整
え
、
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
え
び
な
支
援
学
校
施
設
使
用
報
告
書

（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
甲
及
び
乙
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
居
宅
で
居
住
困
難
と
な
っ
た
要
配
慮
者
及
び
市
が
あ
ら
か
じ

め
指
定
す
る
避
難
所
で
は
対
応
が
困
難
な
要
配
慮
者
か
ら
施
設
の
使
用
に
つ
い
て
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
甲
又

は
乙
の
判
断
に
よ
り
、
本
協
定
に
基
づ
き
、
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
避
難
者
等
の
管
理
）

 
第
６
条
 
施
設
に
収
容
し
た
避
難
者
等
の
管
理
は
、
甲
及
び
乙
が
協
力
し
て
行
う
。

 
 
（
使
用
期
間
）

 
第
７
条
 
災
害
時
等
に
施
設
を
使
用
で
き
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
3
0日

以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
状
況
に
応

じ
、
甲
乙
協
議
の
上
、
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
８
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
副
校
長
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
障
が
い
福
祉
課
長
と
す
る
。

 
 
（
使
用
料
）

 
第
９
条
 
施
設
の
使
用
料
は
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
等
が
使
用
し
た
電
気
、
ガ
ス
及
び
水
道
の
料
金
に
つ

い
て
は
、
教
育
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
取
得
要
領
（
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
通
知
 
最
終
改
正
 
令
和

４
年
１
月
４
日
教
施
第
2
1
80
号
）
第
10
条
に
基
づ
き
、
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
て
乙
が
負
担
を

す
る
。

 
 
（
原
状
回
復
）

 
第
１
０
条
 
災
害
時
等
に
避
難
者
等
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
、
施
設
の
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙

の
責
任
に
お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
情
報
の
共
有
）

 
第
１
１
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
及
び
平
時
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
情
報
を
共
有
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、

連
絡
手
段
に
つ
い
て
は
、
文
書
又
は
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
と
す
る
。

 
 
(１

) 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
に
甲
又
は
乙
の
判
断
に
よ
り
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
の
情
報
を
報

告
し
、
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(２

) 
甲
は
、
災
害
時
等
の
施
設
に
お
い
て
、
職
員
及
び
生
徒
が
在
校
し
て
い
る
場
合
は
、
職
員
及
び
生
徒
の
安

否
状
況
並
び
に
帰
宅
す
る
こ
と
が
困
難
な
職
員
及
び
生
徒
の
人
数
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
乙
に
報
告
し
、
共
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有
す
る
こ
と
。

 
 
(３

) 
甲
は
、
施
設
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
が
使
用
で
き
な
い
場
合
は
、
事
前
に
そ
の
期
間
を
乙
に
報
告
し
、

情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(４

) 
甲
は
、
施
設
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
の
面
積
又
は
収
容
可
能
人
数
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
に

報
告
す
る
と
と
も
に
、
第
２
条
に
規
定
す
る
別
紙
を
修
正
し
、
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。

 
 
(５

) 
そ
の
他
災
害
時
等
及
び
平
時
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
は
必
要
な
情
報
の
共
有
に
努
め
る
こ
と
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
１
２
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
６
月
30
日
ま
で
と
す
る
。

 
２
 
甲
及
び
乙
は
、
同
年
４
月
１
日
か
ら
同
年
６
月
3
0日

ま
で
の
間
に
、
本
協
定
の
更
新
の
意
思
を
確
認
し
、
更
新

す
る
場
合
は
、
本
協
定
の
内
容
、
使
用
で
き
る
施
設
、
連
絡
責
任
者
等
を
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
、
更
新
す
る

も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
等
）

 
第
１
３
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
６
年
７
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
中
新
田
四
丁
目
５
番
１
号
 
 
 
 
 
 

 
神
奈
川
県
立
え
び
な
支
援
学
校
 
 
 
 
 
 
 

 
校
長
 
 
林
 

 麻
 佐

 美
 

  
  

  
  

  
  

  
 

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 

 
  
別
記
様
式
 
略
 

  
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
11
 
災
害
時
に
お
け
る
要
配
慮
者
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
書

（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
 
福
祉
輸
送

事
業
連
合
会
）
 

  
令
和
4年

１
月
31
日
満
了
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 資
料
８
－
12
 
災
害
時
等
に
お
け
る
要
配
慮
者
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
書

（
株
式
会
社
 
ハ
ー
ト
フ
ル
タ
ク
シ

ー
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
要
配
慮
者
等
の
輸
送
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
株
式
会
社
ハ
ー
ト
フ
ル
タ
ク
シ
ー
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災

害
時
等
に
お
け
る
要
配
慮
者
等
の
輸
送
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
が
協
力
し
て
避
難
を
必
要
と
す
る
要
配
慮
者
等
を

迅
速
か
つ
適
切
に
輸
送
す
る
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
甲
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

 
(１

) 
甲
が
所
有
す
る
事
業
用
車
両
に
よ
る
要
配
慮
者
等
の
輸
送
業
務
 

 
(２

) 
そ
の
他
要
配
慮
者
等
の
輸
送
に
必
要
な
業
務
 

 
(３

) 
応
急
対
策
を
行
う
た
め
の
必
要
な
人
員
及
び
物
資
の
輸
送
業
務
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
各
号
に
掲
げ
る
協
力
を
甲
に
要
請
す
る
場
合
は
、
輸
送
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
、
後
日
、
速
や
か
に
輸
送
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限

り
、
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
前
条
の
要
請
に
基
づ
き
乙
に
協
力
し
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
輸
送
協
力

報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
株
式
会
社

ハ
ー
ト
フ
ル
タ
ク
シ
ー
常
務
取
締
役
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
福
祉
政
策
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
、
第
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
要
し
た
費
用
は
乙
が
負
担
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
の
価
格
は
、
災
害
発
生
直
前
に
お
け
る
適
正
な
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議

の
上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
第
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ

り
当
該
従
事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
等
を
し
た
場
合
及
び
交
通
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
は
、
甲
が
加
入
す
る

自
動
車
賠
償
責
任
保
険
及
び
任
意
保
険
の
範
囲
内
で
賠
償
責
任
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
11
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
12
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
国
分
北
四
丁
目
２
番
３
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
 
ハ
ー
ト
フ
ル
タ
ク
シ
ー
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
 
飯
 
田
 
隆
 
明
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
13
 
災
害
時
等
に
お
け
る
要
配
慮
者
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
ユ
タ
カ
ト
ラ
ベ
ル
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
要
配
慮
者
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
株
式
会
社
ユ
タ
カ
ト
ラ
ベ
ル
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時

等
に
お
け
る
要
配
慮
者
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
が
協
力
し
て
避
難
を
必
要
と
す
る
要
配
慮
者
等
を

迅
速
か
つ
適
切
に
移
送
す
る
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
甲
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

 
(１

) 
甲
が
所
有
す
る
事
業
用
車
両
に
よ
る
要
配
慮
者
等
の
移
送
業
務
 

 
(２

) 
そ
の
他
要
配
慮
者
等
の
移
送
に
必
要
な
業
務
 

 
(３

) 
応
急
対
策
を
行
う
た
め
の
必
要
な
人
員
の
移
送
業
務
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
各
号
に
掲
げ
る
協
力
を
甲
に
要
請
す
る
場
合
は
、
移
送
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
、
後
日
、
速
や
か
に
移
送
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限

り
、
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
前
条
の
要
請
に
基
づ
き
乙
に
協
力
し
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
移
送
協
力

報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
株
式
会
社

ユ
タ
カ
ト
ラ
ベ
ル
代
表
取
締
役
社
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
福
祉
政
策
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
、
第
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
要
し
た
費
用
は
乙
が
負
担
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
の
価
格
は
、
災
害
発
生
直
前
に
お
け
る
適
正
な
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議

の
上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
第
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ

り
当
該
従
事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
等
を
し
た
場
合
及
び
交
通
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
は
、
甲
が
加
入
す
る

自
動
車
賠
償
責
任
保
険
及
び
任
意
保
険
の
範
囲
内
で
賠
償
責
任
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
11
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
12
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
大
谷
58
7番

地
の
１
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
 
ユ
タ
カ
ト
ラ
ベ
ル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
社
長
 
豊
 
島
 
洋
 
次
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
14
 
災
害
時
等
に
お
け
る
住
民
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
海
湘
丸
 
海
老
名
店
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
住
民
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
湘
丸
海
老
名
店
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け

る
住
民
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
が
保
有
す
る
事
業
用
車
両
に
よ
り
住

民
等
を
移
送
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
甲
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 
(１

) 
甲
が
所
有
す
る
事
業
用
車
両
に
よ
る
住
民
等
の
移
送
業
務
 

 
(２

) 
そ
の
他
住
民
等
の
移
送
に
必
要
な
業
務
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
各
号
に
掲
げ
る
協
力
を
甲
に
要
請
す
る
場
合
は
、
移
送
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
、
後
日
、
速
や
か
に
移
送
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限

り
、
ほ
か
の
業
務
よ
り
優
先
し
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
前
条
の
要
請
に
基
づ
き
乙
に
協
力
し
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
移
送
協
力

報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
湘
丸
海
老
名
店
店
長
と
し
、
乙
の

連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
移
送
協
力
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
６
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
11
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
12
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
門
沢
橋
二
丁
目
23
番
５
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
湘
丸
 
海
老
名
店
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

店
長
 
矢
 
野
 
禎
 
孝
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

  
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
15
 
災
害
時
に
お
け
る
要
援
護
者
の
緊
急
受
入
れ
に
関
す
る
協
定
書
（
厚
木
ホ
テ
ル
協
議
会
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
要
配
慮
者
の
緊
急
受
入
れ
に
関
す
る
協
定
書
 

  
厚
木
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
、
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
及
び
厚
木
ホ
テ
ル
協
議
会
（
以
下

「
丙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る
要
配
慮
者
の
緊
急
受
入
れ
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す

る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
等
の
大
規
模
な
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
、
甲
及
び
乙

が
丙
の
会
員
の
運
営
す
る
宿
泊
施
設
に
対
し
協
力
を
要
請
す
る
に
当
た
り
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
受
入
れ
の
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
及
び
乙
は
、
被
災
し
た
要
配
慮
者
及
び
各
市
地
域
防
災
計
画
で
指
定
す
る
指
定
避
難
所
に
避
難
し
た
要

配
慮
者
の
二
次
的
な
避
難
所
と
し
て
、
丙
に
対
し
て
緊
急
の
受
入
れ
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
受
入
れ
の
受
託
）
 

第
３
条
 
丙
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
甲
又
は
乙
か
ら
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
可
能
な
範
囲
で
受
諾
す
る
も
の

と
し
、
甲
又
は
乙
が
定
め
た
職
員
の
要
請
事
項
、
指
示
に
従
い
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
受
入
れ
期
間
）
 

第
４
条
 
緊
急
の
受
入
れ
を
依
頼
で
き
る
期
間
は
、
甲
、
乙
及
び
丙
が
協
議
を
し
て
調
整
を
図
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
）
 

第
５
条
 
甲
及
び
乙
は
、
要
配
慮
者
に
係
る
緊
急
受
入
れ
に
伴
う
経
費
を
受
入
施
設
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
１
人
１
日
当
た
り
の
経
費
は
、
災
害
発
生
時
直
前
に
お
け
る
適
正
な
価
格
と
し
、
別
に
定
め

る
。
 

 
（
手
続
等
）
 

第
６
条
 
甲
及
び
乙
は
、
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
丙
に
受
入
れ
を
要
請
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か

に
し
た
書
面
を
丙
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
(１

) 
受
入
れ
を
要
請
す
る
要
配
慮
者
等
の
住
所
、
氏
名
、
心
身
の
状
況
、
連
絡
先
等
 

 
(２

) 
受
入
れ
を
要
請
す
る
要
配
慮
者
等
の
身
元
引
受
人
の
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先
等
 

 
(３

) 
受
入
要
請
期
間
 

 
（
実
績
報
告
）
 

第
７
条
 
丙
は
、
要
配
慮
者
の
緊
急
の
受
入
れ
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
受
入
状
況
を
甲
又
は
乙
に
報
告
す
る
も
の

と
す
る
。
 

 
（
事
前
の
協
議
調
整
）
 

第
８
条
 
甲
、
乙
及
び
丙
は
、
本
協
定
締
結
後
、
宿
泊
施
設
ご
と
の
連
絡
責
任
者
等
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
実
施

細
目
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
丙
は
、
丙
の
会
員
又
は
連
絡
責
任
者
等
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
甲
及
び
乙
に
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。
 

 
（
協
定
の
効
力
及
び
更
新
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
１
年
間
を
も
っ
て
終
了
す
る
。
た
だ
し
、
甲
、
乙
又
は
丙
か
ら
期
間
満
了

１
か
月
前
ま
で
に
、
書
面
に
よ
る
別
段
の
意
志
表
示
が
な
い
場
合
は
、
本
協
定
は
自
動
的
に
１
年
間
更
新
さ
れ
る

も
の
と
し
、
以
後
も
同
様
と
す
る
。
 

 
（
疑
義
の
解
決
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
こ
の
協
定
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
別
に
甲
乙
丙
協
議
の

上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
 

- 110 -



資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
協
定
書
を
３
通
作
成
し
、
甲
乙
丙
そ
れ
ぞ
れ
記
名
押
印
の
上
、
各
自
１
通

を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
元
年
７
月
９
日
 

甲
 
厚
木
市
中
町
３
丁
目
17
番
17
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚
木
市
長
 
小
 
林
 
常
 
良
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
丙
 
厚
木
市
泉
町
１
丁
目
１
番
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚
木
ホ
テ
ル
協
議
会
長
 
新
 
岡
 
 
 
昇
 
 
 
 
 

  
実
施
細
目
 
略

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
16
 
災
害
時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
（
社
会
福
祉
法
人
 
星
谷
会
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
社
会
福
祉
法
人
星
谷
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お

け
る
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
乙
が
甲
の
管
理
す
る
社
会
福
祉
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
利
用
施
設
及
び
安
全
確
認
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
海
老
名
市
に
住
所
を
有
す
る
被
災
し
た
知
的
障
が
い
児
者
（
以
下
「
避
難
者
」
と
い
う
。
）
及
び

そ
の
介
添
者
等
の
避
難
施
設
と
し
て
、
別
紙
に
掲
げ
る
施
設
の
提
供
場
所
を
利
用
で
き
る
も
の
と
し
、
施
設
を
利

用
す
る
に
当
た
り
、
建
物
等
の
安
全
確
認
は
乙
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
及
び
要
請
事
項
の
措
置
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
避
難
者
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
収
容

可
能
な
人
数
を
確
認
し
、
社
会
福
祉
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
社
会
福
祉
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
、
速
や
か
に
避
難
者
を
収
容
で
き
る
体
制

を
整
え
、
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
社
会
福
祉
施
設
利
用
報
告
書
（
第
２
号

様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
避
難
者
の
管
理
責
任
等
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
別
紙
に
掲
げ
る
施
設
の
提
供
場
所
に
避
難
者
を
収
容
し
た
と
き
は
、
避
難

者
の
管
理
は
、
甲
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
期
間
）
 

第
５
条
 
利
用
期
間
は
、
原
則
と
し
て
3
0日

以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
甲
乙
協
議
の
上
、
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
社
会
福
祉
法
人
星
谷
会
理
事
長
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
障
が
い
福
祉
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
）
 

第
７
条
 
甲
が
実
施
し
た
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
1
7

年
法
律
第
12
3号

）
第
５
条
に
規
定
さ
れ
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
短
期
入
所
の
規
定
を
準
用
し
て
甲
が
算
出

す
る
も
の
と
す
る
。
算
出
に
当
た
っ
て
は
短
期
入
所
の
報
酬
単
価
と
１
日
当
た
り
の
食
事
の
提
供
に
要
し
た
費
用
、

光
熱
水
費
及
び
そ
の
他
日
常
生
活
に
要
し
た
費
用
を
合
計
し
た
額
に
利
用
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
し
、
甲
乙

協
議
の
上
、
決
定
す
る
。
 

３
 
介
添
者
等
を
収
容
し
た
場
合
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
食
事
の
提
供
に
要
し
た
費
用
、
光
熱
水
費
及
び
そ
の
他
日

常
生
活
に
要
し
た
費
用
を
利
用
日
数
に
基
づ
き
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
施
設
の
原
状
回
復
）
 

第
８
条
 
避
難
者
及
び
そ
の
介
添
者
等
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
及
び
設
備
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場

合
は
、
乙
の
責
任
に
お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
５
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
等
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
６
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
杉
久
保
南
三
丁
目
31
番
８
号
 
 
 
 
 
 
 
 

社
会
福
祉
法
人
 
星
谷
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理
事
長
 
川
 
原
 
雄
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
17
 
災
害
時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
（
社
会
福
祉
法
人
 
中
心
会
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
社
会
福
祉
法
人
中
心
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お

け
る
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
乙
が
甲
の
管
理
す
る
社
会
福
祉
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
施
設
及
び
安
全
確
認
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
海
老
名
市
に
住
所
を
有
す
る
被
災
し
た
要
介
護
認
定
者
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
高
齢
者
（
以
下
「
避

難
者
」
と
い
う
。
）
の
避
難
施
設
と
し
て
、
別
紙
に
掲
げ
る
施
設
の
提
供
場
所
を
利
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な

お
、
施
設
を
利
用
す
る
に
当
た
り
、
建
物
等
の
安
全
確
認
は
乙
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
及
び
要
請
事
項
の
措
置
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
避
難
者
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
収
容

可
能
な
施
設
及
び
人
数
を
確
認
し
、
社
会
福
祉
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
社
会
福
祉
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
、
速
や
か
に
避
難
者
を
収
容
で
き
る
体
制

を
整
え
、
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
社
会
福
祉
施
設
利
用
報
告
書
（
第
２
号

様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
避
難
者
の
管
理
責
任
等
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
別
紙
に
掲
げ
る
施
設
の
提
供
場
所
に
避
難
者
を
収
容
し
た
と
き
は
、
甲
が
避
難
者
の
管
理
を
行
う

も
の
と
し
、
当
該
管
理
責
任
の
も
と
、
入
浴
、
排
泄
、
食
事
等
の
介
護
、
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
等
の
サ

ー
ビ
ス
を
甲
が
避
難
者
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
期
間
）
 

第
５
条
 
利
用
期
間
は
、
原
則
と
し
て
30
日
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
甲
乙
協
議
の
上
、
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
社
会
福
祉
法
人
中
心
会
理
事
長
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
介
護
保
険
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
）
 

第
７
条
 
甲
は
、
第
４
条
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
避
難
者
に
提
供
し
た
と
き
は
、
介
護
保
険
法
に
定
め
る
短
期
入

所
療
養
介
護
費
、
食
事
等
、
滞
在
費
、
日
常
生
活
上
必
要
な
も
の
の
実
費
相
当
額
を
通
常
の
サ
ー
ビ
ス
同
様
に
乙

に
請
求
し
、
乙
は
当
該
請
求
に
基
づ
き
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
エ
ア
ー
マ
ッ
ト
及
び
毛
布
等

の
寝
具
は
乙
が
用
意
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
施
設
の
原
状
回
復
）
 

第
８
条
 
避
難
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
及
び
設
備
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任
に

お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
５
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
等
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
６
月
１
日
 

甲
 
海
老
名
市
上
今
泉
四
丁
目
７
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社
会
福
祉
法
人
 
中
心
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理
事
長
 
浦
 
野
 
正
 
男
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
18
 
災
害
時
に
お
け
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書

（
社
会
医
療
法
人
 
ジ
ャ
パ
ン
メ
デ

ィ
カ
ル
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
社
会
医
療
法
人
ジ
ャ
パ
ン
メ
デ
ィ
カ
ル
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」

と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
乙
が
甲
の
管
理
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
施
設
及
び
安
全
確
認
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
海
老
名
市
に
住
所
を
有
す
る
被
災
し
た
要
介
護
認
定
者
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
高
齢
者
（
以
下
「
避

難
者
」
と
い
う
。
）
の
避
難
施
設
と
し
て
、
別
紙
に
掲
げ
る
施
設
の
提
供
場
所
を
利
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な

お
、
施
設
を
利
用
す
る
に
当
た
り
、
建
物
等
の
安
全
確
認
は
乙
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
及
び
要
請
事
項
の
措
置
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
避
難
者
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
収
容

可
能
な
人
数
を
確
認
し
、
介
護
老
人
保
険
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
介
護
老
人
保
健
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
、
速
や
か
に
避
難
者
を
収
容
で
き
る
体
制

を
整
え
、
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
社
会
福
祉
施
設
利
用
報
告
書
（
第
２
号
様

 
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
避
難
者
の
管
理
責
任
等
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
別
紙
に
掲
げ
る
提
供
場
所
の
空
床
の
あ
る
居
室
に
避
難
者
を
収
容
し
た
と
き
は
、
甲
が
避
難
者
の

管
理
を
行
う
も
の
と
し
、
当
該
管
理
責
任
の
も
と
、
入
浴
、
排
泄
、
食
事
等
の
介
護
、
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の

世
話
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
甲
が
避
難
者
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
期
間
）
 

第
５
条
 
利
用
期
間
は
、
原
則
と
し
て
3
0日

以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
甲
乙
協
議
の
上
、
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
介
護
老
人
保
健
施
設
ア
ゼ
リ
ア
施
設

長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
介
護
保
険
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
）
 

第
７
条
 
甲
は
、
第
４
条
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
避
難
者
に
提
供
し
た
と
き
は
、
介
護
保
険
法
に
定
め
る
短
期
入

所
療
養
介
護
費
、
食
事
等
、
滞
在
費
、
日
常
生
活
上
必
要
な
も
の
の
実
費
相
当
額
を
通
常
の
サ
ー
ビ
ス
同
様
に
乙

に
請
求
し
、
乙
は
当
該
請
求
に
基
づ
き
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
施
設
の
原
状
回
復
）
 

第
８
条
 
避
難
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
及
び
設
備
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任
に

お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
５
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
６
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
河
原
口
13
20
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社
会
医
療
法
人
 
ジ
ャ
パ
ン
メ
デ
ィ
カ
ル
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
 
 

理
事
長
 
贄
 
 
 
正
 
基
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略
 

  
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
19
 
災
害
時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
（
社
会
福
祉
法
人
 
ケ
ア
ネ
ッ
ト
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
社
会
福
祉
法
人
ケ
ア
ネ
ッ
ト
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時

に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
乙
が
甲
の
管
理
す
る
社
会
福
祉
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
施
設
及
び
安
全
確
認
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
海
老
名
市
に
住
所
を
有
す
る
被
災
し
た
要
介
護
認
定
者
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
高
齢
者
（
以
下
「
避

難
者
」
と
い
う
。
）
の
避
難
施
設
と
し
て
、
別
紙
に
掲
げ
る
施
設
の
提
供
場
所
を
利
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な

お
、
施
設
を
利
用
す
る
に
当
た
り
、
建
物
等
の
安
全
確
認
は
乙
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
及
び
要
請
事
項
の
措
置
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
避
難
者
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
収
容

可
能
な
施
設
及
び
人
数
を
確
認
し
、
社
会
福
祉
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
社
会
福
祉
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
速
や
か
に
避
難
者
を
収
容
で
き
る
体
制

を
整
え
、
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
社
会
福
祉
施
設
利
用
報
告
書
（
第
２
号

様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
避
難
者
の
管
理
責
任
等
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
別
紙
に
掲
げ
る
提
供
場
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
に
避
難
者
を
収
容
し
た
と
き
は
、
避
難
者
の
管
理

責
任
を
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
管
理
責
任
の
も
と
、
入
浴
、
排
泄
、
食
事
等
の
介
護
、
そ

の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
甲
が
避
難
者
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
が
満
床
の
場
合
は
、
別
紙
に
掲
げ
る
提
供
場
所
を
避
難
者
に
提
供
す
る
も
の

と
し
、
当
該
場
所
に
避
難
者
を
収
容
し
た
と
き
は
、
乙
は
介
添
者
と
避
難
者
の
管
理
責
任
を
協
議
の
上
決
定
し
、

当
該
管
理
責
任
の
も
と
、
原
則
と
し
て
介
添
者
が
避
難
者
の
日
常
生
活
の
世
話
（
介
護
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
期
間
）
 

第
５
条
 
利
用
期
間
は
、
原
則
と
し
て
3
0日

以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
、
甲
乙
協
議
の
上
、

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
当
該
施
設
の
施
設
長
と
し
、
乙
の
連

絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
介
護
保
険
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
）
 

第
７
条
 
甲
は
、
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
避
難
者
に
提
供
し
た
と
き
は
、
介
護
保
険
法
に
定
め
る

短
期
入
所
生
活
介
護
費
、
食
事
等
、
滞
在
費
、
日
常
生
活
上
必
要
な
も
の
の
実
費
相
当
額
を
通
常
の
サ
ー
ビ
ス
同

様
に
乙
に
請
求
し
、
乙
は
当
該
請
求
に
基
づ
き
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
施
設
の
一
部
を
提
供
し
た
と
き
は
、
避
難
者
及
び
そ
の
介
添
者
が
利
用
し

た
水
道
光
熱
費
、
食
費
、
貸
与
し
た
寝
具
類
等
の
実
費
相
当
額
を
甲
乙
協
議
の
上
決
定
し
、
乙
は
そ
の
費
用
を
負

担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
施
設
の
原
状
回
復
）
 

第
８
条
 
避
難
者
又
は
介
添
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
及
び
設
備
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、

乙
の
責
任
に
お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
５
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
６
月
１
日
 

  
甲
 
海
老
名
市
河
原
口
13
83
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社
会
福
祉
法
人
 
ケ
ア
ネ
ッ
ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理
事
長
 
谷
 
口
 
佳
 
浩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
20
 
災
害
時
に
お
け
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書

（
医
療
法
人
 
葉
梨
整
形
外
科
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
医
療
法
人
葉
梨
整
形
外
科
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に

お
け
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
乙
が
甲
の
管
理
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
施
設
及
び
安
全
確
認
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
海
老
名
市
に
住
所
を
有
す
る
被
災
し
た
要
介
護
認
定
者
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
高
齢
者
（
以
下
「
避

難
者
」
と
い
う
。
）
の
避
難
施
設
と
し
て
、
別
紙
に
掲
げ
る
施
設
の
提
供
場
所
を
利
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な

お
、
施
設
を
利
用
す
る
に
当
た
り
、
建
物
等
の
安
全
確
認
は
乙
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
及
び
要
請
事
項
の
措
置
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
避
難
者
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
収
容

可
能
な
人
数
を
確
認
し
、
介
護
老
人
保
健
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
介
護
老
人
保
健
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
、
速
や
か
に
避
難
者
を
収
容
で
き
る
体
制

を
整
え
、
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
介
護
老
人
保
健
施
設
利
用
報
告
書
（
第

２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
避
難
者
の
管
理
責
任
等
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
別
紙
に
掲
げ
る
施
設
の
空
床
の
あ
る
療
養
室
に
避
難
者
を
収
容
し
た
と
き
は
、
甲
が
避
難
者
の
管

理
を
行
う
も
の
と
し
、
当
該
管
理
責
任
の
も
と
、
入
浴
、
排
泄
、
食
事
等
の
介
護
、
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世

話
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
甲
が
避
難
者
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
期
間
）
 

第
５
条
 
利
用
期
間
は
、
原
則
と
し
て
3
0日

以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
甲
乙
協
議
の
上
、
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
老
人
保
健
施
設
え
び
な
事
務
長
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
介
護
保
険
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
）
 

第
７
条
 
甲
は
、
第
４
条
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
避
難
者
に
提
供
し
た
と
き
は
、
介
護
保
険
法
に
定
め
る
短
期
入

所
療
養
介
護
費
、
食
事
等
、
滞
在
費
、
日
常
生
活
上
必
要
な
も
の
の
実
費
相
当
額
を
通
常
の
サ
ー
ビ
ス
同
様
に
乙

に
請
求
し
、
乙
は
当
該
請
求
に
基
づ
き
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
施
設
の
原
状
回
復
）
 

第
８
条
 
避
難
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
及
び
設
備
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任
に

お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

 
第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
５
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
６
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
柏
ケ
谷
71
9番

地
の
４
  

 
 
 
 
 
 
 

医
療
法
人
 
葉
梨
整
形
外
科
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理
事
長
 
葉
 
梨
 
大
 
輔
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
21
 
災
害
時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書

（
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア
株
式
会
社
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お

い
て
、
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア
株
式
会
社
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
が
、
海

老
名
市
に
住
所
を
有
す
る
被
災
し
た
要
介
護
認
定
者
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
高
齢
者
（
以
下
「
避
難
者
」
と
い
う
。
）

の
避
難
施
設
と
し
て
海
老
名
市
に
所
在
す
る
甲
の
管
理
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
の
利

用
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
施
設
及
び
安
全
確
認
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
当
該
施
設
を
避
難
施
設
と
し
て
利
用
で
き
る
も
の
と
し
、
利
用
で
き
る
施

設
は
別
紙
１
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
当
該
施
設
を
利
用
す
る
に
当
た
り
、
建
物
等
の
安
全
確
認
は
乙
が
行

う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
及
び
要
請
事
項
の
措
置
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
避
難
者
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
施
設
に
対
し
収
容

可
能
な
人
数
を
確
認
し
、
社
会
福
祉
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

後
日
速
や
か
に
社
会
福
祉
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
施
設
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
、
速
や
か
に
避
難
者
を
収
容
で
き
る
体
制

を
整
え
、
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
社
会
福
祉
施
設
利
用
報
告
書
（
第
２
号
様

式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
甲
は
、
業
務
に
支
障
が
及
ば
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
甲
が
所
有
す
る
事
業
用
車
両
に
よ
る
避
難
者
等
の
移
送
に
協

力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
避
難
者
の
管
理
責
任
等
）
 

第
４
条
 
当
該
施
設
に
避
難
者
を
収
容
す
る
際
に
個
室
を
利
用
す
る
場
合
は
、
甲
が
避
難
者
の
管
理
を
行
う
も
の
と
し
、

当
該
管
理
責
任
の
下
、
入
浴
、
排
泄
、
食
事
等
の
介
護
、
そ
の
他
日
常
生
活
上
の
世
話
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
避
難
者
に

提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
避
難
者
を
収
容
す
る
際
に
当
該
施
設
の
個
室
が
満
床
の
場
合
は
、
避
難
者
及
び
そ
の
介
添
者
の
休
養
場
所
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
別
紙
２
に
定
め
る
場
所
を
提
供
す
る
も
の
と
し
、
甲
は
介
添
者
と
避
難
者
の
管
理
責
任
を
協
議
の
上
、
決

定
し
、
当
該
管
理
責
任
の
下
、
原
則
と
し
て
介
添
者
が
避
難
者
の
日
常
生
活
の
世
話
（
介
護
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
）
 

第
５
条
 
甲
は
、
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
避
難
者
に
提
供
し
た
と
き
は
、
介
護
保
険
法
に
定
め
る
特
定

施
設
入
居
者
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
施
設
利
用
料
、
食
事
等
の
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
場
所
を
提
供
し
た
と
き
は
、
避
難
者
及
び
そ
の
介
添
者
が
利
用
し
た
光
熱
水
費
、

食
費
、
貸
与
し
た
寝
具
類
等
の
実
費
相
当
額
を
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
期
間
）
 

第
６
条
 
施
設
の
利
用
期
間
は
、
原
則
と
し
て
30
日
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
甲
乙
協
議
の
上
、

延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
施
設
の
現
況
復
旧
）
 

第
７
条
 
避
難
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
、
施
設
及
び
設
備
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任
に

お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
８
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
当
該
施
設
の
ホ
ー
ム
長
と
し
、
乙
の
連

絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
介
護
保
険
課
長
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
等
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
11
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
も

の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
５
年
12
月
１
日
 

 
甲
 
東
京
都
品
川
区
東
品
川
四
丁
目
12
番
８
号
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
社
長
 
鷲
 
見
 
隆
 
充
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

乙
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
22
 
災
害
時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書

（
株
式
会
社
 
ニ
チ
イ
ケ
ア
パ
レ
ス
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
株
式
会
社
ニ
チ
イ
ケ
ア
パ
レ
ス
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害

時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
海
老
名
市
に
住
所
を
有
す
る
被
災
し
た
要
介
護
認
定
者
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
高
齢
者
（
以
下
「
避

難
者
」
と
い
う
。
）
の
避
難
施
設
と
し
て
海
老
名
市
に
所
在
す
る
甲
の
管
理
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
施

設
」
と
い
う
。
）
の
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
施
設
及
び
安
全
確
認
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
当
該
施
設
を
避
難
施
設
と
し
て
利
用
で
き
る
も
の
と
し
、
施
設
を
利
用

す
る
に
当
た
り
、
建
物
等
の
安
全
確
認
は
乙
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
及
び
要
請
事
項
の
措
置
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
避
難
者
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
収
容

可
能
な
人
数
を
確
認
し
、
社
会
福
祉
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
社
会
福
祉
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
、
速
や
か
に
避
難
者
を
収
容
で
き
る
体
制

を
整
え
、
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
社
会
福
祉
施
設
利
用
報
告
書
（
第
２
号

様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
甲
は
、
業
務
に
支
障
が
及
ば
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
甲
が
所
有
す
る
事
業
用
車
両
に
よ
る
避
難
者
等
の
移
送
に

協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
避
難
者
の
管
理
責
任
等
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
別
紙
に
掲
げ
る
当
該
施
設
の
空
床
の
あ
る
個
室
に
避
難
者
を
収
容
し
た
と
き
は
、
甲
が
避
難
者
の

管
理
を
行
う
も
の
と
し
、
当
該
管
理
責
任
の
下
、
入
浴
、
排
泄
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話

等
の
サ
ー
ビ
ス
を
甲
が
避
難
者
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
別
表
に
掲
げ
る
当
該
施
設
の
個
室
が
満
床
の
場
合
は
、
避
難
者
及
び
そ
の
介
添
者
の
休
養
場
所
と
し
て

１
階
食
堂
の
一
部
及
び
１
階
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
を
提
供
す
る
も
の
と
し
、
甲
は
介
添
者
と
避
難
者
の

管
理
責
任
を
協
議
の
上
、
決
定
し
、
当
該
管
理
責
任
の
下
、
原
則
と
し
て
介
添
者
が
避
難
者
の
日
常
生
活
の
世
話

（
介
護
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
）
 

第
５
条
 
甲
は
、
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
避
難
者
に
提
供
し
た
と
き
は
、
介
護
保
険
法
に
定
め
る
短

期
入
所
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
滞
在
費
、
食
事
等
の
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
場
所
を
提
供
し
た
と
き
は
、
避
難
者
及
び
そ
の
介
添
者
が
利
用
し
た
光
熱
水

費
、
食
費
、
貸
与
し
た
寝
具
類
等
の
実
費
相
当
額
を
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
期
間
）
 

第
６
条
 
施
設
の
利
用
期
間
は
、
原
則
と
し
て
30
日
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
甲
乙
協
議
の

上
、
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
施
設
の
原
状
回
復
）
 

第
７
条
 
避
難
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
、
施
設
及
び
設
備
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任

に
お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
８
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
ニ
チ
イ
ホ
ー
ム
海
老
名
 
ホ
ー
ム
長

と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
介
護
保
険
課
長
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
等
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
11
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
令
和
５
年
12
月
１
日
 

 
甲
 
東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
５
番
地
12
号
 
 
 
 

Ｎ
Ｍ
Ｆ
駿
河
台
ビ
ル
６
階
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
 
ニ
チ
イ
ケ
ア
パ
レ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
社
長
 
秋
 
山
 
幸
 
男
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
23
 
災
害
時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書

（
社
会
福
祉
法
人
あ
す
か
福
祉
会
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
社
会
福
祉
法
人
あ
す
か
福
祉
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害

時
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
乙
が
甲
の
管
理
す
る
社
会
福
祉
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
施
設
及
び
安
全
確
認
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
海
老
名
市
に
住
所
を
有
す
る
被
災
し
た
要
介
護
認
定
者
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
高
齢
者
（
以
下
「
避

難
者
」
と
い
う
。
）
の
避
難
施
設
と
し
て
、
別
紙
に
掲
げ
る
施
設
の
提
供
場
所
を
利
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、

施
設
を
利
用
す
る
に
当
た
り
、
建
物
等
の
安
全
確
認
は
乙
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
及
び
要
請
事
項
の
措
置
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
避
難
者
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
収
容

可
能
な
施
設
及
び
人
数
を
確
認
し
、
社
会
福
祉
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
社
会
福
祉
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
、
速
や
か
に
避
難
者
を
収
容
で
き
る
体
制

を
整
え
、
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
社
会
福
祉
施
設
利
用
報
告
書
（
第
２
号
様

式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
避
難
者
の
管
理
責
任
等
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
別
紙
に
掲
げ
る
施
設
の
提
供
場
所
に
避
難
者
を
収
容
し
た
と
き
は
、
甲
が
避
難
者
の
管
理
を
行
う

も
の
と
し
、
当
該
管
理
責
任
の
も
と
、
入
浴
、
排
泄
、
食
事
等
の
介
護
、
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
等
の
サ
ー

ビ
ス
を
甲
が
避
難
者
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
期
間
）
 

第
５
条
 
利
用
期
間
は
、
原
則
と
し
て
30
日
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
甲
乙
協
議
の
上
、
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
社
会
福
祉
法
人
あ
す
か
福
祉
会
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
彩
美
苑
施
設
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
介
護
保
険
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
）
 

第
７
条
 
甲
は
、
第
４
条
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
避
難
者
に
提
供
し
た
と
き
は
、
介
護
保
険
法
に
定
め
る
短
期
入

所
療
養
介
護
費
、
食
事
等
、
滞
在
費
、
日
常
生
活
上
必
要
な
も
の
の
実
費
相
当
額
を
通
常
の
サ
ー
ビ
ス
同
様
に
乙
に

請
求
し
、
乙
は
当
該
請
求
に
基
づ
き
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
施
設
の
原
状
回
復
）
 

第
８
条
 
避
難
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
及
び
設
備
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任
に

お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
等
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
長
崎
県
対
馬
市
厳
原
町
田
渕
93
3番

地
 
 
 
 
 
 
 
 

社
会
福
祉
法
人
 
あ
す
か
福
祉
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理
事
長
 
素
 
花
 
源
 
之
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
24
 
災
害
時
等
に
お
け
る
広
域
避
難
に
伴
う
宿
泊
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
（
小
原
温
泉
旅
館
組
合
）

 
 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
広
域
避
難
に
伴
う
宿
泊
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
小
原
温
泉
旅
館
組
合
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お

け
る
広
域
避
難
に
伴
う
宿
泊
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
海
老
名
市
に
住
所
を
有
す
る
避
難
者
（
以
下
「
避
難
者
」
と

い
う
。
）
の
広
域
避
難
施
設
と
し
て
、
別
表
に
掲
げ
る
甲
の
組
合
員
が
運
営
す
る
宿
泊
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と

い
う
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
及
び
要
請
事
項
の
措
置
）
 

 第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
避
難
者
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
収
容
可
能
な
人
数

を
確
認
し
、
施
設
利
用
要
請
書
（
別
記
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き

は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
施
設
利
用
要
請
書

（
別
記
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
、
速
や
か
に
避
難
者
を
収
容
で
き
る
体
制

を
整
え
、
そ
の
措
置
状
況
を
乙
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
避
難
者
の
管
理
等
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
施
設
に
避
難
者
を
収
容
し
た
と
き
は
、
１
日
３
食
を
基
準
と
し
た
必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
、
甲

が
通
常
行
っ
て
い
る
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
を
避
難
者
に
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 
（
利
用
期
間
）
 

第
４
条
 
利
用
期
間
は
、
原
則
と
し
て
3
0日

以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
甲
乙
協
議
の
上
、
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
施
設
の
提
供
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
小
原
温
泉
旅
館
組
合
長
と
し
、
乙
の

連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
施
設
の
原
状
回
復
）
 

第
７
条
 
避
難
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
及
び
設
備
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任
に

お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
11
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
効
期
間

満
了
の
１
か
月
前
ま
で
に
甲
乙
と
も
書
面
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
の
な
い
場
合
は
、
本
協
定
は
同
一
条
件
に
て
１

年
間
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
降
も
同
様
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
12
月
１
日
 

 
甲
 
宮
城
県
白
石
市
小
原
字
湯
元
９
番
地
 
 
 
 
 
 

小
原
温
泉
旅
館
組
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
合
長
 
四
 
竈
 
 
 
均
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
表
 
略
 

 
別
記
様
式
 
略
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 資
料
８
－
25
 
災
害
時
等
に
お
け
る
広
域
避
難
に
伴
う
宿
泊
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
（
鎌
先
温
泉
旅
館
組
合
）

 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
広
域
避
難
に
伴
う
宿
泊
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
鎌
先
温
泉
旅
館
組
合
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お

け
る
広
域
避
難
に
伴
う
宿
泊
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
海
老
名
市
に
住
所
を
有
す
る
避
難
者
（
以
下
「
避
難
者
」
と

い
う
。
）
の
広
域
避
難
施
設
と
し
て
、
別
表
に
掲
げ
る
甲
の
組
合
員
が
運
営
す
る
宿
泊
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と

い
う
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
及
び
要
請
事
項
の
措
置
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
避
難
者
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
収
容
可
能
な
人
数

を
確
認
し
、
施
設
利
用
要
請
書
（
別
記
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き

は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
施
設
利
用
要
請
書

（
別
記
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
、
速
や
か
に
避
難
者
を
収
容
で
き
る
体
制

を
整
え
、
そ
の
措
置
状
況
を
乙
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
避
難
者
の
管
理
等
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
施
設
に
避
難
者
を
収
容
し
た
と
き
は
、
１
日
３
食
を
基
準
と
し
た
必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
、
甲

が
通
常
行
っ
て
い
る
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
を
避
難
者
に
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 
（
利
用
期
間
）
 

第
４
条
 
利
用
期
間
は
、
原
則
と
し
て
3
0日

以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
甲
乙
協
議
の
上
、
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
施
設
の
提
供
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
鎌
先
温
泉
旅
館
組
合
長
と
し
、
乙
の

連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
施
設
の
原
状
回
復
）
 

第
７
条
 
避
難
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
及
び
設
備
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任
に

お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

 
第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
11
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
効
期
間

満
了
の
１
か
月
前
ま
で
に
甲
乙
と
も
書
面
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
の
な
い
場
合
は
、
本
協
定
は
同
一
条
件
に
て
１

年
間
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
降
も
同
様
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
12
月
１
日
 

 
甲
 
宮
城
県
白
石
市
福
岡
蔵
本
字
鎌
先
一
番
48
番
地
 
 
 

鎌
先
温
泉
旅
館
組
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
合
長
 
一
 
條
 
一
 
平
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別
表
 
略
 

 
別
記
様
式
 
略
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災
害
時
に
お
け
る
乳
幼
児
等
の
緊
急
受
入
れ
に
関
す
る
覚
書
（
海
老
名
市
私
立
幼
稚
園
協
議
会
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
乳
幼
児
等
の
緊
急
受
入
れ
の
相
互
協
力
に
関
す
る
覚
書
 

  
海
老
名
市
私
立
幼
稚
園
協
議
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害

時
に
お
け
る
乳
幼
児
等
の
緊
急
受
入
れ
の
相
互
協
力
に
関
す
る
覚
書
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
覚
書
は
、
海
老
名
市
内
に
お
い
て
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い

う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
支
援
が
必
要
と
さ
れ
る
乳
幼
児
及
び
そ
の
保
護
者
等
（
以
下
「
乳
幼
児
等
」

と
い
う
。
）
の
緊
急
受
入
れ
の
避
難
施
設
と
し
て
、
乙
が
甲
に
所
属
す
る
者
が
管
理
す
る
施
設
（
以
下
「
施
設
」

と
い
う
。
）
を
可
能
な
範
囲
で
使
用
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
安
全
確
認
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
施
設
が
安
全
に
使
用
で
き
る
か
否
か
を
情
報
収
集
し
、
乳

幼
児
等
の
受
入
体
制
を
整
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
及
び
要
請
事
項
の
措
置
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
次
の
事
項
に
つ
い
て
要
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

 
(１

) 
施
設
へ
の
乳
幼
児
等
の
緊
急
受
入
れ
の
要
請
 

 
(２

) 
そ
の
他
前
号
の
要
請
に
付
随
し
た
特
に
必
要
な
事
項
の
要
請
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
乳
幼
児
等
緊
急
避
難
施
設
受
入
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
乳
幼
児
等
緊
急
避
難
施
設
受
入
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。
 

３
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
可
能
な
限
り
要
請
事
項
に
応
じ
、
乳
幼
児
等
を
受
入
れ
で
き

る
体
制
を
整
え
、
そ
の
措
置
事
項
を
乳
幼
児
等
緊
急
避
難
施
設
受
入
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
受
入
期
間
）
 

第
４
条
 
前
条
に
規
定
す
る
乙
の
要
請
を
受
け
た
場
合
の
受
入
期
間
は
、
原
則
と
し
て
７
日
以
内
と
す
る
。
 

 
（
物
資
）
 

第
５
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
備
え
て
、
施
設
に
必
要
な
水
及
び
食
料
（
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
を
配
備
す
る
も

の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
乙
が
配
備
し
た
物
資
の
維
持
管
理
は
、
甲
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
災
害
時
に
お
い
て
前
項
に
規
定
す
る
物
資
が
不
足
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
乙
に
対
し
必
要

な
物
資
の
供
給
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
施
設
の
原
状
回
復
）
 

第
６
条
 
災
害
時
に
乳
幼
児
等
が
施
設
を
使
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任

に
お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
、
海
老
名

市
私
立
幼
稚
園
協
議
会
会
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
、
幼
稚
園
主
管
課
長
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
覚
書
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
１
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
覚
書
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
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協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
覚
書
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
ま
た
、
別
紙
「
海
老
名
市
私
立
幼
稚
園
協
議
会
所
属
幼
稚
園
一
覧
」
を
各
自
本
書
に
添
付
し
、
保
有

す
る
も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
２
月
１
日
 

甲
 
海
老
名
市
社
家
三
丁
目
11
番
27
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
私
立
幼
稚
園
協
議
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長
 
米
 
山
 
 
稔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
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災
害
時
に
お
け
る
施
設
等
の
利
用
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
リ
コ
ー
リ
コ
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
セ
ン
タ
ー
）

 
 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
施
設
等
の
利
用
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
株
式
会
社
リ
コ
ー
リ
コ
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と

い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る
施
設
等
の
利
用
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
救
援
物
資
の
一
時
保
管
及
び
仕
分
け
を
行
う
場
所
と
し
て
、
甲
の
所
有
す

る
体
育
館
及
び
そ
の
他
関
連
施
設
等
（
以
下
「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
施
設
等
及
び
安
全
確
認
）
 

第
２
条
 
乙
が
利
用
で
き
る
施
設
等
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に
別
紙
と
し
て
添
付
す
る
も
の
と
し
、
施
設

等
を
利
用
す
る
に
当
た
り
、
施
設
等
の
安
全
確
認
は
乙
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
利
用
で
き
る
施
設
等
は
、
被
災
状
況
に
応
じ
て
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、
救
援
物
資
の
受
入
れ
が
決
定
し
、
施
設
等
の
利
用
協
力
の
必
要
が
あ
る
と
認

め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
施
設
等
利
用
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や

か
に
施
設
等
利
用
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も

に
、
そ
の
措
置
事
項
を
施
設
等
利
用
協
力
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
施
設
等
の
利
用
等
）
 

第
４
条
 
施
設
等
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
甲
が
指
名
し
、
前
条
第
１
項
の
施
設
等
利
用

協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
等
に
基
づ
き
作
成
し
た
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
と
す
る
。
ま
た
、
利
用
者
は
腕
章
、

名
札
等
を
着
用
し
、
そ
の
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
利
用
者
が
甲
の
敷
地
に
入
出
場
す
る
と
き
は
、
北
門
を
利
用
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
入
出
場
に
つ
い
て
は
、
甲

が
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
期
間
）
 

第
５
条
 
災
害
時
に
施
設
等
を
利
用
で
き
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
3
0日

以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
救
援
物
資
等
の

集
積
状
況
等
に
応
じ
、
甲
乙
協
議
の
上
、
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
甲
の
総
務
部
署
責
任
者
と
し
、
乙
の

連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
）
 

第
７
条
 
施
設
等
の
利
用
料
は
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
施
設
等
の
利
用
に
要
し
た
電
気
、
ガ
ス
及
び
水
道
の
料
金

に
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
原
状
回
復
等
）
 

第
８
条
 
利
用
者
が
施
設
等
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
等
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任
に
お
い

て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
ご
み
等
の
不
要
物
品
が
生
じ
た
場
合
も
同
様
と
し
、
乙
が
回
収
及
び

処
分
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
情
報
の
共
有
）
 

第
９
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
及
び
平
時
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
情
報
を
共
有
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
連

絡
手
段
に
つ
い
て
は
、
文
書
又
は
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
と
す
る
。
 

 
(１

) 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
に
乙
の
判
断
に
よ
り
施
設
等
を
利
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
の
情
報
を
報
告
し
、

共
有
す
る
こ
と
。
ま
た
、
施
設
等
の
利
用
に
際
し
、
重
大
な
変
更
等
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
相
互
に
連
絡

を
取
り
、
情
報
の
共
有
に
努
め
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
甲
は
、
施
設
等
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
が
使
用
で
き
な
い
場
合
は
、
事
前
に
そ
の
期
間
を
乙
に
報
告

し
、
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。
 

 
(３

) 
そ
の
他
災
害
時
及
び
平
時
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
は
必
要
な
情
報
の
共
有
に
努
め
る
こ
と
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
４
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
５
年
５
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
泉
二
丁
目
７
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
 
リ
コ
ー
リ
コ
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
セ
ン
タ
ー
 
 

事
業
所
長
 
中
 
田
 
 
克
 
典
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
28
 
災
害
時
等
に
お
け
る
燃
料
の
供
給
に
関
す
る
協
定

（
神
奈
川
県
石
油
商
業
組
合
高
座
支
部
海
老
名
部
会
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
燃
料
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書

 
  
神
奈
川
県
石
油
商
業
組
合
高
座
支
部
海
老
名
部
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い

う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
燃
料
の
供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
が
保
有
す
る
燃
料
を
可
能
な
範
囲

で
供
給
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
力
要
請
）

 
第

２
条

 
乙

は
、
災

害
時

等
に

お
い
て

、
燃

料
を
必

要
と

す
る

と
き

は
、

甲
に
対

し
災

害
時
等

燃
料

供
給
要

請
書

（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又

は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
災
害
時
等
燃
料
供
給
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）

を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
要
請
事
項
に
応
じ
て
、
燃
料
の
優
先
供
給
に

協
力
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
災
害
時
等
燃
料
供
給
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
乙
の
要
請
に
対
し
、
的
確
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

 
 
（
燃
料
供
給
の
範
囲
）

 
第
４
条
 
乙
が
甲
に
供
給
を
要
請
す
る
燃
料
の
種
類
は
次
の
と
お
り
と
し
、
要
請
時
点
に
お
い
て
甲
が
供
給
可
能
な

数
量
と
す
る
。

 
 
(１

) 
ガ
ソ
リ
ン

 
 
(２

) 
灯
油

 
 
(３

) 
軽
油

 
 
(４

) 
そ
の
他
乙
が
指
定
す
る
燃
料
で
供
給
可
能
な
も
の

 
 
（
引
渡
し
）

 
第
５
条
 
燃
料
の
引
渡
場
所
は
、
甲
乙
協
議
の
上
で
決
定
し
、
乙
は
当
該
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、
燃
料
を
確
認
の

上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
神
奈
川
県
石
油
商
業
組
合
高
座
支
部

海
老
名
部
会
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）

 
第
７
条
 
甲
が
燃
料
の
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
単
価
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。

 
 
（
災
害
補
償
）

 
第
８
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和

22
年
法
律
第
50
号
）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
、
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
適
用
に
よ
り
補
償
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
４
月
30
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
１
０
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
５
年
５
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
河
原
口
一
丁
目
15
番
３
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
神
奈
川
県
石
油
商
業
組
合
 
高
座
支
部
 
海
老
名
部
会
 

 
部
会
長
 
奥
 
津
 
一
 
朗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
29
 
特
設
公
衆
電
話
設
備
の
設
置
及
び
利
用
・
管
理
等
に
関
す
る
覚
書

（
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
 
神

奈
川
支
店
）
 

 
 
 
特
設
公
衆
電
話
設
備
の
設
置
及
び
利
用
・
管
理
等
に
関
す
る
覚
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
 
神
奈
川
支
店
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）

は
、
災
害
救
助
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
11
8号

）
第
２
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
程
度
の
災
害
又
は
同
様
の
事
象

の
発
生
に
よ
り
社
会
の
混
乱
が
発
生
し
た
と
き
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
乙
の
提
供
す
る
特
設
公
衆
電

話
設
備
の
設
置
、
利
用
・
管
理
等
に
関
し
次
の
と
お
り
覚
書
を
締
結
す
る
。
 

  
（
目
的
）
 

第
１
条
 
本
覚
書
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
甲
乙
協
力
の
も
と
、
被
災
者
等
の
通
信
の
確
保
を
目
的
と
す
る
。
 

 
（
用
語
の
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
覚
書
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
(１

) 
特
設
公
衆
電
話
設
備
 
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
た
設
置
場
所
に
電
気
通
信
回
線
及
び
電
話
機
接
続
端
子
を

敷
設
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

 
(２

) 
電
話
機
 
電
話
機
に
モ
ジ
ュ
ラ
ー
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
た
状
態
を
い
う
。
 

 
(３

) 
特
設
公
衆
電
話
 
特
設
公
衆
電
話
設
備
と
電
話
機
を
接
続
し
、
通
信
が
可
能
な
状
態
を
い
う
。
 

（
特
設
公
衆
電
話
設
備
の
設
置
及
び
情
報
管
理
等
）
 

第
３
条
 
特
設
公
衆
電
話
設
備
の
設
置
場
所
（
所
在
地
・
建
物
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
電
気
通
信
回
線
数

に
つ
い
て
は
甲
乙
協
議
の
上
、
乙
が
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
特
設
公
衆
電
話
設
備
の
設
置
箇
所
（
設
置
場
所
の
建
物
内
に
お
け
る
特
設
公
衆
電
話
を
利
用
す
る
場
所
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
甲
が
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
前
２
項
に
お
け
る
設
置
場
所
、
設
置
箇
所
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
設
置
に
係
る
必
要
な
情
報
（
以
下
「
設
置

場
所
等
情
報
」
と
い
う
。
）
は
、
別
添
「
設
置
場
所
等
情
報
一
覧
」
に
よ
り
管
理
す
る
も
の
と
し
、
本
覚
書
に
添

付
す
る
。
な
お
、
別
添
「
設
置
場
所
等
情
報
一
覧
」
の
保
管
に
当
た
っ
て
は
、
甲
乙
互
い
に
情
報
適
正
利
用
管
理

者
を
指
命
し
、
情
報
適
正
利
用
管
理
者
（
変
更
）
通
知
書
（
第
１
号
様
式
）
を
も
っ
て
相
互
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。
ま
た
、
情
報
適
正
利
用
管
理
者
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
も
同
様
式
を
も
っ
て
同
様
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。
 

４
 
甲
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
設
置
場
所
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
設
置
箇
所
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や

か
に
特
設
公
衆
電
話
設
備
設
置
場
所
等
変
更
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
を
も
っ
て
乙
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 
（
通
信
機
器
等
の
管
理
等
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
災
害
時
等
に
特
設
公
衆
電
話
が
即
座
に
利
用
可
能
な
状
態
と
な
る
よ
う
、
電
話
機
を
甲
の
費
用
負

担
に
お
い
て
用
意
す
る
も
の
と
し
、
適
切
な
場
所
に
保
管
の
上
、
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
等
）
 

第
５
条
 
特
設
公
衆
電
話
設
備
の
設
置
に
係
る
配
管
・
引
込
み
柱
・
端
子
盤
等
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
甲
の
負
担
で

行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
特
設
公
衆
電
話
設
備
の
設
置
に
係
る
屋
内
配
線
（
モ
ジ
ュ
ラ
ー
ジ
ャ
ッ
ク
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
費
用
に

つ
い
て
は
、
乙
の
負
担
で
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
特
設
公
衆
電
話
設
備
の
設
置
場
所
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
に
発
生
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
前
２
項
に
基
づ
き

行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
設
置
箇
所
の
移
動
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
は
甲
の
負
担
で
行
う
も
の
と
す
る
。
 

４
 
次
条
第
１
項
に
規
定
す
る
特
設
公
衆
電
話
の
利
用
に
係
る
通
信
料
及
び
第
1
2条

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
訓
練
等

の
利
用
に
係
る
通
信
料
は
無
料
と
す
る
。
 

 
（
利
用
の
開
始
）
 

第
６
条
 
特
設
公
衆
電
話
の
利
用
の
開
始
決
定
は
、
乙
が
行
う
も
の
と
し
、
甲
は
利
用
の
開
始
決
定
後
、
速
や
か
に

特
設
公
衆
電
話
を
通
信
可
能
な
状
態
と
し
、
被
災
者
等
の
通
信
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
設

公
衆
電
話
設
備
の
設
置
場
所
に
災
害
対
策
本
部
等
を
設
置
し
た
と
き
、
又
は
避
難
所
等
を
開
設
し
た
と
き
は
、
甲

の
判
断
に
よ
り
特
設
公
衆
電
話
の
利
用
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
甲
が
特
設
公
衆
電
話
の
利
用
を
開
始
し
た
と
き
は
、
甲
は
速
や
か
に
乙
に
対

し
、
特
設
公
衆
電
話
の
利
用
を
開
始
し
た
設
置
場
所
を
特
設
公
衆
電
話
利
用
等
通
知
書
（
第
３
号
様
式
）
に
よ
り

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
者
へ
の
周
知
）
 

第
７
条
 
甲
は
、
特
設
公
衆
電
話
の
利
用
を
開
始
し
た
と
き
は
、
被
災
者
等
に
お
い
て
適
切
な
利
用
が
行
わ
れ
る
よ

う
、
可
能
な
限
り
利
用
者
へ
の
周
知
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
の
終
了
）
 

第
８
条
 
特
設
公
衆
電
話
の
利
用
の
終
了
に
つ
い
て
は
甲
乙
協
議
の
上
、
乙
が
決
定
す
る
も
の
と
し
、
甲
は
特
設
公

衆
電
話
の
利
用
の
終
了
決
定
後
、
速
や
か
に
電
話
機
を
撤
去
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
乙
が
特
設
公
衆
電
話

の
利
用
の
終
了
を
決
定
す
る
前
に
、
甲
が
災
害
対
策
本
部
等
を
廃
止
し
た
と
き
、
又
は
避
難
所
等
を
閉
鎖
し
た
と
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き
は
、
甲
の
判
断
に
よ
り
特
設
公
衆
電
話
の
利
用
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
甲
が
特
設
公
衆
電
話
の
利
用
を
終
了
し
た
と
き
は
、
甲
は
速
や
か
に
電
話
機

を
撤
去
す
る
と
と
も
に
、
乙
に
対
し
特
設
公
衆
電
話
の
利
用
を
終
了
し
た
設
置
場
所
を
第
３
号
様
式
に
よ
り
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
設
置
場
所
等
情
報
の
公
開
）
 

第
９
条
 
災
害
時
等
に
お
い
て
、
被
災
者
等
が
円
滑
に
通
信
の
確
保
が
で
き
る
よ
う
、
平
常
時
か
ら
特
設
公
衆
電
話

設
備
の
設
置
場
所
に
つ
い
て
、
甲
乙
協
議
の
上
、
乙
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
定
期
試
験
の
実
施
）
 

第
１
０
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
特
設
公
衆
電
話
が
速
や
か
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
年
に
１
回
を
目

安
と
し
て
別
紙
「
特
設
公
衆
電
話
定
期
試
験
要
領
」
に
定
め
る
定
期
試
験
を
そ
れ
ぞ
れ
が
実
施
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。
 

 
（
故
障
発
見
時
の
扱
い
）
 

第
１
１
条
 
甲
及
び
乙
は
、
特
設
公
衆
電
話
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
等
に
つ
い
て
何
ら
か
の
異
常
を
発
見

し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
相
互
に
確
認
し
合
い
、
故
障
回
復
に
向
け
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
目
的
外
利
用
の
禁
止
）
 

第
１
２
条
 
甲
は
、
第
10
条
に
規
定
す
る
定
期
試
験
を
除
き
、
特
設
公
衆
電
話
を
そ
の
目
的
以
外
に
利
用
し
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
覚
書
の
目
的
に
伴
う
訓
練
等
に
利
用
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
甲
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
訓
練
等
に
利
用
す
る
場
合
は
、
乙
に
あ
ら
か
じ
め
第
３
号
様
式
に
よ
り
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
目
的
外
利
用
に
係
る
措
置
等
）
 

第
１
３
条
 
乙
は
特
設
公
衆
電
話
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
調
査
す
る
こ
と
と
し
、
甲
は
乙
か
ら
特
設
公

衆
電
話
の
目
的
外
利
用
の
実
績
報
告
が
あ
っ
た
場
合
は
、
甲
は
速
や
か
に
当
該
利
用
実
績
の
事
実
を
確
認
し
、
当

該
利
用
が
発
生
し
な
い
よ
う
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
乙
の
実
績
報
告
に
基
づ
き
、
甲
乙
協
議
の
上
、
目
的
外
利
用
に
よ
り
発
生
し
た
分
の
通
信
料

は
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
前
項
の
協
議
に
よ
り
特
設
公
衆
電
話
設
備
の
撤
去
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
撤
去
工
事
に
関
す
る
費
用

は
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
１
４
条
 
こ
の
覚
書
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機

管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
 
神
奈
川
支
店
支
店
長
と
す
る
。
 

 
（
秘
密
の
保
持
等
）
 

第
１
５
条
 
甲
及
び
乙
は
、
本
覚
書
に
よ
り
知
り
得
た
秘
密
を
そ
の
方
法
手
段
を
問
わ
ず
、
第
三
者
に
漏
え
い
し
て

は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
覚
書
が
解
約
さ
れ
た
場
合
及
び
そ
れ
以
降
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
６
条
 
こ
の
覚
書
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
７
条
 
こ
の
覚
書
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
平
成
2
7年

３
月
3
1日

ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
甲
又
は

乙
か
ら
期
間
終
了
の
１
か
月
前
ま
で
に
相
手
方
に
対
し
書
面
に
よ
る
別
段
の
意
思
表
示
が
な
い
場
合
は
、
本
覚
書

は
同
一
条
件
に
て
１
年
間
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
降
も
同
様
と
す
る
。
 

   
こ
の
覚
書
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
平
成
25
年
１
月
15
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
横
浜
市
中
区
山
下
町
19
8番

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
 
神
奈
川
支
店
 
 
 
 
 

取
締
役
 
神
奈
川
支
店
長
 
小
 
畑
 
哲
 
哉
 
 
 

   
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
30
 
災
害
時
等
に
お
け
る
共
同
住
宅
の
地
域
連
携
・
共
助
に
関
す
る
協
定
書

（
海
老
名
市
自
治
会
連
絡
協
議

会
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
共
同
住
宅
の
地
域
連
携
・
共
助
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
自
治
会
連
絡
協
議
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
海
老

名
市
災

害
対

策
基

本
条
例

の
理

念
に

基
づ

く
地

域
の

防
災
活

動
の

推
進

及
び

地
域

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

さ
ら

な
る

連
携
・
共
助
の
促
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
海
老
名
市
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
く
地
区
防
災
計
画
の
推
進
等
に
努
め
、

災
害
対
応
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
災
害
時
等
に
お
け
る
共
同
住
宅
の
地
域
連
携
・
共
助
に
関
す
る
協
定
を
次

の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
、
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
、
若
し

く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
災
害
の
発
生
に
備
え
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
、
甲
及
び
乙

の
災
害
時
等
に
お
け
る
共
同
住
宅
の
地
域
連
携
・
共
助
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
内
容
）
 

第
２
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
甲
の
う
ち
、
共
同
住
宅
の
み
で
組
織
す
る
単
一
の
自
治
会
（
別
表
に
掲
げ
る
自
治
会
を
い
う
。
以
下
「
自

治
会
」
と
い
う
。
）
は
、
被
災
し
た
地
域
住
民
（
以
下
「
避
難
者
」
と
い
う
。
）
を
当
該
共
同
住
宅
の
管
理

組
合
又
は
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
と
協
議
の
上
、
協
力
可
能
な
範
囲
で
施
設
内
等
に
収
容

す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
乙
は
甲
の
指
定
す
る
設
置
場
所
に
、
各
自
治
会
の
防
災
備
蓄
倉
庫
（
以
下
「
倉
庫
」
と
い
う
。
）
を
設
置

し
、
災
害
時
に
備
え
て
倉
庫
に
必
要
な
備
蓄
食
料
等
を
配
備
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
倉
庫
を
設
置
す
る
必
要

の
な
い
自
治
会
に
お
い
て
は
、
備
蓄
食
料
等
の
配
備
の
み
と
す
る
。
 

 
(３

) 
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
連
携
・
共
助
に
関
し
協
力
で
き
る
事
項
 

 
（
施
設
利
用
等
）
 

第
３
条
 
前
条
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
避
難
者
を
収
容
し
た
際
に
利
用
で
き
る
共
同
住
宅
の
施
設
内
等
の
提
供
場
所

（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
は
甲
と
管
理
者
で
そ
の
都
度
協
議
し
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
条
第
２
号
に
規
定
す
る
甲
の
指
定
す
る
設
置
場
所
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に
お
い
て
、
管
理
者
と
行
う

も
の
と
し
、
倉
庫
の
清
掃
等
は
当
該
自
治
会
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
備
蓄
食
料
等
の
管
理
、
倉
庫
の
点

検
・
管
理
等
は
乙
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
前
条
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
乙
が
配
備
す
る
備
蓄
食
料
等
の
数
量
は
、
乙
が
算
出
し
た
数
量
と
す
る
。
 

 
（
避
難
者
の
受
入
れ
等
）
 

第
４
条
 
地
震
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
２
条
第
１
号
に
よ
り
避
難
者

を
施
設
に
収
容
す
る
と
き
は
、
甲
は
施
設
を
開
放
し
、
避
難
者
を
収
容
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
風
水
害
又

は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
避
難
者
に
施
設
を
開

放
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
避
難
者
を
施
設
に
収
容
す
る
と
き
は
、
発
災
時
に
お
い
て
は
必
要
最
低
限
の
安

全
確
認
を
実
施
す
る
も
の
と
し
、
避
難
者
の
安
全
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
甲
は
、
施
設
に
避
難
者
を
収
容
し
た
と
き
は
、
当
該
避
難
者
の
管
理
を
甲
及
び
乙
が
協
力
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。
 

４
 
避
難
者
が
施
設
を
利
用
で
き
る
期
間
は
原
則
と
し
て
７
日
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
甲

乙
協
議
の
上
、
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
５
条
 
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
別
表
に
掲
げ
る
各
自

治
会
の
会
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
）
 

第
６
条
 
施
設
の
利
用
料
は
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
が
施
設
の
滞
在
に
要
し
た
水
道
光
熱
費
に
つ
い
て
は
、

適
法
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
原
状
回
復
）
 

第
７
条
 
避
難
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任
に
お
い
て
原

状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
情
報
の
共
有
）
 

第
８
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
情
報
を
共
有
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
連
絡
手
段

に
つ
い
て
は
、
文
書
又
は
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
と
す
る
。
 

 
(１

) 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
に
甲
又
は
乙
の
判
断
に
よ
り
施
設
を
利
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
の
情
報
を
報
告

し
、
共
有
す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
甲
は
、
施
設
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
が
使
用
で
き
な
い
場
合
は
、
事
前
に
そ
の
期
間
を
乙
に
報
告
し
、

情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。
 

- 124 -



資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
(３

) 
甲
は
、
施
設
の
増
改
築
等
に
よ
り
、
施
設
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
に
報
告
す
る
こ
と
。
 

 
(４

) 
そ
の
他
災
害
時
等
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
は
必
要
な
情
報
の
共
有
に
努
め
る
こ
と
。
 

 
（
有
効
期
間
等
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
８
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

  
（
協
議
事
項
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
９
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
自
治
会
連
絡
協
議
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長
 
柳
 
下
 
泰
 
介
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
表
 
略
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 資
料
８
－
31
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
社
会
福
祉
法
人
海
老
名
市
社
会
福
祉
協
議
会
、
公
益

社
団
法
人
海
老
名
青
年
会
議
所
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
、
社
会
福
祉
法
人
海
老
名
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）

及
び
公
益
社
団
法
人
海
老
名
青
年
会
議
所
（
以
下
「
丙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る
相
互
協
力
に
関
す
る

協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
甲
、
乙
及
び
丙
が
効
果
的
な
災
害
救
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
を
行
う
こ
と
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
及
び
乙
は
、
丙
に
対
し
て
海
老
名
市
災
害
救
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
救
援
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
の
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
(１

) 
被
災
状
況
や
災
害
救
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
に
関
す
る
情
報
等
の
収
集
及
び
提
供
 

 
(２

) 
災
害
救
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
用
物
資
等
の
調
達
及
び
仕
分
輸
送
の
協
力
 

 
(３

) 
救
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
へ
の
人
的
支
援
 

２
 
前
項
の
規
定
に
対
し
、
丙
は
そ
の
組
織
、
機
能
等
を
最
大
限
に
活
用
し
協
力
を
行
う
。
 

３
 
甲
及
び
乙
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
丙
に
対
し
災
害
救
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
要
請
書

（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又

は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
災
害
救
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
丙
は
、
甲
及
び
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を

執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
結
果
を
災
害
救
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
甲
及
び
乙

に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
平
常
時
の
協
力
）
 

第
４
条
 
甲
、
乙
及
び
丙
は
、
平
常
時
か
ら
相
互
に
連
携
・
協
力
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
。
 

 
(１

) 
救
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
・
運
営
に
関
す
る
情
報
等
の
共
有
 

 
(２

) 
救
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
協
力
等
、
災
害
時
に
お
け
る
連
携
体
制
の
確
立
 

 
(３

) 
救
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
・
運
営
訓
練
等
の
実
施
 

 
(４

) 
そ
の
他
甲
、
乙
及
び
丙
が
必
要
と
認
め
た
活
動
 

 
（
連
絡
会
議
の
開
催
）
 

第
５
条
 
甲
、
乙
及
び
丙
は
、
相
互
の
連
携
・
協
力
の
た
め
、
甲
、
乙
及
び
丙
が
定
め
る
担
当
者
の
出
席
並
び
に
必

要
に
応
じ
て
甲
、
乙
及
び
丙
の
合
意
に
よ
る
関
係
者
の
出
席
に
よ
り
、
年
１
回
以
上
の
連
絡
会
議
を
開
催
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

第
６
条
 
こ
の
協
定
に
関
す
る
甲
、
乙
及
び
丙
そ
れ
ぞ
れ
の
連
絡
責
任
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

甲
 
市
長
室
 
危
機
管
理
課
長
 

乙
 
総
括
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
 

丙
 
専
務
理
事
 

 
（
体
制
の
引
継
ぎ
）
 

第
７
条
 
甲
、
乙
及
び
丙
の
連
絡
責
任
者
又
は
災
害
活
動
に
関
わ
る
体
制
が
変
更
と
な
る
場
合
は
、
相
互
に
報
告
す

る
も
の
と
す
る
。
 

（
災
害
補
償
）
 

第
８
条
 
丙
の
う
ち
、
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に

よ
り
当
該
従
事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お

け
る
災
害
補
償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の

適
用
が
な
い
場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補

償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
２
月
28
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
こ
の
協
定
に
定
め
る
事
項
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
、

乙
及
び
丙
が
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
３
通
を
作
成
し
、
甲
、
乙
及
び
丙
そ
れ
ぞ
れ
が
記
名
押
印
の
上
、
各
自

そ
の
１
通
を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  
令
和
５
年
３
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 
 
 
 
 

社
会
福
祉
法
人
 
海
老
名
市
社
会
福
祉
協
議
会
 
 

会
長
 
 
前
 
田
 
洋
 
子
 
 
 
 
 
 
 
 

 
丙
 
海
老
名
市
め
ぐ
み
町
６
番
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公
益
社
団
法
人
 
海
老
名
青
年
会
議
所
 
 
 
 
 

理
事
長
 
山
 
田
 
貴
 
久
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
災
害
情
報
等
の
放
送
に
関
す
る
協
定
書
（

海
老
名
エ
フ
エ
ム
放
送
株
式
会
社
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
災
害
情
報
等
の
放
送
に
関
す
る
協
定
書

 
  
海
老
名
エ
フ
エ
ム
放
送
株
式
会
社
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災

害
時
等
に
お
け
る
災
害
情
報
等
の
放
送
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
が
災
害
情
報
等
を
市
民
等
に
対
し

適
切
に
伝
え
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
放
送
要
請
）

 
第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
甲
の
番
組
編
成
権
を
侵
害
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
甲
に
対
し
次
の
各
号

に
掲
げ
る
項
目
が
記
載
さ
れ
た
災
害
情
報
等
放
送
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後

日
、
速
や
か
に
災
害
情
報
等
放
送
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
(１

) 
放
送
要
請
の
理
由

 
 
(２

) 
放
送
事
項

 
 
(３

) 
希
望
す
る
放
送
日
時

 
 
(４

) 
連
絡
担
当
者

 
 
(５

) 
そ
の
他
必
要
事
項

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
放
送
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
適
切
な
放
送
形
式
、
内
容
及
び
時
刻
を
決
定
し
て
放
送
す

る
も
の
と
し
、
そ
の
措
置
事
項
を
災
害
情
報
等
放
送
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
４
条
 
要
請
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
営
業
部
部
長
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
）

 
第
５
条
 
乙
の
要
請
に
基
づ
く
甲
の
放
送
に
関
す
る
費
用
は
、
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
秘
密
の
保
持
）

 
第
６
条
 
甲
は
、
災
害
情
報
等
の
放
送
目
的
の
た
め
に
、
乙
か
ら
知
り
得
た
災
害
情
報
等
に
つ
い
て
、
み
だ
り
に
他

に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
６
年
10
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
国
分
南
一
丁
目
27
番
28
号
 
 
 
 
 
 

 
海
老
名
エ
フ
エ
ム
放
送
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 

 
代
表
取
締
役
社
長
 
金
 
子
 
純
 
子
 
 
 

 
 

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１

  
 
 
 
 
 
 
 

 
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
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33
 
災
害
時
等
に
お
け
る
災
害
情
報
等
の
放
送
等
に
関
す
る
協
定
書

（
株
式
会
社
 
ジ
ェ
イ
コ
ム
湘
南
・
神

奈
川
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
災
害
情
報
等
の
放
送
等
に
関
す
る
協
定
書

 
  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
湘
南
・
神
奈
川
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、

災
害
時
等
に
お
け
る
災
害
情
報
等
の
放
送
等
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
内
に
お
い
て
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3号

）
第
２
条
第
１
号
に

定
め
る
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、

乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
が
災
害
情
報
等
を
市
民
等
に
対
し
適
切
に
伝
え
る
た
め
の
放
送
等
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
災
害
情
報
等
の
提
供
及
び
放
送
の
実
施
要
請
）

 
第
２
条
 
甲
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
乙
に
対
し
て
適
切
な
手
段
を
用
い
て
速
や
か
に
災
害
情
報
等
を
提
供
す
る

と
と
も
に
、
放
送
の
実
施
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
（
要
請
の
手
続
き
及
び
連
絡
先
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
乙
に
対
し
て
放
送
の
実
施
を
要
請
す
る
場
合
は
、
災
害
情
報
等
放
送
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に

よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
メ
ー
ル
及
び
フ
ァ
ク
ス
を
用
い
て
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

緊
急
を
要
す
る
と
き
は
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
、
速
や
か

に
災
害
情
報
等
放
送
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
(１

) 
放
送
実
施
要
請
の
理
由

 
 
(２

) 
依
頼
す
る
放
送
の
内
容

 
 
(３

) 
希
望
す
る
放
送
の
日
時

 
 
(４

) 
そ
の
他
必
要
な
事
項

 
２
 
前
項
に
お
い
て
、
甲
が
放
送
の
実
施
を
要
請
す
る
場
合
の
連
絡
先
は
、
乙
の
委
託
事
業
者
で
あ
る
株
式
会
社
ジ

ェ
イ
コ
ム
湘
南
・
神
奈
川
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
統
括
部
（
以
下
「
委
託
事
業
者
」
と
い
う
。
）
と
し
、
別

紙
１
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 
（
放
送
の
実
施
）

 
第
４
条
 
乙
は
、
第
２
条
に
定
め
る
放
送
実
施
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
か
ら
依
頼
さ
れ
た
事
項
に
関
し
て
、

適
切
な
放
送
の
形
式
、
内
容
及
び
時
刻
を
そ
の
都
度
決
定
し
、
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な

い
限
り
、
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
５
条
 
要
請
及
び
協
力
者
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
統
括
部
長
と
す
る
。
 

 
（
災
害
情
報
等
の
活
用
）

 
第
６
条
 
乙
は
、
甲
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
又
は
広
報
紙
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
発
信
済
み
の
情
報
及
び
第

２
条
に
規
定
す
る
災
害
情
報
等
に
つ
い
て
、
緊
急
性
の
如
何
を
問
わ
ず
、
自
ら
運
営
す
る
放
送
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
通
じ
て
災
害
情
報
等
を
発
信
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
秘
密
の
保
持
）

 
第
７
条
 
乙
は
、
甲
か
ら
知
り
得
た
第
２
条
に
規
定
す
る
災
害
情
報
等
以
外
の
情
報
等
に
つ
い
て
は
、
み
だ
り
に
他

に
漏
え
い
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
 
（
協
力
体
制
の
確
保
）

 
第
８
条
 
災
害
時
等
に
お
け
る
円
滑
な
協
力
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
平
素
か
ら
甲
乙
互
い
に
協
力
可
能
な
事
項
等

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
情
報
の
交
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
８
月
31
日
ま
で
と
す
る
｡ 

 
（
協
議
事
項
）

 
第
１
０
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
令
和
５
年
９
月
１
日

 
 

甲
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

乙
 
神
奈
川
県
横
須
賀
市
平
成
町
一
丁
目
１
番
地
 
 
 

 
株
式
会
社
 
ジ
ェ
イ
コ
ム
湘
南
・
神
奈
川
 
 
 

 
代
表
取
締
役
社
長
 
原
 
 
 
清
 
 
 
 
 

 
  
別
記
様
式
 
略

 
 
別
紙
１
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
34
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書

（
社
団
法
人
 
神
奈
川
県
自
動
車
整
備
振

興
会
 
神
央
支
部
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書

 
  
一
般
社
団
法
人
神
奈
川
県
自
動
車
整
備
振
興
会
神
央
支
部
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」

と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の

協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が

発
生

し
た

場
合

（
以
下

「
災

害
時
」

と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
が
保
有
す
る
資
機
材
を
使
用
し
て
実
施
す
る
被
災
者
救
援
、
障
害

物
除
去
等
（
以
下
「
応
急
対
策
活
動
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
力
要
請
）

 
第
２
条
 
乙
は

、
災
害
時
に
お
い
て
応
急
対
策
活
動
を
必
要
と
す
る
と

き
は

、
甲

に
対

し
応
急

対
策

活
動
要

請
書

（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
及
び
実
施
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
を
実
施

す
る
た
め
の
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
状
況
を
乙
に
報
告
し
、
乙
の
指
示
に
よ
り
応
急
対
策
活
動
を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
、
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外

に
お
い
て
も
こ
れ
に
応
じ
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の

と
す
る
。

 
 
（
報
告
）

 
第
４
条
 
甲
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
応
急
対
策
活
動
を
実
施
し
た
と
き
は
、
随
時
そ
の
活
動
内
容
等
を
電
話
等
に

よ
り

乙
に
報
告
す

る
と
と
も
に
、
そ

の
応
急
対
策

活
動
が
完
了
し
た
と

き
は

速
や
か

に
応

急
対
策

活
動

報
告
書

（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
一
般
社
団
法
人
神
奈
川
県
自
動
車
整

備
振
興
会
神
央
支
部
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）

 
第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
応
急
対
策
活
動
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の

上
、
決
定
す
る
。

 
 
（
災
害
補
償
）

 
第
７
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
50
号
）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
適
用
に
よ
り
補
償
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
５
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
５
年
６
月
１
日

 
  

甲
 
座
間
市
ひ
ば
り
が
丘
五
丁
目
21
番
37
号
 
 
 
 
 
 
 

一
般
社
団
法
人
 
神
奈
川
県
自
動
車
整
備
振
興
会
 

 
神
央
支
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
支
部
長
 
井
 
上
 
哲
 
也
 
 
 
 
 
 
 
 

  
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
35
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
オ
グ
ラ
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書

 
  
株
式
会
社
オ
グ
ラ
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る

応
急
対
策
資
機
材
（
別
表
に
掲
げ
る
資
機
材
を
い
い
、
以
下
「
資
機
材
」
と
い
う
。
）
の
供
給
に
関
す
る
協
定
を
次

の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
が
保
有
す
る
資
機
材
を
供
給
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
力
要
請
）

 
第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
被
災
者
救
援
等
に
よ
り
資
機
材
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
資
機
材
要

請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電

話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
資
機
材
要
請
書
（
第
１
号

様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
速
や
か
に
必
要
な
資
機
材
を
調
達

可
能
な
範
囲
に
お
い
て
提
供
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
措
置
結
果
を
資
機
材
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に

報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。

 
 
（
引
渡
し
）

 
第
４
条
 
資
機
材
の
引
渡
場
所
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
し
、
乙
は
当
該
引
渡
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、

資
機
材
を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
企
画
部
特
殊
営
業
課
長
と
し
、
乙
の

連
絡
責
任
者
は
消
防
本
部
消
防
総
務
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）

 
第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
資
機
材
の
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の

上
、
決
定
す
る
。

 
 
（
災
害
補
償
）

 
第
７
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
50
号
）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

 
  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
６
年
８
月
１
日

 
甲
 
海
老
名
市
本
郷
26
61
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株
式
会
社
 
オ
グ
ラ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
代
表
取
締
役
 
小
 
倉
 
重
 
治
 
 
 

 
 

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 

 
  
様
式
第
１
号
 
略
 

 
様
式
第
２
号
 
略
 

 
別
紙
 
略

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
36
 
災
害
時
に
お
け
る
医
療
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定
書
（
海
老
名
市
三
師
会
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
医
療
救
護
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書

 
  
海
老
名
市
三
師
会
（
一
般
社
団
法
人
海
老
名
市
医
師
会
、
一
般
社
団
法
人
海
老
名
市
歯
科
医
師
会
及
び
海
老
名
市

薬
剤
師
会
を
い
う
。
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る
医

療
救
護
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第

１
条

 
こ

の
協
定

は
、

地
震

災
害
、

風
水

害
又
は

そ
の

他
の

災
害

が
発

生
し
た

場
合

（
以
下

「
災

害
時
」

と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
が
実
施
す
る
医
療
救
護
活
動
の
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
力
要
請
）

 
第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、
甲
に
対
し
医
療
救
護
活
動
の
協
力
を
要
請
す
る
と
き
は
、
医
療
救
護
活
動
要

請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
医
療
救
護
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
要
請
時
に
お
け
る
市
内
の
被
災
状
況
等
の
情
報
を
伝
達
す
る

も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
第
１
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
要
請
に
応
じ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

要
請
時
点
に
お
い
て
、
甲
の
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
災
害
時
医
療
救
護
関
連
施
設
（
別

表
第
１
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。
）
間
で
連
携
・
調
整
の
上
、
直
ち
に
対
応
を
図
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
前
項
の
措
置
を
速
や
か
に
乙
に
報
告
し
、
乙
は
、
そ
の
措
置
状
況
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
甲
は
、
い
つ
で
も
乙
か
ら
の
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と
し
、
あ
ら
か
じ
め

甲
及
び
災
害
時
医
療
救
護
関
連
施
設
に
お
い
て
、
行
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
作
成
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

 
 
（
自
主
活
動
）

 
第
４
条
 
甲
は
、
災
害
時
等
に
乙
と
連
絡
が
取
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
市
内
の
被
災
状
況
等
の
情
報
か
ら
医
療
救

護
活
動
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
自
主
的
に
医
療
救
護
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
乙
と
連
絡
が
取
れ
た
と
き
は
、
活
動
状
況
、
そ
の
他
被
災
状
況
等
を
乙
に
報
告
し
、

情
報
の
共
有
を
図
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
医
療
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
設
置
）

 
第
５
条
 
甲
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、
医
療
救
護
活
動
に
関
す
る
全
般
的
な
総
合
調
整
等
を
実
施
す
る
た
め
、
別
表

第
１
に
掲
げ
る
医
療
セ
ン
タ
ー
に
医
療
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
以
下
次
項
に
お
い
て
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
前
項
に
よ
り
設
置
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
災
害
時
協
力
病
院
・
診
療
所
（
別
表
第

２
に
掲
げ
る
病
院
・
診
療
所
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
他
の
診
療
所
に
情
報
を
提
供
し
、
医
療
救
護
活
動
を
実
施
す

る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
活
動
報
告
）

 
第
６
条
 
甲
は
、
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
救
護
活
動
を
実
施
し
た
と
き
は
、
適
時
そ
の
活
動
内
容
を
電

話
等
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
医
療
救
護
活
動
が
完
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
医
療
救
護
活
動

報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
７
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
一
般
社
団
法
人
海
老
名
市
医
師
会
長

と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
健
康
推
進
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
）

 
第
８
条
 
甲
が
実
施
し
た
医
療
救
護
活
動
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
救
助

法
が
適
用
さ
れ
た
災
害
に
つ
い
て
の
費
用
は
、
そ
の
適
用
範
囲
に
お
い
て
は
、
県
が
支
弁
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
災
害
救
助
法
の
適
用
の
な
い
災
害
に
つ
い
て
の
費
用
は
、
災
害
救
助
法
の
規
定
に
準
じ
、
乙
が
支
弁
す
る
も
の

と
す
る
。

 
３
 
前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
甲
が
実
施
し
た
医
療
救
護
活
動
に
要
し
た
費
用
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め

る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
災
害
補
償
）

 
第
９
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
50
号
）
又
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
適
用
に
よ
り
補
償
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
６
月
30
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 第
１
１
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
４
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
５
年
７
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
さ
つ
き
町
41
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
一
般
社
団
法
人
 
海
老
名
市
医
師
会
 
 
 
 
 
 
 

 
会
長
 
髙
 
橋
 
裕
一
郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

海
老
名
市
さ
つ
き
町
41
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
一
般
社
団
法
人
 
海
老
名
市
歯
科
医
師
会
 
 
 
 
 

 
会
長
 
盛
 
田
 
健
 
司
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
海
老
名
市
さ
つ
き
町
41
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
海
老
名
市
薬
剤
師
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
会
長
 
小
 
林
 
弘
 
忠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
別
表
第
１
 
略
 

 
別
表
第
２
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
37
 
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
協
力
活
動
に
関
す
る
協
定
書
（
海
老
名
市
飲
食
店
組
合
）
 

  
令
和
６
年
２
月
14
日
 
解
約
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  資
料
８
－
38
 
災
害
時
に
お
け
る
福
祉
バ
イ
オ
ト
イ
レ
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
優
成
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
福
祉
バ
イ
オ
ト
イ
レ
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
優
成
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お

け
る
福
祉
バ
イ
オ
ト
イ
レ
の
供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
の
福
祉
バ
イ
オ
ト
イ
レ
を
供
給
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
福
祉
バ
イ
オ
ト
イ
レ
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
福
祉
バ
イ
オ
ト
イ
レ
供

給
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
、
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き

は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
福
祉
バ
イ
オ
ト
イ
レ
供
給
要
請
書

（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
通
常
の
業
務
に
優
先
し
て
最

大
限
の
協
力
を
す
る
も
の
と
し
、
乙
の
指
定
す
る
場
所
に
福
祉
バ
イ
オ
ト
イ
レ
を
運
搬
し
、
供
給
す
る
も
の
と
す

る
。
 

２
 
甲
は
、
前
項
に
規
定
す
る
乙
の
指
定
す
る
場
所
に
福
祉
バ
イ
オ
ト
イ
レ
を
設
置
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
管

理
者
を
１
人
同
乗
さ
せ
、
供
給
期
間
中
の
使
用
者
の
介
助
及
び
施
設
の
管
理
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
甲
は
、
福
祉
バ
イ
オ
ト
イ
レ
の
供
給
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
福
祉
バ
イ
オ
ト
イ
レ
供
給
報
告
書
（
第
２

号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
代
表
取
締
役
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者

は
保
健
福
祉
部
障
が
い
福
祉
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
福
祉
バ
イ
オ
ト
イ
レ
の
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の

上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
等
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補
償

は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
50
号
）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い
場
合

は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
も

の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
国
分
南
一
丁
目
27
番
28
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

優
成
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
 
八
 
木
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
39
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
物
資
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
建
興
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
物
資
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書

 
  
株
式
会
社
建
興
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る
応

急
対
策
物
資
（
ト
イ
レ
そ
の
他
乙
が
指
定
す
る
物
資
で
供
給
可
能
な
も
の
を
い
う
。
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
の

供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
甲
の
物
資
の
供
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
力
要
請
）

 
第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
応
急
対
策
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様

式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
の
業
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
応
急
対
策
物
資
報
告
書
（
第
２
号
様

式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。

 
 
（
運
搬
）

 
第
４
条
 
物
資
の
運
搬
は
、
甲
又
は
乙
の
指
定
す
る
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
引
渡
し
）

 
第
５
条
 
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
乙
が
指
定
す
る
も
の
と
し
、
乙
は
当
該
引
渡
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、
物
資
を
確

認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
代
表
取
締
役
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任

者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）

 
第
７
条
 
甲
が
実
施
し
た
物
資
の
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の

上
、
決
定
す
る
。

 
 
（
災
害
補
償
）

 
第
８
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
等
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該

従
事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害

補
償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
50
号
）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な

い
場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

 
  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
６
年
８
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
本
郷
33
02
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株
式
会
社
 
建
興
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
代
表
取
締
役
 
寺
 
下
 
憲
 
一
 
 
 
 
 
 

 
 

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
40
 
災
害
時
に
お
け
る
浴
場
施
設
利
用
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
有
限
会
社
 
Ｍ
・
Ｙ
・
Ｓ
）
 

  
平
成
31
年
３
月
22
日
 
解
約

 
  

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
41
 
災
害
時
に
お
け
る
浴
場
施
設
利
用
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
東
京
建
物
リ
ゾ
ー
ト
株
式
会
社
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
浴
場
施
設
利
用
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
東
京
建
物
リ
ゾ
ー
ト
株
式
会
社
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害

時
に
お
け
る
浴
場
施
設
利
用
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条

 
こ

の
協

定
は
、

地
震

災
害

、
風

水
害

又
は

そ
の
他

の
災

害
が

発
生

し
た

場
合
（

以
下

「
災

害
時

」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
、
被
災
し
た
市
民
等
（
以
下
「
被
災
者
」
と
い
う
。
）
の
健
康
及
び
清
潔
な
生
活
環
境
の
保
持

を
図
る
た
め
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
の
所
有
す
る
浴
場
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
利
用
の
協
力
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
施
設
及
び
安
全
確
認
）
 

第
２
条
 
乙
が
利
用
で
き
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
す
る
。
な
お
、
施
設
を
利
用
す
る
に
当
た
り
、
建
物
等
の
安
全

確
認
は
乙
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
施
設
名
称
 
ゆ
め
み
処
 
お
ふ
ろ
の
王
様
 
海
老
名
店
 

 
(２

) 
所
在
地
 
 
海
老
名
市
柏
ケ
谷
55
5番

地
の
１
 

 
（
利
用
す
る
施
設
の
範
囲
）
 

第
３
条
 
利
用
す
る
施
設
の
範
囲
は
、
各
種
入
浴
施
設
及
び
シ
ャ
ワ
ー
施
設
等
並
び
に
被
災
者
の
健
康
と
清
潔
な
生

活
環
境
の
保
持
に
必
要
な
施
設
及
び
そ
の
関
連
施
設
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
４
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、
被
災
者
が
入
浴
等
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
施
設
の
利

用
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
浴
場
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
浴
場
施
設
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
５
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
要
請
事
項
に
応
じ
て
速
や
か
に

適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
そ
の
措
置
状
況
を
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
実
施
報
告
）
 

第
６
条
 
甲
は
、
前
条
に
基
づ
く
協
力
の
実
施
が
終
了
し
た
と
き
は
、
浴
場
施
設
利
用
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に

よ
り
速
や
か
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
ゆ
め
み
処
お
ふ
ろ
の
王
様
海
老
名
店

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
８
条
 
甲
が
実
施
し
た
浴
場
施
設
利
用
の
協
力
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
第
６
条
の
報
告
に
基
づ
き
甲

が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
施
設
の
原
状
回
復
）
 

第
９
条
 
被
災
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任
に
お
い
て
原

状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
４
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
５
年
５
月
１
日
 

 
甲
 
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
四
丁
目
３
番
18
号
 
 
 
 
 
 

東
京
建
物
リ
ゾ
ー
ト
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員
 
加
 
藤
 
久
 
利
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略

 
  

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
42
 
災
害
時
に
お
け
る
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品
の
供
給
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書

（
神
奈
川
県
葬

祭
業
協
同
組
合
及
び
一
般
社
団
法
人
 
全
国
霊
柩
自
動
車
協
会
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品
の
供
給
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

   
海
老
名
市
(以

下
｢甲

｣と
い
う
｡
)と

神
奈
川
県
葬
祭
業
協
同
組
合
(以

下
｢乙

｣と
い
う
｡)
及
び
社
団
法
人
全
国
霊
柩

自
動
車
協
会
(以

下
｢丙

｣と
い
う
｡)
は
、
海
老
名
市
内
に
地
震
、
風
水
害
、
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
(
以
下

｢災
害
時
｣と

い
う
｡
)に

お
け
る
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品
の
供
給
等
の
協
力
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定
す
る
。
 

 （
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
災
害
時
に
多
数
の
死
者
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品
の
供

給
及
び
付
帯
す
る
業
務
等
に
つ
い
て
、
甲
が
乙
及
び
丙
に
協
力
を
要
請
で
き
る
こ
と
及
び
そ
の
場
合
の
手
続
き
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
災
害
時
に
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
乙
及
び
丙
に
対
し
供
給
等
の
協

力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
乙
及
び
丙
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品

の
供
給
等
の
協
力
を
甲
に
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
要
請
手
続
）
 

第
３
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
る
甲
の
要
請
は
、
災
害
対
策
本
部
長
が
行
う
。
 

２
 
甲
が
乙
及
び
丙
に
要
請
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
口
頭
ま
た
は
電
話
等
を
も
っ
て
連
絡
す

る
も
の
と
し
、
事
後
、
甲
は
実
施
細
目
で
定
め
る
様
式
の
文
書
を
乙
及
び
丙
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
１
）
要
請
を
行
っ
た
災
害
対
策
本
部
長
の
名
称
と
担
当
者
名
 

 
（
２
）
要
請
し
た
理
由
 

 
（
３
）
要
請
し
た
霊
柩
自
動
車
の
台
数
及
び
棺
等
葬
祭
用
品
供
給
の
数
 

 
（
４
）
履
行
期
間
及
び
履
行
場
所
 

 
（
５
）
そ
の
他
必
要
な
事
項
 

（
供
給
等
業
務
）
 

第
４
条
 
甲
の
要
請
に
よ
り
、
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品
の
供
給
等
に
従
事
す
る
乙
及
び
丙
の
各
組
合
員
は
、

甲
の
指
示
に
従
い
、
遺
体
安
置
所
等
へ
の
供
給
等
に
従
事
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
報
告
）
 

第
５
条
 
乙
及
び
丙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
協
力
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
口
頭
又
は
電
話
等
を
も

っ
て
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
し
、
事
後
、
実
施
細
目
で
定
め
る
様
式
の
文
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
１
）
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品
供
給
の
数
 

 
（
２
）
履
行
期
間
及
び
履
行
場
所
 

 
（
３
）
理
事
長
の
氏
名
及
び
従
事
者
名
簿
 

 
（
４
）
そ
の
他
必
要
な
事
項
 

（
経
費
の
負
担
）
 

第
６
条
 
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品
の
供
給
等
の
協
力
に
要
し
た
経
費
は
、
甲
が
負
担
す
る
。
 

（
経
費
の
請
求
）
 

第
７
条
 
乙
及
び
丙
は
、
各
組
合
員
の
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品
の
供
給
等
の
実
績
を
集
計
し
、
甲
に
一
括
し

て
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
経
費
の
支
払
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
乙
及
び
丙
か
ら
経
費
の
支
払
い
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、
乙
及
び
丙
の

指
示
す
る
も
の
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。
 

（
価
格
の
決
定
）
 

第
９
条
 
甲
が
負
担
す
る
経
費
の
価
格
は
、
災
害
発
生
時
の
直
前
に
お
け
る
災
害
救
助
法
に
基
づ
く
基
準
額
を
参
考

と
し
て
、
甲
、
乙
、
丙
協
議
し
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
支
援
体
制
の
整
備
）
 

第
10
条
 
乙
及
び
丙
は
、
災
害
時
に
お
け
る
円
滑
な
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品
等
の
供
給
等
の
協
力
が
図
れ
る

よ
う
、
全
日
本
葬
祭
業
協
同
組
合
連
合
会
各
組
合
員
の
ほ
か
、
広
域
応
援
体
制
及
び
情
報
受
伝
達
体
制
の
整
備
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
11
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
連
絡
責
任
者
は
、
甲
に
あ
っ
て
は
災
害
対
策
本
部
長
、
乙
に
 
 
あ
っ
て
は
神

奈
川
県
葬
祭
業
協
同
組
合
理
事
長
、
丙
に
あ
っ
て
は
社
団
法
人
全
国
霊
柩
自
動
車
協
  
会
会
長
と
す
る
。
 

（
災
害
時
の
情
報
提
供
）
 

第
12
条
 
乙
及
び
丙
は
、
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品
の
供
給
等
の
活
動
中
に
現
認
し
た
災
害
情
報
を
、
積
極
的

に
災
害
対
策
本
部
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 （
通
知
）
 

第
13
条
 
甲
は
、
災
害
時
に
お
け
る
円
滑
な
霊
柩
自
動
車
・
棺
等
葬
祭
用
品
の
供
給
等
の
協
力
が
図
れ
る
よ
う
、
霊

柩
自
動
車
待
機
場
所
や
棺
等
葬
祭
用
品
供
給
場
所
等
に
関
し
て
重
要
な
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
乙

及
び
丙
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
協
定
実
施
の
円
滑
化
）
 

第
14
条
 
甲
、
乙
、
丙
は
、
協
定
に
基
づ
く
協
力
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
協
定
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、

定
期
的
に
協
議
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
実
施
細
目
）
 

第
15
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
手
続
き
そ
の
他
の
事
項
は
、
甲
、
乙
、
丙
協
議
し
て
実
施
細
目
で
定
め

る
も
の
と
す
る
。
 

（
協
定
の
期
間
）
 

第
1
6条

 
こ
の
協
定
の
期
間
は
平
成
12
年
12
月
1
8日

か
ら
適
用
し
、
平
成
13
年
３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、

甲
又
は
乙
及
び
丙
か
ら
期
間
満
了
１
ヶ
月
前
ま
で
に
相
手
方
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
別
段
の
意
思
表
示
が
な
い
場

合
は
、
本
協
定
を
１
年
間
更
新
し
、
以
後
同
様
と
す
る
。
 

    
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
３
通
を
作
成
し
、
甲
、
乙
、
丙
署
名
押
印
の
う
え
、
各
１
通
を
保
有
す

る
。
 

  
平
成
12
年
12
月
18
日
 

 
甲
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
長
 
亀
 
井
 
英
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
神
奈
川
県
横
浜
市
南
区
永
田
東
２
丁
目
１
番
２
０
号
 
 
 

ジ
ョ
イ
フ
ル
井
土
ヶ
谷
３
０
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
奈
川
県
葬
祭
業
協
同
組
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理
事
長
 
芝
 
崎
 
成
 
光
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
丙
 
東
京
都
新
宿
区
四
谷
３
丁
目
２
番
地
ト
ラ
ッ
ク
会
館
 
 
 

社
団
法
人
全
国
霊
柩
自
動
車
協
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長
 
一
 
柳
 
 
 
鎨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
実
施
細
目
 
略
 

 
様
式
第
１
 
略
 

 
様
式
第
１
－
２
 
略
 

 
様
式
第
２
 
略
 

 
様
式
第
２
－
２
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
43
 
応
急
給
水
支
援
に
関
す
る
覚
書
（
神
奈
川
県
企
業
庁
）
 

 
 
 
応
急
給
水
支
援
に
関
す
る
覚
書
 

  
神
奈
川
県
企
業
庁
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
地
震
災
害
時
に
お

い
て
、
他
の
都
県
市
水
道
事
業
体
に
よ
る
応
急
給
水
支
援
を
受
け
る
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定

め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
（
応
急
給
水
の
支
援
要
請
）
 

第
１
条
 
乙
は
地
震
災
害
に
よ
り
、
応
急
給
水
の
支
援
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
甲
に
文
書
に
よ
り
要
請
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
口
頭
で
の
要
請
も
可
能
と
し
、
後
日
、
文
書
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
要
請
を
受
け
た
甲
は
、
他
の
都
県
市
水
道
事
業
体
へ
支
援
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
な
お
、
甲
は
、
水
道
施
設
に
大
規
模
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
緊
急
を
要
す
る
場

合
は
、
乙
に
よ
る
要
請
が
な
く
て
も
他
の
都
県
市
水
道
事
業
体
へ
支
援
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
、
乙
は
文

書
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
急
給
水
計
画
）
 

第
２
条
 
甲
と
乙
は
協
同
し
て
、
応
急
給
水
が
的
確
・
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
事
前
に
応
急
給
水
計
画
書
を
作

成
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
事
業
体
の
支
援
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
前
条
で
作
成
し
た
応
急
給
水
計
画
書
に
基
づ
き
､他

の
都
県
市
水
道
事
業
体
の
応
急
給
水
活
動
を
支

援
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
経
費
）
 

第
４
条
 
乙
は
、
原
則
と
し
て
他
の
都
県
市
水
道
事
業
体
が
応
急
給
水
活
動
に
要
し
た
経
費
を
負
担
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 
 
な
お
、
乙
が
負
担
す
る
経
費
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
乙
と
他
の
都
県
市
水
道
事
業
体
と
別
途
定
め
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
宿
泊
場
所
の
確
保
、
食
糧
の
供
給
）
 

第
５
条
 
乙
は
、
原
則
と
し
て
他
の
都
県
市
水
道
事
業
体
の
宿
泊
場
所
・
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
、
食
糧
の
供
給
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
）
 

第
６
条
 
こ
の
覚
書
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
覚
書
の
内
容
に
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
甲
と

乙
と
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
覚
書
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
、
乙
そ
れ
ぞ
れ
記
名
押
印
の
う
え
各
自
そ
の
１
通

を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  
 
平
成
19
年
４
月
13
日
 

 
甲
 
神
奈
川
県
企
業
庁
公
営
企
業
管
理
者
 
 
 
 
 
 

企
業
庁
長
 
 
小
 
林
 
 
 
勲
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
44
 
災
害
時
等
に
お
け
る
飲
料
水
等
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
富
士
エ
ク
ス
プ
レ
ス
株
式
会
社
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
飲
料
水
等
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
富
士
エ
ク
ス
プ
レ
ス
株
式
会
社
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害

時
等
に
お
け
る
飲
料
水
等
（
甲
が
保
有
す
る
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
そ
の
他
乙
が
指
定
す
る
物
資
で
供
給
可
能
な
も

の
を
い
う
。
以
下
「
飲
料
水
等
」
と
い
う
。
）
の
供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
飲
料
水
等
の
供
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
飲
料
水
等
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
飲
料
水
等
要
請
書
（
第
１

号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
飲
料
水
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
の
業
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
飲
料
水
等
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）

に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
飲
料
水
等
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定
め
る
場
所
と
し
、
乙
は
当
該
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、

飲
料
水
等
を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）
 

第
５
条
 
乙
は
甲
に
対
し
飲
料
水
等
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
代
表
取
締
役
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任

者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
７
条
 
甲
が
実
施
し
た
飲
料
水
等
の
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
８
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
等
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該

従
事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害

補
償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
50
号
）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な

い
場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
国
分
北
一
丁
目
39
番
32
号
 
 
 
 
 
 
 
 

富
士
エ
ク
ス
プ
レ
ス
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
 
金
 
子
 
 
 
崇
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
45
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
コ
カ
・
コ
ー
ラ
 
ボ
ト
ラ

ー
ズ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
 
ベ
ン
デ
ィ
ン
グ
神
奈
川
西
支
店
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
コ
カ
・
コ
ー
ラ
ボ
ト
ラ
ー
ズ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
ベ
ン
デ
ィ
ン
グ
神
奈
川
中
央
支
店
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）

と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
（
甲
が
保
有
す
る
清
涼
飲
料
水
を

い
う
。
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１

号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
要
請
事
項
に
応
じ
て
、
可
能
な
限
り
適
切
な

措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
生
活
必
需
物
資
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も

の
と
す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定
め
る
場
所
と
し
、
乙
は
当
該
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、
物
資

を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）
 

第
５
条
 
乙
は
甲
に
対
し
物
資
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
ベ
ン
デ
ィ
ン
グ
神
奈
川
中
央
支
店
長
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
７
条
 
甲
が
実
施
し
た
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
11
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
５
年
12
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
社
家
五
丁
目
３
番
20
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コ
カ
・
コ
ー
ラ
 
ボ
ト
ラ
ー
ズ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
 
 

ベ
ン
デ
ィ
ン
グ
神
奈
川
中
央
支
店
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
店
長
 
狩
 
野
 
定
 
夫
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
46
 
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
及
び
防
災
力
の
向
上
に
関
す
る
協
定
書
（
コ
カ
・
コ
ー
ラ
 
セ
ン
ト
ラ
ル
 

ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
及
び
防
災
力
の
向
上
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
コ
カ
・
コ
ー
ラ
 セ

ン
ト
ラ
ル
 ジ

ャ
パ
ン
株
式
会
社
（
以
下
「
乙
」
と

い
う
。
）
と
は
、
海
老
名
市
内
の
災
害
に
備
え
る
救
援
物
資
等
の
提
供
等
に
関
し
て
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す

る
。
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
内
で
地
震
、
風
水
害
、
武
力
攻
撃
及
び
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い

う
。
）
が
発
生
若
し
く
は
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
又
は
平
時
に
、
甲
と
乙
が
相
互
に
協
力
し
て
防
災
力
の
向

上
及
び
被
災
者
の
健
康
の
回
復
、
維
持
及
び
増
進
の
た
め
、
救
援
物
資
の
提
供
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
災
害
対
応
型
自
動
販
売
機
の
設
置
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
別
表
第
１
に
掲
げ
る
公
共
施
設
等
に
乙
を
し
て
災
害
対
応
型
自
動
販
売
機
（
以
下
「
自
動
販
売

機
」
と
い
う
。
）
を
設
置
さ
せ
る
も
の
と
し
、
そ
の
手
続
は
海
老
名
市
財
産
規
則
（
昭
和
41
年
規
則
第
１
号
）
に

よ
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
自
動
販
売
機
の
設
置
に
伴
う
行
政
財
産
の
使
用
料
は
、
海
老
名
市
行
政
財
産
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ

な
い
限
度
に
お
け
る
使
用
に
係
る
使
用
料
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
47
年
条
例
第
39
号
）
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
減

免
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
支
援
等
の
内
容
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
甲
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
支
援
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
災
害
発
生
時
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
自
動
販
売
機
内
の
在
庫
飲
料
製
品
を
甲
の
市

民
等
に
無
償
で
提
供
す
る
。
 

 
(２

) 
備
蓄
用
救
援
物
資
と
し
て
、
飲
料
水
（
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
２
リ
ッ
ト
ル
入
り
）
を
別
表
第
２
に
掲
げ
る
甲
が

指
定
す
る
公
共
施
設
等
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ
る
数
量
を
無
償
提
供
し
、
無
償
で
搬
送
の
う
え
備
蓄
す
る
も

の
と
し
、
賞
味
期
限
を
考
慮
し
な
が
ら
、
１
年
か
ら
２
年
ご
と
に
補
充
す
る
。
 

(３
) 

甲
が
実
施
す
る
総
合
防
災
訓
練
及
び
不
特
定
多
数
が
参
加
す
る
甲
主
催
の
事
業
に
際
し
て
協
力
可
能
な
範

囲
に
お
い
て
協
力
す
る
。
 

 
(４

) 
自
動
販
売
機
に
内
蔵
さ
れ
た
電
光
掲
示
板
か
ら
乙
が
加
入
す
る
時
事
通
信
及
び
甲
が
指
定
す
る
災
害
情
報

等
を
無
償
で
発
信
す
る
。
 

(５
) 

自
動
販
売
機
の
表
装
デ
ザ
イ
ン
は
、
甲
が
指
定
す
る
も
の
を
無
償
で
採
用
し
、
甲
が
行
っ
て
い
る
景
観
事

業
に
協
力
す
る
。
 

 
(６

) 
自
動
販
売
機
の
設
置
、
管
理
の
費
用
及
び
責
任
並
び
に
自
動
販
売
機
に
要
す
る
電
力
使
用
料
を
負
担
す

る
。
 

 
（
協
定
の
締
結
期
間
等
）
 

第
４
条
 
こ
の
協
定
の
締
結
期
間
は
、
平
成
23
年
２
月
25
日
か
ら
開
始
し
、
甲
又
は
乙
か
ら
の
申
し
出
に
よ
る
何
ら

か
の
意
思
表
示
が
な
い
限
り
年
度
ご
と
に
自
動
更
新
す
る
。
 

２
 
甲
又
は
乙
が
こ
の
協
定
の
変
更
又
は
解
除
等
を
申
し
出
る
と
き
は
、
当
該
変
更
又
は
解
除
を
行
お
う
と
す
る
前

年
度
の
９
月
末
日
ま
で
に
相
手
方
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
甲
又
は
乙
の
代
表
者
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
翌
年
度
に
お
い
て
本
協
定
の
一
部
変
更
を
行
う

も
の
と
す
る
。
 

 
（
備
蓄
用
救
援
物
資
の
使
途
）
 

第
５
条
 
第
３
条
第
２
号
に
規
定
す
る
乙
か
ら
提
供
さ
れ
た
備
蓄
用
救
援
物
資
は
、
賞
味
期
限
を
考
慮
し
な
が
ら
甲

の
市
域
に
お
け
る
防
災
力
向
上
を
目
的
と
し
て
甲
が
適
宜
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
疑
義
等
の
決
定
）
 

第
６
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
甲
及
び
乙
は
互
い
に
誠
意
を

も
っ
て
協
議
し
、
必
要
な
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
旧
協
定
の
扱
い
）
 

第
７
条
 
平
成
19
年
１
月
４
日
に
締
結
し
た
防
災
情
報
等
の
提
供
に
関
す
る
基
本
協
定
書
（
以
下
「
旧
協
定
」
と
い

う
。
）
は
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
旧
協
定
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
自
動
販
売
機
に
つ
い
て
の
旧
協
定
は
、
当
分

の
間
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
記
名
押
印
の
う
え
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
。
 

   
 
平
成
23
年
２
月
25
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
海
老
名
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
二
丁
目
２
番
１
号
 
 
 
 
 

コ
カ
・
コ
ー
ラ
 セ

ン
ト
ラ
ル
 ジ

ャ
パ
ン
株
式
会
社
 
 

代
表
取
締
役
社
長
 
髙
 
橋
 
顕
 
三
 
 
 
 
 
 

  
別
表
第
１
 
略
 

 
別
表
第
２
 
略

 
 

資
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８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
47
 
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
及
び
防
災
力
の
向
上
に
関
す
る
協
定
書

（
雪
印
メ
グ
ミ
ル
ク
株
式
会
社
）
 

災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
及
び
防
災
力
の
向
上
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
雪
印
メ
グ
ミ
ル
ク
株
式
会
社
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等

に
お
け
る
支
援
及
び
防
災
力
の
向
上
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
内
で
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
市
民
等
の
健
康
の
回
復
、
維
持
及
び
増
進
の

た
め
の
支
援
並
び
に
平
時
の
甲
乙
相
互
協
力
に
よ
る
防
災
力
の
向
上
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
災
害
対
応
型
自
動
販
売
機
の
設
置
）

 
第
２
条
 
甲
は
、
別
紙
に
掲
げ
る
公
共
施
設
に
災
害
対
応
型
自
動
販
売
機
（
以
下
「
自
動
販
売
機
」
と
い
う
。
）
を

乙
に
設
置
さ
せ
る
も
の
と
し
、
そ
の
手
続
は
海
老
名
市
財
産
規
則
（
昭
和

41
年
規
則
第
１
号
）
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

 
２
 
前
項
の
自
動
販
売
機
の
設
置
に
伴
う
行
政
財
産
の
使
用
料
は
、
海
老
名
市
行
政
財
産
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ

な
い
限
度
に
お
け
る
使
用
に
係
る
使
用
料
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
4
7年

条
例
第
39
号
）
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
減

免
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
支
援
及
び
防
災
力
の
向
上
の
内
容
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
甲
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
支
援
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
災
害
時
等
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
自
動
販
売
機
内
の
在
庫
飲
料
製
品
を
市
民
等
に

無
償
で
提
供
す
る
。
 

 
(２

) 
災
害
時
等
に
お
い
て
、
甲
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
別
紙
に
掲
げ
る
飲
料
及
び
数
量
を
甲
が
指
定
す
る

公
共
施
設
等
に
無
償
で
搬
送
し
、
無
償
で
提
供
す
る
。
 

 
(３

) 
甲
が
実
施
す
る
各
種
訓
練
又
は
甲
が
主
催
す
る
不
特
定
多
数
が
参
加
す
る
事
業
に
際
し
、
協
力
可
能
な
範

囲
に
お
い
て
防
災
力
の
向
上
に
協
力
す
る
。
 

 
(４

) 
自
動
販
売
機
の
表
装
デ
ザ
イ
ン
は
、
甲
が
指
定
す
る
も
の
を
無
償
で
採
用
し
、
甲
が
行
っ
て
い
る
景
観
事

業
及
び
防
災
力
の
向
上
に
協
力
す
る
。
 

 
(５

) 
自
動
販
売
機
の
設
置
、
管
理
及
び
電
力
使
用
に
伴
う
費
用
に
つ
い
て
は
、
乙
の
責
任
に
お
い
て
負
担
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
４
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管

理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
乳
事
業
部
首
都
圏
販
売
課
長
と
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
等
）
 

第
５
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
８
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
甲
又
は
乙
は
、
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
中
に
変
更
又
は
解
除
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
変
更
等
」
と
い
う
。
）
を
申
し
出
る
と
き
は
、
当
該
変
更
等
を
行
う
前
年
度
の
３
月
末
日
ま
で
に
相
手

方
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
中
に
甲
又
は
乙
の
代
表
者
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
生
じ
た
翌
年
度
又

は
本
協
定
を
更
新
す
る
と
き
に
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
６
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
９
月
１
日
 

 
甲
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
東
京
都
新
宿
区
四
谷
本
塩
町
５
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 

雪
印
メ
グ
ミ
ル
ク
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
乳
事
業
部
長
 
福
 
田
 
耕
 
治
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48
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書

（
雪
印
メ
グ
ミ
ル
ク
株
式
会

社
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
雪
印
メ
グ
ミ
ル
ク
株
式
会
社
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時

等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
（
甲
が
保
有
す
る
乳
飲
料
等
を
い
う
。
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
の
調
達
及
び
供
給

に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
の
海
老
名
工
場
に
対
し
生
活
必
需
物
資

要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
物
資
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と

き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第

１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
の
業
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
生
活
必
需
物
資
報
告
書
（
第
２
号
様

式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定
め
る
場
所
と
し
、
乙
は
当
該
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、
物
資

を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）
 

第
５
条
 
乙
は
甲
に
対
し
物
資
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
工
場
総
務
課
長
と
し
、
乙
の

連
絡
責
任
者
は
経
済
環
境
部
商
工
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
７
条
 
甲
が
実
施
し
た
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
10
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
中
新
田
五
丁
目
26
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雪
印
メ
グ
ミ
ル
ク
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
工
場
 
工
場
長
 
和
 
泉
 
 
 
洋
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書

（
株
式
会
社
 
栄
屋
製
パ

ン
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
株
式
会
社
栄
屋
製
パ
ン
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お

け
る
生
活
必
需
物
資
（
甲
が
保
有
す
る
パ
ン
及
び
米
飯
を
い
う
。
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
の
調
達
及
び
供
給
に
関

す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号

様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
の
業
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り
要

請
事
項
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
生
活
必
需
物
資
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）

に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に
お

い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と
す

る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定
め
る
場
所
と
し
、
乙
は
当
該
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、
物
資
を

確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）
 

第
５
条
 
乙
は
甲
に
対
し
物
資
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
代
表
取
締
役
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者

は
経
済
環
境
部
商
工
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
７
条
 
甲
が
実
施
し
た
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決

定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
も

の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
10
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
国
分
南
二
丁
目
５
番
41
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
 
栄
屋
製
パ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
 
梅
 
田
 
高
 
嗣
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（

海
老
名
市
米
穀
小
売
商
組

合
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
米
穀
小
売
商
組
合
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時

等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
（
甲
が
保
有
す
る
米
穀
類
を
い
う
。
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
の
調
達
及
び
供
給
に

関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１

号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
の
業
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
生
活
必
需
物
資
報
告
書
（
第
２
号
様

式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定
め
る
場
所
と
し
、
乙
は
当
該
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、
物
資

を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）
 

第
５
条
 
乙
は
甲
に
対
し
物
資
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
市
米
穀
小
売
商
代
表
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
経
済
環
境
部
商
工
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
７
条
 
甲
が
実
施
し
た
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
10
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
11
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
国
分
北
２
丁
目
７
番
18
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
米
穀
小
売
商
組
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
 
清
 
水
 
一
 
徳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略

 
 
第
２
号
様
式
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
Ｙ
Ｋ
ベ
ー
キ

ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
 
海
老
名
工
場
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
株
式
会
社
Ｙ
Ｋ
ベ
ー
キ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
海
老
名
工
場
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と

い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
（
甲
が
保
有
す
る
パ
ン
製
品
を
い
う
。
以
下
「
物
資
」
と
い

う
。
）
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号

様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
の
業
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
生
活
必
需
物
資
報
告
書
（
第
２
号
様

式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定
め
る
場
所
と
し
、
乙
は
当
該
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、
物
資

を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）
 

第
５
条
 
乙
は
甲
に
対
し
物
資
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
事
業
所
管
理
課
長
と
し
、
乙

の
連
絡
責
任
者
は
経
済
環
境
部
商
工
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
７
条
 
甲
が
実
施
し
た
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
10
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
杉
久
保
南
一
丁
目
２
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
 
神
戸
屋
 
関
東
事
業
本
部
 
営
業
第
２
部
 
 

営
業
部
長
 
北
 
村
 
一
 
司
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略

 
 
第
２
号
様
式
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書

（
株
式
会
社
 
中
村
屋
 
神

奈
川
工
場
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
等
に
関
す
る
協
定
書
 

  
株
式
会
社
中
村
屋
神
奈
川
工
場
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時

等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
（
甲
が
保
有
す
る
パ
ン
製
品
等
を
い
う
。
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
の
調
達
及
び
供
給

等
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
物
資
の
調
達
及
び
供
給
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
甲
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 
(１

) 
甲
の
保
有
す
る
物
資
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
甲
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
屋
内
を
除
く
正
門
付
近
及
び
西
側
駐
車
場
を
一
時
避
難
場
所
と
し
て
被
災
者

に
提
供
す
る
こ
と
。
 

 
(３

) 
甲
は
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等
で
知
り
得
た
被
害
状
況
等
の
情
報
を
、
被
災
者
に
提
供
す
る
こ
と
。
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
の
業
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り
要

請
事
項
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
生
活
必
需
物
資
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）

に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定
め
る
場
所
と
し
、
乙
は
当
該
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、
物
資
を

確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）
 

第
５
条
 
乙
は
甲
に
対
し
物
資
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
神
奈
川
工
場
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任

者
は
経
済
環
境
部
商
工
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
７
条
 
甲
が
実
施
し
た
調
達
及
び
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決

定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
10
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
も

の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
11
月
１
日
 

甲
 
海
老
名
市
東
柏
ケ
谷
四
丁
目
４
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
 
中
村
屋
 
神
奈
川
工
場
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
工
場
長
 
植
 
松
 
知
 
雄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別
記
様
式
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書

（
海
老
名
商
工
会
議
所
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
商
工
会
議
所
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お

け
る
生
活
必
需
物
資
（
甲
が
調
達
及
び
供
給
す
る
日
用
雑
貨
品
及
び
食
料
品
を
い
う
。
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）

の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１

号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
の
業
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
生
活
必
需
物
資
報
告
書
（
第
２
号
様

式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定
め
る
場
所
と
し
、
乙
は
当
該
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、
物
資

を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）
 

第
５
条
 
乙
は
甲
に
対
し
物
資
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
事
務
局
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者

は
経
済
環
境
部
商
工
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
７
条
 
甲
が
実
施
し
た
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
10
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
11
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
め
ぐ
み
町
６
番
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
商
工
会
議
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
頭
 
三
 
田
 
佳
 
美
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
記
様
式
 
略
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災
害
時
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（

株
式
会
社
 
ダ
イ
エ
ー
 
海

老
名
店
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
長
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
ダ
イ
エ
ー
海
老
名
店
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
次

の
と
お
り
災
害
時
に
お
け
る
物
資
の
供
給
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
。
 

  
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
、
風
水
害
、
大
火
災
等
の
大
規
模
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た

場
合
に
、
甲
が
、
乙
の
協
力
を
得
て
被
災
者
に
対
し
て
、
よ
り
速
や
か
か
つ
円
滑
に
物
資
を
供
給
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
（
協
力
の
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
災
害
時
に
お
け
る
応
急
措
置
の
た
め
、
緊
急
に
物
資
の
調
達
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、
品
目
、

数
量
、
場
所
、
期
間
等
を
明
示
し
た
文
書
で
、
乙
に
供
給
の
要
請
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
で
文
書
に
よ
り
要
請
で
き
な
い
と
き
は
、
口
頭
で
要
請
し
、
事
後
速
や
か
に
文
書
に
よ

り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
の
実
施
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
乙
の
営
業
に
支
障
の
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
甲
に
対
し
、
優
先

的
か
つ
速
や
か
に
供
給
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
物
資
の
種
類
）
 

第
４
条
 
物
資
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
乙
は
甲
に
対
し
、
災
害
時
に
お
い
て
乙
の
可
能
な
範
囲
で
の
供
給

を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
食
料
品
 

 
(２

) 
衣
料
品
 

 
(３

) 
寝
具
類
 

 
(４

) 
食
器
類
 

 
(５

) 
日
用
品
 

 
(６

) 
そ
の
他
応
急
措
置
に
必
要
な
物
 

 
（
物
資
の
価
格
）
 

第
５
条
 
乙
が
甲
に
供
給
し
た
物
資
の
価
格
は
、
災
害
の
発
生
し
た
直
前
の
価
格
を
基
準
と
し
、
甲
乙
協
議
し
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
車
両
優
先
通
行
の
確
保
）
 

第
６
条
 
甲
は
災
害
時
に
お
い
て
乙
が
物
資
を
配
送
お
よ
び
供
給
す
る
車
両
を
優
先
車
両
と
し
て
通
行
で
き
る
よ
う

配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
乙
の
営
業
に
つ
い
て
）
 

第
７
条
 
災
害
が
発
生
し
た
場
合
で
、
乙
が
店
舗
施
設
の
安
全
を
確
認
し
た
上
で
営
業
を
再
開
す
る
と
き
は
甲
の
出

来
う
る
限
り
の
協
力
（
販
売
許
可
の
再
開
等
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
８
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
に
お
い
て
は
消
防
本
部
予
防

課
防
災
担
当
課
長
を
乙
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
ダ
イ
エ
ー
海
老
名
店
店
長
を
連
絡
責
任
者
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
の
有
効
期
限
（
以
下
、
「
協
定
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
1
6年

９
月
１
日
か
ら
平
成
21
年

８
月
3
0日

ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
協
定
期
間
が
満
了
す
る
１
月
前
ま
で
に
、
甲
乙
い
ず
れ
か
ら
も
相
手
方
に
対

し
こ
の
協
定
を
改
定
す
る
意
思
表
示
が
な
い
と
き
は
、
協
定
期
間
は
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
さ
ら
に
１
年
間

延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。
 

 
（
疑
義
等
の
決
定
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は
、
誠
意
を
も

っ
て
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
。
 

  
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
以
上
、
こ
の
協
定
を
証
す
る
た
め
、
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
、
乙
そ
れ
ぞ
れ
１
通
を
保
有
す
る
。
 

  
 
平
成
16
年
９
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
中
央
三
丁
目
２
番
５
号
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
ダ
イ
エ
ー
海
老
名
店
 
 
 
 
 
 
 

店
長
 
 
山
 
川
 
 
 
武
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災
害
時
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（

相
鉄
ロ
ー
ゼ
ン
株
式
会
社
) 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
相
鉄
ロ
ー
ゼ
ン
株
式
会
社
 
そ
う
て
つ
ロ
ー
ゼ
ン
さ
が
み
野
店
、
海
老
名
店
、
杉
久
保
店
及
び
か
し
わ
台
店
（
以

下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
（
甲
が

保
有
す
る
生
活
必
需
物
資
を
い
う
。
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り

締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１

号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
電
話
又
は
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
の
業
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
生
活
必
需
物
資
報
告
書
（
第
２
号
様

式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
物
資
の
範
囲
）
 

第
４
条
 
物
資
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
別
紙
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
５
条
 
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定
め
る
場
所
と
し
、
乙
は
当
該
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、
物
資

を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）
 

第
６
条
 
乙
は
甲
に
対
し
物
資
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
各
店
舗
の
店
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責

任
者
は
経
済
環
境
部
商
工
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
８
条
 
甲
が
実
施
し
た
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
11
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
12
月
１
日
 

 
甲
 
横
浜
市
西
区
北
幸
二
丁
目
９
番
14
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
鉄
ロ
ー
ゼ
ン
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
社
長
 
長
谷
川
 
正
 
昭
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
記
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略
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災
害
時
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
か
な

が
わ
及
び
生
活
協
同
組
合
連
合
会
ユ
ー
コ
ー
プ
事
業
連
合
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
海
老
名
市
内
に
地
震
、
風
水
害
、
そ
の
他
に
よ
る
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
、
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
か
な
が
わ
及
び
生
活
協
同
組
合
連

合
会
ユ
ー
コ
ー
プ
事
業
連
合
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
は
、
相
互
に
協
力
し
て
災
害
時
の
市
民
生
活
の
早
期

安
定
を
図
る
た
め
、
応
急
生
活
物
資
供
給
等
の
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
乙
に
対
し
協
力
を
要
請
す
る
と
き
は
、
災
害
時
応
急
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ

り
乙
に
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
電
話
等
に
よ
り
協
力
を
要
請
し
、
事
後
、

速
や
か
に
災
害
時
応
急
必
需
物
資
要
請
書
を
乙
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
の
実
施
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
甲
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
保
有
物
資
の
優
先
供
給
に
つ
い
て
積
極
的
に
協
力
す
る

も
の
と
す
る
。
 

２
 
物
資
の
運
搬
は
、
甲
又
は
甲
の
指
定
す
る
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
必
要
に
応
じ
て
乙
に
対
し
て
運
搬
の

協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
物
資
の
範
囲
）
 

第
４
条
 
物
資
の
範
囲
は
、
次
に
揚
げ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
食
料
品
及
び
生
活
必
需
品
（
別
表
１
の
と
お
り
）
 

 
（
費
用
の
負
担
）
 

第
５
条
 
物
資
に
係
る
費
用
（
供
給
し
た
物
資
の
対
価
及
び
乙
並
び
に
乙
の
指
定
す
る
も
の
が
行
っ
た
運
搬
の
費
用
）

は
、
甲
の
負
担
と
し
、
乙
の
提
出
す
る
出
荷
報
告
書
等
に
基
づ
き
、
災
害
時
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
も
っ

て
決
定
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
乙
と
も
に
連
絡
責
任
者
（
別

表
２
）
を
定
め
て
お
く
も
の
と
す
る
。
 

 
（
広
域
的
な
支
援
体
制
の
整
備
）
 

第
７
条
 
乙
は
、
他
の
生
活
協
同
組
合
等
と
の
間
で
の
連
携
を
強
化
し
、
災
害
時
に
お
け
る
生
協
間
相
互
支
援
の
協

定
の
締
結
等
、
広
域
的
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
情
報
の
収
集
・
提
供
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、
市
民
に
対
し
物
資
の
配
布
場
所
や
品
目
等
の
情
報
提
供
に
努
め
、
乙
は
そ
れ

に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
と
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
被
災
地
域
や
被
災
者
の
状
況
、
地
域
の
物
資
の
価
格
や
供
給
状
況
等
の
情
報
交

換
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
甲
と
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
物
価
の
高
騰
の
防
止
等
を
図
る
た
め
、
協
力
し
て
市
民
に
対
し
て
迅
速
か
つ
的

確
な
情
報
の
提
供
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
物
資
の
安
定
供
給
）
 

第
９
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
そ
の
組
織
、
施
設
及
び
機
能
を
最
大
限
に
活
用
し
生
活
物
資
の
高
騰
等
の
防
止
を
図
り
、

市
民
生
活
の
早
期
安
定
に
寄
与
す
る
よ
う
、
市
民
に
対
す
る
生
活
物
資
の
安
定
供
給
に
努
力
し
、
甲
は
そ
れ
に
協

力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
支
援
）
 

第
１
０
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
乙
の
組
合
員
が
行
う
物
資
の
配
布
等
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
支
援
し
、
甲
は
こ
れ

に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
そ
の
他
必
要
な
支
援
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
物
資
等
に
つ
い
て
被
災
者
へ
の
支
援
が
必
要
な
場
合
は
、
甲
乙
協

議
の
う
え
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
関
係
法
令
の
遵
守
）
 

第
１
２
条
 
こ
の
協
定
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、
消
費
生
活
協
同
組
合
法
そ
の
他
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
協
議
）
 

第
１
３
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
る
事
項
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
、
甲
と
乙
は
定
期
的
に
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
こ
の
協
定
の
確
認
を
行
う
た
め
、
毎
年
確
認
事
項
な
ど
の
書
類
を
取
り
交
わ
す
も
の
と
す
る
。
 

 
（
疑
義
事
項
）
 

第
１
４
条
 
こ
の
協
定
の
定
め
の
な
い
事
項
並
び
に
こ
の
協
定
に
関
し
、
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
う

え
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
有
効
期
間
）
 

第
１
５
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
発
し
、
甲
乙
双
方
の
申
し
出
の
な
い
限
り
、
こ
の
効
力
は
持
続

す
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
両
者
記
名
押
印
の
う
え
各
自
そ
の
１
通
を
保
有

す
る
も
の
と
す
る
。
 

  
 
平
成
14
年
１
月
29
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5の

１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
長
 
 
亀
 
井
 
英
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
横
浜
市
港
北
区
新
横
浜
２
丁
目
５
番
１
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
か
な
が
わ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理
事
長
 
 
馬
 
場
 
昭
 
夫
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
横
浜
市
港
北
区
新
横
浜
２
丁
目
５
番
１
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
活
協
同
組
合
連
合
会
ユ
ー
コ
ー
プ
事
業
連
合
 
 
 
 
 
 
 

理
事
長
 
 
越
 
淵
 
堅
 
志
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
記
様
式
 
略
 

 
別

表
 

略
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８
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 資
料
８
－
57
 
災
害
時
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（

株
式
会
社
 
マ
ル
エ
ツ
 
さ

が
み
野
店
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
長
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
さ
が
み
野
店
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
は
、

地
震
、
風
水
害
、
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
、
又
は
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
は
、

生
活
必
需
物
資
（
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
の
確
保
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。
 

  
（
要
請
）
 

第
１
条
 
甲
は
、
災
害
が
発
生
、
又
は
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
物
資
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
時
は
、

乙
の
保
有
す
る
物
資
の
調
達
及
び
供
給
を
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
要
請
を
行
う
時
は
、
原
則
と
し
て
甲
は
文
書
に
よ
り
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す

る
時
は
、
電
話
、
そ
の
他
の
方
法
に
て
要
請
し
、
事
後
速
や
か
に
文
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
事
項
の
措
置
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
甲
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
時
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
速
や
か
に
可
能
な
限
り
適
切
な
措
置

を
と
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
甲
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
物
資
の
範
囲
等
）
 

第
３
条
 
物
資
の
調
達
及
び
供
給
の
品
目
に
つ
い
て
は
、
日
用
雑
貨
、
食
糧
品
と
す
る
。
 

 
（
物
資
の
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
物
資
の
引
渡
し
場
所
は
、
原
則
と
し
て
乙
の
定
め
る
場
所
と
し
、
甲
は
当
該
場
所
へ
職
員
を
派
遣
し
、
物

資
を
確
認
の
う
え
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
経
費
の
負
担
）
 

第
５
条
 
乙
が
供
給
に
要
し
た
経
費
は
、
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
が
負
担
す
る
経
費
の
価
格
は
、
災
害
発
生
時
直
前
に
お
け
る
乙
の
販
売
価
格
を
基
準
と
し
て
、
甲
乙
が
協
議

の
う
え
決
定
す
る
。
 

 
（
物
資
の
照
会
）
 

第
６
条
 
甲
は
乙
に
対
し
て
、
第
３
条
に
揚
げ
る
物
資
の
品
目
、
数
量
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
に
お
い
て
は
消
防
本
部
予
防

課
防
災
担
当
課
長
を
乙
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
さ
が
み
野
店
店
長
を
連
絡
責
任
者
と
す
る
。
 

（
疑
義
の
決
定
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
（
以
下
、
「
協
定
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
1
8年

４
月
１
日
か
ら
平
成
23
年

３
月
3
1日

ま
で
の
５
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
協
定
期
間
が
満
了
す
る
１
月
前
ま
で
に
、
甲
乙
い
ず
れ
か
ら
も
相

手
方
に
対
し
こ
の
協
定
を
改
定
す
る
意
思
表
示
が
な
い
と
き
は
、
協
定
期
間
は
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
さ
ら

に
１
年
間
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。
 

 
（
免
除
）
 

第
１
０
条
 
乙
が
被
災
し
た
場
合
、
乙
は
本
協
定
の
義
務
の
履
行
を
全
部
、
又
は
一
部
を
免
除
さ
れ
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
両
者
記
名
押
印
の
う
え
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有

す
る
も
の
と
す
る
。
 

  
 
平
成
18
年
３
月
31
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
東
柏
ケ
谷
五
丁
目
14
番
６
号
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
さ
が
み
野
店
 
 
 
 
 
 
 

店
長
 
 
甲
 
斐
 
久
 
和
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 資
料
８
－
58
 
災
害
時
等
に
お
け
る
被
災
者
支
援
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書

（
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
 
イ
オ

ン
海
老
名
店
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
被
災
者
支
援
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株

式
会
社
イ
オ
ン
海
老
名
店
（
以
下
「
甲
」
と
い
う

。
）

と
海
老

名
市

（
以
下

「
乙
」

と
い

う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
被
災
者
支
援
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
被
災
者
支
援
等
の
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
災
害
時
等
に
お
い
て
甲
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 
(１

) 
甲
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
駐
車
場
を
一
時
避
難
場
所
と
し
て
被
災
者
に
提
供
す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
被
災
者
に
対
し
ト
イ
レ
等
の
甲
の
店
舗
設
備
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

 
(３

) 
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等
で
、
甲
が
知
り
得
た
被
害
状
況
等
の
情
報
を
被
災
者
に
提
供
す
る
こ
と
。
 

 
(４

) 
甲
の
保
有
す
る
生
活
必
需
物
資
（
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

 
(５

) 
甲
が
所
有
す
る
災
害
活
動
用
資
機
材
（
バ
ル
ー
ン
シ
ェ
ル
タ
ー
）
を
提
供
す
る
こ
と
及
び
当
該
資
機
材
の

設
置
に
係
る
活
動
要
員
を
必
要
に
応
じ
て
派
遣
し
、
従
事
さ
せ
る
こ
と
。
な
お
、
当
該
資
機
材
の
提
供
及
び

活
動
要
員
の
派
遣
に
つ
い
て
は
、
乙
が
実
施
す
る
訓
練
等
に
お
い
て
も
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
甲
乙
円
滑

な
協
力
体
制
の
確
立
を
図
る
。
 

 
(６

) 
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
相
互
に
協
力
で
き
る
事
項
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
被
災
者
支
援
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
被
災
者
支
援
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
の
業
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
、
的
確
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
被
災
者
支
援
等
報
告
書
（
第
２
号
様

式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

 
（
物
資
の
範
囲
）
 

第
４
条
 
甲
が
調
達
及
び
供
給
す
る
物
資
の
品
目
は
、
日
用
雑
貨
品
、
食
料
品
、
衣
料
品
及
び
薬
品
並
び
に
そ
の
他

調
達
及
び
供
給
可
能
な
物
資
と
す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
５
条
 
物
資
及
び
災
害
活
動
用
資
機
材
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定
め
る
場
所
と
し
、
乙
は
当
該
場
所

に
職
員
を
派
遣
し
、
物
資
及
び
災
害
活
動
用
資
機
材
を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）
 

第
６
条
 
乙
は
、
甲
に
対
し
第
５
条
に
規
定
す
る
物
資
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
イ
オ
ン
リ

テ
ー
ル
株
式
会
社
イ
オ
ン
海
老
名
店
店
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
経
済
環
境
部
商
工
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
８
条
 
甲
が
実
施
し
た
被
災
者
支
援
等
の
協
力
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
物
資
に
お
い
て
は
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
甲
の
販
売
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出

し
、
そ
の
他
の
被
災
者
支
援
等
の
協
力
に
要
し
た
費
用
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
９
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
等
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該

従
事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害

補
償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
50
号
）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な

い
場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
（
協
議
事
項
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
10
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
中
央
二
丁
目
４
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
 
イ
オ
ン
海
老
名
店
 
 

店
長
 
中
 
原
 
宏
 
平

  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別
記
様
式
 
略
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59
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
オ
イ
シ
ッ
ク
ス
・
ラ
・
大

地
株
式
会
社
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
オ
イ
シ
ッ
ク
ス
・
ラ
・
大
地
株
式
会
社
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、

災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
（
甲
が
保
有
す
る
食
料
品
を
い
う
。
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
の
調
達
及
び

供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
、
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１

号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
の
業
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
生
活
必
需
物
資
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）

に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
乙
の
定
め
る
場
所
と
し
、
甲
は
当
該
場
所
に
物
資
を
搬
送
し
、
乙
は

物
資
を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）
 

第
５
条
 
乙
は
甲
に
対
し
物
資
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
OR
D海

老
名
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
長
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
経
済
環
境
部
商
工
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
７
条
 
甲
が
実
施
し
た
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
11
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
12
月
１
日
 

 
甲
 
東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
11
番
２
号
 
 
 
 
 
 
 

ゲ
ー
ト
シ
テ
ィ
大
崎
イ
ー
ス
ト
タ
ワ
ー
５
階
 
 
 
 
 

オ
イ
シ
ッ
ク
ス
・
ラ
・
大
地
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
社
長
 
高
 
島
 
宏
 
平
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
記
様
式
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書

（
株
式
会
社
ク
リ
エ
イ
ト
エ

ス
・
デ
ィ
ー
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
株
式
会
社
ク
リ
エ
イ
ト
エ
ス
・
デ
ィ
ー
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、

災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
（
甲
が
保
有
す
る
生
活
必
需
物
資
を
い
う
。
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
の
調

達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
海
老
名
市
内
に
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
店
舗
の
有
効
範
囲
）
 

第
２
条
 
こ
の
協
定
に
お
け
る
甲
の
店
舗
の
有
効
範
囲
は
、
別
紙
に
掲
げ
る
店
舗
と
す
る
。
な
お
、
甲
が
本
協
定
の

有
効
期
間
中
に
海
老
名
市
内
に
新
規
出
店
し
た
場
合
は
、
当
該
店
舗
も
本
協
定
の
有
効
範
囲
に
含
め
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１

号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
電
話
又
は
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
甲
の
業
務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
可
能
な
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
生
活
必
需
物
資
報
告
書
（
第
２
号
様

式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
物
資
の
範
囲
）
 

第
５
条
 
物
資
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
別
紙
供
給
物
資
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
基
に
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定

す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
６
条
 
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定
め
る
場
所
と
し
、
乙
は
当
該
場
所
に
職
員
を
派
遣
し
、
物
資

を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）
 

第
７
条
 
乙
は
甲
に
対
し
物
資
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
８
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
総
務
部
部
長
、
総
務
部
課
長
又
は
そ

の
代
理
の
者
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
９
条
 
甲
が
実
施
し
た
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
５
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
横
浜
市
青
葉
区
荏
田
西
二
丁
目
３
番
地
２
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
 
ク
リ
エ
イ
ト
エ
ス
・
デ
ィ
ー
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
社
長
 
廣
 
瀨
 
泰
 
三
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別
記
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略
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災
害
時
に
お
け
る
物
資
の
輸
送
等
に
関
す
る
協
定
書

（
一
般
社
団
法
人
 
神
奈
川
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
物
資
の
輸
送
等
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
一
般
社
団
法
人
神
奈
川
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）

は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
物
資
の
輸
送
等
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
に
地
震
災
害
、
風
水
害
若
し
く
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
又
は
海
老
名
市
外
で
災
害
が
発
生
し
、
当
該
被
災

地
に
対
し
て
物
資
等
の
支
援
を
実
施
す
る
場
合
（
以
下
「
支
援
時
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
物
資

の
輸
送
等
に
関
す
る
協
力
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
災
害
時
等
及
び
支
援
時
に
お
い
て
、
乙
に
対
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
要
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

 
(１

) 
甲
が
指
定
す
る
場
所
へ
の
物
資
そ
の
他
輸
送
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
輸
送
業
務
 

 
(２

) 
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
甲
が
必
要
と
認
め
る
業
務
 

２
 
甲
は
、
前
項
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
乙
に
要
請
す
る
場
合
は
、
物
資
輸
送
等
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
し
、
後

日
、
速
や
か
に
物
資
輸
送
等
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
甲
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限

り
、
ほ
か
の
業
務
よ
り
優
先
し
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
は
、
前
条
の
要
請
に
基
づ
き
甲
に
協
力
し
、
業
務
等
を
実
施
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
物
資
輸
送
等
協
力
報

告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
乙
そ
れ
ぞ
れ
の
連
絡
責
任
者

を
別
紙
「
連
絡
責
任
者
確
認
票
」
で
管
理
の
上
、
こ
の
協
定
書
に
添
付
す
る
も
の
と
し
、
内
容
の
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
速
や
か
に
相
互
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
乙
が
実
施
し
た
物
資
の
輸
送
等
の
業
務
に
要
し
た
費
用
は
、
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
第
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
等
に
従
事
し
た
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に

よ
り
当
該
従
事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お

け
る
災
害
補
償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の

適
用
が
な
い
場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
4
4年

条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補

償
す
る
。
 

 
（
第
三
者
へ
の
損
害
賠
償
責
任
）
 

第
７
条
 
乙
は
、
第
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
中
に
、
乙
の
責
に
帰
す
る
理
由
に
よ
り
第
三
者
に
損
害
を
与

え
た
と
き
は
、
そ
の
賠
償
の
責
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
第
三
者
へ
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
乙
と
乙
の
会
員
で
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
乙
又
は
乙
の
傘
下
団
体
の
責
に
帰
さ
な
い
理
由
に
よ
り
第
三
者
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
の
発

生
後
、
遅
滞
無
く
そ
の
状
況
を
書
面
に
よ
り
甲
に
報
告
し
、
そ
の
処
置
に
つ
い
て
は
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
（
業
務
に
お
け
る
暴
力
団
排
除
）
 

第
８
条
 
乙
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
、
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

1
2月

28
日
条
例
第
4
3号

）
第
２
条

第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、
暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等

を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
８
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

   
 
令
和
６
年
９
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
横
浜
市
港
北
区
新
横
浜
二
丁
目
11
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 

一
般
社
団
法
人
 
神
奈
川
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
 
 
 
 
 
 

会
長
 
吉
 
田
 
修
 
一
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災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
海
老
名
市
電
設
協
会
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
電
設
協
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け

る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に

お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
甲
に
対
し
、
乙
が
所
管
す
る
公
共
施
設
そ
の
他
乙
が
必
要
と
認
め
る
施
設
等
の

電
気
設
備
類
の
不
具
合
の
点
検
及
び
修
繕
に
つ
い
て
協
力
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
応
急
対
策
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と

と
も
に
、
そ
の
措
置
結
果
を
応
急
対
策
活
動
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
 
者
は
海
老
名

市
電
設
協
会
会
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
財
務
部
営
繕
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
要
し
た
費
用
は
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
大
谷
北
四
丁
目
３
番
29
号
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
電
設
協
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長
 
可
 
兒
 
克
 
利
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
記
様
式
 
略
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災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
海
老
名
市
電
友
会
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
電
友
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る

応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
甲
に
対
し
、
乙
が
所
管
す
る
公
共
施
設
そ
の
他
乙
が
必
要
と
認
め
る
施
設
等
の

電
気
設
備
類
の
不
具
合
の
点
検
及
び
修
繕
に
つ
い
て
協
力
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
応
急
対
策
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と

と
も
に
、
そ
の
措
置
結
果
を
応
急
対
策
活
動
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
市

電
友
会
会
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
財
務
部
営
繕
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
要
し
た
費
用
は
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
門
沢
橋
四
丁
目
12
番
２
号
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

海
老
名
市
電
友
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長
 
内
 
田
 
宗
 
宏

  
  

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
紙
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書

（
一
般
社
団
法
人
 
海
老
名
市
建
設

業
協
会
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
一
般
社
団
法
人
海
老
名
市
建
設
業
協
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、

災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
等
（
甲
が
実
施
す
る
応
急
対
策
活
動
及
び
応
急
復
旧
工
事
を
い
う
。
以
下
「
応

急
対
策
活
動
等
」
と
い
う
。
）
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
甲
に
対
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
対
策
活
動
等
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
乙
の
実
施
す
る
応
急
対
策
活
動
に
係
る
役
務
提
供
及
び
甲
の
所
有
す
る
資
機
材
等
の
提
供
 

 
(２

) 
公
園
緑
地
等
の
緊
急
巡
回
、
応
急
措
置
等
 

 
(３

) 
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
応
急
対
策
活
動
等
を
必
要
と
す
る
業
務
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
応
急
対
策
活
動
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
及
び
実
施
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
又
は
や
む
を
得
な
い
理
由
の
な
い
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
状
況
を
乙
に
報
告
し
、
乙
は
そ
の
措

置
状
況
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
に
措
置
状
況
を
報
告
し
た
の
ち
、
乙
の
指
示
に
よ
り
応
急
対
策
活
動
等
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
甲
は
、
応
急
対
策
活
動
等
の
実
施
に
伴
い
資
機
材
等
が
不
足
す
る
場
合
は
、
乙
に
資
機
材
等
の
確
保
を
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
は
当
該
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
可
能
な
限
り
要
請
事
項
に
応
じ
、

資
機
材
等
を
確
保
し
、
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
報
告
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
応
急
対
策
活
動
等
を
実
施
し
た
と
き
は
、
随
時
そ
の
活
動
内
容
等
を
電
話
等

に
よ
り
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
応
急
対
策
活
動
等
が
完
了
し
た
と
き
は
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
等
報
告
書

（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
一
般
社
団
法
人
海
老
名
市
建
設
業
協

会
会
長
又
は
事
務
局
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
ま
ち
づ
く
り
部
の
道
路
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の

上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
７
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
50
号
）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
め
ぐ
み
町
６
番
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
般
社
団
法
人
 
海
老
名
市
建
設
業
協
会
 
 
 
 
 
 

会
長
 
木
 
内
 
 
 
修
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
65
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
海
老
名
市
造
園
業
協
会
）
 

  
平
成
31
年
４
月
25
日
 
解
約
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
66
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
海
老
名
市
建
築
職
組
合
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
建
築
職
組
合
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お

け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

 （
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
甲
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 
(１

) 
応
急
対
策
活
動
に
係
る
甲
に
属
す
る
組
合
員
（
以
下
「
組
合
員
」
と
い
う
。
）
の
派
遣
及
び
組
合
員
が
有

す
る
技
術
等
の
提
供
 

 
(２

) 
応
急
対
策
活
動
に
係
る
組
合
員
の
所
有
す
る
車
両
、
工
具
、
機
材
等
の
提
供
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
応
急
対
策
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と

と
も
に
、
そ
の
措
置
結
果
を
応
急
対
策
活
動
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
市

建
築
職
組
合
組
合
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
財
務
部
営
繕
課
長
と
す
る
。
 

（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
要
し
た
費
用
は
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の

上
、
決
定
す
る
。
 

（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
50
号
）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

（
協
議
事
項
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
中
新
田
三
丁
目
８
番
９
号
 
 
 
 
 
 

伊
勢
宮
ビ
ル
二
階
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
建
築
職
組
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
合
長
 
金
 
子
 
勝
 
彦

  
  

  
  

  
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 

  
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
67
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
神
奈
川
土
建
一
般
労
働
組
合
 
座
間
海

老
名
支
部
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
神
奈
川
土
建
一
般
労
働
組
合
座
間
海
老
名
支
部
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。

）
と

海
老
名

市
（

以
下

「
乙

」
と

い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
甲
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 
(１

) 
応
急
対
策
活
動
に
係
る
甲
に
属
す
る
組
合
員
（
以
下
「
組
合
員
」
と
い
う
。
）
の
派
遣
及
び
組
合
員
が
有

す
る
技
術
等
の
提
供
 

 
(２

) 
応
急
対
策
活
動
に
係
る
組
合
員
の
所
有
す
る
車
両
、
工
具
、
機
材
等
の
提
供
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
応
急
対
策
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と

と
も
に
、
そ
の
措
置
結
果
を
応
急
対
策
活
動
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
神
奈
川
土

建
一
般
労
働
組
合
座
間
海
老
名
支
部
執
行
委
員
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
ま
ち
づ
く
り
部
道
路
管
理
課
長
と

す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
要
し
た
費
用
は
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の

上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
座
間
市
西
栗
原
一
丁
目
７
番
33
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
奈
川
土
建
一
般
労
働
組
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

座
間
海
老
名
支
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

執
行
委
員
長
 
田
 
島
 
士
 
郎
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別
記
様
式
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
白
石
市
建
設
職
組
合
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
白
石
市
建
設
職
組
合
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お

け
る
応
急
対
策
活
動
等
（
甲
が
実
施
す
る
応
急
対
策
活
動
及
び
応
急
復
旧
工
事
を
い
う
。
以
下
「
応
急
対
策
活
動
等
」

と
い
う
。
）
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
甲
に
対
し
応
急
対
策
活
動
等
の
実
施
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
応
急
対
策
活
動
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
及
び
実
施
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
又
は
や
む
を
得
な
い
理
由
の
な
い
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
状
況
を
乙
に
報
告
し
、
乙
の
指
示
に

よ
り
応
急
対
策
活
動
等
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
は
、
甲
の
措
置
状
況
を
逐
次
確
認
し
、
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

３
 
甲
は
、
応
急
対
策
活
動
等
の
実
施
に
伴
い
資
機
材
等
が
不
足
す
る
場
合
は
、
乙
に
資
機
材
等
の
確
保
を
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
は
当
該
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
可
能
な
限
り
要
請
事
項
に
応
じ
、

資
機
材
等
を
確
保
し
、
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
報
告
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
応
急
対
策
活
動
等
を
実
施
し
た
と
き
は
、
随
時
そ
の
活
動
内
容
等
を
電
話
等

に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
応
急
対
策
活
動
等
が
完
了
し
た
と
き
は
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
等
報

告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
白
石
市
建
設
職
組
合
長
と
し
、
乙
の

連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
７
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

   
 
令
和
４
年
10
月
１
日
 

 
甲
 
宮
城
県
白
石
市
西
益
岡
町
８
番
22
号
 
 
 
 
 
  

 
  

白
石
市
建
設
職
組
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
合
長
 
桂
 
山
 
信
 
幸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
 
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
記
様
式
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
ア
ク
テ
ィ
オ
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
株
式
会
社
ア
ク
テ
ィ
オ
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に

お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
（
別
紙
に
掲
げ
る
資
機
材
を
い
い
、
以
下
「
資
機
材
」
と
い
う
。
）
の
供
給
に
関
す
る
協

定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
が
保
有
す
る
資
機
材
を
供
給
す
る

こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
応
急
対
策
に
よ
り
資
機
材
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
応
急
対
策
資

機
材
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き

は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
資
機
材

要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
速
や
か
に
必
要
な
資
機
材
を
調
達

可
能
な
範
囲
に
お
い
て
提
供
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
措
置
結
果
を
応
急
対
策
資
機
材
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に

よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
資
機
材
の
引
渡
場
所
は
原
則
と
し
て
乙
の
定
め
る
場
所
と
し
、
甲
は
、
当
該
引
渡
場
所
に
資
機
材
を
運
搬

し
、
乙
は
資
機
材
を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
営
業
所
所
長
と
し
、
乙
の
連

絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
資
機
材
の
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
10
月
１
日
 

 
甲
 
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
12
番
２
号
 
 
 
 
 
 
 

朝
日
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
７
階
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
 
ア
ク
テ
ィ
オ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
社
長
 
小
 
沼
 
直
 
人
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
記
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
等
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書

（
太
陽
建
機
レ
ン
タ
ル
株
式
会
社

厚
木
支
店
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
等
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
太
陽
建
機
レ
ン
タ
ル
株
式
会
社
厚
木
支
店
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
 

」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
等
（
以
下
「
資
機
材
等
」
と
い
う
。
）
の
供
給
に
関
す

る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
が
保
有
す
る
資
機
材
等
を
供
給
す

る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
応
急
対
策
に
よ
り
資
機
材
等
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
応
急
対
策

資
機
材
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る

と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
資

機
材
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
速
や
か
に
必
要
な
資
機
材
等
を
調

達
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
提
供
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
措
置
結
果
を
応
急
対
策
資
機
材
等
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）

に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
資
機
材
等
の
引
渡
場
所
は
原
則
と
し
て
乙
の
定
め
る
場
所
と
し
、
甲
は
、
当
該
引
渡
場
所
に
資
機
材
等
を

運
搬
し
、
乙
は
資
機
材
等
を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
太
陽
建
機
レ
ン
タ
ル
株
式
会
社
厚
木

支
店
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
資
機
材
等
の
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
10
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
11
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
門
沢
橋
一
丁
目
４
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
陽
建
機
レ
ン
タ
ル
株
式
会
社
厚
木
支
店
 
 
 
 
 
 

厚
木
支
店
長
 
江
 
間
 
謙
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
記
様
式
 
略
 

 
別
紙
 
略
 

  
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
71
 
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
協
力
活
動
に
関
す
る
協
定
書

（
公
益
社
団
法
人
 
隊
友
会
神
奈
川
県
隊
友
会
県

央
支
部
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
協
力
活
動
に
関
す
る
協
定
書
 

  
公
益
社
団
法
人
隊
友
会
神
奈
川
県
隊
友
会
県
央
支
部
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と

い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
協
力
活
動
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
支
援
協
力
活
動
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。
 

（
協
力
準
備
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
こ
の
協
定
の
別
紙
と
し
て
、
毎
年
７
月
１
日
現
在
の
支
援
協
力
員
名
簿
を
作
成
し
、
乙
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
及
び
乙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
支
援
協
力
活
動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
平
素
か
ら
定
期
的
に
必
要
な

情
報
の
交
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
甲
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
支
援
協
力
活
動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
乙
が
実
施
す
る
訓
練
等
に
積
極
的
に

参
加
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
個
人
情
報
の
保
護
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
第
１
項
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
支
援
協
力
員
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
を
本
協
定
の
目
的

以
外
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
４
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
甲
に
対
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
援
協
力
活
動
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 
(１

) 
災
害
に
関
す
る
情
報
収
集
、
情
報
提
供
及
び
連
絡
調
整
業
務
 

 
(２

) 
災
害
対
策
応
急
業
務
 

 
(３

) 
災
害
対
策
応
急
資
機
材
の
取
扱
業
務
 

 
(４

) 
重
機
の
取
扱
業
務
 

 
(５

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
協
力
活
動
を
必
要
と
す
る
業
務
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
支
援
協
力
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
支
援
協
力
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
及
び
実
施
）
 

第
５
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
又
は
や
む
を
得
な
い
理
由
の
な
い
限
り

要
請
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
状
況
を
乙
に
報
告
し
、
乙
の
指
示
に
よ
り

支
援
協
力
活
動
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
は
甲
の
措
置
状
況
を
逐
次
確
認
し
、
支
援
協
力
員
に
対
し
必
要
な
指
示
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
報
告
）
 

第
６
条
 
甲
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
支
援
協
力
活
動
を
実
施
し
た
と
き
は
、
随
時
そ
の
活
動
内
容
等
を
電
話
等
に

よ
り
乙
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
支
援
協
力
が
完
了
し
た
と
き
は
速
や
か
に
支
援
協
力
活
動
報
告
書
（
第
２

号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
神
奈
川
県
隊
友
会
県
央
支
部
防
災
部

長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
に
基
づ
く
甲
の
支
援
協
力
活
動
は
、
無
償
と
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
９
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補
償

は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い
場

合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
６
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

   
 
令
和
５
年
７
月
１
日
 

 
甲
 
綾
瀬
市
寺
尾
西
１
丁
目
15
番
３
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公
益
社
団
法
人
 
隊
友
会
 
神
奈
川
県
隊
友
会
 
県
央
支
部
 
 

支
部
長
 
藤
 
本
 
正
 
則
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
 
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
記
様
式
 
略
 

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
72
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
海
老
名
市
測
量
業
協
会
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
測
量
業
協
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お

け
る
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
協
力
準
備
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
こ
の
協
定
の
別
紙
と
し
て
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
の
協
会
員
名
簿
及
び
担
当
地
域
図
を
作
成
し
、

乙
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
及
び
乙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
応
急
対
策
活
動
等
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
平
素
か
ら
定
期
的
に
必
要

な
情
報
の
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
甲
は
、
乙
が
実
施
す
る
訓
練
等
に
積
極
的
に
参
加
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
甲
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 
(１

) 
被
災
状
況
の
収
集
 

 
(２

) 
乙
の
所
有
す
る
行
政
財
産
に
係
る
測
量
、
調
査
、
設
計
等
の
役
務
提
供
 

 
(３

) 
乙
の
実
施
す
る
応
急
対
策
活
動
等
に
係
る
役
務
提
供
及
び
甲
の
所
有
す
る
車
両
、
工
具
、
資
機
材
等
の
提

供
 

 
(４

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
す
る
業
務
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
応
急
対
策
活
動
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
及
び
実
施
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
執
る
と

と
も
に
、
そ
の
措
置
結
果
を
応
急
対
策
活
動
等
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

３
 
甲
は
、
海
老
名
市
に
お
い
て
震
度
５
弱
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た
場
合
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第

３
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
被
災
状
況
の
収
集
業
務
を
自
主
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。
 

４
 
甲
は
、
前
項
に
よ
り
業
務
を
行
う
と
き
は
、
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
担
当
地
域
図
に
掲
げ
る
地
域
ご
と
の

被
災
状
況
を
映
像
デ
ー
タ
と
し
て
収
集
す
る
こ
と
に
努
め
、
乙
に
迅
速
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
市
測
量
業
協
会
会
長
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
ま
ち
づ
く
り
部
の
道
路
所
管
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
応
急
対
策
活
動
等
の
協
力
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
４
条
第
３
項
に
係
る
費
用
は
無
償
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の

上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
７
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
10
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
５
年
11
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
国
分
寺
台
一
丁
目
19
番
12
－
２
号
 
 
 
 
 

海
老
名
市
測
量
業
協
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長
 
門
 
田
 
哲
 
生
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
記
様
式
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
73
 
災
害
時
等
に
お
け
る
交
通
及
び
地
域
安
全
の
確
保
等
に
関
す
る
協
定
書

（
海
老
名
警
備
業
協
力
会
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
交
通
及
び
地
域
安
全
の
確
保
等
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
警
備
業
協
力
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に

お
け
る
交
通
及
び
地
域
安
全
の
確
保
等
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
交
通
及
び
地
域
安
全
の
確
保
等
の
協
力
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
甲
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
要
請
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

 
(１

) 
緊
急
交
通
路
の
確
保
等
に
関
す
る
交
通
誘
導
警
備
業
務
 

 
(２

) 
被
災
地
及
び
避
難
場
所
等
に
お
け
る
警
戒
警
備
業
務
 

 
(３

) 
被
災
状
況
等
の
情
報
提
供
業
務
 

 
(４

) 
そ
の
他
乙
が
必
要
と
認
め
る
警
備
業
務
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
警
備
業
務
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
、
後
日
速
や
か
に
警
備
業
務
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
て
警
備
員
を
出
動
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
関
す
る
専
門
的
な

知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
を
充
て
る
も
の
と
し
、
そ
の
措
置
結
果
を
警
備
業
務
等
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に

よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
警

備
業
協
力
会
会
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
災
害
時
等
の
警
備
業
務
等
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
10
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
11
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
国
分
南
一
丁
目
27
番
28
号
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
警
備
業
協
力
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長
 
八
 
木
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別
記
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
74
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
に
関
す
る
協
定
書
（
海
老
名
管
工
事
業
協
同
組
合
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
管
工
事
業
協
同
組
合
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時

に
お
け
る
水
道
施
設
等
の
復
旧
工
事
の
協
力
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
内
に
お
い
て
、
地
震
、
風
水
害
、
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）

が
発
生
し
た
場
合
、
甲
が
行
う
応
急
対
策
業
務
に
つ
い
て
、
乙
が
行
う
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、
水
道
施
設
の
復
旧
工
事
等
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
に
協
力
を
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
甲
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
水
道
施
設
等
の
復
旧
工
事
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
、
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
甲
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
速
や
か
に
水
道
施
設
等
の
復
旧
工

事
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
を
確
立
の
う
え
、
必
要
な
資
機
材
、
車
両
及
び
人
員
等
を
提
供
し
、
甲
の
指
示
に
従

っ
て
応
急
対
策
を
実
施
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
措
置
結
果
を
水
道
施
設
等
の
復
旧
工
事
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）

に
よ
り
甲
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
は
、
甲
か
ら
の
要
請
に
対
し
、
特
に
業
務
上
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
営
業
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
等
）
 

第
４
条
 
要
請
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
連
絡
責
任
者
等
連
絡
先
（
第
３
号
様
式
）

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
経
費
の
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
乙
が
実
施
し
た
水
道
施
設
等
の
復
旧
工
事
に
要
し
た
経
費
は
、
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
が
負
担
す
る
経
費
の
価
格
は
、
災
害
発
生
時
の
直
前
に
お
け
る
適
性
価
格
を
基
準
と
し
て
、
甲
、
乙
が
協
議

の
う
え
決
定
す
る
。
 

 
（
補
償
）
 

第
６
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
た
め
に
死
亡
し
、
負
傷
し
、
も
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、

又
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
と
き
で
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
50
号
）
の
適
用
が
な
い
場

合
は
、
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
4
4年

条
例
第
1
4号

）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
損
害
を
補

償
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
う
え
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
甲
乙
協
議
の
う
え
、
特
別
の
定
め
を
す
る
場
合
を
除
き
、

そ
の
効
力
を
持
続
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
う
え
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
平
成
11
年
３
月
30
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
  

 
海
老
名
市
長
 
 
亀
 
井
 
英
 
一
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
上
郷
12
0－

５
 
 
 
 
 
 
  

 
 

海
老
名
管
工
事
業
協
同
組
合
 
 
 
 
 
 
 

理
事
長
 
 
長
谷
川
 
 
 
裕
 
 
 
 
 

 
別
紙
様
式
 
略
 

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
75
 
災
害
時
等
に
お
け
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
等
の
調
達
・
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（

県
央
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
 
海
老
名

部
会
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
等
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
書
 

  
県
央
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
海
老
名
部
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
加
盟
業
者
は
別
紙
の
と
お
り
と
す
る
。
）
と
海
老
名

市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
及
び
そ
の
燃
焼
器
具
類
（
以
下
「
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
等
」

と
い
う
。
）
の
調
達
及
び
供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
等
の
調
達
及
び
供
給
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
等
の
調
達
及
び
供
給
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
Ｌ
Ｐ

ガ
ス
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と

き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
等
要
請
書
（
第
１

号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
要
請
事
項
に
応
じ
て
、
可
能
な
限
り
適
切
な

措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
等
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の

と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。
 

 
（
引
渡
し
）
 

第
４
条
 
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
等
の
引
渡
場
所
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
し
、
乙
は
当
該
引
渡
場
所
に
職
員
を

派
遣
し
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
等
を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
県
央
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
海
老
名
部
会
長

と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
財
務
部
財
産
・
車
両
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
等
の
調
達
及
び
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
７
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
適
用
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
11
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
12
月
１
日
 

甲
 
海
老
名
市
本
郷
50
30
番
地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県
央
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
 
海
老
名
部
会
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
部
会
長
 
千
 
葉
 
 
 
隆
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別
記
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
76
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
海
老
名
市
資
源
協
同
組
合
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
資
源
協
同
組
合
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に

お
け
る
応
急
対
策
活
動
（
甲
が
所
有
す
る
資
機
材
を
使
用
し
て
行
う
廃
棄
物
の
収
集
・
運
搬
、
処
理
等
を
い
う
。
以

下
「
応
急
対
策
活
動
」
と
い
う
。
）
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
が
実
施
す
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
甲
に
対
し
応
急
対
策
活
動
の
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
応
急
対
策
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
又
は
や
む
を
得
な
い
理
由
の
な
い
限
り

要
請
事
項
に
応
じ
て
速
や
か
に
必
要
な
資
機
材
、
車
両
、
人
員
等
を
確
保
す
る
な
ど
、
適
確
な
措
置
を
執
る
と
と

も
に
、
そ
の
措
置
状
況
を
乙
に
報
告
し
、
乙
は
そ
の
措
置
状
況
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
に
措
置
状
況
を
報
告
し
た
の
ち
、
乙
の
指
示
に
よ
り
応
急
対
策
活
動
等
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
報
告
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
応
急
対
策
活
動
を
実
施
し
た
と
き
は
、
随
時
そ
の
活
動
内
容
等
を
電
話
等
に

よ
り
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
応
急
対
策
活
動
が
完
了
し
た
と
き
は
速
や
か
に
応
急
対
策
活
動
報
告
書
（
第
２

号
様
式
）
に
よ
り
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
市
資
源
協
同
組
合
理
事
長
と

し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
経
済
環
境
部
環
境
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
応
急
対
策
活
動
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
７
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補

償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い

場
合
は
、
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
５
年
４
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
大
谷
南
五
丁
目
７
番
27
号
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
資
源
協
同
組
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理
事
長
 
清
 
水
 
真
 
大
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別
記
様
式
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
77
 
災
害
時
に
お
け
る
海
老
名
市
と
海
老
名
市
内
郵
便
局
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（

海
老
名
市
内
郵
便

局
）
 

  
令
和
３
年
８
月
26
日
 
解
約
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
78
 
災
害
時
等
に
お
け
る
地
図
製
品
等
の
供
給
等
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
ゼ
ン
リ
ン
 
横
浜
営
業

所
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
地
図
製
品
等
の
供
給
等
に
関
す
る
協
定
書
 

 
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
ゼ
ン
リ
ン
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
は
、
第
１
条
第
１

号
に
定
め
る
災
害
時
等
に
お
い
て
、
乙
が
、
乙
の
地
図
製
品
等
（
第
２
条
に
定
義
さ
れ
る
。
）
を
甲
に
供
給
す
る
こ

と
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
本
協
定
を
締
結
す
る
。
 

（
目
 
的
）
 

第
１
条
 
本
協
定
は
、
以
下
各
号
の
事
項
を
目
的
と
す
る
。
 

 
(１

) 
甲
の
区
域
内
で
災
害
対
策
基
本
法
第
２
条
第
１
号
に
定
め
る
災
害
が
発
生
し
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
甲
が
災
害
対
策
基
本
法
第
23
条
の
２
に
基
づ
く
災
害
対
策
本
部
（
以
下
「
災
害
対
策
本
部
」

と
い
う
。
）
を
設
置
し
た
と
き
の
、
乙
の
地
図
製
品
等
の
供
給
及
び
利
用
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

こ
と
。
 

 
(２

) 
甲
乙
間
の
平
常
時
か
ら
の
防
災
に
関
す
る
情
報
交
換
を
通
じ
、
甲
及
び
乙
が
連
携
し
て
、
防
災
・
減
災
に

寄
与
す
る
地
図
の
作
成
を
検
討
・
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
生
活
に
お
け
る
防
災
力
の
向
上
に
努
め
る

こ
と
。
 

（
定
 
義
）
 

第
２
条
 
本
協
定
に
お
い
て
以
下
の
用
語
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
意
味
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
「
住
宅
地
図
」
と
は
、
海
老
名
市
全
域
を
収
録
し
た
乙
の
住
宅
地
図
帳
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(２

) 
「
広
域
図
」
と
は
、
海
老
名
市
全
域
を
収
録
し
た
乙
の
広
域
地
図
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(
３
) 

「
Z
NE
T 

TO
WN
」
と
は
、
乙
の
住
宅
地
図
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
サ
ー
ビ
ス
「
ZN
E
T 

TO
WN
」
を
意
味
す

る
も
の
と
す
る
。
 

 
(
４
) 

「
I
D等

」
と
は
、
ZN
E
T 

TO
WN
を
利
用
す
る
た
め
の
認
証
ID
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(５

) 
「
地
図
製
品
等
」
と
は
、
住
宅
地
図
、
広
域
図
及
び
ZN
ET
 
TO
WN
の
総
称
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
地
図
製
品
等
の
供
給
の
要
請
等
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
甲
が
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
た
と
き
は
、
甲
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
可
能
な
範
囲
で
地
図
製

品
等
を
供
給
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
地
図
製
品
等
の
供
給
を
求
め
る
と
き
は
、
別
途
定
め
る
物
資
供

給
要

請
書
（

以
下

「
要

請
書

」
と

い
う
。
）
を
乙
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
甲
は
、
電
話
等
に
よ
り
乙
に
対
し
て

要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
事
後
、
速
や
か
に
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
乙
は
、
地
図
製
品
等
を
供
給
す
る
と
き
は
、
甲
に
、
別
途
定
め
る
物
資
供
給
報
告
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
本
条
に
基
づ
く
地
図
製
品
等
の
供
給
に
か
か
る
代
金
及
び
費
用
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
乙
が
供
給
し
た
地
図
製
品
等
の
代
金
は
、
別
途
甲
乙
が
合
意
し
た
場
合
を
除
き
有
償
と
す
る
。
 

 
(２

) 
地
図
製
品
等
の
搬
送
に
か
か
る
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
地
図
製
品
等
の
貸
与
及
び
保
管
）
 

第
４
条
 
乙
は
、
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
図
製
品
等
の
供
給
と
は
別
途
、
本
協
定
締
結
後
、
甲
乙
別
途

定
め
る
時
期
、
方
法
に
よ
り
乙
が
別
途
定
め
る
数
量
の
住
宅
地
図
、
広
域
図
及
び
I
D等

を
甲
に
貸
与
す
る
も
の
と

す
る
。
な
お
、
当
該
貸
与
に
か
か
る
対
価
に
つ
い
て
は
無
償
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
前
項
に
基
づ
き
乙
が
貸
与
し
た
住
宅
地
図
、
広
域
図
及
び
I
D等

を
甲
の
事
務
所
内
に
お
い
て
、
善
良
な

る
管
理
者
の
注
意
義
務
を
も
っ
て
保
管
・
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
が
、
住
宅
地
図
及
び
広
域
図
の
更

新
版
を
発
行
し
た
と
き
は
、
乙
は
、
甲
が
保
管
し
て
い
る
旧
版
の
住
宅
地
図
及
び
広
域
図
に
つ
い
て
、
甲
か
ら
当

該
住
宅
地
図
及
び
広
域
図
を
引
き
取
り
か
つ
更
新
版
と
差
し
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
乙
は
、
必
要
に
応
じ
、
甲
に
対
し
て
事
前
に
通
知
し
た
上
で
、
甲
に
よ
る
地
図
製
品
等
の
保
管
・
管
理
状
況
等

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

（
地
図
製
品
等
の
利
用
等
）
 

第
５
条
 
甲
は
、
第
１
条
第
１
号
に
基
づ
き
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
た
と
き
は
、
災
害
応
急
対
策
、
災
害
復
旧
・

復
興
に
か
か
る
資
料
と
し
て
、
第
３
条
又
は
第
４
条
に
基
づ
き
乙
か
ら
供
給
又
は
貸
与
さ
れ
た
地
図
製
品
等
に
つ

き
、
以
下
各
号
に
定
め
る
利
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
災
害
対
策
本
部
設
置
期
間
中
の
閲
覧
 

 
(２

) 
災
害
対
策
本
部
設
置
期
間
中
、
甲
乙
間
で
別
途
協
議
の
上
、
定
め
る
期
間
及
び
条
件
の
範
囲
内
で
の
複
製
 

２
 
甲
は
、
前
項
に
基
づ
き
住
宅
地
図
の
利
用
を
開
始
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
別
途
定
め
る
乙
の
報
告
先
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
当
該
住
宅
地
図
の
利
用
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
従
前
の
保
管
場
所
に
て
保

管
・
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
甲
は
、
第
１
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
時
以
外
の
平
常
時
に
お
い
て
、
防
災
業
務
を
目
的
と
し
て
、
甲
の
当
該

防
災
業
務
を
統
括
す
る
部
署
内
に
お
い
て
、
広
域
図
及
び
ZN
ET
 
T
O
WN
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
甲
は
、
本
項
に
基
づ
き
広
域
図
を
複
製
利
用
す
る
場
合
は
、
別
途
乙
の
許
諾
を
得
る
も
の
と
し
、
ZN
E
T 

T
OW
Nを

利
用
す
る
場
合
は
、
本
協
定
添
付
別
紙
の
ZN
ET
 
TO
WN
利
用
約
款
に
記
載
の
条
件
に
従
う
も
の
と
す
る
。
 

（
情
報
交
換
）
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 第
６
条
 
甲
及
び
乙
は
、
平
常
時
か
ら
防
災
に
関
す
る
情
報
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
相
互
の
連
携
体
制
を
整
備
し
、

災
害
時
に
備
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
有
効
期
間
）
 

第
７
条
 
本
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
２
月
29
日
ま
で
と
す
る
。
 

（
協
議
）
 

第
８
条
 
甲
乙
間
で
本
協
定
の
解
釈
そ
の
他
に
つ
き
疑
義
又
は
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
両
当
事
者
は
誠
意
を
も

っ
て
協
議
し
解
決
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
以
上
、
本
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
そ
れ
ぞ
れ
記
名
押
印
の
上
、
各
１
通
を
保

有
す
る
。
 

   
令
和
６
年
３
月
１
日
 

 
甲
）
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 

  海
老
名
市
 

  市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 

乙
）
横
浜
市
港
北
区
新
横
浜
二
丁
目
13
番
13
号
 

TP
R新

横
浜
ビ
ル
５
Ｆ
 

 
株
式
会
社
 
ゼ
ン
リ
ン
 
横
浜
営
業
所
 

  所
長
 
 
鈴
 
 
 
雄
 
太
 

 
   
細
目
・
様
式
 
略

 
 
ZN
ET
 
TO
WN
利
用
約
款
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
79
 
災
害
時
に
お
け
る
情
報
発
信
等
に
関
す
る
協
定
書
（
LI
NE
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
）
※
R5
.1
0社

名
変
更
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
情
報
発
信
等
に
関
す
る
協
定
書

 
  
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る

情
報
発
信
等
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生

し
た

場
合
（

以
下

「
災

害
時

」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
協
議
に
よ
り
、
災
害
情
報
等
を
市
民
等
に
対
し
適
切
に
伝
え
る
こ
と
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
情
報
発
信
）

 
第
２
条
 
甲
は
、
災
害
時
に
お
い
て
乙
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
(１

) 
乙
の
運
営
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
災
害
発
生
時
に
お
け
る
ア
ク
セ
ス
負
荷
の
軽
減
を
目
的
と
し
て
、
乙
の

運
営
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
サ
イ
ト
を
ヤ
フ
ー
サ
ー
ビ
ス
上
に
掲
載
し
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す

る
こ
と
。

 
 
(２

) 
乙
の
避
難
所
等
の
防
災
情
報
を
甲
に
提
供
し
、
甲
が
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
平
常
時
か
ら
ヤ
フ
ー
サ
ー
ビ
ス

上
に
掲
載
す
る
な
ど
し
て
、
一
般
に
広
く
周
知
す
る
こ
と
。

 
 
(３

) 
乙
の
避
難
勧
告
、
避
難
指
示
等
の
緊
急
情
報
を
甲
に
提
供
し
、
甲
が
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
ヤ
フ
ー
サ
ー
ビ

ス
上
に
掲
載
す
る
な
ど
し
て
、
一
般
に
広
く
周
知
す
る
こ
と
。

 
 
(４

) 
災
害
発
生
時
の
乙
の
被
害
状
況
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
情
報
及
び
避
難
所
等
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
受
入
情
報
を
甲
に
提
供
し
、
甲
が
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
ヤ
フ
ー
サ
ー
ビ
ス
上
に
掲
載
す
る
な
ど
し
て
、
一

般
に
広
く
周
知
す
る
こ
と
。

 
 
(５

) 
乙
の
避
難
所
等
に
お
け
る
必
要
救
援
物
資
に
関
す
る
情
報
を
甲
に
提
供
し
、
甲
が
、
こ
の
必
要
救
援
物
資

に
関
す
る
情
報
を
ヤ
フ
ー
サ
ー
ビ
ス
上
に
掲
載
す
る
な
ど
し
て
、
一
般
に
広
く
周
知
す
る
こ
と
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
３
条
 
前
条
各
号
の
事
項
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
社
会
貢
献
事
業
本
部
災
害
協
定

担
当
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
）

 
第
４
条
 
第
２
条
各
号
の
内
容
は
、
原
則
、
無
償
で
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
に
か
か
る
旅
費
、
通

信
費
そ
の
他
の
経
費
は
、
甲
乙
そ
れ
ぞ
れ
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
情
報
の
周
知
）

 
第
５
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
提
供
を
受
け
る
情
報
に
つ
い
て
、
乙
が
特
段
の
留
保
を
付
さ
な
い
限
り
、
本
協
定
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
、
甲
が
適
切
と
判
断
す
る
方
法
（
提
携
先
へ
の
提
供
、
ヤ
フ
ー
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
上

で
の
掲
載
等
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
一
般
に
広
く
周
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
甲
は
、
本
協
定
の
目
的

以
外
の
た
め
に
二
次
利
用
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

 
 
（
本
協
定
の
公
表
）

 
第
６
条
 
甲
及
び
乙
は
、
本
協
定
締
結
の
事
実
及
び
本
協
定
の
内
容
を
公
表
す
る
場
合
は
、
そ
の
時
期
、
方
法
及
び

内
容
に
つ
い
て
、
別
途
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
平
成
3
2年

（
20
20
年
）
２
月
29
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、

有
効
期
間
満
了
の
１
か
月
前
ま
で
に
甲
乙
と
も
書
面
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
の
な
い
場
合
は
、
本
協
定
は
同
一
条

件
に
て
１
年
間
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
降
も
同
様
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
平
成
31
年
３
月
１
日

 
 

甲
 
東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
１
番
３
号
 
 
 
 
 
 
 

 
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
代
表
取
締
役
 
川
 
邊
 
健
太
郎
 
 
 
 
 
 
 

  
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
80
 
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
（
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
協
会
33
0-
B地

区
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
書

 
  
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
協
会
33
0-
B地

区
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）

は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
に
地
震
災
害
、
風
水
害
若
し
く
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
又
は
海
老
名
市
外
で
災
害
が
発
生
し
、
当
該
被
災

地
に
対
し
て
支
援
協
力
を
実
施
す
る
場
合
（
以
下
「
支
援
時
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
支
援
協
力

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
力
要
請
）

 
第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
及
び
支
援
時
に
お
い
て
、
甲
に
対
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
要
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

 
 
(１

) 
乙
が
指
定
す
る
場
所
へ
の
物
資
そ
の
他
搬
送
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
搬
送
業
務

 
 
(２

) 
甲
に
属
す
る
会
員
の
所
有
す
る
物
資
の
提
供

 
 
(３

) 
応
急
対
策
活
動
等
に
係
る
人
的
支
援

 
 
(４

) 
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
乙
が
必
要
と
認
め
る
業
務

 
２
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
前
項
に
よ
り
協
力
を
要
請
す
る
と
き
は
、
支
援
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）

に
よ
り
要
請
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
し
、
後
日
、
速

や
か
に
支
援
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
要
請
事
項
に
応
じ
て
、
そ
の
措
置
事
項
を
支

援
協
力
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
４
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
７
リ
ジ
ョ

ン
・
３
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）

 
第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
支
援
協
力
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
６
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
７
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
５
年
８
月
１
日

 
 

甲
 
横
浜
市
中
区
山
吹
町
一
丁
目
７
番
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
パ
ー
ク
ノ
ヴ
ァ
伊
勢
佐
木
長
者
町
20
1号

室
  

 
 
 
 
 

 
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
協
会
33
0-
B地

区
 
 
 
 
 

  
地
区
ガ
バ
ナ
ー
 
石
 
田
 
真
 
一
 
 
 
 
 
 
 

 
 

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
第
１
号
様
式
 
略

 
 
第
２
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
81
 
災
害
時
に
お
け
る
電
子
関
連
物
品
等
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
オ
ウ
ル
テ
ッ
ク
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
電
子
関
連
物
品
等
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書

 
  
株
式
会
社
オ
ウ
ル
テ
ッ
ク
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に

お
け
る
電
子
関
連
物
品
等
（
別
紙
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
、
以
下
「
物
品
等
」
と
い
う
。
）
の
供
給
に
関
す
る
協
定

を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
が
保
有
す
る
物
品
等
を
供
給
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

 
 
（
協
力
要
請
）

 
第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
物
品
等
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に

対
し

電
子
関

連
物

品
等

供
給

要
請

書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又

は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
電
子
関
連
物
品
等
供
給
要
請
書

（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
速
や
か
に
必
要
な
物
品
等
を
可
能

な
範
囲
に
お
い
て
提
供
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
措
置
結
果
を
電
子
関
連
物
品
等
供
給
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に

よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と

す
る
。

 
 
（
引
渡
し
）

 
第
４
条
 
物
品
等
の
引
渡
場
所
は
原
則
と
し
て
乙
の
定
め
る
場
所
と
し
、
甲
は
、
当
該
引
渡
場
所
に
物
品
等
を
運
搬

し
、
乙
は
物
品
等
を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
管
理
部
サ
ブ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）

 
第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
物
品
等
の
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
10
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
５
年
11
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
中
新
田
五
丁
目
24
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株
式
会
社
 
オ
ウ
ル
テ
ッ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
代
表
取
締
役
 
山
 
本
 
哲
 
也
 
 
 
 
 
 
 

  
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第
１
号
様
式
 
略

 
 
第
２
号
様
式
 
略

 
 
別
紙
 
略
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 資
料
８
－
82
 
災
害
時
に
お
け
る
無
人
航
空
機
に
よ
る
情
報
収
集
に
関
す
る
協
定
書
（
大
東
電
業
株
式
会
社
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
無
人
航
空
機
に
よ
る
情
報
収
集
に
関
す
る
協
定
書

 
  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
大
東
電
業
株
式
会
社
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け

る
無
人
航
空
機
に
よ
る
情
報
収
集
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第

１
条

 
こ

の
協

定
は
、

地
震

災
害

、
風

水
害

又
は

そ
の
他

の
災

害
が

発
生

し
た

場
合
（

以
下

「
災

害
時

」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
の
要
請
に
基
づ
き
、
乙
が
実
施
す
る
情
報
収
集
活
動
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

 
 
（
協
力
準
備
）

 
第
２
条
 
乙
は
、
無
人
航
空
機
の
飛
行
に
関
す
る
許
可
・
承
認
書
の
写
し
を
更
新
の
都
度
、
甲
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

 
２
 
乙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
情
報
収
集
活
動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
機
器
の
点
検
、
試
験
飛
行
等
に
よ
り
、

い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

 
３
 
甲
及
び
乙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
情
報
収
集
活
動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
平
素
か
ら
定
期
的
に
必
要
な

情
報
の
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
乙
は
甲
が
実
施
す
る
訓
練
等
に
積
極
的
に
参
加
す
る
も
の
と
す
る
。

 
（
協
力
要
請
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、
乙
に
対
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
(１

) 
無
人
航
空
機
に
よ
る
被
災
状
況
の
調
査

 
 
(２

) 
無
人
航
空
機
に
よ
り
撮
影
し
た
情
報
の
提
供
、
分
析
、
編
集
等

 
 
(３

) 
無
人
航
空
機
に
よ
り
撮
影
し
た
情
報
を
伝
送
す
る
機
器
の
提
供

 
 
(４

) 
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
甲
が
必
要
と
認
め
る
業
務

 
２
 
甲
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
情
報
収
集
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
情
報
収
集
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
及
び
実
施
）

 
第
４
条
 
乙
は
、
甲
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
又
は
や
む
を
得
な
い
理
由
の
な
い
限
り
、

そ
の
要
請
事
項
に
対
し
て
必
要
な
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
迅
速
か
つ
的
確
な
情
報
収
集
活
動
を
実
施
す
る
も
の

と
す
る
。

 
２
 
乙
は
、
前
項
に
よ
り
実
施
し
た
措
置
事
項
を
情
報
収
集
活
動
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
甲
に
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
情
報
収
集
活
動
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
秘
密
の
保
持
）

 
第
５
条
 
乙
は
、
情
報
収
集
活
動
の
中
で
知
り
得
た
情
報
等
に
つ
い
て
は
、
甲
以
外
に
提
供
、
共
有
等
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
６
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の

連
絡
責
任
者
は
大
東
電
業
株
式
会
社
神
奈
川
本
社
情
報
通
信
営
業
部
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
）

 
第
７
条
 
こ
の
協
定
に
基
づ
く
乙
の
情
報
収
集
活
動
は
、
無
償
と
す
る
。

 
 
（
災
害
補
償
）

 
第
８
条
 
本
協
定
に
基
づ
き
乙
が
協
力
し
た
活
動
に
よ
り
、
乙
又
は
第
三
者
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
と
き
は
、
乙
の
責

任
に
お
い
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
は
、
情
報
収
集
活
動
に
当
た
り
、
必
要
な
保
険
等
に
加
入
し
て
い
る
無
人
航
空
機
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
乙
の
保
有
す
る
無
人
航
空
機
に
破
損
、
紛
失
等
の
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
の
加
入
す
る
保
険
等
に
よ
り
対

応
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
２
月
29
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
１
０
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
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資
料

 
８

 
協

定
・
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書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
令
和
６
年
３
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
海
老
名
市

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
乙
 
海
老
名
市
門
沢
橋
一
丁
目
６
番
25
号
 
 
 
 
 
 
 

 
大
東
電
業
株
式
会
社
 
神
奈
川
本
社

  
 
 
 
 
 

 
神
奈
川
本
社
長
 
佐
 
藤
 
良
 
夫
 
 
 
 
 

   
 
別
記
様
式
 
略

 
 

 

資
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８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
83
 
災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
川
上
産
業
株
式
会
社
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書

 
  
川
上
産
業
株
式
会
社
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お

け
る
応
急
対
策
資
機
材
（
以
下
「
資
機
材
」
と
い
う
。
）
の
供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
が
保
有
す
る
資
機
材
を
供
給
す
る
こ

と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
力
要
請
）

 
第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
応
急
対
策
に
よ
り
資
機
材
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
応
急
対
策
資

機
材
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、

電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
資
機
材
要
請
書

（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
速
や

か
に
必
要
な
資
機
材
を
調
達
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
提
供
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
措
置
結
果
を
応
急
対
策
資
機
材
報

告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

(１
) 

プ
チ
プ
チ

® 
 

(２
) 

プ
ラ
パ
ー
ル

® 
 

(３
) 

そ
の
他
の
物
資
で
乙
が
提
供
で
き
る
も
の

 
２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と
す

る
。

 
 
（
引
渡
し
）

 
第
４
条
 
資
機
材
の
引
渡
場
所
は
原
則
と
し
て
乙
の
定
め
る
場
所
と
し
、
甲
は
、
当
該
引
渡
場
所
に
資
機
材
を
運
搬

し
、
乙
は
資
機
材
を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
横
浜
営
業
所
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責

任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）

 
第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
資
機
材
の
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
９
月
30
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
６
年
10
月
１
日

 
 

甲
 
東
京
都
千
代
田
区
五
番
町
６
番
地
の
２
 
 
 
 
 
 
 

 
ホ
ー
マ
ッ
ト
ホ
ラ
イ
ゾ
ン
ビ
ル
４
階
 
 
 
 
 
 
 
 

 
川
上
産
業
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
代
表
取
締
役
社
長
 
安
 
永
 
圭
 
佑
 
 
 
 
 

  
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
第
１
号
様
式
 
略

 
 
第
２
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
84
 
災
害
時
等
に
お
け
る
電
子
関
連
物
品
等
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｕ
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
電
子
関
連
物
品
等
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書

 
  
株
式
会
社
Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｕ
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。

 
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
電
子
関
連
物
品
等
（
別
紙
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
、
以
下
「
物
品
等
」
と
い
う
。
）
の

供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
が
保
有
す
る
物
品
等
を
供
給
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

 
 
（
協
力
要
請
）

 
第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
物
品
等
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
電
子
関
連
物
品
等
供
給
要
請
書

（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
電
子
関
連
物
品
等
供
給
要
請
書
（
第

１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
速
や
か
に
必
要
な
物
品
等
を
可
能

な
範
囲
に
お
い
て
提
供
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
措
置
結
果
を
電
子
関
連
物
品
等
供
給
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ

り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時
間
外
に

お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も
の
と
す

る
。

 
 
（
引
渡
し
）

 
第
４
条
 
物
品
等
の
引
渡
場
所
は
原
則
と
し
て
乙
の
定
め
る
場
所
と
し
、
甲
は
、
当
該
引
渡
場
所
に
物
品
等
を
運
搬

し
、
乙
は
物
品
等
を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
営
業
担
当
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者

は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）

 
第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
物
品
等
の
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
10
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
６
年
11
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
中
新
田
五
丁
目
24
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株
式
会
社
 
Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
代
表
取
締
役
 
櫻
 
田
 
良
 
太
 
 
 
 
 
 
 
 

  
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
第
１
号
様
式
 
略

 
 
第
２
号
様
式
 
略

 
 
別
紙
 
略

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
85
 
災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
（
旭
段
ボ
ー
ル
株
式
会
社
、
株
式
会

社
 
今
井
防
災
商
事
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書

 
  
旭
段
ボ
ー
ル
株
式
会
社
厚
木
工
場
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
今
井
防
災
商
事
（
以
下
「
乙
」
と
い

う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
丙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
応
急
対
策
資
機
材
（
以
下
「
資
機
材
」

と
い
う
。
）
の
供
給
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
丙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
が
保
有
す
る
資
機
材
を
供
給
す
る
こ

と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
力
要
請
）

 
第
２
条
 
丙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
応
急
対
策
に
よ
り
資
機
材
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
応
急
対
策
資

機
材
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、

電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
応
急
対
策
資
機
材
要
請
書

（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
丙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
乙
と
協
力
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
要
請
事
項

に
応
じ
て
速
や
か
に
必
要
な
資
機
材
を
調
達
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
提
供
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
措
置
結
果
を
応
急

対
策
資
機
材
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
丙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

(１
) 

段
ボ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

 
 

(２
) 

そ
の
他
の
物
資
で
甲
が
提
供
で
き
る
も
の

 
２
 
乙
は
、
丙
か
ら
の
要
請
に
対
し
避
難
所
等
で
の
ニ
ー
ズ
調
査
を
行
い
、
甲
及
び
丙
に
助
言
す
る
こ
と
。

 
３
 
甲
及
び
乙
は
、
丙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
業
務
時

間
外
に
お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く
も

の
と
す
る
。

 
 
（
引
渡
し
）

 
第
４
条
 
資
機
材
の
引
渡
場
所
は
原
則
と
し
て
丙
の
定
め
る
場
所
と
し
、
甲
は
、
当
該
引
渡
場
所
に
資
機
材
を
運
搬

し
、
丙
は
資
機
材
を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
総
務
部
長
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
代

表
取
締
役
と
し
、
丙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）

 
第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
資
機
材
の
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
丙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
丙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
丙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
10
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
丙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
３
通
を
作
成
し
、
甲
乙
丙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す

る
も
の
と
す
る
。

 
  
 
令
和
６
年
11
月
１
日

 
 

甲
 
海
老
名
市
中
野
二
丁
目
17
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
旭
段
ボ
ー
ル
株
式
会
社
厚
木
工
場
 
 
 
 
 
 
 
 

 
代
表
取
締
役
 
柴
 
田
 
篤
 
男
 
 
 
 
 
 
 

   
乙
 
海
老
名
市
中
新
田
二
丁
目
10
番
16
号
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株
式
会
社
 
今
井
防
災
商
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
代
表
取
締
役
 
今
 
井
 
明
 
彦
 
 
 
 
 
 
 

   
丙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
第
１
号
様
式
 
略

 
 
第
２
号
様
式
 
略

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
86
 
防
災
行
政
無
線
放
送
の
再
送
信
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
イ
ー
ス
ト
か
な
が
わ
セ
ン

ト
ラ
ル
局
）
 

 
 
 
防
災
行
政
無
線
放
送
の
再
送
信
に
関
す
る
協
定
書
 

 
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
、
株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
イ
ー
ス
ト
か
な
が
わ
セ
ン
ト
ラ
ル
局
（
以
下

「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
防
災
行
政
無
線
放
送
の
再
送
信
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条

 
こ

の
協

定
は
、

甲
の

防
災

行
政

無
線

局
同

報
系
無

線
設

備
に

よ
り

実
施

し
て
い

る
同

報
系

通
信

（
以

下
「
防
災
行
政
無
線
放
送
」
と
い
う
。
）
を
乙
の
設
備
を
利
用
し
再
送
信
（
以
下
「
再
送
信
」
と
い
う
。
）
を
行
う

こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
再
送
信
の
実
施
）
 

第
２
条
 
甲
及
び
乙
は
、
防
災
行
政
無
線
放
送
を
別
紙
の
乙
の
設
備
を
利
用
し
、
乙
の
緊
急
地
震
速
報
サ
ー
ビ
ス
に

加
入
し
て
い
る
者
に
貸
与
し
て
い
る
受
信
機
（
以
下
「
受
信
機
」
と
い
う
。
）
を
通
し
て
、
再
送
信
を
行
う
こ
と

に
同
意
す
る
。
 

２
 
乙
は
、
再
送
信
を
行
う
と
き
は
、
防
災
行
政
無
線
放
送
の
内
容
に
変
更
を
加
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

３
 
再
送
信
の
提
供
は
、
甲
の
市
域
内
に
存
す
る
乙
の
緊
急
地
震
速
報
サ
ー
ビ
ス
加
入
者
と
す
る
。
 

 
（
受
信
機
の
貸
与
）
 

第
３
条
 
乙
は
再
送
信
の
確
認
を
目
的
と
し
て
、
本
協
定
の
有
効
期
間
中
、
受
信
機
１
台
を
甲
の
施
設
が
あ
る
庁
舎

内
に
設
置
の
上
、
甲
に
貸
与
す
る
も
の
と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
合
意
す
る
。
 

 
(１

) 
受
信
機
１
台
分
の
設
置
及
び
撤
去
に
要
す
る
費
用
は
乙
が
負
担
す
る
。
 

 
(２

) 
受
信
機
１
台
分
の
月
額
利
用
料
は
無
償
と
す
る
。
 

 
(３

) 
甲
は
善
良
た
る
管
理
者
と
し
て
、
受
信
機
及
び
こ
れ
の
付
属
品
を
管
理
す
る
。
 

 
(
４

)
 

甲
に

帰
す

べ
き

責
に

お
い

て
受

信
機

の
破

損
・

紛
失

等
が

あ
っ

た
場

合
（

付
随

し
た

付
属

品
等

を
含

む
。
）
、
乙
は
甲
に
対
し
当
該
修
復
に
必
要
な
実
費
請
求
が
で
き
る
。
 

 
（
戸
別
受
信
機
の
設
置
及
び
譲
渡
）
 

第
４
条
 
乙
は
再
送
信
を
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
戸
別
受
信
機
を
乙
の
負
担
に
よ
り
構
築
及
び
設
置
す
る
も
の
と

す
る
。
 

２
 
戸
別
受
信
機
の
所
有
権
は
、
再
送
信
が
開
始
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
現
状
有
姿
の
ま
ま
乙
か
ら
甲
に
移
転
（
以

下
「
譲
渡
日
」
と
い
う
。
）
し
、
譲
渡
日
を
も
っ
て
甲
の
所
有
と
な
る
こ
と
を
甲
及
び
乙
は
確
認
し
、
合
意
す
る
。
 

３
 
乙
が
甲
へ
譲
渡
す
る
戸
別
受
信
機
の
内
容
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
製
品
 
株
式
会
社
 
富
士
通
ゼ
ネ
ラ
ル
社
製
 

 
(２

) 
名
称
 
戸
別
受
信
機
、
接
続
用
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
BO
X（

受
注
生
産
品
）
 

 
(３

) 
型
番
 
CR
-6
68
系
 

 
(４

) 
数
量
 
各
２
台
 

 
(５

) 
設
置
場
所
 
庁
舎
内
で
甲
の
指
定
す
る
場
所
 

 
（
設
備
の
維
持
管
理
）
 

第
５
条
 
甲
及
び
乙
は
、
戸
別
受
信
機
を
除
く
再
送
信
に
係
る
設
備
に
つ
い
て
は
各
々
の
責
任
と
負
担
に
お
い
て
維

持
管
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
が
所
有
又
は
管
理
す
る
施
設
内
の
乙
の
設
備
に
か
か
る
電
気
料
金
等
は

甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
戸
別
受
信
機
の
維
持
管
理
責
任
は
、
譲
渡
日
を
持
っ
て
乙
か
ら
甲
に
移
る
も
の
と
し
、
そ
れ
に
係
る
費
用
負
担

も
同
様
と
す
る
。
 

３
 
乙
は
、
再
送
信
の
た
め
に
、
甲
の
設
備
の
点
検
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
、
事
前
に
甲
の
承
諾
を
得
た
上
で
甲

の
設
備
に
立
ち
入
り
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
事
後
速
や
か
に
甲
に
点
検
の

結
果
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
甲
及
び
乙
の
設
備
は
、
別
紙
に
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
免
責
事
項
）
 

第
６
条
 
乙
は
、
乙
の
設
備
の
維
持
管
理
を
乙
の
責
任
に
お
い
て
実
施
す
る
が
、
天
変
地
災
又
は
そ
の
他
事
故
等
に

よ
り
、
再
送
信
が
実
施
で
き
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
な
ん
ら
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

２
 
再
送
信
の
内
容
に
関
し
て
は
、
甲
の
責
任
と
し
、
再
送
信
の
内
容
に
関
す
る
質
疑
、
異
議
、
請
求
等
に
つ
い
て

は
甲
が
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
か
な
が
わ
セ
ン
ト
ラ
ル
局
地
域

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
）
 

第
８
条
 
再
送
信
に
か
か
る
費
用
は
無
償
と
す
る
。
 

２
 
乙
は
、
再
送
信
を
行
う
と
き
は
、
乙
の
緊
急
地
震
速
報
サ
ー
ビ
ス
加
入
者
に
対
し
て
、
無
償
で
の
再
送
信
と
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
乙
が
提
供
し
て
い
る
緊
急
地
震
速
報
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
は
、
利
用
料
金
を
含
め
乙
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所
定
の
契
約
条
件
に
よ
る
も
の
と
し
、
利
用
料
金
を
変
更
す
る
場
合
は
甲
に
告
知
す
る
。
 

３
 
甲
及
び
乙
は
、
再
送
信
を
実
施
す
る
に
当
た
り
必
要
な
甲
の
設
備
及
び
乙
の
設
備
の
改
修
等
の
費
用
に
関
し
て
、

自
ら
の
責
任
と
負
担
に
お
い
て
実
施
し
、
相
手
方
に
請
求
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
守
秘
義
務
）
 

第
９
条
 
甲
及
び
乙
は
、
本
協
定
書
に
規
定
す
る
業
務
の
遂
行
に
当
た
り
知
り
え
た
相
手
方
の
事
業
上
、
技
術
上
の

事
項
に
つ
い
て
、
第
三
者
に
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
前
に
甲
及
び
乙
で
合
意
し
た
事
項
に
関
し
て

は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 
（
権
利
義
務
）
 

第
１
０
条
 
甲
及
び
乙
は
、
相
手
方
の
事
前
の
承
諾
な
く
、
本
協
定
書
上
の
地
位
、
及
び
権
利
義
務
を
第
三
者
に
譲

渡
し
、
引
き
受
け
さ
せ
、
そ
の
他
処
分
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
２
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
と
す
る
｡た

だ
し
、
甲
乙
双
方

か
ら
期
間
満
了
１
か
月
前
ま
で
に
書
面
に
よ
る
申
し
出
が
な
い
場
合
は
、
有
効
期
間
を
１
年
間
延
長
す
る
も
の
と

し
、
以
後
も
同
様
と
す
る
。
 

 
（
解
除
）
 

第
１
３
条
 
甲
又
は
乙
が
、
第
12
条
の
有
効
期
間
中
に
本
協
定
書
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
２
か
月
前
に

相
手
方
に
書
面
に
て
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
協
定
書
を
将
来
に
向
か
っ
て
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
平
成
30
年
３
月
15
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
大
和
市
大
和
東
１
丁
目
11
番
５
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
イ
ー
ス
ト
 
 
 
 
 
 
 
 

か
な
が
わ
セ
ン
ト
ラ
ル
局
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

局
長
 
熊
ノ
郷
 
 
征
輝
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
別
紙
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
協
力
活
動
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
フ
ジ
ラ
ン
ド
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
協
力
活
動
に
関
す
る
協
定
書

 
  
株
式
会
社
フ
ジ
ラ
ン
ド
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に

お
け
る
支
援
協
力
活
動
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
支
援
協
力
活
動
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

 
（
協
力
準
備
）

 
第
２
条
 
甲
及
び
乙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
支
援
協
力
活
動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
平
素
か
ら
定
期
的
に
必

要
な
情
報
の
交
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
支
援
協
力
活
動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
平
素
か
ら
支
援
協
力
活
動
の
体
制
及

び
計
画
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
乙
が
実
施
す
る
訓
練
等
に
積
極
的
に
参
加
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
協
力
要
請
）

 
第
３
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
甲
に
対
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
援
協
力
活
動
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

 
 
(１

) 
在
庫
食
材
、
食
料
、
飲
料
水
等
の
提
供

 
 
(２

) 
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
協
力
活
動
を
必
要
と
す
る
業
務

 
２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
支
援
協
力
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
支
援
協
力
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）

 
 

第
４
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
と
る
と

と
も
に
、
そ
の
措
置
結
果
を
支
援
協
力
活
動
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
５
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
市
役
所
地
下
食
堂
責
任
者
と

し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。

 
 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）

 
第
６
条
 
甲
が
実
施
し
た
支
援
協
力
活
動
に
要
し
た
費
用
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
行
政
財
産
の
使
用
等
）

 
第
７
条
 
甲
が
使
用
す
る
行
政
財
産
の
使
用
に
係
る
手
続
は
、
海
老
名
市
財
産
規
則
（
昭
和
41
年
規
則
第
１
号
）
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
前
項
の
行
政
財
産
の
使
用
に
係
る
使
用
料
は
、
海
老
名
市
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
に
係
る
使
用
料
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
4
7年

条
例
第
39
号
）
第
1
0条

の
規
定
に
よ
り
減
免
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
例
第
８
条
に

規
定
す
る
甲
が
負
担
す
べ
き
加
算
金
は
、
必
要
経
費
と
し
て
乙
が
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。

 
   
 
令
和
５
年
４
月
１
日

 
 

甲
 
東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
７
番
１
号

  
 
 
 
 

 
株
式
会
社
 
フ
ジ
ラ
ン
ド

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
代
表
取
締
役
社
長
 
岡
 
部
 
要
 
一

  
 
 
 
 

  
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
海
老
名
市

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
 
長
 
内
 
野
 
 
 
優

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第
１
号
様
式
 
略

 
 
第
２
号
様
式
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
動
物
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定
書
（
相
模
獣
医
師
会
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
動
物
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定
書
 

 
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
相
模
獣
医
師
会
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け
る

動
物
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

 （
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
海
老
名
市
内
に
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
動
物
救
護
活
動
（
以
下
「
活
動
」

と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
対
象
動
物
）
 

第
２
条
 
活
動
の
対
象
と
な
る
動
物
は
、
原
則
と
し
て
、
一
般
家
庭
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
犬
、
猫
そ
の
他
の
小
動
物

（
以
下
「
動
物
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

 
（
協
力
準
備
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
こ
の
協
定
の
別
紙
と
し
て
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
の
会
員
病
院
名
簿
を
作
成
し
、
甲
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
は
会
員
病
院
名
簿
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。
 

２
 
甲
及
び
乙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
活
動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
平
素
か
ら
定
期
的
に
必
要
な
情
報
の
交

換
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
乙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
活
動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
平
素
か
ら
活
動
体
制
及
び
活
動
計
画
の
整
備
に

努
め
る
と
と
も
に
、
甲
が
実
施
す
る
訓
練
へ
の
参
加
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
へ
の
助
言
を
積
極
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
協
力
要
請
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
乙
に
対
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
活
動
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。
 

(１
) 

負
傷
し
て
い
る
動
物
の
応
急
治
療
及
び
一
時
保
管
 

(２
) 

所
有
者
が
不
明
な
動
物
の
一
時
保
管
 

(３
) 

会
員
病
院
で
保
管
し
て
い
る
動
物
の
餌
の
調
達
及
び
配
布
 

(４
) 

被
災
動
物
に
係
る
相
談
、
助
言
及
び
指
導
 

(５
) 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
活
動
を
必
要
と
す
る
業
務
 

２
 
甲
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
動
物
救
護
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
後
日
速
や
か
に
動
物
救
護
活
動
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
要
請
に
対
す
る
措
置
及
び
実
施
）
 

第
５
条
 
乙
は
、
甲
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
又
は
や
む
を
得
な
い
理
由
の
な
い
限
り

要
請
に
応
じ
て
迅
速
か
つ
的
確
な
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
状
況
を
甲
に
報
告
し
、
甲
の
指
示
に
よ
り

活
動
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
報
告
）
 

第
６
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
活
動
を
実
施
し
た
と
き
は
、
随
時
そ
の
活
動
内
容
等
を
電
話
等
に
よ
り
甲
に

報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
活
動
が
完
了
し
た
と
き
は
速
や
か
に
動
物
救
護
活
動
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ

り
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
経
済
環
境
部
環
境
政
策
課
長
と
し
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
相
模
獣
医
師
会
会
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
８
条
 
乙
が
実
施
し
た
活
動
に
要
し
た
費
用
は
、
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
動
物
の
所
有
者

が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
所
有
者
に
負
担
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
乙
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の

上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
９
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補
償

は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い
場

合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
６
月
30
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
を
２
通
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
７
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
座
間
市
緑
ヶ
丘
二
丁
目
１
番

31
号
 
エ
ヌ
テ
ィ
ビ
ル
１
Ｆ

 
 
 
相
模
獣
医
師
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
会
長
 
松
 
本
 
 
 
渉
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
89
 
災
害
対
応
準
備
及
び
災
害
救
援
の
共
同
活
動
に
関
す
る
海
老
名
市
と
米
海
軍
厚
木
航
空
施
設
司
令
部
と

の
覚
書
（
米
海
軍
厚
木
航
空
施
設
）
 

災
害
対
応
準
備
及
び
災
害
救
援
の
共
同
活
動
に
関
す
る
 

海
老
名
市
と
米
海
軍
厚
木
航
空
施
設
司
令
部
と
の
覚
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
）
と
米
海
軍
厚
木
航
空
施
設
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
）
と
は
災
害
対
応
準
備
及

び
災
害
救
援
の
共
同
活
動
に
関
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
合
意
す
る
。
 

 
目
的
と
範
囲
 

 
本
覚
書
は
、
甲
と
乙
間
の
災
害
対
応
準
備
及
び
災
害
救
援
活
動
に
お
い
て
相
互
の
支
援
活
動
を
調
整
す
る
た
め
の

範
囲
を
定
め
る
。
 

 
災
害
は
予
兆
あ
る
い
は
警
告
の
有
る
無
し
に
か
か
わ
ら
ず
発
生
す
る
。
こ
の
た
め
人
間
、
施
設
及
び
財
産
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
自
然
災
害
や
人
的
災
害
か
ら
被
害
を
受
け
る
。
 

 
甲
と
乙
の
共
通
の
関
心
事
は
、
市
や
基
地
に
勤
務
す
る
者
ま
た
は
居
住
す
る
者
の
生
命
及
び
安
全
を
守
る
こ
と
で

あ
る
。
 

 
甲
と
乙
が
災
害
対
応
準
備
と
災
害
救
援
活
動
に
つ
い
て
緊
密
に
協
力
及
び
調
整
す
る
こ
と
に
よ
り
、
救
援
活
動
が

よ
り
適
時
か
つ
効
果
的
な
も
の
と
な
り
、
必
要
不
可
欠
な
公
益
業
務
を
維
持
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
定
 
義
 

 
本
覚
書
で
使
用
す
る
災
害
と
い
う
用
語
に
は
、
自
然
災
害
や
人
的
災
害
が
含
ま
れ
る
。
 

 
災
害
対
応
準
備
と
は
、
不
足
の
事
態
に
備
え
て
計
画
を
立
案
し
調
整
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
効
果
的
に

災
害
へ
対
処
し
て
生
命
と
財
産
を
守
り
、
必
要
不
可
欠
な
公
益
業
務
を
維
持
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
災
害
救
援
と
は
、
双
方
の
同
意
に
基
づ
く
迅
速
な
支
援
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
被
災
者
の
苦
痛
や
被
害
を
軽
減

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
活
動
は
被
災
者
及
び
被
災
地
の
経
済
を
恒
久
的
に
支
援
す
る
も
の
で
は
な

い
。
 

 
こ
の
災
害
救
援
活
動
に
は
、
人
道
的
援
助
と
そ
れ
に
係
わ
る
搬
送
、
食
料
、
衣
服
、
医
薬
品
、
寝
台
、
及
び
寝

具
、
臨
時
避
難
所
あ
る
い
は
仮
設
住
宅
、
緊
急
医
療
処
置
、
医
務
及
び
技
術
関
係
人
員
の
提
供
、
及
び
必
要
不
可
欠

な
業
務
の
修
復
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
 

 
計
画
と
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項
 

 
災
害
救
援
活
動
が
要
請
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
た
場
合
、
甲
ま
た
は
乙
は
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た

支
援
は
甲
と
乙
本
来
の
業
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
の
人
員
や
資
材
を
以
っ
て
限
定
さ
れ
た
期
間
、
実
施
さ
れ
る
。
 

 
支
援
は
緊
急
を
要
す
る
も
の
に
提
供
さ
れ
る
も
の
と
し
、
一
般
的
な
復
興
作
業
は
こ
れ
を
含
ま
な
い
。
 

 
災
害
救
援
活
動
に
伴
う
経
費
の
負
担
は
、
当
該
活
動
を
実
施
す
る
側
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
側
が
負
担
す
る
。
 

 
本
覚
書
の
適
用
範
囲
は
甲
の
管
轄
す
る
地
域
と
乙
の
管
轄
す
る
米
海
軍
厚
木
航
空
施
設
に
限
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

本
覚
書
に
よ
っ
て
甲
と
乙
が
支
援
供
与
の
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
。
 

 
共
同
活
動
の
範
囲
 

 
災
害
対
応
準
備
と
災
害
救
援
活
動
に
関
し
、
よ
り
効
果
的
な
調
整
を
促
す
た
め
、
甲
と
乙
は
以
下
の
事
項
に
同
意

す
る
。
 

 
計
画
と
調
整
と
情
報
交
換
の
た
め
の
連
絡
先
を
設
置
す
る
。
 

 
災
害
の
発
生
が
、
い
ず
れ
の
相
手
方
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
通
知
す
る
。
 

 
災
害
救
援
活
動
の
た
め
の
災
害
対
策
本
部
あ
る
い
は
危
機
行
動
班
を
設
置
す
る
と
き
は
、
い
ず
れ
の
相
手
方
に
対

し
て
も
そ
の
旨
を
連
絡
す
る
。
 

 
被
災
状
況
と
そ
の
対
応
措
置
を
定
期
的
に
連
絡
す
る
。
 

 
要
請
に
基
づ
い
て
災
害
救
援
活
動
な
ら
び
に
支
援
を
実
施
す
る
場
合
、
実
施
す
る
側
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
律
、
規

則
、
細
則
に
従
う
も
の
と
す
る
。
 

 
情
報
交
換
、
研
修
、
会
議
、
視
察
、
訓
練
及
び
演
習
を
通
し
て
災
害
対
応
準
備
の
調
整
を
促
し
、
専
門
的
技
能
を

育
成
す
る
。
 

附
 
則
 

 
本
覚
書
は
両
者
の
署
名
に
よ
り
発
効
し
、
終
了
す
る
ま
で
効
力
を
有
す
る
。
 

 
本
覚
書
は
、
両
者
の
合
意
の
も
と
で
修
正
ま
た
は
改
定
で
き
る
も
の
と
す
る
。
本
覚
書
は
ま
た
、
両
者
が
合
意
す

る
か
、
若
し
く
は
い
ず
れ
か
が
終
了
予
定
の
60
日
前
ま
で
に
文
書
で
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
終
了
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 
甲
と
乙
は
、
実
際
に
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に
使
用
さ
れ
る
、
災
害
対
応
準
備
及
び
災
害
救
援
活
動
に
関
す
る
手

引
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
合
意
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

   
 
20
10
年
８
月
18
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
10
年
８
月
18
日
 

 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ
リ
ッ
ク
 
Ｗ
．
ガ
ー
ド
ナ
ー
 
米
海
軍
大
佐
 

 
 
海
老
名
市
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
米
海
軍
厚
木
航
空
施
設
司
令
官
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
90
 
災
害
時
等
に
お
け
る
相
互
応
援
協
力
に
関
す
る
協
定
書

（
大
和
市
・
海
老
名
市
・
座
間
市
・
綾
瀬
市
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
相
互
応
援
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
隣
接
市
（
以
下
「
関
係
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
に
お
い
て
、
広
域
的
な
災
害
が
発
生
し

た
場
合
の
行
政
界
付
近
の
被
災
対
策
及
び
警
戒
宣
言
発
令
時
に
お
け
る
駅
滞
留
者
の
措
置
等
に
つ
い
て
、
関
係
市

の
相
互
応
援
協
力
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。
 

 
（
応
援
協
力
の
種
類
）
 

第
２
条
 
応
援
協
力
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
被
災
者
の
救
出
救
護
及
び
医
療
 

 
(２

) 
被
災
者
の
一
時
保
護
の
た
め
の
施
設
へ
の
受
入
れ
及
び
食
糧
、
飲
料
水
、
生
活
必
需
品
等
の
提
供
 

 
(３

) 
警
戒
宣
言
発
令
時
及
び
災
害
時
の
救
援
、
医
療
、
防
疫
、
応
急
復
旧
活
動
等
に
必
要
な
職
員
の
派
遣
及
び

資
機
材
、
車
両
等
の
提
供
 

 
(４

) 
警
戒
宣
言
発
令
時
の
駅
滞
留
者
の
一
時
保
護
及
び
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
 

 
(５

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
要
請
が
あ
っ
た
事
項
 

 
（
応
援
協
力
要
請
の
手
続
）
 

第
３
条
 
応
援
協
力
を
受
け
よ
う
と
す
る
関
係
市
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
も
っ
て
要
請
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
電
話
等
に
よ
り
要
請
を
行
い
、
事
後
文
書
（
別
記
様
式
）
を

速
や
か
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
被
害
等
の
状
況
 

 
(２

) 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
応
援
協
力
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
資
機
材
等
の
品
名
、
数
量
、
職
員
の

職
種
及
び
人
員
 

 
(３

) 
応
援
協
力
場
所
及
び
応
援
協
力
場
所
へ
の
経
路
 

 
(４

) 
応
援
協
力
の
期
間
 

 
(５

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
必
要
な
事
項
 

２
 
応
援
協
力
の
要
請
を
受
け
た
関
係
市
は
、
自
己
の
区
域
内
の
被
災
状
況
等
に
応
じ
可
能
な
範
囲
で
要
請
に
協
力

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
協
力
経
費
の
負
担
）
 

第
４
条
 
応
援
協
力
に
要
す
る
経
費
の
負
担
は
、
原
則
と
し
て
応
援
協
力
を
要
請
し
た
関
係
市
の
負
担
と
す
る
。
た

だ
し
、
協
定
関
係
市
間
の
協
議
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
応
援
協
力
を
要
請
す
る
関
係
市
か
ら
前
項
に
規
定
す
る
経
費
を
支
弁
す
る
い
と
ま
が
な
く
応
援
の
要
請
が
あ
っ

た
場
合
は
、
協
力
を
要
請
さ
れ
た
市
が
一
時
立
替
支
弁
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
等
）
 

第
５
条
 
第
２
条
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
公
務
災
害

補
償
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
42
年
法
律
第
12
1号

）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
派
遣
職
員
が
業
務
上
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
は
、
そ
の
損
害
が
応
援
業
務
の
従
事
中
に
生
じ
た
も
の
に

つ
い
て
は
派
遣
を
受
け
た
関
係
市
が
被
災
し
た
関
係
市
へ
の
往
復
経
路
中
に
生
じ
た
も
の
に
つ
い
て
は
応
援
協
力

を
行
う
関
係
市
が
賠
償
の
責
め
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
情
報
の
交
換
）
 

第
６
条
 
関
係
市
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
応
援
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
に
応
じ
、
情
報
交
換
を
行
う
も
の

と
す
る
。
 

 
（
連
絡
担
当
部
局
）
 

第
７
条
 
関
係
市
は
、
別
表
の
と
お
り
あ
ら
か
じ
め
相
互
応
援
協
力
の
た
め
の
連
絡
担
当
部
局
を
定
め
て
お
く
も
の

と
す
る
。
 

 
（
そ
の
他
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
関
係
市
相
互
で
協
議
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
（
施
行
日
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
平
成
８
年
11
月
15
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

   
 
平
成
８
年
11
月
15
日
 

 
大
和
市
下
鶴
間
一
丁
目
１
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 

大
和
市
長
 
 
土
 
屋
 
候
 
保
 
 
 
 
 
 
 

 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
長
 
 
亀
 
井
 
英
 
一
 
 
 
 
 
 

 
座
間
市
緑
ケ
丘
一
丁
目
１
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 

座
間
市
長
 
 
星
 
野
 
勝
 
司
 
 
 
 
 
 
 

 
綾
瀬
市
早
川
55
0番

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

綾
瀬
市
長
 
 
見
 
上
 
和
 
由
 
 
 
 
 
 
 

  
別
記
様
式
 
略
 

 
別
表
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
相
互
応
援
協
力
に
関
す
る
協
定
書

（
海
老
名
市
・
座
間
市
・
綾
瀬
市
・
寒
川
町
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
相
互
応
援
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
、
座
間
市
、
綾
瀬
市
及
び
寒
川
町
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
被
災
市

町
の
要
請
に
応
え
、
応
急
対
策
及
び
復
旧
対
策
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。
 

  
（
応
援
協
力
の
種
類
）
 

第
１
条
 
応
援
協
力
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
食
糧
、
飲
料
水
及
び
生
活
必
需
品
並
び
に
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供
 

 
(２

) 
被
災
者
の
救
出
、
医
療
、
防
疫
並
び
に
施
設
の
応
急
復
旧
に
必
要
な
資
機
材
及
び
物
資
の
提
供
 

 
(３

) 
救
援
及
び
救
助
活
動
に
必
要
な
車
両
等
の
提
供
 

 
(４

) 
消
火
、
救
援
、
医
療
、
防
疫
、
応
急
復
旧
活
動
等
に
必
要
な
職
員
の
派
遣
 

 
(５

) 
警
戒
宣
言
発
令
時
の
駅
滞
留
者
の
一
時
保
護
及
び
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
 

 
(６

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
要
請
が
あ
っ
た
事
項
 

 
（
応
援
協
力
要
請
の
手
続
）
 

第
２
条
 
応
援
協
力
を
要
請
す
る
市
町
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
も
っ
て
要
請
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
電
話
等
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、

速
や
か
に
文
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
被
害
等
の
状
況
 

 
(２

) 
前
条
第
１
号
か
ら
第
４
号
の
規
定
に
掲
げ
る
応
援
協
力
を
要
請
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
物
資
等
の
品
名
、

数
量
、
職
員
の
職
種
及
び
人
員
 

 
(３

) 
応
援
協
力
場
所
及
び
応
援
協
力
場
所
へ
の
経
路
 

 
(４

) 
応
援
協
力
の
期
間
 

 
(５

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
 

 
（
応
援
協
力
の
実
施
）
 

第
３
条
 
応
援
協
力
の
要
請
を
受
け
た
市
町
は
、
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
応
援
協
力
経
費
の
負
担
）
 

第
４
条
 
応
援
協
力
に
要
し
た
経
費
は
、
原
則
と
し
て
応
援
協
力
を
要
請
し
た
市
町
の
負
担
と
す
る
。
た
だ
し
、
各

市
町
の
協
議
に
よ
っ
て
は
、
負
担
割
合
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
応
援
協
力
を
要
請
す
る
市
町
か
ら
前
項
に
規
定
す
る
経
費
を
支
弁
す
る
い
と
ま
が
な
く
応
援
協
力
の
要
請
が
あ

っ
た
場
合
は
、
応
援
協
力
を
要
請
さ
れ
た
市
町
が
一
時
立
替
え
て
、
支
弁
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
等
）
 

第
５
条
 
第
１
条
第
４
号
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
公
務
災
害

補
償
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
42
年
法
律
第
12
1号

）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
派
遣
職
員
が
業
務
上
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
は
、
そ
の
損
害
が
応
援
協
力
業
務
の
従
事
中
に
生
じ
た
も

の
に
つ
い
て
は
派
遣
を
要
請
し
た
市
町
が
、
応
援
協
力
場
所
へ
の
往
復
経
路
中
に
生
じ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
応

援
協
力
を
行
う
市
町
が
賠
償
の
責
め
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
資
料
の
交
換
）
 

第
６
条
 
各
市
町
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
き
応
援
協
力
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
地
域
防
災
計
画
そ
の
他
必
要
な

資
料
や
情
報
を
相
互
に
交
換
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
そ
の
他
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
各
市
町
が
協
議
し
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
施
行
日
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
平
成
19
年
３
月
28
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
を
４
通
作
成
し
、
押
印
の
う
え
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
も
の
と

す
る
。
 

  
 
平
成
19
年
３
月
28
日
 

 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 

 
座
間
市
緑
ケ
丘
一
丁
目
１
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

座
間
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

座
間
市
長
 
 
星
 
野
 
勝
 
司
 
 
 
 
 
 
 
 

 
綾
瀬
市
早
川
55
0番

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

綾
瀬
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

綾
瀬
市
長
 
 
笠
 
間
 
城
 
治
 
郎
 
 
 
 
 
 

 
寒
川
町
宮
山
16
5番

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

寒
川
町
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寒
川
町
長
 
 
山
 
田
 
文
 
夫
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危
機
発
生
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
（
白
石
市
・
登
別
市
・
海
老
名
市
）
 

 
 
 
危
機
発
生
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
 

  
白
石
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
登
別
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。

）
と

海
老
名

市
（

以
下

「
丙

」
と

い
う
。
）
は
、
危
機
発
生
時
（
大
規
模
災
害
等
）
に
お
け
る
相
互
応
援
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
協
定
す
る
。
 

  
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
甲
、
乙
又
は
丙
に
お
い
て
地
震
、
火
山
、
風
水
害
、
そ
の
他
の
危
機
（
市
民
の
生
命
、
身

体
及
び
財
産
に
重
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
事
態
）
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
（
以
下
「
危
機

発
生
時
」
と
い
う
。
）
で
、
被
災
地
独
自
で
は
十
分
な
応
急
措
置
が
で
き
な
い
場
合
に
、
市
相
互
の
応
援
・
協
力

が
円
滑
か
つ
迅
速
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
も
っ
て
市
民
生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
（
事
前
対
策
）
 

第
２
条
 
甲
、
乙
及
び
丙
は
、
危
機
発
生
時
に
備
え
、
平
常
時
か
ら
次
の
事
項
を
実
施
し
、
事
前
対
策
を
図
る
も
の

と
す
る
。
 

 
(１

) 
応
援
項
目
の
事
前
指
定
（
別
表
の
と
お
り
）
 

 
(２

) 
連
絡
体
制
の
整
備
 

 
(３

) 
危
機
情
報
の
交
換
 

 
(４

) 
防
災
計
画
、
そ
の
他
危
機
管
理
に
必
要
な
資
料
等
の
相
互
提
供
 

 
(５

) 
そ
の
他
必
要
な
事
項
 

 
（
応
援
の
要
請
）
 

第
３
条
 
危
機
発
生
時
は
、
原
則
と
し
て
、
被
災
地
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、
応
援
を
開
始
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
自
主
的
な
応
援
）
 

第
４
条
 
甲
、
乙
及
び
丙
は
、
危
機
発
生
時
に
お
い
て
緊
急
に
応
援
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
自
主
的
な
判
断
に
基
づ
き
必
要
な
応
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
自
主
的
な
応
援
を
開
始
し
た
場
合
は
、
応
援
の
内
容
等
を
被
災
地
に
速
や
か
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
内
容
）
 

第
５
条
 
甲
、
乙
及
び
丙
が
実
施
す
る
危
機
発
生
時
の
応
援
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
避
難
生
活
の
支
援
に
必
要
な
人
員
の
派
遣
及
び
資
機
材
等
の
提
供
 

 
(２

) 
市
民
生
活
の
復
旧
、
復
興
等
に
必
要
な
人
員
の
派
遣
及
び
資
機
材
等
の
提
供
 

 
(３

) 
被
災
者
の
受
入
 

 
(４

) 
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
 

 
（
応
援
経
費
の
負
担
）
 

第
６
条
 
応
援
に
要
し
た
経
費
は
、
原
則
と
し
て
応
援
を
要
請
し
た
側
の
負
担
と
す
る
。
 

２
 
第
４
条
第
１
項
に
定
め
る
応
援
に
要
し
た
経
費
の
負
担
は
、
甲
、
乙
及
び
丙
が
協
議
し
て
定
め
る
。
 

 
（
協
議
等
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る

こ
と
と
し
、
疑
義
等
が
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
甲
、
乙
及
び
丙
は
そ
の
都
度
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
施
行
期
日
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
３
通
を
作
成
し
、
記
名
押
印
の
う
え
、
そ
れ
ぞ
れ
１
通
を
保
有
す
る
。
 

  
 
平
成
22
年
４
月
22
日
 

 
甲
 
宮
城
県
白
石
市
大
手
町
１
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

白
石
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

白
石
市
長
 
 
風
 
間
 
康
 
静
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
北
海
道
登
別
市
中
央
町
６
丁
目
11
番
地
 
 
 
 
 
 
 

登
別
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登
別
市
長
 
 
小
笠
原
 
春
 
一
 
 
 
 
 
 
 

 
丙
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 

別
表
 
略
 

危
機
発
生
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
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す
る
協
定
実
施
細
目
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県
央
地
域
市
町
村
災
害
時
相
互
応
援
等
に
関
す
る
協
定
（
相
模
原
市
・
厚
木
市
・
大
和
市
・
海
老
名

市
・
座
間
市
・
綾
瀬
市
・
愛
川
町
・
清
川
村
）
 

 
 
 
県
央
地
域
市
町
村
災
害
時
相
互
応
援
等
に
関
す
る
協
定
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
相
模
原
市
、
厚
木
市
、
大
和
市
、
海
老
名
市
、
座
間
市
、
綾
瀬
市
、
愛
川
町
及
び
清
川
村

（
以
下

「
構
成

市
町
村

」
と

い
う

。
）
並

び
に

構
成

市
町

村
と
友

好
協

定
等
を

締
結

し
て

い
る

都
市
等

（
以

下
「
友
好
都
市
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3号

）
第
２
条
第
１
号
に
規

定
す
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
被
災
し
た
構
成
市
町
村
（
以
下
「
被
災
構
成
市
町
村
」
と
い
う
。
）
又
は
被

災
し
た
友
好
都
市
等
（
以
下
「
被
災
友
好
都
市
等
」
と
い
う
。
）
の
応
急
対
策
及
び
復
旧
対
策
が
円
滑
に
遂
行
さ

れ
る
よ
う
、
相
互
の
応
援
体
制
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。
 

 
（
応
援
の
種
類
）
 

第
２
条
 
応
援
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
食
糧
、
飲
料
水
及
び
生
活
必
需
物
資
の
提
供
並
び
に
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供
 

 
(２

) 
被
災
者
の
救
出
、
医
療
、
防
疫
、
施
設
の
応
急
復
旧
等
に
必
要
な
資
機
材
及
び
物
資
の
提
供
 

 
(３

) 
応
急
対
策
及
び
復
旧
対
策
活
動
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供
 

 
(４

) 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
要
請
が
あ
っ
た
事
項
 

 
（
応
援
要
請
の
手
続
）
 

第
３
条
 
応
援
の
要
請
を
し
よ
う
と
す
る
被
災
構
成
市
町
村
又
は
被
災
友
好
都
市
等
か
ら
応
援
の
要
請
を
受
け
た
構

成
市
町
村
（
以
下
「
応
援
市
町
村
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
、
第
７
条
に
定
め
る
連

絡
担
当
部
局
を
通
じ
て
、
他
の
構
成
市
町
村
に
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
応
援
を
要
請
し
、
後
日
、
速
や
か
に

当
該
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
被
害
の
状
況
 

 
(２

) 
提
供
を
要
請
す
る
物
資
及
び
資
機
材
の
品
名
、
数
量
等
 

 
(３

) 
応
援
場
所
及
び
応
援
場
所
へ
の
経
路
並
び
に
連
絡
窓
口
と
な
る
担
当
者
名
等
 

 
(４

) 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
 

２
 
被
災
友
好
都
市
等
へ
の
応
援
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
応
援
市
町
村
か
ら
の
応
援
の
要
請
に
基
づ
き
、
可
能
な

限
り
応
援
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
応
援
の
要
請
を
受
け
た
構
成
市
町
村
は
、
応
援
要
請
を
し
た
構
成
市
町
村
に
対
し
、
応

援
の
内
容
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
実
施
）
 

第
４
条
 
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
応
援
の
要
請
を
受
け
た
構
成
市
町
村
は
、
極
力
こ
れ
に
応
じ
応
援
の
実
施
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
被
災
構
成
市
町
村
へ
の
応
援
経
費
の
負
担
）
 

第
５
条
 
被
災
構
成
市
町
村
へ
の
応
援
に
要
し
た
経
費
は
、
応
援
を
要
請
し
た
被
災
構
成
市
町
村
の
負
担
と
す
る
。

た
だ
し
、
構
成
市
町
村
間
の
協
議
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
応
援
の
要
請
を
し
た
被
災
構
成
市
町
村
が
前
項
に
規
定
す
る
経
費
を
支
弁
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
く
、
か
つ
、

応
援
の
要
請
を
し
た
被
災
構
成
市
町
村
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
応
援
を
実
施
し
た
構
成
市
町
村
は
、
一

時
、
立
替
支
弁
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
応
援
を
実
施
し
た
構
成
市
町
村
が
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
費
の
負
担
を
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
協
定
等
に

基
づ
き
、
負
担
し
た
経
費
の
精
算
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
被
災
友
好
都
市
等
へ
の
応
援
経
費
の
負
担
）
 

第
６
条
 
被
災
友
好
都
市
等
へ
の
応
援
に
要
し
た
経
費
は
、
応
援
市
町
村
が
、
一
時
、
立
替
支
弁
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
応
援
市
町
村
が
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
費
の
負
担
を
し
た
場
合
に
は
、
被
災
友
好
都
市
等
と
の
協
定
等
に

基
づ
き
、
負
担
し
た
経
費
の
精
算
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
担
当
部
局
）
 

第
７
条
 
構
成
市
町
村
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
応
援
の
た
め
の
連
絡
担
当
部
局
を
定
め
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、

速
や
か
に
情
報
を
相
互
に
交
換
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
他
の
協
定
等
と
の
関
係
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
既
に
締
結
し
て
い
る
他
の
相
互
応
援
協
定
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 
（
協
議
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、

構
成
市
町
村
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
８
通
を
作
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
署
名
押
印
の
上
、
各
１
通
を
保
有

す
る
。
 

  
 
平
成
23
年
９
月
１
日
 

 
相
模
原
市
長
 
 
加
 
山
 
俊
 
夫
 
 
 
 
 
 
 

 
厚
木
市
長
 
 
小
 
林
 
常
 
良
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大
和
市
長
 
 
大
 
木
 
 
 
哲
 
 
 
 
 
 
 
 

 
海
老
名
市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 

 
座
間
市
長
 
 
遠
 
藤
 
三
紀
夫
 
 
 
 
 
 
 
 

 
綾
瀬
市
長
 
 
笠
 
間
 
城
治
郎
 
 
 
 
 
 
 
 

 
愛
川
町
長
 
 
山
 
田
 
登
美
夫
 
 
 
 
 
 
 
 

 
清
川
村
長
 
 
大
 
矢
 
明
 
夫
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

資
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８

 
協

定
・
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 資
料
８
－
94
 
災
害
時
に
お
け
る
神
奈
川
県
内
の
市
町
村
の
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
（
神
奈
川
県
及
び
県
内
市
町

村
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
神
奈
川
県
内
の
市
町
村
の
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
神
奈
川
県
内
に
お
い
て
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3号

）
第
２
条
第
１
号

に
規
定
す
る
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
、
被
災
し
た
市
町
村
単
独
で
は
災
害
応
急
対
策
及
び

災
害
復
旧
対
策
（
以
下
「
応
急
対
策
」
と
い
う
。
）
を
十
分
に
実
施
で
き
な
い
場
合
等
に
備
え
、
県
内
の
各
地
域

ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
自
立
的
な
連
携
体
制
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
相
互
間
で
の
協
力
体
制
を
構
築

す
る
こ
と
で
、
県
内
の
市
町
村
間
で
の
相
互
応
援
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
遂
行
を
図
り
、
併
せ
て
県
外
の
災
害
に
対

し
て
も
、
こ
の
相
互
応
援
体
制
を
活
用
し
て
迅
速
な
応
援
を
行
う
た
め
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
協
定
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
 

 
(１

) 
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
 
県
域
を
各
地
域
県
政
総
合
セ
ン
タ
ー
の
所
管
区
域
並
び
に
横
浜
市
及
び
川
崎
市
の
区
域

に
分
割
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
を
い
う
。
 

 
(２

) 
地
域
調
整
本
部
 
市
町
村
間
の
相
互
応
援
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
横
浜
市
及
び
川
崎
市
以
外
の
地
域

ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
当
該
地
域
県
政
総
合
セ
ン
タ
ー
所
長
を
本
部
長
と
し
て
設
置
す
る
臨
時
の
組
織
を
い
う
。
 

 
(３

) 
市
町
村
応
援
本
部
 
他
の
市
町
村
へ
の
応
援
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
市
町
村
が
設
置
す
る
臨
時
の
組
織

を
い
う
。
 

 
(４

) 
市
町
村
連
絡
員
 
市
町
村
に
お
け
る
応
急
対
策
や
市
町
村
相
互
間
の
応
援
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
県

内
市
町
村
に
派
遣
す
る
県
職
員
を
い
う
。
 

 
（
応
援
の
種
類
）
 

第
３
条
 
応
援
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
食
料
、
飲
料
水
及
び
生
活
必
需
物
資
の
提
供
並
び
に
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供
 

 
(２

) 
応
急
対
策
に
必
要
な
資
機
材
及
び
物
資
の
提
供
 

 
(３

) 
避
難
、
救
援
及
び
応
急
復
旧
等
に
必
要
な
職
員
の
派
遣
 

 
(４

) 
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
要
求
が
あ
っ
た
事
項
 

 
（
県
の
役
割
）
 

第
４
条
 
県
は
、
災
害
情
報
の
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
内
及
び
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
相
互
間
に
お
け

る
市
町
村
の
相
互
応
援
を
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
県
は
、
県
内
及
び
県
外
地
域
に
お
い
て
災
害
が
発
生
し
た
場
合
で
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
被
災
地

に
広
域
災
害
時
情
報
収
集
先
遣
隊
（
以
下
「
先
遣
隊
」
と
い
う
。
）
を
派
遣
し
て
、
災
害
情
報
の
収
集
、
伝
達
及

び
応
急
対
策
に
関
す
る
連
絡
調
整
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
市
町
村
の
役
割
）
 

第
５
条
 
市
町
村
は
、
他
市
町
村
に
対
す
る
応
援
体
制
を
常
に
整
え
て
お
く
と
と
も
に
、
所
在
す
る
地
域
ブ
ロ
ッ
ク

の
地
域
調
整
本
部
と
の
調
整
に
よ
り
、
他
市
町
村
に
対
す
る
応
援
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
地
域
調
整
本
部
の
設
置
）
 

第
６
条
 
県
は
、
県
内
で
災
害
が
発
生
し
、
被
災
市
町
村
の
み
で
は
十
分
な
応
急
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
で
、
市
町
村
間
の
相
互
応
援
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
地
域

ブ
ロ
ッ
ク
に
地
域
調
整
本
部
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
市
町
村
応
援
本
部
の
設
置
）
 

第
７
条
 
市
町
村
は
、
所
在
す
る
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
に
地
域
調
整
本
部
が
設
置
さ
れ
、
当
該
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め

る
と
き
は
、
市
町
村
応
援
本
部
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
市
町
村
連
絡
員
の
派
遣
）
 

第
８
条
 
地
域
県
政
総
合
セ
ン
タ
ー
は
、
県
内
で
災
害
が
発
生
し
、
所
管
す
る
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
市
町
村
が
災
害

対
策
本
部
又
は
市
町
村
応
援
本
部
を
設
置
し
、
市
町
村
連
絡
員
の
派
遣
を
求
め
た
場
合
、
又
は
甚
大
な
被
害
が
発

生
し
た
と
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
市
町
村
連
絡
員
を
派
遣
し
て
、
災
害
情
報
の
収
集
、
伝
達
等
を
行
わ
せ
る
も
の

と
す
る
。
 

２
 
地
域
県
政
総
合
セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
に
規
定
す
る
市
町
村
連
絡
員
を
派
遣
で
き
な
い
と
き
は
、
県
安
全
防
災
局

に
、
当
該
市
町
村
へ
の
市
町
村
連
絡
員
の
派
遣
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
の
相
互
応
援
）
 

第
９
条
 
地
域
調
整
本
部
は
、
所
管
す
る
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
内
に
お
い
て
、
被
災
し
た
市
町
村
の
み
で
は
十
分
な
応
急

対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
又
は
市
町
村
か
ら
応
援
の
調
整
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
被
災
市
町

村
へ
の
応
援
の
実
施
に
つ
い
て
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
他
の
市
町
村
と
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
を
ま
た
が
る
相
互
応
援
）
 

- 169 -



資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 第
10
条
 
被
災
地
を
抱
え
る
地
域
調
整
本
部
は
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
の
相
互
応
援
だ
け
で
は
、
十
分
な
応
急
対
策

を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
県
安
全
防
災
局
に
、
他
の
地
域
ブ
ロ

ッ
ク
の
市
町
村
に
よ
る
応
援
の
調
整
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
県
安
全
防
災
局
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
依
頼
を
受
け
た
と
き
は
、
他
の
地
域
調
整
本
部
に
応
援
内
容
を
伝
達

し
、
当
該
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
市
町
村
に
よ
る
応
援
の
調
整
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
横
浜
市
及
び

川
崎
市
に
対
し
て
は
、
直
接
応
援
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
県
外
地
域
に
対
す
る
応
援
の
調
整
）
 

第
11
条
 
県
は
、
県
外
地
域
で
災
害
は
発
生
し
、
先
遣
隊
等
か
ら
の
情
報
に
よ
り
、
応
援
の
必
要
を
認
め
た
場
合
、

又
は
他
都
道
府
県
等
か
ら
応
援
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
を
指
定
し
て
地
域
調

整
本
部
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
県
外
地
域
に
対
す
る
県
内
市
町
村
の
応
援
の
調
整
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
に
要
す
る
経
費
の
負
担
）
 

第
12
条
 
県
内
の
市
町
村
相
互
間
の
応
援
に
要
し
た
費
用
は
、
法
令
そ
の
他
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
応
援

を
受
け
た
市
町
村
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
が
た
い
場
合
は
、
応
援
を
受
け
た
市
町
村
と
応
援
を
行
っ
た
市
町
村
が
、
そ
の
都
度
協
議

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
県
外
地
域
に
対
す
る
応
援
に
要
し
た
費
用
は
、
国
、
神
奈
川
県
以
外
の
都
道
府
県
、
県
外
の
市
町
村
等
か
ら
の

要
請
や
、
個
別
の
協
定
等
に
基
づ
い
て
実
施
し
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
め
に
従
う
こ
と
と
し
、
県
又
は
県
内

市
町
村
の
判
断
で
、
自
主
的
に
応
援
を
実
施
し
た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
応
援
を
実
施
し
た
県
又
は
市
町
村
が

負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
他
の
協
定
等
と
の
関
係
）
 

第
13
条
 
こ
の
協
定
は
、
既
に
締
結
し
て
い
る
他
の
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
等
に
よ
る
応
援
及
び
新
た
な
相
互
応

援
に
関
す
る
協
定
等
に
よ
る
応
援
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 
（
委
任
規
定
）
 

第
14
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
応
援
の
手
続
き
等
の
協
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め

る
。
 

 
（
協
議
）
 

第
15
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
県
及
び
市
町
村
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

１
 
こ
の
協
定
は
、
平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

２
 
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
協
定
書
３
通
を
作
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
署
名
の
上
、
各
１
通
を
保
有
す
る
。

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
 
平
成
24
年
３
月
29
日

 
 

神
奈
川
県
知
事
 
 
黒
 
岩
 
祐
 
治
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
神
奈
川
県
市
長
会
会
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茅
ヶ
崎
市
長
 
 
服
 
部
 
信
 
明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
神
奈
川
県
町
村
会
会
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

箱
根
町
長
 
 
山
 
口
 
昇
 
士
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
神
奈
川
県
市
長
会
 
 
横
浜
市
長
 
 
林
 
 
 
文
 
子
 
 
 
 

川
崎
市
長
 
 
阿
 
部
 
孝
 
夫
 
 
 
 

相
模
原
市
長
 
 
加
 
山
 
俊
 
夫
 
 
 

横
須
賀
市
長
 
 
吉
 
田
 
雄
 
人
 
 
 

平
塚
市
長
 
 
落
 
合
 
克
 
宏
 
 
 
 

鎌
倉
市
長
 
 
松
 
尾
 
 
 
崇
 
 
 
 

藤
沢
市
長
 
 
鈴
 
木
 
恒
 
夫
 
 
 
 

小
田
原
市
長
 
 
加
 
藤
 
憲
 
一
 
 
 

茅
ヶ
崎
市
長
 
 
服
 
部
 
信
 
明
 
 
 

逗
子
市
長
 
 
平
 
井
 
竜
 
一
 
 
 
 

三
浦
市
長
 
 
吉
 
田
 
英
 
男
 
 
 
 

秦
野
市
長
 
 
古
 
谷
 
義
 
幸
 
 
 
 

厚
木
市
長
 
 
小
 
林
 
常
 
良
 
 
 
 

大
和
市
長
 
 
大
 
木
 
 
 
哲
 
 
 
 

伊
勢
原
市
長
 
 
長
 
塚
 
幾
 
子
 
 
 

海
老
名
市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 

座
間
市
長
 
 
遠
 
藤
 
三
紀
夫
 
 
 
 

南
足
柄
市
長
 
 
加
 
藤
 
修
 
平
 
 
 

綾
瀬
市
長
 
 
笠
 
間
 
城
治
郎
 
 
 
 

神
奈
川
県
町
村
会
 
 
葉
山
町
長
 
 
山
 
梨
 
崇
 
仁
 
 
 
 

寒
川
町
長
 
 
木
 
村
 
俊
 
雄
 
 
 
 

大
磯
町
長
 
 
中
 
﨑
 
久
 
雄
 
 
 
 

二
宮
町
長
 
 
坂
 
本
 
孝
 
也
 
 
 
 

中
井
町
長
 
 
尾
 
上
 
信
 
一
 
 
 
 

大
井
町
長
 
 
間
 
宮
 
恒
 
行
 
 
 
 

松
田
町
長
 
 
島
 
村
 
俊
 
介
 
 
 
 

山
北
町
長
 
 
湯
 
川
 
裕
 
司
 
 
 
 

開
成
町
長
 
 
府
 
川
 
裕
 
一
 
 
 
 

箱
根
町
長
 
 
山
 
口
 
昇
 
士
 
 
 
 

真
鶴
町
長
 
 
青
 
木
 
 
 
健
 
 
 
 

湯
河
原
町
長
 
 
冨
 
田
 
幸
 
宏
 
 
 

愛
川
町
長
 
 
山
 
田
 
登
美
夫
 
 
 
 

清
川
村
長
 
 
大
 
矢
 
明
 
夫
 
 
 
 

  
災
害
時
に
お
け
る
神
奈
川
県
内
の
市
町
村
の
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
実
施
細
目
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
95
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書

（
桜
川
市
・
那
珂
市
・
海
老
名
市
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
 

  
茨
城
県
桜
川
市
、
茨
城
県
那
珂
市
及
び
神
奈
川
県
海
老
名
市
（
以
下
「
３
者
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
対
策
基
本

法
（
昭
和
36
年
法
律
第
22
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
２
項
第
12
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
お

け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
茨
城
県
桜
川
市
、
茨
城
県
那
珂
市
又
は
神
奈
川
県
海
老
名
市
（
以
下
「
都
市
」
と
い

う
。
）
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
法
第
67
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
市
の
地
域

に
係
る
原
子
力
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
同
項
の
規
定
を
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
11
年

法
律
第
15
6号

）
第
28
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
替
え
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
相
互
応
援
を
迅
速
か
つ

円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
の
窓
口
）
 

第
２
条
 
３
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
応
援
に
関
す
る
連
絡
担
当
部
署
を
定
め
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
速
や

か
に
必
要
な
情
報
を
相
互
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
種
類
）
 

第
３
条
 
応
援
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
救
助
、
応
急
復
旧
等
に
必
要
な
職
員
そ
の
他
人
員
（
以
下
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
の
派
遣
 

 
(２

) 
車
両
等
の
提
供
 

 
(３

) 
食
糧
、
飲
料
水
、
生
活
必
需
品
等
の
提
供
及
び
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供
 

 
(４

) 
被
災
者
の
救
出
、
医
療
、
防
疫
及
び
施
設
の
応
急
復
旧
等
に
必
要
な
資
機
材
並
び
に
物
資
の
提
供
 

 
(５

) 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
あ
っ
旋
 

 
(６

) 
被
災
者
の
一
時
収
容
の
た
め
の
施
設
の
提
供
 

 
(７

) 
原
子
力
災
害
に
よ
り
、
避
難
が
必
要
と
な
る
地
域
か
ら
避
難
者
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
施
設
の
提
供
及
び

あ
っ
旋
 

 
(８

) 
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
要
請
の
あ
っ
た
事
項
 

 
（
応
援
要
請
の
手
続
）
 

第
４
条
 
被
災
し
た
都
市
（
以
下
「
被
災
都
市
」
と
い
う
。
）
は
、
応
援
が
可
能
な
都
市
（
以
下
「
応
援
都
市
」
と

い
う
。
）
に
対
し
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、
電
話
等
に
よ
り
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
応
援
の
要
請
を

行
い
、
後
日
、
速
や
か
に
文
書
を
も
っ
て
そ
の
内
容
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
被
害
の
状
況
 

 
(２

) 
前
条
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
等
の
派
遣
内
容
 

 
(３

) 
前
条
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
品
名
、
数
量
等
 

 
(４

) 
応
援
の
要
請
期
間
 

 
(５

) 
応
援
の
場
所
及
び
経
路
 

 
(６

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
 

 
（
応
援
の
自
主
出
動
）
 

第
５
条
 
応
援
都
市
は
、
災
害
が
発
生
し
、
被
災
都
市
と
連
絡
が
取
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
被
災
都
市
で
応
急
措

置
を
実
施
す
る
た
め
の
応
援
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
自
主
的
に
出
動
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
自
主
的
に
出
動
し
た
応
援
都
市
は
、
被
災
状
況
等
の
情
報
を
収
集
し
、
当
該
情
報
に
基
づ
き
、
必
要
な
応
援
を

行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
被
災
都
市
と
連
絡
が
取
れ
た
と
き
は
、
当
該
情
報
及
び
応
援
内
容
を
連
絡
す
る
も
の

と
す
る
。
 

 
（
派
遣
職
員
等
の
行
動
）
 

第
６
条
 
応
援
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
等
は
、
災
害
応
急
対
策
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
法
第
６
７
条
第
２
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
被
災
都
市
の
長
の
指
揮
の
下
に
行
動
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
応
援
の

自
主
出
動
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
（
応
援
経
費
の
負
担
）
 

第
７
条
 
応
援
に
要
し
た
費
用
は
、
被
災
都
市
の
負
担
と
す
る
。
 

２
 
応
援
都
市
は
、
被
災
都
市
が
前
項
に
規
定
す
る
経
費
を
支
弁
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
く
、
か
つ
、
被
災
都
市
か

ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
経
費
を
一
時
的
に
立
替
支
弁
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
災
都
市
の
被
災
状
況
等
を
勘
案
し
、
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
と
き
及

び
第
５
条
に
規
定
す
る
自
主
的
に
応
援
を
行
っ
た
と
き
に
要
し
た
経
費
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
被
災
都
市
及
び
応

援
都
市
で
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
等
）
 

第
８
条
 
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
応
援
に
従
事
し
た
職
員
等
が
そ
の
た
め
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾

病
に
か
か
り
、
又
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
職
員
等
又
は
そ
の
遺
族
若
し
く
は
被
扶
養
者
が
こ
れ

ら
の
原
因
に
よ
っ
て
受
け
る
損
害
を
応
援
都
市
が
責
任
を
も
っ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 ２
 
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
応
援
に
従
事
し
た
職
員
等
が
業
務
上
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て

は
、
被
災
都
市
が
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
応
援
都
市
が
被
災
都
市
へ
の
往
復
途
上
に

生
じ
た
損
害
を
除
く
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
３
者
で
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
効
期

間
満
了
の
１
か
月
前
ま
で
に
３
者
と
も
書
面
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
の
な
い
場
合
は
、
本
協
定
は
同
一
条
件
に
て

１
年
間
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
降
も
同
様
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
３
通
を
作
成
し
、
３
者
署
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す

る
。
 

  
 
平
成
25
年
４
月
５
日
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
茨
城
県
桜
川
市
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
長
 
 
中
 
田
 
 
 
裕
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
茨
城
県
那
珂
市
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
長
 
 
海
 
野
 
 
 
徹
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
96
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
（
東
海
市
・
海
老
名
市
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
 

  
神
奈
川
県
海
老
名
市
と
愛
知
県
東
海
市
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
3
6
年
法
律
第
2
2
3
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
８
条
第
２
項
第
1
2号

の
規
定
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締

結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
神
奈
川
県
海
老
名
市
又
は
愛
知
県
東
海
市
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た

場
合
に
お
い
て
、
法
第
67
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
相
互
応
援
を
迅
速
か
つ

円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
種
類
）
 

第
２
条
 
応
援
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
救
助
、
応
急
復
旧
等
に
必
要
な
職
員
そ
の
他
人
員
（
以
下
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
の
派
遣
 

 
(２

) 
車
両
等
の
提
供
 

 
(３

) 
食
糧
、
飲
料
水
、
生
活
必
需
品
等
の
提
供
及
び
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供
 

 
(４

) 
被
災
者
の
救
出
、
医
療
、
防
疫
及
び
施
設
の
応
急
復
旧
等
に
必
要
な
資
機
材
並
び
に
物
資
の
提
供
 

 
(５

) 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
あ
っ
旋
 

 
(６

) 
被
災
者
の
一
時
収
容
の
た
め
の
施
設
の
提
供
 

 
(７

) 
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
要
請
の
あ
っ
た
事
項
 

 
（
応
援
要
請
の
手
続
）
 

第
３
条
 
被
災
し
た
市
（
以
下
「
被
災
団
体
」
と
い
う
。
）
は
、
応
援
を
す
る
市
（
以
下
「
応
援
団
体
」
と
い

う
。
）
に
応
援
の
要
請
を
す
る
場
合
は
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、
電
話
等
に
よ
り
要
請
す
る
と
と
も
に
、

速
や
か
に
文
書
を
も
っ
て
そ
の
内
容
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
被
害
の
状
況
 

 
(２

) 
前
条
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
等
の
派
遣
内
容
 

 
(３

) 
前
条
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
品
名
、
数
量
等
 

 
(４

) 
応
援
の
要
請
期
間
 

 
(５

) 
応
援
の
場
所
及
び
経
路
 

 
(６

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
 

 
（
連
絡
窓
口
）
 

第
４
条
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
及
び
愛
知
県
東
海
市
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
応
援
に
関
す
る
連
絡
担
当
部
署
を
定

め
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
必
要
な
情
報
を
相
互
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
自
主
出
動
）
 

第
５
条
 
応
援
団
体
は
、
災
害
が
発
生
し
、
被
災
団
体
か
ら
応
援
の
要
請
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
収
集
し
た
情

報
等
か
ら
応
援
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
自
主
的
に
出
動
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
応
援
団
体
は
、
自
主
的
に
出
動
し
た
場
合
は
、
被
災
状
況
等
の
情
報
を
収
集
し
、
当
該
情
報
に
基
づ
き
、
必
要

な
応
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
被
災
団
体
と
連
絡
が
取
れ
た
と
き
は
、
当
該
情
報
及
び
応
援
内
容
を
連
絡

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
派
遣
職
員
等
の
行
動
）
 

第
６
条
 
応
援
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
等
は
、
災
害
応
急
対
策
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
法
第
67
条
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
被
災
団
体
の
長
の
指
揮
の
下
に
行
動
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
応
援
の
自

主
出
動
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
（
応
援
経
費
の
負
担
）
 

第
７
条
 
応
援
に
要
し
た
費
用
は
、
被
災
団
体
の
負
担
と
す
る
。
 

２
 
応
援
団
体
は
、
被
災
団
体
が
前
項
に
規
定
す
る
経
費
を
支
弁
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
く
、
か
つ
、
被
災
団
体
か

ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
経
費
を
一
時
的
に
立
替
支
弁
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
災
団
体
の
被
災
状
況
等
を
勘
案
し
、
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
と
き
及

び
第
５
条
に
規
定
す
る
自
主
的
に
応
援
を
行
っ
た
と
き
に
要
し
た
経
費
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
被
災
団
体
及
び
応

援
団
体
で
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
等
）
 

第
８
条
 
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
応
援
に
従
事
し
た
職
員
等
が
そ
の
た
め
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾

病
に
か
か
り
、
又
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
職
員
等
又
は
そ
の
遺
族
若
し
く
は
被
扶
養
者
が
こ
れ

ら
の
原
因
に
よ
っ
て
受
け
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
被
災
団
体
が
責
任
を
も
っ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
応
援
に
従
事
し
た
職
員
等
が
業
務
上
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て

は
、
被
災
団
体
が
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
応
援
団
体
が
被
災
団
体
へ
の
往
復
途
上
に

生
じ
た
損
害
を
除
く
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
両
市
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
平
成
27
年
３
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
効

期
間
満
了
の
１
か
月
前
ま
で
に
両
市
と
も
書
面
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
の
な
い
場
合
は
、
本
協
定
は
同
一
条
件
に

て
１
年
間
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
降
も
同
様
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
署
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
。
 

  
 
平
成
26
年
11
月
５
日
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛
知
県
東
海
市
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
長
 
 
鈴
 
木
 
淳
 
雄
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災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
（
白
鷹
町
・
海
老
名
市
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
 

  
神
奈
川
県
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
山
形
県
西
置
賜
郡
白
鷹
町
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
2
23
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
２
項
第
12
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
甲
又
は
乙
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
67
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
相
互
応
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
種
類
）
 

第
２
条
 
応
援
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
救
助
、
応
急
復
旧
等
に
必
要
な
職
員
そ
の
他
人
員
（
以
下
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
の
派
遣
 

 
(２

) 
車
両
等
の
提
供
 

 
(３

) 
食
糧
、
飲
料
水
、
生
活
必
需
品
等
の
提
供
及
び
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供
 

 
(４

) 
被
災
者
の
救
出
、
医
療
、
防
疫
及
び
施
設
の
応
急
復
旧
等
に
必
要
な
資
機
材
並
び
に
物
資
の
提
供
 

 
(５

) 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
あ
っ
旋
 

 
(６

) 
被
災
者
の
一
時
収
容
の
た
め
の
施
設
の
提
供
 

 
(７

) 
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
要
請
の
あ
っ
た
事
項
 

 
（
応
援
要
請
の
手
続
）
 

第
３
条
 
被
災
し
た
市
又
は
町
（
以
下
「
被
災
団
体
」
と
い
う
。
）
は
、
応
援
を
す
る
市
又
は
町
（
以
下
「
応
援
団

体
」
と
い
う
。
）
に
応
援
の
要
請
を
す
る
場
合
は
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、
電
話
等
に
よ
り
要
請
す
る
と

と
も
に
、
速
や
か
に
文
書
を
も
っ
て
そ
の
内
容
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
被
害
の
状
況
 

 
(２

) 
前
条
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
等
の
派
遣
内
容
 

 
(３

) 
前
条
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
品
名
、
数
量
等
 

 
(４

) 
応
援
の
要
請
期
間
 

 
(５

) 
応
援
の
場
所
及
び
経
路
 

 
(６

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
 

 
（
連
絡
窓
口
）
 

第
４
条
 
甲
及
び
乙
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
応
援
に
関
す
る
連
絡
担
当
部
署
を
定
め
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
必
要
な
情
報
を
相
互
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
自
主
出
動
）
 

第
５
条
 
応
援
団
体
は
、
災
害
が
発
生
し
、
被
災
団
体
か
ら
応
援
の
要
請
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
収
集
し
た
情

報
等
か
ら
応
援
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
自
主
的
に
出
動
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
応
援
団
体
は
、
自
主
的
に
出
動
し
た
場
合
は
、
被
災
状
況
等
の
情
報
を
収
集
し
、
当
該
情
報
に
基
づ
き
、
必
要

な
応
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
被
災
団
体
と
連
絡
が
取
れ
た
と
き
は
、
当
該
情
報
及
び
応
援
内
容
を
連
絡

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
派
遣
職
員
等
の
行
動
）
 

第
６
条
 
応
援
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
等
は
、
災
害
応
急
対
策
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
法
第
67
条
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
被
災
団
体
の
長
の
指
揮
の
下
に
行
動
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
応
援
の
自

主
出
動
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
（
応
援
費
用
の
負
担
）
 

第
７
条
 
応
援
に
要
し
た
費
用
は
、
被
災
団
体
の
負
担
と
す
る
。
 

２
 
応
援
団
体
は
、
被
災
団
体
が
前
項
に
規
定
す
る
費
用
を
支
弁
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
く
、
か
つ
、
被
災
団
体
か

ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
費
用
を
一
時
的
に
立
替
支
弁
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
災
団
体
の
被
災
状
況
等
を
勘
案
し
、
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
と
き
及

び
第
５
条
に
規
定
す
る
自
主
的
に
応
援
を
行
っ
た
と
き
に
要
し
た
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
被
災
団
体
及
び
応

援
団
体
で
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
等
）
 

第
８
条
 
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
応
援
に
従
事
し
た
職
員
等
が
そ
の
た
め
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾

病
に
か
か
り
、
又
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
職
員
等
又
は
そ
の
遺
族
若
し
く
は
被
扶
養
者
が
こ
れ

ら
の
原
因
に
よ
っ
て
受
け
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
被
災
団
体
が
責
任
を
も
っ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
応
援
に
従
事
し
た
職
員
等
が
業
務
上
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て

は
、
被
災
団
体
が
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
応
援
団
体
が
被
災
団
体
へ
の
往
復
途
上
に

生
じ
た
損
害
を
除
く
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
効
期

間
満
了
の
１
か
月
前
ま
で
に
両
市
と
も
書
面
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
の
な
い
場
合
は
、
本
協
定
は
同
一
条
件
に
て

１
年
間
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
降
も
同
様
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
署
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
。
 

  
 
平
成
27
年
10
月
５
日
 

  
甲
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
野
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
山
形
県
西
置
賜
郡
白
鷹
町
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町
長
 
佐
藤
 
誠
七
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災
害
時
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
（
豊
田
市
・
海
老
名
市
）
 

 
 
 
災
害
時
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
 

  
愛
知
県
豊
田
市
と
神
奈
川
県
海
老
名
市
（
以
下
「
協
定
市
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法

律
第
22
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
２
項
第
12
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に

関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
67
条
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
相
互
応
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
種
類
）
 

第
２
条
 
応
援
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
食
料
、
飲
料
水
及
び
生
活
必
需
品
等
の
提
供
並
び
に
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供
 

 
(２

) 
救
援
及
び
救
助
活
動
に
必
要
な
車
両
等
の
提
供
 

 
(３

) 
被
災
者
の
救
出
、
医
療
、
防
疫
及
び
施
設
の
応
急
復
旧
等
に
必
要
な
物
資
及
び
資
機
材
の
提
供
 

 
(４

) 
救
援
及
び
応
急
復
旧
に
必
要
な
職
員
の
派
遣
 

 
(５

) 
被
災
者
の
受
入
れ
 

 
(６

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
要
請
が
あ
っ
た
事
項
 

 
（
応
援
要
請
の
手
続
）
 

第
３
条
 
応
援
を
要
請
す
る
市
（
以
下
「
被
災
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
、

第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
連
絡
担
当
部
局
に
対
し
て
、
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ

り
要
請
し
、
後
日
、
速
や
か
に
文
書
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(１
) 

被
害
の
状
況
 

(
２
) 

前
条
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
物
資
、
車
両
、
資
機
材

の
種
類
、
品
名
、
数
量
等
 

(３
) 

前
条
第
４
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
職
員
の
職
種
及
び
人
数
並
び
に
業
務
内
容
 

(４
) 

前
条
第
５
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
世
帯
数
及
び
人
数
 

(５
) 

応
援
場
所
及
び
応
援
場
所
へ
の
経
路
 

(６
) 

応
援
期
間
 

(７
) 

そ
の
他
必
要
な
事
項
 

（
応
援
の
実
施
）
 

第
４
条
 
応
援
を
要
請
さ
れ
た
市
（
以
下
「
応
援
市
」
と
い
う
。
）
は
、
法
令
そ
の
他
特
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
、
こ
れ
に
応
じ
応
援
活
動
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
指
揮
）
 

第
５
条
 
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
は
、
被
災
市
の
長
等
の
指
揮
の
下
に
活
動
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
経
費
の
負
担
）
 

第
６
条
 
応
援
に
要
し
た
経
費
は
原
則
と
し
て
被
災
市
の
負
担
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
損
害
賠
償
等
）
 

第
７
条
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
そ
の
活
動
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又

は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
職
員
又
は
そ
の
遺
族
若
し
く
は
被
扶
養
者
に
対
す
る
補
償
は
、
応
援
市

が
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
業
務
上
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
が
被
災
市
へ

の
往
復
途
中
に
生
じ
た
も
の
を
除
き
、
被
災
市
が
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

（
相
互
応
援
体
制
の
整
備
）
 

第
８
条
 
協
定
市
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
応
援
に
関
す
る
連
絡
担
当
部
局
を
定
め
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
情
報
交
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
協
定
市
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
応
援
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
体
制
の
整
備
及
び
平
時
か
ら
の
交
流

促
進
に
努
め
る
。
 

（
他
の
協
定
と
の
関
係
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
が
既
に
締
結
し
て
い
る
協
定
及
び
個
別
に
締
結
す
る
災
害
時
の
相
互
応
援
に
関
す

る
協
定
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

（
そ
の
他
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
協
定
市
が
協
議
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
を
証
す
る
た
め
、
本
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
双
方
署
名
押
印
の
上
、
各
１
通
を
保
有
す
る
。
 

  平
成
29
年
１
月
18
日
 

 
 

愛
知
県
豊
田
市
西
町
３
丁
目
60
番
地
 
 
 
 
 

豊
田
市
 
 
 
  

代
表
者
 
豊

田
市

長
 
 
太
 
田
 
稔
 
彦
 
 
   

神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
  

代
表
者
 
海

老
名

市
長

 
 
内
 
野
 
 
 
優
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
99
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
（
須
坂
市
・
海
老
名
市
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
 

  
長
野
県
須
坂
市
と
神
奈
川
県
海
老
名
市
（
以
下
「
協
定
市
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年
法

律
第
22
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
２
項
第
12
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に

関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
67
条
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
相
互
応
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
種
類
）
 

第
２
条
 
応
援
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
食
料
、
飲
料
水
及
び
生
活
必
需
品
等
の
提
供
並
び
に
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供
 

 
(２

) 
救
援
及
び
救
助
活
動
に
必
要
な
車
両
等
の
提
供
 

 
(３

) 
被
災
者
の
救
出
、
医
療
、
防
疫
及
び
施
設
の
応
急
復
旧
活
動
等
に
必
要
な
物
資
及
び
資
機
材
の
提
供
 

 
(４

) 
救
援
、
医
療
、
防
疫
及
び
応
急
復
旧
活
動
に
必
要
な
職
員
の
派
遣
 

 
(５

) 
被
災
者
を
一
時
収
容
す
る
た
め
の
施
設
の
提
供
又
は
斡
旋
 

 
(６

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
要
請
が
あ
っ
た
事
項
 

 
（
応
援
要
請
の
手
続
）
 

第
３
条
 
応
援
を
要
請
す
る
市
（
以
下
「
被
災
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、
第
８
条
第
１

項
に
定
め
る
連
絡
担
当
部
局
に
対
し
て
、
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
り
要
請
し
、
後
日
、
速
や
か
に
文
書
を
送
付

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
被
害
の
状
況
 

 
(２

) 
前
条
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
物
資
、
車
両
、
資
機
材

 
 
 
の
種
類
、
品
名
、
数
量
等
 

 
(３

) 
前
条
第
４
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
職
員
の
職
種
及
び
人
数
並
び
に
業
務
内
容
 

 
(４

) 
前
条
第
５
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
世
帯
数
及
び
人
数
 

 
(５

) 
応
援
場
所
及
び
応
援
場
所
へ
の
経
路
 

 
(６

) 
応
援
期
間
 

 
(７

) 
そ
の
他
必
要
な
事
項
 

（
応
援
の
実
施
）
 

第
４
条
 
応
援
を
要
請
さ
れ
た
市
（
以
下
「
応
援
市
」
と
い
う
。
）
は
、
法
令
そ
の
他
特
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
、
こ
れ
に
応
じ
応
援
活
動
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
指
揮
）
 

第
５
条
 
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
は
、
被
災
市
の
長
等
の
指
揮
の
下
に
活
動
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
経
費
の
負
担
）
 

第
６
条
 
応
援
に
要
し
た
経
費
は
原
則
と
し
て
被
災
市
の
負
担
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
損
害
賠
償
等
）
 

第
７
条
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
そ
の
活
動
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又

は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
職
員
又
は
そ
の
遺
族
若
し
く
は
被
扶
養
者
に
対
す
る
補
償
は
、
応
援
市

が
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
業
務
上
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
が
被
災
市
へ

の
往
復
途
中
に
生
じ
た
も
の
を
除
き
、
被
災
市
が
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

（
相
互
応
援
体
制
の
整
備
）
 

第
８
条
 
協
定
市
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
応
援
に
関
す
る
連
絡
担
当
窓
口
を
定
め
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
情
報
交
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
他
の
協
定
と
の
関
係
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
が
既
に
締
結
し
て
い
る
協
定
及
び
個
別
に
締
結
す
る
災
害
時
の
相
互
応
援
に
関
す

る
協
定
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

（
そ
の
他
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
協
定
市
が
協
議
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
こ
の
協
定
の
締
結
を
機
に
、
平
時
か
ら
、
様
々
な
分
野
で
の
交
流
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
 

  
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
を
証
す
る
た
め
、
本
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
双
方
署
名
押
印
の
上
、
各
１
通
を
保
有
す
る
。
 

   
 
平
成
29
年
１
月
31
日
 

  
長
野
県
須
坂
市
大
字
須
坂
15
28
番
地
の
１
 
 
 
 

長
野
県
須
坂
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
三
 
木
 
正
 
夫
 
 
 
 
 
 
 
  

神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 

神
奈
川
県
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
10
0 

災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
（
太
田
市
・
海
老
名
市
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書

 
  
群
馬
県
太
田
市
と
神
奈
川
県
海
老
名
市
（
以
下
「
協
定
市
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和

36
年
法

律
第
22
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
２
項
第
12
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に

関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
 
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
67
条
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
相
互
応
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
応
援
の
種
類
）

 
第
２
条
 
応
援
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 
 
(１

) 
食
料
、
飲
料
水
及
び
生
活
必
需
品
等
の
提
供
並
び
に
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供

 
 
(２

) 
救
援
及
び
救
助
活
動
に
必
要
な
車
両
等
の
提
供

 
 
(３

) 
被
災
者
の
救
出
、
医
療
、
防
疫
及
び
施
設
の
応
急
復
旧
活
動
等
に
必
要
な
物
資
及
び
資
機
材
の
提
供

 
 
(４

) 
救
援
、
医
療
、
防
疫
及
び
応
急
復
旧
活
動
に
必
要
な
職
員
の
派
遣

 
 
(５

) 
被
災
者
を
一
時
収
容
す
る
た
め
の
施
設
の
提
供
又
は
あ
っ
旋

 
 
(６

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
要
請
が
あ
っ
た
事
項

 
 
（
応
援
要
請
の
手
続
）

 
第
３
条
 
応
援
を
要
請
す
る
市
（
以
下
「
被
災
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、
第
８
条
第
１

項
に
定
め
る
連
絡
担
当
部
局
に
対
し
て
、
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
り
要
請
し
、
後
日
、
速
や
か
に
文
書
を
送
付

す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
(１

) 
被
害
の
状
況

 
 
(２

) 
前
条
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
物
資
、
車
両
、
資
機
材

の
種
類
、
品
名
、
数
量
等

 
 
(３

) 
前
条
第
４
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
職
員
の
職
種
及
び
人
数
並
び
に
業
務
内
容

 
 
(４

) 
前
条
第
５
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
世
帯
数
及
び
人
数

 
 
(５

) 
応
援
場
所
及
び
応
援
場
所
へ
の
経
路

 
 
(６

) 
応
援
期
間

 
 
(７

) 
そ
の
他
必
要
な
事
項

 
 
（
応
援
の
実
施
）

 
第
４
条
 
応
援
を
要
請
さ
れ
た
市
（
以
下
「
応
援
市
」
と
い
う
。
）
は
、
法
令
そ
の
他
特
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
、
こ
れ
に
応
じ
応
援
活
動
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
指
揮
）

 
第
５
条
 
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
は
、
被
災
市
の
長
等
の
指
揮
の
下
に
活
動
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
経
費
の
負
担
）

 
第
６
条
 
応
援
に
要
し
た
経
費
は
原
則
と
し
て
被
災
市
の
負
担
と
す
る
。

 
２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
損
害
賠
償
等
）

 
第
７
条
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
そ
の
活
動
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又

は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
職
員
又
は
そ
の
遺
族
若
し
く
は
被
扶
養
者
に
対
す
る
補
償
は
、
応
援
市

が
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
業
務
上
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
が
被
災
市
へ

の
往
復
途
中
に
生
じ
た
も
の
を
除
き
、
被
災
市
が
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
相
互
応
援
体
制
の
整
備
）

 
第
８
条
 
協
定
市
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
応
援
に
関
す
る
連
絡
担
当
窓
口
を
定
め
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
情
報
交
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
２
 
協
定
市
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
応
援
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
体
制
の
整
備
及
び
平
時
か
ら
の
交
流

促
進
に
努
め
る
。

 
 
（
他
の
協
定
と
の
関
係
）

 
第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
が
既
に
締
結
し
て
い
る
協
定
及
び
個
別
に
締
結
す
る
災
害
時
の
相
互
応
援
に
関
す

る
協
定
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

 
 
（
そ
の
他
）

 
第
１
０
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
協
定
市
が
協
議
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
を
証
す
る
た
め
、
本
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
双
方
署
名
押
印
の
上
、
各
１
通
を
保
有
す
る
。

 
   
 
平
成
30
年
８
月
26
日
 

  
群
馬
県
太
田
市
浜
町
２
番
35
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

群
馬
県
太
田
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
清
 
水
 
聖
 
義
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
  

神
奈
川
県
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
10
1 

災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
（
海
老
名
市
・
羽
幌
町
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書

 
  
神
奈
川
県
海
老
名
市
と
北
海
道
羽
幌
町
（
以
下
「
協
定
市
町
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年

法
律
第
22
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
２
項
第
12
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援

に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
 
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
町
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
67
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
相
互
応
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
応
援
の
種
類
）

 
第
２
条
 
応
援
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 
 
(１

) 
食
料
、
飲
料
水
、
生
活
必
需
品
及
び
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供

 
 
(２

) 
救
援
及
び
救
助
活
動
に
必
要
な
車
両
等
の
提
供

 
 
(３

) 
被
災
者
の
救
出
、
医
療
、
防
疫
及
び
施
設
の
応
急
復
旧
活
動
等
に
必
要
な
物
資
及
び
資
機
材
の
提
供

 
 
(４

) 
救
援
、
医
療
、
防
疫
及
び
応
急
復
旧
活
動
に
必
要
な
職
員
の
派
遣

 
 
(５

) 
被
災
者
を
一
時
収
容
す
る
た
め
の
施
設
の
提
供
又
は
斡
旋

 
 
(６

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
要
請
が
あ
っ
た
事
項

 
 
（
応
援
要
請
の
手
続
）

 
第
３
条
 
応
援
を
要
請
す
る
市
町
（
以
下
「
被
災
市
町
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、
第
８
条

第
１
項
に
定
め
る
連
絡
担
当
部
局
に
対
し
て
、
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
り
要
請
し
、
後
日
、
速
や
か
に
文
書
を

送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
(１

) 
被
害
の
状
況

 
 
(２

) 
前
条
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
物
資
、
車
両
、
資
機
材

の
種
類
、
品
名
、
数
量
等

 
 
(３

) 
前
条
第
４
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
職
員
の
職
種
及
び
人
数
並
び
に
業
務
内
容

 
 
(４

) 
前
条
第
５
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
世
帯
数
及
び
人
数

 
 
(５

) 
応
援
場
所
及
び
応
援
場
所
へ
の
経
路

 
 
(６

) 
応
援
期
間

 
 
(７

) 
そ
の
他
必
要
な
事
項

 
 
（
応
援
の
実
施
）

 
第
４
条
 
応
援
を
要
請
さ
れ
た
市
町
（
以
下
「
応
援
市
町
」
と
い
う
。
）
は
、
法
令
そ
の
他
特
別
に
定
め
が
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
こ
れ
に
応
じ
応
援
活
動
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
指
揮
）

 
第
５
条
 
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
は
、
被
災
市
町
の
長
等
の
指
揮
の
下
に
活
動
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
経
費
の
負
担
）

 
第
６
条
 
応
援
に
要
し
た
経
費
は
原
則
と
し
て
被
災
市
町
の
負
担
と
す
る
。

 
２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
損
害
賠
償
等
）

 
第
７
条
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
そ
の
活
動
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又

は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
職
員
又
は
そ
の
遺
族
若
し
く
は
被
扶
養
者
に
対
す
る
補
償
は
、
応
援
市

町
が
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
業
務
上
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
が
被
災
市
町

へ
の
往
復
途
中
に
生
じ
た
も
の
を
除
き
、
被
災
市
町
が
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
相
互
応
援
体
制
の
整
備
）

 
第
８
条
 
協
定
市
町
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
応
援
に
関
す
る
連
絡
担
当
窓
口
を
定
め
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
情
報
交
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
他
の
協
定
と
の
関
係
）

 
第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
町
が
既
に
締
結
し
て
い
る
協
定
及
び
個
別
に
締
結
す
る
災
害
時
の
相
互
応
援
に
関

す
る
協
定
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

 
 
（
そ
の
他
）

 
第
１
０
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
協
定
市
町
が
協
議

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
こ
の
協
定
の
締
結
を
機
に
、
平
時
か
ら
、
様
々
な
分
野
で
の
交
流
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
を
証
す
る
た
め
、
本
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
双
方
署
名
押
印
の
上
、
各
１
通
を
保
有
す
る
。

 
   
 
令
和
元
年
６
月
22
日

 
  

神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１

  
 
 
 

 
神
奈
川
県
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

北
海
道
苫
前
郡
羽
幌
町
南
町
１
番
地
の
１
 
 
 
 

 
北
海
道
羽
幌
町
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
町
長
 
駒
 
井
 
久
 
晃
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
10
2 

災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
（
三
和
シ
ヤ
ッ
タ
ー
工
業
株
式
会
社
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
三
和
シ
ヤ
ッ
タ
ー
工
業
株
式
会
社
首
都
圏
住
店
装
建
材
事
業
部
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下

「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
に
お
け
る
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に

甲
及
び
乙
の
応
急
対
策
活
動
の
協
力
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
い
て
甲
に
対
し
乙
の
公
共
施
設
及
び
避
難
所
等
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
、
ガ
レ
ー
ジ
、
ド
ア

等
の
緊
急
点
検
及
び
緊
急
修
理
（
以
下
「
本
件
業
務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
協
力
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
本
件
業
務
を
要
請
す
る
と
き
は
、
応
急
対
策
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
本
件
業
務
の
従
事
者
の
安
全
確
保
等
に
関
し
て
乙
と
協

議
の
上
、
可
能
な
限
り
適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
結
果
を
応
急
対
策
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）

に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
か
ら
の
要
請
に
対
し
特
に
業
務
上
の
支
障
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限
り
甲
の
営
業
時

間
外
に
お
い
て
も
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
い
つ
で
も
要
請
に
応
じ
ら
れ
る
態
勢
を
平
時
か
ら
確
立
し
て
お
く

も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
本
件
業
務
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
厚
木
メ
ン
テ
・

リ
フ
ォ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
ま
ち
づ
く
り
部
道
路
管
理
課
長
と
す
る
。
な
お
、
乙
の
受

付
窓
口
、
連
絡
先
等
の
情
報
は
、
別
途
「
別
紙
」
に
定
め
、
変
更
の
都
度
、
甲
に
提
出
す
る
。
 

 
（
経
費
の
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
本
件
業
務
に
要
し
た
費
用
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
緊
急
点
検
に
お
け
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
無
償
と
す
る
。
 

 
(２

) 
緊
急
修
理
に
お
け
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
し
、
当
該
費
用
に
つ
い
て
は
、
災
害
発

生
直
前
に
お
け
る
適
正
な
費
用
を
基
準
と
し
て
甲
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
。
 

 
(３

) 
本
件
業
務
の
結
果
、
部
品
交
換
、
製
品
交
換
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
乙
が
負
担

す
る
も
の
と
し
、
当
該
費
用
に
つ
い
て
は
災
害
発
生
直
前
に
お
け
る
適
正
な
費
用
を
基
準
と
し
て
甲
が
算
出

し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
し
た
者
が
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
従

事
者
が
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補
償
は
、
労

働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
50
号
）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い
場
合
は
海

老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
８
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
合
意
管
轄
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
、
東
京
地
方
裁
判
所
を
第
一
審
の
専
属
的
合
意
管
轄
裁
判
所
と
す
る

こ
と
に
合
意
す
る
。
 

 
（
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
排
除
）
 

第
１
０
条
 
甲
又
は
乙
は
、
相
手
方
に
対
し
、
こ
の
協
定
の
締
結
時
に
お
い
て
、
自
己
（
法
人
の
場
合
は
、
代
表
者
、

役
員
又
は
実
質
的
に
経
営
を
支
配
す
る
者
）
が
暴
力
団
、
暴
力
団
員
、
暴
力
団
関
係
企
業
、
総
会
屋
、
社
会
運
動

標
ぼ
う
ゴ
ロ
、
特
殊
知
能
暴
力
集
団
等
の
反
社
会
的
勢
力
（
以
下
「
反
社
会
的
勢
力
」
と
い
う
）
に
該
当
し
な
い

こ
と
を
表
明
し
、
か
つ
、
将
来
に
わ
た
っ
て
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
約
す
る
。
 

２
 
甲
又
は
乙
は
、
相
手
方
が
前
項
の
該
当
性
の
判
断
の
た
め
に
調
査
を
要
す
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
そ
の
調
査

に
協
力
し
、
こ
れ
に
必
要
と
判
断
す
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
甲
及
び
乙
は
、
相
手
方
が
反
社
会
的
勢
力
に
属
す
る
と
判
明
し
た
場
合
は
、
何
ら
の
催
告
な
し
に
、
こ
の
協
定

の
全
部
又
は
一
部
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
甲
又
は
乙
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
協
定
を
解
除
し
た
場
合
は
、
解
除
者
は
こ
れ
に
よ
る
被
解
除
者
の
損
害

を
賠
償
す
る
責
を
負
わ
な
い
。
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
９
月
１
日
 

 
甲
 
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
富
沢
町
10
番
16
号
 
 
 
 
 
 
 
 

マ
イ
ア
ー
ク
日
本
橋
ビ
ル
５
階
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
和
シ
ヤ
ッ
タ
ー
工
業
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

首
都
圏
住
店
装
建
材
事
業
部
長
 
松
 
原
 
英
 
司
 
 
 
 
  

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
10
3 

災
害
時
等
に
お
け
る
自
治
会
館
等
の
補
助
的
避
難
所
と
し
て
の
活
用
に
関
す
る
覚
書
（
海
老
名
市
自

治
会
連
絡
協
議
会
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
自
治
会
館
等
の
補
助
的
避
難
所
と
し
て
の
活
用
に
関
す
る
覚
書
 

  
海
老
名
市
自
治
会
連
絡
協
議
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害

時
等
に
お
け
る
自
治
会
館
等
の
補
助
的
避
難
所
と
し
て
の
活
用
に
関
す
る
覚
書
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
覚
書
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
自
治
会
館
等
を
補
助
的
避
難
所
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
関

し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
内
容
）
 

第
２
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
災
害
時
等
に
お
い
て
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
の
う
ち
、
別
紙
の
「
災
害
時
等
に
お
け
る
補
助
的
避
難

所
一
覧
表
」
に
記
載
さ
れ
た
自
治
会
（
以
下
「
自
治
会
」
と
い
う
。
）
は
、
要
請
さ
れ
た
自
治
会
館
等
に
補

助
的
避
難
所
を
開
設
し
、
避
難
者
を
収
容
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(２

) 
避
難
者
を
補
助
的
避
難
所
ま
で
案
内
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
乙
の
職
員
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
(３

) 
補
助
的
避
難
所
に
避
難
者
を
収
容
し
た
と
き
は
、
当
該
避
難
者
の
管
理
を
原
則
と
し
て
乙
が
行
う
も
の
と

す
る
。
 

 
(４

) 
補
助
的
避
難
所
で
活
用
す
る
食
料
、
飲
料
水
等
の
物
資
は
必
要
に
応
じ
て
乙
か
ら
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(５

) 
避
難
者
が
補
助
的
避
難
所
を
利
用
で
き
る
期
間
は
原
則
と
し
て
、
開
設
し
た
日
か
ら
７
日
以
内
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
自
治
会
は
、
乙
か
ら
協
力
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
前
条
に
掲
げ
る
協
力
内
容
に
可
能
な
範
囲
に
お
い
て

速
や
か
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
自
治
会
は
連
絡
責
任
者
を
３
名
選
任
し
、

乙
へ
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
地
域
づ
く
り
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
）
 

第
５
条
 
施
設
の
利
用
料
は
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
が
補
助
的
避
難
所
の
滞
在
に
要
し
た
水
道
光
熱
費
に

つ
い
て
は
、
適
法
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
活
動
費
）
 

第
６
条
 
乙
か
ら
開
設
準
備
体
制
を
整
え
る
た
め
の
活
動
費
と
し
て
、
自
治
会
に
対
し
、
10
,
8
00
円
を
支
払
う
も
の

と
す
る
。
 

 
（
原
状
回
復
）
 

第
７
条
 
避
難
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
め
に
よ
り
補
助
的
避
難
所
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任

に
お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
情
報
の
共
有
）
 

第
８
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
情
報
を
共
有
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
連
絡
手
段

に
つ
い
て
は
、
文
書
又
は
電
話
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
と
す
る
。
 

 
(１

) 
甲
は
、
施
設
の
改
修
等
に
よ
り
、
補
助
的
避
難
所
が
使
用
で
き
な
い
場
合
は
、
事
前
に
そ
の
期
間
を
乙
に

報
告
し
、
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
甲
は
、
施
設
の
改
修
等
に
よ
り
、
補
助
的
避
難
所
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
に
報
告
す
る
こ
と
。
 

 
(３

) 
そ
の
他
災
害
時
等
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
は
必
要
な
情
報
の
共
有
に
努
め
る
こ
と
。
 

（
有
効
期
間
等
）
 

第
９
条
 
こ
の
覚
書
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
覚
書
の
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
覚
書
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
４
月
１
日
 

甲
 
海
老
名
市
自
治
会
連
絡
協
議
会
 
 
 
 
 
 
 

会
 
長
 
 
柳
 
下
 
 
泰
 
介
 
 
 
 
  

乙
 
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
 
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
10
4 

災
害
時
等
に
お
け
る
物
資
の
輸
送
等
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
Ai
rX
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
物
資
の
輸
送
等
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
Ai
rX
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け
る

物
資
の
輸
送
等
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
に
地
震
災
害
、
風
水
害
若
し
く
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
又
は
海
老
名
市
外
で
災
害
が
発
生
し
、
当
該
被
災

地
に
対
し
て
物
資
等
の
支
援
を
実
施
す
る
場
合
（
以
下
「
支
援
時
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
の
物
資

の
輸
送
等
に
関
す
る
協
力
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
災
害
時
等
及
び
支
援
時
に
お
い
て
、
乙
に
対
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
要
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 
 

 
(１

) 
甲
が
指
定
す
る
場
所
へ
の
物
資
そ
の
他
輸
送
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
輸
送
業
務
 

 
(２

) 
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
甲
が
必
要
と
認
め
る
業
務
 

２
 
甲
は
、
前
項
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
乙
に
要
請
す
る
場
合
は
、
物
資
輸
送
等
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
し
、
後

日
、
速
や
か
に
物
資
輸
送
等
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
甲
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限

り
、
ほ
か
の
業
務
よ
り
優
先
し
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
は
、
前
条
の
要
請
に
基
づ
き
甲
に
協
力
し
、
業
務
等
を
実
施
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
物
資
輸
送
等
協
力
報

告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
株
式
会
社
Ai
rX
事
業
開
発
本
部
長
（
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
乙
が
実
施
し
た
物
資
の
輸
送
等
の
業
務
に
要
し
た
費
用
は
、
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
第
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
等
に
従
事
し
た
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に

よ
り
当
該
従
事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お

け
る
災
害
補
償
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
5
0号

）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の

適
用
が
な
い
場
合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
4
4年

条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補

償
す
る
。
 

 
（
第
三
者
へ
の
損
害
賠
償
責
任
）
 

第
７
条
 
乙
は
、
第
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
中
に
、
乙
の
責
に
帰
す
る
理
由
に
よ
り
第
三
者
に
損
害
を
与

え
た
と
き
は
、
そ
の
賠
償
の
責
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
第
三
者
へ
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
乙
と
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
業
務
に
お
け
る
暴
力
団
排
除
）
 

第
８
条
 
乙
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
、
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

1
2月

28
日
条
例
第
4
3号

）
第
２
条

第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、
暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等

を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
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料

 
８

 
協
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・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
５
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
東
京
都
千
代
田
区
麹
町
六
丁
目
６
番
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 

番
町
麹
町
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
５
階
 
We
Wo
rk
麹
町
 
 
 
 

 
株
式
会
社
 
Ai
rX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
代
表
取
締
役
 
手
 
塚
 
 
 
究
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
第
１
号
様
式
 
略
 

 
第
２
号
様
式
 
略
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
10
5 

災
害
時
等
に
お
け
る
民
間
賃
貸
住
宅
の
情
報
提
供
等
に
関
す
る
協
定
書
（
海
老
名
市
宅
建
業
者
協
力

会
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
民
間
賃
貸
住
宅
の
情
報
提
供
等
に
関
す
る
協
定
書

 
  
海
老
名
市
宅
建
業
者
協
力
会
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時

等
に
お
け
る
民
間
賃
貸
住
宅
の
情
報
提
供
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

 
 （
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
乙
が
甲
に
民
間
賃
貸
住
宅
の
情
報
提
供
等
の
協
力
を
求
め
る

に
あ
た
り
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
協
力
要
請
）

 
第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
甲
の
協
力
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
甲
に
対
し
、
民
間
賃
貸
住
宅
の
情

報
提
供
及
び
そ
の
円
滑
な
提
供
に
向
け
た
協
力
を
要
請
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
民
間
賃
貸
住
宅
の
情
報
提
供
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
民
間
賃
貸
住
宅
の
情
報
提
供
等
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

 
 （
協
力
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
乙
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
提
供
可
能
な
民
間
賃
貸
住
宅
に
関
す
る

情
報
提
供
及
び
そ
の
円
滑
な
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
甲
は
、
本
協
定
に
協
力
す
る
甲
の
会
員
（
以
下
「
協
力
会
員
」
と
い
う
。
）
か
ら
収
集
し
た
民
間
賃
貸
住
宅
に

関
す
る
情
報
又
は
協
力
会
員
の
名
簿
等
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
乙
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
甲
は
、
平
時
か
ら
甲
の
会
員
に
対
し
て
、
本
協
定
の
周
知
を
図
る
等
、
体
制
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
災

害
時
等
に
お
い
て
は
、
協
力
会
員
に
よ
る
民
間
賃
貸
住
宅
の
情
報
提
供
、
媒
介
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
連
絡
責
任
者
）

 
第
４
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
市
宅
建
業
者
協
力
会
会
長
、

乙
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
市
ま
ち
づ
く
り
部
住
宅
ま
ち
づ
く
り
課
長
と
す
る
。

 
 （
有
効
期
間
）
 

第
５
条
 
本
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
10
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 （
協
議
事
項
）
 

第
６
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
甲
及
び
乙
が
協
議
の
う
え
定
め
る

も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
令
和
５
年
11
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
杉
久
保
北
二
丁
目
８
番
８
号
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
宅
建
業
者
協
力
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長
 
下
郡
山
 
永
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
第
１
号
様
式
 
略
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 資
料
８
－
10
6 

海
老
名
市
と
日
本
郵
便
株
式
会
社
と
の
包
括
連
携
に
関
す
る
協
定
書
(日

本
郵
便
株
式
会
社
 
綾
瀬
郵

便
局
・
海
老
名
市
内
に
所
在
す
る
別
表
に
掲
げ
る
郵
便
局
) 

 
 
 
海
老
名
市
と
日
本
郵
便
株
式
会
社
と
の
包
括
連
携
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
日
本
郵
便
株
式
会
社
 綾

瀬
郵
便
局
及
び
海
老
名
市
内
に
所
在
す
る
別
表

に
掲
げ
る
郵
便
局
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お
り
包
括
的
な
連
携
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
本
協
定
」

と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
。
 

 
（
目
的
）
 

第
１
条
 
本
協
定
は
、
甲
及
び
乙
の
そ
れ
ぞ
れ
が
有
す
る
人
的
・
物
的
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市

民
が
安
全
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 （
連
携
事
項
）
 

第
２
条
 
甲
及
び
乙
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
連
携
事
項
に
つ
い
て
、
業
務
に
支
障
の
な

い
範
囲
で
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。
な
お
、
乙
に
お
い
て
は
綾
瀬
郵
便
局
及
び
海
老
名
市
内
に
所
在
す
る
別
表
に

掲
げ
る
郵
便
局
が
こ
れ
を
実
施
す
る
。
 

 
(1
) 
災
害
時
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
こ
と
 

(2
) 
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
の
実
現
に
関
す
る
こ
と
 

(3
) 
海
老
名
市
の
魅
力
等
の
情
報
発
信
に
関
す
る
こ
と
 

(4
) 
地
域
の
活
性
化
及
び
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
 

(5
) 
そ
の
他
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
取
組
に
関
す
る
こ
と
 

２
 
甲
及
び
乙
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
連
携
事
項
の
具
体
的
な
取
組
事
項
及
び
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
甲
乙

協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
別
記
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
協
定
内
容
の
変
更
）
 

第
３
条
 
甲
又
は
乙
の
い
ず
れ
か
が
、
本
協
定
の
内
容
の
変
更
を
申
し
出
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
甲
乙
協
議
の
上
、

書
面
に
よ
り
必
要
な
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 （
免
責
）
 

第
４
条
 
乙
は
、
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
取
組
を
し
た
場
合
及
び
取
組
を
し
な
か
っ
た
場
合
の
い
ず
れ
に
お

い
て
も
、
そ
の
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 （
守
秘
義
務
）
 

第
５
条
 
甲
及
び
乙
は
、
第
２
条
に
定
め
る
連
携
事
項
の
検
討
及
び
実
施
に
よ
り
知
り
得
た
相
手
方
の
秘
密
情
報
を
、

相
互
間
の
承
認
を
得
ず
に
第
三
者
に
開
示
又
は
提
供
等
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
甲
及
び
乙
は
、
本
協
定
が
終
了
し
た
後
も
、
前
項
に
定
め
る
秘
密
保
持
の
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

 （
協
定
の
有
効
期
間
等
）
 

第
６
条
 
本
協
定
の
有
効
期
間
は
、
締
結
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
協
定
の
有
効

期
間
が
満
了
す
る
日
の
１
か
月
前
ま
で
に
、
甲
又
は
乙
が
書
面
に
よ
り
特
段
の
申
し
出
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
有

効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
１
年
間
本
協
定
は
更
新
さ
れ
、
そ
の
後
も
同
様
と
す
る
。
 

２
 
甲
又
は
乙
は
、
本
協
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
本
協
定
の
有
効
期
間
満
了
３
０
日
前
ま
で
に
解
除
の

申
入
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 （
疑
義
等
の
解
決
）
 

第
７
条
 
本
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
本
協
定
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
甲
と
乙
が
協
議

の
上
、
解
決
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
従
前
の
協
定
の
取
扱
い
）
 

第
８
条
 
甲
及
び
乙
が
締
結
し
た
、
「
災
害
時
に
お
け
る
海
老
名
市
と
海
老
名
市
内
郵
便
局
の
協
力
に
関
す
る
協
定

書
」
（
平
成
２
９
年
３
月
２
９
日
締
結
）
は
、
本
協
定
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
、
本
協
定
の
締
結
の
日
の
前
日
に

そ
の
効
力
を
失
う
。
 

  
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
本
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
４
通
を
作
成
し
、
甲
及
び
乙
の
代
表
（
綾
瀬
郵
便
局
長
、
海
老
名
郵
便
局

長
、
海
老
名
中
新
田
郵
便
局
長
）
の
署
名
捺
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
令
和
３
年
 
８
月
２
６
日
 

 
甲
 
 
 
 
海
老
名
市
勝
瀬
１
７
５
番
地
の
１
 

 海
老
名
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 

  
乙
 
 
 
 
綾
瀬
市
小
園
６
９
８
番
地
の
７
 

日
本
郵
便
株
式
会
社
 
 

綾
瀬
郵
便
局
長
 

  
海
老
名
市
中
央
２
丁
目
７
番
５
号
 

日
本
郵
便
株
式
会
社
 

海
老
名
郵
便
局
長
 

  
海
老
名
市
中
新
田
１
丁
目
１
６
番
２
３
号
 

日
本
郵
便
株
式
会
社
 

海
老
名
中
新
田
郵
便
局
長
 

  
別
表
 
略
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災
害
時
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
事
項
 

（
協
定
書
第
２
条
第
１
項
第
１
号
関
係
）
 

 （
目
的
）
 

第
１
条
 
本
連
携
事
項
は
、
海
老
名
市
内
で
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
が
相
互
に
協
力
し
、
必

要
な
対
応
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 （
用
語
の
定
義
）
 

第
２
条
 
本
連
携
事
項
に
お
い
て
「
災
害
」
と
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
３
６
年
法
律
第
２
２
３
号
）
第
２
条

第
１
号
に
規
定
す
る
災
害
を
い
う
。
 

 （
協
力
の
内
容
）
 

第
３
条
 
甲
及
び
乙
は
、
海
老
名
市
内
に
災
害
が
発
生
し
、
次
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、

相
互
に
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 
甲
又
は
乙
が
収
集
し
た
避
難
所
開
設
状
況
及
び
被
災
者
の
避
難
状
況
の
相
互
提
供
 

(
2)
 
乙
に
よ
る
避
難
所
に
お
け
る
臨
時
の
郵
便
差
出
箱
の
設
置
及
び
郵
便
物
の
取
集
・
交
付
等
並
び
に
こ
れ
ら
を

確
実
に
行
う
た
め
の
必
要
な
事
項

（
注
）
 

  
(3
) 
乙
に
よ
る
災
害
救
助
法
適
用
時
に
お
け
る
郵
便
業
務
に
係
る
災
害
特
別
事
務
取
扱
及
び
援
護
対
策
 

 
ア
 
被
災
者
に
対
す
る
郵
便
葉
書
等
の
無
償
交
付
 

イ
 
被
災
者
が
差
し
出
す
郵
便
物
の
料
金
免
除
 

ウ
 
被
災
地
宛
て
救
助
用
郵
便
物
等
の
料
金
免
除
 

工
 
被
災
地
宛
て
寄
付
金
を
内
容
と
す
る
郵
便
物
の
料
金
免
除
 

 (
4)
 乙

に
よ
る
株
式
会
社
 ゆ

う
ち
ょ
銀
行
の
非
常
払
い
及
び
株
式
会
社
か
ん
ぽ
生
命
保
険
の
非
常
取
 

扱
い
 

(5
) 
乙
が
郵
便
物
の
配
達
等
の
業
務
中
に
発
見
し
た
道
路
等
の
損
傷
状
況
の
甲
へ
の
情
報
提
供
 

(6
) 
避
難
・
物
資
輸
送
支
援
の
た
め
の
車
両
の
乙
か
ら
甲
へ
の
提
供
 

 
 
 
(郵

便
配
達
用
車
両
は
除
く
。
) 

  
(7
) 
甲
又
は
乙
が
実
施
す
る
応
急
業
務
に
係
る
施
設
の
相
互
提
供
 

(8
) 
乙
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
広
報
活
動
 

 (
9)
 前

各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
相
互
に
協
力
で
き
る
事
項
 

(注
) 
避
難
者
情
報
確
認
シ
ー
ト
 (
避
難
先
届
)又

は
転
居
届
の
配
布
・
回
収
を
含
む
。
 

 （
協
力
の
実
施
）
 

第
４
条
 
甲
及
び
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
緊
急
性
に
鑑
み
、
業
務
に
支
障
の
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
経
費
の
負
担
）
 

第
５
条
 
甲
又
は
乙
が
、
第
３
条
に
規
定
す
る
協
力
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
法
令
そ
の
他
別
段
の
定
め
が
あ

る
も
の
を
除
き
、
甲
乙
協
議
の
上
、
適
正
な
方
法
に
よ
り
額
を
算
出
し
、
協
力
を
要
請
し
た
甲
又
は
乙
が
こ
れ
を

負
担
す
る
。
 

 （
災
害
情
報
等
連
絡
体
制
の
整
備
）
 

第
６
条
 
甲
及
び
乙
は
、
安
否
情
報
等
の
共
有
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
そ
の
方
策
に
つ
い
て
協
議
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 （
防
災
訓
練
へ
の
参
加
）
 

第
７
条
 
乙
は
、
地
震
そ
の
他
の
災
害
に
備
え
、
甲
の
行
う
防
災
訓
練
等
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
情
報
の
交
換
）
 

第
８
条
 
甲
及
び
乙
は
、
相
互
の
防
災
計
画
の
状
況
及
び
協
力
要
請
事
項
に
関
し
、
必
要
に
応
じ
て
情
報
の
交
換
を

行
う
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  （
連
絡
責
任
者
及
び
連
絡
先
）
 

第
９
条
 
こ
の
連
携
事
項
に
関
す
る
連
絡
責
任
者
及
び
連
絡
先
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(1
) 
甲
 
連
絡
責
任
者
 
海
老
名
市
市
長
室
危
機
管
理
課
長
 

 
 
 
 
 
連
絡
先
 
 
 
海
老
名
市
市
長
室
危
機
管
理
課
 

電
話
(0
46
)-
23
5-
47
90
 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
 (
04
6)
-2
33
-9
11
8 

 
(2
) 
乙
 
連
絡
責
任
者
 
日
本
郵
便
株
式
会
社
綾
瀬
郵
便
局
総
務
部
長
 

連
絡
先
 
 
 
日
本
郵
便
株
式
会
社
綾
瀬
郵
便
局
総
務
部
 

電
話
(0
46
7)
-7
0-
98
80
 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
(0
46
7)
-7
7-
11
89
 

  
以
上
 

  
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
10
7 

災
害
時
に
お
け
る
生
活
物
資
の
供
給
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
カ
イ
ン
ズ
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
生
活
物
資
の
供
給
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
、
株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
は
、
災
害
時
に

お
け
る
生
活
物
資
の
供
給
協
力
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。
 

 
（
目
的
）
 

第
1条

 
こ
の
協
定
は
、
災
害
時
に
甲
と
乙
が
相
互
に
協
力
し
て
市
民
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
、
生
活
物
資
の
供

給
協
力
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
協
力
要
請
）
 

第
2条

 
災
害
時
に
お
い
て
甲
が
生
活
物
資
を
必
要
と
す
る
時
は
、
乙
に
対
し
生
活
物
資
の
供
給
に
つ
い
て
協
力
を

要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 （
調
達
物
資
の
範
囲
）
 

第
3条

 
甲
が
、
乙
に
供
給
を
要
請
す
る
生
活
物
資
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
要
請
時
点
で
、
乙
が
調

達
可
能
な
物
資
と
す
る
。
 

(1
)日

用
品
等
の
生
活
必
需
品
 

(2
)災

害
時
の
応
急
対
策
に
必
要
な
物
資
と
し
て
乙
が
供
給
で
き
る
も
の
 

 （
要
請
手
続
き
）
 

第
4条

 
甲
の
乙
に
対
す
る
要
請
は
、
別
に
定
め
る
「
物
資
発
注
書
」
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
但
し
、
緊
急

を
要
す
る
と
き
は
電
話
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
を
も
っ
て
要
請
し
、
事
後
「
物
資
発
注
書
」
を
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。
 

2．
甲
と
乙
は
連
絡
体
制
等
に
つ
い
て
、
常
に
点
検
、
改
善
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
協
力
実
施
）
 

第
5条

 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
甲
か
ら
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
生
活
物
資
の
供
給
及
び
運
搬
に
対
す
る
協

力
等
に
積
極
的
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

2．
 乙

は
、
前
条
の
要
請
に
よ
り
生
活
物
資
の
供
給
を
実
施
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
別
に
定
め
る
「
物
資
供
給

報
告
書
」
に
よ
り
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
生
活
物
資
の
運
搬
）
 

第
6条

 
生
活
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
甲
が
指
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
指
定
場
所
へ
の
運
搬
は
、
乙
ま
た
は
乙
の

指
定
す
る
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
乙
は
必
要
に
応
じ
甲
に
対
し
て
運
搬
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

2
．
 甲

は
、
乙
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
物
資
を
運
搬
す
る
車
両
を
優
先
車
両
と
し
て
通
行
で
き
る
よ
う
に
配

慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
費
用
負
担
）
 

第
7条

 
乙
が
提
供
し
た
生
活
物
資
の
代
金
及
び
運
搬
に
要
し
た
費
用
は
、
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2．
 
前
項
に
規
定
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
直
前
に
お
け
る
乙
の
小
売
価
格
等
を
基
準
と
し
、
甲
と
乙
が
協
議
の

上
速
や
か
に
決
定
す
る
。
 

 （
費
用
の
支
払
い
）
 

第
8条

 
生
活
物
資
の
代
金
及
び
運
搬
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
の
請
求
に
よ
り
甲
が
支
払
う
も
の
と
す
る
。
 

 
2．

甲
は
、
前
項
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
、
速
や
か
に
乙
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。
 

 （
情
報
交
換
）
 

第
9条

 
甲
と
乙
は
、
こ
の
協
定
の
成
立
に
か
か
る
連
絡
責
任
者
を
協
定
締
結
後
速
や
か
に
別
に
定
め
る
「
連
絡
責
任

者
届
」
に
よ
り
相
手
方
に
報
告
す
る
も
の
と
し
、
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
直
ち
に
相
手
方
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 （
協
議
）
 

第
10
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
、
又
は
疑
義
を
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
甲
と
乙
が
協
議

の
上
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
有
効
期
間
）
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 第
11
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
令
和
７
年
10
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
協
定
書
2通

を
作
成
し
、
甲
乙
は
そ
れ
ぞ
れ
記
名
押
印
の
上
、
各
1通

を
保

有
す
る
も
の
と
す
る
。
 

   
令
和
５
年
11
月
１
日
 

 
甲
 
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
 
埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
２
番
１
号
 
 

株
式
会
社
 
カ
イ
ン
ズ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
社
長
  
  
高
家
 
正
行
 
 
 
 

   
物
資
供
給
報
告
書
 
略
 

 
連
絡
責
任
者
届
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
10
8 

災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
（
新
発
田
市
・
海
老
名
市
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
 

  
新
潟
県
新
発
田
市
と
神
奈
川
県
海
老
名
市
（
以
下
「
協
定
市
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年

法
律
第
22
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
２
項
第
12
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援

に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
6
7条

第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
相
互
応
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
種
類
）
 

第
２
条
 
応
援
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
食
料
、
飲
料
水
及
び
生
活
必
需
品
等
の
提
供
並
び
に
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供
 

 
(２

) 
救
援
及
び
救
助
活
動
に
必
要
な
車
両
等
の
提
供
 

 
(３

) 
被
災
者
の
救
出
、
医
療
、
防
疫
及
び
施
設
の
応
急
復
旧
活
動
等
に
必
要
な
物
資
及
び
資
機
材
の
提
供
 

 
(４

) 
救
援
、
医
療
、
防
疫
及
び
応
急
復
旧
活
動
に
必
要
な
職
員
の
派
遣
 

 
(５

) 
被
災
者
を
一
時
収
容
す
る
た
め
の
施
設
の
提
供
又
は
あ
っ
旋
 

 
(６

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
要
請
が
あ
っ
た
事
項
 

 
（
応
援
要
請
の
手
続
）
 

第
３
条
 
応
援
を
要
請
す
る
市
（
以
下
「
被
災
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、
第
８
条
第
１

項
に
定
め
る
連
絡
担
当
部
局
に
対
し
て
、
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
り
要
請
し
、
後
日
、
速
や
か
に
文
書
を
送
付

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
被
害
の
状
況
 

 
(２

) 
前
条
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
物
資
、
車
両
、
資
機
材

の
種
類
、
品
名
、
数
量
等
 

 
(３

) 
前
条
第
４
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
職
員
の
職
種
及
び
人
数
並
び
に
業
務
内
容
 

 
(４

) 
前
条
第
５
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
世
帯
数
及
び
人
数
 

 
(５

) 
応
援
場
所
及
び
応
援
場
所
へ
の
経
路
 

 
(６

) 
応
援
期
間
 

 
(７

) 
そ
の
他
必
要
な
事
項
 

 
（
応
援
の
実
施
）
 

第
４
条
 
応
援
を
要
請
さ
れ
た
市
（
以
下
「
応
援
市
」
と
い
う
。
）
は
、
法
令
そ
の
他
特
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
、
こ
れ
に
応
じ
応
援
活
動
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
指
揮
）
 

第
５
条
 
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
は
、
被
災
市
の
長
等
の
指
揮
の
下
に
活
動
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
経
費
の
負
担
）
 

第
６
条
 
応
援
に
要
し
た
経
費
は
原
則
と
し
て
被
災
市
の
負
担
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
損
害
賠
償
等
）
 

第
７
条
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
そ
の
活
動
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又

は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
職
員
又
は
そ
の
遺
族
若
し
く
は
被
扶
養
者
に
対
す
る
補
償
は
、
応
援
市

が
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
業
務
上
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
が
被
災
市
へ

の
往
復
途
中
に
生
じ
た
も
の
を
除
き
、
被
災
市
が
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
相
互
応
援
体
制
の
整
備
）
 

第
８
条
 
協
定
市
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
応
援
に
関
す
る
連
絡
担
当
窓
口
を
定
め
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
情
報
交
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
協
定
市
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
応
援
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
体
制
の
整
備
及
び
平
時
か
ら
の
交
流

促
進
に
努
め
る
。
 

 
（
他
の
協
定
と
の
関
係
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
が
既
に
締
結
し
て
い
る
協
定
及
び
個
別
に
締
結
す
る
災
害
時
の
相
互
応
援
に
関
す

る
協
定
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 
（
効
力
の
発
生
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
を
締
結
し
た
日
か
ら
効
力
を
発
生
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
そ
の
他
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
協
定
市
が
協
議
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
を
証
す
る
た
め
、
本
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
双
方
署
名
押
印
の
上
、
各
１
通
を
保
有
す
る
。
 

  
 
令
和
３
年
11
月
８
日
 

  
新
潟
県
新
発
田
市
中
央
町
３
丁
目
３
番
３
号
 
 
 
 
 
 

新
潟
県
新
発
田
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
新
発
田
市
長
 
二
階
堂
 
 
 
馨
 
 
 
 
 
 
 
 

 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
  

神
奈
川
県
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
10
9 

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式

会
社
 
イ
オ
ン
 
海
老
名
店
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
 
イ
オ
ン
海
老
名
店
（
以
下
「
乙
」
と
い

う
。
）
は
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に
よ
り
一
時
的

に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場

（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
乙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に

別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。
 

 
 
施
設
名
 
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
 
イ
オ
ン
海
老
名
店
 

所
在
地
 
海
老
名
市
中
央
二
丁
目
４
番
１
号
 

２
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
管
理
駐

車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管
理
駐
車
場
を
提
供

す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾
濫

の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
４
「
避
難
指

示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
す

る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の
事
故
等
に
対

す
る
責
任
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に
お
い
て

原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
イ
オ
ン
海
老
名
店
店
長
と
す
る
。
 

 
（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
乙
が
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

条
例
第
43
号
）
第
２
条
第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、

暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

と
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
に
よ
り
乙

に
損
害
が
生
じ
て
も
、
甲
は
そ
の
損
害
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
２
月
28
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
３
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
海
老
名
市
中
央
二
丁
目
４
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
 
イ
オ
ン
 
海
老
名
店
 
 
 

店
長
 
中
 
原
 
宏
 
平
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第
１
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
11
0 

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
フ
ラ
ワ
ー

ラ
ン
ド
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
フ
ラ
ワ
ー
ラ
ン
ド
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
水
害
時

緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に
よ
り
一
時
的

に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場

（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
乙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に

別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。
 

 
 
施
設
名
 
株
式
会
社
フ
ラ
ワ
ー
ラ
ン
ド
海
老
名
店
 

所
在
地
 
海
老
名
市
柏
ケ
谷
41
9番

地
の
１
 

２
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
管
理
駐

車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管
理
駐
車
場
を
提
供

す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾
濫

の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
４
「
避
難
指

示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
す

る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の
事
故
等
に
対

す
る
責
任
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に
お
い
て

原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
株
式
フ
ラ
ワ
ー
ラ
ン
ド
海
老
名
店
店
長
と
す
る
。
 

 
（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
乙
が
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

条
例
第
43
号
）
第
２
条
第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、

暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

と
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
に
よ
り
乙

に
損
害
が
生
じ
て
も
、
甲
は
そ
の
損
害
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
２
月
28
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
３
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
伊
勢
原
市
西
富
岡
77
4番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
フ
ラ
ワ
ー
ラ
ン
ド
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
 
中
 
村
 
眞
 
英
 
 
 
 
 
 
 
 

第
１
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
11
1 

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
ガ
イ
ア
ネ
ク
ス
ト
 
海

老
名
駅
前
店
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
ガ
イ
ア
ネ
ク
ス
ト
海
老
名
駅
前
店
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
水

害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に
よ
り
一
時
的

に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場

（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
乙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に

別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。
 

 
 
施
設
名
 
ガ
イ
ア
ネ
ク
ス
ト
海
老
名
駅
前
店
 

所
在
地
 
海
老
名
市
中
央
一
丁
目
３
番
１
号
 

２
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
管
理
駐

車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管
理
駐
車
場
を
提
供

す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾
濫

の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
４
「
避
難
指

示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
す

る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の
事
故
等
に
対

す
る
責
任
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に
お
い
て

原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
ガ
イ
ア
ネ
ク
ス
ト
海
老
名
駅
前
店
店
長
と
す
る
。
 

（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
乙
が
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

条
例
第
43
号
）
第
２
条
第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、

暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

と
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
に
よ
り
乙

に
損
害
が
生
じ
て
も
、
甲
は
そ
の
損
害
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
６
年
２
月
28
29
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
３
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
海
老
名
市
中
央
一
丁
目
３
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 

ガ
イ
ア
ネ
ク
ス
ト
海
老
名
駅
前
店
 
 
 
 
 
 

店
長
 
丸
 
田
 
和
 
道
 
 
 
 
 
 
 
  

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
横
山
町
７
番
18
号
 
 
 
 

株
式
会
社
ガ
イ
ア
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
 
大
 
山
 
 
 
努
 
 
 
 
 

 
第
１
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
11
2 

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
三
和
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
三
和
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
水
害
時
緊
急
避
難
場

所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に
よ
り
一
時
的

に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場

（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
乙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に

別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。
 

 
 
施
設
名
 
フ
ー
ド
ワ
ン
海
老
名
店
 

所
在
地
 
海
老
名
市
本
郷
15
68
番
地
の
１
 

２
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
管
理
駐

車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管
理
駐
車
場
を
提
供

す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾
濫

の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
４
「
避
難
指

示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

 
（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
す

る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の
事
故
等
に
対

す
る
責
任
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に
お
い
て

原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
フ
ー
ド
ワ
ン
海
老
名
店
店
長
と
す
る
。
 

 
（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
乙
が
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

条
例
第
43
号
）
第
２
条
第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、

暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

と
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
に
よ
り
乙

に
損
害
が
生
じ
て
も
、
甲
は
そ
の
損
害
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
２
月
28
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
３
月
１
日
 

 
甲
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
東
京
都
町
田
市
金
森
４
丁
目
１
番
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
三
和
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
社
長
 
小
 
山
 
 
 
真
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
11
3 

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
島
忠
 
海
老
名
店
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
島
忠
海
老
名
店
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
水
害
時
緊
急
避
難
場

所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に
よ
り
一
時
的

に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場

（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
乙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に

別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。
 

 
 
施
設
名
 
島
忠
海
老
名
店
 

所
在
地
 
海
老
名
市
大
谷
北
一
丁
目
１
番
１
号
 

２
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
管
理
駐

車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管
理
駐
車
場
を
提
供

す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾
濫

の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
４
「
避
難
指

示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

 
（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
す

る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の
事
故
等
に
対

す
る
責
任
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に
お
い
て

原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
島
忠
海
老
名
店
店
長
と
す
る
。
 

 
（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
乙
が
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

条
例
第
43
号
）
第
２
条
第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、

暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

と
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
に
よ
り
乙

に
損
害
が
生
じ
て
も
、
甲
は
そ
の
損
害
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
２
月
28
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

   
 
令
和
６
年
３
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
海
老
名
市
大
谷
北
一
丁
目
１
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

島
忠
海
老
名
店
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

店
長
 
尾
 
池
 
周
 
志
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第
１
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
11
4 

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
三
井
不
動
産
株
式
会

社
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
三
井
不
動
産
株
式
会
社
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
水
害
時
緊
急

避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に
よ
り
一
時
的

に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場

（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
乙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に

別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。
 

 
 
施
設
名
 
ら
ら
ぽ
ー
と
海
老
名
 

所
在
地
 
海
老
名
市
扇
町
13
番
地
の
１
 

２
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
管
理
駐

車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管
理
駐
車
場
を
提
供

す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾
濫

の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
４
「
避
難
指

示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

 
（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
す

る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の
事
故
等
に
対

す
る
責
任
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に
お
い
て

原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
三
井
不
動
産
商
業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
ら
ら
ぽ
ー
と
海
老
名
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
所
長
と
す
る
。
 

 
（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
乙
が
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

条
例
第
43
号
）
第
２
条
第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、

暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

と
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
に
よ
り
乙

に
損
害
が
生
じ
て
も
、
甲
は
そ
の
損
害
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
２
月
28
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

   
 
令
和
６
年
３
月
26
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
三
丁
目
２
番
１
号
 
 
 
 
 
 

日
本
橋
室
町
三
井
タ
ワ
ー
10
階
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
井
不
動
産
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商
業
施
設
本
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商
業
施
設
運
営
一
部
長
 
渡
 
辺
 
 
 
誠
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
11
5 

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
ニ
ラ
ク
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
ニ
ラ
ク
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
水
害
時
緊
急
避
難

場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に
よ
り
一
時
的

に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場

（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
乙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に

別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。
 

 
 
施
設
名
 
株
式
会
社
ニ
ラ
ク
海
老
名
本
郷
店
 

所
在
地
 
海
老
名
市
本
郷
24
10
番
地
の
１
 

２
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
管
理
駐

車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管
理
駐
車
場
を
提
供

す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾
濫

の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
４
「
避
難
指

示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
す

る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の
事
故
等
に
対

す
る
責
任
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に
お
い
て

原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
株
式
会
社
ニ
ラ
ク
海
老
名
本
郷
店
店
長
と
す
る
。
 

 
（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
乙
が
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

条
例
第
43
号
）
第
２
条
第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、

暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

と
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
に
よ
り
乙

に
損
害
が
生
じ
て
も
、
甲
は
そ
の
損
害
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
２
月
28
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

   
 
令
和
６
年
３
月
１
日
 

 
甲
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
福
島
県
郡
山
市
方
八
町
二
丁
目
１
番
24
号
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
ニ
ラ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
 
谷
 
口
 
久
 
徳
 
 
 
 
 
 
 
 

   
第
１
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
11
6 

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
小
田
急
Ｓ

Ｃ
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
小
田
急
Ｓ
Ｃ
デ
ィ
ベ

ロ
ッ

プ
メ
ン

ト
（

以
下

「
乙

」
と

い
う
。
）
は
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に
よ
り
一
時
的

に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場

（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
乙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に

別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。
 

 
（
１
）
施
設
名
 
ビ
ナ
ウ
ォ
ー
ク
 

所
在
地
 
海
老
名
市
中
央
一
丁
目
４
番
１
号
 

（
２
）
施
設
名
 
ビ
ナ
フ
ロ
ン
ト
 

 
 
 
所
在
地
 
海
老
名
市
中
央
一
丁
目
２
番
２
号
 

２
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
管
理
駐

車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管
理
駐
車
場
を
提
供

す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾
濫

の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
４
「
避
難
指

示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
と
し
、
乙
は
一
切
の
責
任
を
負
わ
な
い
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
す

る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
甲
の
協
力
が
必
要
な
場
合
、
甲
は
誠
意
を
も
っ
て
そ
の

協
力
に
あ
た
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の
事
故
等
に
対
す
る
責
任
つ
い

て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
費
用
負
担
と
責

任
に
お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
地
位
譲
渡
の
禁
止
）
 

第
７
条
 
甲
は
、
本
協
定
に
基
づ
く
地
位
を
移
転
し
、
ま
た
は
本
協
定
に
基
づ
く
権
利
義
務
の
全
部
も
し
く
は
一
部

に
つ
い
て
、
第
三
者
に
譲
渡
も
し
く
は
継
承
さ
せ
、
ま
た
は
担
保
権
を
設
定
す
る
等
一
切
の
処
分
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
 

（
損
害
賠
償
）
 

条
８
条
 
甲
は
本
協
定
に
伴
い
乙
ま
た
は
第
三
者
に
対
し
て
損
害
を
与
え
た
場
合
、
甲
は
、
乙
お
よ
び
損
害
を
被
っ

た
第
三
者
に
対
し
一
切
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
損
害
の
発
生
原
因
お
よ
び
取
引
上
の

社
会
通
念
に
照
ら
し
て
甲
の
責
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
り
で
は

な
い
。
 

２
 
甲
が
、
乙
の
信
用
を
害
し
て
乙
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
甲
は
、
乙
の
信
用
を
回
復
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置

を
講
じ
、
か
つ
一
切
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
９
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
株
式
会
社
小
田
急
Ｓ
Ｃ
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
海
老
名
営
業
室
支
配
人

と
す
る
。
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
１
０
条
 
甲
は
、
乙
が
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
22
年
条
例
第
4
3号

）
第
２
条
第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、

暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

と
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
に
よ
り
乙

に
損
害
が
生
じ
て
も
、
甲
は
そ
の
損
害
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
２
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
２
月
28
日
ま
で
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

   
 
令
和
６
年
３
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
７
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
小
田
急
Ｓ
Ｃ
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
 
細
 
谷
 
和
一
郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
第
１
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
11
7 

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
ア
ン
ダ
ー
ツ
リ
ー
株
式

会
社
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
ア
ン
ダ
ー
ツ
リ
ー
株
式
会
社
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
水
害
時

緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に
よ
り
一
時
的

に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場

（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
乙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
要
請
時
に

甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
。
 

 
 
施
設
名
 
ア
ン
ダ
ー
ツ
リ
ー
株
式
会
社
キ
コ
ー
ナ
海
老
名
店
 

所
在
地
 
海
老
名
市
河
原
口
四
丁
目
５
番
６
号
 

２
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
管
理
駐

車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管
理
駐
車
場
を
提
供

す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾
濫

の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
４
「
避
難
指

示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
す

る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の
事
故
等
に
対

す
る
責
任
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に
お
い
て

原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
ア
ン
ダ
ー
ツ
リ
ー
株
式
会
社
キ
コ
ー
ナ
海
老
名
店
店
長
と
す
る
。
 

 
（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
乙
が
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

条
例
第
43
号
）
第
２
条
第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、

暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

と
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
に
よ
り
乙

に
損
害
が
生
じ
て
も
、
甲
は
そ
の
損
害
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
２
月
28
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
３
月
１
日
 

 
甲
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
大
阪
府
大
阪
市
西
区
西
本
町
一
丁
目
２
番
８
号
 
 
 
 
 
 
 

ア
ン
ダ
ー
ツ
リ
ー
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
 
松
浦
 
信
一
郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
１
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
11
8 

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
ダ
イ
エ

ー
・
三
井
不
動
産
リ
ア
ル
テ
ィ
株
式
会
社
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
ダ
イ
エ
ー
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
三
井
不
動
産
リ
ア

ル
テ
ィ
株
式
会
社
（
以
下
「
丙
」
と
い
う
。
）
は
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す

る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

 （
趣
旨
）
 

第
１
条
 
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）

が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に

よ
り
一
時
的
に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
及
び

丙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場
（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
乙
及
び
丙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ

い
て
は
、
本
協
定
に
別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。
 

 
 
 
 
 
施
設
名
 
シ
ョ
ッ
パ
ー
ズ
プ
ラ
ザ
海
老
名
店
立
体
駐
車
場
 

所
在
地
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
中
央
３
丁
目
１
４
９
５
番
１
他
 

２
 
 
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）

を
提
出
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ

の
後
、
速
や
か
に
当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
協
力
）
 

第
３
条
 
 
乙
及
び
丙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、

管
理
駐
車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管

理
駐
車
場
を
提
供
す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾

濫
の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル

４
「
避
難
指
示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
 
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の

責
任
に
お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
も
の
と
す
る
。
 

（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と

す
る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の

事
故
等
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
、
甲
乙
丙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
 
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室

危
機
管
理
課
長
と
し
、
乙
丙
の
連
絡
責
任
者
は
ダ
イ
エ
ー
海
老
名
店
店
長
と
す
る
。
 

（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
８
条
 
 
甲
乙
丙
は
、
こ
の
協
定
の
締
結
日
以
降
こ
の
協
定
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
相
手
方
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
明
し
保
証
す
る
。
 

（
１
）
自
ら
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
関
係
企
業
、
総
会
屋
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
又
は
そ
の
構
成
員

（
以
下
総
称
し
て
「
反
社
会
的
勢
力
」
と
い
う
。
）
で
は
な
い
こ
と
 

（
２
）
自
ら
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
）

が
反
社
会
的
勢
力
で
は
な
い
こ
と
 

（
３
）
反
社
会
的
勢
力
に
自
己
の
名
義
を
利
用
さ
せ
、
こ
の
協
定
を
締
結
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
 

（
４
）
自
ら
又
は
第
三
者
を
利
用
し
て
、
相
手
方
に
対
す
る
脅
迫
的
な
言
動
若
し
く
は
暴
力
を
用
い
る
行
為

を
行
わ
な
い
こ
と
 

（
５
）
自
ら
又
は
第
三
者
を
利
用
し
て
、
偽
計
若
し
く
は
威
力
を
用
い
て
相
手
方
の
業
務
を
妨
害
し
、
又
は

信
用
を
毀
損
す
る
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
 

２
 
 
 
甲
、
乙
又
は
丙
は
、
相
手
方
に
前
項
の
表
明
保
証
に
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
場
合
、
何
ら
の
催
告
な

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 

し
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
 
 
本
条
の
定
め
に
基
づ
き
こ
の
協
定
を
解
除
し
た
当
事
者
は
、
相
手
方
に
対
し
、
名
目
の
如
何
を
問
わ
ず
、

損
害
賠
償
又
は
損
失
補
償
す
る
責
任
を
一
切
負
わ
な
い
。
 

（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
丙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
は
、
締
結
の
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
3
1日

ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
効
期
間

満
了
の
属
す
る
月
の
前
月
末
日
ま
で
に
甲
乙
と
も
書
面
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
の
な
い
場
合
は
、
こ
の
協
定
は
、

同
条
件
に
て
１
年
間
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
降
も
同
様
と
す
る
。
 

 （
特
約
事
項
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
の
成
立
を
も
っ
て
、
令
和
４
年
５
月
12
日
に
甲
、
乙
お
よ
び
丙
に
て
締
結
し
た
「
水
害
時
緊

急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
」
は
失
効
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
３
通
を
作
成
し
、
甲
乙
丙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す

る
も
の
と
す
る
。
 

   
 
 
令
和
６
年
３
月
31
日
 

 
甲
 
 
 
 
 
住
 
 
所
 
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
１
７
５
番
地
の
１
 
 
 
 

氏
 
 
名
 
 
海
老
名
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
   

乙
 
 
 
 
 
住
 
 
所
 
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
中
央
３
丁
目
２
番
５
号
 
 
 
 

ダ
イ
エ
ー
海
老
名
店
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
 
名
 
 
店
 
長
 
井
出
川
 
 
 
薫
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

丙
 
 
 
 
 
住
 
 
所
 
 
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
２
番
５
号
 
 
 
 

三
井
不
動
産
リ
ア
ル
テ
ィ
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 岡

 
村
 
光
 
浩
  

 
  
第
１
号
様
式
 
略
 

 
 

取
締

役
常

務
執

行
役

員
 

シ
ェ

ア
リ

ン
グ

事
業

本
部

長
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災
害
時
等
に
お
け
る
要
援
護
者
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
介
護
タ
ク
シ
ー
ク
ロ
ー
バ
ー
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
要
配
慮
者
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
介
護
タ
ク
シ
ー
ク
ロ
ー
バ
ー
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時

等
に
お
け
る
要
配
慮
者
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
が
協
力
し
て
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
要
配
慮
者
等

を
迅
速
か
つ
適
切
に
移
送
す
る
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
甲
に
対
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 
(１

) 
甲
が
所
有
す
る
事
業
用
車
両
に
よ
る
要
配
慮
者
等
の
移
送
業
務
 

 
(２

) 
そ
の
他
要
配
慮
者
等
の
移
送
に
必
要
な
業
務
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
甲
に
要
請
す
る
と
き
は
、
移
送
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
し
、
後
日
、
速
や
か
に
第

１
号
様
式
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限

り
、
ほ
か
の
業
務
よ
り
優
先
し
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
前
条
の
要
請
に
基
づ
き
乙
に
協
力
し
、
業
務
等
を
実
施
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
移
送
協
力
報
告
書

（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
介
護
タ
ク

シ
ー
ク
ロ
ー
バ
ー
代
表
者
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
福
祉
政
策
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
要
配
慮
者
等
の
移
送
業
務
等
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
の
価
格
は
、
災
害
発
生
直
前
に
お
け
る
適
正
な
価
格
を
基
準
と
し
て
甲
が
算
出
し
、
甲
乙

協
議
の
上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
第
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ

り
当
該
従
事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
等
を
し
た
場
合
及
び
交
通
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
は
、
甲
が
自
動
車
賠

償
責
任
保
険
及
び
福
祉
事
業
者
賠
償
責
任
保
険
の
範
囲
内
で
賠
償
責
任
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
４
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
国
分
南
三
丁
目
21
番
13
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介
護
タ
ク
シ
ー
ク
ロ
ー
バ
ー
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
者
 
神
 
野
 
和
 
寛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
第
１
号
様
式
 
略

 
 
第
２
号
様
式
 
略
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災
害
時
等
に
お
け
る
要
援
護
者
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
介
護
タ
ク
シ
ー
か
が
や
き
）
 

 
 
 
災
害
時
等
に
お
け
る
要
配
慮
者
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
介
護
タ
ク
シ
ー
か
が
や
き
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等

に
お
け
る
要
配
慮
者
等
の
移
送
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
が
協
力
し
て
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
要
配
慮
者
等

を
迅
速
か
つ
適
切
に
移
送
す
る
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
甲
に
対
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 
(１

) 
甲
が
所
有
す
る
事
業
用
車
両
に
よ
る
要
配
慮
者
等
の
移
送
業
務
 

 
(２

) 
そ
の
他
要
配
慮
者
等
の
移
送
に
必
要
な
業
務
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
甲
に
要
請
す
る
と
き
は
、
移
送
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
し
、
後
日
、
速
や
か
に
第

１
号
様
式
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
業
務
上
の
支
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
な
い
限

り
、
ほ
か
の
業
務
よ
り
優
先
し
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
前
条
の
要
請
に
基
づ
き
乙
に
協
力
し
、
業
務
等
を
実
施
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
移
送
協
力
報
告
書

（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
４
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
介
護
タ
ク

シ
ー
か
が
や
き
代
表
者
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
保
健
福
祉
部
福
祉
政
策
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
の
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
甲
が
実
施
し
た
要
配
慮
者
等
の
移
送
業
務
等
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
の
価
格
は
、
災
害
発
生
直
前
に
お
け
る
適
正
な
価
格
を
基
準
と
し
て
甲
が
算
出
し
、
甲
乙

協
議
の
上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
第
２
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ

り
当
該
従
事
者
が
死
亡
し
、
又
は
負
傷
等
を
し
た
場
合
及
び
交
通
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
は
、
甲
が
自
動
車
賠

償
責
任
保
険
及
び
福
祉
事
業
者
賠
償
責
任
保
険
の
範
囲
内
で
賠
償
責
任
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
７
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
８
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
４
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
中
野
二
丁
目
４
番
31
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介
護
タ
ク
シ
ー
か
が
や
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
者
 
堀

込
 

幸
一

郎
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
第
１
号
様
式
 
略

 
 
第
２
号
様
式
 
略
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水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
ア
ビ
バ
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
ア
ビ
バ
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
水
害
時
緊
急
避
難

場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に
よ
り
一
時
的

に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場

（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
乙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に

別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。
 

 
 
施
設
名
 
株
式
会
社
ア
ビ
バ
海
老
名
店
 

所
在
地
 
海
老
名
市
中
央
二
丁
目
９
番
55
号
 

２
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
管
理
駐

車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管
理
駐
車
場
を
提
供

す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾
濫

の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
４
「
避
難
指

示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
す

る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の
事
故
等
に
対

す
る
責
任
に
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に
お
い
て

原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
株
式
ア
ビ
バ
海
老
名
店
店
長
と
す
る
。
 

 
（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
乙
が
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

条
例
第
43
号
）
第
２
条
第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、

暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

と
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
に
よ
り
乙

に
損
害
が
生
じ
て
も
、
甲
は
そ
の
損
害
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

  
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

   
 
令
和
６
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
横
浜
市
中
区
羽
衣
町
二
丁
目
５
番
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
 
ア
ビ
バ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
 
光
 
山
 
富
 
夫
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  第
１
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
12
2 

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
相
鉄
ア
ー

バ
ン
ク
リ
エ
イ
ツ
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
相
鉄
ア
ー
バ
ン
ク
リ
エ
イ
ツ
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に
よ
り
一
時
的

に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場

（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
乙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に

別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。
 

 
 
施
設
名
 
か
し
わ
台
ス
ク
エ
ア
駐
車
場
 

所
在
地
 
海
老
名
市
柏
ケ
谷
57
1番

地
 

２
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
管
理
駐

車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管
理
駐
車
場
を
提
供

す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾
濫

の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
４
「
避
難
指

示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
す

る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の
事
故
等
に
対

す
る
責
任
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に
お
い
て

原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
す
る
。
 

 
（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
乙
が
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

条
例
第
43
号
）
第
２
条
第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、

暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

と
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
に
よ
り
乙

に
損
害
が
生
じ
て
も
、
甲
は
そ
の
損
害
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

   
 
令
和
６
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 
横
浜
市
西
区
南
幸
二
丁
目
１
番
22
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
 
相
鉄
ア
ー
バ
ン
ク
リ
エ
イ
ツ
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
社
長
 
左
 
藤
 
 
 
誠
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
12
3 

水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
（
株
式
会
社
 
エ
イ
ヴ

イ
）
 

 
 
 
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
エ
イ
ヴ
イ
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
水
害
時
緊
急
避

難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
の
一
時
使
用
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
が
予
定
さ
れ
、
相
模
川
の
氾
濫
（
以
下
「
水
害
」
と
い
う
。
）
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
水
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
市
民
が
自
家
用
車
等
に
よ
り
一
時
的

に
避
難
で
き
る
場
所
（
以
下
「
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
乙
の
管
理
す
る
施
設
の
駐
車
場

（
以
下
「
管
理
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
２
条
 
甲
は
、
水
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
乙
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
使
用
で
き
る
範
囲
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
本
協
定
に

別
紙
と
し
て
添
付
す
る
。
 

 
 
施
設
名
 
エ
イ
ビ
イ
海
老
名
店
 

所
在
地
 
海
老
名
市
泉
二
丁
目
５
番
１
号
 

２
 
甲
は
、
管
理
駐
車
場
の
一
時
使
用
の
要
請
を
行
う
と
き
は
、
駐
車
場
一
時
使
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
は
、
口
頭
、
電
話
等
で
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
速
や
か
に

当
該
要
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
甲
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
水
害
時
緊
急
避
難
場
所
と
し
て
、
管
理
駐

車
場
の
提
供
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
の
要
請
に
よ
り
、
管
理
駐
車
場
を
提
供

す
る
際
は
、
無
償
と
す
る
。
 

（
使
用
期
間
）
 

第
４
条
 
甲
が
管
理
駐
車
場
を
使
用
す
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
城
山
ダ
ム
の
緊
急
放
流
に
伴
い
相
模
川
の
氾
濫

の
お
そ
れ
が
高
ま
り
、
甲
が
警
戒
レ
ベ
ル
３
「
高
齢
者
等
避
難
」
を
発
令
し
た
時
か
ら
警
戒
レ
ベ
ル
４
「
避
難
指

示
」
を
解
除
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
期
間
後
、
放
置
さ
れ
た
避
難
者
の
自
家
用
車
等
の
退
去
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に

お
い
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

（
市
民
へ
の
周
知
）
 

第
５
条
 
甲
は
前
条
ま
で
の
内
容
を
相
模
川
浸
水
想
定
区
域
内
の
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

 
（
駐
車
場
及
び
備
品
の
事
故
等
に
係
る
責
任
）
 

第
６
条
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
事
故
等
に
対
す
る
責
任
は
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
す

る
場
合
は
避
難
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
避
難
者
の
行
為
を
起
因
と
し
な
い
場
合
の
事
故
等
に
対

す
る
責
任
に
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
管
理
駐
車
場
を
一
時
使
用
し
た
際
に
発
生
し
た
駐
車
場
の
破
損
・
汚
損
等
に
つ
い
て
は
、
甲
の
責
任
に
お
い
て

原
状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
市
長
室
危

機
管
理
課
長
と
し
、
乙
の
連
絡
責
任
者
は
エ
イ
ヴ
イ
海
老
名
店
店
長
と
す
る
。
 

 
（
暴
力
団
排
除
に
係
る
協
定
の
解
除
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
乙
が
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
2
2年

条
例
第
43
号
）
第
２
条
第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、

暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

と
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
協
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
に
よ
り
乙

に
損
害
が
生
じ
て
も
、
甲
は
そ
の
損
害
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

   
 
令
和
６
年
８
月
１
日
 

 
甲
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
横
須
賀
市
平
成
町
１
丁
目
５
番
地
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
 
エ
イ
ヴ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
 
 
八
 
塩
 
直
 
之
 
 
 
 
 
 
 
 

  
第
１
号
様
式
 
略
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
12
4 

災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
（
甲
斐
市
・
海
老
名
市
）
 

 
 
 
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
 

  
山
梨
県
甲
斐
市
と
神
奈
川
県
海
老
名
市
（
以
下
「
協
定
市
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
3
6年

法
律
第
22
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
２
項
第
12
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に

関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
6
7条

第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
相
互
応
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
種
類
）
 

第
２
条
 
応
援
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
食
料
、
飲
料
水
及
び
生
活
必
需
品
等
の
提
供
並
び
に
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供
 

 
(２

) 
救
援
及
び
救
助
活
動
に
必
要
な
車
両
等
の
提
供
 

 
(３

) 
被
災
者
の
救
出
、
医
療
、
防
疫
及
び
施
設
の
応
急
復
旧
活
動
等
に
必
要
な
物
資
及
び
資
機
材
の
提
供
 

 
(４

) 
救
援
、
医
療
、
防
疫
及
び
応
急
復
旧
活
動
に
必
要
な
職
員
の
派
遣
 

 
(５

) 
被
災
者
（
要
配
慮
者
を
含
む
）
を
一
時
収
容
す
る
た
め
の
施
設
の
提
供
又
は
あ
っ
旋
 

 
(６

) 
被
災
児
童
、
生
徒
等
を
一
時
受
入
れ
る
た
め
の
施
設
の
提
供
及
び
あ
っ
旋
 

 
(７

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
要
請
が
あ
っ
た
事
項
 

 
（
応
援
要
請
の
手
続
）
 

第
３
条
 
応
援
を
要
請
す
る
市
（
以
下
「
被
災
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、
第
８
条
第
１

項
に
定
め
る
連
絡
担
当
部
局
に
対
し
て
、
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
り
要
請
し
、
後
日
、
速
や
か
に
文
書
を
送
付

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
被
害
の
状
況
 

 
(２

) 
前
条
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
物
資
、
車
両
、
資
機
材

の
種
類
、
品
名
、
数
量
等
 

 
(３

) 
前
条
第
４
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
職
員
の
職
種
及
び
人
数
並
び
に
業
務
内
容
 

 
(４

) 
前
条
第
５
号
及
び
第
６
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
世
帯
数
、
被
災
児
童
、
生
徒
、

入
所
者
等
の
状
況
及
び
人
数
 

 
(５

) 
応
援
場
所
及
び
応
援
場
所
へ
の
経
路
 

 
(６

) 
応
援
期
間
 

 
(７

) 
そ
の
他
必
要
な
事
項
 

 
（
応
援
の
実
施
）
 

第
４
条
 
応
援
を
要
請
さ
れ
た
市
（
以
下
「
応
援
市
」
と
い
う
。
）
は
、
法
令
そ
の
他
特
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
、
こ
れ
に
応
じ
応
援
活
動
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
指
揮
）
 

第
５
条
 
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
は
、
被
災
市
の
長
等
の
指
揮
の
下
に
活
動
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
経
費
の
負
担
）
 

第
６
条
 
応
援
に
要
し
た
経
費
は
原
則
と
し
て
被
災
市
の
負
担
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
損
害
賠
償
等
）
 

第
７
条
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
そ
の
活
動
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又

は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
職
員
又
は
そ
の
遺
族
若
し
く
は
被
扶
養
者
に
対
す
る
補
償
は
、
応
援
市

が
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
業
務
上
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
が
被
災
市
へ

の
往
復
途
中
に
生
じ
た
も
の
を
除
き
、
被
災
市
が
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
相
互
応
援
体
制
の
整
備
）
 

第
８
条
 
協
定
市
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
応
援
に
関
す
る
連
絡
担
当
窓
口
を
定
め
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
情
報
交
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
協
定
市
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
応
援
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
体
制
の
整
備
及
び
平
時
か
ら
の
交
流

促
進
に
努
め
る
。
 

 
（
他
の
協
定
と
の
関
係
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
が
既
に
締
結
し
て
い
る
協
定
及
び
個
別
に
締
結
す
る
災
害
時
の
相
互
応
援
に
関
す

る
協
定
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 
（
効
力
の
発
生
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
を
締
結
し
た
日
か
ら
効
力
を
発
生
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
（
そ
の
他
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
協
定
市
が
協
議
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
こ
の
協
定
を
証
す
る
た
め
、
本
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
双
方
署
名
押
印
の
上
、
各
１
通
を
保
有
す
る
。
 

  
 
令
和
４
年
11
月
19
日
 

  
山
梨
県
甲
斐
市
篠
原
26
10
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
梨
県
甲
斐
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甲
斐
市
長
 
 
保
 
坂
 
 
 
武
 
 
 
 
 
 
 
 

 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
  

神
奈
川
県
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
12
5 

災
害
時
等
に
お
け
る
停
電
復
旧
の
連
携
等
に
関
す
る
基
本
協
定
（
東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式

会
社
平
塚
支
社
）
 

災
害
時
等
に
お
け
る
停
電
復
旧
の
連
携
等
に
関
す
る
基
本
協
定

 
 
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社
平
塚
支
社
（
以
下
「
乙
」
と
い

う
。
）
は
、
自
然
災
害
等
の
発
生
に
伴
う
停
電
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
甲
及
び
乙
に
お
け
る
相
互
協
力
に
関

し
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

 
 （
目
的
）

 
第
１
条
 
本
協
定
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和

36
年
法
律
第

22
3
号
）
及
び
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
、
甲
は
住

民
の
生
命
・
財
産
の
保
護
、
生
活
支
援
の
役
割
を
担
う
こ
と
、
乙
は
電
力
の
早
期
復
旧
の
役
割
を
担
う
こ
と
を
相

互
に
確
認
し
、
災
害
時
に
お
け
る
、
甲
及
び
乙
の
協
力
関
係
構
築
に
資
す
る
事
項
を
定
め
、
地
域
の
防
災
力
を
高

め
る
こ
と
を
目
的
に
締
結
す
る
。

 
（
連
絡
体
制
）

 
第
２
条
 
甲
及
び
乙
は
、
平
時
か
ら
災
害
発
生
時
の
連
携
を
図
る
た
め
、
双
方
の
連
絡
体
制
を
構
築
す
る
。

 
２
 
乙
は
、
甲
と
の
協
議
の
上
、
甲
が
設
置
す
る
災
害
対
策
本
部
に
職
員
を
派
遣
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
（
情
報
連
携
）

 
第
３
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
発
生
時
等
に
お
け
る
電
力
の
早
期
回
復
を
図
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
を

相
互
に
提
供
す
る
。
 

(１
) 

甲
は
乙
に
対
し
、
病
院
、
要
配
慮
者
に
関
わ
る
社
会
福
祉
施
設
等
の
人
命
に
関
わ
る
重
要
施
設
の
リ
ス
ト

を
作
成
し
、
随
時
提
供
 

(２
) 

甲
は
乙
に
対
し
、
住
民
が
避
難
し
て
い
る
地
域
、
避
難
所
の
情
報
を
提
供
 

(３
) 

乙
は
甲
に
対
し
、
停
電
の
発
生
状
況
や
復
旧
見
込
等
、
停
電
に
関
連
す
る
情
報
を
提
供
 

(４
) 

甲
及
び
乙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
知
り
得
た
道
路
陥
没
、
水
没
、
土
砂
崩
落
、
樹
木
倒
壊
等
に
よ
る
道
路
寸
断

の
情
報
、
道
路
復
旧
の
状
況
を
共
有

 
（
協
力
体
制
）

 
第
４
条
 
甲
及
び
乙
は
、
災
害
発
生
時
等
に
お
け
る
電
力
の
早
期
回
復
を
図
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
相
互
に
要
請
す
る
。

 
(１

) 
停
電
復
旧
に
係
る
応
急
措
置
（
電
源
車
の
配
備
を
含
む
）
の
実
施
、
電
力
復
旧
の
支
障
と
な
る
障
害
物
等

の
除
去
 

(２
) 

甲
及
び
乙
が
所
有
す
る
施
設
や
駐
車
場
等
の
利
用
 

(３
) 

住
民
へ
の
停
電
情
報
等
の
周
知
の
た
め
、
甲
の
防
災
情
報
に
係
る
広
報
手
段
の
利
用
 

２
 
甲
及
び
乙
は
、
前
項
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
相
互
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
秘
密
保
持
）
 

第
５
条
 
甲
及
び
乙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
活
動
を
通
じ
て
知
り
得
た
情
報
を
み
だ
り
に
開
示
又
は
漏
え
い
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

（
有
効
期
間
）
 

第
６
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
６
年

12
月

31
日
ま
で
と
す
る
。
 

（
協
議
）
 

第
７
条
 
本
協
定
に
関
し
、
定
め
の
な
い
事
項
又
は
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は
、
甲
乙
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
こ
の
協
定
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
そ
れ
ぞ
れ
記
名
押
印
の
上
、
各
自
１
通
を
保
有
す
る
。

 
 

令
和
５
年
１
月
１
日

 
 

甲
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬

17
5
番
地
の
１
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
海
老
名
市
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 

 

乙
 
神
奈
川
県
平
塚
市
追
分
１
番
４
号
 

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社
 
平
塚
支
社

 
支
社
長
 
山
 
口
 
 
 
剛
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
12
6 

災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
及
び
防
災
力
の
向
上
に
関
す
る
協
定
書
（
サ
ン
ト
リ
ー
ビ
バ
レ
ッ
ジ
ソ
リ

ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
首
都
圏
営
業
本
部
神
奈
川
支
社
）
 

サ
ン
ト
リ
ー
ビ
バ
レ
ッ
ジ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
首
都
圏
営
業
本
部
神
奈
川
支
社
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）

と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
時
等
に
お
け
る
生
活
必
需
物
資
（
甲
が
保
有
す
る
清
涼
飲
料
水

を
い
う
。
以
下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
の
調
達
、
供
給
支
援
及
び
防
災
力
の
向
上
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締

結
す
る
。

 
  
（
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
市
民
等
の
健
康
の
回
復
、
維
持
及
び
増
進
の
た
め
の
支
援
並

び
に
平
時
の
甲
乙
相
互
協
力
に
よ
る
防
災
力
の
向
上
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
災
害
対
応
型
自
動
販
売
機
の
設
置
）

 
第
２
条
 
甲
は
、
公
共
施
設
に
災
害
対
応
型
自
動
販
売
機
（
以
下
「
自
動
販
売
機
」
と
い
う
。
）
を
設
置
さ
せ
る
と

き
は
、
そ
の
手
続
は
海
老
名
市
財
産
規
則
（
昭
和

41
年
規
則
第
１
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
前
項
の
自
動
販
売
機
の
設
置
に
伴
う
行
政
財
産
の
使
用
料
は
、
海
老
名
市
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
に
係
る
使

用
料
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

47
年
条
例
第

39
号
）
第

10
条
の
規
定
に
よ
り
減
免
す
る
も
の
と
す
る
。

 
３
 
甲
が
、
公
共
施
設
以
外
の
場
所
に
当
該
自
動
販
売
機
を
設
置
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
乙
に
連
絡
す
る
も
の
と

す
る
。

 
 
（
支
援
等
の
内
容
）

 
第
３
条
 
甲
は
、
乙
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
支
援
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 

(１
) 

災
害
時
等
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
自
動
販
売
機
内
の
在
庫
飲
料
製
品
を
市
民
等
に
無

償
で
提
供
す
る
。

 
 

(２
) 

災
害
時
等
に
お
い
て
、
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
の
物
流
拠
点
で
保
有
す
る
物
資
を
市
民
等
に
提
供

す
る
。

 
 

(３
) 

災
害
時
等
に
お
い
て
、
避
難
者
、
帰
宅
困
難
者
等
に
物
資
を
提
供
す
る
た
め
、
備
蓄
用
物
資
の
数
量
、
補
充

時
期
等
を
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
し
、
備
蓄
用
物
資
の
提
供
及
び
乙
が
指
定
す
る
公
共
施
設
等
に
運
搬
す
る
。

 
 

(４
) 

乙
が
実
施
す
る
総
合
防
災
訓
練
及
び
不
特
定
多
数
が
参
加
す
る
乙
主
催
の
事
業
に
際
し
て
協
力
可
能
な
範
囲

に
お
い
て
協
力
す
る
。

 
 

(５
) 

電
光
掲
示
板
が
設
置
さ
れ
た
自
動
販
売
機
に
お
い
て
は
、
甲
が
加
入
す
る
時
事
通
信
及
び
乙
が
指
定
す
る
災

害
情
報
等
を
無
償
で
発
信
す
る
。

 
 

(６
) 

自
動
販
売
機
の
表
装
デ
ザ
イ
ン
は
、
乙
が
指
定
す
る
も
の
を
無
償
で
採
用
し
、
乙
が
行
っ
て
い
る
景
観
事
業

に
協
力
す
る
。

 
 

(７
) 

自
動
販
売
機
の
設
置
、
管
理
の
費
用
及
び
責
任
並
び
に
自
動
販
売
機
に
要
す
る
電
力
使
用
料
を
負
担
す
る
。

 
 
（
支
援
要
請
）

 
第
４
条
 
乙
は
、
第
３

条
第
２
号
に
規
定
す
る
支
援
を
必
要
と
す
る
と
き

は
、
甲

に
対
し

生
活

必
需

物
資

要
請
書

（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又

は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
で
き
る
も
の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
生
活
必
需
物
資
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）

 
第
５
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
要
請
事
項
に
応
じ
て
、
可
能
な
限
り
適
切
な

措
置
を
執
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
事
項
を
生
活
必
需
物
資
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
乙
に
報
告
す
る
も

の
と
す
る
。

 
 
（
引
渡
し
）

 
第
６
条
 
第
３
条
第
２
号
に
規
定
す
る
物
資
の
引
渡
場
所
は
、
原
則
と
し
て
甲
の
定
め
る
場
所
と
し
、
乙
は
当
該
場

所
に
職
員
を
派
遣
し
、
物
資
を
確
認
の
上
、
引
渡
し
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
在
庫
状
況
等
の
照
会
）

 
第
７
条
 
乙
は
甲
に
対
し
物
資
の
在
庫
状
況
、
そ
の
他
必
要
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）

 
第
８
条
 
甲
が
実
施
し
た
第
３
条
第
２
号
に
規
定
す
る
物
資
の
調
達
及
び
供
給
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る

も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、

決
定
す
る
。

 
 
（
提
供
さ
れ
た
物
資
の
使
途
）

 
第
９
条
 
第
３
条
第
３
号
に
規
定
す
る
甲
か
ら
提
供
さ
れ
た
物
資
は
、
賞
味
期
限
を
考
慮
し
な
が
ら
乙
の
市
域
に
お

け
る
防
災
力
向
上
を
目
的
と
し
て
乙
が
適
宜
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
連
絡
責
任
者
）

 
第
１
０
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
サ
ン
ト
リ
ー
ビ
バ
レ
ッ
ジ
ソ
リ
ュ

ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
法
人
営
業
本
部
東
日
本
法
人
営
業
統
括
部
神
奈
川
法
人
営
業
部
営
業
三
部
課
長
、
乙
の
連
絡

責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。

 
 
（
有
効
期
間
）

 
第
１
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年
８
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

 
 
（
協
議
事
項
）

 
第
１
２
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
記
名
押
印
の
う
え
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
。

 
   
 
令
和
５
年
７
月
20
日

 
 

甲
 
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
八
丁
目
17
番
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 

住
友
不
動
産
グ
ラ
ン
ド
タ
ワ
ー
11
階
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サ
ン
ト
リ
ー
ビ
バ
レ
ッ
ジ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
 
 

首
都
圏
営
業
本
部
 
神
奈
川
支
社
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
社
長
 
堀
 
本
 
紀
 
彦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
12
7 

地
震
等
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
に
関
す
る
協
定
書
（
公
益
社
団
法
人
神
奈

川
県
産
業
資
源
循
環
協
会
）
 

地
震
等
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
に
関
す
る
協
定
書

 
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
地
震
等
の
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
災
害
廃
棄
物
の
撤
去
、
収
集
・
運
搬
及
び
処
理
・
処

分
に
関
し
、
海
老

名
市

（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
が
公
益
社
団
法
人

神
奈

川
県
産

業
資

源
循

環
協

会
（

以
下

「
乙
」
と
い
う
。
）
に
協
力
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
協
定
に
お
い
て
「
災
害
廃
棄
物
」
と
は
、
災
害
に
よ
っ
て
発
生
す
る
廃
棄
物
、
被
災
者
や
避
難
者
の

生
活
に
伴
い
発
生
す
る
廃
棄
物
及
び
し
尿
を
い
い
、
詳
細
に
つ
い
て
は
別
表
に
示
す
。
 

（
協
力
要
請
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
次
の
各
号
の
事
業
（
以
下
「
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
第
５
条
の
手
続

き
に
よ
り
、
乙
に
協
力
を
要
請
す
る
。
 

 
(１

) 
災
害
廃
棄
物
の
撤
去
 

 
(２

) 
災
害
廃
棄
物
の
収
集
・
運
搬
 

 
(３

) 
災
害
廃
棄
物
の
処
理
・
処
分
 

 
(４

) 
前
各
号
に
伴
う
必
要
な
事
項
 

２
 
乙
は
、
必
要
な
人
員
、
車
両
及
び
資
機
材
を
調
達
し
、
甲
が
実
施
す
る
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
に
可
能
な
限
り

協
力
す
る
。
 

（
情
報
の
提
供
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
に
円
滑
な
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
ら
が
所
管
す
る
地
域
の
被
災
状

況
等
必
要
な
情
報
を
乙
に
提
供
す
る
。
 

２
 
乙
は
、
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
に
関
し
協
力
可
能
な
会
員
の
状
況
を
甲
へ
報
告
す
る
。
 

（
協
力
要
請
の
手
続
き
）
 

第
５
条
 
甲
は
、
乙
へ
の
協
力
要
請
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
神
奈
川
県

（
以
下
「
県
」
と
い
う
。
）
を
通
じ
て
行
う
。
た
だ
し
、
文
書
に
よ
り
難
い
場
合
は
口
頭
で
要
請
し
、
後
に
速
や

か
に
文
書
で
通
知
す
る
。
 

 
(１

) 
要
請
内
容
 

 
(２

) 
そ
の
他
必
要
な
事
項
 

２
 
甲
は
、
災
害
に
よ
り
県
が
組
織
と
し
て
機
能
し
な
い
等
、
県
を
通
じ
て
協
力
要
請
を
行
い
難
い
場
合
は
、
前
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
文
書
を
も
っ
て
乙
に
通
知
す
る
。
た
だ
し
、
文
書
に
よ
り
難
い
場
合
は
口
頭
で
要
請
し
、

後
に
速
や
か
に
文
書
で
通
知
す
る
。
 

３
 
甲
は
、
前
項
の
要
請
を
行
っ
た
と
き
は
、
県
の
組
織
の
機
能
の
回
復
後
に
速
や
か
に
県
に
報
告
す
る
。
乙
は
、

前
項
の
要
請
を
受
理
し
た
と
き
は
、
県
の
組
織
の
機
能
の
回
復
後
に
速
や
か
に
県
に
報
告
す
る
。
 

（
災
害
廃
棄
物
処
理
等
の
実
施
）
 

第
６
条
 
甲
は
、
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
乙
か
ら
の
報
告
を
受
け
、
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
を
行
う
乙
の
会

員
（
以
下
「
乙
会
員
」
と
い
う
。
）
を
甲
が
定
め
る
規
則
等
に
基
づ
き
決
定
す
る
。
 

２
 
乙
会
員
は
、
要
請
内
容
に
基
づ
き
甲
の
指
示
に
従
い
、
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
を
実
施
す
る
。
 

３
 
甲
は
、
乙
会
員
の
活
動
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。
 

４
 
乙
会
員
は
、
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
。
 

 
(１

) 
周
囲
の
生
活
環
境
を
損
な
わ
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。
 

 
(２

) 
災
害
廃
棄
物
の
再
利
用
及
び
再
資
源
化
に
配
慮
し
、
そ
の
分
別
の
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。
 

（
報
告
）
 

第
７
条
 
乙
会
員
は
、
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
を
実
施
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
文
書
で
甲
に
報

告
す
る
。
 

 
(１

) 
実
施
内
容
 

 
(２

) 
そ
の
他
必
要
な
事
項
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 （
費
用
負
担
）
 

第
８
条
 
乙
会
員
が
第
３
条
の
要
請
に
基
づ
き
実
施
し
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
に
要
す
る
費
用
は
、
甲
が
負
担
し
、

そ
の
価
格
は
甲
と
乙
会
員
が
協
議
の
う
え
決
定
す
る
。
 

（
災
害
補
償
）
 

第
９
条
 
第
３
条
の
要
請
に
基
づ
き
乙
会
員
が
実
施
し
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
に
従
事
し
た
者
が
、
負
傷
、
疾
病
、

傷
害
又
は
死
亡
し
た
場
合
の
災
害
補
償
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

50
号
）
そ

の
他
の
関
係
法
令
等
に
よ
る
。
 

（
契
約
書
の
締
結
）
 

第
１
０
条
 
第
３
条
の
要
請
に
基
づ
き
乙
会
員
が
災
害
廃
棄
物
の
処
理
等
を
実
施
す
る
と
き
は
、
甲
と
乙
会
員
と
は
、

第
８
条
に
規
定
す
る
費
用
負
担
に
基
づ
い
た
委
託
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
し
、
当
該
契
約
書
に
は
第
９
条
の
災

害
補
償
の
条
項
を
盛
り
込
む
こ
と
と
す
る
。
 

（
平
時
に
お
け
る
協
力
体
制
）
 

第
１
１
条
 
甲
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
乙
に
随
時
こ
の
協
定
に
係
る
協
会
員
の
状
況
等
の
情
報
提
供
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
甲
又
は
乙
が
防
災
訓
練
等
の
必
要
を
認
め
た
場
合
に
は
、
相
互
協
力
に
努
め
る
。
 

（
連
絡
窓
口
）
 

第
１
２
条
 
こ
の
協
定
の
業
務
に
関
す
る
連
絡
窓
口
は
、
甲
に
お
い
て
は
海
老
名
市
災
害
廃
棄
物
所
管
課
、
乙
に
お

い
て
は
公
益
社
団
法
人
神
奈
川
県
産
業
資
源
循
環
協
会
事
務
局
と
す
る
。
 

（
協
議
）
 

第
１
３
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
甲
と
乙
で
協
議
し
て
定
め
る
。
 

（
有
効
期
間
）
 

第
１
４
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
７
年

11
月

30
日
ま
で
と
す
る
。
 

  
 
附
則
 

 
こ
の
協
定
は
令
和
５
年

11
月

24
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
を
証
す
る
た
め
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
各
１
通
を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 

   
 
令
和
５
年

11
月

24
日
 

  

甲
 
海
老
名
市
勝
瀬

17
5
番
地
の
１
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
長
 
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

乙
 
横
浜
市
中
区
山
下
町
１
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公
益
社
団
法
人
 
神
奈
川
県
産
業
資
源
循
環
協
会
 
 
 
 
 
 

会
長
 
藤
 
枝
 
慎
 
治
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 資
料
８
－
12
8 

災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書
（
宇
都
宮
市
・
海
老
名
市
）
 

災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
書

 
 

 
栃
木
県
宇
都
宮
市
と
神
奈
川
県
海
老
名
市
（
以
下
「
協
定
市
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
36
年

法
律
第
22
3号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
２
項
第
12
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援

に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
6
7条

第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
相
互
応
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
種
類
）
 

第
２
条
 
応
援
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(１

) 
食
料
、
飲
料
水
及
び
生
活
必
需
品
等
の
提
供
並
び
に
そ
の
供
給
に
必
要
な
資
機
材
の
提
供
 

 
(２

) 
救
援
及
び
救
助
活
動
に
必
要
な
車
両
等
の
提
供
 

 
(３

) 
被
災
者
の
救
出
、
医
療
、
防
疫
及
び
施
設
の
応
急
復
旧
活
動
等
に
必
要
な
物
資
及
び
資
機
材
の
提
供
 

 
(４

) 
救
援
、
医
療
、
防
疫
及
び
応
急
復
旧
活
動
に
必
要
な
職
員
の
派
遣
 

 
(５

) 
被
災
者
を
一
時
収
容
す
る
た
め
の
施
設
の
提
供
又
は
あ
っ
旋
 

 
(６

) 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
要
請
が
あ
っ
た
事
項
 

 
（
応
援
要
請
の
手
続
）
 

第
３
条
 
応
援
を
要
請
す
る
市
（
以
下
「
被
災
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、
第
１
０
条
第

１
項
に
定
め
る
連
絡
担
当
部
局
に
対
し
て
、
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
り
要
請
し
、
後
日
、
速
や
か
に
文
書
を
送

付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
被
害
の
状
況
 

 
(２

) 
前
条
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
物
資
、
車
両
、
資
機
材

の
種
類
、
品
名
、
数
量
等
 

 
(３

) 
前
条
第
４
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
職
員
の
職
種
及
び
人
数
並
び
に
業
務
内
容
 

 
(４

) 
前
条
第
５
号
に
掲
げ
る
応
援
を
要
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
世
帯
数
及
び
人
数
 

 
(５

) 
応
援
場
所
及
び
応
援
場
所
へ
の
経
路
 

 
(６

) 
応
援
期
間
 

 
(７

) 
そ
の
他
必
要
な
事
項
 

 
（
応
援
の
実
施
）
 

第
４
条
 
応
援
を
要
請
さ
れ
た
市
（
以
下
「
応
援
市
」
と
い
う
。
）
は
、
法
令
そ
の
他
特
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
、
こ
れ
に
応
じ
応
援
活
動
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
指
揮
）
 

第
５
条
 
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
職
員
は
、
被
災
市
の
長
等
の
指
揮
の
下
に
活
動
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
自
主
出
動
）
 

第
６
条
 
災
害
の
な
い
市
は
、
こ
の
協
定
の
相
手
方
の
市
域
に
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き

は
、
相
手
方
の
市
域
の
情
報
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
自
主
的
な
判
断
に
よ
り
応
援
活
動
を
実
施
す
る
も
の
と
す

る
。
 

（
応
援
活
動
の
報
告
）
 

第
７
条
 
応
援
市
の
市
長
は
、
応
援
活
動
の
内
容
を
遅
滞
な
く
被
災
市
の
市
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
経
費
の
負
担
）
 

第
８
条
 
応
援
に
要
し
た
経
費
は
原
則
と
し
て
被
災
市
の
負
担
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
損
害
賠
償
等
）
 

第
９
条
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
そ
の
活
動
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又

は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
職
員
又
は
そ
の
遺
族
若
し
く
は
被
扶
養
者
に
対
す
る
補
償
は
、
応
援
市

が
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 ２
 
応
援
活
動
に
従
事
し
た
職
員
が
、
業
務
上
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
が
被
災
市
へ

の
往
復
途
中
に
生
じ
た
も
の
を
除
き
、
被
災
市
が
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
相
互
応
援
体
制
の
整
備
）
 

第
１
０
条
 
協
定
市
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
応
援
に
関
す
る
連
絡
担
当
窓
口
を
定
め
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
情
報
交
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
協
定
市
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
応
援
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
体
制
の
整
備
及
び
平
時
か
ら
の
交
流

促
進
に
努
め
る
。
 

 
（
他
の
協
定
と
の
関
係
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
協
定
市
が
既
に
締
結
し
て
い
る
協
定
及
び
個
別
に
締
結
す
る
災
害
時
の
相
互
応
援
に
関

す
る
協
定
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 
（
そ
の
他
）
 

第
１
２
条
 
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
協
定
市
が
協
議
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
こ
の
協
定
を
証
す
る
た
め
、
本
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
双
方
署
名
押
印
の
上
、
各
１
通
を
保
有
す
る
。
 

   
 
令
和
６
年
１
月
30
日
 

  

栃
木
県
宇
都
宮
市
旭
１
丁
目
１
番
５
号
 
 
 
 
 
 
 
 

栃
木
県
宇
都
宮
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
佐
 
藤
 
栄
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
 
 
 
 
 
 
  

神
奈
川
県
海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
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 資
料
８
－
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災
害
時
に
お
け
る
支
援
物
資
の
配
送
等
に
関
す
る
協
定
書
（
佐
川
急
便
株
式
会
社
神
奈
川
支
店
）
 

 
 
災
害
時
に
お
け
る
支
援
物
資
の
配
送
等
に
関
す
る
協
定
書

 
  
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
佐
川
急
便
株
式
会
社
神
奈
川
支
店
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
は
、

災
害
時
に
お
け
る
支
援
物
資
の
配
送
等
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
本
協
定
は
、
甲
の
市
域
内
に
お
い
て
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ

の
他

の
災
害

（
以

下
「

災
害

」
と

い

う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
被
災
者
に
対
し
て
食
料
及
び
生
活
必
需
品
等
の
物
資
の
安
定
供
給
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
被
災
者
の
生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
甲
が
乙
に
対
し
て
行
う
物
資
の
配
送
等
の

要
請
手
続
等
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
用
語
の
定
義
）
 

第
２
条
 
本
協
定
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
 

 
(１

) 
「
調
達
物
資
」
と
は
、
被
災
者
の
た
め
に
甲
が
必
要
に
応
じ
て
調
達
す
る
物
資
を
い
う
。
 

 
(２

) 
「
義
援
物
資
」
と
は
、
被
災
者
の
た
め
に
甲
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
調
達
物
資
以
外
の
物
資
を
い
う
。
 

 
(３

) 
「
支
援
物
資
」
と
は
、
調
達
物
資
と
義
援
物
資
を
あ
わ
せ
た
物
資
を
い
う
。
 

 
(４

) 
「
避
難
所
等
」
と
は
、
支
援
物
資
の
配
達
先
と
な
る
甲
の
市
内
の
避
難
所
又
は
甲
が
指
定
す
る
物
資
の
供

給
場
所
等
を
い
う
。
 

 
(５

) 
「
物
資
集
積
・
搬
送
拠
点
」
と
は
、
災
害
に
よ
り
避
難
所
等
へ
の
支
援
物
資
の
配
送
が
円
滑
に
行
え
な
い

な
ど
、
甲
が
必
要
と
判
断
し
た
と
き
に
支
援
物
資
の
荷
卸
し
、
仕
分

け
、
登
録
、
分
配
及
び
積
込
み
(
以
下

「
荷
役
作
業
」
と
い
う
)若

し
く
は
、
配
送
等
の
拠
点
と
し
て
設
置
す
る
施
設
を
い
う
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、
乙
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
(１

) 
物
資
集
積
・
搬
送
拠
点
の
提
供
 

 
(２

) 
避
難
所
等
へ
の
支
援
物
資
の
配
送
計
画
の
策
定
及
び
配
送
の
実
施
 

 
(３

) 
配
送
時
に
お
け
る
被
災
者
の
物
資
ニ
ー
ズ
の
収
集
 

 
(４

) 
荷
役
作
業
に
必
要
な
人
員
及
び
資
機
材
の
提
供
 

 
(５

) 
前
各
号
に
定
め
る
ほ
か
、
そ
の
他
甲
が
必
要
と
認
め
、
乙
が
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
業
務
 

２
 
甲
は
、
前
項
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
乙
に
要
請
す
る
場
合
は
、
物
資
配
送
等
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
し
、
後

日
、
速
や
か
に
物
資
配
送
等
協
力
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
４
条
 
乙
は
、
甲
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
可
能
な
限
り
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
乙
が
被
災
等
に
よ
り
支
援
要
請
に
応
じ
ら
れ
な
い
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

２
 
乙
は
、
前
条
の
要
請
に
基
づ
き
甲
に
協
力
し
、
業
務
等
を
実
施
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
物
資
配
送
等
協
力
報

告
書
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
経
費
の
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
５
条
 
乙
が
実
施
し
た
業
務
に
要
し
た
経
費
は
、
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
も
の
と
し
、
乙
か
ら
次
項
の
規
定

に
よ
る
適
法
な
支
払
請
求
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
乙
に
対
し
速
や
か
に
支
払
い
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
が
負
担
す
る
経
費
の
価
格
は
、
法
令
そ
の
他
で
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
災
害
発
生
直
前
に
お
け
る
適
正

価
格
を
基
準
と
し
て
乙
が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
災
害
補
償
）
 

第
６
条
 
第
３
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
等
に
従
事
し
た
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に

よ
り
死
亡
し
、
又
は
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
障
害
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補
償

は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
50
号
）
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
適
用
が
な
い
場

合
は
海
老
名
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
44
年
条
例
第
14
号
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
る
。
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
事
象
が
発
生
し
た
と
き
は
、
文
書
に
よ
り
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 

す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
し
、
後
日
、
速
や
か
に
文
書
に
よ
り
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
第
三
者
へ
の
損
害
賠
償
責
任
）
 

第
７
条
 
乙
は
、
第
３
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
中
に
、
乙
の
責
に
帰
す
る
理
由
に
よ
り
第
三
者
に
損
害
を
与

え
た
と
き
は
、
そ
の
賠
償
の
責
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
業
務
に
お
け
る
暴
力
団
排
除
）
 

第
８
条
 
乙
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
、
海
老
名
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
22
年
12
月
28
日
条
例
第
43
号
）
第
２
条

第
４
号
の
暴
力
団
員
等
、
暴
力
団
員
等
が
指
定
し
た
も
の
又
は
条
例
第
２
条
第
５
号
の
暴
力
団
経
営
支
配
法
人
等

を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
（
事
故
等
）
 

第
９
条
 
乙
は
、
業
務
の
実
施
に
際
し
、
事
故
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
報
告
し
、
甲
乙

協
議
の
上
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
文
書
を
も
っ
て
報
告
す
る
い
と
ま
が
な
い
場
合
に

は
、
口
頭
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
速
や
か
に
文
書
に
よ
り
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
機
密
の
保
持
及
び
情
報
提
供
）
 

第
１
０
条
 
甲
及
び
乙
は
、
本
協
定
に
基
づ
く
業
務
の
処
理
上
知
り
得
た
秘
密
を
他
人
に
漏
ら
し
、
又
は
利
用
し
て

は
な
ら
な
い
。
業
務
終
了
後
又
は
解
除
さ
れ
た
後
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。
ま
た
、
甲
及
び
乙
は
そ
れ
ぞ
れ
が

知
り
得
た
災
害
に
関
す
る
情
報
を
互
い
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
１
１
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
及
び
乙
は
、
本
協
定
に
基
づ
く
担
当
部
署
を
定
め
る

と
と
も
に
、
連
絡
責
任
者
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
２
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
１
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
）
 

第
１
３
条
 
本
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  
こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
３
月
21
日
 

  

甲
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
17
5番

地
の
１
  

 
 
 
 
 

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

乙
 
神
奈
川
県
横
浜
市
金
沢
区
鳥
浜
町
７
番
地
の
３
 
 
 
 

佐
川
急
便
株
式
会
社
 
神
奈
川
支
店
 
 
 
 
 
 
 

支
店
長
 
横
 
森
 
勝
 
成
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海
老
名
市
と
総
社
市
と
の
包
括
連
携
に
関
す
る
協
定
書
（
総
社
市
・
海
老
名
市
）
 

海
老
名
市
と
総
社
市
と
の
包
括
連
携
に
関
す
る
協
定
書

 
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
と
岡
山
県
総
社
市
は
、
相
互
の
発
展
に
資
す
る
た
め
、
災
害
支
援
・
行
政
運
営
・
福
祉
・
文

化
・
産
業
・
ま
ち
づ
く
り
等
の
分
野
に
お
け
る
協
定
を
締
結
す
る
。

 
 （
目
的
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
海
老
名
市
と
総
社
市
が
包
括
的
な
連
携
の
も
と
、

災
害

支
援
・

行
政

運
営

・
福

祉
・

文

化
・
産
業
・
ま
ち
づ
く
り
等
の
分
野
に
お
い
て
相
互
に
協
力
し
、
地
域
社
会
の
持
続
的
な
発
展
と
人
材
育
成
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
 （
連
携
協
力
事
項
）

 
第
２
条
 
両
市
は
、
前
条
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
連
携
協
力
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

 
（
１
）
相
互
の
先
駆
的
施
策
の
共
同
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

 
（
２
）
災
害
時
の
相
互
応
援
、
連
携
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

 
（
３
）
行
政
運
営
、
障
が
い
福
祉
等
の
福
祉
施
策
、
文
化
、
産
業
、
ま
ち
づ
く
り
等
に
関
す
る
こ
と
。

 
（
４
）
そ
の
他
両
市
が
協
議
し
て
必
要
と
認
め
る
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

 
 （
連
絡
調
整
窓
口
）

 
第
３
条
 
前
条
の
連
携
協
力
を
円
滑
か
つ
効
果
的
に
進
め
る
た
め
に
、
両
市
に
窓
口
を
設
置
し
、
必
要
な
連
絡
調
整

を
行
う
。

 
 （
有
効
期
限
）

 
第
４
条
 
本
協
定
の
有
効
期
限
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
１
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
の
満
了
日
の
１
か

月
前
ま
で
に
双
方
い
ず
れ
か
ら
書
面
に
よ
る
特
段
の
申
し
出
が
な
い
場
合
は
、
同
一
条
件
を
も
っ
て
自
動
的
に
１

年
間
延
長
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
後
も
同
様
と
す
る
。

 
 （
そ
の
他
）

 
第
５
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
両
市
が
協
議
の
上
、
こ
れ
を
決
定
す
る
。

 
 
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
両
者
署
名
の
上
、
各
自
１
通
を
保
有
す
る
。

 
   
 
令
和
６
年
４
月

25
日

 
  

神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
１
７
５
番
地
１

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
海
老
名
市

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
長
 
内
 
野
 
 
優

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
岡
山
県
総
社
市
中
央
一
丁
目
１
番
１
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総
社
市

 
市
長
 
片
 
岡
 
 
聡
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海
老
名
市
と
相
鉄
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
と
の
包
括
連
携
に
関
す
る
協
定
書
（
相
鉄
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
）
 

海
老
名
市
と
相
鉄
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
と
の
包
括
連
携
に
関
す
る
協
定
書

 
 
海
老
名
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
相
鉄
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、

次
の
と
お
り
包
括
連
携
協
定
を
締
結
す
る
。
 

  （
目
的
）
 

第
１
条
 
本
協
定
は
、
甲
及
び
乙
が
緊
密
に
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
双
方
が
有
す
る
人
的
・
物
的
資
源
を
有
効
に

活
用
し
て
、
市
民
の
福
祉
の
向
上
、
地
域
の
活
性
化
等
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 （
連
携
事
項
）
 

第
２
条
 
甲
及
び
乙
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
連
携
、
協
力
し
て
取
り
組

む
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
移
動
の
利
便
性
向
上
や
Ｄ
Ｘ
活
用
等
を
通
じ
た
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
項
 

（
２
）
先
進
技
術
等
を
活
用
し
た
環
境
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
脱
炭
素
に
関
す
る
事
項
 

（
３
）
多
世
代
の
暮
ら
し
、
健
康
増
進
、
子
育
て
、
働
き
、
活
動
に
関
す
る
事
項
 

（
４
）
そ
の
他
、
地
域
の
課
題
解
決
に
資
す
る
事
項
 

２
 
甲
及
び
乙
は
定
期
的
に
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
実
施
事
項
に
つ
い
て
は
、
甲
乙
合
意
の

上
決
定
す
る
。
 

 （
有
効
期
間
）
 

第
３
条
 
本
協
定
の
有
効
期
間
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
１
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
協
定
の
有
効
期
間
満
了
の

日
の
１
か
月
前
ま
で
に
、
甲
又
は
乙
か
ら
本
協
定
の
改
廃
の
申
入
れ
が
な
い
と
き
は
、
本
協
定
の
有
効
期
間
が
１

年
間
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
後
も
同
様
と
す
る
。
 

 （
個
人
情
報
の
保
護
）
 

第
４
条
 
甲
及
び
乙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
き
取
り
扱
う
個
人
情
報
及
び
知
り
得
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
海
老
名
市
個
人
情
報
保
護
条
例
に
従
い
、
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 （
協
議
事
項
）
 

第
５
条
 
本
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
疑
義
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
甲
乙
間
で
誠
意
を
も
っ
て
協
議
し
、

こ
れ
を
決
定
す
る
。
 

 

本
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
及
び
乙
が
署
名
の
上
、
各
自
１
通
を
保
有
す
る
。
 

 令
和
６
年
５
月
２
８
日
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (
甲
) 
 
神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
１
７
５
番
地
の
１
 

海
老
名
市
 

海
老
名
市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
 

  

(乙
) 
 
神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
北
幸
二
丁
９
番
１
４
号
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 相
鉄
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
代
表
取
締
役
社
長
 
滝
 
澤
 
秀
 
之
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災
害
時
等
に
お
け
る
宿
泊
施
設
等
利
用
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書
（
ウ
エ
イ
ン
ズ
ト
ヨ
タ
神
奈
川
株

式
会
社
）
 

災
害
時
等
に
お
け
る
宿
泊
施
設
等
利
用
の
協
力
に
関
す
る
協
定
書

 
  
ウ
エ
イ
ン
ズ
ト
ヨ
タ
神
奈
川
株
式
会
社
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
海
老
名
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、

災
害
時
に
お
け
る
宿
泊
施
設
等
利
用
の
協
力
に
関
す
る
協
定
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。
 

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
地
震
災
害
、
風
水
害
又
は
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
被
災
し
た
市
民
等
（
以
下
「
被
災
者
」
と
い
う
。
）
の
健
康
及
び
清
潔
な
生
活
環
境
の
保
持

を
図
る
た
め
、
乙
の
要
請
に
基
づ
き
、
甲
の
所
有
す
る
宿
泊
施
設
等
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
利
用
の
協
力

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
施
設
及
び
安
全
確
認
）
 

第
２
条
 
乙
が
利
用
で
き
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
な
お
、
施
設
を
利
用
す
る
に
当
た
り
、
建
物
等
の
安

全
確
認
は
乙
が
行
い
、
利
用
す
る
施
設
を
甲
と
調
整
し
た
上
で
決
定
す
る
。
 

 
(１

) 
施
設
名
称
 
Ｗ
Ｅ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
 
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ
 
海
老
名
 

 
(２

) 
所
在
地
 
 
海
老
名
市
中
新
田

32
90

番
地
の
１
 

 
（
利
用
す
る
施
設
の
範
囲
）
 

第
３
条
 
利
用
す
る
施
設
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
(１

) 
キ
ャ
ン
プ
フ
ィ
ー
ル
ド
 

 
(２

) 
Ｂ
Ｂ
Ｑ
サ
イ
ト
 

 
(３

) 
温
浴
＆
サ
ウ
ナ
 

 
(４

) 
ド
ッ
グ
ラ
ン
 

 
(５

) 
３
×
３
バ
ス
ケ
ッ
ト
コ
ー
ト
 

 
(６

) 
立
体
駐
車
場
 

 
(７

) 
レ
ン
タ
ル
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
 

２
 
前
項
の
利
用
に
当
た
り
、
宿
泊
に
必
要
な
資
機
材
は
乙
か
ら
甲
に
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
り
、
甲
が
被
災
者
に
貸

与
又
は
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
甲
の
判
断
に
よ
り
、
貸
与
又
は
提
供
す
る

も
の
と
す
る
。
 

 
（
協
力
要
請
）
 

第
４
条
 
乙
は
、
災
害
時
等
に
お
い
て
、
被
災
者
が
宿
泊
、
入
浴
等
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
甲
に
対
し

施
設
の
利
用
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
す
る
と
き
は
、
宿
泊
施
設
等
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
電
話
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
、
後
日
速
や
か
に
宿
泊
施
設
等
利
用
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
要
請
に
対
す
る
措
置
）
 

第
５
条
 
甲
は
、
乙
か
ら
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
要
請
事
項
に
応
じ
て
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
速
や
か
に

適
切
な
措
置
を
執
る
と
と
も
に
そ
の
措
置
状
況
を
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
実
施
報
告
）
 

第
６
条
 
甲
は
、
前
条
に
基
づ
く
協
力
の
実
施
が
終
了
し
た
と
き
は
、
宿
泊
施
設
等
利
用
報
告
書
（
第
２
号
様
式
）

に
よ
り
速
や
か
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
連
絡
責
任
者
）
 

第
７
条
 
要
請
の
伝
達
を
正
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
甲
の
連
絡
責
任
者
は
海
老
名
事
業
室
部
長
と
し
、
乙
の
連

絡
責
任
者
は
市
長
室
危
機
管
理
課
長
と
す
る
。
 

 
（
費
用
負
担
及
び
価
格
の
決
定
）
 

第
８
条
 
甲
が
実
施
し
た
施
設
利
用
の
協
力
に
要
し
た
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
費
用
負
担
の
ほ
か
、
第
３
条
第
２
項
に
お
け
る
施
設
利
用
に
伴
い
、
甲
が
被
災
者
に
貸
与
又
は
提
供
す

る
テ
ン
ト
、
マ
ッ
ト
等
の
宿
泊
に
必
要
な
資
機
材
に
つ
い
て
は
、
レ
ン
タ
ル
品
は
無
償
、
店
舗
販
売
品
は
有
償
で

乙
が
負
担
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

 ３
 
乙
が
負
担
す
る
費
用
は
、
災
害
発
生
の
直
前
に
お
け
る
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て
第
６
条
の
報
告
に
基
づ
き
甲

が
算
出
し
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る
。
 

 
（
施
設
の
原
状
回
復
）
 

第
９
条
 
被
災
者
が
施
設
を
利
用
し
、
そ
の
責
に
よ
り
施
設
に
損
壊
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
の
責
任
に
お
い
て
原

状
回
復
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
、
令
和
８
年
５
月

31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
（
協
議
事
項
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
内
容
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
６
月

20
日
 

 

甲
 
横
浜
市
中
区
山
下
町

33
番
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ
エ
イ
ン
ズ
ト
ヨ
タ
神
奈
川
株
式
会
社
 
 
 
 
 
 

代
表
取
締
役
社
長
 
宮
 
原
 
漢
 
二
 
 
 
 
 

 

乙
 
海
老
名
市
勝
瀬

17
5
番
地
の
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

海
老
名
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
長
 
内
 
野
 
 
 
優
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資
料

 
８

 
協

定
・

覚
書
 

  資
料
８
－
13
3 

東
大
阪
市
と
海
老
名
市
と
の
自
治
体
連
携
に
関
す
る
協
定
書
（
東
大
阪
市
・
海
老
名
市
）
 

東
大
阪
市
と
海
老
名
市
と
の
自
治
体
連
携
に
関
す
る
協
定
書

 
 
大
阪
府
東
大
阪
市
と
神
奈
川
県
海
老
名
市
は
、
相
互
の
発
展
に
資
す
る
た
め
、
災
害
支
援
・
行
政
運
営
・
市
政
全

般
に
お
け
る
協
定
を
締
結
す
る
。

 
（
目
的
）

 
第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
東
大
阪
市
と
海
老
名
市
が
包
括
的
な
連
携
の
も
と
、
災
害
支
援
・
行
政
運
営
・
市
政
全
般

に
お
い
て
相
互
に
協
力
し
、
地
域
社
会
の
持
続
的
な
発
展
と
人
材
育
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
（
連
携
協
力
事
項
）

 
第
２
条
 
両
市
は
、
前
条
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
連
携
協
力
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

 
（
１
）
相
互
の
先
駆
的
施
策
の
共
同
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

 
（
２
）
災
害
時
の
相
互
応
援
、
連
携
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

 
（
３
）
行
政
運
営
、
市
政
全
般
に
関
す
る
こ
と
。

 
（
４
）
そ
の
他
両
市
が
協
議
し
て
必
要
と
認
め
る
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

 
（
連
絡
調
整
窓
口
）

 
第
３
条
 
前
条
の
連
携
協
力
を
円
滑
か
つ
効
果
的
に
進
め
る
た
め
に
、
両
市
に
窓
口
を
設
置
し
、
必
要
な
連
絡
調
整

を
行
う
。

 
（
有
効
期
限
）

 
第
４
条
 
本
協
定
の
有
効
期
限
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
１
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
の
満
了
日
の
１
か

月
前
ま
で
に
双
方
い
ず
れ
か
ら
も
書
面
に
よ
る
特
段
の
申
し
出
が
な
い
場
合
は
、
同
一
条
件
を
も
っ
て
自
動
的
に

満
了
日
の
翌
日
か
ら
１
年
間
延
長
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
後
も
同
様
と
す
る
。

 
（
そ
の
他
）

 
第
５
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
両
市
が
協
議
の
上
、
こ
れ
を
決
定
す
る
。

 
 
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
両
者
署
名
の
上
、
各
自
１
通
を
保
有
す
る
。

 
  
 
令
和
６
年
７
月
２
日

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大
阪
府
東
大
阪
市
荒
本
北
一
丁
目
１
番
１
号

 
東
大
阪
市

 
市
長
 
 
 
野
 
田
 
 
義
 
和

 
 

神
奈
川
県
海
老
名
市
勝
瀬
１
７
５
番
地
の
１

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
海
老
名
市

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市
長
 
 
 
内
 
野
 
 
優
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資料 ９ その他 

 

資料９－１ 用途地域別面積 

（令和６年４月１日現在） 

地  域  別 

面 積 

 

（ha） 

市街化区域内

での割合 

（％） 

市全体での 

割合 

（％） 

市街化区域 

第一種低層住居専用地域 約186 12.5 7.0 

第一種中高層住居専用地域 約121 8.2 4.6 

第二種中高層住居専用地域 約20 1.4 0.8 

第一種住居地域 約662 44.8 24.9 

第二種住居地域 約35 2.4 1.3 

近隣商業地域 約39 2.6 1.5 

商業地域 約45 3.0 1.7 

準工業地域 約166 11.2 6.2 

工業地域 約143 9.7 5.4 

工業専用地域 約62 4.2 2.3 

計 約 1,479 － 55.6 

市街化調整区域 約1,180 － 44.4 

総 面 積 26.59（km2） － 100.0 

 
資料９－２ 防火地域・準防火地域指定状況 

（令和６年４月１日現在） 

都市計画区域 市街化区域 防火地域 準防火地域 

2,659ha  1,479ha  45ha  887ha  

 
資料９－３ 県立都市公園 

名  称 所 在 地 公園種別 面 積 

相模三川公園 上郷2-1-1 都市緑地 16.75ha 
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資料 ９ その他 

 

資料９－４ 都市公園 

（令和６年10月１日現在） 

 (１) 街区公園 

公 園 名 所 在 地 公 園 名 所 在 地 

柏ケ谷第一児童公園 東柏ケ谷2-1678-5 大島記念公園 中新田1-1529-3 

国分寺台第一児童公園 国分寺台1-4124-148 柏ケ谷長ヲサ児童公園 柏ケ谷1-967-12 

国分寺台第二児童公園 国分寺台2-5417-48 星谷児童公園 上今泉1-6-45 

国分寺台第三児童公園 国分寺台3-5345-63 ふれあい公園 今里3-143-2 

国分寺台第四児童公園 国分寺台4-5137-235 国分八景公園 国分南3-1173-1 

門沢橋第一児童公園 門沢橋2-2138-1 亀島自然公園 上今泉6-164 

上今泉第一児童公園 上今泉5-8-1 上今泉自然公園 上今泉4-809-1 

上今泉第二児童公園 上今泉5-19-27 浜田三塚公園 浜田町1-1 

上今泉第三児童公園 上今泉5-28-1 さつき町第二公園 さつき町4-1 

杉久保第一児童公園 杉久保南2-1880 河原口第一公園 河原口4-1091-10 

大谷第一児童公園 大谷北1-40-3 中新田第一公園 中新田4-1117-33 

下今泉第一児童公園 下今泉2-588-14 柏ケ谷第三公園 東柏ケ谷5-1380-4 

上郷第一児童公園 泉1-1059 上今泉高架下公園 上今泉1-3920-2 

さつき町第一児童公園 さつき町9-2 国分第二公園 国分北1-3029 

柏ケ谷第二児童公園 柏ケ谷4-600-1 望地道下公園 望地1-177-31 

杉久保第二児童公園 杉久保南1-248-1 望地道上公園 望地2-341-3 

上今泉中原児童公園 上今泉6-174-7 中新田丸田公園 中新田2-217 

社家小町児童公園 社家170-4 河原口御手作公園 河原口4-878-6 

杉久保富谷児童公園 杉久保北4-1711-1 門沢橋平泉公園 門沢橋5-2282-3 

上今泉神後谷児童公園 上今泉5-39-1 国分第三公園 国分南2-1634-19 

かしわ台児童公園 柏ケ谷6-703-1 下今泉第二公園 下今泉1-1119-100 

柏ケ谷産川台児童公園 柏ケ谷6-700 河原口相沢公園 中央4-1385-1 

国分尼寺公園 国分北1-437-4 河原口第二公園 河原口5-1060-2 

国分緑地公園 国分北4-4060-5 扇町第一公園 扇町125 

国分第一児童公園 国分北3-3360-1 中新田第二公園 
海老名運動公園周辺地

区土地区画整理事業内 

 

 (２) 近隣公園 

公 園 名 所 在 地 公 園 名 所 在 地 

海老名中央公園 中央1-291-3 北部公園 上今泉6-340-1 

東柏ケ谷近隣公園 東柏ケ谷1-1766-3 中野公園 中野1-2314-2 

大谷近隣公園 大谷南4-3285-1   

 

 (３) 運動公園 

公 園 名 所 在 地 

海老名運動公園 社家4032-1 
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資料 ９ その他 

 

(４) 特殊公園 

公 園 名 所 在 地 公 園 名 所 在 地 

清水寺公園 国分北2-3336-1 ひさご塚公園 国分南3-1055 

浜田歴史公園 浜田町5-13 今福薬医門公園 中新田1-1495-5 

 

 (５) 都市緑地 

公 園 名 所 在 地 公 園 名 所 在 地 

伊勢山自然公園 国分南2-1718-4 
国分第三緑地 

（佐藤自然緑地公園） 
国分北4-4007-1 

緑地やすらぎ公園 国分北3-4074-17 
国分第四緑地 

（井上自然緑地公園） 
国分北4-4007-3 

上今泉秋葉台自然緑地 上今泉4-757-8 国分第五緑地 国分北4-4005-1 

国分第一緑地 国分北3-3649-294 本郷第一緑地 本郷442-1 

国分第二緑地 国分北3-3649-313 杉久保自然緑地 杉久保北3-1589 

 

 (６) 緑道 

公 園 名 所 在 地 公 園 名 所 在 地 

国分寺台緑道 国分寺台3-5137-8 めぐみの小路 めぐみ町512-7 

横須賀水道路緑道 中新田758-2 

 

 (７) 広場公園 

公 園 名 所 在 地 公 園 名 所 在 地 

まちかど公園 中央2-86-1 けやき通り公園 杉久保北4-1733-8 

 

 備考 公園名は、海老名市都市公園条例施行規則（平成17年規則第16号）に基づく名称 
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資料 ９ その他 

 

資料９－５ 公共施設緑地 

（令和２年７月１日現在） 

 (１) 児童遊園 

公 園 名 所 在 地 公 園 名 所 在 地 

国分尼寺第一児童遊園 国分北1-3003-2 河原口四大縄児童遊園 河原口5-1191 

国分尼寺第二児童遊園 国分北1-2964-7 河原口二大縄公園 河原口5-1071-4 

大松原第一児童遊園 国分北3-3402-63 いちご遊園 上今泉1-5-6 

大松原第二児童遊園 国分北3-3402-24 上今泉谷公園 上今泉1-858-6 

大松原第三児童遊園 国分北3-3649-217 上今泉第二児童遊園 上今泉2-1499-5 

大松原第四児童遊園 国分北3-3649-137 上今泉才ノ神戸公園 上今泉2-2831-4 

大松原第五児童遊園 国分北3-3649-274 上今泉涯第一児童遊園 上今泉3-1905-8 

国分やまに平児童遊園 国分南2-1613-5 上今泉涯第二児童遊園 上今泉3-1911-1 

国分やまに平第二児童
遊園 

国分南2-1697-2 上今泉第一児童遊園 上今泉4-949-41 

国分児童館児童遊園 国分南2-1726-39 
上今泉小桜団地児童遊
園 

上今泉4-842-27 

国分逆川団地児童遊園 国分南2-1792-19 上今泉山野児童遊園 上今泉4-1036-9 

国分伊勢山児童遊園 国分南2-3593-2 上今泉第四児童遊園 上今泉5-31-4 

国分南原児童遊園 国分南3-1062-95 柏ケ谷瀧ノ本公園 柏ケ谷5-306-63 

国分宮ノ台児童遊園 国分南4-1350-9 柏ケ谷瀧ノ本第二公園 柏ケ谷6-291-34 

国分宮ノ台第二児童遊
園 

国分南4-1347-7 柏ケ谷天谷原公園 柏ケ谷4-608-14 

国分宮ノ台第三児童遊
園 

国分南4-1344-6 柏ケ谷中原児童遊園 東柏ケ谷1-1625-54 

国分宮ノ台第四児童遊
園 

国分南4-1336-27 
東柏ケ谷大道付児童遊
園 

東柏ケ谷4-1919-4 

国分宮ノ台第五公園 国分南4-1331-14 
東柏ケ谷大道付第二公
園 

東柏ケ谷4-1985-76 

国分宮ノ台第六公園 国分南4-1304-13 
東柏ケ谷大道付第三公
園 

東柏ケ谷4-1985-81 

坊原第一児童遊園 大谷北3-3635-11 
東柏ケ谷大道付第四公
園 

東柏ケ谷4-1985-185 

坊原第二児童遊園 大谷北3-3645-30 
いちご広場 
（東柏ケ谷四丁目広
場） 

東柏ケ谷4-2082-2 

大谷吉久保児童遊園 大谷南3-4756-5 東柏ケ谷東原第三公園 東柏ケ谷5-1418-73 

大谷市場公園 大谷北2-3923-9 柏ケ谷東原児童遊園 東柏ケ谷6-1450-101 

国分寺台樽井児童遊園 国分寺台3-5344-56 
柏ケ谷東原第二児童遊
園 

東柏ケ谷6-1452-7 

国分寺台鍛冶返児童遊
園 

国分寺台5-5137-123 さがみ野児童遊園 東柏ケ谷6-1480-13 

中新田南田児童遊園 中新田1-722-4 東柏ケ谷東原第四公園 東柏ケ谷6-1444-13 

中新田蔵ノ下児童遊園 中新田2-892-7 望地道上児童公園 望地2-341-4 

中新田五反田児童遊園 中新田1-22-3 中河内中道児童遊園 中河内1392-5 

中新田名古沢児童遊園 中新田2-174-3 中野桜野児童遊園 中野2-184-2 

中新田神成畑児童遊園 中新田3-2010-15 中野雪里児童遊園 中野2-780-17 
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資料 ９ その他 

 

中新田上ケ見公園 中新田1-337-5 今里第一児童遊園 今里2-408-25 

さつき町第二児童遊園 さつき町3-1 杉久保釜坂公園 杉久保北3-4906-14 

河原口上島合児童遊園 河原口2-644-5 杉久保蓮谷児童遊園 杉久保北5-2122-12 

 

公 園 名 所 在 地 公 園 名 所 在 地 

河原口代官分第二児童
遊園 

河原口4-720-2 杉久保下原第一公園 杉久保南4-2587-8 

本郷本宿児童遊園 本郷2298-1 杉久保団地児童遊園 杉久保南4-2580-1 

門沢橋新田第一児童遊
園 

門沢橋3-1067-4 柏ケ谷瀧ノ本第五公園 柏ケ谷5-303-17 

門沢橋新田第二児童遊
園 

門沢橋3-1067-34 国分押堀児童遊園 中央1-243-3 

柏ケ谷長ヲサ第二公園 柏ケ谷2-1084-1 大谷神明社児童遊園 大谷北2-3888 

望地道上第三公園 望地2-508 中新田第一児童遊園 中新田3-2066-1 

望地道上第四公園 望地2-551 中新田諏訪神社児童遊
園 

中新田2-828-1 

中野月ノ浦公園 中野1-414-6 今里八幡社児童遊園 今里1-274 

柏ケ谷瀧ノ本広場 柏ケ谷5-240-4 勝瀬小宝児童遊園 勝瀬220-1 

柏ケ谷峰下公園 柏ケ谷5-386-5 社家児童館児童遊園 社家3392-1 

河原口一大縄公園 河原口5-923-13 河原口多目的広場 河原口2049-13 

柏ケ谷峰下第二公園 柏ケ谷5-399-9 
河原口多目的広場（東
側） 

河原口2042-2 

柏ケ谷瀧ノ本第三公園 柏ケ谷5-275-13 産川せせらぎ公園 上今泉6-286-2 

柏ケ谷瀧ノ本第四公園 柏ケ谷5-230-1 社家業平公園 社家2977 

上今泉涯第三公園 上今泉3-1291-5   

 

 (２) 都市公園を除く公共空地 

公 園 名 所 在 地 公 園 名 所 在 地 

国分北一丁目緑地 国分北1-3074-3 泉第一広場 泉2-2046-7 

中新田一本木緑地 中新田4-1117-45 杉久保農業観察園 杉久保南3-2510-1 

中新田神成畑緑地 中新田3-2010-61 下今泉あさま広場 下今泉5-498 

河原口御手作緑道 河原口4-884-7 ビナ・よりみち広場 めぐみ町507-11 

国分北三丁目緑地 国分北3-3402-4   

 
資料９－６ 経営耕地面積及び経営放棄地面積 

（各年２月１日現在。単位はａ） 

年 次 
経営耕地面積 

過去１年間作付 
しなかった土地 耕作放棄地 

面積 
総面積 田 畑 樹園地 田 畑 

平成12年 49,295 24,971 21,705 2,619 2,403 2,855 1,066 

平成17年 40,948 21,762 17,547 1,639 1,650 2,988 703 

平成22年 41,813 22,510 17,450 1,853 1,263 2,972 547 

平成27年 33,700 17,700 14,900 1,100 300 1,900 500 

令和2年 31,453 16,998 13,763 692 - - - 
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資料９－７ 急傾斜地崩壊危険区域一覧 

（令和６年４月１日現在） 

No. 区域名 所在地 指定年月日 

１ 大谷 大谷 平成４年12月８日 

２ 上今泉３丁目 上今泉三丁目 平成７年３月31日 

３ 押堀 国分南一丁目 平成16年12月17日 

４ 大谷北４丁目 大谷北四丁目 令和５年３月31日 

 

資料９－８ 土砂災害警戒区域一覧 

 令和３年５月25日現在で、海老名市内に土砂災害警戒区域52区域102斜面、その内、土砂災害特別警戒

区域40区域73斜面が指定されている。 

 （図中の「警戒区域：Ｙ」とは土砂災害警戒区域のみに指定されている斜面、「特別警戒区域：Ｒ」と

は土砂災害警戒区域内に土砂災害特別警戒区域が指定されている斜面をいう。） 

（令和３年５月25日現在） 

No. 区域名 所在地 
警戒区域：Ｙ 

特別警戒区域：Ｒ 
指定年月日 

１ 上今泉１丁目１ 上今泉１丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

２ 上今泉２丁目１ 

上今泉２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

上今泉２丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

上今泉２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

上今泉２丁目及び上今泉 Ｒ 令和３年５月25日 

３ 上今泉３丁目１ 
上今泉２丁目及び上今泉３丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

上今泉２丁目及び上今泉３丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

４ 上今泉３丁目２ 

上今泉３丁目及び座間市入谷西

四丁目及び入谷西五丁目 
Ｒ 令和３年５月25日 

上今泉３丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

５ 上今泉４丁目１ 
上今泉４丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

上今泉４丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

６ 上今泉５丁目１ 
上今泉４丁目及び上今泉５丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

上今泉４丁目及び上今泉５丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

７ 上今泉５丁目２ 上今泉５丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

８ 上今泉６丁目１ 

上今泉６丁目及び座間市南栗原

六丁目 
Ｙ 令和３年５月25日 

上今泉６丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

上今泉６丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

上今泉６丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

９ 上今泉６丁目２ 

上今泉６丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

上今泉６丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

上今泉６丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

10 上今泉６丁目３ 上今泉６丁目 Ｒ 令和３年５月25日 
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資料 ９ その他 

 

国分北４丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

11 柏ケ谷１ 柏ケ谷 Ｙ 平成27年７月10日 

12 柏ケ谷２ 柏ケ谷 Ｒ 令和３年５月25日 

13 柏ケ谷３ 
柏ケ谷 Ｒ 令和３年５月25日 

柏ケ谷 Ｒ 令和３年５月25日 

14 欠番 － － － 

15 柏ケ谷５ 
柏ケ谷及び望地２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

柏ケ谷及び望地２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

16 国分北１丁目１ 国分北１丁目及び上郷 Ｙ 平成27年７月10日 

17 国分北１丁目２ 
国分北１丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

国分北１丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

18 国分北３丁目１ 

国分北２丁目及び国分北３丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

国分北２丁目及び国分北３丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

国分北２丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

19 国分北３丁目２ 

国分北３丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

国分北３丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

国分北３丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

国分北３丁目及び国分南２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

国分北２丁目及び国分北３丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

国分北３丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

20 国分北３丁目３ 国分北３丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

21 国分北３丁目４ 国分北３丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

22 国分北３丁目５ 国分北３丁目及び国分北４丁目 Ｙ 平成27年７月10日 

23 国分北４丁目１ 

国分北４丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

国分北４丁目 Ｙ 平成27年７月10日 

国分北３丁目 Ｙ 平成27年７月10日 

24 国分南１丁目１ 国分南１丁目 Ｙ 平成27年７月10日 

25 国分南２丁目１ 国分南２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

26 国分南２丁目２ 

国分南２丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

国分南２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

国分南２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

27 国分南３丁目１ 

国分南４丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

国分南１丁目、国分南３丁目及

び国分南４丁目 
Ｒ 令和３年５月25日 

国分南１丁目、国分南３丁目及

び国分南４丁目 
Ｒ 令和３年５月25日 

国分南３丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

28 国分南３丁目２ 
国分南３丁目 Ｙ 平成27年７月10日 

国分南３丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

29 国分南３丁目３ 国分南３丁目 Ｒ 令和３年５月25日 
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資料 ９ その他 

 

国分南３丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

30 国分南４丁目１ 国分南４丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

31 国分南４丁目２ 国分南３丁目及び国分南４丁目 Ｙ 令和３年５月25日 

32 望地２丁目１ 望地２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

33 大谷北２丁目１ 大谷北２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

34 大谷北４丁目１ 大谷北４丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

35 大谷北４丁目２ 大谷北４丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

36 大谷南２丁目１ 

大谷北３丁目及び大谷南２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

大谷北３丁目及び大谷南２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

大谷南２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

大谷南２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

大谷南２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

大谷南２丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

37 大谷南４丁目１ 

大谷南１丁目、大谷南２丁目及

び大谷南４丁目 
Ｒ 令和３年５月25日 

大谷南１丁目、大谷南２丁目及

び大谷南４丁目 
Ｒ 令和３年５月25日 

38 大谷南５丁目１ 

大谷南３丁目及び大谷南５丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

大谷南５丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

大谷南５丁目 Ｙ 平成27年７月10日 

39 国分寺台２丁目１ 

国分寺台２丁目及び綾瀬市早川 Ｙ 平成27年７月10日 

国分寺台２丁目及び国分寺台３

丁目及び綾瀬市早川 
Ｙ 平成27年７月10日 

40 杉久保北１丁目１ 

大谷南４丁目及び杉久保北１丁

目 
Ｒ 令和３年５月25日 

大谷南４丁目及び杉久保北１丁

目 
Ｒ 令和３年５月25日 

41 杉久保北１丁目２ 杉久保北１丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

42 杉久保北３丁目１ 

杉久保北３丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

大谷南５丁目及び杉久保北３丁

目 
Ｒ 令和３年５月25日 

43 杉久保北３丁目２ 杉久保北３丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

44 杉久保北４丁目１ 杉久保北４丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

45 杉久保北４丁目２ 杉久保北４丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

46 欠番 － － － 

47 欠番 － － － 

48 杉久保南１丁目２ 杉久保南１丁目 Ｒ 令和３年５月25日 

49 上河内１ 

上河内 Ｒ 令和３年５月25日 

上河内 Ｒ 令和３年５月25日 

上河内 Ｒ 令和３年５月25日 

上河内 Ｒ 令和３年５月25日 
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50 中河内１ 

中河内及び上河内 Ｒ 令和３年５月25日 

中河内及び上河内 Ｒ 令和３年５月25日 

中河内 Ｒ 令和３年５月25日 

51 中河内２ 
中河内 Ｒ 令和３年５月25日 

中河内及び本郷 Ｒ 令和３年５月25日 

52 本郷１ 
本郷 Ｒ 令和３年５月25日 

本郷 Ｒ 令和３年５月25日 

53 本郷２ 本郷 Ｒ 令和３年５月25日 

54 本郷３ 本郷 Ｒ 令和３年５月25日 

55 本郷４ 本郷 Ｙ 平成27年７月10日 

 

資料９－９ 危険物等施設数一覧 

（令和６年４月１日現在） 

施 設 区 分 施 設 数 

製 造 所  1 

貯 蔵 所 

屋内貯蔵所 46 

屋外タンク貯蔵所 11 

屋内タンク貯蔵所 1 

地下タンク貯蔵所 27 

移動タンク貯蔵所 6 

屋外貯蔵所 1 

小 計 92 

取 扱 所 

給油取扱所 36 

販売取扱所 1 

一般取扱所 23 

小 計 60 

合  計 153 

- 216 -
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資料９－10 住宅の種類・構造、建築の時期別住宅数     （平成30年10月１日現在。単位は戸） 

建築の時期 総 数 

住宅の種類 構   造 

専用 
住宅 

店舗その
他の併用
住宅 

木造 
防火 
木造 

鉄筋・
鉄骨コ
ンクリ
ート造 

鉄骨造 その他 

住宅総数 54,850 54,180 670 3,770 29,880 17,070 4,130 - 

昭和45年以前 1,960 1,940 20 580 1,340 20 20 - 

昭和46年～55年 6,460 6,300 170 870 3,160 2,300 140 - 

昭和56年～平成２年 10,970 10,810 160 780 5,530 3,670 990 - 

平成３年～７年 6,140 6,100 40 210 3,200 2,120 600 - 

平成８年～12年 6,260 6,210 50 220 2,980 2,240 810 - 

平成13年～17年 7,160 7,050 110 270 3,070 3,440 380 - 

平成18年～22年 5,810 5,790 20 270 3,530 1,690 310 - 

平成23年～27年 3,770 3,730 40 80 3,170 370 150 - 

平成28年～30年９月 2,040 2,040 - 60 1,030 570 380 - 

 備考 

  １ 住宅総数は、建築時期が不詳のものを含む。(数値は１位を四捨五入している。） 

  ２ 表中の「-」符号は該当数字なし。 

 

資料９－11 海老名市災害対策本部等代替施設一覧 

施設名称 所在地 
海老名市消防署 大谷816 

南部大型防災備蓄倉庫 杉久保北4-11-14 

 

資料９－12 公共施設におけるヘリサインの設置状況          （令和６年４月１日現在） 

№ 名   称 ヘリサイン 
（表示名称） 表 示 色 所 在 地 

１ 消防署北分署 海老名北分署 白地にオレンジ 上今泉6-13-17 

２ 東柏ケ谷小学校 海老名東柏ケ谷小 白地にオレンジ 東柏ケ谷6-9-7 

３ 上星小学校 海老名上星小 白地にオレンジ 上今泉1-23-1 

４ 有鹿小学校 海老名有鹿小 白地にオレンジ 河原口3-13-1 

５ 大谷小学校 海老名大谷小 白地にオレンジ 国分寺台2-13-1 

６ 社家小学校 海老名社家小 白地にオレンジ 社家5-10-1 

７ 門沢橋小学校 海老名門沢橋小 白地にオレンジ 門沢橋1-19-1 

８ 杉久保小学校 海老名杉久保小 白地にオレンジ 杉久保北4-4-1 

９ 今泉小学校 海老名今泉小 白地にオレンジ 上今泉2028 

10 杉本小学校 海老名杉本小 白地にオレンジ 国分北4-10-1 

11 海老名中学校 海老名海老名中 白地にオレンジ 国分南3-11-1 

12 大谷中学校 海老名大谷中 白地にオレンジ 大谷南2-10-1 

13 今泉中学校 海老名今泉中 白地にオレンジ 上今泉1840 

14 海西中学校 海老名海西中 白地にオレンジ さつき町58 

15 消防署西分署 海老名消防西分署 黒地にオレンジ 上今泉2027-1 

16 柏ケ谷中学校 海老名柏ケ谷中 白地にオレンジ 柏ケ谷1-13-1 
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資料９－13 海老名市自主防災組織一覧 

（令和６年度） 

No. 自治会名 組織数 世帯数 No. 自治会名 組織数 世帯数 

１ 中央一丁目 １ 585 31 上郷 10 795 

２ 中央二丁目 １ 160 32 海老名ザ・レジデンス １ 412 

３ 中央三丁目 １ 1,863 33 下今泉 ８ 812 

４ 国分北一丁目北 ４ 376 34 海老名スカイハイツ １ 233 

５ 国分北一丁目南 ５ 468 354 上今泉一丁目 ４ 527 

６ 国分北二丁目 ４ 495 365 上今泉二丁目 ４ 700 

７ 国分北三丁目 １ 527 376 上今泉三丁目 ３ 400 

８ 国分杉本ご近助ネット ３ 274 387 上今泉四丁目 ４ 630 

９ 国分南一丁目 １ 211 398 上今泉五丁目 ８ 900 

10 国分南二丁目 ６ 562 4039 上今泉六丁目 ５ 665 

11 ルネ・エアズヒル ５ 593 410 柏ケ谷 12 1,387 

12 国分南三丁目 ３ 504 421 かしわ台クラルテ ５ 260 

13 国分南四丁目 ５ 495 432 
東建ニューハイツ海老
名 

６ 486 

14 望地 ２ 571 443 東柏ケ谷一丁目 ５ 660 

15 勝瀬 １ 276 454 東柏ケ谷二丁目 ６ 725 

16 大谷 14 2,053 465 東柏ケ谷三丁目 ３ 357 

17 海老名みずほハイツ １ 218 476 東柏ケ谷四丁目 ６ 830 

18 浜田 １ 444 487 東柏ケ谷五丁目 ４ 564 

19 国分寺台 ８ 1,089 498 ルアンジュさがみ野 ７ 309 

20 国分寺台三丁目 ２ 144 5049 東柏ケ谷六丁目 ７ 837 

21 国分寺台四丁目 ２ 319 510 中河内 ３ 168 

22 国分寺台五丁目 ２ 413 521 中野 １ 530 

23 中新田第１ 11 987 532 社家 ６ 889 

24 中新田第２ 11 1,113 543 今里 ８ 744 

25 えびな団地 １ 46 554 上河内 １ 111 

26 さつき町 21 660 565 杉久保北部 ８ 990 

27 さつき住宅 ６ 187 576 杉久保南部 10 1,049 

28 河原口第１ ９ 816 587 サンパルク650 ３ 521 

29 河原口第２ ８ 740 598 本郷 ６ 529 

30 河原口第３ ７ 556 60 門沢橋 13 1,098 

    合  計 315 36,863 

 

資料９－14 災害救援ボランティアの活動拠点 

名   称 所 在 地 

海老名市文化会館 めぐみ町６番１ 
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資料 ９ その他 

資料９－15 東海地震に関する事前対策計画 

 第６章 東海地震に関する事前対策計画 

 第１節 計画の目的 

１ 東海地震に関する事前対策計画の目的 

  この計画は、大規模地震対策特別措置法（以下この章において「大震法」という。）第６

条の規定に基づき、東海地震に係る地震防災対策強化地域（以下この章において「強化地域」

という。）において、警戒宣言等が発せられた場合に執るべき対策を中心に、緊急整備事業の

推進等について定める。                        ［危・企・事］ 

 (１) この計画は、東海地震の発生に伴う被害の発生を防止し、又は軽減するために、全県

域を対象として市の執るべき事前措置の基本的事項について定める。 

 (２) この計画中、強化地域に係る部分については、大震法第６条の規定に基づく「地震防

災強化計画」（以下この章において「強化計画」という。）とする。 

 (３) この計画は、東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意情報及び東海地震

予知情報（以下この章において「東海地震に関連する情報」という。）の発表並びに警

戒宣言が発せられた時から地震発生までの間における事前応急対策を定める。 

 (４) 市及び関係機関は、この計画に基づいて、それぞれ必要な具体的な計画等を定め、事

前対策を実施する。 

２ 東海地震に関する事前対策計画の体系                        

  東海地震に関する事前対策計画の体系は、次のとおりである。 

  

  

対
策

の

連

絡
調

整

予知情報の報告、警戒宣言等

観測、測量の

強化

気象庁長官による地震予知情報の報

告（追加報告）

内閣総理大臣

（閣議）

警戒宣言
中央防災会議による地震防災基本計
画の作成

中央防災会議

諮問

内閣総理大臣に

よる強化地域の

指定

事前措置 発災後

災

害

対

策
基

本

法

の

規
定

に

基

づ
く

措

置

の

実
施

地震防災応急計画に基づく

対策の実施

市長

市民

 強化計画に基づく対策の

 実施

通知

地震災害警戒本部の設置

 強化計画に基づく対策の

 実施

県知事 地震災害警戒本部の設置

警戒本部の設置、警戒宣言発令時対策

自衛隊派遣要請

地震災害警戒本部の設置

強化計画に基づく国の

対策の実施

　指定行政機関

　指定公共機関

対

策

の

連

絡
調

整

国

報

道
機

関

を

通

じ
て

発

表

民

間

市

県

防災上重要な施設又は事
業の管理者等による地震

防災応急計画の作成

強化計画の作成

強化計画の作成

指定公共機関

通知指定行政機関　による強化

指定公共機関　計画の作成

伝達

- 219 -



資料 ９ その他 

３ 地震防災対策強化地域                               

  市は、大震法第３条第１項に規定する強化地域に指定されている。 
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資料 ９ その他 

 第２節 予防対策 

 緊急整備事業の推進及び警戒宣言発令時等の対策を円滑に行うための地震防災応急計画の作

成並びに東海地震に関連する情報及び警戒宣言に関する正確な知識の普及について定める。な

お、その他東海地震の事前対策については、第２章「都市の安全性の向上」及び第３章「災害

時応急活動事前対策の充実」に基づいて実施する。 

１ 緊急整備事業 

  市は、大規模地震が発生した場合の被害の軽減を図るため、あらかじめ避難場所、消防用

施設をはじめ、緊急輸送道路、通信施設等各種防災関係施設を整備する必要があることか

ら、これらの防災施設について地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る

国の財政上の特別措置に関する法律（昭和55年法律第63号）に基づく「地震対策緊急整備事

業計画」を定め、関連事業との整合を図り、早急にその整備を図るものとする。［危・消］ 

 (１) 市は、大震法第６条第２項の趣旨を踏まえ、大規模地震対策特別措置法施行令（昭和5

3年政令第385号。以下「大震法施行令」という。）第２条の規定に基づく地震防災上緊

急に整備すべき施設等について、年次計画を定め、その整備に努める。 

 (２) 市は、大震法施行令第２条の規定に基づく地震防災上緊急に整備すべき施設以外の防

災対策関連事業についても、年次計画を定め、その整備の推進に努める。 

２ 地震防災応急計画の作成義務等 

  大震法第７条及び大震法施行令第４条の規定に基づき、病院、映画館、デパート不特定多

数の者が出入りする施設、学校、大規模な工場及び事業所、危険物の製造、電気・ガス・水

道の施設、鉄道事業等については、東海地震注意情報及び東海地震予知情報が発表された場

合又は警戒宣言が発せられた場合の災害防止及び社会的混乱を避けるため、それぞれの施設

の管理者等が地震防災応急計画を作成する。                ［企・事］ 

３ 東海地震に関連する情報に関する知識の普及 

  市は、東海地震の切迫性並びに東海地震に係る防災意識の普及・啓発に努めるとともに、

警戒宣言が発せられた場合等に市民が的確な判断に基づいて行動ができるよう第３章第18節

「防災知識の普及」に規定するもののほか、次の(１)から(５)までに掲げる知識の普及に努

める。                                   ［危］ 

 (１) 警戒宣言の性格及びこれに基づき執られる措置の内容 

 (２) 東海地震の予知に関する知識 

 (３) 東海地震に関連する情報及び警戒宣言の内容 

 (４) 予想される地震及び津波に関する知識 

 (５) 東海地震に関連する情報が発表された場合及び警戒宣言が発せられた場合並びに地震

が発生した場合の出火防止、近隣市民との救助活動、自動車運行の自粛等、防災上執る

べき行動に関する知識 
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 第３節 警戒宣言発令時等の対策 

 市は、東海地震に関連する調査情報（臨時）及び東海地震注意情報発表時対策並びに警戒宣

言等が発せられた時から地震が発生するまで、又は警戒解除宣言が発せられるまでの間におけ

る警戒宣言発令時対策を実施する。 

 市は、東海地震に関連する調査情報（臨時）及び東海地震注意情報が発表された場合は、そ

の情報内容に応じて、職員の参集、事前の準備行動等経済的影響に配慮しながら必要な措置を

採る。また、警戒宣言発令時等対策の実施に当たっては、市民の日常生活への影響、市内の経

済的影響及び要配慮者の配慮に努める。なお、東海地震が発生した場合には、災害応援協定に

基づいた応援を円滑に行うため、警戒宣言が発せられた時は当該協定締結先と情報の共有を図

りながら必要な対応を相互に執る。 

１ 東海地震に関連する情報 

  東海地震に関連する情報の内容については次のとおりである。 

情報の種類 情報の内容 
カラーレベル 

発表 終了 

東海地震に関連する

調査情報 

（定例） 

 毎月開催される定例の地震防災対策

強化地域判定会において評価した調査

結果について発表される情報 

青 青 

（臨時） 

 東海地震の観測データに異常が現れ

た場合にその原因の調査状況について

発表される情報で、東海地域における

ひずみ計１か所以上で有意な変化が観

測された場合等に発表される情報 

青 青 

東海地震注意情報 

 東海地震の前兆現象の可能性が高ま

ったと認められた場合に発表される情

報で、東海地震におけるひずみ計２か

所以上での有意な変化がプレスリップ

である可能性が高まったと判定会で判

断した場合等に発表される情報 

黄 青 

東海地震予知情報 

 東海地震が発生するおそれがあると

認められ、「警戒宣言」が発せられた

場合に発表される情報で、東海地域に

おけるひずみ計３か所以上での有意な

変化が、プレスリップによるものとの

判定会で判断した場合等に発表される

情報 

赤 青 
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２ 市災害対策本部の設置等 

 (１) 市災害対策本部の設置基準及び配備体制発令基準             ［危］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 市長は、本部設置基準により、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、災

害対策基本法第23条の２第１項の規定に基づき、「海老名市地域防災計画」の定めると

ころにより市災害対策本部を設置する。また、市災害対策本部長（市長）は、市災害対

策本部が設置されたときは配備体制発令基準に基づき、「地震災害対策体制」を発令

し、危機対処の部の行動計画に定める配備人員を配備する。 

  イ 市長は、市災害対策本部を設置したときは、県知事に速やかに報告するとともに、次

の(ア)から(エ)までに掲げる者のうちから必要と認める者に速やかに連絡する（同本部

を廃止したときも同じ。）。 

   (ア) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

   (イ) 陸上自衛隊第４施設群長 

   (ウ) 海上自衛隊厚木航空基地隊司令 

   (エ) 隣接市町長 

  ウ 市は、配備人員が参集するまでの間は、別に定める「海老名市災害発生時等初動対応

マニュアル」に基づき、災害予防又は災害応急対策を実施する。 

 (２) 市災害対策本部の組織等                        ［危］ 

  ア 市災害対策本部は、市災害対策本部長、市災害対策副本部長（副市長及び教育長）、

市災害対策副本部長補佐及び市災害対策本部員をもって組織する（市災害対策本部会議

の構成も同じ。）。 

  イ 市災害対策本部長は、災害予防又は災害応急対策を円滑に実施するため、市災害対策

本部に「危機管理部」、「消防部」、「避難所管理部」、「応急復旧部」、「物資輸送

部」及び「医療介護部」を置くものとし、地震災害の復旧・復興時には「復興支援部」

を置くものとする。さらに、部に属する班を置くものとする。 

  ウ 市災害対策本部の庶務は、危機管理部長が掌理する。 

  エ 市災害対策本部長は、災害予防又は災害応急対策についての重要な指示又は総合調整

を行う必要があると認めるときは、市災害対策本部会議を招集する。 

危機対処
体制区分

（設置者）

本部設置
基準

配備体制
区分

（発令者）

配備体制
発令基準

危機対処
の部

配備人員

避難所管理部 応急復旧部 物資輸送部

備考　「地震災害対策体制」の配備人員とは、地域防災計画行動計画「地震災害対策体制」に定める災害
　　予防又は災害応急対策に従事すべき「全員」をいう。

　災害対策本部（市長）

　地震の発生により、震度観測点（海老名市大谷）で震度５弱以上の揺れを観測したとき。

　地震災害対策体制
　（災害対策本部長）

　本部設置基準により、災害対策本部が設置されたとき。

医療介護部

全員 全員 全員 全員 全員 全員

危機管理部 消防部
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  オ 市災害対策本部長は、市災害対策本部に災害対策の実施を要する地域にあって市災害

対策本部の一部を行う組織として現地災害対策本部を置くことができる。 

  カ 市災害対策本部長は、地震災害の発生により復興対策を実施する必要があると認める

ときは、迅速かつ的確な復興支援を図るため、「海老名市地域防災計画」の定めるとこ

ろにより復興体制を整備するものとし、部を横断的に編成し、本部に復興支援部を置く

ものとする。 

  キ 市災害対策本部組織図は、次図のとおりとし、市災害対策本部の組織及び運営につい

ては、「海老名市災害対策本部要綱」に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  【資料２－５】 海老名市災害対策本部条例 

  【資料２－６】 海老名市災害対策本部要綱 

  

市災害対策本部員

物資輸送部 班

市災害対策本部長の職務代理順序

第１順位　第１順位副市長
第２順位　第２順位副市長

第３順位　市長室長（危機管理部長）

以下略

医療介護部 班

復興支援部

市災害対策副本部長

避難所管理部 班

市災害対策副本部長補佐

応急復旧部 班

市現地

災害対策本部

市災害対策本部会議

市災害対策本部長

危機管理部 班

消防部 班

市災害対策本部
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３ 市地震災害警戒本部の設置等 

 (１) 市地震災害警戒本部の設置基準及び配備体制発令基準           ［危］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 市長は、本部設置基準に基づき、大震法第16条に規定する市地震災害警戒本部を設置

する。また、市地震災害警戒本部長（市長）は、市地震災害警戒本部が設置されたとき

は、配備体制発令基準に基づき、「東海地震災害警戒体制」を発令し、危機対処の部の

行動計画に定める配備人員を配備する。 

  イ 市長は、市災害対策本部を設置したとき又は大震法第９条第３項の警戒解除宣言が内

閣総理大臣から発せられたときは、速やかに大震法第19条の規定により、速やかに市地

震災害警戒本部を廃止する。 

  ウ 市災害対策本部又は市災害警戒本部が設置されたときは、市地震災害警戒本部は廃止

されたものとし、その事務は引き継がれる。 

  エ 配備人員は、勤務時間外、休日等において、本部設置基準を覚知したときは、テレビ

等の情報機器から報道情報を確認し、部の行動計画の定めにより、参集する必要がある

ときは速やかに参集し、参集する必要がないときは最新の報道情報に注意して緊急参集

に備える。 

  オ 市は、配備人員が参集するまでの間は、別に定める「海老名市災害発生時等初動対応

マニュアル」に基づき、地震防災応急対策を実施する。 

 (２) 市地震災害警戒本部の組織等                       [危］ 

  ア 市地震災害警戒本部は、市地震災害警戒本部長、市地震災害警戒副本部長（副市長及

び教育長）、市地震災害警戒副本部長補佐及び市地震災害警戒本部員をもって組織する

（市地震災害警戒本部会議の構成も同じ。）。 

  イ 市地震災害警戒本部長は、大震法第２条第14号に規定する地震防災応急対策を円滑に

実施するため、市地震災害警戒本部に「危機管理部」、「消防部」、「避難所管理

部」、「応急復旧部」、「物資輸送部」及び「医療介護部」を置くものとする。さら

に、部に属する班を置くものとする。 

  ウ 市地震災害警戒本部の庶務は、危機管理部長が掌理する。 

  エ 市地震災害警戒本部長は、地震防災応急対策についての重要な指示又は総合調整を行

う必要があると認めるときは、市地震災害警戒本部会議を招集する。 

危機対処
体制区分

（設置者）

本部
設置基準

配備体制
区分

（発令者）

配備体制
発令基準

危機対処

の部

配備人員

備考　「東海地震災害警戒体制」の配備人員とは、地震防災応急対策に従事すべき「全員」をいい、この

　　「全員」は地域防災計画行動計画「地震災害対策体制」に定める「全員」に準ずる。

医療介護部

全員 全員 全員 全員 全員 全員

　地震災害警戒本部

　（市長）

　大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）第２条第13項に規定する警戒宣言が発せ

られたとき（東海地震予知情報が発表されたとき。）。

　東海地震災害警戒体制

　（地震災害警戒本部長）

　本部設置基準により、地震災害警戒本部が設置されたとき。

危機管理部 消防部 避難所管理部 応急復旧部 物資輸送部
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  オ 市地震災害警戒本部組織図は、次図のとおりとし、市地震災害警戒本部の組織及び運

営については、「海老名市地震災害警戒本部要綱」に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【資料２－８】 海老名市地震災害警戒本部要綱 

  

消防部 班

市地震災害警戒本部

市地震災害警戒本部会議

市地震災害警戒本部長

危機管理部 班

市地震災害警戒副本部長 避難所管理部 班

市地震災害警戒副本部長補佐 応急復旧部 班

市地震災害警戒本部員 物資輸送部 班

市地震災害警戒本部長の職務代理順序

第１順位　第１順位副市長

第２順位　第２順位副市長

第３順位　市長室長（危機管理部長）

以下略

医療介護部 班
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４ 市災害警戒本部の設置等 

 (１) 市災害警戒本部の設置基準及び配備体制発令基準             ［危］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表された場合の対応 

    市長又は市長室長は、気象庁から東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表された

場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、本部設置基準に基づ

き、市災害警戒本部を設置することができる。また、市災害警戒本部長（市長）又は危

機管理部長（市長室長）は、市災害警戒本部が設置されたときは、配備体制発令基準に

基づき、「東海地震調査情報体制」を発令し、部の行動計画に定める配備人員を配備す

る。 

  イ 東海地震注意情報が発表された場合の対応 

   (ア) 市長又は市長室長は、気象庁から東海地震注意情報が発表された場合において、

防災の推進を図るため必要があると認めるときは、本部設置基準に基づき、市災害

警戒本部を設置することができる。また、市災害警戒本部長又は危機管理部長は、

市災害警戒本部が設置されたときは、配備体制発令基準に基づき、「東海地震注意

情報体制」を発令し、部の行動計画に定める配備人員を配備する。 

   (イ) 市災害警戒本部長又は危機管理部長は、東海地震に関連する調査情報（臨時）の

発表に伴い、既に市災害警戒本部を設置している場合において、気象庁から東海地

震注意情報が発表されたときは、配備体制発令基準に基づき配備体制を変更し、

「東海地震注意情報体制」を発令し、部の行動計画に定める配備人員を配備する。 

  

危機対処
体制区分

（設置者）

本部設置
基準

配備体制
区分

（発令者）

配備体制

発令基準

危機対処
の部

配備人員

配備体制
区分

（発令者）

配備体制

発令基準

危機対処

の部

配備人員 全員 全員 全員 全員 全員 全員

備考

　１　「東海地震調査情報体制」の配備人員とは、災害警戒又は災害予防対策に従事すべき「必要人員」
　　又は配備体制の変更等に応じて迅速に配備人員を確保するため連絡調整を行う「連絡員」をいい、こ
　　の「必要人員」及び連絡員は地域防災計画行動計画「地震災害

　　準備体制」に定める「必要人員」及び「連絡員」に準ずる。
　２　「東海地震注意情報体制」の配備人員とは、災害警戒又は災害予防対策に従事すべき「全員」をい

　　い、この「全員」は地域防災計画行動計画「地震災害対策体制」に定める「全員」に準ずる。

　東海地震注意情報体制
　（災害警戒本部長又は危機管理部長）

１　本部設置基準１により、既に災害警戒本部が設置されている場合で、本部設置基準２によ

　り配備体制を変更するとき。
２　本部設置基準２により、災害警戒本部が設置されたとき。

危機管理部 消防部 避難所管理部 応急復旧部 物資輸送部 医療介護部

連絡員

危機管理部 消防部 避難所管理部 応急復旧部 物資輸送部 医療介護部

必要人員 必要人員 連絡員 連絡員 連絡員

　本部設置基準１により、災害警戒本部が設置されたとき。

　災害警戒本部

　（市長又は市長室長）

１　東海地震に関する調査情報（臨時）が発表されたとき。

２　東海地震注意情報が発表されたとき。

　東海地震調査情報体制

　（災害警戒本部長又は危機管理部長）
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  ウ 配備体制の解除及び市災害警戒本部の廃止 

   (ア) 市災害警戒本部長又は危機管理部長は、気象庁から、直ちに東海地震に結びつく

ものではないと判断された情報が発表された段階において、各配備体制を解除す

る。また、市長又は市長室長は、速やかに市災害警戒本部を廃止する。 

   (イ) 警戒宣言の発令により、市地震災害警戒本部が設置されたとき又は地震の発生に

より震度観測点（海老名市大谷）で震度５弱以上の揺れを観測し、市災害対策本部

が設置されたときは、市災害警戒本部は廃止されたものとし、その事務は引き継が

れる。 

  エ 緊急参集等 

   (ア) 配備人員は、勤務時間外、休日等において、本部設置基準を覚知したときは、テ

レビ等の情報機器から報道情報を確認し、行動計画の定めにより、参集する必要が

あるときは速やかに参集し、参集する必要がないときは最新の報道情報に注意して

緊急参集に備える。 

   (イ) 市は、配備人員が参集するまでの間は、別に定める「海老名市災害発生時等初動

対応マニュアル」に基づき、災害警戒又は災害予防対策を実施する。 

 (２) 市災害警戒本部の組織等                        ［危］ 

  ア 市災害警戒本部は、市災害警戒本部長、市災害警戒副本部長（副市長及び教育長）、

市災害警戒副本部長補佐及び市災害警戒本部員をもって組織する（市災害警戒本部会議

の構成も同じ。）。 

  イ 市災害警戒本部長は、災害警戒又は災害予防対策を円滑に実施するため、市災害警戒

本部に「危機管理部」、「消防部」、「避難所管理部」、「応急復旧部」、「物資輸送

部」及び「医療介護部」を置くものとする。さらに、部に属する班を置くものとする。 

  ウ 市災害警戒本部の庶務は、危機管理部長が掌理する。 

  エ 市災害対策本部長は、災害警戒又は災害予防対策についての重要な指示又は総合調整

を行う必要があると認めるときは、市災害警戒本部会議を招集する。 
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  オ 市災害警戒本部組織図は、次図のとおりとし、市災害警戒本部の組織及び運営につい

ては、「海老名市災害警戒本部要綱」に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【資料２－９】 海老名市災害警戒本部要綱 

５ 警戒宣言前の準備行動 

  市は、東海地震注意情報が発表され、国が事前の準備行動等を行う必要があると認め、そ

の情報を公表した場合は、救助・救急、消火部隊等の受入れ・派遣準備及び物資の点検、児

童・生徒の帰宅、旅行の自粛等、必要な準備行動等を行う。なお、市は、本情報の解除に係

る情報が発表され、国が準備行動等の解除を発表した場合は、準備行動等を終了する。  

                                      ［危］ 

６ 東海地震に関連する情報、警戒宣言の伝達 

 (１) 東海地震に関連する情報の伝達 

    東海地震の観測データに異常が発見され、東海地震に関連する情報が発表された場合

は、気象庁から消防庁及び横浜地方気象台を通じて、その情報が県に伝達される。県

は、東海地震に関連する情報の伝達を受けた場合は、県防災行政通信網一斉ファクス等

により速やかに市に伝達する。                    ［国・県］ 

  

市災害警戒本部員

応急復旧部 班

物資輸送部 班

医療介護部 班市災害警戒本部長の職務代理順序

第１順位　第１順位副市長

第２順位　第２順位副市長

第３順位　市長室長（危機管理部長）

以下略

市災害警戒副本部長

消防部 班

市災害警戒副本部長補佐

避難所管理部 班

市災害警戒本部

市災害警戒本部会議

市災害警戒本部長

危機管理部 班
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 (２) 警戒宣言の伝達 

    内閣総理大臣は、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防

災応急対策を実施する緊急の必要があると認められるときは、閣議にかけて、警戒宣言

を発する。警戒宣言は、報道機関を通じて広報されると同時に、消防庁から県に伝達さ

れ、県は、消防庁から警戒宣言発令の伝達を受けた場合は、県防災行政通信網一斉ファ

クス等により速やかに市に伝達する。                  ［国・県］ 

７ 広報対策 

 (１) 基本方針 

    市は、東海地震注意情報及び東海地震予知情報の発表又は警戒宣言が発せられた場合

は、地震発生に備えて事前の防災措置を執ることになるが、それに伴い、徐々に社会的

混乱が発生し始め、特に警戒宣言発令後は、帰宅を急ごうとする人による駅及び道路で

の混乱、電話の異常輻輳（ふくそう）等の発生が考えられる。市は、これらに対処する

ため、次の項目に留意して、迅速かつ的確な広報を実施する。また、要配慮者情報伝達

について特に配慮を要する者に対しては、外国語による表示、冊子、放送のほか、広報

誌、広報車、懸垂幕等、様々な広報手段を活用するよう努める。なお、市民に対する東

海地震に関連する情報の広報に際しては、具体的に執るべき行動を併せて示すととも

に、状況に応じて逐次、平易な表現で反復継続して行うよう努める。     ［危］ 

  ア 冷静な行動を執ること。 

  イ 不要な火気の始末をすること。 

  ウ 家具等屋内重量物の転倒防止措置を執ること。 

  エ テレビ、ラジオ等の情報に注意すること。 

  オ ３日分以上、推奨１週間分の飲料水、食料品等の持ち出しの準備をすること。 

  カ 自動車による移動を自粛すること。 

  キ 避難対象地区として市から指定された地区以外は避難行動を行わず、耐震性が確保さ

れた自宅での待機等安全な場所で行動すること。 

  ク 電話の使用を自粛すること。 

  ケ 東海地震に関連する情報に関すること。 

  コ 市民が必要とする情報に関すること。 

  サ その他生活関連情報等に関すること。 

 (２) 市が実施する広報 

  ア 東海地震注意情報及び東海地震予知情報が発表された場合等の市長談話の発表 

    市長は、東海地震注意情報及び東海地震予知情報が発表された場合又は警戒宣言が発

せられた場合は、防災行政無線局同報系無線設備等を通じて、市民に対し冷静な行動を

執るよう呼び掛けを行う。                        ［危］ 

  イ 情報の提供 

    市は、市の対策等について、必要な情報を逐次提供するとともに、あらかじめ指定し

た窓口において市民からの問合せに応じることで民心の安定に努める。  ［危・避］ 
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 (３) 各放送機関の放送対処方法 

    各放送機関は、東海地震に関連する情報及び警戒宣言並びに市、公共機関等の警戒宣

言発令時対策の実施に関する放送に当たっては、通常の放送を中断して特別番組を編成

するとともに、社会的混乱防止を目的として迅速かつ正確に行う。また、市と協力し

て、市民に対し冷静な対応を呼び掛けるとともに、東海地震に関連する情報の内容、交

通に関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報、火災防止等発災時におけ

る被害軽減のための取組等、市民が防災行動等を執るために必要な情報の提供に努め

る。                                  ［危］ 

 (４) 駅周辺等の混乱防止 

    市は、駅周辺等における不特定多数の市民等が情報の不足による不安、流言飛語等に

よる混乱を防止するための広報を行う。 

  ア 県の対応 

    県内４か所の地域県政総合センター及びかながわ県民活動サポートセンターは、市と

連携し、必要な広報を実施する。                     ［県］ 

  イ 市の対応 

    市は、防災行政無線局同報系無線設備等により広報を実施する。      ［危］ 

８ 警戒宣言発令時の地震防災応急対策実施状況の報告 

  市長は、警戒宣言が発せられた場合に実施する事前避難の実施状況、地震防災応急対策の

実施状況等について、県地震災害警戒本部長に報告する。            ［危］ 

９ 自衛隊派遣要請に係る調整 

  市は、国の地震災害警戒本部長が大震法に基づいて自衛隊の派遣要請をした場合は、その

要請内容が迅速かつ的確に実施されるため、必要に応じて派遣要請の具体的内容について県

と調整を行う。                               ［危］ 

10 事前避難対策 

 (１) 事前避難の実施 

    市長は、警戒宣言が発せられた時は、必要に応じて避難対象地区を指定し、市民に避

難勧告又は避難指示（緊急）を行う。この場合において、市民の避難の方法は、原則徒

歩とするが、徒歩による避難が困難な場合は、状況により車両による避難も可能とす

る。                                  ［危］ 

  ア 事前避難措置 

    事前避難措置の実施者は、大震法第26条の規定に基づき、次の(ア)及び(イ)に掲げる

とおり避難勧告又は避難指示（緊急）を行う。 

   (ア) 市長の措置 

      市長は、警戒宣言が発せられた時は、直ちに避難対象地区の市民に対し避難勧告

又は避難指示（緊急）を行う。 

   (イ) 警察官の措置 

      警察官は、市長が前記(ア)の措置を行ういとまがないとき又は市長から要請があ

った時は、直ちに避難対象地区の市民に立ち退きを指示することができるものとす

る。 

  イ 避難勧告及び避難指示（緊急）の内容 

   (ア) 避難を要する理由 
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   (イ) 避難勧告等対象地域 

   (ウ) 避難先及びその場所 

   (エ) 避難経路 

   (オ) 注意事項 

  ウ 避難措置の周知等 

   (ア) 避難対象地区市民への周知徹底 

      避難措置を実施したときは、実施者はその内容について避難対象地区の市民に対

して広報媒体や自主防災組織（自主防災隊）等を通じて周知徹底を図る。 

   (イ) 県警察等との連絡 

      市長は、避難措置、避難の状況等について県に報告するとともに、県警察と相互

に連絡を取る。 

   (ウ) 避難対象地区市民の避難行動等 

      避難勧告又は避難指示（緊急）を受けた市民は、自主防災組織（自主防災隊）等

の単位で互いに協力しつつ速やかに避難するとともに、避難生活の運営に努めるも

のとする。市は、避難した市民が自主防災組織（自主防災隊）を中心として円滑に

避難生活を運営できるよう必要な支援を行う。 

 (２) 避難所及び一時滞在所における措置 

  ア 市長は、避難者に対し次の(ア)から(オ)までに掲げる措置を執るように努める。 

                                     ［避・応］ 

   (ア) 東海地震予知情報の伝達 

   (イ) 警戒宣言発令時対策の実施状況の周知 

   (ウ) 飲料水・食料、寝具等の供与 

   (エ) 避難所及び一時滞在所の秩序保持 

   (オ) その他避難生活に必要な措置 

  イ 市長は、避難生活に必要な生活必需物資等の調達・確保の方法及びこれに係る体制を

整備する。また、避難者に対して避難生活に必要な生活必需物資等の携行を指示する場

合は、その旨を明示する。                      ［避・物］ 

（３） 事前避難体制の確立等 

  ア 事前避難体制の確立 

    市は、警戒宣言発令時において、避難者が円滑かつ迅速に避難行動が執れるよう事前

避難体制の確立に努める。                    ［危・避・医］ 

   (ア) 避難に当たっては、警戒宣言が発せられた時から地震の発生までは比較的短時間

であるということを前提に避難体制の確立を図る。 

   (イ) 市は、あらかじめ把握した避難行動要支援者の避難については、自主防災組織

（自主防災隊）等の協力のもと、避難対象地区を単位として実施する。 
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  イ 要配慮者保護のための屋内での避難生活の運営 

    事前避難による避難生活は、地震発生が予測できないため原則として広域避難場所等

の屋外とするが、要配慮者の保護のため、耐震基準等の定められた指針に基づき、あら

かじめ指定された避難所予定施設内において避難生活を運営できるものとする。 

                                     ［危・避］ 

（４） 災害救助法の適用 

    事前避難生活の状況に応じ、災害救助法を適用する場合の手続等については、第４章

第14節「災害救助法関係」の定めにより行う。               ［危］ 

11 消防業務 

  消防部は、警戒宣言が発せられた場合は、平常時の消防業務（災害活動を除く。）を停止

又は縮小し、次の(１)から(９)までに掲げる事項を重点に必要な措置を採る。    ［消］ 

 (１) 地震に備えての消防部隊の編成強化 

 (２) 東海地震予知情報の収集及び伝達体制の確立 

 (３) 資機材の確保 

 (４) 出火防止、初期消火等の広報の実施 

 (５) 施設、事業所等に対し応急計画実施の指示 

 (６) 危険物タンクローリーの対応措置の指示 

 (７) 迅速な救助・救急のための体制確保 

 (８) 火災、水災等の防除のための警戒 

 (９) その他必要な事項 

12 施設、設備等の点検及び緊急に執るべき措置 

  市は、地震の発生に備え、管理する施設及び設備について点検を実施し、必要に応じて緊

急の措置を執る。                      ［危・避・応・物・医］ 

13 警備対策 

  県警察は、東海地震注意情報及び東海地震予知情報の発表に伴い、東海地震の発生に係る

県民の危惧、不安等から発生するおそれのある混乱及び各種犯罪に対処するため、早期に警

備体制を確立し、県警察の総合力を発揮して迅速かつ的確な警戒宣言発令時対策を実施する

ことにより、県民の生命、身体及び財産の保護活動に努め、治安維持の万全を期す。［県］ 

 (１) 警備体制の確立 

  ア 警備本部の設置 

    県警察は、東海地震に関する異常現象の観測により東海地震注意情報を受理した時

は、直ちに警察本部に警察本部長を長とする県警察東海地震警戒警備本部を、海老名警

察署に海老名警察署長を長とする海老名警察署東海地震警戒警備本部を設置し、指揮体

制を確立するとともに、海老名警察署東海地震警戒警備本部及び市地震災害警戒本部は

必要に応じて、互いに要員を派遣し、協力・連携体制を強化する。 

  イ 警備部隊の編成及び部隊運用 

    県警察は、別に定めるところにより警備部隊の編成を行うほか、事案の規模及び態様

に応じて迅速かつ的確な部隊運用を行う。 
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 (２) 警戒宣言発令時対策等 

    県警察が実施すべき東海地震に関連する情報が発表されたときの措置及び警戒宣言発

令時対策については、おおむね次のアからエまでに掲げる事項を基準とする。 

  ア 情報の収集・伝達 

    県警察は、東海地震に関連する情報の発表及び警戒宣言が発せられた場合は、その内

容を正確かつ迅速に周知するとともに、これに伴う諸般の情勢を迅速かつ的確に収集

し、及び把握し、民心の安定及び混乱の防止を図るため、次の(ア)から(ウ)までに掲げ

る活動を実施する。 

   (ア) 市が行う東海地震に関連する情報及び警戒宣言の伝達への協力 

   (イ) 各種情報の収集 

   (ウ) 市地震災害警戒本部及び関係機関との相互連絡 

  イ 広報 

    民心の安定と混乱防止のため、次の(ア)から(カ)までに掲げる事項を重点として広報

活動を行う。 

   (ア) 東海地震に関連する情報及び警戒宣言に関する正確な情報 

   (イ) 道路交通の状況と交通規制の実施状況 

   (ウ) 自動車運転の自粛と自動車運転手の執るべき措置 

   (エ) 犯罪の予防等のために市民が執るべき措置 

   (オ) 不法事案を防止するための正確な情報 

   (カ) その他混乱防止のために必要かつ正確な情報 

  ウ 社会秩序維持 

    県警察は、東海地震災害に係る危惧、物資の欠乏並びに将来の生活に対する不安等に

起因する混乱、窃盗犯、粗暴犯及び集団不法事案等を防止するため、次の(ア)から(カ)

までに掲げる活動により社会秩序維持に万全を期す。 

   (ア) 正確な情報の収集及び伝達による混乱の防止並びに流言飛語の防止 

   (イ) 民心の不安を助長する窃盗犯、暴力犯、経済犯等の予防及び取締り 

   (ウ) 危険物による犯罪又は被害発生防止のための予防及び取締り 

   (エ) 避難に伴う混乱等の防止及び人命の保護 

   (オ) 避難場所、警戒区域、重要施設等の警戒 

   (カ) 自主防犯活動等に対する指導 

  エ 施設等の点検及び整備 

    県警察は、発災に備え、警察通信施設、警察庁舎、道路交通施設等について、その機

能を保持するため点検及び整備を実施する。 
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14 道路交通対策 

  県警察は、警戒宣言が発せられた場合における交通の混乱及び交通事故の発生を防止し、

並びに市民の避難の円滑及び防災関係機関が警戒宣言発令時対策のために実施する緊急輸送

の円滑を確保するため、次の(１)及び(２)に掲げるとおり交通規制等の交通対策を実施す

る。なお、市内の交通規制については、地震防災応急対策の実施状況、道路交通の状況、交

通規制に伴う市民の日常生活への影響等を総合的に判断して、効果的に実施することとす

る。 

 (１) 交通規制措置 

  ア 基本方針 

   (ア) 強化地域内での一般車両の走行は、極力抑制する。          ［県］ 

   (イ) 強化地域内への一般車両の流入は、極力制限する。          ［県］ 

   (ウ) 強化地域外への一般車両の流出は、交通の混乱が生じない限り原則として制限し 

ない。                               ［県］ 

   (エ) 緊急交通路については、優先的にその機能を確保する。        ［県］ 

   (オ) 緊急交通路に指定する高速自動車国道及び自動車専用道路については、一般車両

の市内への流入を制限するとともに、市内におけるインターチェンジ等からの流入を

制限する。                              ［県］ 

   (カ) 市は、市民に対し警戒宣言発令時の交通規制等の情報についてあらかじめ情報提

供し、不要・不急な旅行等の自粛を要請する。              ［危］ 

  イ 警戒宣言が発せられた場合の交通規制  

    警戒宣言が発せられた場合は、強化地域における交通の混乱の防止を図り、地震防災

応急対策活動が円滑に行われるよう一般車両の通行を禁止する区域及び通行を制限する

区域の設定並びに緊急交通路の確保等必要な規制を実施する。        ［県］ 

   (ア) 通行禁止区域及び通行制限区域の設定 

      警戒宣言が発せられた場合は、通行禁止区域及び通行制限区域を定め、同区域を

補完するためのう回路を指定し、一般車両の通行禁止及び制限の交通規制を実施す

る。 

   (イ) 緊急交通路の確保 

      緊急交通路として指定することを想定している道路の中から、交通の状況に応じ

て確保する。 

 (２) 運転者の執るべき措置 

  ア 走行中の車両は、次の(ア)から(ウ)までに掲げる要領により行動するものとする。 

                                     ［民・企］ 

   (ア) 警戒宣言が発せられたことを覚知したときは、地震の発生に備えて低速走行に移

行するとともに、カーラジオ等により継続して地震情報及び交通情報を聴取し、その

情報に応じて行動すること。 

   (イ) 車両を置いて避難するときは、できる限り道路外の場所に移動しておくこと。や

むを得ず車両を道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジ

ンを切り、窓を閉め、エンジンキーは付けたままとし、ドアをロックしないこと。駐

車するときは、避難する人の通行及び地震防災応急対策の実施の妨げにならないよう

駐車する場所に配慮すること。 
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   (ウ) 危険物等を運搬中の車両は、あらかじめ定められている安全対策を速やかに執る

こと。 

  イ 避難のために車両を使用しないこと。                ［民・企］ 

15 緊急輸送対策 

 (１) 緊急輸送の実施 

    市は、警戒宣言が発せられた場合は、警戒宣言発令時対策及び応急対策の円滑な実施

を確保するため、次のアからウまでに掲げる要員、物資等の緊急輸送を実施する。 

                                       ［物］ 

  ア 警戒宣言発令時対策要員 

  イ 飲料水・食料、医薬品、防災資機材等の物資 

  ウ その他必要と認める人員、物資又は資機材 

（２） 緊急輸送道路の確保 

    市は、緊急輸送を実施するため、あらかじめ指定した緊急輸送道路を関係機関と協力

して確保する。当該緊急輸送道路の確保に当たっては、道路及び沿道の危険度に留意す

るとともに、緊急交通路その他輸送手段にも考慮する。           ［応］ 

 (３) 緊急輸送車両等の確保 

  ア 市は、地域の現況に即した車両等の調達を行う。             ［物］ 

  イ 市は、必要な車両等の確保が困難なときは、県に対して要請及び調達・あっ旋を依頼

する。                                 ［危］ 

 (４) 緊急輸送車両等 

  ア 緊急輸送車両（確認対象車両） 

    緊急輸送車両は、大震法第21条第２項に規定する地震防災応急対策（警戒宣言発令時

対策）の実施責任者又はその委託を受けた者が使用する車両で、次の(ア)から(ク)まで

に掲げる業務に従事する車両とする。             ［物・危・企・事］ 

   (ア) 地震予知情報の伝達及び避難勧告又は避難指示（緊急） 

   (イ) 消防、水防その他の応急措置 

   (ウ) 応急の救護を要すると認められる者の救護その他保護 

   (エ) 施設及び設備の整備及び点検 

   (オ) 犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模地震により地震災害を受けるおそれの

ある地域における社会秩序の維持 

   (カ) 緊急輸送の確保 

   (キ) 地震が発生した場合の食料、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他の保

健衛生に関する措置、その他応急措置を実施するために必要な体制の整備 

   (ク) その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置 

  イ 緊急輸送車両に準ずる車両 

    特に緊急を要する次の(ア)から(オ)までに掲げる車両は、緊急輸送車両に準ずる車両

とする。                          ［物・危・企・事］ 

   (ア) 道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第13条に規定する緊急自動車 
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   (イ) 道路交通法施行令第14条の２に規定する道路維持作業用自動車 

   (ウ) 医療行政及び感染症防疫のための車両 

   (エ) 報道機関の緊急取材のための車両 

   (オ) その他特に緊急を必要とする次の車両 

    ａ 郵便物の集配及び電報配達のための車両 

    ｂ 金融機関の現金輸送のための車両 

    ｃ 新聞の輸送のための車両 

    ｄ 廃棄物の処理及び清掃のための車両 

    ｅ 道路交通法施行令第26条の３に規定する通学通園バス 

  ウ 緊急輸送車両の確認手続等 

   (ア) 県公安委員会（県警察）は、大震法第24条に規定する市が保有する緊急輸送車両

の確認を大震法施行令第12条第１項の規定に基づいて行うものとし、これを確認した

ときは、同条第２項の規定に基づき、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付

する。                               ［県］ 

   (イ) 市は、当該車両の前面の見やすい箇所に標章を掲示し、証明書を当該車両に備え

付けるものとする。                        ［物・危］ 

16 鉄道等の公共輸送対策 

 (１) 鉄道 

  ア 運行方針 

    各鉄道機関は、警戒宣言発令時に次の(ア)から(エ)までに掲げる方針を原則に対処す

る。なお、警戒宣言発令前までは極力運行を継続する。           ［事］ 

   (ア) 強化地域内への進入を禁止する。 

   (イ) 強化地域内を運行中の列車は、最寄り駅その他の場所まで安全な速度で運転して

停車、待機等の措置を執る。ただし、地震が発生し、震度６弱未満の揺れを観測した

場合で津波等の危険がない地域については、安全性の確保を前提に運行可能とする。 

   (ウ) 強化地域外においては、安全を確認の上、極力運行の継続を確保する。 

   (エ) 警戒解除宣言が発せられた時は、必要により車両、線路、信号装置等の機能確認

を行った後、列車の運行を行う。 

  イ 列車運行措置 

    各鉄道機関は、警戒宣言発令時に次の(ア)から(ウ)までに掲げる列車運行措置を執

る。 

                                       ［事］ 

   (ア) 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社 

    ａ 強化地域内に係る措置 

     (ａ) 列車の運転を中止する。 

     (ｂ) 運転中の列車は、原則として最寄りの安全な駅その他の場所まで安全な速度

で運転して停止させる。 
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     (ｃ) あらかじめ定めた列車抑止禁止駅の次の駅まで列車の運転継続を指令する。 

     (ｄ) 停車場外に抑止した停車列車の収用方法を指令する。 

    ｂ 強化地域外で震度５弱以上が予想される地域 

     (ａ) 市内への列車の進入は、原則として規制する。 

     (ｂ) あらかじめ定めた運転規制区間及び速度で運行する。 

     (ｃ) 近接する区間として相模線の厚木駅から橋本駅までの間は、運転を中止す

る。 

   (イ) 小田急電鉄株式会社 

    ａ 強化地域内に係る措置 

      原則として最寄り駅まで安全な速度で運転し、以後の運転を中止する。 

    ｂ 強化地域外 

     (ａ) 警戒宣言当日 

        小田急小田原線の小田原駅から相武台前駅までの間の列車は、最寄り駅で運

転を中止する。 

     (ｂ) 警戒宣言翌日以降 

        地震ダイヤを作成して、可能な範囲で運行に努める。 

   (ウ) 相模鉄道株式会社 

    ａ 強化地域内に係る措置 

      原則として運行中の列車等は、最寄りの安全な停車場まで運転し、以後の運転を

休止する。 

    ｂ 強化地域外 

     (ａ) 警戒宣言当日 

        相模鉄道本線大和駅から海老名駅までの間は、運転を中止する。 

     (ｂ) 警戒宣言翌日以降 

        地震ダイヤを作成して、可能な範囲で運行に努める。 

  ウ 旅客に係る措置 

    各鉄道機関は、警戒宣言発令時に旅客に対し次の(ア)及び(イ)に掲げる措置を執る。 

                                       ［事］ 

   (ア) 基本方針 

      鉄道事業者は、あらかじめ警戒宣言発令時に生じる帰宅困難者及び滞留旅客に対

する具体的な避難誘導、保護及び食料等のあっ旋並びに市が帰宅困難者及び滞留旅

客の保護等のために実施する活動との連携体制等の措置について定め、警戒宣言発

令時には運行規制等について情報提供するとともに、帰宅困難者、滞留旅客の保護

等のために必要な対応を採るものとする。また、不要・不急の旅行等を控えるよう

要請する。 

   (イ) 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社 

    ａ 駅舎内の旅客及び駅に停車した列車内旅客に対し、駅、車内放送、掲示等により

警戒宣言の内容、停止の理由、旅行の中止、う回の慫慂（しょうよう）及び近距離

旅行者の徒歩帰宅の呼び掛けを行う。 
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    ｂ 駅施設内の旅客及び駅に停車した列車内旅客は、自己の責任において行動を希望

する者を除き、原則として駅施設内又は列車内を待機場所とする。 

    ｃ 列車が長期間停止となることが見込まれる場合及び危険が見込まれる場合は、旅

客を避難させる避難所予定施設等や避難方法について、あらかじめ市と協議してお

く。 

    ｄ 旅客に対しては、必要に応じて飲料水、食料等のあっ旋を行うこととする。ま

た、あらかじめ市とも飲料水、食料等のあっ旋方法や体制等について協議する。 

    ｅ 旅客等に急病人等が発生したときは、駅周辺の医療機関に収容することとし、そ

の協力体制を確立しておく。また、駅等で常備している応急医薬品を定期的に整備

点検するとともに、救護を要する旅客に対し応急措置が可能な体制を整える。 

    ｆ 駅施設内及び列車内等の旅客の安全確保及び秩序の維持を図るため、混雑の状況

等を勘案の上、関係社員を適宜配備し、また必要により県警察の応援を求めて盗難

等各種犯罪の防止に努める。 

 (２) 路線バス 

    強化地域内においては、警戒宣言発令後の運行を、各社の地震防災応急計画の定める

ところに従って中止する。                        ［事］ 

17 鉄道折返駅及び周辺の混乱防止対策 

  鉄道機関（東日本旅客鉄道株式会社、小田急電鉄株式会社及び相模鉄道株式会社）、県、

各鉄道折返駅所在市（藤沢市、座間市及び大和市）等は、警戒宣言が発せられた場合は、鉄

道折返駅となる小田急電鉄藤沢駅、小田急電鉄相武台前駅及び相模鉄道大和駅の３駅並びに

その周辺の混乱を防止するため、それぞれ次の措置を執る。 

 (１) 情報連絡本部の措置 

    駅及びその周辺の混乱防止対策の実施について連絡調整を行うため、各鉄道折返駅に

関係機関（鉄道機関、県、折返駅所在市及び県警察）が合同で情報連絡本部を設置す

る。                                ［県・事］ 

 (２) 市の措置 

    市は、あらかじめ指定した帰宅困難者の収容機能を持つ避難所予定施設及びその収容

に特化した一時滞在所予定施設を避難所及び一時滞在所として開設し、市内各駅で発生

した帰宅困難者及び滞留旅客を保護するとともに、情報連絡本部との連絡を密にし、強

化地域外から市内の自宅等に徒歩で帰宅する者等に対し、開設した避難所及び一時滞在

所において必要な措置を実施する。                ［危・避・応］ 

18 児童・生徒の保護対策 

  東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表された場合には、平常時の活動を維持しつ

つ、情報等の収集に努める。東海地震注意情報及び東海地震予知情報が発表された場合又は

警戒宣言が発せられた場合には、児童・生徒の安全確保に万全を期すため、次の措置を執

る。                                    ［避］ 

 (１) 市立学校の対応 

  ア 校長は、学校災害対策本部を設置し、東海地震に関連する情報のほか、必要な情報等

の把握に努め、的確な指揮に当たる。 
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  イ 児童・生徒の生命及び身体の安全確保を図るとともに、安全が確認されるまでは、学

校で児童・生徒を保護し、安全が確認された後に、保護者等に引き渡す。ただし、公共

交通機関の運行中止等により保護者等が帰宅できないことが想定されることから、保護

者等が来校するまでは、学校で児童・生徒を保護する。なお、「海老名市学校地震防災

計画」に基づき、あらかじめ対応を定めておく。 

  ウ 校長は、市教育委員会に児童・生徒及びその保護者等の安否情報、児童・生徒の保護

者等への引渡し状況その他必要な状況を速やかに報告する。 

  エ 学校施設の保安措置を執る。 

  オ 初期消火、救護・救出活動等の防災活動体制を執る。 

 (２) 市立学校教職員の対処 

  ア 学級担任等は、「海老名市学校地震防災計画」にあらかじめ定められた方法で、児

童・生徒の安全確保を図った後、避難誘導を行う。その後、学校災害対策本部の指示に

より、更なる児童・生徒の安全確保に努める。 

  イ 障がいのある児童・生徒については、介助体制等の組織により対応する等、十分配慮

する。 

  ウ 児童・生徒の保護者等への引渡しについては、あらかじめ定められた方法で確実に行

う。 

  エ 交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない児童・生徒については、氏名、人数等を

確実に把握して引き続き保護する。 

  オ 児童・生徒の安全を確保した後、学校災害対策本部の指示により防災活動体制を執

る。 

19 医療機関、福祉施設対策 

 (１) 医療機関の対策 

  ア 警戒宣言発令時の措置 

    医療機関は速やかに警戒宣言発令時対策を実施することにより、被害発生の防止を図

るとともに医療機能の維持に努める。                   ［事］ 

   (ア) 警戒宣言発令の周知 

      医療機関の長は、警戒宣言が発せられたことについて、医師等の職員、外来患者

等に対して周知徹底を図る。 

   (イ) 院（所）の防災指導 

      医療機関の長は、地震防災対策本部を設置するとともに、消火設備、避難設備、

自家発電装置等の点検並びに医療器械、備品、薬品等の転倒落下、移動の防止及び

出火防止対策を実施する。 

   (ウ) 入院患者等の安全確保 

      医療機関の長は、入院患者等の安全確保措置を執る。 

   (エ) 手術中及び手術予定時の対応 

      手術中の場合は、医師の判断により安全措置を執るものとし、手術予定について

は緊急やむを得ない場合を除き延期する。 
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   (オ) 診療 

      地域医療の確保のため、耐震性を有する等安全性が確保されている病院について

は診療を継続できるものとする。 

   (カ) 発災後への備え 

      医療機関は、発災後の医療機能を維持するため、医薬品、血液、治療材料等の確

保に努めるとともに、飲料水・食料、燃料等の確保も併せて行う。また、医師をは

じめとした職員については、あらかじめ定めた職員連絡網等により連絡を行い、そ

の確保を図る。また、患者等の保護等のため、施設の耐震性を考慮し、他の病院若

しくは病棟への搬送又は家族等への引渡しを実施する。 

  イ 救護班の編成待機 

    県は、発災後、市からの医療救護に関する協力要請に備えるため次のことを実施す

る。                                  ［県］ 

   (ア) 災害拠点病院、県所管の県立病院に対して救護班の編成及び待機を要請する。 

   (イ) 神奈川ＤＭＡＴ指定病院に対して、神奈川ＤＭＡＴの編成及び待機の要請等をす

る。 

   (ウ) 国立病院機構、県立病院機構に対して、救護班の編成待機について要請を行う。 

  ウ 医薬品及び医療資機材の調達準備 

    県は、医療救護活動に必要な医薬品等の調達を行うため、医薬品卸業協会等の在庫量

を確認する等、必要な措置を採る。                    ［県］ 

 (２) 社会福祉施設対策 

  ア 警戒宣言発令時の措置 

    社会福祉施設は、警戒宣言が発せられた場合、利用者の生命及び身体の安全確保に万

全を期すため、次の措置を執る。                     ［事］ 

   (ア) 施設設備の点検 

   (イ) 落下物等の防止措置 

   (ウ) 飲料水、食料等の確保 

   (エ) 関係機関及び保護者との連絡体制の確保 

  イ 発災後への備え 

    入所者等の保護等の方法については、施設の耐震性を考慮し、他の福祉施設等への移

送又は家族等への引渡しを実施する。                   ［事］ 

20 不特定多数が出入りする施設の対策 

（１） 警戒宣言発令時の対応 

  ア デパート等の対応 

    デパート、スーパーマーケット及び小規模小売店舗における営業状況は、おおむね次

のとおりとする。なお、食料品、日用雑貨等の生活必需物資等を取り扱う小規模小売店

舗は、食品の衛生上の確保を図りつつ、地域の需要に応えるため、できるだけ営業の継

続に努める。                              ［企］ 

   (ア) デパート 

      デパートについては、デパートごとにあらかじめ定めた方針により、耐震性を有

する等安全性が確保されている場合には、営業を継続できるものとする。 
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   (イ) スーパーマーケット 

      施設の耐震性及び従業員の確保状況により、店舗ごとに営業の継続又は閉店を判

断する。なお、耐震性を有する等安全性が確保されている場合は、営業を継続でき

るものとする。 

   (ウ) 小規模小売店舗 

      市内で避難対象地区以外に立地する食料等の生活必需物資等を扱う小規模小売店

で生活型商店街に属するものは、できるだけ営業を継続するよう努める。 

  イ 野球場、映画館等の興行者の対応 

    東海地震注意情報及び東海地震予知情報の発表又は警戒宣言が発せられた場合におけ

る野球場、映画館等の興行施設の措置は、基本的には各事業者等が定める地震防災応急

計画（地震防災規定を含む。）によるが、おおむね次のとおりとする。    ［企］ 

   (ア) 東海地震注意情報及び東海地震予知情報が発表された場合は、原則として興行は

中止する。 

   (イ) 警戒宣言発令が開催日前又は開催日であっても、開催前である場合は、原則とし

て興行を中止する。 

   (ウ) 警戒宣言発令が開催中の場合は、主催者の判断で興行を中止する。 

（２） 施設管理者の措置 

    不特定多数が出入りする施設の管理者は、警戒宣言が発せられた場合は直ちに次の措

置を執る。                               ［企］ 

  ア 情報の収集 

  イ 利用者等への情報伝達 

  ウ 退避誘導の確保 

   (ア) 非常出口及び退避方向の指示 

   (イ) 顧客の整理及び誘導 

   (ウ) 退避場所及び経路の指示 

  エ 施設の点検 

   (ア) 火気使用器具の使用停止 

   (イ) ボイラー等のバルブ閉止及び燃料停止の確認 

   (ウ) ボンベ及び燃料タンクの固定確認 

   (エ) 消防用設備等の点検及び作動確認 

   (オ) 受水槽の確認及び給水 

   (カ) 看板、ネオン、舞台装置、照明器具等の転倒及び落下防止装置 

   (キ) 非常持ち出し品の準備 
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21 生活関連施設対策 

 (１) 電話（通信）の確保 

    電気通信事業者は、警戒宣言が発せられた場合は、地震防災対策上重要な電話（通

信）の確保を図るため、地震災害警戒本部の設置、応急用資機材の事前配備、電源の確

保、電話（通信）のそ通確保、安否確認に必要な措置等必要な体制を確保し、応急措置

を実施する。なお、これらの措置は、必要に応じて警戒宣言発令前からも実施する。 

                                    ［事］ 

 (２) 電力施設の確保 

    電力事業者は、警戒宣言が発せられた場合においても、その供給の継続を確保するた

め、非常災害対策支部の設置、資機材の確保、特別巡視、特別点検、通信網の確保、応

急安全措置等必要な電力を供給する体制を確保し、応急措置を実施する。   ［事］ 

 (３) 都市ガス施設等の安全等の確保 

    ガス事業者は、警戒宣言が発せられた場合、ガス工作物等の巡視・点検及び検査、工

事等の中断、資機材等の確保及び整備、安全広報を実施する。        ［事］ 

 (４) 上・下水道の確保 

  ア 上水道施設の確保 

    水道事業者は、東海地震注意情報が発表された場合は、あらかじめ取水量を増加させ

る等の需要量の増加に対する給水の確保及び継続を図るとともに、市民に対して自ら飲

料水の確保を図るよう広報する。また、発災後に備え、要員の確保、資機材の事前配

備、復旧体制の整備を実施する。                     ［県］ 

  イ 下水道の確保 

    市は、「海老名市公共下水道総合地震対策計画」に基づき、下水道の応急復旧のため

の職員の配備、資機材等の確保に努める。                 ［応］ 

 

22 金融機関の措置 

 (１) 民間金融機関に係る措置 

    関東財務局横浜財務事務所及び日本銀行横浜支店は、県と連携し、警戒宣言発令時に

おける民間金融機関の業務について、次に掲げる措置を執るよう要請する。  ［国］ 

  ア 市内に本店、支店等の営業所を置く金融機関の警戒宣言発令時の対応等 

   (ア) 警戒宣言が発せられた場合の措置 

    ａ 窓口における営業は、普通預金（総合口座を含む。）の払戻業務以外の業務は停

止するとともに、その後、店頭の顧客の輻輳状況等を的確に把握し、問題なく窓口

における普通預金の払戻業務も停止し、併せて、窓口営業停止の措置を講じた旨を

取引者に周知徹底すること。ただし、この場合であっても、顧客及び従業員の安全

に十分配慮した上で、現金自動預払機等において預金の払戻しを継続する等、居住

者等の日受生活に極力支障をきたさないような措置を講ずる。 

    ｂ 手形交換所において交換事務を中断し、または止めざるを得ないときは、状況に

応じ決済時間変更、決済繰延べ等の措置を講ずる。 
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    ｃ 休日、開店前又は閉店後に警戒宣言が発せられた場合には、発災後の金融業務の

円滑な遂行の確保を期すため、窓口営業の開始又は再開は行わないこと。ただし、

この場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等

の運転は継続する等、居住者等の日常生活に極力支障をきたさないような措置を講

ずる。 

   (イ) 警戒解除宣言が発せられた場合等の措置 

      警戒解除宣言が発せられた場合は、可及的速やかに平常の営業を行う。 

  イ 営業停止等の取引者への周知 

    営業停止等並びに継続して現金自動預払機等を稼働させる営業店舗名等を、ポスター

の店頭掲示等の手段を用いて告知するとともに、その旨を新聞やインターネットのホー

ムページに掲載し、取引者に周知徹底する。 

 (２) 生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険会社及び火災共済組合 

    関東財務局横浜財務事務所は、現地における資金の需要状況等に応じ、関係機関と緊

密な連絡を取りつつ、保険会社等に対し、以下に掲げる措置を要請する。   ［国］ 

  ア 市内に本店又は支店等の営業所を置く保険会社等の警戒宣言時の措置 

   (ア) 営業時間中に警戒宣言が発せられた場合には、保険会社等において、本店、支店

等の営業所における営業を停止する。また、保険会社等は、営業停止等を行う営業

店舗名等を、店頭掲示等での告示、新聞又はインターネットのホームページへの掲

載その他これらに類する方法により、営業停止等を取引者に周知徹底する。 

   (イ) 休日、開店前又は閉店後に警戒宣言が発せられた場合には、発災後の保険会社等

の円滑な遂行の確保を期すため、保険会社等において、営業の開始又は再開は行わ

ない。 

  イ 市内に本店又は支店等の営業所を置く保険会社等の警戒解除宣言が発せられた場合の

措置 

    警戒解除宣言が発せられた場合には、保険会社等において、可及的速やかに平常の営

業を行う。また、発災後の保険会社等の応急措置については、適時、的確な非常金融措

置を講ずる。 

 

 (３) 第一種金融商品取引業者（証券会社等）に係る措置 

    関東財務局横浜財務事務所は、現地における資金の需要状況等に応じ、関係機関と緊

密な連絡を取りつつ、市内に営業所又は事務所を置く証券会社等に対し警戒宣言時の対

応等として、次に掲げる措置を要請するものとする。            ［国］ 

  ア 警戒宣言が発せられた場合の措置 

   (ア) 営業時間中に警戒宣言が発せられた場合には、第一種金融商品取引業者におい

て、営業所又は事務所の窓口における業務を停止する。 

   (イ) 証券会社等において、業務停止等を行う店舗名等を、店頭掲示等の告示、新聞又

は、インターネットのホームページへの掲載その他これらに類する方法により、業

務停止等を取引者に周知徹底する。 

   (ウ) 休日、開店前又は閉店後に警戒宣言が発せられた場合には、発災後の証券会社等

の円滑な遂行の確保を期すため、証券会社等において窓口業務の開始又は再開は行

わない。 
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  イ 警戒解除宣言が発せられた場合の措置 

    警戒解除宣言が発せられた場合には、証券会社等において、可及的速やかに平常の営

業を行う。また、発災後の証券会社等の応急措置については、適時、的確な非常金融措

置を講ずる。 

23 事業所等の措置 

 (１) 警戒宣言が発せられた場合の事業所等の対応 

  ア 防火管理者、保安管理者等を中心に、東海地震災害を防止し又は軽減するための体制

を確立する。                              ［企］ 

  イ テレビ、ラジオ等から情報を正確に入手し、顧客、従業員等に正確かつ迅速に伝達す

る。                                  ［企］ 

  ウ 地震防災応急計画又は消防計画その他これらに類するものに定められた分担に従っ

て、東海地震災害を防止し若しくは軽減するため次の措置を執る。      ［企］ 

   (ア) 火気使用設備等地震発生により出火原因になるものについては、原則として使用

を中止する。 

   (イ) 建物の防火上又は避難において重要な施設、消防用設備等を点検する。 

   (ウ) 薬品類、危険物等の流出及び漏えい防止を行う。 

   (エ) 商品、事務機器等の転倒及び窓ガラス等の落下防止を行う。 

  エ 火気使用店舗は原則として営業を自粛する。               ［企］ 

  オ 飲料水・食料、医薬品等を確保する。                  ［企］ 

  カ その他必要な措置を採る。                       ［企］ 

 (２) 事業所等の従業員の帰宅措置 

    一般の事業所においては、応急保安措置を講じた後は、できるだけ通常の勤務体制を

執ることを原則とする。やむを得ず従業員を帰宅させる場合は、従業員数、最寄り駅及

び道路交通状況、警戒宣言が発せられた時刻等を考慮して、帰宅経路に係る状況を確認

した上、時差退社をさせる。ただし、近距離通勤者については、徒歩又は自転車により

帰宅させ、できるだけ交通機関の利用はしないものとする。また、自家用車による帰宅

は行わないものとする。なお、市内では原則として鉄道の運行が中止されるので、遠距

離通勤者で帰宅が困難となる者については、それぞれの事業所等において適切な措置を

採る。                                 ［企］ 

24 救援対策等 

 (１) 食料 

  ア 県は、警戒宣言発令とともに、東海地震災害の発生に備えて直ちに次のことを行う。 

                                       ［県］ 

   (ア) 食料調達体制の点検及び確認 

      農林水産省関東農政局神奈川県拠点、財団法人塩事業センター及び「災害救助法

が発令された場合の応急物資の取扱いに関する協定書」を締結している関係団体等

と連携を取り、食料調達体制の確認を行うとともに、現在の食料の保有数量等の把

握に努める。 
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資料 ９ その他 

   (イ) 卸売市場の開場要請 

      生鮮食料品の安定供給を確保するため、公設市場開設市及び民営市場開設者に対

して平常どおり市場を開場し、生鮮食料品の取引業務を行うことを要請する。 

   (ウ) 集荷物の確保 

      生産地、出荷団体及び出荷者に対して市場への出荷要請を行う。卸売業者に対し

ては、入荷量を確保するとともに、その保管する物資の放出を要請する。 

  イ 市は、警戒宣言発令とともに、東海地震災害の発生に備えて備蓄物資等の確認、協定

等を締結している関係団体と連絡を取り、食料調達体制を確認するとともに食料の保有

数量等の把握及び応急給食のための要員、資機材、運搬手段等の確保を図る。 

                                     ［危・物］ 

（２） 飲料水 

  ア 飲料水の事前確保 

    市は、警戒宣言発令とともにそれぞれの広報媒体及び関係機関の協力を得て、需要家

（一般家庭その他施設）に対して飲料水確保のための緊急貯水を呼び掛ける。 ［危］ 

  イ 給水量の確保 

   (ア) 県は、東海地震注意情報が発表された場合は、水道事業者に対して飲料水確保の

ための緊急貯水に応える体制を執るよう指示する。           ［県］ 

   (イ) 市は、東海地震注意情報が発表された場合は、水道事業者に対して飲料水確保の

ための緊急貯水に応える体制を執るよう協力を要請する。        ［危］ 

  ウ 応急給水体制 

   (ア) 県は、市に対し、東海地震災害発生に備えて応急給水体制を執るよう指示する。 

                                       ［県］ 

   (イ) 市は、東海地震災害の発生に備えて、水道事業者等に飲料水の確保を要請し、ま

た自力での飲料水の確保を行うとともに、応急給水のための要員、資機材、運搬手

段等を確保する。                        ［危・物］ 

   (ウ) 鋼板プール及びろ水機の管理者は、東海地震災害の発生に備えて速やかに使用で

きるよう体制を整える。                       ［事］ 

 (３) 生活必需物資等 

  ア 県は、警戒宣言発令とともに、東海地震災害発生に備えて災害救助用備蓄物資を点検

するとともに、市で協定等を締結している大規模小売店等と連絡を取り、物資保有数の

把握に努め、市の要請に対処できる体制を整える。          ［県］ 

  イ 市は、警戒宣言発令とともに、東海地震災害発生に備えて備蓄物資を確認するととも

に、協定等を締結している関係業者、団体等と連絡を取り、生活物資の調達体制を整え

る。また、物資保有数を把握して物資供給のための要員、運搬手段等を確保する。 

                                     ［危・物］ 

 (４) 物価高騰の防止等のための要請 

  ア 県は、県民が落ち着いた消費行動が取れるよう生活必需物資の供給状況等について、

必要な情報提供に努める。                        ［県］ 

  イ 市は、警戒宣言が発せられた場合に、食料をはじめとする生活必需物資等の物価が高

騰しないよう、また、事業者による買占め・売惜しみが生じないよう必要に応じて指導

等を行う。                               ［物］ 
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